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開 会◎

これより令和６年11月定例会○濵砂 守議長

を開会いたします。

本日の会議を開きます。

議事に先立ちまして、２点申し上げます。

まず、先月21日から23日にかけての大雨によ

り、２名の方が貴い命を落とされました。ここ

に謹んで哀悼の意を表するとともに、被害に遭

われた皆様にお見舞いを申し上げます。

次に、三笠宮妃百合子殿下におかれまして

は、15日に薨去されました。ここに謹んで哀悼

の意を表するとともに、心から御冥福をお祈り

申し上げます。

会議録署名議員指名◎

それでは、これより議事に入○濵砂 守議長

ります。

会議録署名議員に、佐藤雅洋議員、今村光雄

議員を指名いたします。

議会運営委員長審査結果報告◎

まず、会期の決定について議○濵砂 守議長

題といたします。

本定例会の会期日程に係る議会運営委員長の

審査結果報告を求めます。議会運営委員会、日

髙陽一委員長。

〔登壇〕 おはようございま○日髙陽一議員

す。御報告いたします。

11月15日及び本日の議会運営委員会におい

て、本日招集されました令和６年11月定例会の

会期日程等について協議いたしました。

本定例会に提案されます知事提出議案は合

計22件、その内訳は、補正予算２件、条例７

件、予算・条例以外13件であります。このほか

１件の報告があります。

また、職員の給与改定等に係る議案が追加提

案される予定となっております。

これらの提出議案の内容等を踏まえ、当委員

会において審査した結果、会期は、本日から12

月10日までの19日間とすることに決定いたしま

した。

会議日程は、お手元に配付されております日

程表のとおりであります。

本定例会は、11月27日から５日間の日程で一

般質問を行います。

一般質問終了後、人事案件を採決し、その他

の議案・請願については、所管常任委員会への

付託を行います。

12月４日から５日までの２日間で各常任委員

会を開催し、12月10日、最終日の本会議で、付

託された議案・請願の審査結果報告及び採決を

行います。

さらに、選挙管理委員及び同補充員の選挙を

行います。

なお、議員から提出される議案の取扱い及び

特別委員会については、日程表に記載のとおり

であります。

議員各位におかれましては、円滑な議会運営

に特段の御協力をいただきますようお願い申し

上げます。

以上で当委員会の報告を終わります。（拍手）

〔降壇〕

議会運営委員長の報告は終わ○濵砂 守議長

りました。

質疑の通告はありません。

会期決定◎

会期についてお諮りいたしま○濵砂 守議長

す。

令和６年11月22日(金)
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令和６年11月22日(金)

本定例会の会期は、ただいまの議会運営委員

長の報告のとおり、本日から12月10日までの19

日間とすることに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議ありませんので、その○濵砂 守議長

ように決定いたしました。

本日からの日程は、お手元に配付の日程表の

とおりであります。〔巻末参照〕

議案第１号から第22号まで上程◎

次に、お手元に配付のとお○濵砂 守議長

り、知事から、議案第１号から第22号までの各

号議案の送付を受けましたので、これらを一括

上程いたします。〔巻末参照〕

知事提案理由説明◎

ここで、知事に提案理由の説○濵砂 守議長

明を求めます。

〔登壇〕 おはようござ○知事（河野俊嗣君）

います。

令和６年11月県議会定例会の開会に当たり、

まず冒頭に、三笠宮妃百合子殿下の薨去の報に

接し、謹んでお悔やみ申し上げます。

妃殿下には、昭和54年に本県で開催された国

民体育大会秋季大会に両殿下で御来県いただ

き、多くの県民と親しく接していただくなど、

大変温かいお心遣いを賜りました。

私も先般の上京の折、皇居にて弔問の記帳を

申し上げたところであり、改めまして、県民の

皆様とともに心から哀悼の意を表します。

それでは、ただいま提案いたしました議案の

御説明に先立ち、２点御報告を申し上げます。

１点目は、先月の大雨による被害についてで

あります。

10月21日から23日にかけて、本県では、線状

降水帯の発生により局地的に猛烈な雨が降るな

ど、長時間にわたる記録的な大雨に見舞われま

した。

この大雨により、延岡市では土砂災害により

住家１棟が全壊し、日南市では自動車ごと川に

流されたことで、合わせて２名の方が亡くなら

れました。また、県全体で、住家の床上浸水

が73棟、床下浸水が227棟に上るなど、大きな被

害をもたらしました。

亡くなられた方々とその御遺族に対し、謹ん

でお悔やみ申し上げますとともに、被災された

皆様に心よりお見舞い申し上げます。

今回の災害対応に当たりましては、自衛隊を

はじめ、国土交通省や地元の建設業など、多く

の関係機関の皆様に多大なる御尽力を賜り、迅

速かつ精力的に捜索活動や災害現場の復旧に取

り組んでいただきました。改めて深く感謝申し

上げます。

私は、被災地の状況をじかに確認するため、

延岡市の土砂災害や門川町の農業用ハウスなど

への浸水被害、串間市の土砂災害に伴う道路・

鉄道被害の現場をそれぞれ視察し、関係者と意

見交換を行いました。大きな被害を目の当たり

にし、命を守るための情報共有やハード面の対

策強化の重要性などを改めて痛感したところで

す。

今年は、最大震度６弱を観測した日向灘沖の

地震や、竜巻や突風をもたらした台風第10号に

よる被害が相次ぐ中で、今回の大雨災害に見舞

われました。

本県は南海トラフ地震の発生も懸念されてお

りますので、県民の皆様には、いま一度、防災

意識を高めていただき、災害時の避難経路の確

認や必要な物資の備蓄などの備えを、日常生活

を送る上での、いわば「標準装備」として取り

- 5 -



令和６年11月22日(金)

組んでいただきますようお願いいたします。

県としましても、国や市町村、関係機関と連

携しながら、被災された方々が一日も早く日常

を取り戻していただけるよう、迅速な復旧を進

めるとともに、様々な災害から県民の命を守る

ため、防災対策の強化に万全を尽くしてまいり

ます。

２点目は、台湾の台中市との友好交流協定締

結についてであります。

台中市は人口280万人を超える台湾第二の都市

であり、近年、同市との間では、宮崎県議会日

台友好議員連盟の皆様や民間における交流が進

んでおります。また、昨年11月には、駅名の漢

字表記が同じである本県の日南駅と台中市の

リーナン（日南）駅との間で、姉妹駅協定も締

結されたところであります。

県としましても、台中市で宮崎フェアを開催

するなど、友好関係の構築に努めてきた中で、

同市の様々な団体から協定締結を望む声をいた

だきました。そこで、今後も継続的な交流を促

進していくことを目指し、来月12日に台中市と

友好交流協定を締結することとなりました。

締結式には、本県から、濵砂議長、宮崎県議

会日台友好議員連盟会長の丸山議員をはじめと

する関係者の皆様とともに、私も出席する予定

です。待望の台湾との直行便が再開するこのタ

イミングで、今回の友好交流協定を締結するこ

とにより、本県と台中市との間で、観光やス

ポーツ分野をはじめ、民間団体同士の経済交流

等がより一層深まることを期待しております。

それでは、議案の概要について御説明申し上

げます。

初めに、補正予算案についてであります。

補正額は、一般会計18億4,954万9,000円であ

ります。この結果、一般会計の予算規模は6,798

億1,047万5,000円となります。

今回の補正予算による一般会計の歳入財源

は、分担金及び負担金100万円、国庫支出金６

億4,142万1,000円、繰入金５億8,842万8,000

円、県債６億1,870万円であります。

続きまして、今回の一般会計補正予算案に計

上した主な事業の概要について御説明いたしま

す。

初めに、災害対策関係であります。

これは、先般の台風第10号等により発生した

被害の早期復旧を図るため、15億円余の追加補

正を行うものであります。

まず、社会基盤の復旧・復興に向けて、漁港

や治山施設のほか、県庁舎などの県有施設の災

害復旧に取り組みます。

また、海岸に漂着した流木の撤去や被災した

山地の復旧、さらには、県管理道路の補修・修

繕や河川に堆積した土砂の掘削除去などに要す

る経費も計上しております。

あわせて、台風により被災した社会福祉施設

等の復旧、農水産業の経営再開に必要な諸資材

や種苗の購入、養殖施設の復旧等に要する費用

を支援してまいります。

次に、災害復旧以外の主な事業であります。

まず、ツール・ド・九州開催事業は、令和７

年10月に本県で開催される同大会の準備等に要

する経費について、ツール・ド・九州の実行委

員会に対し、負担金を支出するものです。

次に、ひなたの獣医師確保修学資金給付事業

は、県職員の獣医師を確保するため、宮崎県畜

産協会等に対し、修学資金給付に要する費用を

補助するものです。

最後に、主な債務負担行為についてでありま

す。

東京ビル再整備事業は、宮崎県東京ビルの県
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施設分の取得に係る経費について、建物売買契

約の締結に伴い、26億円余の債務負担を設定す

るものです。

また、議案第２号「えびの高原スポーツレク

リエーション施設特別会計補正予算」は、アイ

ススケート場の倉庫増築工事に係る予算の繰越

しを計上するものです。

次に、予算以外の議案について御説明申し上

げます。

議案第３号は、新たな公益信託制度の創設に

伴い、公益信託財産に係る寄附金を県民税所得

割の税額控除の対象とするため、関係規定の改

正を行うものです。

議案第４号は、宅地造成及び特定盛土等規制

法に基づく規制区域の指定に伴う工事許可申請

等の手数料の新設と、旅券法施行令の改正に伴

う一般旅券発給手数料の改正を行うものです。

議案第５号は、運転免許証とマイナンバー

カードの一体化に係る手数料を新設するほか、

運転免許試験手数料等の改正を行うものです。

議案第６号は、雇用保険法の改正に伴い、就

業手当の廃止や地域延長給付に係る措置期間の

延長が行われること等に対応するため、関係規

定の改正を行うものです。

議案第７号は、宮崎県男女共同参画センター

の所在地変更に伴い、関係規定の改正を行うも

のです。

議案第８号は、精神保健及び精神障害者福祉

に関する法律及び農地法に基づく知事の権限に

属する事務の一部について、取扱いを希望する

市町に権限を移譲するための改正を行うもので

す。

議案第９号は、厚生労働省令の改正により、

救護施設及び更生施設の運営基準が変更される

ことに伴い、関係規定の改正を行うものです。

議案第10号は、椎葉村の国道265号十根川工区

（仮称）十根川２号トンネル工事の請負契約の

締結について、議会の議決に付するものです。

議案第11号は、北浦漁港衛生管理型荷捌き所

建設主体工事の請負契約の変更について、議会

の議決に付するものです。

議案第12号から第14号までは、都城市の新宮

崎県陸上競技場建設主体工事及び電気工事の請

負契約の変更について、議会の議決に付するも

のです。

議案第15号は、外国籍の船舶が平成31年に福

島港の岸壁を損傷させた事故に係る民事訴訟事

件の和解について、議会の議決に付するもので

す。

議案第16号は、高原町の高千穂峰狭野線狭野

工区の用地取得に係る共有物分割請求の訴えを

提起することについて、議会の議決に付するも

のです。

議案第17号から第20号までは、宮崎県建設技

術センターなど７つの施設の管理を行わせる指

定管理者の指定について、議会の議決に付する

ものです。

議案第21号は、令和７年度の全国自治宝くじ

及び西日本宝くじの本県発売金額を定めること

について、議会の議決に付するものです。

議案第22号は、収用委員会委員、上村哲生氏

が令和６年12月28日をもって任期満了となりま

すので、その後任委員として、古清水賢一氏を

任命いたしたく、議会の同意を求めるもので

す。

今回提案いたしました議案の概要については

以上であります。

ここで、職員の不祥事についておわびを申し

上げます。

昨日公表いたしましたとおり、知事部局にお
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いて、酒気帯び運転によるものなど、職員３名

について、免職等の懲戒処分としました。その

ほか、職員によるわいせつ事件や盗撮事件など

も発生しており、事件の推移も踏まえ、事実確

認を進めているところであります。

職員の綱紀の保持及び服務規律の徹底につい

ては、これまでも組織を挙げて取り組んできた

ところでありますが、今回このような事案が続

発したことは、県政に対する信頼を大きく失墜

させるものであり、県議会をはじめ県民の皆様

に心よりおわび申し上げます。

今後、非違行為の再発防止など、改めて綱紀

粛正の徹底を図り、職員一丸となって県民の皆

様の信頼回復に努めてまいります。

なお、最後になりますが、国の経済対策を踏

まえた補正予算につきましては、本県として迅

速かつ適切に対応すべく、国の動向を注視し、

提案時期等も含めて今後検討してまいります。

議員の皆様におかれましては、よろしく御審

議のほどお願いいたします。〔降壇〕

知事の説明は終わりました。○濵砂 守議長

明日からの日程をお知らせいたします。

明日23日から26日までは、議案調査等のため

本会議を休会いたします。

次の本会議は、27日午前10時から、一般質問

であります。

本日はこれで散会いたします。

午前10時18分散会
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午前10時０分開議 

 

出 席 議 員（38名） 

２番 渡 辺 正 剛 (国富町・綾町の将来を考える会) 

３番 永 山 敏 郎 （県民連合立憲） 

４番 工 藤 隆 久 （公明党宮崎県議団） 

５番 荒 神   稔 （宮崎県議会自由民主党） 

６番 福 田 新 一 （  同  ） 

７番 本 田 利 弘 （  同  ） 

８番 山 内 いっとく （  同  ） 

９番 山 口 俊 樹 （  同  ） 

10番 下 沖 篤 史 （  同  ） 

11番 齊 藤 了 介 （  同  ） 

12番 黒 岩 保 雄 （  同  ） 

13番 濵 砂   守 （  同  ） 

14番 脇 谷 のりこ （親 和 会） 

15番 松 本 哲 也 （県民連合立憲） 

16番 山 内 佳菜子 （  同  ） 

17番 今 村 光 雄 （公明党宮崎県議団） 

18番 坂 本 康 郎 （  同  ） 

19番 二 見 康 之 （宮崎県議会自由民主党） 

20番 日 高 博 之 （  同  ） 

21番 後 藤 哲 朗 （  同  ） 

22番 佐 藤 雅 洋 （  同  ） 

23番 日 髙 陽 一 （  同  ） 

24番 安 田 厚 生 （  同  ） 

25番 内 田 理 佐 （  同  ） 

26番 川 添   博 （  同  ） 

27番 図 師 博 規 （無所属の会 チームひむか） 

28番 前屋敷 恵 美 （日本共産党宮崎県議会議員団） 

29番 井 本 英 雄 （自民党同志会） 

30番 岩 切 達 哉 （県民連合立憲） 

31番 重 松 幸次郎 （公明党宮崎県議団） 

32番 坂 口 博 美 （宮崎県議会自由民主党） 

33番 山 下   寿 （ 同 ） 

34番 外 山   衛 （  同  ） 

35番 武 田 浩 一 （  同  ） 

36番 丸 山 裕次郎 （  同  ） 

37番 中 野 一 則 （  同  ） 

38番 山 下 博 三 （  同  ） 

39番 野 﨑 幸 士 （  同  ） 

 

 

 

 

 

地方自治法第121条による出席者 

知 事  河 野 俊 嗣 

副 知 事  日 隈 俊 郎 

副 知 事  佐 藤 弘 之 

総 合 政 策 部 長  重黒木   清 

政 策 調 整 監  田 中 克 尚 

総 務 部 長  吉 村 達 也 

危 機 管 理 統 括 監  児 玉 憲 明 

福 祉 保 健 部 長  渡久山 武 志 

環 境 森 林 部 長  長 倉 佐知子 

商工観光労働部長  川 北 正 文 

農 政 水 産 部 長  殿 所 大 明 

県 土 整 備 部 長  桑 畑 正 仁 

宮崎国スポ・障スポ局長  山 下 栄 次 

会 計 管 理 者  米 良 勝 也 

企 業 局 長  松 浦 直 康 

病 院 局 長   村 久 人 

財 政 課 長  池 田 幸 優 

教 育 長  黒 木 淳一郎 

警 察 本 部 長  平 居 秀 一 

選 挙 管 理 委 員 長  茂   雄 二 

監 査 事 務 局 長  坂 元 修 一 

人事委員会事務局長  田 村 伸 夫 

 

事務局職員出席者 

事 務 局 長  小 牧 直 裕 

事 務 局 次 長  海 野 由 憲 

議 事 課 長  菊 池   博 

政 策 調 査 課 長  西久保 耕 史 

議 事 課 長 補 佐  松 本 英 治 

議 事 担 当 主 幹  弓 削 知 宏 

議 事 課 主 任 主 事  青 野 奈 月 

 

 

 令 和 ６ 年 1 1 月 2 7 日 （ 水 曜 日 ） 
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一般質問◎

これより本日の会議を開きま○濵砂 守議長

す。

本日の日程は一般質問であります。

ただいまから一般質問に入ります。

質問についての取扱いは、お手元に配付の一

般質問時間割のとおり取り運びます。〔巻末参照〕

質問の通告がありますので、順次発言を許し

ます。まず、坂口博美議員。

〔登壇〕（拍手） おはようご○坂口博美議員

ざいます。

質問に入ります前に、三笠宮妃百合子様の薨

逝の報に接し、謹んでお悔やみ申し上げます。

さて、去る10月22日に発生した線状降水帯に

より、都農町では１時間雨量86ミリを記録しま

した。また、レーダー観測では、日南市付近及

び延岡市付近で１時間に120ミリの雨が降ったと

の解析がなされております。

今回の雨では２名が犠牲となり、住宅や農地

などでの大きな被害も発生しました。亡くなら

れた方と御遺族に対し、衷心よりお悔やみ申し

上げますとともに、被災された方たちへ心から

お見舞い申し上げます。

実はこのとき、都農町の友人から「農地が冠

水した。すぐに来てくれ」との連絡があり、そ

こへと車で向かいました。ところが、前方が見

えなくなるほどの大雨で、路面の水位も急速に

上昇していく状況にあり、しばらく進むと、前

方を走っていた車数台が既に走行不能となって

おりました。文字どおり全身を震盪させるほど

の怖さすら感じました。

ところで、線状降水帯とは、西暦2000年頃に

日本でつくられた気象用語だと聞いております

が、もしこの線状降水帯発生の裏に地球温暖化

の関与があるとすれば、今後の農林水産業の在

り方は、これまでの考え方の延長線上では駄目

であろうとの思いを強く持ちました。今回は、

そのような思いをベースに県の考え方を伺いま

す。

それでは、通告に従って順次尋ねてまいりま

す。

先月27日に行われた衆議院議員選挙は、与党

の合計議席数が過半数を下回る結果となりまし

た。この選挙では、政治資金問題が最大の争点

となりましたが、国民生活に大きな影響を及ぼ

している物価高騰の長期化や金融政策などに関

する論争は、あまり耳にできませんでした。

また、今後の国のありようを左右する人口減

少・少子化対策や防衛力強化策についても同じ

でありました。ましてや、これからの日本国の

姿を決めることにもつながる憲法改正や選択的

夫婦別姓などの課題について、それに値するだ

けの十分な政策論議やいかにと考えるとき、残

念ながらその答えは、投票率53.85％の戦後３番

目の低さという結果が明確に示していると受け

止めております。

なおまた、米国大統領選挙及び連邦議会選挙

では、米国第一主義を掲げ、移民政策の強化や

大型減税の実施に加え、輸入品への高い関税な

どを主張するトランプ氏が当選し、上下両院の

多数派も共和党が占めるという結果に終わりま

した。

まずは、これら衆議院議員選挙及び大統領選

挙の結果が、我が国及び地方に及ぼす影響をど

う捉えておられるか、知事の御所見を伺いま

す。

続けて、部分連合による政権運営について伺

います。

自民党と公明党の連立与党が過半数割れをし

令和６年11月27日(水)
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た結果として、現在、政権運営に当たり、個々

の政策について個別の政党ごとに協議を行い、

政策を実現させていく部分連合が構築されてお

ります。部分連合は、連立政権や閣外協力に比

べ、政党間の結びつきが強固でないことから、

政策決定の先行きが見通しづらくなるものと思

います。

そのような中にあって、国においては、これ

から年末にかけ、補正予算や当初予算の編成、

さらには税制改正や地方財政対策の決定等が控

えており、地方への影響がどうなるかを大きく

懸念しております。

今後の部分連合下における政権運営につい

て、知事はどう考えておられるのか、以上２点

を伺い、あとは質問者席から尋ねます。（拍手）

〔降壇〕

〔登壇〕 おはようござ○知事（河野俊嗣君）

います。お答えします。

まず、衆議院議員選挙及び米国の大統領選挙

の結果が及ぼす影響についてであります。

さきの衆議院議員総選挙では、与党の議席数

が過半数を下回る結果となり、少数与党となっ

た自公政権が国政を担うという新たな局面を迎

えております。

このような状況においては、法律や予算の成

立に当たり野党の協力を得る必要があるなど、

不安定な政権運営となる一方で、より幅広い意

見の集約や政治の緊張感の大切さが見直される

ことにより、政治決定過程の透明化と丁寧な国

会審議が行われるといった側面もあると考えて

おります。

また、米国大統領選挙で再任が決定したトラ

ンプ氏は、安全保障や経済対策、地球温暖化対

策などで自国主義を主張しており、早速関税の

引上げなどの方針が示されているというような

状況でございますが、我が国や地方に対して、

経済や産業政策をはじめ、多方面で影響を及ぼ

す可能性があるものと認識しております。

おととい、ＥＵ10数か国の大使と知事会の10

人程度でありますが、昼食を取りながらの懇談

会を行ったところであります。アメリカがこう

いう状況になる中で、ＥＵと日本の関係という

のも極めて重要なものになり、地方としても役

割を果たしてまいりたい、そのような思いでご

ざいます。

国内外で将来への不透明感が増す中にあって

も、国政や県政の停滞は許されず、国民や県民

の生活に影響が及ばないよう、しっかりと対処

することが政治の責務であると考えておりま

す。私としましても、今後の国際情勢や国政の

動向を常に注視し、県政を預かるリーダーとし

て的確な対応に全身全霊で取り組んでまいりま

す。

次に、部分連合の状況下における政権運営に

ついてであります。

与野党が政策ごとに協議し、合意した個別分

野でのみ政権運営に協力する部分連合の状況下

におきましては、予算案や法案、政策ごとに与

野党間の調整が必要となり、意思決定に時間を

要するなど不安定な政権運営となることによっ

て、本県においても、これまでと同様の見通し

を持って県政運営を行うことが難しくなるもの

と認識しております。

私としては、今後の国政の動きを注視しつ

つ、人口減少対策や地方創生をはじめ、物価高

への対応や地方税財源の確保・充実、国土強靱

化への取組などが後退しないよう、全国知事会

地方税財政常任委員長という立場も最大限に活

用し、本県をはじめ、地方において必要な予算

の確保や施策の実現に向けて、全力で取り組ん
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でまいります。以上であります。〔降壇〕

いずれにせよ、主権者は国民○坂口博美議員

であり県民であるということを忘れずに、他の

会派も政党も含めてですけれども、３党がしっ

かり国民のために尽くしていくんだということ

に尽きるかなと思います。

現在、今伺いました部分連合のキャスティン

グボートを握っているのが国民民主党でありま

す。国民民主党は今回の選挙において、減税や

生活費の引下げを行い、国民の手取りを増や

し、消費拡大を図るとする考え方を国民に強く

訴えてきました。

具体的には、所得税の基礎控除額を178万円に

引き上げ、所得税と個人住民税の減税を行う103

万円の壁の見直しや、ガソリン税や軽油引取税

におけるトリガー条項の凍結解除であります。

税の問題に関し、まずは政府が検討している

年収の壁の引上げ及びトリガー条項の凍結解除

が実施された場合の国及び本県の税収等への影

響はいかほどになる見込みなのか、知事にお尋

ねいたします。

まず、年収の壁につき○知事（河野俊嗣君）

ましては、仮に75万円の引上げとなった場合、

政府においては、国税である所得税が約３～４

兆円の減収と試算しております。

また、引き上げ後の消費動向等を考慮せず、

令和５年度の課税状況等を基に試算しますと、

本県の個人県民税が最大142億円、県内市町村の

個人市町村民税が最大213億円の減となり、県全

体で最大355億円の減収となる見込みでありま

す。

次に、トリガー条項につきましては、凍結が

解除された場合、政府は、国と地方合わせて約

１兆5,000億円の減収と試算しております。この

うち、本県への影響につきましては、今年度当

初予算をベースに試算しますと、軽油引取税で

約46億円の減収となる見込みであります。

また、国から交付される地方揮発油譲与税に

つきましては、県では約３億円、県内市町村で

は約２億円の減となり、県全体で合わせて約51

億円の減収となる見込みであります。

減収は避けられないというこ○坂口博美議員

とですけれども、こういった措置の実施という

のが、確実に消費の拡大につながるのであれ

ば、税収の減はある程度は抑えられるかもしれ

ませんが、景気や物価の先行きが不透明な中、

貯蓄に回ってしまう懸念もあります。

また、税制以外の社会保険料や事業主負担の

在り方のほか、中小企業を含めて、継続的に賃

上げを実施できるような価格転嫁対策等も並行

して実行しなければ、抜本的な解決にはつなが

らないとの意見もあるところであります。

そしてまた、我が国が抱える喫緊の課題に

は、さきにも述べましたもののほか、防災・減

災、国土強靱化対策や気候変動対策、あるいは

これまで先延ばしにしてきた財政健全化の取組

も待ったなしであります。

これらへの対応を含め、必要な財源はどのよ

うな形で確保されるのか、仮に国債頼みとなれ

ば、将来世代に及ぼす影響が極めて心配であり

ます。国民の安全・安心を守るためには、将来

負担の増など決して認められず、健全性が見通

せる中での安定した財源の確保が不可欠であり

ます。

基礎控除額引上げなどの措置が実施された場

合、国の税収がかなり減ってしまうとの試算を

先ほどの答弁で示されましたが、その場合の国

の重要政策への影響について、知事はどうお考

えか伺います。

現在進んでいるこうい○知事（河野俊嗣君）
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う議論につきまして、社会経済情勢の変化等を

踏まえて、雇用や所得環境の改善等のために、

基礎控除の引上げなど、将来のあるべき制度や

施策の方向性について議論を行うこと自体は、

私は大変意義があるものと考えております。

しかしながら、我が国の置かれた現状を見ま

すと、長引く物価高騰の克服と確かな経済成

長、少子化・人口減少に立ち向かうための地方

創生の再起動に加え、国民の安心・安全の確保

に向けた防災・減災、国土強靱化の推進、災害

からの復旧・復興、さらには財政健全化など、

早急に対策を講じなければならない重要課題が

山積しております。

このような中、税収減に伴い、仮に大幅な財

源不足が生じますと、予算編成に支障を来し、

国民の暮らしや社会経済活動に深く関わるこれ

らの施策構築にも、多大な影響が懸念されると

ころであります。

昨日、全国730人の市町村長が参加して安全・

安心の道づくりを求める全国大会が行われ、私

は地方代表として意見発表を行いました。仮に

このような議論が進展し、地方の税収減につな

がると、道づくりをはじめとする重要なインフ

ラ整備、国土強靱化の取組にも支障を来しかね

ない、地方財政に影響が及ばないよう丁寧に議

論を進めていただきたい、そのようなことも改

めて確認したところであります。

国の重要施策は、地方にとっても、国と一体

となって取り組むべき待ったなしの課題であり

まして、その影響は、国・地方全体に広く及ぶ

ものと考えております。

これらの措置というのは、答○坂口博美議員

弁にもありましたように、本県の税収にも大き

な影響があります。

財政基盤が脆弱な宮崎県は、今後さらに社会

保障関係費が増加する中、知事の重点施策であ

る宮崎再生や日本一挑戦プロジェクトの取組の

ほか、防災・減災対策や公共施設の老朽化対

策、国民スポーツ大会の開催等に多額の財政負

担が見込まれております。

これらの措置が実施された場合の本県の令和

７年度当初予算編成や財政健全化など、今後の

財政運営への影響についての考え方を知事にお

伺いいたします。

６月に策定されました○知事（河野俊嗣君）

骨太の方針2024では、地方の一般財源総額を今

後３年間、実質的に今年度と同水準に維持する

とされておりまして、本県の税収等の減に対し

ては、仮にそういったものが生じた場合は、現

行制度上、普通交付税等により、一定の財源保

障がなされるものと考えております。

また、所得税の減収に伴う交付税総額の減に

より、本県では普通交付税が約137億円の減とな

る可能性がありますが、これについても、何ら

かの地方財政対策が講じられるものと想定はし

ております。

ただ注意すべきは、国の財源も一定の限りが

あるわけでありまして、仮に国債発行により、

こうした財源措置が賄われるという場合には、

将来世代に対するツケを回すことになりかねな

い、また、それが巡り回っては、国の財政のみ

ならず、地方の財政にも大きな影響を及ぼしか

ねない、そのことも危惧しております。

また、これらはあくまでも想定でありまし

て、現時点で国の制度設計や地方財政計画は明

らかとなっておりませんので、臨時財政対策債

を含めた実質的な交付税が大幅な減となる懸念

もあります。

本県歳入の約３割を占める交付税の減は、令

和７年度当初予算編成はもとより、将来にわた
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る財政の健全性維持にも大きな影響があり、人

口減少対策等の重要施策のみならず、様々な行

政サービスを含めて、大幅な事業費削減を迫ら

れる可能性もあります。

おととい行われました全国知事会において

も、これが重要な議論となりまして、その後に

行われました政府主催の全国知事会議の場にお

きましても、恒久的な減税となされるのであれ

ば、地方の減収分については、臨財債など地方

の借金ではなく、恒久的な財源により補塡をし

ていただきたいと強く求めたところでありまし

て、健全な財政運営、また各種施策の実現に必

要となる財源の確保というものを国へ強く求め

てまいります。

今回の見直しについて、確か○坂口博美議員

に減税が行われればガソリン代が下がる、そう

なれば、生活への負担が減ること、あるいは年

収の壁を意識して就業調整を行っている方々

が、それを気にすることなく働くことができ、

人手不足の解消も期待できることから、国民や

県民には賛成する声が多くあります。

しかしながら、県政運営に当たっては、仮に

税収が減ることになっても、必要な行政サービ

スを将来にわたり維持・充実していく姿勢は貫

かねばなりません。

答弁では、今後３年間の一般財源総額は維持

すると骨太方針に書かれているとのことであり

ました。ただ、これを決めたのは選挙前の閣議

であり、その後に政権運営の形が変わりまし

た。閣議決定は継続されるものだとは信じつつ

も、私は幾ばくかの心配を持たないわけでもあ

りません。このことについては、いかなること

が起きようとも、政府には実行を求めるべきで

あります。

それがためにも知事は、減税措置の実施につ

いて、政府に対し、地方の意見を十分に聞くな

どの慎重な検討を強く求めるべきであります。

そしてまた、仮に実施するのであれば、地方財

政に影響を生じさせないことを強く求めるべき

であります。御見解を伺います。

令和７年度の地方財政○知事（河野俊嗣君）

を考えますと、社会保障費の一層の増加に加

え、人事院勧告の引上げ改定に伴う人件費の大

幅増や、物価上昇の影響への対応がある中で、

地方創生の再起動をはじめ、子供・子育て政

策、国土強靱化といった重要課題の財源を確保

する必要があり、大変厳しい状況にあります。

このような中でも地方は、責任を持って福祉

や教育など欠かすことのできない行政サービス

を維持する必要があるため、その基盤となる財

政運営に支障が生じないよう、全国知事会地方

税財政常任委員長として、地方一般財源総額を

増額して十分に確保することを国に強く求めて

いるところであります。

この状況下において、大幅な減収の可能性が

ある年収の壁やトリガー条項の見直しについて

は、こうした議論が本格化するその前の段階か

ら、地方財政への影響を考慮しながら、丁寧に

議論を進めるべきであるということを、あらゆ

る機会を通じて、多くの政府・与党関係者に訴

えてきたところであります。

今後も議論の動向を注視し、地方財政に影響

が生じないよう、随時、国に対して強く求めて

まいります。

それからまた、先週閣議決定○坂口博美議員

された「日本経済・地方経済の成長」「物価高

の克服」「国民の安心・安全の確保」を柱とす

る総合経済対策に基づき、石破総理が今後、特

に力を入れる旨を表明している地方創生のため

の新たな交付金の創設、さらには低所得世帯向
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けの給付の財源となる重点支援地方交付金の増

額や電気・ガス料金の低減、そしてまた、防災

体制の強化等が盛り込まれた補正予算が編成さ

れる見込みであります。

しかしながら、これまでも交付金を財源に、

様々な物価高騰対策や地方創生の取組が実施さ

れてきましたが、今もなお、それらの効果を十

分に実感できる状況にはありません。

今回の国の経済対策のための補正予算におい

て、本県の現状やこれまでの取組の検証も踏ま

え、どのような対策が必要と考えておられるの

か、県の補正予算の編成についての考え方と併

せ、知事にお伺いいたします。

これまでコロナ禍等か○知事（河野俊嗣君）

らの宮崎再生に取り組んできているところであ

りまして、昨日も台北線の約４年９か月ぶりの

再開、観光面でも明るい兆しが広がっていると

ころであり、本県経済は回復基調にあると考え

ておりますが、一方で、足元では、県民の暮ら

しや事業者の経済活動への物価高騰等の影響が

続いております。

このため、厳しい状況に置かれている県民や

事業者の負担軽減措置を講じつつ、持続的な賃

上げが実現するよう経済の足腰の強化を図りま

すとともに、県勢のさらなる発展に向けて、新

たな地方創生の展開や一層の県土強靱化等にも

しっかり取り組んでいく必要があると認識して

おります。

現在、各部局には、国の動向に対する情報収

集に努めながら、スピード感を持って事業構築

に取り組むよう指示しているところでありま

す。県民生活の安全・安心や地域経済の再生に

資する事業については、速やかに着手する必要

があることから、タイミングを失することなく

補正予算を編成できるよう準備を着実に進めて

まいります。

ぜひ補正予算のことをよろし○坂口博美議員

くお願いしておきます。

では次に、新幹線整備に関して伺います。

昨年の11月議会において、私は、本県が本気

で新幹線整備の実現を目指すのであれば、新八

代から九州を横断するルートを検討することが

有効的ではないかとする提案を行いました。

その際、知事は、「国において「基本計画路

線等につき、地域の実情に応じた今後の方向性

について調査・検討する」との方針が示され、

隣県においても独自ルート検討が進められる

中、本県でも新八代ルートを含め調査研究に取

り組んでいく」と答えられ、本年度、東九州新

幹線等調査事業に取り組まれております。

そしてその後、その結果については、11月定

例議会において報告したいとする考え方も示さ

れましたが、結果の概要を総合政策部長にお伺

いいたします。

調査結果の○総合政策部長（重黒木 清君）

概略を申し上げますと、まず、所要時間につき

ましては、宮崎市から博多駅までの区間を見ま

すと、現在、鹿児島を経由し、九州新幹線を利

用して３時間51分を要しているところ、大分を

経由する日豊本線ルートが１時間38分、鹿児島

を経由する鹿児島中央先行ルートが２時間12

分、新八代ルートが１時間24分となっており、

それぞれ約１時間30分から２時間30分の短縮が

見込まれております。

次に、整備費用につきましては、日豊本線

ルートが小倉から鹿児島までで約３兆8,100億

円、鹿児島中央先行ルートが約１兆600億円、新

八代ルートが約１兆5,000億円という結果になっ

ております。

最後に費用対効果でありますが、これまでの
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平均成長率が将来も継続するという前提の下、

社会的割引率を１％と設定した場合で、日豊本

線ルートが1.2、鹿児島中央先行ルートが1.0、

新八代ルートが1.2となっており、各ルートとも

に便益が費用を上回る算定結果が得られており

ます。

答弁中のいずれのルートも所○坂口博美議員

要時間については大幅短縮が図られ、費用対効

果も確保できる見込みでありますが、一方では

多額の整備費用を要し、現在の国の整備方式で

は、地方負担も相当なものとなります。

そしてまた、現在整備が進められている北陸

新幹線や西九州新幹線などの整備新幹線を見る

と、整備計画決定から最初の部分開通までに、

おおむね30年から40年を要しております。

このような困難な課題がある中、本県が何と

しても新幹線整備を実現しようとするには、地

域の関心を高めながら粘り強く取り組んでいく

必要があろうかと考えます。

大都市から遠くに位置するという地理的ハン

ディを抱える本県の将来像を知事はどう描こう

となさっているのか、大変気にしております。

そしてまた同時に、恐らく知事は、時間的短

縮効果や大量輸送性に優れる新幹線は、本県の

経済活性化や県民の暮らしの向上を図り、本県

が繁栄していくための重要なインフラであると

お見通しであろうとも思っております。

今回の調査を踏まえ、宮崎の将来の礎とする

べく新幹線整備をどのようにお考えか、知事に

お伺いいたします。

今回の調査結果では、○知事（河野俊嗣君）

博多駅までの鉄道移動で約１時間半から２時間

半といった大幅な時間短縮が見込まれることが

明らかとなりました。

このように優れた時間短縮効果や大量輸送力

を持つ新幹線は、大都市圏から遠隔地にある本

県にとりまして、インバウンドを含めた観光等

の経済活性化や県民の暮らしの向上に大きなイ

ンパクトを与えるものと考えております。

今年の夏の全国知事会は北陸新幹線が開通し

た福井で開催され、また、秋の九州地方知事会

は長崎で開催され、それぞれ私も新幹線に乗車

し、インバウンドも含めた観光誘客の大きな効

果というもの、さらには新幹線開通を見据えた

駅前開発等による経済効果というものを目の当

たりにしたところであります。

加えて、南海トラフ地震等の自然災害に備え

た代替経路の確保といった災害対策にも大きな

役割を果たすものであり、改めて整備実現に向

けた思いを強くしたところであります。

一方で、開業までに長期間を要することや、

多額の財政負担などの課題もありますことか

ら、まずは、県民の新幹線への関心を高めてい

くことが何より重要であると考えております。

このため、来年１月には今回の調査結果を踏

まえたシンポジウムを開催することとしてお

り、引き続き、新幹線整備に向けた機運醸成に

取り組むとともに、国に対しては、早期整備や

財政負担の在り方の見直しなどについて、関係

自治体と連携しながら、しっかりと要望を行っ

てまいります。

県民大会の開催なども今後必○坂口博美議員

要になるかも分かりません。ぜひよろしくお願

いします。

今伺いました今回の調査結果を踏まえます

と、新八代ルートは本県にとり有力な選択肢に

なり得ると思います。九州を横断する形で九州

新幹線と接続すれば、東九州新幹線と九州新幹

線とを結ぶ短絡線として、新たな機能も期待で

きます。
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国は基本計画路線について、「地域の実情に

応じた今後の方向性について調査・検討する」

として、現状からの変更を示唆しております。

また、石破首相も新たな地方創生を打ち出して

います。これらに鑑みると、地方に大きなメ

リットを創生できる新幹線のネットワークにつ

いても議論すべきだと信じます。

新八代ルートを含めた新幹線ネットワークに

ついての所見を知事に伺います。

新幹線の整備は、長い○知事（河野俊嗣君）

年月をかけて行う国家プロジェクトでありまし

て、東九州新幹線につきましても、基本計画の

決定から約50年が経過しております。

このような中、御質問にありましたように、

昨年、国は基本計画路線について、「地域の実

情に応じた今後の方向性を調査・検討する」と

の方針を示しておりまして、今後の動きをしっ

かりと注視していく必要があると考えておりま

す。

県として東九州新幹線の実現を目指す基本方

針は変わりませんが、御指摘のように、新八代

ルートについては、東九州新幹線と九州新幹線

とを九州の中央で接続し、九州の各都市をきめ

細かに結ぶ新幹線ネットワークの形成につなが

るものでありまして、本県のみならず、九州全

体に大きなメリットをもたらすものと考えてお

ります。

新幹線整備には長い時間軸の中で取り組んで

いくことを考えますと、あらゆる可能性を将来

につなげていくことは大変重要であり、また私

の責務であると考えておりますので、県民の

様々な声に耳を傾けながら、新八代ルートを含

めた新幹線ネットワークについて議論を深めて

まいります。

ぜひ力を入れて頑張っていた○坂口博美議員

だきたいと思います。

では次に、異常気象について、環境森林部長

に伺います。

様々な国や地域における異常気象発生に係る

情報等に最近、数多く接しますが、そもそも異

常気象とはどのようなものなのか、その定義を

お尋ねし、それが近年、多発してきている背景

には何があるのか、地球温暖化との関係などに

つきお尋ねいたします。

気象庁で○環境森林部長（長倉佐知子君）

は、気温や降水量などの異常を判断する場合、

原則として、特定の地域や時期において30年に

１回以下の頻度で発生する現象を異常気象と定

義しております。

また、世界各地で発生している熱波などの異

常気象の多くは、熱帯地域の対流活動が遠い場

所に影響するなど、地球の大気と海洋の自律的

な変動による自然のゆらぎが大きく振れること

が原因と分析されております。

さらに、大気中の温室効果ガス濃度の増加に

伴い、世界各地で平年の気温そのものが高く

なっていることから、自然のゆらぎが同程度で

あったとしても、著しい高温が発生する確率が

高まると考えられ、その発生頻度の長期的な増

加傾向は、地球温暖化の影響であるとされてお

ります。

つまり異常気象というのは、○坂口博美議員

気温が高くなると発生しやすくなるが、温室効

果ガスによる現象とされる気象パターンの長期

的なシフトに従うものではなく、同一地域にお

ける発生頻度は30年に一度あるやなしといった

ように、非常に低いとの理解でよろしいのかな

と思っております。そう受け止めました。

そうなりますと、異常気象時における農業や

水産業などの豪雨対策、強風対策につきまして
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は、栽培管理などソフト面の在り方も当然重要

ではありますが、それにも増して、水や風から

作物などが守れるだけの条件を満たした農地や

施設の確保は不可欠であります。

突風や竜巻あるいは豪雨被害の状況を十分に

把握されている知事に、これからの異常気象と

農業との在り方をお伺いいたします。

本県では、昭和35年に○知事（河野俊嗣君）

防災営農計画をスタートさせ、畜産や施設園芸

など、台風被害を回避する営農方式を推進する

ことで、我が国有数の食料供給基地として発展

してまいりました。

しかしながら、近年は毎年のように異常気象

が発生し、本年も８月の突風や10月の大雨によ

り被害が生じるなど、農業に大きな影響を及ぼ

しております。

私は、災害発生直後、現場を視察した際に、

その被害を目の当たりにし、農業共済など農業

者を支えるセーフティーネット対策はもとよ

り、農地や農業用ハウス、畜舎などの被害を軽

減するハード対策も重要との思いを強くしたと

ころであります。

県では、第八次農業・農村振興長期計画に基

づき、「新防災」をキーワードに、農地の排水

能力を高める基盤整備や強度の高いハウスの導

入などの対策を進めてきましたが、異常気象の

常態化を踏まえ、農業者が安心して営農できる

よう、より強靱で、災害に強い生産基盤づくり

を積極的に進めてまいります。

今、答弁で、毎年のように異○坂口博美議員

常気象が発生しているということでありました

けれども、30年に１回以下の確率を異常気象と

定義しているということで、これは恒常的な気

象という具合に受け止めるべきではないか、い

つでも起こり得る気象なんだと受け止めるべき

ではないかなと思っております。

そこで、農業共済などの対策が重要という答

弁でありました。県内農家の共済加入の状況は

どうなっているのか、また、農業共済の農家の

掛金の額と共済金との相関についてはどうなっ

ているのか、さらに、より強靱なハウスなど異

常気象にも安心できる基盤づくりに向けての現

況及び課題はどうなっているのか、農政水産部

長にお伺いいたします。

ＮＯＳＡＩ宮○農政水産部長（殿所大明君）

崎の調査によりますと、農業共済のうち、施設

園芸農家が加入する園芸施設共済は、令和５年

度で88.6％と全国で２番目に高い加入率となっ

ております。

また、共済掛金は、加入者が過去20年間に受

け取った共済金の額を基に41段階の等級で決定

されるため、災害等で共済金を受け取って等級

が上がれば、掛金が高くなります。

次に、ハウスの強靱化につきましては、50

メートル以上の風速に耐える強度を持つハウス

の普及に取り組んでおりますが、その普及率

は10％以下であり、さらなる普及には導入コス

トが課題と認識しております。

また、農業用施設の浸水に備えた基盤づくり

では、排水機場の機能強化や農地のかさ上げ、

圃場整備と併せたハウスの集約に取り組んでお

りますが、集約に伴うハウスの移転費用の農家

負担が課題と考えております。

県としましては、今後とも農家に寄り添いな

がら、安心して農業経営を続けられるよう、

しっかりと対応してまいります。

加入率は全国で２番目という○坂口博美議員

ことでしたけれども、それだけ入らなければし

ようがないという被災の割合、率ですね。物す

ごく大変なんだということの現れだと思いま
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す。でなければ掛けないと思います。

共済の仕組み上、被災して共済金を受け取

り、等級が上がると掛金が高くなるとの答弁で

ありましたが、今でさえ掛金の支払いに苦労し

ている農家は本当に少なくありません。大方の

農家がそうです。避けられる被害は避けさせる

ための基盤づくりを強く求めておきます。

地球温暖化の進行に関してであります。

西南暖地に位置する農業県として、温暖なる

地の利を最大限に生かし、他産地に対し有利な

条件を維持してこられた本県でありますが、気

温が年々高まっていく今の流れは、地球温暖化

という気象パターンに従って、今後も長期にわ

たり続いていくと考えるべきであります。これ

による本県の１次産業への影響は極めて気がか

りであります。

地球温暖化が将来及ぼすであろう本県１次産

業への影響に関し、関係部長にお伺いいたしま

す。

国の研究機○環境森林部長（長倉佐知子君）

関である森林総合研究所においては、台風の巨

大化や短時間強雨の頻度の増加によって、森林

が有する土砂災害防止等の機能が低下し、山地

災害に結びつく可能性が高まることや、気温上

昇と降水パターンの変化により乾燥期間の長期

化が進み、人工林の成長に影響を与えることな

どが予測されております。

特に、本県林業の主要な樹種である杉につい

ては、気温上昇や降雨量の違いなどにより、地

域によって成長量に大きな差が生じる可能性が

指摘されています。

このため林業技術センターでは、同研究所と

連携し、杉の系統ごとの環境適応性の評価や、

将来予測される気候に適応した杉の選抜などに

向けた調査を継続して行っているところであり

ます。

地球温暖化に○農政水産部長（殿所大明君）

伴う高温や日照不足等により、農作物の生育不

良が発生しており、農業経営へのリスクが高

まってきていると認識しております。

特に近年は、高温により、米の一部が白く濁

る現象や、温州ミカン、日向夏などの果実の日

焼けが発生しております。

また、連続した雨天や曇天による日照不足

で、ホウレンソウ、ゴボウの発芽不良や、キュ

ウリ、ピーマンの実が育たない現象などが見ら

れております。

今後さらに地球温暖化が進行した場合には、

高温障害や発芽不良などに伴う品質や収量の低

下が深刻化し、産地の維持が厳しくなるのでは

ないかと懸念しております。

杉の木も年輪がだんだんだん○坂口博美議員

だん広くなって、長期的に見れば、将来ラワン

材と同じになるといいます。やはり将来を見据

えた試験・研究とかが必要になってきていると

思います。

今、高温障害といったものについて尋ねたん

ですが、例えば高温障害による凶作であります

けれども、作付された時点での種子は、遺伝的

には収穫時の最大収穫量が決まっており、仮に

種子が持つ潜在収穫量を100としますと、その種

子が発芽から収穫に至るまでの間に受ける様々

なストレスにより、収穫量は減少することとな

ります。いわゆるストレスに起因する収穫量

ギャップの発生であります。

温暖化の進行は、病気や害虫あるいは高温障

害などの様々なストレスをより大きいものとし

て作物に及ぼすこととなり、それへの対応は、

本県が今後ともこれらの作物の優良産地として

生き残っていくためには、これらのストレスを
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克服できる資質を作物に持たせることが不可欠

だと言えます。

しかしながら、急激に進み行く温暖化の中に

あって、これらのストレスに耐性を持つ作物と

なると、その作出は、現在の改良方法では、急

激に進み行く気象の変化に間に合うとはとても

考えられないのであります。

ところで、これらの時間的課題をクリアでき

る手法としては、遺伝子組換え技術があります

が、現場への導入や消費者理解には大きな障壁

があると察せられます。

そのような理由から、私は極めて有望な手段

として、ＤＮＡの塩基配列を変えずに、つまり

遺伝子を操作することなくストレス耐性が高め

られるエピジェネティック変異を品種育成に活

用することが極めて有望だと考えます。県の考

え方及び現在の取組について、農政水産部長に

伺います。

生物の遺伝○農政水産部長（殿所大明君）

は、以前は遺伝子によってのみ受け継がれると

考えられてきましたが、議員御指摘のとおり、

生物が高温等のストレスを感じてストレス耐性

ができると、遺伝子の変化を伴わないまま遺伝

する現象が新たに確認され、これがエピジェネ

ティック変異と呼ばれております。

この遺伝の仕組みは、現在、大学等で研究が

進められており、農業分野では、稲に低温スト

レスを与え、低温でも品質が低下しない性質を

受け継ぐ育種方法などが研究されております。

県としましては、この技術が実用化されれ

ば、本県の米の主力品種であるヒノヒカリに高

温耐性を持たせるなど、地球温暖化に対応した

品種育成が可能になると考えられることから、

引き続き情報収集や調査を進めてまいります。

ダーウィンかラマルクかです○坂口博美議員

けれども、ラマルクもようやく眠りにつけるか

も分かりません。進化論ですね。

それで、引き続き情報収集や調査を進めると

のことでしたが、具体的にはこれまでにどのよ

うな実績を積み上げてきているのか、また、こ

の先、必要としている情報などにはどのような

ものがあるのか、そしてこれらを育種に移すた

めに、県はソフト及びハードの面でどのような

準備を予定されているのか、知事に伺います。

地球温暖化による高温○知事（河野俊嗣君）

や長雨などが農業に及ぼす影響が懸念されます

中、食料供給基地としての気候の変化に強い農

業を実現するためには、県においても、御指摘

のようなエピジェネティクスのような新しい科

学分野の知見を取り入れていくことが大変重要

であると考えております。

このため、現在、総合農業試験場において、

エピジェネティック変異の活用に向けた研究を

行う場合に求められる研究者のスキル、必要と

なる設備や経費、作物ごとの技術などについ

て、日本エピジェネティクス研究会、大学等か

らの情報収集や国の研究機関との意見交換を

行っております。

今後、本県の主力品目であるピーマンやキュ

ウリ、全国有数の生産量を誇るスイートピーな

どについて、大学等との連携によります人材育

成や共同研究なども含め、この科学分野の導入

についての調査を行うなど、新しい技術や知見

を活用した環境ストレスに強い品種の育成を進

めてまいります。

エピジェネティクスは、医療○坂口博美議員

とか畜産とか水産とかいろいろ幅広く、むしろ

医療あたりは、この研究なんかがもっと進んで

いるのかも分からないですね。

次に水産業ですけれども、水産業において
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は、海水温の上昇というのが、全国的に様々な

変化や影響をもたらしていると理解しておりま

す。

気象庁が令和６年３月に発表した海面水温の

長期変化傾向においては、日本近海におけ

る2023年までの約100年間にわたる平均海面水温

の上昇率はプラス1.28度Ｃであり、中でも日向

灘沖合が含まれる四国・東海沖周辺海域ではプ

ラス1.34度Ｃとされております。

劇的な海水温の上昇と言えるものであり、日

向灘の状況も大きく変化しているのではないか

と思料いたします。

日向灘における長期的な海水温の状況と、そ

れに伴う水産業への影響について、農政水産部

長に伺います。

水産試験場が○農政水産部長（殿所大明君）

実施している調査によりますと、日向灘の海面

水温は、この50年間で1.16度Ｃ上昇しているこ

とが確認されております。

このような中、養殖業においては、夏場の水

温が高くなり過ぎることにより、餌を食べる量

が減少して養殖魚が成長不良になるとともに、

免疫機能が低くなり、疾病の発生が増加するな

ど、生産量の低下につながる影響が生じていま

す。

また、沿岸漁業においては、日向灘よりも南

の海域が主な生息域であるハタ類などの漁獲が

増加する一方、従来から生息するヒラメなどが

減るとともに、様々な水産資源を育む藻場の衰

退を引き起こすなどの影響が見られておりま

す。

海面においても様々な変化が○坂口博美議員

起きているんですが、特に養殖においては、例

えば極端に成長が早いトビと呼ばれるものが出

現することや、ウナギでは雄・雌の割合すら変

化してしまうことなどが知られております。こ

れらの現象は、魚における遺伝的形質の多様さ

であるとか、環境ストレスへの応答の多彩さを

示しているように思えます。

したがいまして、劇的とも言える海水温上昇

をはじめとする海洋環境の変化に対応するため

の手段としては、水産業においても、今後、育

種技術の導入が有効ではないかと考えます。

本県における水産業での育種技術開発に関す

る現在と今後の取組について、農政水産部長に

伺います。

現在、水産試○農政水産部長（殿所大明君）

験場では、カワハギについて、成長がよい個体

を選抜し、その遺伝情報を特定して育種に活用

する研究に取り組んでおります。

今後は、新たに整備する研究施設を活用し、

本県養殖業の主力であるブリやカンパチにおい

ても育種技術の開発に取り組むなど、成長の早

さ、病気への強さ、さらには水温上昇など環境

変化への適応といった観点から、本県養殖業の

強みとなる優良な系統の開発を目指してまいり

ます。

さらに、先ほどの質問にありましたエピジェ

ネティック変異などの最新の知見についても、

将来の水産業における活用を念頭に置き、情報

収集や調査を行ってまいります。

温暖化や海水温上昇など、劇○坂口博美議員

的に変化している現状において、水産分野では

他の分野以上に早急なる対応が待たれます。

その対応を講じるに際しては、今回、一連の

質問で取り上げましたエピジェネティック変異

を活用した育種技術や今後開発される新しい技

術についても、その有効性や本県の生産現場へ

の導入について、思い込みや先入観にとらわれ

ることなく、まずは柔軟で挑戦的な視点から検
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討してみることが重要であると考えておりま

す。

折しも現在、水産試験場の再編整備による機

能強化が進められているところでありますが、

農林水産業の試験・研究、技術開発機能を一層

強化し、新しい技術を早期に現場へ展開するこ

とで、西南暖地に立地する本県が、温暖化や海

水温上昇への対応の先進県として、国内をリー

ドする存在になることを期待し、次に、温暖化

の進行と植栽工事に関し伺います。

今年９月、東京日野市の並木において、木の

枝の落下による死亡事故が発生しました。全国

各地でこのような倒木や木の折損による死亡事

故や負傷事故などが相次いでおり、これを受

け、国では公園や街路樹を対象に、これらに係

る実態調査を行うこととしたようであります。

なお、近年このような事故が増えてきている

背景には、年々激化する異常時の雨や風がある

わけでありますが、これらに鑑みるとき、私

は、少なくとも県が関与する親しみや癒やしな

どのための植栽工事においては、今後一層の多

発化が予測される異常気象を考慮した上での設

計とすべきだと考えております。知事の御見解

を伺います。

議員から指摘のありま○知事（河野俊嗣君）

した東京日野市で発生した歩行者の貴い命が失

われた事故は、大変痛ましいものであり、心よ

りお悔やみ申し上げるものであります。このよ

うに枝の落下や倒木等によって県民の命が失わ

れることは、決してあってはならないと改めて

思いを強くしたところであります。

近年、竜巻や線状降水帯など、想定を超えた

気象現象が県内でも多発しております。これま

での植栽に関する安全対策が通用しない事態も

危惧されますことから、設計段階から異常気象

をも考慮することは、大変重要であると考えて

おります。

このため、道路や公園の植栽につきまして

は、定期的な点検など、適切な維持管理を行う

とともに、植栽に関する様々な知見や調査・研

究結果を参考に、異常気象による影響を踏まえ

た安全面への配慮や地球温暖化対策など、新た

な視点を加えた指針を作成し、これに沿った設

計を行うこととしております。

今後とも、激甚化・頻発化する自然災害から

県民の命と暮らしを守るため、異常気象への対

応を積極的に進めてまいります。

そういった中で、これらの現○坂口博美議員

象をいち早く捉まえての公益的機能の発揮を声

高に訴えた、再造林率日本一への挑戦としてい

るわけであります。

県が発注するような植栽事業については、今

２ ４後も温暖化が進むことを見据えて、ＣＯ やＣＨ

の固定、安心や安全、投資費用や維持費用、利

用者満足度などにつき専門的かつ総合的に評価

した上でのスペースづくり、景観づくりとすべ

きだと考えます。

予定されている宮崎病院や宮崎港における植

栽工事については、それを満たした宮崎モデル

事業とすべきではないか、県土整備部長及び病

院局長に伺います。

宮崎港では、○県土整備部長（桑畑正仁君）

カーフェリーの乗客や港を訪れる利用者に対し

て、憩いの場や南国らしい景観を提供するた

め、フェニックスなどの植栽を行っておりま

す。

これまでに植栽した樹木は、現在大きく成長

し、強風による枝葉の落下などが見受けられる

とともに、害虫駆除や高所作業等の維持管理コ

ストが増えている状況もあります。
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今後の植栽工事は、現状を調査し把握した上

で、異常気象による影響を考慮した安全面への

配慮や維持管理コスト、二酸化炭素吸収量はも

とより、日向灘に面する厳しい自然条件にある

ことを踏まえ、潮風による塩害や強風への耐性

など、港湾特有の条件も加味した上で総合的に

評価し、設計してまいります。

県立宮崎病院は、○

現在、令和７年夏頃のグランドオープンを目指

して、旧病院跡地に玄関ひさしや屋外駐車場、

植栽等の整備を行っております。

植栽工事につきましては、基幹災害拠点病院

としての機能を最優先とした上で、近年の強風

による倒木事故や地球温暖化等の状況を踏ま

え、県民の皆様が安全で安心して療養いただけ

る環境づくりを目指しているところです。

具体的には、療養空間としての景観の形成、

維持管理コストの低減、強風耐性などのある樹

種の選定、二酸化炭素吸収量の多い樹種の選定

について総合的に評価し、方針を決定しており

ます。

50年、100年というスパンで考○坂口博美議員

えなきゃならない事業ですから、ぜひそこらを

ずっと考えて、今後に生かしていただきたいと

思います。

さて、今回が初めてではないとはいえ、日本

国内では、衆議院選挙での与党の過半数割れが

起こり、その結果、これを受けての部分連合に

よる政権運営となりました。

そして米国では、「アメリカ・ファースト」

と強力な自国主義を訴えたトランプ氏が返り咲

きを果たし、同時に上下両院の選挙でも共和党

が勝利し、いわゆるトリプルレッドの下での政

治が動き始めます。

そのような中で、我が国や我が県が前へと進

むための第一歩は、まさしく未知なる世界への

第一歩となるのではないかと、私にはそう思え

てなりません。

そのような観点から、今議会では、まず国や

地方の財源などの問題について尋ねました。

そしてまた、気候と暮らしに関する質問もい

たしましたが、これは例えば、今年は亥の子の

日を過ぎてからも真夏日があったり、さらには

クアドラプル台風が存在したりなど、その裏に

あるであろう温暖化の進行などは、果たして人

類の暮らしや生命のみならず、生きとし生ける

もの全ての将来にどう関わってくるのかなどと

推測するとき、「農は国の基なり、農栄えて国

能く治まり、食足りて人は平和なり」と評され

ておりますところの農あるいは食は、今の農政

の考え方や手法のままで将来も本当に大丈夫な

のか、現在のままの農政が続いていけば、いか

なるところへと農畜水産業は導かれるのかなど

の不安が私には絶えないのであります。

杞憂やもしれませんが、それを手のひらで握

り締め、あるいは脳内に閉じ込めておくことも

かなわず、これらの問題につきましても今回た

だしてみました。

ところで、「虎穴虎子」ということわざであ

りますが、これは、中国後漢時代の武将、班超

の言葉であり、日本では、「虎穴に入らずんば

虎子を得ず」として広く引用されております。

しかし、実際に虎の巣穴に入って母親虎から子

供を奪うなんてことをしようものなら、その場

で食い殺されてしまうに決まっております。あ

まりにも無謀な話であります。

ですが、この話は、大変小規模な班超の軍と

大勢力の敵軍との戦いがいよいよ始まろうとし

たときに、我が軍の兵に対し、虎穴虎子の気迫

を持って戦えば、この戦には必ず勝利し、無事
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生き残れると、部下を勇気づけるために班超自

らが放った言葉だと伝わっております。何事も

命をかければ道は開けると言いたかったのであ

りましょうか。

今回の質問は、その大半が、これまでの行政

対応のように前例を尊重することを当たり前と

する考え方などから大きく方向を変えること、

あるいは大きく隔たった思考での取組を行うこ

となどを求める類いのものであったかと思いま

す。にもかかわらず、質問に至るまでの議論の

場などにおいて、職員の方々は極めて意欲的か

つ前向きな姿勢で意見を交わしてくれました。

ある意味、県職の皆さんからすれば、まさに

親子虎の住む穴に入って子供を奪いに行くのと

変わらないほどの勇気を持って結論を出してく

れたようにも感じております。その努力たるや

極めて多であったと察します。

ところで知事、班超は、虎の子については虎

そのものを言っているのかもしれませんが、今

の私たちは、「虎の子をはたく」のように、虎

の子とは、現金など自分にとって何よりも大切

なもののことを表します。そしてまた、申すま

でもなく、知事にとっての虎の子とは、知事に

とって最も大切なもの、何よりも大切なものと

は、それは県民であるべきであります。

県民のためなら、たとえ虎に食い殺されよう

とも、私、河野俊嗣は前に進むんだとする腹決

めを常に持ち、「私自らが先頭に立って」なる

言葉は、重く重く発していただきたいと感じて

おります。

虎穴虎子を英語では「Nothing ventured,noth

ing gained」と言うそうであります。冒険なき

ところに実りなしというようなところでありま

しょうか。

冒険は常に危険と隣り合わせであります。で

すから、当然指導者にはリスクヘッジが求めら

れます。気の休まらない大変さが伴うとは思い

ますが、渡らないための石橋たたきではよろし

くありません。安全に渡る目的での石橋たたき

にて、しっかりとリスクを払いつつ、宮崎を大

きく前に進めてくださることを願いまして質問

を終わります。ありがとうございました。（拍手）

次は、丸山裕次郎議員。○濵砂 守議長

〔登壇〕（拍手） 自由民主○丸山裕次郎議員

党の丸山裕次郎です。

それでは、通告に従い一般質問をさせていた

だきます。知事はじめ、関係部長等の明快な答

弁をお願いいたします。

まず初めに、台湾との交流についてお伺いい

たします。

私は11月14日から18日にかけて、チャーター

便を使い、昨年に引き続き台湾を訪問し、交流

協定を結んで７年を経過した桃園市を訪問し、

張市長と面会し、中村地平氏等の映画上映のお

礼や、桃園空港と宮崎空港直行便の再開による

交流促進等について話ができました。

また、台中市鄭副市長にも面会し、来月の友

好協定について楽しみにしているという話も伺

いました。

また、11月16日の鯉のぼりフェスタｉｎ台中

市に参加してきました。宮崎県、台中市の関係

者の皆様のおかげで盛大に開催され、宮崎県と

台中市との交流のあかしになったのではと思っ

ております。

そこで、11月定例県議会の知事の提案理由の

中でも表明された、台中市との友好交流協定締

結により、どのような効果を期待しているの

か、知事にお伺いいたします。

また、チャーター便を利用して台湾を訪問さ

れた佐藤副知事に、台湾訪問の所感をお伺いい
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たします。

本県の国際便、インバウンドの回復が遅れて

おり、心配しておりましたが、昨日、４年９か

月ぶりに宮崎－台北線が再開され、私も日台友

好議員連盟の会長として就航式典に参加させて

いただきました。タイガーエア台湾をはじめ、

関係者の皆様方に感謝申し上げます。

しかし、週１便だと県民としては使いづらい

という声を聞いており、コロナ前のように週２

便に早期になってほしいと考えております。週

２便にしてもらうためには、県民の利用促進も

重要だと思っております。

これまで県議会にしかなかった日台友好議員

連盟を、26市町村の議会に呼びかけ、現在10の

市町に議連を立ち上げていただきました。県議

会と市町の議連で日台友好議員連盟連絡会議を

発足したのは全国初と聞いております。これか

らは、県議会と市町の議会とも連携しながら、

利用促進に努めていきたいと考えております。

そこで、台北線の利便性拡大のためには増便

が不可欠であると考えておりますけれども、今

後のアウトバウンド対策にどのように取り組ん

でいくのか、総合政策部長にお伺いいたしま

す。

次に、囲碁名人戦についてお伺いいたしま

す。

９月４日から５日にかけまして、第49期囲碁

名人戦第２局が、私の地元高原町の奥霧島温泉

郷の極楽温泉で開催されました。芝野名人と一

力棋聖の息詰まる対局だけでなく、高原町の農

産物を使っての勝負飯、勝負スイーツなどが

ユーチューブや新聞等で報じられ、高原町、宮

崎県のＰＲができたと思いました。

対局は、１目半という僅差で一力棋聖が勝利

しました。勝利した一力棋聖は、次の日には中

国で行われた世界囲碁大会の対局に向かい、高

原での勢いを生かし勝利して、日本人として19

年ぶりに見事世界チャンピオンに輝きました。

宮崎でキャンプをすると験がいいと知事がよ

く言われておりましたが、一力棋聖も宮崎での

名人戦に勝ち、験を担いだのではないかと思っ

ております。

囲碁を全く知らなかった私ですが、身近で対

局の様子を見ることができ、囲碁に大変興味を

持ちました。囲碁に不可欠な囲碁盤やはまぐり

碁石など、囲碁との関わりの深い県でもあり、

以前は宮崎の囲碁盤や宮崎の碁石は重宝されて

いたと改めて認識しました。

ところで、今回、囲碁名人戦を高原町で行う

きっかけとなっていただいたのは、コロナ前に

高原町の極楽温泉を訪れた高尾九段に気に入っ

ていただき、その後、年に数回訪問していただ

いたときに、高原町で名人戦ができないかとい

う一声から始まりました。高尾九段には心から

感謝と敬意を壇上からも述べさせていただきま

す。

今年に入り、囲碁名人戦実行委員会を高原町

で立ち上げ、日本棋院、商工会、観光協会、温

泉組合、高原町等が協力していただき、無事に

成功に終えることができました。関係された皆

様に心から敬意と感謝を申し上げます。今回の

囲碁名人戦を機に、囲碁を活用した観光、地域

おこしにつながってほしいと思っております。

第49期名人戦は６局目まで行われ、一力棋聖

が芝野名人を４勝２敗で破り、一力棋聖が名人

のタイトルを獲得され、四冠になりました。

12年ぶりに第49期囲碁名人戦が宮崎で行われ

ました。今回の囲碁名人戦の開催は、観光振興

にもつながると考えておりますけれども、知事

の所感をお伺いいたします。
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次に、国土強靱化についてお伺いいたしま

す。

県議会の防災減災・県土強靱化対策特別委員

会で、１月１日に発生した能登半島地震で被災

した石川県を10月に調査させていただきまし

た。

地震が発生して10か月が過ぎているにもかか

わらず、なかなか復旧・復興が進まない状況を

目の当たりにしました。

特に、のと里山空港から金沢市内に向けての

基幹道である高速道路の状況は、どうにか対面

通行は可能なものの、段差があったり、くねっ

ている区間が多く、スピードを落とさないと走

れない状況でした。また、盛土区間は軒並み海

側に地滑りを起こしており、ガードレールが宙

づりの状態でありました。

あの光景を見た瞬間、宮崎で南海トラフ巨大

地震が起きると、宮崎から延岡にかけての東九

州道も同じような被害が出てしまうのではない

かと思いました。

高速道路のミッシングリンク解消は大前提で

ありますが、東九州道の清武から延岡までの４

車線化の早期完成が必要だと感じました。

そこで、現在の東九州自動車道の４車線化の

進捗状況と早期完成に向けた取組について、県

土整備部長にお伺いいたします。

以上で壇上からの質問は終え、以下の質問は

質問者席から行います。（拍手）〔降壇〕

〔登壇〕 お答えしま○知事（河野俊嗣君）

す。

まず、台中市との友好交流協定締結による効

果についてであります。

台湾は本県と歴史的なつながりも深いことか

ら、平成29年には新竹県及び桃園市と友好交流

協定を締結し、様々な分野で交流を行ってまい

りました。

今回、協定を締結します台中市は、台湾第２

の人口規模を誇る都市でありまして、昨年11月

には、駅名の漢字表記が同じである本県の日南

駅と台中市の日南（リーナン）駅との間で姉妹

駅協定が締結され、また、宮崎県議会日台友好

議員連盟の皆様や民間における交流も進んでお

りますことなどから、今回の協定締結につな

がったところであります。

締結後の計画としましては、まずは、台中市

内の飲食店をターゲットに、宮崎フェアを開催

し、県産品の販路拡大に取り組む予定としてお

ります。

また、台中市に拠点を置きます世界的な自転

車メーカー、ジャイアントの元ＣＥＯとも昨年

お会いし、様々な交流を進めてきたところであ

りますが、今、九州全体でツール・ド・九州を

行うなど、サイクルツーリズムの振興に努めて

いるところでありまして、台中市との御縁によ

り、さらにそういった面で本県が力を入れてい

くことも考えられようかと考えております。

私としましても、引き続きトップセールス等

によりまして、本県の食や観光の魅力をアピー

ルするとともに、交流人口の拡大による定期便

の増便などにも努め、様々な分野で台湾とのつ

ながりをさらに発展させてまいります。

次に、囲碁名人戦の開催についてでありま

す。

囲碁名人戦は、囲碁の七大タイトル戦の一つ

であり、12年ぶりに本県で開催されました。

県内外から多くの囲碁ファンが訪れる中、タ

イトル保持者同士の白熱した勝負が展開される

とともに、開催地である高原町の魅力も様々な

メディアで発信されるなど、大いに盛り上がる

対局となったと伺っております。
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議員からも御指摘がありましたが、私も面白

いなと思いましたのは、その直後に、一力棋士

が国際大会で日本棋士として19年ぶりに勝利を

遂げられたというのは、この宮崎で勝ち運を

持っていかれたのではないかと、そのような話

題にもつながるところであろうかと思います。

今回、名人戦の開催に合わせて高原町が取り

組んだ、地元食材を使用した勝負飯のメニュー

開発や、一般参加者を対象とした対局の解説、

また、プロ棋士による囲碁の指導などの様々な

関連イベントの開催は、地域の魅力発信や誘客

につながる新たな観光コンテンツとして、大い

に可能性があるものと考えております。

こうした観光面では、効果的に情報発信をし

ていくことが改めて大事だなと考えましたの

は、おととい、政府主催の全国知事会議におき

まして、総理との意見交換が終わった後に、分

刻みで大変お忙しい中でありますけれども、石

破総理がテーブルを全部回られて、全ての知事

に声をかけられました。

私のところに参りましたときに、「そういえ

ば、宮崎は以前、小林市がフランス語と方言が

似ているということで面白い動画をつくられ

て、地方創生のユニークな取組として、これを

紹介したいと思っているんだよ」と、そんな話

もしていただいたところであります。

県としましても、今回の高原町の取組に対し

て補助等の支援を行ったところでありまして、

今後とも、市町村等と連携しながら、効果的な

情報発信も含めて、魅力ある観光地域づくりを

推進してまいります。以上であります。〔降壇〕

〔登壇〕 お答えしま○副知事（佐藤弘之君）

す。

11月14日から18日にかけて、チャーター便を

利用して台湾を訪問してまいりました。

訪問中、本県と友好交流協定を締結している

桃園市の張市長や、12月に本県との友好交流協

定締結を予定している台中市の鄭副市長との意

見交換を行いました。

桃園市長からは、学校同士の交流やスポーツ

交流に力を入れていきたいとのお話や、台中市

副市長からは、台中市での宮崎県産品のＰＲ

等、経済分野での交流を深めていきたいなどの

お話をいただきました。

また、台中市では、民間団体が本県と台湾と

の友好のために企画したイベントに参加してま

いりましたが、台中市の方々から熱い歓迎を受

け、本県への親しみの気持ちを感じることがで

きました。

台湾との定期便の再開、それから台中市との

友好交流協定の締結を通じて、今後、様々な分

野で本県と台湾の交流が一層深まり、相互の友

好関係がさらに発展していくことを期待してい

ます。以上であります。〔降壇〕

〔登壇〕 お○総合政策部長（重黒木 清君）

答えします。台北線のアウトバウンド対策につ

いてであります。

台北線につきましては、航空会社が、本県と

福岡や佐賀の路線とを組み合わせて、九州を周

遊する台湾からのツアーの需要が見込めると判

断し、まずは週１便で就航したと伺っておりま

す。

議員御指摘のとおり、週１便の運航は、県民

が利用する上で利便性向上が課題であり、早期

の増便を図るために、アウトバウンドの促進が

重要となります。

このため県では、県民等のグループ利用やパ

スポート取得などへの従来の支援に加え、片道

でも台北線を利用していただけるよう、本県と

他空港との移動費用の補助制度を新たに設けた
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ところであります。

あわせて、今後は、メディアやイベント等を

活用した路線ＰＲによりアウトバウンドの増加

を図り、早期の増便を目指して、インバウンド

も含めた双方向での利用促進に取り組んでまい

ります。以上であります。〔降壇〕

〔登壇〕 お答○県土整備部長（桑畑正仁君）

えします。

県内では、約8.4キロメートルの４車線化事業

がＮＥＸＣＯ西日本において実施されており、

宮崎西－清武間では、橋梁工事など全ての工事

が発注され、順調に進められております。

また、高鍋－西都間では、昨年12月に着工式

を行い、現在、取付道路などの附帯工事に着手

されています。

高速道路の４車線化は、事故防止や定時性の

確保とともに、能登半島地震のような自然災害

からの早期復旧や広域支援ルートの形成に必要

不可欠であります。このため、あらゆる機会を

捉え、知事を先頭に、国やＮＥＸＣＯ西日本へ

早期の４車線化を強く訴えています。

今後とも、想定される南海トラフ地震などに

備え、県土の強靱化を図るため、県議会をはじ

め関係機関とともに、東九州自動車道の４車線

化の早期完成に向けて取り組んでまいります。

以上であります。〔降壇〕

それでは、台湾との交流に○丸山裕次郎議員

ついて再質問をさせていただきます。

私も昨年度から県議会日台友好議員連盟の会

長になり、これまで以上に台湾との交流を行っ

ており、昨年台湾を訪問した際、台中市の知日

協会の宗理事長から、台湾の国家公園と霧島錦

江湾国立公園の交流協定を結びたいという提案

がありました。この提案に対する県の見解を環

境森林部長にお伺いいたします。

台湾には９○環境森林部長（長倉佐知子君）

つの国家公園があり、自然や野生生物、地域の

文化が保護された、すばらしい公園であると

伺っております。

一方、霧島錦江湾国立公園は、多くの火山と

火口湖で形成され、貴重な植生が残る日本で最

初の国立公園の一つであり、観光客に人気のス

ポットであります。

このため、台湾の国家公園との交流協定につ

いては、自然を通じてインバウンドの増加等が

見込まれることから、お互いの地域にとって意

義のあることだと考えております。

国立公園を所管している環境省に確認したと

ころ、これまで海外の国立公園と交流協定を締

結した事例がないとのことですので、県としま

しては、今後とも、国との情報共有を行ってま

いります。

ぜひよろしくお願いいたし○丸山裕次郎議員

ます。

先日、チャーター便を利用して、森林・林業

活性化促進議員連盟の会長としての立場でも台

湾を訪問させていただきました。

台中市で内装・設計関係の団体と意見交換を

行ってきましたけれども、みやざきスギに関し

て興味はあるものの、台湾の高温多湿に対応で

きるのか、また防火基準に対応できるのかとい

う、基本的なみやざきスギの素材についての議

論・協議に参加してまいりました。

そこで、県産材の台湾への輸出の推移と今後

の取組について、環境森林部長にお伺いいたし

ます。

台湾への県○環境森林部長（長倉佐知子君）

産材の輸出額は、コロナ禍前の令和元年度が約

６億円、令和５年度は約８億円と推計してお

り、このうち原木が８割以上を占めていること
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から、内装材などの付加価値の高い製材品の輸

出拡大が課題となっております。

このため、現地の展示会への出展や本県への

実務者等の招聘などに加え、令和５年度から

は、台湾林業試験場とのシロアリに関する共同

研究にも取り組んでおります。

これらの取組により、県内企業が台湾企業と

代理店契約を締結したり、現地の関係団体から

相互連携強化の打診があるなどの成果が現れて

いるところであり、引き続き、プロモーション

活動を行うなど、さらなる輸出拡大に取り組ん

でまいります。

ぜひお願いいたします。○丸山裕次郎議員

私は、今回の台湾訪問では、残念ながら半導

体関連企業の訪問はできませんでしたが、ＴＳ

ＭＣ関連企業などの企業誘致への取組はどう

なっているのか、商工観光労働部長にお伺いい

たします。

熊本県へ○商工観光労働部長（川北正文君）

のＴＳＭＣ進出を契機とする、九州内における

半導体関連産業の投資活発化の動きに対応する

ため、県では、半導体関連産業を重点産業分野

に位置づけ、支援内容を充実させるなどのイン

センティブ強化を図り、市町村と連携しなが

ら、積極的な企業誘致に取り組んでおります。

また、半導体関連企業誘致加速化事業によ

り、特に台湾への働きかけを強化しており、さ

きの台湾訪問においても、佐藤副知事が現地の

半導体関連企業に対して、本県の立地環境をア

ピールしたところであります。

引き続き、トップセールスや展示会への出展

等を通じて、ＴＳＭＣ関連企業を含め、半導体

関連企業の誘致にしっかりと取り組んでまいり

ます。

台湾のＴＳＭＣ関連企業を○丸山裕次郎議員

含め、宮崎に興味を持たれるという声を今回訪

問して聞くことができましたので、ぜひ台湾企

業の誘致が一日も早く実現できることを要望

し、また、台中市並びに桃園市、新竹県との人

的交流だけではなく、宮崎県の経済活性化、観

光振興につながるような結果が出ることを要望

しておきます。

次に、畜産行政についてお伺いいたします。

飼料高、資材高、さらには物価高騰により、

牛肉の消費が伸び悩み、枝肉価格の低迷、子牛

価格低迷で、和牛畜産経営は非常に厳しい危機

的状況が続いております。

先日、宮崎中央市場の成牛市を見に行った

折、成牛が約100頭出荷されておりました。国・

県の高齢雌牛更新事業だけでなく、恐らく高齢

の農家の離農や経営が厳しくなった畜産農家が

成牛市に出荷したことが要因だろうと推測しま

した。

また、３～４年前にクラスター事業等で施設

整備等をして、返済に困っている畜産農家が多

くいると推測しております。

そこで、全国及び本県の肉用牛の飼養戸数、

頭数の推移及び肉用牛農家への経営面での支援

について、農政水産部長にお伺いいたします。

国の畜産統計○農政水産部長（殿所大明君）

によると、全国の肉用牛の飼養戸数は年々減少

しており、本年２月１日現在で３万6,500戸、ま

た、飼養頭数は増加傾向にありましたが、前年

に比べ減少し、267万2,000頭となっておりま

す。

これらの傾向は本県も同様であり、同じく、

飼養戸数は4,390戸、飼養頭数は25万8,200頭と

なっております。

このような中、県では、普及センターによる

経営相談に加え、ＪＡ等と連携し、青色申告に
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基づく経営診断を活用した面談指導を行うとと

もに、特に経営状況の厳しい農家に対しては、

関係機関と連携したコンサルティングを行って

おります。

今後とも、対面による指導の充実を図り、各

種支援制度を丁寧に紹介するなど、農家に寄り

添ったきめ細かな支援を行ってまいります。

和牛経営が厳しくなってい○丸山裕次郎議員

るのは、飼料・資材の高止まりの上に、牛肉消

費の低迷が拍車をかけているためだと思ってお

ります。

牛肉の消費拡大が重要ということで、県やＪ

Ａみやざきが、和牛消費拡大イベントや牛肉購

入商品券などに取り組んでおります。

本県の消費拡大だけでは、人口規模からして

効果がどれほどか疑問であり、限界があるので

はないかと思っております。

国の補正予算でも和牛需要拡大対策を検討し

ているようですので、他県と連携した牛肉消費

拡大が必要だと考えておりますが、知事の見解

をお伺いいたします。

牛肉の消費低迷は、枝○知事（河野俊嗣君）

肉価格や子牛価格の下落につながり、肉用牛農

家の経営に大きな影響を与えることから、消費

拡大に取り組むことは、肉用牛の生産基盤を維

持する上でも大変重要であると考えておりま

す。私もここしばらく、江藤大臣にお会いする

たびに、こういうテーマについて議論しており

ますし、全国知事会議でも、畜産県の知事とこ

のような状況について情報共有をして、意見交

換をしております。

これまで、私自身も様々な機会を捉えて「お

いしさ日本一宮崎牛」をＰＲしておりますが、

生産者や関係団体から消費拡大に取り組んでほ

しいという切実な声を伺ったことから、９月補

正予算で、国内外における新たな需要を創出す

る取組も進めているところであります。

一方、議員御指摘のとおり、牛肉の消費拡大

は全国共通の課題でもありますことから、全国

の主要産地とも連携し、国に対して、消費拡大

対策について要望を行ったところであります。

また、今後は、ふだんはしのぎを削っている

他県とも連携し、消費拡大に向けたイベントや

情報発信等を行うなど、新たな視点に立った取

組も行ってまいりたいと考えております。

引き続き、関係機関等と一体となって、県内

はもとより、全国の主要産地とも連携し、牛肉

の消費拡大にしっかり取り組んでまいります。

牛肉の消費に期待できるも○丸山裕次郎議員

う一つの手段として、海外への輸出がありま

す。

そこで、県産牛肉の輸出の推移と輸出拡大に

向けた今後の取組について、農政水産部長にお

伺いいたします。

令和５年度の○農政水産部長（殿所大明君）

県産牛肉の輸出量は1,248トン、輸出額は約84億

円で、ともに過去最高を記録したところであ

り、輸出量では、10年前と比較して約10倍にま

で拡大しております。

また、本年２月には、県内初となるハラール

対応の食肉処理施設が西都市に完成し、関係事

業者が巨大市場であるイスラム圏域への輸出準

備を進めております。

県としましては、引き続き、主要市場である

台湾、アメリカ、香港等での販売ルートの構築

などを支援するとともに、イスラム圏域につい

ては、事業者等と連携し、現地の市場調査やプ

ロモーション活動を行うなど、さらなる輸出拡

大に向け、しっかりと取り組んでまいります。

輸出量は1,248トンまで伸び○丸山裕次郎議員
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ているということでありますけれども、全体の

出荷量からすると約５％にすぎないと思ってお

りますので、ぜひこれまで出荷していた国に加

え、巨大市場であるイスラム圏域への輸出が進

み、枝肉相場が上がることを期待しておりま

す。

海外輸出を増やすにしましても、食肉処理場

での獣医師の確保が不可欠であります。

本県では、食肉処理場や防疫業務に当たる行

政獣医師の確保のため、手当の充実や修学資金

制度を創設しましたが、今年度の獣医師採用試

験の状況と修学資金制度の活用状況について、

農政水産部長にお伺いいたします。

今年度の県職○農政水産部長（殿所大明君）

員獣医師の採用試験につきましては、採用予定

数18名に対して、現時点の受験者及び合格者

は11名となっております。

修学資金の活用状況につきましては、獣医

系17大学全ての学生を対象とした一般枠で、５

名に給付を決定しております。

また、今年度新設した地域枠は、制度を有す

る８大学に入学を希望する高校生等を対象に、

入学準備金を含む修学資金を給付する制度であ

り、県の選考試験の合格者、最大５名に給付す

る予定であります。

なお、修学資金の希望者が当初計画を上回る

見込みであることから、11月補正予算案の中

で、増加分の所要額を計上しております。

今後とも、修学資金制度を十分活用しなが

ら、関係部局一体となって、本県の畜産を支え

る獣医師の安定確保に取り組んでまいります。

獣医師採用が昨年は２名○丸山裕次郎議員

だったのが、今年は11名の合格者を出している

ということですので、修学資金制度の活用を含

め、引き続き、獣医師の確保に努めていただく

ことを要望しておきます。

また、畜産農家からは、ゲノミック評価を活

用し、早期に種雄牛を造成してほしいという声

を聞いております。これまでの育種データに加

え、ゲノミック評価を活用すれば、有能な基礎

雌牛の選定を効率的に行うことができ、早期の

種雄牛造成につながると考えております。

そこで、本県におけるゲノミック評価を活用

した種雄牛づくりの取組について、農政水産部

長にお伺いいたします。

遺伝子情報に○農政水産部長（殿所大明君）

基づき、肉量や肉質などの遺伝的能力を推定す

るゲノミック評価は、個体の能力が早期に判明

するなどの利点があることから、新たな改良手

法として期待されております。

県では、この手法を次世代の種雄牛づくりに

活用するため、令和５年度から、国の研究機関

等と、牛の発育や牛肉の食味などの評価方法に

関する共同研究に取り組んでおります。

加えて、今年度は、種雄牛づくりの基礎とな

る優秀な繁殖雌牛への活用に向けて、地域ごと

に農家や関係機関との協議を進めているところ

です。

県としましては、今後、これまで蓄積された

血統情報に基づく評価データとゲノミック評価

を活用し、太りやすく、飼いやすく、肉質のよ

い種雄牛づくりに努めてまいります。

ぜひ厳しい経営環境が続い○丸山裕次郎議員

ている肉用牛農家が希望を持てるよう、いち早

く、太りやすく、飼いやすく、肉質のよい種雄

牛造成ができることを要望しておきます。

次に、医療行政についてお伺いいたします。

医師の働き方改革が今年から始まりました。

令和３年11月議会の一般質問において、私は、

県立病院における医師の時間外労働の状況、医
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師の働き方改革について、現在どのように対応

し、今後どのように取り組んでいくのか、ま

た、医療機関における医師から他職種へのタス

クシフト、チーム医療について、どのように推

進していくのかなどの質問を行いました。

答弁として、「県立病院において、時間外労

働時間の上限である年間960時間を超える医師

や、100時間を超える月がある医師も見受けられ

る。勤務間インターバルの確保の状況など、詳

細な実態を把握していく必要があると考えてい

る」、また、「令和６年度以降、医師の時間外

労働の上限は原則年間960時間となり、それを超

える医師が在籍する医療機関は、労働時間短縮

に係る計画策定、第三者評価の受審後、県の指

定を受けることで、年間1,860時間まで時間外労

働が可能となります」という答弁をいただいて

おります。

そこで、本県の特定労務管理対象機関の指定

状況を福祉保健部長にお伺いいたします。

本年度より○福祉保健部長（渡久山武志君）

医師の時間外労働の上限規制が適用されます中

で、やむを得ず年960時間を超える時間外・休日

労働に医師を従事させる必要がある医療機関

は、医師労働時間短縮計画を作成し、厚生労働

省が指定いたしました医療機関勤務環境評価セ

ンターの評価を受けた後、県から特定労務管理

対象機関として指定を受ける必要がございま

す。

現時点で、宮崎大学医学部附属病院、県立宮

崎病院、都城市郡医師会病院の３医療機関を指

定いたしております。

県立宮崎病院も特定労務管○丸山裕次郎議員

理対象機関に指定されたとのことですが、県立

病院における医師の働き方改革の取組状況と今

後の対応について、病院局長にお伺いいたしま

す。

県立病院におきま○

しては、医師の働き方改革を推進するために、

医師のカルテ入力など事務作業等を補助する、

いわゆる医療秘書の配置や、病院職員の出勤や

退勤時間、時間外労働及び休暇など、適正な労

働時間を把握するための勤怠管理システムの導

入、看護師など他の医療スタッフと連携したタ

スクシフト、タスクシェアなどに取り組んでい

ます。

医師の働き方改革を進めることは、医師の負

担軽減になり、県立病院が高度で良質な医療を

安定的に提供し続けることにつながります。

今後とも、現場の実態を踏まえ、工夫を重ね

ながら取り組んでまいります。

県立宮崎病院の医師の働き○丸山裕次郎議員

方改革が、本県の医師の働き方改革の見本とな

るよう、病院局だけでなく知事部局の予算措置

等も含めて、適切な対応を要望しておきます。

徳島県では、医師の労働時間短縮計画を策定

した病院に対して、業務効率化につながるＩＣ

ＴやＡＩを搭載した機器の導入に係る経費の２

分の１を負担、タスクシフトに係る経費は全額

負担する事業を行っております。

そこで、本県における医師の働き方改革に関

する本県の支援状況と、今後、特定労務管理対

象機関に対してどのように支援していくのか、

福祉保健部長にお伺いいたします。

医師の働き○福祉保健部長（渡久山武志君）

方改革の推進は、医療の質・安全を確保すると

ともに、医師の県内定着を図り、持続可能な医

療提供体制を維持していく上で重要でございま

す。

このため本県では、上限規制の適用前から、

医療勤務環境改善支援センターを設置いたしま
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して、医療機関からの相談対応や専門家により

ます個別支援等を行いますとともに、地域で救

急などの重要な役割を担い、医師の時間外労働

が規制値を超えるおそれのある医療機関などに

対しましては、労働時間短縮に資するＩＣＴ機

器の整備補助等を行っております。

特定労務管理対象機関は、暫定的なものとし

て2035年度までの解消を目指しておりまして、

引き続き支援センターを通じた助言等に力を入

れますとともに、国の支援メニュー等も踏まえ

ながら対応を検討してまいります。

特に特定労務管理対象機関○丸山裕次郎議員

に指定された３病院については、進捗状況等に

ついて、きめ細かな情報交換を含めた対応をい

ただき、医師の働き方改革が順調に進むように

お願いしておきます。

医師の働き方改革により、大学病院や都市部

の大きな病院に医師が偏在することを懸念して

いましたが、私の地元の高原町立病院では、こ

れまで常勤医３名体制だったのが２名体制にな

り、病床の削減や午後の診療の休止など、地域

医療の崩壊が始まっている状況です。

中山間地域の地方病院や小さい病院では、医

師の働き方改革により、さらに医師確保に苦慮

していると推測しております。

そこで、医師の働き方改革の影響を踏まえる

と、医師偏在対策は喫緊の課題であるが、医師

の偏在是正の状況と本県の取組について、福祉

保健部長にお伺いいたします。

令和４年12○福祉保健部長（渡久山武志君）

月の医師の数は2,908人と、10年前と比べまし

て199人増加していますが、その大半が宮崎東諸

県医療圏での増加であり、地域間の医師の偏在

は、現在もなお厳しい状況にあると認識いたし

ております。

このため、自治医科大学卒業医師の計画的な

配置を行いますとともに、キャリア形成プログ

ラムを適用した配置調整によりまして、今年度

は、23名の医師を医師少数区域等に配置いたし

ております。

現在、国では、医師偏在是正に向け、医師の

多い地域への規制的な手法や、経済的インセン

ティブを含めた総合的な対策の議論が進められ

ており、これらの動向を踏まえながら、宮崎大

学をはじめとする関係機関との連携を一層強化

いたしまして、引き続き偏在対策に取り組んで

まいります。

医師の働き方改革により、○丸山裕次郎議員

本県のような医師少数県において、医師の偏在

がさらに進んでいくのではないかと強く懸念し

ております。

国においても、先ほどありましたとおり、医

師の偏在是正に向けた総合的な対策として、医

師偏在是正プランの策定、国による重点的な支

援対象区域の選定、臨床研修の広域的連携型プ

ログラムの制度化、重点的な支援区域の医療機

関や処遇改善のための経済的インセンティブな

どを検討しているようであります。

医師少数県である宮崎県として、国に対して

「医師の地域偏在解消に向けた実効性のある仕

組みの創設」などを提言しておりますが、もっ

と危機感を持って医師の働き方改革に対応して

もらうことを要望しておきます。

次に、国土強靱化について再質問を行いま

す。

特別委員会の県外調査で、のと里山空港内の

レストランで食事をした際、地震発生時のこと

を管理人から聞くことができました。

のと里山空港は防災拠点施設になっていると

いうことで、震災直後から、空港利用者だけで
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なく、地域の住民の避難所になったということ

でした。「実際、避難して重要だったのはトイ

レだった。空港ビルの地下に貯水槽があり、ト

イレが使えて多くの避難者が利用でき、衛生的

でよかった」という話を伺いました。改めて災

害時のトイレの重要性を痛感したところであり

ます。

本県の避難所に予定しているところには、貯

水槽はほとんどなく、簡易トイレ、携帯トイレ

の備蓄を県・市町村で取り組んでいるようであ

りますが、災害関連死の対策や、よりよき衛生

環境を保つため、市・町と連携してマンホール

トイレやトイレカーの整備をする予算を９月議

会に提案され、可決されましたけれども、総務

政策常任委員会の委員長報告において、「防災

関連の備品や工事に係る費用が非常に高額に感

じる。費用を低く抑えることができる発注方法

の検討や他県事例の検証などを行い、しっかり

と競争力を持たせた入札をしていただき、事業

目的に沿った適切な執行に努めていただきた

い」との要望がありましたが、どのような検討

がなされたのか、危機管理統括監にお伺いいた

します。

委員長報告○危機管理統括監（児玉憲明君）

での御指摘につきましては、まず、マンホール

トイレにおいて、排水機能の型式である流下型

と貯留型について、よりコストが安価な流下型

を選択するなど、機能や材質等について関係部

局とも協議しながら検討を行い、既に整備実績

のある宮崎市と設計価格の比較により妥当性を

確認した上で、県内25か所の工事をできるだけ

まとめて条件付一般競争入札により発注するこ

とといたしました。

次に、トイレカーについては、自治体で導入

実績のある複数の事業者の現物により機能の有

効性や必要性を確認し、また、他自治体の状況

も参考に必要な機能の絞り込みを行い、条件付

一般競争入札での発注を予定しております。

引き続き、適切な事業執行に努めてまいりま

す。

次に、警察行政についてお○丸山裕次郎議員

伺いいたします。

近年、全国的に、自転車の運転者が携帯電話

を使用した状態の、いわゆる「ながらスマホ」

の交通事故が増加傾向にあり、また、自転車の

酒気帯び運転により、死亡事故や重傷事故が発

生している状況などを背景に、11月１日から改

正道路交通法が施行され、自転車運転中のなが

らスマホ運転、酒気帯び運転の罰則が強化さ

れ、自転車運転中のながらスマホに関しては、

６か月以下の懲役、または10万円以下の罰金、

酒気帯び運転は、３年以下の懲役、または50万

円以下の罰金となりました。

そこで、自転車運転中のながらスマホと酒気

帯び運転の罰則強化について、警察として県民

にどのように周知していくのか、警察本部長に

お伺いいたします。

自転車運転中の○警察本部長（平居秀一君）

ながらスマホや酒気帯び運転に対する罰則を新

設した今回の道路交通法改正につきましては、

施行前から、テレビや新聞等による広報をはじ

め、県警のホームページや公式ＳＮＳへの掲

載、各種会議や講習等での啓発を行っておりま

す。

また、自転車利用の機会が多い中高校生に対

しましても、県や市町村の教育委員会を通じ

て、周知徹底を図ったところであります。

今後も関係機関・団体と連携し、自転車運転

中のながらスマホや酒気帯び運転の禁止につい

て周知を図るとともに、警察官による街頭指導
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を強化してまいります。

今回の自転車運転中のなが○丸山裕次郎議員

らスマホと酒気帯び運転の罰則強化は、重大事

故ゼロを目的に改正されたと思っておりますの

で、その目的が十分に達成いただけるように、

県民に伝えるだけではなく、伝わる、しっかり

理解できるような周知をお願いしておきます。

次に、人口減少問題についてお伺いいたしま

す。

全国と本県の20年前（平成16年）、10年前

（平成26年）、直近５年間の平均及び令和５年

の出生数を調べたところ、全国では、20年前

は111万人余、10年前は100万人余、直近５年間

の平均は80万人余になっており、令和５年は72

万7,000人余と急激に減少しております。ちなみ

に、全国における最高の出生数は、昭和24年

の269万6,000人余であります。

本県では、20年前は１万267人、10年前

は9,509人、直近５年間の平均は7,398人、令和

５年は6,502人と、本県も全国と同様に急激に減

少しております。ちなみに、本県における最高

の出生数は、昭和23年の４万1,161人でありま

す。

県内の市町村ごとのデータを分析したとこ

ろ、20年前と直近５年間の平均を比較したとこ

ろ、平均して72％まで減少しておりました。

減少率が低い市町村は、三股町の98.6％、宮

崎市の79.6％でありました。

逆に減少率が大きい市町村は、五ヶ瀬町

の38.3％、諸塚村の44.7％でありました。山間

地域での出生数の減少が大きくなっており、危

機感を感じました。

2024年上半期に生まれた赤ちゃんの数は、前

年同期比6.3％減の32万9,998人にとどまり、

「今年の出生数は初の70万人割れの公算」とい

う記事が流れました。

本県の上半期に生まれた赤ちゃんの数は、前

年同期比9.9％減の2,864人となっており、全国

と比較して減少率が大きくなっております。

日本一挑戦プロジェクトの子ども・若者プロ

ジェクトで掲げております主な指標として、合

計特殊出生率1.8台（全国１位）、婚姻数を令和

８年に4,500組以上とあります。取組の柱と方向

性として、「出逢い・結婚の希望を叶える」

「子どもがほしい人の希望を叶える」「安心し

て子育てできる教育環境をつくる」となってお

ります。

今年上半期の出生数が昨年より減少している

状況を踏まえますと、子ども・若者プロジェク

トをさらに充実させる必要があると考えており

ますが、知事の認識をお伺いいたします。

本県における今年上半○知事（河野俊嗣君）

期の出生数は、御指摘のとおり、前年に比べて

１割近く減少しておりまして、急速に進む少子

化に改めて強い危機感を持っているところであ

ります。

今年度から本格展開している子ども・若者プ

ロジェクトでは、婚姻数を回復させることが大

―切であるとの観点から、本県出身の著名人

小林市出身のイワクラさんを起用し、出会い・

結婚のポジティブイメージを発信するなどの機

運醸成に取り組んでいるところであります。

また、第２子以降の希望を後押しするため、

男性の育児休業を推進する企業等への奨励金支

給など、共働き・共育てしやすい環境づくりも

進めております。

今後は、これらの取組に加えて、子育ての不

安や負担の軽減のほか、女性や若者の県内定着

対策に力を入れていく必要があると考えており

ます。

- 37 -



令和６年11月27日(水)

おとといの全国知事会におきましても、人口

減少問題を議論した際、石破総理が御自身の言

葉でじっくり語られたんですが、「婚姻数の減

少が出生数の減少に直結している。だからこそ

各地域は、女性や若者の定着に向けて、地方創

生にしっかり取り組んでいかなくてはならな

い」と、そのような方向性を示され、まさに

我々の問題意識と同じであると、意を強くした

ところでございます。

少子化に歯止めをかけるために、引き続き、

本プロジェクトのさらなる充実を図り、県民の

皆様に「日本一生み育てやすいみやざき」を実

感いただけるよう取り組んでまいります。

「日本一生み育てやすいみ○丸山裕次郎議員

やざき」を実感できるように頑張っていくとい

うことでありますが、現実を改めて見直してい

ただきまして、絵に描いた餅にならないことを

願っております。

先ほど述べましたように、コロナ以降、急激

に子供の出生数は減っております。これまでど

おりは通用しない状況になっており、抜本的な

考え方の見直しが必要だと感じているのが、教

育の在り方であります。義務教育の小学校、中

学校は市町村ですので、ここでは高校に絞って

質問させていただきます。

県立高校の志願状況を見ますと、普通科にお

いては、特に宮崎市以外の高校の定員割れが続

いており、また福祉科・農業科等の実業系高校

においても、志願状況は非常に厳しい状況が続

いております。

そこで、県立高校の定員確保について、どの

ように取り組んでいるのか、教育長にお伺いい

たします。

県立高校の募集定○教育長（黒木淳一郎君）

員につきましては、毎年、私立高校と実施して

いる連絡協議会で、双方の役割を尊重しつつ、

定員調整について協議を行い、公立の定員は、

中学校卒業予定者のおおむね７割としておりま

す。

各県立高校では、部活動や学校行事等の活性

化、地域との協働による探究的な学びの推進な

ど、魅力ある学校づくりに取り組むとともに、

オープンスクールの工夫やＳＮＳの活用等で魅

力の発信に努めております。

県教育委員会といたしましては、スーパーサ

イエンスハイスクールやＤＸハイスクールなど

の国や県の事業を活用して、特色ある教育を一

層推進するとともに、人口減少の中にあって

も、地域の学びを維持し、生徒に魅力と活力あ

る学習環境を提供することで、定員確保にしっ

かり取り組んでまいります。

特色があり、魅力ある学校○丸山裕次郎議員

づくりが重要だということは、これまで聞いて

まいりましたが、実際に各学校が実現できたか

は疑問であります。

コロナ禍を経験して、教育界ではＩＣＴを活

用した遠隔教育や指導ができるようになったと

いうことですので、どの地域で学ぼうとも、生

徒が夢や希望をかなえられるような県立学校を

目指してほしいと思っております。

そこで、教員の配置を含め、急速に進んでい

る出生数、生徒数の減少を踏まえた今後の県立

高校の在り方について、どのように考えている

のか、教育長にお伺いいたします。

県教育委員会で○教育長（黒木淳一郎君）

は、令和３年に策定した県立高等学校教育整備

基本方針において、高等学校教育を取り巻く社

会の変化に対応するため、今年度末をめどに見

直しを行うこととしております。

具体的には、外部有識者等の意見を伺いなが
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ら、学科等の方向性や募集定員の見通しがこれ

からの４年間も適切であるか等を検討しており

ます。

今後、本方針の柱である魅力と活力のある高

等学校教育をさらに推進するため、各学校に主

幹教諭や指導教諭を適正に配置することによ

り、教員の指導力を高め、県内全ての学校にお

いて魅力ある高校づくりが行えるよう取り組ん

でまいります。

長年、県立学校と私立学校○丸山裕次郎議員

は７対３という考え方を基本に政策を行ってき

ておりますが、これまで毎年約１万人だった新

入生が、５年から10年後には７割程度に減少す

ることは確実で、今後さらに減少が続くことは

明らかであります。

都市部では、ある程度生徒数を確保すること

ができるかもしれませんが、地方、特に中山間

地域では、どんどん学校が縮小し、小さくなる

ほど魅力がなくなり、教育の質まで低下するの

ではと懸念しております。

いかに魅力を残し、どこにいても質の高い教

育を受けられるよう、県は危機感を持って宮崎

の人づくりに取り組むべきと考えております

が、知事の考えをお伺いいたします。

人口減少・少子高齢化○知事（河野俊嗣君）

が加速する中で、地域の活力を維持し、県民一

人一人の幸せな人生を実現するためには、本県

の将来を担う人材の育成・確保が不可欠であり

まして、その礎となる教育こそが極めて重要な

役割を有していると考えております。

このため、県としましては、子供たちが将

来、宮崎で活躍したいという思いや、たとえ進

学や就職で県外へ出ても、生まれ育った地域に

貢献したい、県内へＵターンして働きたいとい

う思いを抱くように、学校・地域・家庭が連携

し、郷土愛を育むふるさと教育を推進しており

ます。

また、私が子供と接する機会においては、そ

のような刺激を少しでも与えることができるよ

う努めているところであります。

また、デジタル活用能力や語学力など、これ

からの時代に求められる能力や、地域課題の解

決や新ビジネスの創出につながるチャレンジ精

神を育むなど、自己実現へと導く教育にも力を

入れているところであります。

予測困難な時代において、宮崎の希望は、ま

た宮崎の将来は、子供たちにあります。将来に

わたって地域の学びを守り、全ての子供たちに

質の高い教育を提供しながら、宮崎の人づくり

に強い思いを持って取り組んでまいります。

知事が今答弁したように、○丸山裕次郎議員

実現できることを要望しておきますが、実際に

実現するには大きなハードルがあると思ってお

ります。県立・私立の学校を問わず、子供の数

が急激に減少していく中でも、全ての子供がど

こで暮らしても夢・希望がかなえられる教育環

境、宮崎の人づくりが実現できることを要望し

ておきます。

最後に、森林行政についてお伺いいたしま

す。

県議会森林・林業活性化促進議員連盟の県外

調査で岐阜県を訪問し、岐阜県における森林・

林業等の人材育成の状況や木育の推進について

調査しました。

岐阜県立森林文化アカデミーでは、高校卒業

後に森林・林産業の専門的な知識と技能を学べ

るエンジニア科と、20歳以降の方で、森林利活

用分野、木材利用分野の専門的な知識と技術を

学べるクリエーター科の２つがありました。

エンジニア科は、本県の林業大学校とほぼ同
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じようなものと感じましたが、クリエーター科

は、森林環境教育や木造建築、木工専攻といっ

た、川下に対応できる人材の育成を行っており

ました。

そこで、みやざき林業大学校におけるこれま

での成果と、木材利用分野における人材育成の

取組について、環境森林部長にお伺いいたしま

す。

みやざき林○環境森林部長（長倉佐知子君）

業大学校では、これまで即戦力となる104名の人

材を育成しており、そのうち99名が県内の林業

事業体等に就業し、山村地域の活性化に貢献し

ています。

また、木材利用分野では、県が主催する「木

造塾」において、木造建築の高度な設計スキル

を持つ建築士を育成しており、現在32名が「み

やざき木造マイスター」として活動しておりま

す。

今後、このマイスターを対象に、より専門的

な知識と高度な技術が学べる講座を設けるとと

もに、今年９月に発足した「みやざき木の建築

推進協議会」では、林業・木材産業の関係者と

マイスターが連携し、非住宅分野における木造

化・木質化の推進を図るなど、引き続き、木材

の利用拡大に向けた人材育成に努めてまいりま

す。

岐阜県の木育の象徴的な○丸山裕次郎議員

「ぎふ木遊館」にも訪問させていただきまし

た。

岐阜県は、県土面積の８割、全国２位の森林

面積を有しているということで、木育の拠点と

して、令和２年７月に総事業費６億8,000万円を

かけて「ぎふ木遊館」を開設し、岐阜県で開催

された国民文化祭に来県された天皇皇后両陛下

も行啓される、岐阜県が誇る木育の施設でし

た。

岐阜県では、「ぎふ木育30年ビジョン」を平

成25年に掲げ、長期的に育む、「つながり」で

育む、段階的に育むという理念の下に、ぎふ木

遊館が完成したということでした。

私どもが訪問した平日でも、10時から小さい

子供や親が訪れるなど、とてもにぎわっており

ました。維持費等についても、岐阜県独自の森

林環境税を活用しているとのことでした。

本県は杉素材生産量33年連続日本一の林業県

ですが、木育の推進や木育ビジョンは弱いので

はないかと感じました。

今年から日本一挑戦プロジェクトで再造林率

日本一を目指すことはよいことだと思っており

ますが、30年後、40年後に再造林した山が有効

に活用されるためには、岐阜県のように、木育

に対するビジョンや、ぎふ木遊館のような取組

が必要だと考えております。

そこで、木育の推進が重要だと思っておりま

すが、どのように考えているのか、知事にお伺

いいたします。

木育活動を通じて、幼○知事（河野俊嗣君）

少期から木に触れ、木への親しみを感じる機会

を持つことは、将来、木造住宅や木製の家具を

選択する動機づけになるとともに、未来の林業

・木材産業を支える担い手の確保を図る上で

も、大変重要であると考えております。

このため、私が会長を務める「みやざき木づ

かい県民会議」を中心に木育を推進しており、

５年前から木育の先進県である岐阜県より講師

を招き、幼児向け木育プログラムの開発と、そ

の普及・推進を担う木育マイスターの養成を行

うとともに、保育園等を対象とした木製遊具の

導入支援などを行ってきたところであります。

個人的なことでありますが、私の実家は家具
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の小売店舗で、１階から４階まで展示ルーム、

小スペースがあり、そこが小さい頃からの私の

遊び場でありまして、小さい頃から木に囲まれ

て育つと、こんなにいい子が育つというのが

時々私が使っていることでありますが、違う

じゃないかと言われないように、いい仕事に努

めてまいりたいと思います。

今後とも、先進県の取組を参考にしつつ、関

係団体と連携しながら、幼少期からの木育の強

化や、将来の職業選択を見据えた高校生向けの

木育の充実など、本県ならではの木育につい

て、木造マイスターなど木材利用分野における

人材育成と併せて、総合的に推進することによ

りまして、再造林した山が将来にわたって有効

活用される社会の実現を目指してまいります。

３年後には、本県でも国ス○丸山裕次郎議員

ポ・障スポが開催されます。天皇皇后両陛下が

行啓される候補になるような、宮崎の木育のシ

ンボル的な施設ができることを要望して、私の

質問を終わります。ありがとうございました。

（拍手）

以上で午前の質問は終わりま○濵砂 守議長

す。

午後は１時再開、休憩いたします。

午後０時１分休憩

午後１時０分再開

休憩前に引き続き会議を開○野﨑幸士副議長

きます。

次は、川添博議員。

〔登壇〕（拍手） 自由民主党○川添 博議員

の川添博でございます。

良識ある言論の府、宮崎県議会におきまし

て、質問の機会を与えていただき、県民の皆様

や関係各位に感謝を申し上げます。また、傍聴

においでいただいた方々に、重ねて感謝を申し

上げます。

「武士道というは死ぬことと見つけたり」、

これは「葉隠」の書の有名な一文であります。

先日、県の武道館で行われました宮崎県武道振

興演武大会に出席させていただきました。そこ

で、武道協議会の佐藤彦空会長のお話で取り上

げられたものであります。そのお話を引用させ

ていただきます。

「武士道というは死ぬことと見つけたり」

とは、私は長年、武士たるもの、来るべきと

きが来たら、未練を持たずに、潔く死ななけ

ればならない。それだけの意味だと単純に理

解しておりました。そうしましたら、その意

味は全く違うそうであります。

すなわちその意味は、人間はいずれ死にま

す。だからこそ生きている現在を楽しみ、よ

りよく生きていく決意と自覚を持つこと、そ

して私心を捨て、死の覚悟を持って公共のた

めに尽くすこと、それが武士道であるそうで

す。死を推奨するのではなく、死の覚悟を

持って、よりよく生きよということでありま

しょうか。

人口減少の続くこの地方再生の未来の姿

は、いまだ見えておりません。今年は自然災

害の多い年でもありました。そして、南海ト

ラフ地震も迫ってきております。この平穏な

日々が未来永劫続くとは限りません。今こそ

決死の覚悟で、現実を直視して危機感を持

ち、どんな苦境からでもはい上がり、家族や

地域を守っていけるような人間にならなけれ

ばならない。また、そうした青少年を育てて

いかなければならない。行政も民間も共に力

を合わせて、武士道精神で立派な花を咲かせ

ましょう。
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私の考えも入れて要約しますと、そういった

お話でありました。そして当日、会場で行われ

た空手やなぎなたなどのすばらしい武道の演武

に接して、先ほどのお話と併せて、身の引き締

まる一日となりました。

そういった意味も含めまして、私自身も日々

の議員活動はもとより、決死の覚悟で一般質問

に取り組んでまいりたいと存じます。

今回の質問は、ほぼ全て県民の方々からの要

望などを取り上げたものであります。木崎浜

ビーチへの観光道路の建設やスケートボード場

の建設など、奇想天外な提案もございますが、

執行部の皆様には何とぞ真剣に受け止めていた

だきたいと存じます。

私たち県議会や県庁職員も、この地方社会を

持続させるために、今までの慣例や常識にとら

われない柔軟な発想力が求められます。これま

での縦割り行政や前例主義では、難局は乗り切

れないでしょう。

最近は優秀な学生が公務員を目指さなくなっ

たと言われております。ベンチャー企業やＮＰ

Ｏなどで活躍して、社会変革の一翼を担おうと

しております。

近年、宮崎県庁への採用の応募も、少子化も

あって減少の一途をたどっております。今後、

少数精鋭で改革意識旺盛な優秀な県職員を育て

ていくためにも、様々なプログラムを用意して

いくことが大切であります。

県庁内においては、平成18年度から14年間に

わたり、庁内の政策アイデアを掘り起こすとと

もに、県政課題に率先して挑戦する職員の意欲

向上を目的に、政策提案や事務改善に寄与する

取組を広く公募する「かえるのたまご」が実施

されておりました。

私が銀行で働いておりましたときも、同様に

業務改善を公募する取組がなされておりまし

た。このような取組を通して、銀行員一人一人

が自ら改革意識と意欲を持って業務に取り組む

ことが、人材の育成、ひいては組織の活性化に

つながっていったのではないかと感じておりま

す。

知事、私は、県庁内のこの「かえるのたま

ご」の取組は、一定の効果があったものと評価

しております。

近年、あらゆる産業において、人手不足が

日々叫ばれております。県庁をはじめとする公

務員の世界においても状況は同じであり、今後

もさらに厳しさが増すものと危惧されるところ

です。さらに、激甚化する自然災害や新たな感

染症などの危機事象への対応などを考えれば、

行政需要が減少することは想像しにくいところ

であります。

行政需要が高止まりし、職員の確保が今後さ

らに厳しくなる中、引き続き行政サービスを継

続的に提供するためには、人材育成の重要性が

さらに高まっているのではないでしょうか。

そこで伺います。限られた人材で必要な行政

サービスを提供していくためには、これまで以

上に人材育成が重要となってくると思われま

す。どのように取り組んでいくのか、知事の考

えを伺います。

以下の質問は質問者席にて行います。（拍手）

〔降壇〕

〔登壇〕 お答えしま○知事（河野俊嗣君）

す。

職員確保が今後も厳しさを増す一方、複雑化

・多様化する行政ニーズに的確に対応するため

には、職員一人一人が県政を担うという高い意

識を持ち、能力を高め、そしてそれを最大限発

揮していく必要があると考えております。
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このため、実践的かつ高度な知識を習得し、

広い視野や柔軟な発想力が求められますことか

ら、ＯＪＴや職員研修の充実のほか、国や民間

企業等への長期派遣研修、職員が関心のある業

務に自ら応募できる庁内公募制度、職務に関連

する公的資格の取得支援など様々な取組を通し

て、職員の資質と意欲の向上に努めているとこ

ろであります。

また、職員の能力を十分に生かすため、デジ

タル化による業務効率化を進めるとともに、所

属長等のマネジメント能力の向上、テレワーク

や時差出勤、フリーアドレス化等による柔軟か

つ効率的な働き方を推進し、能力をより発揮で

きる職場づくりにも取り組んでいるところであ

ります。

私は組織の長として、人材こそ最大の資産で

あると考えております。職員の成長が組織の活

力につながるという考え方の下、今後も、より

一層の人材育成の取組を進めてまいります。以

上であります。〔降壇〕

ありがとうございます。ぜひ○川添 博議員

武士道精神も入れて、取組をお願いいたしま

す。また、「かえるのたまご」の復活も検討さ

れてみてはいかがでしょうか。

さて、その県の喫緊の課題としまして、県民

の命を守る南海トラフ地震対策がございます。

今年１月の能登半島地震では、直下型地震で

もあったため、木造住宅の倒壊による被害が甚

大でありました。

本県の木造住宅の耐震化の状況について、県

土整備部長に伺います。

本県におい○県土整備部長（桑畑正仁君）

て、昭和56年改正の耐震基準を満たす住宅の耐

震化率は、令和２年度末で約84％であり、令和

７年度末に90％の達成を目標としております。

このため、国の補助を活用の上、市町村と連

携して重点的に木造住宅の耐震化を推進してお

り、例えば耐震改修工事では、100万円を限度

に、工事費の８割の補助を行っているところで

あります。

一方で、耐震化が必要な住宅の所有者は高齢

者が多く、工事費用に負担を感じたり、耐震化

の必要性の認識が薄いなどの実情があります。

県としましては、今後とも市町村と連携し

て、耐震化の重要性の啓発や補助制度の周知、

必要な予算の確保など、住宅の耐震化に積極的

に取り組んでまいります。

ありがとうございます。来年○川添 博議員

度末に９割の耐震化を目指すということで、進

んできてはおります。

また、能登半島地震では、上下水道施設が甚

大な被害を受けて復旧が長期化いたしました。

６月の一般質問におきまして、主要な水道管

である基幹管路のうち、耐震性のある割合を示

す耐震適合率は、令和４年度末において、全国

が42.3％、本県が30.3％であり、重要な下水道

管路の耐震化率では、令和４年度末において、

全国が56.2％、本県が72.5％と御回答いただき

ました。

上下水道の耐震化に対する国の目標と国庫補

助率、そして県の取組について、福祉保健部長

と県土整備部長にそれぞれ伺います。

国は、令○福祉保健部長（渡久山武志君）

和10年度末までに、水道の基幹管路の耐震適合

率を60％以上に引き上げる目標を掲げておりま

す。

市町村等が行う管路更新の国庫補助につきま

しては、基本的に40年以上経過した管路を対象

としております。その補助率は３分の１です。

ただし、病院等の給水優先度が特に高い施設
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への管路に対しては、40年未満の場合でありま

しても４分の１の補助が行われます。

県といたしましては、水道事業者を対象とし

た会議や個別のヒアリング等を通じまして、補

助に必要な助言・指導を行いますとともに、国

に対して、補助率の引上げや財源の十分な確保

を図るよう要望を行っております。

国は、下水処○県土整備部長（桑畑正仁君）

理場に接続する管路など、重要な管路の耐震化

率について、令和７年度までに64％の達成を目

標としております。

市町村が行う下水道耐震化事業の国庫補助率

は、管路が50％、処理場が55％となっておりま

す。

本県の耐震化率は国の目標を上回っておりま

すが、重要な管路の被災は、広範囲にわたり県

民の生活に影響を及ぼすことから、引き続き、

国土強靱化対策を活用し、必要な予算の確保に

努め、さらなる耐震化に努めてまいります。

ありがとうございます。水道○川添 博議員

につきましては、令和10年度末に60％を目標に

しておりますので、いまだ道半ばではございま

すが、上下水道の耐震化につきましては、年々

改善されてきてはおります。

しかしながら、地震の強度によっては、常に

万全というわけにはまいりません。断水や下水

管の損壊により、水が不足したり、トイレが使

えなくなったりすることを想定しておかなけれ

ばなりません。

各指定避難所では、災害時に使う飲料水や簡

易トイレなどの備蓄品が非常に手薄と言われて

おります。指定避難所には、数百人の避難者の

使用する量を考えた物資が必要であります。市

町村とも連携した避難所ごとの実態把握が急が

れます。

災害時の備蓄品の備えへの取組の方針につい

て、危機管理統括監に伺います。

県では、宮○危機管理統括監（児玉憲明君）

崎県備蓄基本指針に基づき、大規模災害発災

後、国のプッシュ型支援が届くまでに、必要な

物資を県、市町村においてそれぞれ１日分ずつ

賄うこととし、水や携帯トイレ等の品目につい

て目標を定め、計画的な備蓄を行っておりま

す。

また、自助の理念に基づき、県民の方に対

し、最低３日分の備蓄を呼びかけております。

さらに、発災時には、大手コンビニチェーン

や飲料水メーカー等から物資を調達できるよ

う、応援協定の締結を進めるとともに、県立農

業大学校敷地内に、備蓄機能と国からの物資の

受入れ・搬出機能を併せ持つ災害支援物資拠点

施設を整備しているところです。

引き続き、災害時に必要な備蓄の確保に努め

てまいります。

ありがとうございます。現在○川添 博議員

の小規模な防災倉庫では、格納できる物資の量

も限られております。とても災害時に対応でき

ないと考えます。

また、県民に対しても、３日間の備蓄の呼び

かけについては、本当に３日間でよいのか、４

日目以降はどう対応するのか、自衛隊などによ

り支援物資がすぐに届くのか、周到なシミュ

レーションが必要と考えます。マニュアルの再

考を要望しておきます。

また、指定避難所では、健常者ではない要配

慮者の方々、例えば持病のある高齢者や身体障

がい者、また精神疾患の方などは、大勢の避難

者の中で不便を感じたり違和感を感じて、適応

できなかったりすることが予想されます。どの

ように対応されるのか、福祉保健部長に伺いま
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す。

災害発生時○福祉保健部長（渡久山武志君）

におきまして、配慮を要する方が安心して避難

できる環境を整備するためには、障がいの特性

や高齢者の心身の状態に応じた対応が必要とな

ります。

このため県では、市町村等による避難所運営

の参考となるような事例や留意点等を盛り込み

ました「障がい者・高齢者のための防災マニュ

アル」を作成いたしております。

このマニュアルの中で、避難所における車椅

子利用者等のための動線の確保や、コミュニ

ケーションに困難を抱える方のための間仕切り

の設置方法など、レイアウトの例のほか、必要

な物資や情報伝達方法などの配慮事項を紹介し

ております。

ありがとうございます。避難○川添 博議員

所では、想像以上に体力の低下や消耗が進み、

災害関連死に至る例が、能登半島地震では多く

見られております。

また、要配慮者の態様も一律ではなく様々で

すが、できるだけ気配りしていただくようお願

いいたします。避難所運営でのきめ細やかな配

慮が求められると考えます。

次に、災害時の家庭用のペットの避難であり

ます。

今やペットは、家庭の中でも家族同然とも言

える地位を確立しております。このため、ペッ

トと一緒に避難する方もおられますが、避難所

においてどのような配慮がされているのか、福

祉保健部長に伺います。

避難所で○福祉保健部長（渡久山武志君）

は、つらい避難生活の中で、ペットと一緒にい

ることが心の安らぎや支えになったという声が

ある一方で、様々な人が集まり共同生活をする

ために、動物との暮らしが苦手な方やアレル

ギーの方もおり、鳴き声や臭いなどでトラブル

になることもございます。

こうしたトラブルを避けるために、県の地域

防災計画では、市町村がペットを受け入れるこ

とができる避難所を設置する場合には、避難所

における人の居住スペースとは別に、ペットの

飼育場所を設けることが求められております。

ありがとうございます。ペッ○川添 博議員

トがそばにいることで、メンタルヘルスを維持

できますし、また逆に、ペットを失うことによ

り、精神面のダメージを受けることになると思

います。十分な配慮が必要と考えます。

さて、自治会や自主防災組織による避難訓練

などの防災活動の実施が低調であります。

今年度、地域の防災活動を高める取組を市町

村と連携して行っていただいておりますが、ど

のように取り組んでいるのか、危機管理統括監

に伺います。

地域の防災○危機管理統括監（児玉憲明君）

力を高めるためには、共助を担う自主防災組織

の活性化が大変重要であります。

このため県では、今年度、市町村や防災士

ネットワークと連携し、活動が停滞している自

治会に防災士を派遣する事業を進めておりま

す。

具体的には、市町村に自治会の現状把握を

しっかり行ってもらった上で、活動実績がない

場合は防災講話を、活動を牽引する人材がいな

い場合は人材養成研修を、また、活動の進め方

が分からない場合は、活動の企画提案や活動当

日のサポート等を実施することにしておりま

す。

今年度は、避難所運営訓練や防災リーダーの

養成研修等、８市町、13件の活動を支援してお
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り、今年度から３年間をかけて重点的に取り組

んでまいります。

ありがとうございます。３年○川添 博議員

間をかけて取り組んでいただくということで、

特に沿岸部の自治会などが避難訓練をしっかり

と実施されているか、県と市町村がさらに緊密

に連携して、引き続き、その実施状況を集計し

て把握し、避難訓練の実施を県が促していくこ

とが必要です。その活動を通して、地域の中で

避難困難者が明確になり、低調となっている個

別避難計画の策定にもつながっていくと考えま

す。

また、自治会や自主防災組織による避難訓練

を実施した際に、参加した住民たちにより、防

災倉庫の備蓄品の在庫を確認したり点検したり

することもできます。

自治会や自主防災組織による避難訓練の実施

が低調である理由の一つに、自治会の加入率の

低下や高齢化により、以前のような自治会のイ

ベントがやりにくくなってきていることが考え

られます。

しかしながら、年に１回の避難訓練ではあっ

ても、その活動を通して地域の住民が顔を合わ

せて話をすることが、地域の中で人と人とのつ

ながりをつくる貴重な時間でもあります。

避難訓練は、住民のつながりを深めて、改め

て私たちのコミュニティーを再構築する機会で

もあるのです。地域活性化事業の最たるもので

あると私は信じております。そして、それが防

災の活動にも役立ってまいります。県民の命を

守る最重要の事業であると存じます。危機管理

統括監、市町村とも連携して取組を加速してい

ただくよう、心から切に要望いたします。

さて、話題を替えまして、次に、お隣の木崎

浜ビーチに続くアクセス道路の改善についてで

あります。

申し上げるまでもなく、木崎浜ビーチは、

サーフィンの世界大会も行われる日本国内有数

のサーフィンスポットであり、「スポーツラン

ドみやざき」の玄関口と言ってよいほどの最高

のロケーションであります。

また、一昨年には、県がサーフィンセンター

を建設して、サーファーの方々の利便性に資す

るものとなっております。センターの利用者も

増えてきております。

そこで、国道からこの木崎浜ビーチへ接続す

る道路でありますが、近年、この道路脇は草や

木が茂ったり、道路の幅が狭いために、車の離

合がままならない現状であります。

そもそもこの道路は、加江田川の河川堤防の

管理道路であることから、関係部局との協議が

必要であると承知しております。それも踏まえ

た上で、観光道路としての新たな位置づけをし

て、道路の改善の御検討をお願いいたします。

商工観光労働部長に伺います。

木崎浜で○商工観光労働部長（川北正文君）

は、今年９月にプロの国際大会や３年連続で全

日本サーフィン選手権が開催されるなど、国内

外から多くのサーファーが訪れる、国内でも有

数のサーフスポットであります。

これまで県では、ビーチ沿いの道路拡幅や

サーフィンセンターの整備など、木崎浜を訪れ

る方の利便性向上に取り組んできたところです

が、一方で、アクセス道路は狭く、車両の離合

が困難であることなど、その改善が大きな課題

と認識しております。

このため、県としましては、今後、サーフィ

ンを活用したさらなる誘客を図るため、地元宮

崎市や関係部局とともに、こうした課題の改善

に向けて協議を進めているところであります。
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ありがとうございます。課題○川添 博議員

として認識していただき、感謝します。この道

路は、加江田川の堤防の役割を果たしておりま

す。しかしながら、申し上げたように、両脇に

は雑木が自生してきており、堤防自体を弱めた

り損壊してしまう危険すらあります。そういっ

た防災の観点も考慮していただき、前向きに取

り組んでいただくよう要望いたします。

令和９年に開催が予定されております、国民

スポーツ大会と全国障害者スポーツ大会へ向け

て、陸上競技場や県体育館、また県プールの建

設が進められております。県総合運動公園にお

いては、空手やラグビー種目の会場に予定され

ております。現在、テニスコートのハードコー

ト化への改修事業も行われております。

この中に、旧プール跡地の活用については、

現在検討中とのことでございます。競技団体よ

り、ここにスケートボード場を建設していただ

きたい旨の要望がございました。

知事、申し上げるまでもなく、近年、スケー

トボードは、オリンピック種目として脚光を浴

びてきており、競技人口も増加してきておりま

す。しかし、県内でもその練習場や競技会場が

少ないために、苦慮しているところでありま

す。また、近隣のサーフィン競技者の方たちも

スケートボードに取り組む方が多いため、サー

フィン連盟からも要望があったものでありま

す。「スポーツランドみやざき」に取り組む本

県としても、検討に値すると考えます。

そこで、県総合運動公園内のプール跡地の活

用の検討状況について、知事の見解を伺いま

す。

県総合運動公園のプー○知事（河野俊嗣君）

ルは、整備を進めております新しいプールの供

用開始に合わせて、令和６年度末を目途に用途

を廃止する予定であります。

跡地活用につきましては、今、議員が御紹介

いただきましたようなものも含めて、様々な意

見が寄せられているところであります。

県では現在、スポーツ観光プロジェクトにお

いて、スポーツ環境日本一を目指し、その核と

なる、またシンボルでもあります県総合運動公

園の魅力をさらに高める取組を進めているとこ

ろであります。

現在、県総合運動公園において、新たなにぎ

わいを創出するための調査等を実施しておりま

して、この中で、プール跡地の活用について、

今年度、競技団体や県民に対するアンケート等

を行い、様々な御意見やアイデアを伺うことと

しております。

県総合運動公園は、昭和54年国体のレガシー

でもあり、また「スポーツランドみやざき」を

象徴する施設でもありますことから、こうした

御意見等も踏まえ、スポーツ観光や競技力の向

上、公園利用者の憩いの場など、様々な角度か

ら、跡地の活用について総合的に判断してまい

ります。

ありがとうございます。ぜひ○川添 博議員

前向きな御検討をお願いいたします。

次は、県病院の経営改善の取組について伺い

ます。

県立日南病院の経営改善でありますが、年内

に病床を50床程度削減して、ベッドの稼働率を

上げていく計画であると承知しております。稼

働率がどの程度上がる見通しなのか、またその

他の取組について、病院局長に伺います。

日南病院では、現○

在、経営改善を目的とする病棟再編に取り組ん

でおり、12月１日の実施に向けて、看護体制の

見直しや入院患者の転棟、医療機器の配置転換
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などを順次進めているところです。

再編に際しては、52床を削減することで、一

般病床の稼働率が現在の６割程度から８割程度

にまで改善することが期待されます。

また、急性期を経過した患者の受入れや、在

宅復帰支援などを行う地域包括ケア病棟をこれ

まで以上に有効活用し、病院全体で病棟運営の

効率化を図ります。

このほか、薬剤師の病棟における服薬指導等

の患者支援をより充実させることなどにより、

医療の質の向上に努めてまいります。

ありがとうございます。病床○川添 博議員

の削減により、稼働率が約６割から８割に改善

されるとのことであります。人員の定員も自然

減で対応されるとは思いますが、決して職場の

士気が下がらないように、医師や看護師、また

職員の方々の理解も得ながら進めていただきた

いと存じます。

医療機関の経営は、主に国が定める診療報酬

で成り立っています。これは公立病院も同じで

あります。その診療報酬の算定方式の一つに、

ＤＰＣ制度というものがあります。主に、急性

期病院、高度急性期病院に適用されておりま

す。この制度が導入される前は、一つ一つの診

療内容を積み上げて合計する出来高方式のみで

した。回復期や慢性期の病院の診療報酬は、今

まで出来高方式で算定されております。

ＤＰＣ制度は、診療内容ごとにあらかじめ定

められた点数に、入院日数と病院ごとに設定さ

れる係数を掛け合わせて診療報酬を算定する方

式であります。その目的は、医療の標準化と効

率化であります。

県立３病院は、平成20年から21年度にかけて

順次導入しております。近年の県立病院の経営

は大変厳しい状況にありますが、経営改善を進

めるためには、この制度にうまく対応していく

ことが重要だと考えます。

ＤＰＣ制度に対応した経営改善の取組と３病

院の入院単価の推移などを、病院局長に伺いま

す。

県立病院では、Ｄ○

ＰＣ制度に適切に対応するため、専門のコンサ

ルタントに委託し、毎月、各病院において、診

療科別ミーティング等を行っております。

そこでは、疾病ごとの標準的な診療を目安と

して、実際の投薬・注射などの診療行為や在院

日数等の最適化を図るとともに、診療報酬の増

加につながる医療機関別係数の向上や、新たな

施設基準の取得に向けて取り組んでいます。

その結果、平成28年度から取組を継続してい

る延岡病院では、病院の通知表に当たる機能評

価係数Ⅱが今年度、全国1,526の同規模病院中、

１位となっています。

また、３病院全体の入院単価は、令和５年度

７万6,9 2 9円で、コロナ前と比較して約１

万5,000円改善しております。

ありがとうございます。入院○川添 博議員

単価は１万5,000円ほど改善してきているとのこ

とです。

さて、県病院と宮崎大学医学部附属病院と

で、診療材料の共同購入の取組を行っておりま

す。どのように取り組んでいるのか、病院局長

に伺います。

県立３病院では、○

診療材料の調達と物品管理を一元化するＳＰＤ

方式を、宮崎大学医学部附属病院と連携し、令

和５年12月から導入しております。

具体的には、委託業者が宮崎市内に物流倉庫

を設置して、診療材料の共同購入と物品の発

注、納品、在庫管理を一括して行っています。
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その結果、価格においてスケールメリットが

発揮されるとともに、診療材料の使用分のみ購

入する消化払い方式の導入により、期限切れ在

庫の縮減や業務負担の軽減等が図られておりま

す。

今後とも、各病院で使用する材料の統一化を

一層進め、さらなる経営改善を推進してまいり

ます。

ありがとうございます。ス○川添 博議員

ケールメリットの効果に期待したいと思います

し、また、プロジェクトチームの報告を待ちた

いと存じます。

次に、グリーン成長プロジェクト関連でお伺

いいたします。

私の地元におきましても、杉の伐期を迎えて

木材の需要拡大が続いていることから、伐採業

者が出入りしております。伐採後に再造林が行

われていなかったり、雨天時の伐採作業により

集材路から土砂が流出したり、伐採後の端切れ

などの残材が放置されて、河川に流れ出して災

害につながりかねない懸念があります。

森林が有する防災機能を維持していくために

も、伐採前後の伐採業者への啓発や指導が必要

と考えます。環境森林部長に、取組やパトロー

ルの回数などを伺います。

県では、不○環境森林部長（長倉佐知子君）

適切な伐採や搬出作業による土砂の流出等を未

然に防止するため、林地の保全に配慮した伐採

・搬出作業や適切な集材路の開設方法等をまと

めたガイドラインを作成し、全ての伐採事業者

に対しリーフレットを配布するなど、周知・徹

底を図っております。

また、市町村と連携して、年間120回程度の伐

採現場パトロールを行うとともに、昨年度から

は、県内３か所でガイドラインの研修会を開催

するなど、その遵守を指導しております。

さらに、人家や道路等への土砂の流出が懸念

される伐採跡地については、梅雨時期前など

に、市町村や県土整備部と連携して調査を行

い、必要に応じて伐採事業者に対策を指導して

おります。

ありがとうございます。ぜひ○川添 博議員

市町村と連携して、管理を徹底していただくよ

うお願いいたします。

最近では、森林組合も含めて、人材の確保が

厳しい状況と聞いております。一方で、建設業

においてもしかりであります。特に、昨今の賃

上げのスピードが速く、公共事業における人件

費などの労務単価基準額より世間の賃金の実勢

価格が上回っていて、会社が補塡しなければな

らないという話も聞きます。

設計労務単価の賃金引上げの状況を県土整備

部長に伺います。

建設産業の担○県土整備部長（桑畑正仁君）

い手を確保するためには、賃金水準の上昇によ

る労働者の処遇改善を進めることが大変重要で

あると考えております。

公共工事の設計労務単価は、国と県で毎年行

う公共事業従事者の賃金の実態調査に基づき設

定しており、今年度まで12年連続で引き上げた

ところです。

県としましては、設計労務単価の上昇を現場

労働者の賃金引上げにつなげるため、受注者に

対し、適正な賃金水準を確保するよう文書で要

請しております。

今後とも、関係団体と連携し、建設産業従事

者の処遇改善に積極的に取り組んでまいりま

す。

ありがとうございます。相場○川添 博議員

に見合う適切な労務単価の設定が、建設産業の
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持続的な発展や人材確保につながることから、

今後とも十分な実態調査を続けていただきたい

と存じます。

林業の担い手確保の意味からも、造林作業員

の賃金引上げに向けた取組について、環境森林

部長に伺います。

県では、今○環境森林部長（長倉佐知子君）

年度から、県内８地域に設立した地域再造林推

進ネットワークに所属する造林事業者を対象

に、造林補助金のかさ上げを行っており、ネッ

トワークへの加入要件として、作業員の賃金等

の待遇改善を図るための再造林労務改善計画の

策定とその遵守を義務づけております。

また、全てのネットワークを対象に、社会保

険労務士による研修会を開催し、他県における

優良事例等を紹介しながら、適切な労務管理と

労働生産性の向上が、事業体の経営改善や作業

員の待遇改善につながること等を指導しており

ます。

今後とも、ネットワーク加入者の増加を図り

つつ、造林作業員全体の賃金水準の引上げにつ

ながる取組を進めてまいります。

ありがとうございます。原木○川添 博議員

の流通につきましては、宮崎港においても、そ

の取扱量が維持されていると聞いております。

宮崎港における原木を含めた貨物の現状につ

いて、県土整備部長に伺います。

宮崎港におけ○県土整備部長（桑畑正仁君）

る令和５年の取扱貨物量は723万トンであり、コ

ロナ禍前の令和元年と同水準まで回復しており

ます。

このうち、約７割が農畜産物などを運ぶカー

フェリーの貨物であり、船舶の大型化等によ

り、対前年比で１割程度増加しています。

また、その他の取扱貨物については、砕石や

セメント、燃料などは、近年、ほぼ横ばいです

が、原木は、輸出もあって増加傾向となってお

り、令和６年は過去最大となる見込みです。

県としましては、取扱貨物量のさらなる増加

に向け、埠頭用地の整備を進めており、今後も

関係者と連携してポートセールス活動に取り組

むなど、より一層の利用促進に努めてまいりま

す。

ありがとうございます。宮崎○川添 博議員

港からの原木の輸出が増加傾向であります。

知事、再造林については、県全体では近年70

％台で推移している一方で、大淀川流域では60

％台にとどまっている状況であります。

そのような中、再造林を推進するために、下

刈りなどの補助を手厚くしていただいたことは

評価できます。しかし、再造林率日本一の達成

は、簡単なことではないと存じます。

グリーン成長プロジェクトにおいて、再造林

率日本一を目指す思いを知事に伺います。

グリーン成長プロジェ○知事（河野俊嗣君）

クトでは、本県の強みであります農林水産業分

野を中心に、地域資源を活用した産業成長の実

現を目指すこととしております。その中の重要

な目標として、再造林率日本一に向けて、県民

の皆様と産学官が一丸となって取り組む宮崎モ

デルの構築を進めております。

その中で、取組のよりどころとなります全国

初の宮崎県再造林推進条例を制定するととも

に、再造林の重要性について広く理念を共有す

るため、様々な媒体を用いて県民の意識醸成を

図っているところであります。

また、効率的に再造林を推進する地域ネット

ワークの設立や造林補助金のかさ上げ、さらに

は、多様な担い手の確保や県産材需要の拡大な

ど、川上から川下まで総合的な取組を進めてお
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ります。

このプロジェクトにより、「伐って、使っ

て、植えて、育てる」森林資源の循環利用を推

進し、本県の豊かな森林をしっかりと次の世代

に引き継ぎながら、持続可能な林業・木材産業

の確立と、県民の安全・安心で豊かな暮らしを

実現してまいります。

ありがとうございます。○川添 博議員

続きまして、県内の道路の交通渋滞対策につ

いて伺います。

県内の交通渋滞の箇所数は約190か所と言われ

ております。また、その中で、宮崎市は約110か

所と言われております。交通渋滞の約６割は宮

崎市で発生しています。それぞれ地域からの要

望もあり、年々改善されてきてはおります。

しかしながら、長年にわたりラッシュ時の渋

滞があまり改善されていない箇所も多くござい

ます。全ての箇所を申し上げる時間がありませ

んので、例えば具体的な事例を一つ申し上げま

すと、先日は宮崎市の相生橋付近の交差点の視

察をさせていただきました。ここは、長年にわ

たりラッシュ時の渋滞ポイントであります。ど

のような対策を取られているのか、警察本部長

に伺います。

相生橋の渋滞対○警察本部長（平居秀一君）

策といたしましては、交通量調査を実施した上

で、信号サイクルの調整を行っております。

今後も、住民の要望や交通量等に応じて、信

号サイクルの調整や信号の改良等を実施して、

渋滞の緩和を図ってまいります。

ありがとうございます。信号○川添 博議員

サイクルの調整をしていただいたとのことで、

私もその後、朝、通ってみました。

多少は渋滞が緩和されているのではないかと

も思いましたが、この交差点は、申し上げたよ

うに、20年以上前からの地元の懸案事項であり

ます。しかしながら、大幅な改善には至ってい

ないような感じがいたします。そこで、宮崎土

木事務所にも立ち会っていただいて、車線の拡

幅などの道路改良はできないのか協議したので

すが、なかなか厳しいようであります。

今後は、お隣国富町のロームの半導体工場の

のフル稼働や西警察署の新設などの影響もあれ

ば、近隣の道路や交差点も含めて、なお一層、

混み合うことが予想されます。そこで、既存の

道路改良が厳しいのであれば、新しいバイパス

道路や橋梁建設が必要ではないかと考えており

ます。

そこで、渋滞緩和策として、最も有効と思わ

れる県道木脇高岡線のバイパス工事の進捗状況

について、県土整備部長に伺います。

県道木脇高岡○県土整備部長（桑畑正仁君）

線の本庄川を横断するバイパスにつきまして

は、延長246メートルの（仮称）宮王丸橋を含む

全体延長2.2キロメートルの整備を進めており、

これまでに約700メートルを供用しております。

残る約1.5キロメートルにおきましては、令和

４年度までに全ての用地取得が完了し、現在は

宮王丸橋の橋脚工事に着手しており、あわせ

て、河川管理用道路の付け替え工事も実施して

おります。

このバイパスが完成しますと、東九州自動車

道へのアクセス性の向上や周辺道路の渋滞緩和

が期待されるため、今後とも、必要な予算の確

保に努め、早期整備に取り組んでまいります。

ありがとうございます。用地○川添 博議員

買収が完了しているということで、完成すれば

周辺の渋滞緩和に資するものと考えます。

資材高騰の折ではございますが、予算確保に

努めていただき、次回の質問では、あと何年ぐ
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らいで完成予定かもお知らせいただくと、地元

はありがたいと思います。よろしくお願いいた

します。

最後に、有害鳥獣対策について伺います。

私自身も数か月前に、夕方、薄暗い時間に宮

崎大学のキャンパスを歩いておりましたら、イ

ノシシの親に遭遇いたしました。一瞬緊張しま

したが、目が合ったその瞬間、草むらに逃げて

いきました。

また、数年前には、大学内で行われた宮大

ファームの家庭菜園講座を受講いたしました。

数か月をかけて、おいしい野菜を作ろうと額に

汗を流して畑を耕し、苗を植えました。家族で

収穫を楽しみにしておりました。

そうしたところ、収穫予定日の前の週に、見

事に大根、ジャガイモ、シュンギク、ニンジ

ン、サツマイモなど、当てにしていた川添家の

貴重な食材を全てイノシシの親子たちに食べ尽

くされてしまいました。ほかの受講者の畑も全

て襲われました。電柵をかいくぐって入ってき

たようです。収穫時期を周到に勘案した上で侵

入ルートを確保しているあたりは、人間の英知

をあざ笑うかのような所業であります。家族全

員で、畑の前で言葉もなく、茫然と立ちすくん

だことを覚えています。

私の地元である木花地区は、長年にわたりイ

ノシシや猿が出没しては悩まされております。

県の有害鳥獣による農産物の被害額も横ばいで

推移しております。

一方で、狩猟免許所持者は高齢化してきてお

り、減少の一途であります。狩猟者の確保のた

めの県の取組について、環境森林部長に伺いま

す。

県では、新○環境森林部長（長倉佐知子君）

規の狩猟免許取得者を増やすため、受験料など

の免許取得経費の一部助成や受験者向けの無料

講習会を開催するとともに、林業大学校の長期

課程のカリキュラムにわな免許の取得を組み込

むなど、若手狩猟者の確保を図っております。

また、狩猟者には、鹿捕獲に対して、１頭当

たり4,000円の助成を行っておりますが、特に、

免許取得後３年未満の方には、狩猟を継続して

いただけるよう7,000円に増額し、狩猟者数の維

持に努めております。

県としましては、狩猟への関心を高めるため

のイベントを開催するなど、今後とも、猟友会

や市町村と連携しながら、狩猟者の確保にしっ

かりと取り組んでまいります。

ありがとうございます。今○川添 博議員

後、猟友会だけでは対応できなくなると思いま

す。対策も新しいフェーズに入っていかなけれ

ばならないのではないかと考えます。よろしく

お願いいたします。

今回の質問は、木崎浜ビーチの接続道路の問

題やスケートボード場の建設、また「かえるの

たまご」の復活などの提案や要望もございまし

たが、防災での避難訓練の実施の促進や県病院

の経営改善など、難題ですが、喫緊の課題もご

ざいます。私自身もこれからも決死の覚悟で取

り組んでまいりたいと存じますので、引き続き

よろしくお願いいたします。

以上で私の質問を終わります。ありがとうご

ざいました。（拍手）

次は、永山敏郎議員。○野﨑幸士副議長

〔登壇〕（拍手） 都城市選○永山敏郎議員

出、県民連合立憲の永山敏郎です。通告に従

い、質問をさせていただきます。

初めに、知事の政治姿勢についてお伺いいた

します。

本年、2024年のノーベル平和賞について、被
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団協（日本原水爆被害者団体協議会）が受賞す

ることとなりました。被団協は被爆者の全国組

織で、「ふたたび被爆者をつくるな」を合い言

葉に、核兵器廃絶と原爆被害への補償を国内外

へ長年訴えてこられました。

現在、ウクライナや中東をはじめ、世界各地

で戦争や紛争が繰り返されています。ロシアは

核兵器の使用要件を定めた政策指針「核ドクト

リン」を改定しました。この世界で再び核兵器

が使用され、新たな被爆者が発生するリスクは

日に日に高まっています。

今回のこのタイミングでの被団協のノーベル

平和賞の受賞は、この状況に警鐘を鳴らすもの

と考えます。来月12月10日に行われる授賞式を

通して、「ノーモア・ヒバクシャ」の訴えが改

めて世界へ発信され、核兵器廃絶に向けた大き

な一歩になることを期待します。

核兵器廃絶を目指し、核兵器禁止条約が2017

年に国連で採択され、2021年に発効しました。

現在73の国が条約を批准していますが、核兵器

保有国や拡大核抑止、いわゆる「核の傘」の下

にある国の批准は進まず、世界で唯一の戦争被

爆国である日本も、核兵器禁止条約の批准につ

いては慎重な姿勢を崩していません。

被団協がノーベル平和賞を受賞した今こそ、

我が国は核兵器禁止条約の批准、あるいは少な

くとも核兵器禁止条約の締約国会議へオブザー

バー参加し、核兵器廃絶に向けた意思を示す必

要があるのではないでしょうか。

そこで、被爆県である広島県出身の河野知事

に、日本被団協のノーベル平和賞受賞への受け

止めと、核兵器禁止条約批准についての考えを

お伺いします。

また、世界を取り巻く大きな出来事として、

アメリカの大統領選挙において、ドナルド・ト

ランプ氏が当選しました。これまでも自国第一

主義を貫き、経済や安全保障面での負担増を同

盟国に求める姿勢を崩しません。再選後、我が

国も、特に安全保障政策の見直しや対応が想定

されます。

そこで、アメリカの次期大統領就任に伴う国

政及び県政への影響について、知事の考えをお

伺いします。

以上、壇上からの質問とし、以降の質問は質

問者席から行います。（拍手）〔降壇〕

〔登壇〕 お答えしま○知事（河野俊嗣君）

す。

まず、ノーベル平和賞受賞と核兵器禁止条約

についてであります。

日本原水爆被害者団体協議会のノーベル平和

賞の受賞は、世界の安全保障環境が厳しさを増

す状況を背景としまして、1956年の結成以来長

きにわたり、核兵器廃絶を発信し、核兵器の使

用は決して許されないという「核のタブー」の

確立に貢献してこられた、被爆者の方々の努力

と活動に対する高い評価と称賛の現れでありま

す。改めて、心よりお祝いを申し上げますとと

もに、深く敬意を表します。

政府は、核兵器禁止条約に関し、安全保障を

確保した上で、核保有国を関与させるよう努力

し、「核兵器のない世界」に向けて取り組む方

針でありまして、条約を批准していないことと

決して矛盾するものではないという説明をして

いるところであります。

私は広島出身でもあり、また、もう一つの被

爆地である長崎の立地する九州で今仕事をして

いる。そのような思いからも、平和というもの

を力強く訴えていくことの重要性を身にしみて

感じているところでございます。

世界各地で紛争の激化により核兵器の脅威が
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高まる中、今回の受賞が大きな後押しとなり、

核軍縮に向けた現実的かつ実践的な取組が、こ

れまで以上に力強く進められることが大切であ

ると考えております。

次に、アメリカの次期大統領就任に伴う影響

についてであります。

我が国と米国は、日米同盟を基軸とした外交

安全保障政策を展開するとともに、経済面でも

強い結びつきがあります。

また、アメリカが世界の社会・経済情勢に強

い影響を持つ存在であるということからも、米

国大統領選挙の行方を私も高い関心を持って注

視しておりました。

トランプ氏の次期大統領就任に伴う影響につ

いては、ロシアによるウクライナへの侵攻や北

朝鮮からの相次ぐ弾道ミサイルの発射など、我

が国をはじめ、世界を取り巻く安全保障環境の

厳しさが増している中、日米関係がどのように

変容していくのか、不透明な状況にあるものと

考えております。

また、トランプ氏は、中国をはじめ、各国へ

の関税引上げを主張するなど、国内回帰を進め

る姿勢を示しており、その経済政策は、場合に

よると世界経済に深刻な影響を及ぼしかねない

と、強い危機感も抱いているところでありま

す。

本県においては、新田原基地をはじめとする

防衛関係施設を有しており、また、基幹産業で

ある農林水産業等への影響も懸念されますこと

から、今後の国際情勢を注視してまいりたいと

考えております。以上であります。〔降壇〕

ありがとうございます。「核○永山敏郎議員

兵器のない世界」に向けて取り組む政府の方針

と、一方で、核兵器禁止条約を批准しないこと

は、矛盾していないという政府の見解に対し

て、知事の認識をお伺いしました。私として

は、やっぱりこの２つについては矛盾している

なという認識でありまして、大変残念でありま

す。核兵器禁止条約に関しては、今後、国際世

論が高まり、政府の対応を後押しする流れを期

待します。

また、アメリカの次期大統領の就任につい

て、今後、様々な影響が考えられると、知事の

考えをお伺いしたところでありますが、やはり

安全保障の問題をしっかりと注視していかなけ

ればならないと思います。この問題について

は、議会としても一緒になって対応していけれ

ばと、そのように考えております。

次に、関連するところではありますが、日米

共同統合演習についてお伺いします。

政府は、中国の海洋進出や台湾有事を念頭

に、九州から沖縄にかけての南西諸島の防衛力

を強化する、いわゆる南西シフトを進めていま

す。これまでも日米共同訓練の実施や新田原基

地の整備が進められてきたところです。

今年も在日米軍再編に係る日米共同訓練が行

われましたが、今回は日米共同統合演習（キー

ン・ソード）に組み込まれ、同じ日程で、全国

各地で様々な訓練が実施されています。また、

今回初めて、この訓練で自衛隊機が宮崎空港で

演習を実施しました。

それでは初めに、日米共同統合演習（キーン

・ソード）の実施状況と訓練でトラブル等がな

かったかについて、危機管理統括監にお伺いし

ます。

今回の日米○危機管理統括監（児玉憲明君）

共同統合演習については、10月23日から11月１

日の期間で行われました。

新田原基地においては、米軍のＦ－35Ｂが４

機、Ｆ－22戦闘機が６機、アメリカ軍関係者な
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どが170名程度参加するとともに、新田原基地か

らはＦ－15戦闘機が12機程度参加し、訓練が実

施されました。

このほか、えびの送信所や串間市の高畑山分

屯基地で通信等の訓練が行われるとともに、宮

崎空港では、海上自衛隊の哨戒機が着陸し、整

備や給油を実施する訓練が行われました。

今回の訓練に関して、新田原基地に現地連絡

本部を設置した九州防衛局からは、トラブルの

報告はなく、宮崎空港における訓練について

も、民間航空機の離発着等に影響が発生したと

の報告はございませんでした。

宮崎空港での民間利用への影○永山敏郎議員

響もなく、訓練でのトラブル等はなかったとい

うことで安心いたしました。

今回の宮崎空港での演習は、私が６月の一般

質問でも取り上げた特定利用空港指定によるも

のではないとの説明ですが、この特定利用空港

の運用計画については不透明なままです。

今回、宮崎空港での演習に合わせ、市民グ

ループの抗議デモも行われました。日本を取り

巻く安全保障環境の変化を受け、防衛力強化に

理解を示す声がある一方、今後の訓練等の強化

に不安を感じる県民の声もあります。

そこで、日米共同統合演習に関し、県民の安

心・安全を確保するための県の対応について、

危機管理統括監にお伺いします。

日米共同統○危機管理統括監（児玉憲明君）

合演習に関する対応につきましては、訓練の約

一月前に、訓練に関係する市町等とともに設置

している協議会において、知事や関係首長から

直接、九州防衛局長に対して口頭で申入れを行

うとともに、県民の安全・安心な暮らしが脅か

されることがないよう、文書でも、騒音の軽減

や安全対策の徹底、訓練に参加する米軍の綱紀

粛正など、国の責任において万全の対策を講じ

ることを要請したところです。

今後とも、県民の安全・安心を確保すること

を最優先に、地元に寄り添った対応を継続して

国に求めてまいります。

さきの９月定例会では、県北○永山敏郎議員

での米軍機オスプレイの低空飛行問題につい

て、内田理佐議員が取り上げられ、対応等につ

いては、九州防衛局を通じ、国から米軍へ行う

旨の答弁がありました。

防衛の問題に関しては、これまでも国の専管

事項という姿勢でありますが、県民の安心・安

全を守るために、県もしっかりと存在感を発揮

し、今後の対応を重ねてお願いいたします。

次に、投票率向上についてお伺いします。

2024年10月27日投開票の日程で、衆議院議員

選挙が行われました。

選挙結果につきましては、自民党、公明党の

議席が過半数に満たず、今後、少数与党として

難しい国会運営を行っていくこととなります。

選挙結果の受け止めにつきましては、午前中

の坂口議員の一般質問でも取り上げていただい

ておりますので、私のほうでは割愛し、投票率

に関し、幾つか質問いたします。

まず初めに、衆議院議員選挙の県内の投票率

の状況について、選挙管理委員会委員長にお伺

いします。

今回の衆議○選挙管理委員長（茂 雄二君）

院議員総選挙の小選挙区における全国の投票率

は、過去３番目に低い53.85％となりましたが、

本県の投票率は、それを約3.2ポイント下回

る50.61％となっております。

ここ数回の本県の投票率は50％前後で推移し

ておりますが、前回、令和３年の53.66％からは

約３ポイント下回っており、平成26年、平成29
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年の総選挙に次いで、全国同様、過去３番目に

低い数字となっております。

全国平均よりもさらに低く、○永山敏郎議員

また、前回の衆議院議員選挙と比較しても低

い50.61％ということで、まさに２人に１人しか

投票に行かなかったと、このような状況に危機

感を感じております。

2015年の公職選挙法改正で、選挙権年齢が

満20歳以上から満18歳以上に引き下げられまし

た。少子高齢化、人口減少が進む我が国で、若

い世代がより早く選挙権を持つことで、主体的

・積極的に政治に関わることが期待されていま

す。

そこで、選挙権年齢引下げ以降の10代の投票

率の状況について、選挙管理委員会委員長にお

伺いします。

平成27年に○選挙管理委員長（茂 雄二君）

選挙権年齢が18歳以上に引き下げられてから、

今回が３回目の衆議院議員総選挙となりまし

た。

県内各市町村から１か所ずつの投票所を選定

して抽出調査した年代別投票率によります

と、18歳・19歳の投票率は、平成29年の総選挙

で32.63％、令和３年の総選挙で37.34％となっ

ており、いずれも最も低い20歳代前半の投票率

を上回ってはいるものの、ほかの世代や県全体

の投票率を下回っている状況です。

なお、今回の総選挙における年代別投票率

は、現在、調査しているところです。

過去２回の衆議院議員選挙に○永山敏郎議員

おきましても、全体と比較して低い投票率とい

うことです。投票年齢引下げによる若い世代の

主体的な政治参加という期待に対し、効果が現

れるには、まだまだ時間がかかるのかなと思わ

れます。今回の選挙の年代別投票率について

は、現在調査中とのことでしたので、結果が公

表された時点で、改めて比較分析をしてみたい

と思います。

さて、若い世代に限らず、また本県のみなら

ず、さらには国政選挙・地方選挙の区別なく、

投票率は低調な数字で推移しており、投票率向

上は喫緊の課題と言えます。低投票率による選

挙結果では、果たして本当に民意が反映されて

いるのかという疑問の声も上がることでしょ

う。

投票率向上の課題は、国、地方を挙げて議論

されており、調査分析や投票を呼びかける広報

・啓発活動等、長年にわたり取組が進められて

きました。現在の投票率の結果に対し、これま

での取組の効果があったかは判断が難しいとこ

ろでありますが、社会の情勢に合わせて取り組

み続けなければならない課題です。

これまで情報を得る手段としては、新聞やテ

レビといったマスメディアが主流でしたが、現

在はインターネット、特にＳＮＳや動画配信サ

イト等、ネットメディアで情報を収集する人も

増えています。若年層の低投票率が課題であ

り、若年層にリーチする啓発が必要です。

そこで、投票率向上に向けた県の取組につい

て、選挙管理委員会委員長にお伺いします。

各選挙が行○選挙管理委員長（茂 雄二君）

われる際には、テレビ、ラジオ、新聞やイン

ターネット広告等により、投票日や投票方法な

どの周知に取り組んでおり、特に今回の選挙で

は、新たな取組として、飲食店舗でのＣＭ放映

のほか、若者向けに、投票参加を促す内容の校

内放送用ＣＤを高校に配付するなど、啓発に努

めたところです。

また、選挙期間以外にも、若者による政治に

関する弁論大会の開催や、若者が自ら制作する
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選挙啓発動画コンテスト等の啓発事業を実施し

ております。

加えて、大学や教育委員会とも連携し、選挙

の重要性などを伝える出前授業や、実際の選挙

を題材にした模擬選挙等を実施しております。

これらの活動を通じて、若者の政治への関心

や参加意識を高め、投票参加につながるよう取

り組んでおります。

これまでも選挙標語や習字、○永山敏郎議員

ポスターコンテスト等の啓発活動は目にしてき

ましたが、最近は、選挙啓発動画コンテスト

等、これまでにない若い世代にアプローチする

取組も進められているようです。令和６年度の

動画コンテストは、来年２月頃に表彰式が行わ

れる予定ですが、コンテスト受賞動画の積極的

なウェブ広告への活用検討等を含め、引き続き

の啓発活動をお願いします。

投票年齢の引下げにより、投票時には現役の

高校生という有権者も多く存在します。ただい

まの答弁でも、校内放送用ＣＤの配付や出前授

業、模擬選挙等、学生の投票率向上に向けた取

組の紹介がありました。

そこで改めて、県立高校における主権者教育

の取組について、教育長にお伺いします。

県立高校では、授○教育長（黒木淳一郎君）

業や学校行事を通して、選挙の仕組みや政治参

加の重要性について理解を深める教育に取り組

んでおります。

具体的には、選挙管理委員会や議会事務局に

よる講話や出前授業のほか、選挙の時期に合わ

せ、実際の選挙公報を用いて、実在する政党や

候補者に投票する模擬選挙なども実施しており

ます。

また、総合的な探究の時間では、地域の方々

と対話したり、生徒同士で議論しながら、地域

課題を自分事として捉え、解決策を見いだし、

提言するなど、社会の一員であるという意識を

高めるための取組も行っております。

今後も、様々な教育活動や関係機関との連携

により、高校生の主権者意識の向上に取り組ん

でまいります。

主権者教育を通じて、自分た○永山敏郎議員

ちの生活と政治がつながっているということを

理解してもらい、主体的・積極的な政治参加に

つながることを期待いたします。

さて、来年の夏には参議院議員選挙も行われ

る予定です。前回、2022年の参議院議員選挙の

宮崎県の投票率は47.52％、これまで伺った取組

が効果を発揮し、これを上回る投票率が期待さ

れます。

この項目の最後に、投票率向上に向け、選挙

管理委員会委員長から県民へのメッセージをお

願いいたします。

選挙は、国○選挙管理委員長（茂 雄二君）

民が主権者として政治に参加し、その意思を反

映させることのできる基本的かつ最も重要な機

会ですが、投票率が低下傾向にあることは、民

主主義の根幹を揺るがしかねない事態であると

大変危惧いたしております。

このため、県選挙管理委員会でも啓発に取り

組んでおりますが、若者だけでなく親世代の投

票率も低迷していることから、例えば、大人が

投票する姿を子供に見せる親子連れ投票など

も、投票率の向上に資するものと考えておりま

す。

今回、「未来のために、その一票 行こう、

投票」とのキャッチフレーズで呼びかけました

ように、有権者の皆様には、国や地域のよりよ

い未来のために、自分の思いを託して、積極的

に投票参加していただきたいと思います。
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ありがとうございます。親子○永山敏郎議員

連れ投票についてお話がありました。今回の衆

議院議員選挙も、私は子供たちと一緒に投票所

に足を運びました。多くの子供たちに身近な人

が投票に行く様子を見てもらい、選挙に投票に

行くことが当たり前という意識が醸成できれば

と思います。身近な人に「投票に行った？」と

声をかけることも、立派な選挙の啓発活動で

す。投票率向上に向けた取組を、行政だけでは

なく、私たち県民一人一人が一緒になって取り

組んでまいりましょう。

次に参ります。昨年の11月定例会の一般質問

でも取り上げましたが、今回も防災の取組につ

いてお伺いします。

今11月定例会の冒頭、知事による提案理由説

明の際に触れられましたとおり、今年は最大震

度６弱を観測した日向灘沖を震源とする地震、

台風第10号による竜巻・突風の被害、10月の大

雨の被害など、災害が相次いでおります。防災

については、これまでも多くの議員が議会のた

びに一般質問等で取り上げられており、宮崎県

における最重要課題の一つと認識しています。

令和６年11月４日、宮崎県総合防災訓練が実

施されました。この県総合防災訓練は、毎年メ

イン会場を変え、様々な団体と連携して実施さ

れています。

初めに、令和６年度の宮崎県総合防災訓練の

内容とその効果について、危機管理統括監へお

伺いします。

今年度の県○危機管理統括監（児玉憲明君）

総合防災訓練は、今月４日、大淀川市民緑地を

メイン会場に、宮崎市、綾町、国富町をはじ

め、自衛隊や消防、警察など、約250の関係機関

から1,500名以上が参加し、南海トラフ巨大地震

の発生を想定して実施しました。

今回は、土木関係団体による道路上の瓦礫除

去や、市町村による住民避難、避難所運営に加

え、新たに海上保安庁によるヘリや巡視船を活

用した救助活動、福祉避難所の開設、受入れな

ど、様々な実動型の訓練を実施したほか、防災

士ネットワーク等の団体・企業による防災展示

も行いました。

訓練を通して、災害時の防災活動の在り方

や、関係機関相互の協力体制の確認、県民の防

災意識の向上を図ることができたと考えており

ます。

昨年度、令和５年度の県総合○永山敏郎議員

防災訓練につきましては、約10 0の関係機

関、1,000名以上の参加者があったとの報告でし

たが、今年度は昨年度を大きく上回る参加があ

り、これまでの防災意識向上に向けた取組が実

を結んでいると感じます。

県は、これまでも多くの団体と災害時の応援

協定を締結しており、今年度は日本アマチュア

無線連盟宮崎県支部とも新たに協定を結んだと

のことです。私も災害時の備えの一つとして、

昨年、アマチュア無線免許を取得し、今年、無

線局を開局いたしました。この防災協定につき

ましては、今定例会で山内いっとく議員も取り

上げられる予定ですので、またそちらで議論が

深まることを期待しております。

昨年の一般質問の中で、自主防災組織の活動

カバー率や活動状況について質問いたしまし

た。活動の停滞の問題が指摘されましたが、自

主防災組織は、避難や避難所運営など、防災訓

練や災害時の活動が期待されています。

一方で、防災や災害対応に関しては、専門的

知識が欠かせません。

先ほど、防災士ネットワークによる防災展示

の紹介がありました。防災士につきましても、
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これまでも度々一般質問等で取り上げられてい

ます。平常時には防災の啓発や訓練等に取り組

み、災害時には避難所の運営等の役割も期待さ

れており、先ほど触れました自主防災組織との

連携も期待されます。

そこで、県内における防災士の登録数や活動

状況及び県の取組について、危機管理統括監へ

お伺いします。

県内におけ○危機管理統括監（児玉憲明君）

る防災士の登録数については、令和６年３月末

時点で7,088人であり、令和12年までに県人口の

約１％に当たる１万人の育成を目指しておりま

す。

防災士には、職場や地域で防災リーダーとし

ての活躍が期待されており、県が昨年度実施し

た防災士への調査でも、地域での防災活動の企

画・運営や防災講話の実施、職場での防災訓練

のアドバイスやＢＣＰ作成など、様々な活動を

されているとの回答があったところです。

県では、防災士取得後のスキルアップ研修

や、地域や学校の防災活動に防災士を派遣する

出前講座等の取組に加え、本年度は、高校生を

防災士として養成する事業や、防災士が自主防

災組織の活動を支援する事業に取り組んでおり

ます。

防災士の登録も進んでいるよ○永山敏郎議員

うです。目標達成に向け、引き続き広報・啓発

活動をよろしくお願いいたします。また、各地

域の自主防災組織との連携に向け、引き続き活

動の支援もお願いいたします。

世代を超え、多くの方が防災士を目指す状況

は、来る南海トラフ地震への備え等、県民の防

災意識が高まっていることを表す一端と考えま

す。

本県は毎年、相次ぐ災害に見舞われ、さらな

る防災意識の向上や地域の防災力向上が必要と

考えますが、知事のお考えをお伺いします。

今年は本県でも、８月○知事（河野俊嗣君）

に地震と台風という異なる大きな災害に相次い

で見舞われ、10月には線状降水帯の発生等によ

る大雨、２人の貴い命も奪われる大きな被害が

発生しております。改めて、「災害はいつどこ

で起こるか分からない」という思いを強くする

とともに、自然災害の猛威や、命を守るための

家庭での備え、地域での備えの重要性を認識し

たところであります。

今年は初めて南海トラフの臨時情報も出さ

れ、県民の間でも緊張が高まり、そして様々な

防災、備えというものが進んだように思いま

す。

ぜひ、県民の皆様には、日常生活の中で、こ

の高まった防災意識を持続していただき、改め

て、必要な備蓄品の確保や避難場所、避難経路

の確認などに継続して取り組んでいただきた

い、それをこの宮崎に住む上での言わば生活の

標準装備としていただきたい、そのような思い

でございます。

私自身も、今回の能登半島地震もきっかけと

しながら、念願でありました防災士の取得、何

とか日程をやりくりして受講を終え、認定試験

も受け終えたところで、今、結果待ちの状況で

ございます。

今年は受講者が格段に増えたということで、

私がＫＩＴＥＮで受けた最後の研修も170人が参

加し、地域から派遣される自治会役員の方、ま

たは会社から派遣された方、消防団の方、それ

から自治体関係者、本当に多くの皆様がそれぞ

れの志を持って受講されている姿、また防災士

ネットワークの皆様がそれをサポートする姿

も、とても心強く思ったところであります。

- 59 -



令和６年11月27日(水)

県におきましても、今年度新たに、自主防災

組織への防災士派遣や南海トラフ地震臨時情報

に関する啓発、それから今回の総合防災訓練で

は、綾町での住民一斉避難訓練なども実施した

ところであります。

今後とも、市町村や防災士ネットワークなど

の関係機関と連携し、家庭や地域での防災力の

さらなる向上を図ってまいります。

ありがとうございます。引き○永山敏郎議員

続き、県民一丸となって防災力向上に努めてま

いりましょう。

次の質問項目に移ります。

さきの９月定例会、武田議員による代表質問

で、個別避難計画の策定状況について質問があ

りました。

高齢者や障がい者等、自ら避難することが困

難な避難行動要支援者ごとに作成する避難支援

のための計画で、市町村が、地域の自治会や民

生委員・児童委員、医療、保健、福祉の専門職

等の関係者と協力して作成することとされてい

ます。

地域の防災訓練におきましても、避難行動要

支援者の安否確認の役割を民生委員・児童委員

が担っている事例もあり、さきの計画策定も併

せて、民生委員・児童委員の地域における役割

が非常に重要となっています。そこで今回、民

生委員・児童委員に関し質問いたします。

初めに、民生委員・児童委員の役割や処遇に

ついて、福祉保健部長にお伺いします。

民生委員・○福祉保健部長（渡久山武志君）

児童委員は、高齢者の自宅訪問や子供の登下校

の見守り活動、子育て世帯への相談対応など、

住民が抱える様々なニーズの市町村へのつなぎ

役、地域の身近な相談相手として、幅広く活動

していただいておりまして、重要な役割を担っ

ていただいております。

身分としては、特別職の地方公務員とされて

おりまして、法律の規定により、給与は支給さ

れておりませんけれども、交通費や電話代等の

実費弁償となる活動費として、地方交付税の積

算単価を目安に、１人当たり年間６万200円が手

当てされております。

地域住民と行政との橋渡し役○永山敏郎議員

として、様々な役割を担っていただいていると

認識いたします。

次に、県内の民生委員・児童委員の充足率

と、不足するのであれば、その不足する要因に

ついて、福祉保健部長にお伺いします。

令和４年度○福祉保健部長（渡久山武志君）

末時点では、本県の委員定数2,615名に対し、委

嘱者数は2,447名であり、充足率は93.6％で、全

国の充足率94.5％に比べて、やや低くなってお

ります。

民生委員・児童委員が不足する要因につきま

しては、委員活動への理解が進まずに、委員就

任への不安や負担を感じる方が多いことや、担

い手の中心となっておりました年齢層である60

代におきまして、年金受給開始年齢の引上げや

定年延長等により、就業している方が増加して

いることなどが考えられます。

先ほども触れましたとおり、○永山敏郎議員

民生委員・児童委員には、福祉や防災、また災

害発生時にも大きな役割が期待されています。

全ての地域に民生委員・児童委員が任命されて

いることが、地域の安心・安全や防災力向上に

もつながります。

民生委員・児童委員は３年ごとに改選があ

り、次期改選は、おおよそ１年後の令和７年12

月１日となっています。

民生委員・児童委員の担い手確保に係る県の
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取組について、福祉保健部長にお伺いします。

担い手の確○福祉保健部長（渡久山武志君）

保を図りますために、県はこれまで、相談対応

や情報共有等の委員活動を円滑に行うための研

修の実施や、メディアを活用した広報活動等に

継続的に取り組んでまいりました。

今年度からは、さらに民生委員が活動しやす

い環境を整備する視点に立ちまして、見守り活

動の補助など委員活動を補佐する民生委員協力

員の設置や、仕事をしながらでも活動しやすい

ようなタブレットによる情報共有体制の構築な

どに、市町村と連携して力を入れております。

県内の自治体によっては、タ○永山敏郎議員

ブレットの配付あるいは民生委員協力員を設置

している事例もあるとお伺いいたしておりま

す。これは、国庫補助による民生委員担い手確

保対策事業を活用した取組となります。これら

の活用事例については、ほかの基礎自治体とも

共有し、積極的な事業活用の後押しをぜひお願

いいたします。

さて、全国の民生委員・児童委員が一堂に会

し、民生委員・児童委員の制度・活動を取り巻

く状況を踏まえ、より一層の充実・強化を目指

し研究・協議を行う全国民生委員児童委員大会

が、今年31年ぶりに、ここ宮崎県で開催されま

した。私も参加したかったのですが、対象者が

民生委員・児童委員や社会福祉協議会や行政の

職員等となっており、問合せはしたんですけれ

ども、参加はかないませんでした。

そこで、先日行われました全国民生委員児童

委員大会宮崎大会の概要、また、その大会で議

論・共有された課題等について、福祉保健部長

にお伺いします。

全国民生委○福祉保健部長（渡久山武志君）

員児童委員大会は、全国の民生委員等が一堂に

会しまして、委員同士の交流や活動の充実・強

化を目的に毎年開催されておりまして、今年度

は、先週の20日と21日の２日間にわたり、シー

ガイアで開催されました。

大会には県内外から約2,800人が参加し、初日

の式典では、永年勤続者等に対する表彰により

まして、意識高揚を図りますとともに、委員同

士の交流も活発に行われました。

２日目のシンポジウムでは、民生委員制度の

維持や担い手確保について様々な提言がなされ

ましたほか、「地域包括支援」や「災害への備

え」などの５つのテーマで、先進事例の紹介や

課題解決に向けた意見交換が行われたところで

あります。

開催地である宮崎県からも関○永山敏郎議員

係者が多数参加したと聞いております。２日目

の活動交流集会やシンポジウムを通じ、担い手

の確保や災害時の対応などの課題や先進事例等

を共有することで、今後の活動の参考になった

ものと考えます。

さて、さきの質問で、民生委員・児童委員の

処遇については、電話代や交通費に相当する活

動費が、地方交付税の積算単価を目安に年額６

万200円支給されているとのことでした。全国を

見ますと、地方交付税積算単価に加算して活動

費を支給している自治体も存在します。

例えば、福岡県では、県独自で活動費に1,000

円を加算していますし、これは政令指定都市な

ので単純な比較にはなりませんが、福岡市の民

生委員・児童委員の活動費は年額11万7,000円で

す。福岡県、福岡市それぞれの担当者に話をお

伺いしますと、いずれも担い手確保の観点か

ら、独自に加算を行っているとの説明でした。

民生委員・児童委員の活動費に係る地方交付

税の積算単価は、令和２年度に現在の６万200円
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に引き上げられましたが、昨今の燃料費高騰等

の影響で、民生委員・児童委員の活動における

コストは増えております。担い手確保の観点、

また活動を継続するためにも、活動費の引上げ

が必要と考えます。

そこで、民生委員・児童委員の処遇改善に係

る県の考え方について、福祉保健部長にお伺い

します。

民生委員・○福祉保健部長（渡久山武志君）

児童委員の処遇改善につきましては、特に近年

の物価高騰を踏まえますと、その必要性を十分

に認識いたしております。

このため県では、九州各県と連携して、国に

対し、県が支給する活動費の目安となります普

通交付税の積算単価の引上げを求めておりま

す。

また、市町村間で委員に求められる活動内容

にばらつきが見られることから、民生委員・児

童委員の活動内容等を明確にするガイドライン

の策定等についても、併せて国に要望を行った

ところであります。

今のところ、県独自の加算等○永山敏郎議員

については考えていらっしゃらないようです

が、引き続き国に対し、地方交付税積算単価の

引上げに向け、働きかけをお願いいたします。

あわせて、市町村間で委員に求められる活動

内容にばらつきがあるとのことでした。自治体

の中でも、それぞれの委員の活動やモチベー

ションにばらつきがあるとも伺います。

多くの民生委員・児童委員の方に、奉仕の精

神で活動を継続していただいているところでは

ありますが、地域間で差が生じないよう、担い

手の確保や活動環境の整備等、市町村と連携し

た取組をお願いいたします。

この項目の最後に、民生委員・児童委員の日

頃の活動に対する知事の思いを伺います。

民生委員・児童委員の○知事（河野俊嗣君）

皆様におかれましては、地域の守り手として、

地域の困り事に細やかに目を配りながら、住民

に寄り添った支援に御尽力いただいておりまし

て、その活動に深く敬意を表します。

高齢者の孤立や孤独、不安や困難を抱える子

育て家庭など、地域の課題が多様化・複雑化す

る中、住み慣れた地域で安心して生活を送るた

めには、住民同士の助け合いや支え合いがとて

も大切だと考えております。

特に、南海トラフ地震等のリスクを抱える本

県では、住民同士がいざというときに助け合え

る関係性を築いておくことは、大変重要であろ

うと考えております。

この全国大会は、私も開会式に参加いたしま

したが、先ほど答弁がありましたように、

約2,800人、シーガイアの大広間を埋め尽くした

あの数は本当に圧巻でありまして、清山市長と

も「なかなかこれだけの人数を見る機会はない

ですね」と。また、会場からも皆さんの熱気が

伝わってくる大会でありました。

そして印象的でしたのは、そこで配られた民

生委員児童委員関係資料集は100数十ページの非

常に分厚いものでありましたが、孤独・孤立、

ひきこもり、高齢者、障がい者、ヤングケア

ラーをはじめとする子供対策、幅広いテーマに

ついての様々な法律、通達、また方針、そのよ

うなものが示されておりまして、そういう地域

の課題に民生委員・児童委員の皆様が立ち向

かっていただいていることを、資料集の中から

また改めて感じたところであります。

委員の皆様は、地域住民を支え、つなぎ合わ

せていく、まさに地域の要として、なくてはな

らない存在であります。でも、あくまでもつな
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ぎ役であり、民生委員・児童委員の皆さんが全

て解決するということではない。あんまり過度

にそういう負担をかけることなくサポートする

仕組みづくりというものも、極めて大事ではな

いかなとも改めて感じたところであります。

県としましては、引き続き、市町村や関連団

体と連携しながら、成り手の確保や活動しやす

い環境づくり等に積極的に取り組んでまいりま

す。

ありがとうございました。民○永山敏郎議員

生委員・児童委員の皆様には、本当に頭が下が

る思いです。我々も一緒になって、地域課題解

決に取り組んでまいります。

次に、空き家問題についてお伺いします。

地域を回る民生委員・児童委員の方とお話を

すると、話題に上るのが「空き家が増えたね」

というふうな声です。全国的に少子高齢化や人

口減少が進み、核家族化や現役世代の県外流出

等も相まって、独居の高齢者が施設に入所し、

そのまま住んでいた家が空き家になるという

ケースも少なくないようです。

では初めに、宮崎県内の空き家の現状につい

て、県土整備部長にお伺いいたします。

国が実施して○県土整備部長（桑畑正仁君）

いる住宅・土地統計調査によりますと、令和５

年10月時点で、県内の住宅総数は55万6,800戸、

そのうち、賃貸や売却用の住宅などを除いた、

利用されていない空き家の戸数は５万5,000戸と

推計されております。

また、住宅総数に占める空き家の割合は、全

国平均の5.9％に対し、本県は9.9％と高くなっ

ており、前回の調査と比べて、戸数、割合とも

に増加しております。

全国と比較しましても、空き○永山敏郎議員

家の占める割合が大きくなっておりまして、こ

こにも人口流出の影響が感じられます。空き家

の数や割合も、年々増加しているということで

した。

空き家は、防災・防犯、衛生や景観など、多

岐にわたり地域に深刻な影響をもたらすおそれ

があり、対策は急務です。

それでは、空き家対策に関する県の取組状況

について、県土整備部長にお伺いいたします。

空き家対策に○県土整備部長（桑畑正仁君）

ついては、「空家等対策の推進に関する特別措

置法」により、市町村が空家等対策計画を策定

し、活用や除却等の取組を行い、県は市町村に

対して助言等を行うこととされております。

このため県では、市町村空き家連絡調整会議

を設置し、市町村間の連絡調整や情報提供など

により、計画策定の支援や課題解決に向けた取

組を行っているところです。

また、移住施策の一環として、県の移住・Ｕ

ＩＪターン情報サイトにおいて空き家情報を掲

載するとともに、市町村が運営する空き家バン

クに対する補助等も行っております。

空き家対策の実施主体は市町○永山敏郎議員

村となり、人口や立地等、様々な要因も考えら

れますが、空き家バンクの登録や活用状況を見

ても、市町村の空き家対策にばらつきがあるよ

うに感じられます。

県は、移住者の住まいとして空き家を利活用

するため、空き家バンクの運営を行う市町村へ

空き家アドバイザーの派遣も行っています。積

極的に活用し、空き家の利活用に向け、引き続

き市町村への支援をお願いいたします。

さて、現在も県内各市町村で空き家対策を

行っていますが、先ほどの答弁によりますと、

県内の空き家総数は５万5,000戸。少子化や人口

流出が課題となっている本県で、年々増え続け
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る空き家を全て活用するのには困難が生じると

思います。この５万5,000戸のうちには、いわゆ

る廃屋は含まれていませんが、利活用できない

空き家が今後、管理が行き届かなくなり、廃屋

となる可能性も十分にあります。

廃屋となれば、防犯や衛生、景観等に及ぼす

影響はさらに大きくなり、所有者や相続人だけ

の問題ではなく、地域全体の問題となっていき

ます。利活用だけでなく、解体も視野に入れた

対策を考えていかなければなりませんが、空き

家を解体するにしましても、多額の費用が発生

いたします。

そこで、空き家解体の支援を行っている県内

の市町村の状況について、県土整備部長にお伺

いします。

本県では、利○県土整備部長（桑畑正仁君）

用目的のない空き家が、この20年で約２倍とな

る中、解体の支援を行う市町村は年々増えてお

り、補助の上限額などに違いはありますが、現

在、13市町で実施されているところです。

県としましては、今後とも、空き家の活用や

除却等が円滑に進むよう、市町村とも十分な連

携を図りながら、空き家対策の推進に取り組ん

でまいります。

現在、13市町で実施というこ○永山敏郎議員

とで、県内の半分の自治体で解体への支援を

行っていることになります。

補助額につきましては、市町村によりばらつ

きがあるようですけれども、解体の支援は、国

の制度を活用した事業となっているようですの

で、未実施の残り半分の市町村へも情報の提供

や積極的な助言をお願いいたします。

今回取り上げた空き家対策をはじめ、市町村

が実施主体となる事業や行政課題が数多くあり

ます。県としても引き続き、助言や財政支援等

を通じ、市町村と連携して地域課題の解決への

取組をお願いいたします。

以上で私の質問を終わります。ありがとうご

ざいました。（拍手）

以上で本日の質問は終わり○野﨑幸士副議長

ました。

明日の本会議は、午前10時から、本日に引き

続き一般質問であります。

本日はこれで散会いたします。

午後２時43分散会
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午前10時０分開議 

 

出 席 議 員（38名） 

２番 渡 辺 正 剛 (国富町・綾町の将来を考える会) 

３番 永 山 敏 郎 （県民連合立憲） 

４番 工 藤 隆 久 （公明党宮崎県議団） 

５番 荒 神   稔 （宮崎県議会自由民主党） 

６番 福 田 新 一 （  同  ） 

７番 本 田 利 弘 （  同  ） 

８番 山 内 いっとく （  同  ） 

９番 山 口 俊 樹 （  同  ） 

10番 下 沖 篤 史 （  同  ） 

11番 齊 藤 了 介 （  同  ） 

12番 黒 岩 保 雄 （  同  ） 

13番 濵 砂   守 （  同  ） 

14番 脇 谷 のりこ （親 和 会） 

15番 松 本 哲 也 （県民連合立憲） 

16番 山 内 佳菜子 （  同  ） 

17番 今 村 光 雄 （公明党宮崎県議団） 

18番 坂 本 康 郎 （  同  ） 

19番 二 見 康 之 （宮崎県議会自由民主党） 

20番 日 高 博 之 （  同  ） 

21番 後 藤 哲 朗 （  同  ） 

22番 佐 藤 雅 洋 （  同  ） 

23番 日 髙 陽 一 （  同  ） 

24番 安 田 厚 生 （  同  ） 

25番 内 田 理 佐 （  同  ） 

26番 川 添   博 （  同  ） 

27番 図 師 博 規 （無所属の会 チームひむか） 

28番 前屋敷 恵 美 （日本共産党宮崎県議会議員団） 

29番 井 本 英 雄 （自民党同志会） 

30番 岩 切 達 哉 （県民連合立憲） 

31番 重 松 幸次郎 （公明党宮崎県議団） 

32番 坂 口 博 美 （宮崎県議会自由民主党） 

33番 山 下   寿 （ 同 ） 
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一般質問◎

これより本日の会議を開き○野﨑幸士副議長

ます。

本日の日程は、昨日に引き続き一般質問であ

ります。

ただいまから一般質問に入ります。まず、福

田新一議員。

〔登壇〕（拍手） おはようご○福田新一議員

ざいます。自由民主党、北諸県選出の福田新一

でございます。遠方からたくさん傍聴においで

くださってありがとうございます。

11月になっても暑い日が続くと思っていまし

たが、急に冬となりました。そして、県議会議

員になって、はや４回目の一般質問に立たせて

いただきます。ありがとうございます。いつも

のとおり、今の心境を短歌で歌います。

「霜月にフェニックス揺らす両輪は議会の声

と行政の足」

霜月とは旧暦の11月です。宮崎を代表する植

物といえばフェニックス、そして、議会と行政

は車の両輪と言われています。議会と行政がう

まく回転する両輪に、フェニックスは心地よく

揺れている様子を歌いました。いかがでしょう

か。（拍手）

「霜月にフェニックス揺らす両輪は議会の声

と行政の足」

県庁職員と県議会のメンバーで、名前はまだ

決まっていませんが、短歌を愛する同好会が年

内に発足する予定です。香川県はうどん県と言

うに値しまして、宮崎県は短歌の県として輪が

広まるといいなと思っております。

それでは一般質問に入ります。

最初に、宮崎の農業振興について伺います。

世界中で愛されるアニメ映画を手がけてきた

宮崎駿監督がマグサイサイ賞を受けられまし

た。アジアのノーベル賞とも呼ばれている同賞

です。

この賞を元県知事の黒木博さんが昭和49年に

受賞されていたことを知りました。現金収入を

求めて多くの若者たちが県外へ出ていった時

代、1959年に知事となってから、大型台風によ

る被害を防ぐため、早期水稲作りを導入されま

した。農家が稼げるよう畜産を奨励。そしてま

た、沿岸部で広げたビニールハウスによる野菜

作りは、全国の先進地として知られるようにな

りました。

若い農家が自ら学ぶＳＡＰ活動のほか、商工

業の経営者をつくるＳＳ活動をスタートさせ、

観光立県への施策も評価を受けました。

当時の記事に「県土の持ち味を生かした本県

らしいユニークな開発が認められたのではない

か。個人の喜びより、むしろ県民に感謝してい

る」と感想を語っておられます。受賞からちょ

うど50年、半世紀です。

知事、温暖化や資材高騰の中、宮崎らしい農

業を展開するときと考えます。県で進める農業

分野でのグリーン成長プロジェクトの取組につ

いて伺います。

あとは質問者席から行います。（拍手）〔降壇〕

〔登壇〕 おはようござ○知事（河野俊嗣君）

います。お答えします。

地球温暖化や資材高騰など、農業を取り巻く

環境が大きく変化する中で、本県農業が今後と

も成長していくためには、昨年のＧ７農業大臣

会合でも示されたように、県内の地域資源を最

大限に活用し、持続性と生産性の両立した宮崎

らしい取組の構築が大変重要であると考えてお

ります。

このため、グリーン成長プロジェクトにおき

令和６年11月28日(木)
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ましては、持続性の高い農業への転換を図るた

め、飼料作物の生産拡大や未利用稲わらの活用

等による粗飼料自給率の向上、省エネ機器の活

用による化石燃料使用量の低減、環境に優しい

有機農業の拡大などに取り組んでおります。

また、新たなイノベーション等による生産性

向上を図るため、施設園芸でのハウス内環境

データの見える化や、ピーマン自動収穫ロボッ

トの現場実装に向けた実証などに取り組んでお

ります。

私としましては、本県の基幹産業である農業

を何としても将来につないでいかなくてはなら

ない、力強く成長させていきたい、そのような

思いでございます。強い使命感と責任感を持っ

て、より生産性が高く、強靱で持続可能な農業

の実現にしっかりと取り組んでまいります。

なお、日本一の短歌県を目指す本県にとりま

して、議員の活動を大変ありがたく思い、心か

ら敬意を表するものであります。以上でありま

す。〔降壇〕

ありがとうございます。頑張○福田新一議員

ります。

６月定例会においての一般質問で、肉用牛繁

殖農家が営農を継続できるための対策を伺いま

した。そのとき、繁殖農家の高齢者に対して、

飼育管理や競りの引き出し等を代行するヘル

パー体制整備を支援しているとお聞きしまし

た。また、以前には、肉用牛の肥育期間を短縮

する生産者を県が支援する取組についても伺い

ました。

私は、畜産現場の状況を確認するため、11月

に都城地域家畜市場で行われました子牛の競り

市に行ってまいりました。平均価格が50万円前

後を推移する状況が続き、多くの繁殖農家から

畜産経営が非常に厳しいという声を聞いており

ます。

このような状況を受け、国や県では、セーフ

ティーネットや消費喚起、生産基盤対策など、

様々な対策を講じておられます。

しかしながら、公的な支援だけで子牛価格や

枝肉価格が以前のような高い水準にまで回復す

るのは難しい状況です。

農家自身の経営に係る生産経費の削減への取

組も必要になってきたかと思います。実際、独

自にコスト削減に取り組んでおられる方もいる

と思います。

そこで、肉用牛経営が厳しい中、コスト削減

に向けた取組事例について、農政水産部長に伺

います。

肉用牛経営○農政水産部長（殿所大明君）

は、子牛や枝肉価格の長期低迷により、売上げ

が大きく減少する一方で、飼料価格等の高騰に

より費用が増加し、大変厳しい状況にありま

す。

このような中、コスト削減に向けた取組とし

て、子牛の生産から肉牛への肥育までを一貫し

て行う経営では、飼養管理経費を削減するた

め、飼育期間を短縮し、早期出荷する事例があ

ります。

また、中山間地域の繁殖経営では、飼料費の

削減や作業の省力化を図るため、放牧の取組が

行われております。

県としましては、厳しい経営環境にあっても

利益を確保できるよう、肉用牛農家のコスト削

減による経営体質強化に向けた取組を積極的に

推進してまいります。

放牧のほうの対策も県内でさ○福田新一議員

れているんですね。

今年10月３日、４日に、和牛の県畜産共進会

が児湯地域家畜市場で行われ、私も参加してま
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いりました。この共進会では、繁殖雌牛や若雌

の部門で63頭の牛が出品されました。また、10

月22日には、肉牛、肉豚の枝肉部門が株式会社

ミヤチク高崎工場で開催されました。

共進会には、県議会から、議長、副議長をは

じめ、環境農林水産常任委員会のメンバーも多

数参加し、出品された方々の一生懸命な姿に大

いに感動したところです。

共進会において、若い担い手や高校生などの

参加も多く、上位入賞の中には、若い引き手の

方が目立っていました。このような若い方々が

どんどん活躍してくれるようになると、本県の

畜産が活気づくのではないかと感じたところで

す。

そこで、宮崎県畜産共進会の開催の狙いと、

特に本県畜産の担い手育成においてどのように

寄与しているか、農政水産部長に伺います。

県畜産共進会○農政水産部長（殿所大明君）

は、家畜の改良と畜産経営の発展に寄与するこ

とを目的に開催されており、これまで本県畜産

の振興に大きく貢献してきました。

このような中、将来の担い手の確保・育成を

一層推進するため、今年度から、枝肉部門に

「高校等挑戦枠」が新設されました。

今年度の共進会では、肉豚の部で高鍋農業高

校が優等２席に入賞し、肉牛の部では、農業大

学校が質の高い牛を出品するとともに、全体を

通して若い世代が数多く入賞するなど、その活

躍が目立ったところです。

県としましては、引き続き、本共進会が若い

世代にとって競争と学びの場となり、他の生産

者とのネットワークを構築することで、担い手

育成に寄与できるよう取組を進めてまいりま

す。

高校等挑戦枠というのは、い○福田新一議員

い企画ですね。若者が元気づくのではないで

しょうか。

これは知事への要望です。

以前、山下寿議員、佐藤雅洋議員の３名でお

願いに上がった内容です。

和牛の消費拡大の一環として、「国の平和と

独立を守り、安全保障の任務に就いている自衛

隊員に感謝の気持ちを伝えるため、和牛を提供

する」というアイデアです。

方法を幾つか考えてみました。１、地元の農

家や企業が和牛を寄附することで、自衛隊の食

堂で特別な食事として提供する、２、自衛隊の

基地や駐屯地で、和牛を使ったバーベキューイ

ベントを開催する、３、地域の自治体や企業と

協力して、和牛を使った特別メニューを提供す

るなど。九州地方知事会長の河野知事、タイミ

ングを見て、ぜひテーブルに上げて、国、防衛

省へ申し出てください。和牛の消費拡大と彼ら

の士気高揚につながるのではないでしょうか。

さて、話は替わりますけれども、令和６年

度、全国初の新規事業として、ピーマン自動収

穫技術活用事業があります。「将来的な人手不

足を見据え、本県の主力品目の一つである施設

ピーマンにおいて、県内企業（ＡＧＲＩＳＴ株

式会社）が開発した自動収穫ロボットの導入実

証に取り組みます」と発表されました。

全国で１位の冬春ピーマン生産量を誇る宮崎

県が、人手不足の今後を見詰めた研究ですか

ら、県内はもとより、全国から注目を浴びてい

ます。私自身、どうやってピーマンを育てて収

穫するのか、また、ロボットがどれくらいの割

合で収穫できるのか、非常に興味があります。

そういう面からも、本県、様々な学校、試験

場、企業と協力を得て進められていると思いま

す。
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ピーマン自動収穫ロボットの産地導入に向け

た取組状況について、農政水産部長に伺いま

す。

人口減少が進○農政水産部長（殿所大明君）

む中、本県の主力品目である施設ピーマンにつ

いては、収穫・出荷作業が労働時間の約７割を

占めることから、産地の維持に向けては、この

労力軽減が大変重要であると認識しておりま

す。

このため県では、県内企業が開発を進める自

動収穫ロボットの現場実装に向け、３戸の農家

と総合農業試験場において実証試験を開始した

ところです。

具体的には、今月中旬にロボットを導入し、

通路幅や畝の形状などの圃場条件に加え、ロ

ボット収穫に適した枝や葉の管理方法等につい

ての検証を進めております。

今後とも、自動収穫ロボットが早期に生産現

場に導入できるよう、取組を進めてまいりま

す。

ロボットの現場への搬入の期○福田新一議員

日というのは、やはり決めたほうがいいと思い

ます。いつになるか分からないというのでは成

果が上がらないので、目標として、現場にいつ

導入するという期日を決めたほうがいいと思い

ます。よろしくお願いします。

本県は、温暖で日照時間も長く、雨水と自然

に恵まれており、気候的に植物の育ちやすい土

地だと思います。

宮崎らしい農業の一つに有機農業がありま

す。以前から綾町は有機農業で脚光を浴びてお

り、また他の地域でも取組が見られますが、現

在、有機農業に関する県の取組状況はいかがで

すか、農政水産部長に伺います。

有機農業は、○農政水産部長（殿所大明君）

農業生産における環境への負荷を低減するとと

もに、消費者の健康志向に対応する重要な取組

であることから、県では、推進体制の整備、技

術の普及、人材の育成、販路開拓の４つの施策

を推進しているところです。

具体的には、有機農業の実践農家等による

ネットワークづくりを後押しするとともに、有

機農業技術の現場実証への支援や栽培マニュア

ルの作成などに取り組んでいます。

また、農家に対する研修経費の支援や、普及

指導員等の専門講習への派遣を行うとともに、

マッチング商談会や消費地でのフェア等に取り

組んでいます。

今後とも、関係機関等と連携し、有機農業の

普及拡大に向け、取組を進めてまいります。

次に、観光促進について質問○福田新一議員

します。

10月31日に、宮崎観光ホテルにて南九州観光

振興会議が行われました。国内外からの南九州

への観光客誘致対策の強化についてなど、熊

本、鹿児島、宮崎３県で議題にして討議するも

のでした。

講演で、宮崎空港ビル株式会社取締役会長の

長濵保廣氏から「創業者の想いをかたちに～南

国リゾート空港をめざして～」という題目でお

話がありました。創業者、岩切章太郎氏の「自

然の美、人工の美、人情の美」という強い信念

の下、現在の宮崎ブーゲンビリア空港に至って

いることを再認識しました。それぞれの県にお

ける考え方がユニークだなと感じました。

今話題のＴＳＭＣに舞い上がる熊本県の方

に、「九州のセンターに熊本は位置しますの

で、セッター役です。トスを上げますので、周

りの県はどんどんアタックを決めてください」

とけしかけられました。
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その中で、訪日クルーズ船について伺いま

す。

クルーズ船は飛行機と異なり、集客数が1,000

人とか2,000人、3,000人と圧倒的に多いのが魅

力でもあり、インパクトが強いと言えます。

ところが、2020年に横浜港に停泊したダイヤ

モンド・プリンセス号での船内における新型コ

ロナウイルス感染症の集団感染発生以来、途絶

えてしまいました。令和５年からまた就航が増

えつつあります。令和５年のクルーズ船の寄港

状況だと、コロナ禍以前の状況に向かって増え

ていく状況下に取れます。

宮崎県におけるインバウンド誘客について伺

います。外国クルーズ船寄港というと、細島

港、宮崎港、油津港ですが、まず、外国クルー

ズ船の寄港について、県内及び九州管内の状況

はどうでしょうか、商工観光労働部長に伺いま

す。

外国ク○商工観光労働部長（川北正文君）

ルーズ船の県内への寄港状況につきましては、

平成29年の油津港23回、細島港７回の計30回を

ピークに、平成30年が９回、令和元年が11回と

推移してきましたが、令和２年から令和４年の

３年間は、新型コロナの影響により寄港はあり

ませんでした。

昨年からは外国クルーズ船の受入れが始ま

り、令和５年の寄港数は、油津港11回、細島港

３回で、計14回となっております。

また、九州管内の上位３港につきましては、

長崎港95回、鹿児島港78回、博多港59回となっ

ております。

宮崎県14回に対して、長崎○福田新一議員

港95回、鹿児島港78回とは驚きます。

長崎県の長崎港や鹿児島県の鹿児島港等に比

べて、油津港へ寄港できるのは、火曜日、木曜

日、日曜日の１週間の３日だけと聞いていま

す。これの理由は何ですか、県土整備部長に伺

います。

油津港では、○県土整備部長（桑畑正仁君）

これまでに水深の確保や係留設備等の整備を行

い、世界最大の22万トン級クルーズ船の受入れ

が可能となっております。

クルーズ船が接岸する岸壁は、チップ船など

も利用しており、貨物船と同時に接岸すること

が困難であるため、寄港できる日が限られてい

る状況にあります。

県では、これまでも岸壁の利用調整を行って

きたところでありますが、今後はさらに、港湾

利用者との調整を密に行い、御理解をいただき

ながら、可能な限りの受入れができるよう取り

組んでまいります。

港によっては利用実態が異な○福田新一議員

るのですね。回答いただいて分かりました。引

き続き利用者との調整をお願いいたします。

それでは次に、寄港先や寄港地観光のルート

はどのように決まるのか、商工観光労働部長に

伺います。

外国ク○商工観光労働部長（川北正文君）

ルーズ船の寄港先や寄港地観光のルートにつき

ましては、ハード・ソフト両面での港の受入れ

環境や、寄港地の観光資源の魅力等を勘案し、

船会社及び船会社から委託を受けた旅行会社に

おいて決定されることが多く、とりわけ船会社

で寄港先の決定に権限を有するキーパーソンと

の信頼関係が重要となります。

このため、港湾管理者である県土整備部や寄

港地観光の受入れ主体となる地元自治体とも連

携し、船会社へのセールス活動を行うととも

に、本県への寄港に関心を有するキーパーソン

を招聘し、県内の港や観光地の視察等に取り組
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んでいるところであります。

寄港先での様々な手配を行う○福田新一議員

ランド会社とのパイプが鍵のように思えます。

油津港における外国クルーズ船の入港状況を

聞きますと、早朝５時くらいに沖に停泊してい

る大型船に船舶代理人 水先案内人が乗船―

し、タグボートが大型船を港へ安全に接岸でき

るようにサポートしているようです。

外国人の上陸手続も、3,000人、4,000人の数

となると、３時間から４時間を要すようです。

出港時間を考えると、上陸時間は６時間から７

時間程度です。その中で観光のルートを考える

と、どうしても近くの飫肥城跡、青島、サン

メッセ辺りが多くなってしまうようです。効率

のよいルートを考え、今後さらに経済効果を

アップできるような検討が必要だと考えます。

インバウンド誘客促進のために、自治体への

働きかけも必要となります。県内自治体からの

ＰＲも活発な要求があってよいと思います。

また、商店街、観光地への案内、そして観光

バス、タクシー等の利用と、検討する価値があ

ると思います。寄港地観光で乗客がどのような

要望を持っているのかを知ることも重要である

と思います。

寄港地観光で乗客からどのような要望がある

のか、商工観光労働部長に伺います。

船会社か○商工観光労働部長（川北正文君）

らは、新型コロナの前後で乗客のニーズに大き

な変化があると伺っております。

具体的には、現在の寄港地観光では、本物志

向がより強まり、自然や食、伝統文化など、そ

の寄港地ならではの特別な体験を求める声が増

えているようであります。

また、より少人数での観光を楽しむ傾向も強

まり、あらかじめ船会社側が設定した団体ツ

アーに参加するのではなく、個人で寄港地観光

を楽しむ方も増えているようであり、船の入港

から出港までの限られた時間で、効率よく観光

地を回る必要があるため、シャトルバスなど二

次交通の充実に対する要望もあると伺っており

ます。

このような状況を踏まえて、○福田新一議員

外国クルーズ船の寄港数を増やしていくため

に、県としては今後どのように取り組んでいか

れるのか、知事に伺います。

アジアのみならず、欧○知事（河野俊嗣君）

米豪からも多くの観光客にお越しいただく外国

クルーズ船の寄港は、地域への経済効果も大き

く、その誘致は、本県インバウンド対策の重要

な取組の一つであります。

先ほど部長から答弁もありましたように、年

間数十回と寄港するような他県の港におきまし

ては、何千人も来港する割には行く店が特定の

店に限られていて、地域経済への波及効果はそ

れほど大きくないのではないか、もうおなか

いっぱいだと、そういう声も聞かれるところで

ありますが、本県の場合、まだまだコロナ禍前

まで戻っておりませんし、道路の整備に伴っ

て、より幅広く周遊できる環境が整っている、

さらには、今の乗客ニーズの変化にも対応した

メニューをしっかり提供できる、もっともっと

伸び代が大きいものと考えております。

県ではこれまで、船会社等に対して、寄港地

としての魅力や受入れ環境のＰＲを行うととも

に、油津港でのファーストポート受入れ体制の

整備等に取り組んでまいりました。

今後、油津港や細島港への寄港数をさらに増

やしていくためには、宮崎ならではの体験型商

品による上質な寄港地観光ツアーの造成や二次

交通の支援など、コロナ禍明けの新たなニーズ
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への対応を強化していく必要があります。

また、全国では、ラグジュアリー船と呼ばれ

る富裕層向けの小型クルーズ船の寄港も増えて

おり、港の構造上、大型船の受入れが不可能

で、過去に外国クルーズ船の寄港実績がない宮

崎港につきましても、新たな寄港先としてＰＲ

を強化していきたいと考えております。

また、本県への寄港のみならず、例えば隣県

の八代港に寄港した船から周遊で本県へ観光客

を招いてくる、そういう働きかけも重要ではな

いかと考えております。

今後とも、地元自治体とも連携し、これらの

取組を進めながら、外国クルーズ船の誘致拡大

に努めてまいります。

ありがとうございます。もと○福田新一議員

もと油津港は、大型クルーズ船が発着した最初

の港だったかと思うんですけれども、あっとい

う間に他県に抜かれているという状況を知りま

した。

しかし、今、知事がおっしゃったように、ラ

グジュアリー船とかいうのを宮崎港で受け入れ

るとか、宮崎独自のそういう寄港というのも非

常に楽しみなことだと思います。経済効果を考

えると、そっちのほうがプラスかなという考え

もあります。ですから、取りあえず前向きに取

り組んでほしいなとお願いいたします。

次に、道路行政について伺います。

都城市早鈴町から日南市大字酒谷間に計画さ

れた延長20.6キロのバイパスで、宮崎県の権限

代行路線として、以前、建設省が事業を実施し

ていました。平成10年度以降、三股町宮村から

都城市安久町区間の7.1キロが休止状態です。

県は、大型車の離合困難場所解消等の現道対

策など、安全で円滑な交通の確保に取り組んで

いますが、異常気象時には、倒木、のり面崩壊

による通行止め等が度々発生しており、また、

一部区間では大雨による事前通行規制が行われ

るなど、地域住民の生活や経済活動に支障が生

じている状況があります。

建設中断から26年がたちます。令和６年１月

１日に能登半島地震が発生しました。また、同

年８月８日には、南海トラフ地震臨時情報「巨

大地震注意」が気象庁より発表されました。

このように、南海トラフ巨大地震発生の切迫

性が高まる南九州において、沿岸部と内陸部を

結ぶ国道222号は、緊急輸送ルートの一つとして

指定されています。牛ノ峠バイパスが再事業化

されることで、大規模災害時等には、国道222号

と牛ノ峠バイパスのダブルネットワークが構築

され、救命・救急、支援物資等の輸送だけでな

く、観光等の経済圏の拡大に効果を発揮するこ

とが期待されます。

能登半島の地震対策を基に、バイパスの必要

性を先日、宮崎大学の嶋本准教授が発表されま

した。

国道222号牛ノ峠道路の事業再開について、６

月定例会でも質問しました。答弁では、「平常

時のみならず、災害時にも安定した人流や物流

を確保する上で大変重要な路線であります」

「地域の将来を見据えた整備の在り方を検討す

る場を設け、早急に議論をスタートさせたい」

と回答されました。

約５か月の月日が経過しました。その後の事

業再開に向けた取組状況を県土整備部長にお伺

いいたします。

国道222号は、○県土整備部長（桑畑正仁君）

東九州自動車道や都城志布志道路などと一体と

なって、広域的な周遊観光ルートを形成すると

ともに、地域経済や救急医療などを支える大変

重要な路線であります。
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このうち、牛ノ峠道路につきましては、事業

再開を求める機運の高まりを踏まえ、今年８月

に「県南・県西地域の幹線道路に関する検討部

会」を設立し、国や関係市町とともに、牛ノ峠

道路をはじめとする、地域の将来を見据えた道

路整備の在り方などについて、議論をスタート

させたところであります。

県としましては、引き続き、地域の皆様の御

意見を伺いながら、事業再開に向けた様々な課

題の解決に向け、議論を進めてまいります。

昨日27日の夕方、国土交通省○福田新一議員

九州地方整備局から「都城志布志道路の都城イ

ンターから乙房インター間が令和７年２月15

日16時に開通します」というプレスリリースが

届きました。いよいよ次は国道222号牛ノ峠バイ

パスです。早期事業化を切に願います。

県道33号都城北郷線の長田地区の状況です

が、子供は未来の宝です。私は心からそのよう

に思っています。早朝、かわいい子供たちが列

をなして学校に向かう姿を眺めると、ほほ笑ま

しい気持ちとともに、ある種の希望を抱くこと

ができます。

そのような中、私の地元での話です。

都城北郷線の三股町の長田地区は、小学校に

通う子供たちの通学路になっています。ただ、

この道は、木材を運搬するための大型車両が多

く、道路が狭い上、歩道がありません。大型車

両が通る横を冷や冷やしながら登校する小学生

たちを見て、地域からは、この危険な状態を危

惧する声が聞こえます。

そのような中、県は、子供たちの安全を確保

するため、長田工区として事業を立ち上げ、改

良を進めてくださっております。これは本当に

ありがたく感じています。ただ、地域は、１日

でも早く歩道や拡幅工事を終わらせて、子供た

ちに安全を確保してあげたいと切に願っていま

す。

そこで、県道都城北郷線長田工区の整備状況

について、県土整備部長に伺います。

県道都城北郷○県土整備部長（桑畑正仁君）

線の長田地区は、長田小学校への通学路となっ

ておりますが、幅員が狭い区間を、大型の木材

運搬車両が頻繁に往来しており、安全な歩行空

間が十分に確保されていない状況にあります。

このため、長田工区として、令和４年度か

ら、長田峡から西側の延長約１キロメートルの

区間の歩道設置を含む道路整備に取り組んでい

るところです。

これまでに御崎神社付近の約120メートル区間

の整備を終え、現在は、引き続き小学校側に向

けて工事を進めております。

県としましては、通学児童の安全を確保する

ため、長田工区の早期完成に取り組んでまいり

ます。

ありがとうございます。この○福田新一議員

内容を私は地域住民に伝えておきます。

次に、危機管理について尋ねます。

緊迫した世界情勢の中、自衛隊は、国の平和

と安全を守る役割、日本を防衛するための活動

が最も重要な任務です。このことに対して、心

から感謝するとともに、理解しています。

ただ、９月議会で内田議員から出された、延

岡市民へ不安を与えた夜間におけるオスプレイ

飛行に対する国や米軍の対応については、住民

が安心できる内容には至りませんでした。

今回、新田原基地と宮崎空港を日米共同統合

演習等に利用されました。

このような今日において、日米共同統合演習

等における県民の不安を軽減するための県の取

組を知事に伺います。
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外交・防衛に係る問題○知事（河野俊嗣君）

は国の専管事項でありまして、県内各地で実施

された、こうした日米共同統合演習等の訓練に

ついては、国の責任においてなされるものと認

識しております。

一方で、県は、県民の安全で平穏な生活を確

保する重要な役割を担っております。このた

め、訓練実施期間中は、不測の事態が発生して

も迅速に対応できるよう、九州防衛局が設置し

た現地連絡本部との連絡体制を県としても整備

して対応したところであります。

また、これまでも、訓練等が行われるたび

に、国に早期の情報提供や関係市町村等への丁

寧な説明を申し入れるとともに、県民の安全・

安心な暮らしが脅かされることがないよう、騒

音の軽減や安全対策の徹底、訓練に参加する米

軍の綱紀粛正、訓練に関する情報の周知など、

国の責任において万全の対策を講じるよう要請

しているところであります。

今後とも、県民の安全・安心を確保すること

を最優先に、県民の不安を軽減できるよう、地

元に寄り添った対応を継続して国に求めてまい

ります。

言われるとおり、県は、県民○福田新一議員

の安全な生活を確保する重要な役割を担ってお

ります。地元に寄り添った対応をお願いしま

す。

次に、先日発生した宮崎空港の不発弾処置に

ついて伺います。

10月２日午前８時頃、宮崎空港の誘導路で不

発弾が爆発し、誘導路に穴が空きました。この

爆発により、滑走路も閉鎖され、航空便の欠航

が発生しました。これらは一時的な措置で、空

港の完全な廃止や長期的な閉鎖ではありません

でした。

私はその後の報道に驚きました。「不発弾が

まだ空港に存在する可能性はあるが、利便性を

優先し、空港の運用は再開する」という内容で

した。たまたま誘導路上に飛行機がいなかった

からよかったものの、不発弾の威力からする

と、万一、飛行機がそこにいたなら大惨事に

なっていました。ほかに不発弾が埋まっていな

いか、確認の調査は大分日にちがたってからで

した。

まず、今回の宮崎空港不発弾処理における初

動対応はどうでしたか、危機管理統括監に伺い

ます。

不発弾の爆○危機管理統括監（児玉憲明君）

発に伴う初動対応につきましては、爆発の情報

を知覚した後、直ちに情報連絡本部を設置し、

県の防災救急ヘリを出動させ、爆発のあった誘

導路や空港周辺の状況を情報収集するととも

に、国土交通省宮崎空港事務所や消防、警察、

地元自治体等と情報共有を行うなどの対応を

行ったところです。

今後も、不発弾を含め、危険物等による災害

が発生した場合は、状況に応じて必要な体制を

取るとともに、関係機関と連携して適切に対応

してまいります。

空港は、利便性より安全を優○福田新一議員

先し、不発弾対応すべきだと考えますが、宮崎

空港における不発弾の爆発事案を受けて、空港

の運航再開について、国がどのように判断した

のか、総合政策部長に伺います。

宮崎空港○総合政策部長（重黒木 清君）

は、国が設置し、管理する空港であり、空港の

運用につきましては、国が判断することとなっ

ております。

国からは、今回の空港の運用再開につきまし

ては、滑走路等の整備の際に不発弾が残存して
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いないかの確認は原則行っていることや、爆発

後に残存した不発弾の一部は自衛隊により撤去

され、さらなる爆発の危険は回避できているこ

と、また、本県の交通インフラとしての空港機

能は極めて重要であり、爆発箇所以外におい

て、改めて不発弾が残存していないかの確認を

行った上で運航を再開する場合は、相当の期間

がかかることなど、安全性や利便性などを総合

的に勘案して、運用を再開するとの判断に至っ

たと伺っております。

不発弾は、聞くところにより○福田新一議員

ますと、いつ爆発してもおかしくない装置とい

うことです。磁気探査の結果、異物が埋まって

いる可能性がある地点が確認されました。慎重

に掘り起こしていくと、砂鉄の塊だったと報道

されていました。磁気探査だけで不発弾有無の

調査に十分なのか気になります。

現在行われている磁気探査とはどのような調

査なのか、県土整備部長に伺います。

宮崎空港で行○県土整備部長（桑畑正仁君）

われている磁気探査は、センサーを使って地中

の磁気異常を測定するもので、掘り起こすこと

なく、地中にある不発弾などを探査する際に一

般的に用いられる調査方法です。

爆発後の10月16日には、空港管理者である国

土交通省において爆発地点周辺の調査が行わ

れ、新たな不発弾は発見されなかったところで

す。

さらに、11月６日からは、航空機が近づく滑

走路と全ての誘導路の外周などに調査範囲を広

げ、約34万平方メートルを対象として、磁気探

査を実施していると伺っております。

宮崎空港は多数の宮崎県民が○福田新一議員

使います。ですから、そういった意味でも、住

民が安心だなと思えるような処置をぜひお願い

いたします。

次の質問です。

我が国を取り巻く安全保障環境がますます厳

しさを増し、国内においては、自然災害が頻発

化・激甚化している中、自衛隊は、国家防衛の

任務を遂行し、災害時の派遣など多大な貢献を

されており、自衛隊に対する国民の信頼と期待

は、ますます高まっています。

しかしながら、少子化により若者世代が減少

していることに伴い、自衛官募集は数年にわた

り、募集目標を達成できない状況が継続してお

り、県内も同様です。人的基盤の強化が求めら

れています。

一方、自衛官の募集に際しては、県や市町村

も募集事務の一部を担っていると聞いていま

す。自衛官の募集に対して、県としてどのよう

な協力を行っているのか、危機管理統括監に伺

います。

自衛官や自○危機管理統括監（児玉憲明君）

衛官候補生の募集については、自衛隊法によ

り、県及び市町村が、いわゆる法定受託事務と

して、その一部を担うこととされております。

この規定に基づき、県では、自衛官募集に関

し、県内主要駅へのポスター掲示や県庁舎への

懸垂幕の掲示、県公報での告示などにより、周

知・広報を行っているほか、市町村に対して

は、自衛隊宮崎地方協力本部と合同で、募集事

務の内容や採用日程等について情報共有を行う

会議を開催しております。

自衛隊には、災害派遣など本県に大きく貢献

いただいており、その人材確保は大変重要です

ので、引き続き自衛官の募集に協力してまいり

ます。

次に、福祉行政について質問○福田新一議員

します。
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９月27日にニューウェルシティにて介護事業

者団体の設立総会がありました。そこで河野知

事が挨拶されました。

話の中で、「今日の会にはそぐわない話かも

しれませんが」と前置きされて、「人はどう老

いるのか」「人はどう死ぬのか」という本を紹

介されました。作家は元外科医である久坂部羊

さんです。

前者は、誰も書かなかった新しい老い方の教

科書です。後者は、「幸せな死を迎えるには予

習が必要です」といった内容の本です。

私はすぐ２冊とも購入して読みました。作家

が元医者なだけに、目を疑うような不謹慎な現

実の内容とも出会います。

私の義理の母が10月27日に亡くなりまし

た。94歳の大往生です。知事の話を聞いてか

ら、ちょうど１か月後です。「人はどう死ぬの

か」を読書中でした。その内容を予習し、妻、

妻の兄、姉にも話をし、説得し、そのとおりに

実行しました。おかげで、母は安らかに眠りに

つきました。

福祉行政のテーマにますますそぐわない内容

になってしまいましたが、ニューウェルシティ

にて行われた総会に戻ります。

報告の内容を聞いて、なかなか介護事業の仕

事現場の内容が県には伝わっていないなと感じ

ました。きつい、汚い、危険という労働の３Ｋ

の環境に、深刻な人手不足が直面しています。

人材確保のために介護の魅力発信が重要と考え

ます。取組を福祉保健部長に伺います。

県では、幅○福祉保健部長（渡久山武志君）

広い世代に対しまして、介護の仕事のイメージ

向上や理解促進を図るため、テレビやＳＮＳを

活用し、生き生きと活躍している姿を分かりや

すく伝えるなど、魅力発信に関する取組を実施

いたしております。

特に、将来の貴重な担い手である若い世代に

興味・関心を持ってもらうことが重要でありま

すので、パンフレットや動画を作成し魅力を伝

えるとともに、福祉系高校と連携して、高校生

が小中学生に介護ロボットの体験などを通じて

介護の魅力を発信する交流事業を実施いたして

おります。

人手不足の対策に、外国人の○福田新一議員

支援を考えます。県内で働く外国人介護人材の

状況について、福祉保健部長に伺います。

本県の介護○福祉保健部長（渡久山武志君）

分野で働く外国人の数は、年々増加しておりま

して、令和５年12月末現在で374名となっており

ます。

国籍別では、多い順にインドネシア、ベトナ

ム、フィリピン、ミャンマーとなっています

が、特にミャンマーは急増しておりまして、１

年前の令和４年12月から2.6倍となっておりま

す。

在留資格別では、「特定技能」が約55％を占

め、次に多いのが「技能実習」、次いで、介護

福祉士の資格を持ち、永住することも可能な在

留資格であります「介護」となっております。

外国人人材の支援について、○福田新一議員

県の補助金、助成金の制度はありますが、手続

や申請が複雑と聞きます。さらに受入れの制度

も複雑と伺っております。

外国人介護人材受入れに対する県の支援につ

いて、福祉保健部長に伺います。

これまで県○福祉保健部長（渡久山武志君）

では、外国人材確保のために、外国人材受入セ

ミナーの開催や、留学生への奨学金支給、介護

福祉士資格取得支援を行う介護事業者に対する

経費補助などを実施しております。
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近年は、県内の外国人を受け入れる事業所が

さらに増加している一方で、外国人材受入制度

の複雑さにより、受入れをちゅうちょする事業

所もあると伺っております。

そのため県では、今年度より、制度の説明か

ら受入れに関する相談、面接、入国まで一貫し

た支援を行います「外国人介護人材マッチング

支援事業」を実施しているところです。

今後、介護需要がさらに増加し、外国人材は

ますます貴重な担い手となると見込まれますの

で、引き続き介護事業所への支援に努めてまい

ります。

身寄りのない方をケアマネ○福田新一議員

ジャーや施設が受け入れた場合に、保証人関係

や成年後見人等の手続が必要となるケースが増

えてきています。今後、核家族化が進み、身寄

りのない方が多くなる傾向にあります。行政機

関にて専門員の配置や窓口の一本化を図り、行

政とともに地域の方を支えられるシステムづく

りを検討していただきたい。

介護職は、給料の低さや職場環境の厳しさな

ど、様々な理由から人気が出にくい傾向にあり

ます。ＡＩの活用、外国人労働者の導入などに

よる業務効率化の進展にもかかわらず、これら

の課題が根本的な解決には至っていないのが現

状です。給料面が改善されれば、より多くの人

がこの職業に魅力を感じるようになると思われ

ます。

介護職は、利用者やその家族からの「ありが

とう」が直接聞ける、人と深い関係を築ける職

業です。これらの感謝の言葉は、介護職の本質

的なやりがいを象徴しております。

介護の現場で働く方の賃金向上につながる処

遇改善加算取得の取組支援について、福祉保健

部長に伺います。

県では、介○福祉保健部長（渡久山武志君）

護職員等処遇改善加算の新規取得や、既に加算

を取得しております事業所の加算率の高い区分

への移行支援等を行うために、介護職員処遇改

善特別支援事業を実施いたしております。

この事業では、対象事業所に対して、処遇改

善加算取得に関するセミナーの開催や、加算の

要件や取得方法に精通した社会保険労務士の個

別訪問等によりまして、加算取得に必要な就業

規則の整備に係る助言や指導及び各種書類の作

成補助を行っております。

ありがとうございます。ぜひ○福田新一議員

実行をお願いいたします。

次に、教育行政について伺います。

不登校児童生徒が相変わらず増えている傾向

にあります。コロナ禍での生活で、子供たちを

取り巻く環境が大きく変化し、生活リズムなど

に影響を及ぼしていることも要因の一つではな

いかと思います。

毎回一般質問の項目に捉えて改善を願ってい

るのですが、なかなかストップがかけられない

状況です。私自身が古い考えなのでしょうけれ

ども、学校に行くということが当たり前なの

に、フリースクールとかオンライン等、今は無

理して学校に行かなくてもいいよといった風潮

にあるような気がします。

しつけは、子供に自己コントロール力を身に

つけさせるための教育的な行為です。子供の成

長を助けるために行われるものであり、子供の

健全な発達を促します。

ところが現在は、子供の人権尊重とか多様性

重視とかいう言葉の下、木で例えれば、幹の部

分が軽視されて、枝葉の部分ばかりが重視され

ているような気がします。

不登校児童生徒への支援に対する県教育委員
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会の考え方について、教育長に伺います。

学校は、多くの人○教育長（黒木淳一郎君）

たちと関わりながら、様々な体験を通して社会

を生き抜く力を養う貴重な場であると考えてお

ります。したがいまして、不登校につきまして

は、解決すべき喫緊の課題として大変重く受け

止めております。

学校における不登校児童生徒の支援につきま

しては、校長のリーダーシップの下、教職員と

スクールカウンセラー等が連携し、組織的な支

援を行うことが重要であります。

また、学校外における支援の場も必要である

との考え方から、今年度、不登校児童生徒の多

様な学びを支える拠点として、県教育支援セン

ター「コネクト」を設置したところでありま

す。

県教育委員会では、今後とも、全ての児童生

徒の社会的自立を目指し、適切な支援が行える

よう体制を整備してまいります。

多様化の中に幹が揺らいで○福田新一議員

は、甘えに走ってしまいそうなところがありま

す。幹は幹として、しっかり育てるべきだと

思っています。お願いいたします。

先日、宮崎－台北線が４年９か月ぶりに再開

しました。また、カツオの一本釣り漁獲高が２

年連続で日本一と元気な宮崎は、３年後には国

スポ・障スポを迎えます。議会と行政で車の両

輪として、今まで同様、走ってまいりたいと思

います。よろしくお願いいたします。これで終

わります。（拍手）

次は、重松幸次郎議員。○野﨑幸士副議長

〔登壇〕（拍手） 公明党宮○重松幸次郎議員

崎県議団の重松です。傍聴にお見えになった

方、また、ネット中継で拝聴されます方、本当

にありがとうございます。通告に従いまして順

次質問させていただきます。知事をはじめ、関

係部長の明快な答弁をお願いいたします。

本題に入ります前に、10月27日に行われまし

た第50回衆議院総選挙において、我が党は公示

前の議席を維持することができず、大変厳しい

結果となりました。しかしながら、公明党に対

し深い御理解と御支援をいただきました県民、

有権者の皆様に、党県代表の立場から、心から

御礼を申し上げる次第であります。

そして、今月９日の臨時党全国大会にて、石

井啓一代表の後任として、新代表に斉藤鉄夫氏

が選出され、新しい体制で出発。斉藤新代表か

らは、今月17日、公明党が結党60年の節目を迎

えることに触れ、「「大衆とともに」の立党精

神・原点に立ち返り、党再生に向けて、大衆・

庶民の中に飛び込み、党の持ち味である「小さ

な声を聴く力」「国と地方のネットワークによ

る政策実現力」を遺憾なく発揮し、国民の願い

を具体的な形として実現していく」ということ

を力説されました。

我が県の県議、市町議員も一丸となって、安

心・安全で幸福な社会実現のために尽力してい

くことをお誓い申し上げて、一般質問に入らせ

ていただきます。

初めに、知事に２問お伺いいたします。

今月の19日に河野知事は、我が党の西田幹事

長、岡本政務会長及び赤羽税制調査会長に、全

国知事会地方税財政常任委員長の立場で、総合

経済対策及び令和７年度税財政等に関する提案

等を申し入れたようでありますが、具体的

に、11月19日に公明党幹事長に対して行った令

和７年度地方税財政等に係る要望の内容につい

て、知事に伺います。

次に、引き続き、本県における令和７年度重

点施策の推進方針に込めた知事の思いを伺いま
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す。

以上を壇上からの質問とし、後は質問者席か

ら行わせていただきます。（拍手）〔降壇〕

〔登壇〕 お答えしま○知事（河野俊嗣君）

す。

まず、公明党幹事長等への要望内容について

であります。

先週19日、全国知事会地方税財政常任委員長

として、公明党幹事長等を含む与党関係者に対

し、令和７年度地方税財政と総合経済対策につ

いて要望を行ったところであります。

まず、令和７年度地方税財政については、人

件費の大幅増や物価高の影響に対応するため、

地方一般財源総額を増額して十分に確保するこ

とのほか、国土強靱化、公立病院の経営安定

化、人口減少対策及び地方創生等に係る財源確

保、偏在性が小さく税収が安定的な地方税体系

の構築等を求めております。

次に、総合経済対策の策定に向けまして、地

域の実情に応じた物価高対策を実施するための

重点支援地方交付金の十分な総額確保や地方交

付税の増額、国土強靱化財源の確保等を求めた

結果、知事会からの要望が先週閣議決定された

対策に盛り込まれ、大変ありがたく受け止めて

いるところであります。

さらに、これらと併せて、現在議論が進めら

れております年収の壁やトリガー条項の見直し

につきましても、地方財政への影響を考慮しな

がら、丁寧に議論を進めていただきたいと強く

求めたところであります。

次に、重点施策の推進方針についてでありま

す。

この方針は、県総合計画や政策評価の結果、

本県を取り巻く現状等を踏まえ、来年度の予算

編成で力点を置くテーマを掲げたものでありま

す。

地方創生の10年にも及ぶ取組にもかかわら

ず、出生数や出生率は過去最低水準に落ち込む

など、少子化・人口減少が一層加速しており、

改めて強い危機感の下、対策のさらなる強化を

図りながら、回復基調にある社会経済活動を着

実な成長につなげる必要があるという思いを強

くしております。

このため、来年度は、３つの日本一挑戦プロ

ジェクトを着実に推進しますとともに、人口減

少対策については、特に、若者・女性を重視し

た社会減対策の充実・強化を図ってまいりま

す。また、未来への基盤づくりに向けて、国内

外との交流促進や時代の変化に対応した産業の

活性化等も進めてまいります。

足元では物価高騰の影響も続いておりますの

で、国の経済対策とも連動し、必要な支援を行

うとともに、企業・事業者の収益力強化を後押

しするなど、本県を本格的な成長軌道に乗せる

ことができるよう尽力してまいります。以上で

あります。〔降壇〕

ありがとうございました。○重松幸次郎議員

要望については、地方一般財源総額の確保・

充実等や、人口減少対策及び地方創生の強力な

推進のための財源確保、また、年収の壁、トリ

ガー条項の議論についても、地方の減収が大き

くなる懸念について、地方財源の配慮を求めた

ことを理解いたしました。本県の経済対策、地

方創生、少子化問題、また防災・減災等にも影

響を及ぼすものと思われますので、地方への財

源確保にしっかりと取り組んでいただきたいと

思います。

また、本県の令和７年度重点施策の方針につ

いても、知事の熱い思いを感じました。そのこ

とを前提に、以降の質問に入らせていただきま
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す。

本県の総合計画アクションプランの折り返し

となる令和７年度は、日本一挑戦プロジェクト

の着実な推進をはじめ、若者・女性の活躍や持

続可能な未来に向けた基盤づくりに取り組む中

で、特に、日本一挑戦プロジェクトのうちス

ポーツ観光プロジェクトが、スポーツキャンプ

・大会を通じた県外からの誘客の促進など、観

光産業の振興に大きく寄与するものと考えま

す。

そこで、スポーツ観光プロジェクトに関し、

令和７年度の取組の方針について、知事に伺い

ます。

現在、スポーツ観光プ○知事（河野俊嗣君）

ロジェクトにおきましては、「世界レベルの

キャンプ・大会の戦略的な誘致、受入体制の強

化」、また「戦略的・計画的なハード整備」、

そして「県内全域のスポーツ環境の充実」を柱

として取り組んでいるところであります。

具体的には、大規模大会やキャンプの実施に

向けた競技団体等への誘致活動、県総合運動公

園の改修や屋外型トレーニングセンターの機能

の充実化、市町村における大会、キャンプ・合

宿の受入れ体制強化への支援など、積極的に進

めているところであります。

令和７年度におきましては、現在の取組を継

続的に実施していくとともに、ツール・ド・九

州を本県で初めて開催することとしておりま

す。これはいずれ、インバウンド、さらにはサ

イクルツーリズムの振興にもつなげてまいりた

いと、そのように考えておりますし、東京2025

世界陸上が開催されますので、それに向けた各

国代表の事前合宿の受入れに努め、さらには第

６回ＷＢＣの侍ジャパンの合宿など、こうした

国内外代表合宿の本県での実施に向けて、誘致

活動等に取り組んでまいります。

こうしたプロジェクトは、本県の観光産業の

さらなる発展という面でも大変重要な取組であ

りますので、今後とも全力で推進してまいりま

す。

一年を通じて、様々な競○重松幸次郎議員

技、また全県下の展開で、幾重にも期待や夢の

膨らむチャンスであります。何よりも、スポー

ツの力で県民を元気づけることは重要でありま

す。それから、将来の若者がスポーツ観光に魅

力を感じて、宮崎で仕事をし、子育てすること

へのつながりが期待できますので、取組を力強

くよろしくお願いいたします。

次は、防災と被災者支援等について伺いま

す。

初めに、感震ブレーカーの設置についてであ

ります。

地震に伴う電気機器からの出火を防ぐには、

強い揺れを感知すると自動的に電気を遮断する

感震ブレーカーが有効です。

今年１月の能登半島地震で起きた石川県輪島

市の大規模火災は、電気機器や電気関係の配線

などが発火する電気火災が原因と考えられてお

り、住宅や店舗約240棟が焼失する甚大な被害を

もたらしました。

総務省消防庁では、検討会を開催し、輪島市

の大規模火災を教訓に、今後、感震ブレーカー

の住宅などへの設置を促す対策を取りまとめる

方針であると伺っております。

しかしながら、2022年の内閣府世論調査によ

れば、感震ブレーカーを設置していると回答し

た人の割合は僅か5.2％、背景には、認知度の低

さや、出火防止効果を実感しづらいことがある

とされております。

内閣府が2019年に公表した南海トラフ地震の
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被害想定では、感震ブレーカーの設置率を100％

に高めると、火災による死者が約１万4,000人か

ら半数以下に減ると推計されております。

そこで、感震ブレーカーの普及に向けて、県

ではどのように取り組んでいかれるのか、危機

管理統括監に伺います。

近年の大規○危機管理統括監（児玉憲明君）

模地震では、電気に起因する火災が多発してお

り、地震による電気火災を減らす上で、感震ブ

レーカーの普及は重要であります。

このため国では、今年度、防災基本計画に感

震ブレーカーの普及を位置づけ、今後の取組の

検討が行われております。

本県では、平成30年度に実施した南海トラフ

地震に関する県民意識調査で、感震ブレーカー

の設置率が約11％となっており、ホームページ

や防災関係イベントなどで普及啓発を行ってい

るところであります。

今年度、改めて県民意識調査を行い、現状を

把握するとともに、国の検討状況も踏まえ、引

き続き、市町村等と連携して、感震ブレーカー

の認知度や設置率の向上に取り組んでまいりま

す。

私も質問に当たり、ある電○重松幸次郎議員

工社に感震ブレーカーを発注したところでござ

います。

次も、防災・被災者支援について、スフィア

基準の導入について伺います。

日本では、災害のたびに避難生活の質の問題

が指摘されています。2016年の熊本地震で

は、2020年の報道によりますと、犠牲者273人の

うち、80％以上の218人が災害関連死であり、直

接死は50人でした。そのうち、70歳代以上の方

は計169人で約78％です。

災害関連死は、避難生活で持病が悪化して死

期を早めたり、心身に不調を来して自ら命を

絶ったケースもございます。

スフィア基準とは、1990年代にアフリカの難

民キャンプで多くの人が亡くなったことを受

け、紛争や災害を想定して、国際赤十字などが

つくった基準です。その理念には、「被災者に

は尊厳ある生活を営む権利があり、支援を受け

る権利がある。苦痛を軽減するため、実行可能

な手段が尽くされなくてはならない」と掲げ、

人道支援における考え方や最低限満たすべき基

準が設けられております。

主な支援分野は次のとおりですが、水、衛生

管理、そして食料、栄養、避難所、避難先の居

住地、保健医療が掲げられ、具体的には、１人

１日当たり最低15リットルの水を確保、１人当

たりの居住空間は最低3.5平方メートル 畳２―

畳ぐらいでしょうか、トイレは20人に１つ以

上、男女比は１対３などとなっております。

日本では、東日本大震災を踏まえて、2016年

４月に策定された国の避難所運営ガイドライン

で、参考にすべき国際基準として同基準が明記

されております。自治体でも取り入れる動きが

出ているようです。

そこで、避難所の環境整備にスフィア基準の

導入が検討されていることについて、県として

どのように捉えられているのか、危機管理統括

監にお伺いします。

大規模災害○危機管理統括監（児玉憲明君）

時には、長期の避難生活により災害関連死のリ

スクが高まることから、避難所の環境改善は大

変重要であります。

報道によりますと、国はスフィア基準に基づ

き、トイレの男女比や避難所の１人当たりの専

有面積などを指針に明示することを検討してお

り、避難所の環境改善に資するものと考えてお
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ります。

これまでも国のガイドラインでは、目安とし

てスフィア基準の表記がありましたが、今後は

基準がより明確化されることで、市町村におい

ては、トイレや避難所スペースの確保などにつ

いて見直しの必要も予想されます。

県としましては、国の動きを踏まえ、市町村

と連携しながら、避難所における良好な生活環

境の確保に取り組んでまいります。

避難所運営は被災した基礎○重松幸次郎議員

自治体が担うのですが、職員自身も被災して疲

弊する中では限界があり、周辺自治体の協力、

民間の協力体制を今以上に充実させる必要があ

ります。国が年度内に指針を発表すると聞いて

おりますが、県から市町村と関係機関・団体と

も連携して、このスフィア基準の活用をよろし

くお願いいたします。

関連して、本年８月の日向灘地震、台風第10

号による竜巻・突風による災害で、産業界にも

影響が出ています。このように自然災害で被災

した中小企業の速やかな事業再建を後押しする

ことは重要です。

県では、今回の災害を受け、中小企業の経営

・金融相談に対応するため、県や商工団体等に

中小企業特別相談窓口を設置したようでありま

すが、まずは、この県や商工団体等に設置した

特別相談窓口での相談状況について、商工観光

労働部長にお伺いします。

県や商工○商工観光労働部長（川北正文君）

団体等に設置した特別相談窓口には、相談受付

を開始した８月９日から10月末までに、地震関

係で17件、台風関係で25件、合計42件の相談を

いただいております。

業種別の内訳は、地震関係では、サービス業

が11件、卸売・小売業が３件など、台風関係で

は、サービス業が12件、製造業が４件などと

なっております。

主な相談内容としましては、事業用資産が損

壊したことに伴う融資に関する相談や、災害に

よる売上げ減少に伴う今後の事業展開に関する

相談などとなっております。

相談件数、また業種別件○重松幸次郎議員

数、その内容を理解いたしました。やはり被災

に伴って、融資に関する相談もされているよう

であります。

神奈川県ではこのほど、各地での局地的な豪

雨や地震による災害復旧に向けた迅速な資金繰

りを支援する制度を創設したようであります。

つまり災害融資は、信用保証協会や金融機関

との調整が必要であり、国の資金繰り支援措置

であるセーフティネット保証４号は、災害救助

法が適用されるような大規模災害に限られ、こ

うした課題を解決するため、災害の規模に限ら

ず、被災企業が即座に利用できる制度を設けた

とありました。

本県でも既に、災害救助法が適用された場合

の特例的な貸付け、またセーフティネット保証

４号（自然災害等）の認定を受けた事業者向け

の貸付けなど、幾つかの融資制度が設けられて

いるようであります。

そこで、災害関連融資に関する周知の状況と

融資実績について、商工観光労働部長にお伺い

します。

災害関連○商工観光労働部長（川北正文君）

の中小企業融資制度につきましては、特別相談

窓口での案内に加え、災害発生翌日には県ホー

ムページで融資の案内を行うとともに、金融機

関等の窓口へチラシの掲示を依頼するなど、迅

速な周知に努めてまいりました。

また、災害関連融資の実績につきまして
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は、10月末時点で４件、約2,700万円の融資を

行っており、現在も融資に向けた手続を進めて

いる案件もあると伺っております。

今後も、特別相談窓口での相談対応等によ

り、被災された中小企業者の実情に寄り添いな

がら、丁寧な支援を行ってまいります。

これからも頻発化する自然○重松幸次郎議員

災害への備え、県の融資制度を通じた迅速で細

やかな支援をよろしくお願いいたします。

次は、多様性を尊重する社会づくりについ

て、我が党の機関紙から、東北大学副学長の大

隅典子教授の講演内容を２点紹介させていただ

きます。

１点目は、男女共同参画や女性の活躍の推進

でございますが、

世界経済フォーラムが公表している各国の

男女平等度を示すジェンダーギャップ指数で

は、日本は146か国中118位で、依然、政治・

経済分野で低迷が続き、男女格差が埋まって

いない現状が示されました。

例えば、内閣府男女共同参画局の2020年の

調査によりますと、公立小中学校のＰＴＡ会

長は男性が多く、女性会長の割合は14.8％、

女性の自治会長は6.1％、地方議会議員は14.3

％、都道府県の防災会議委員は16.1％、また

日本の小中学校における校長先生の女性割合

は他の国に比べて著しく低く、例えば中学校

の校長比率は７％、こうなりますと、小中学

校の子供は「リーダーは男性なんだ」という

ふうに育っていく。

また、日本の研究者に占める割合も17.5％

で、経済協力開発機構（ＯＥＣＤ）諸国の中

で群を抜いて低く、研究者を対象とした調査

では、女性研究者が少ない理由について、

「家庭と仕事の両立が困難」と回答した人が

男女とも最多でありました。

中でも、女性は性別役割分業に関する事柄

を挙げる人が男性よりも多い。こうした背景

には、政治や経済分野にとどまらず、家事・

育児・介護などについて、「男は仕事、女は

家庭」という固定的な性別役割分担意識、つ

まり無意識の偏見（アンコンシャス・バイア

ス）が根強くあるからだ。

と述べておられます。

そこで質問です。多様性を尊重する社会づく

りのために、男女共同参画社会や女性活躍の推

進が重要と考えますが、県の取組状況について

総合政策部長にお伺いします。

多様性を尊○総合政策部長（重黒木 清君）

重する社会づくりにおいて、男女共同参画や女

性活躍の推進は、大変重要であると考えており

ます。

このため県では、男女共同参画プランを策定

し、企業や地域における様々な取組への女性の

参画を促進するとともに、根強く残るジェン

ダーによる無意識の思い込み解消に向けた啓発

活動等を行ってきております。

また、みやざき女性の活躍推進会議を設立

し、経営者層の意識改革等を通じて、女性の多

様な働き方が実現できる環境づくりを進めてお

ります。

このような取組により、固定的性別役割分担

意識の解消が進むとともに、行政や企業の管理

職に占める女性の割合が増えるなど、一定の成

果が現れてきており、引き続き、市町村や関係

団体等と連携を図りながら、必要な取組を進め

てまいります。

アンコンシャス・バイアス○重松幸次郎議員

については、性別や年齢、学歴、職業など、人

の属性などに特定の特徴があると思い込むこと
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です。例えば、政治家や裁判官は男性がなる職

業であり、女性には向いていないとか、保育士

や看護師は女性の職業であり、男性には務まら

ないなど、いろんなそういう偏見で生じる問題

ですので、女性の活躍推進もしっかりまたお願

いしたいと思います。

２点目の提言では、少子化対策の鍵は男性の

家事・育児への参画が重要だと指摘されていま

す。

2023年の出生数は70万人を少し超えたもの

の、過去最少を更新しました。ベビーブーム

の頃と比べて３分の１であります。さらに衝

撃的なのは、2024年上半期の出生数は約35万

人にとどまり、年間70万人を割ってしまう計

算です。直接の原因は晩婚化が進んでいるこ

と。必然的に初婚年齢が上がれば上がるほど

子供が少なくなる。

一方で、女性の社会進出が進んでいる国ほ

ど、合計特殊出生率も高い傾向にあります。

女性の社会進出の環境づくりへ、社会のイン

フラ、制度などを整えるのは言うまでもあり

ませんが、一番身近なところで必要なのは、

男性の育児参画です。

内閣府の少子化社会対策白書には、夫の休

日の家事・育児時間と第２子以降の出生の状

況を表した統計があります。「家事・育児な

し」の場合、第２子以降の出生率は10％、一

方で、６時間以上関わっているほうは87.1％

と、夫の家事・育児時間が長いほど出生割合

が高い傾向にあります。

そこで質問ですが、少子化対策として男性の

家事・育児参加の促進は重要と考えますが、県

の取組状況を福祉保健部長にお伺いします。

男性の家事○福祉保健部長（渡久山武志君）

や育児への参加を促進し、夫婦が協力しながら

働いて子育てすることを、職場や社会全体で応

援する環境づくりは、少子化対策を進める上で

大変重要です。

このため、県ではこれまで、企業経営者を対

象としたセミナーやパパ向けワークショップの

開催、働きやすい職場「ひなたの極」の認証な

どに取り組んできております。

さらに今年度は、男性従業員が４週間以上の

育児休業を取得した企業等に対しまして、最

大100万円を支給する奨励金制度を創設しており

まして、10月末時点で、建設業や林業、情報通

信業など、合計で15社へ支給したところであり

ます。

すばらしい取組です。深刻○重松幸次郎議員

化する少子化を止めるために、男性の家事・育

児参加を促していただきたいと思います。

先ほどの女性の社会参画を進め、アンコン

シャス・バイアスを払拭し、世界から人が集ま

る日本になっていくことを願っていると、大隅

教授は講演の結びに述べられています。多様性

を尊重する社会づくりを進めていただきたいと

思います。

次は、労働者の環境整備について質問いたし

ます。

従業員らが顧客から過度の要求や迷惑行為を

受けるカスタマーハラスメント（カスハラ）の

防止についてです。

この件は６月議会で永山議員も取り上げてお

りましたが、今回、東京都議会で、10月４日、

全国で初めてカスハラの禁止を明記した防止条

例が成立し、来年４月から施行されるという記

事を読みました。

その具体的な指針内容について、カスハラに

当たる可能性がある行為として、従業員らへの

身体的・精神的攻撃や、従業員らを拘束する行
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為や差別的・性的な言動、ＳＮＳでの中傷など

が挙げられております。

また、共通マニュアルの素案では、カスハラ

が起きた際には、複数で対応する、録音・録画

の記録、対面なら原則、開放的な場所で対応す

る、対応時間を限るなどの対処方法が明記され

ています。

産業や働き手が集積する東京での対応を進め

る意義はまた大きく、ほかの自治体でも条例制

定の検討が進むと聞いております。

そこで、企業におけるカスタマーハラスメン

ト対策について、県の取組を商工観光労働部長

にお伺いします。

カスタ○商工観光労働部長（川北正文君）

マーハラスメントから労働者を守るための対応

は、働きやすい職場づくりを推進し、企業の健

全な経営を図るために重要であり、一部の自治

体において条例制定の動きがあるなど、課題認

識が広がっております。

県としましては、現在、国が作成した企業向

けの対策マニュアルの周知やポスターの掲示等

により啓発を行うとともに、労働問題に関する

相談窓口を設置しております。

引き続き、国による法整備の動向を注視する

とともに、宮崎労働局等の関係機関と連携しな

がら、周知・啓発等に取り組んでまいります。

カスハラの影響は深刻であ○重松幸次郎議員

ります。労働環境を害し、従業員の士気が下

がって業務の質や効果が落ちることがないよう

に、早めの対策をお願いいたします。

続いて、フリーランスの保護について質問し

ます。

企業などの組織に所属せず、個人で仕事を請

け負うフリーランスの人たちが安心して働ける

よう、発注業者との取引のルールを明確にした

新法が今月11月１日から施行されました。

フリーランス、例えばカメラマンとか、そう

いう方々は、発注業者に対し弱い立場にあるこ

とが多く、取引において不当な扱いを受けるト

ラブルが相次いでいます。

新法では、発注業者が業務を委託する場合、

報酬額や支払い期日などを含めた取引条件を書

面やメールに明示して契約を交わすことが義務

づけられ、支払い期日は、発注した物品などの

受け取りから60日以内のできる限り早い日に設

定し、期日までの支払いが義務化されました。

さらに、こうした取引ルールに違反した業者

には、国が立入検査や勧告、命令などを行うこ

とができるほか、検査を拒否したり命令に違反

した場合は、50万円以下の罰金を科す規定も盛

り込まれております。

新法によって、フリーランスを保護する環境

整備が進む意義は大きいと考えますが、問題は

新法の内容が十分に周知されていないことで、

国が５月、６月に行った調査では、フリーラン

スの76.3％、発注業者の54.5％が新法の内容を

知らないと回答していると記事にありました。

そこで、フリーランス・事業者間取引適正化

等法について、県の取組を商工観光労働部長に

お伺いします。

特定受託○商工観光労働部長（川北正文君）

事業者に係る取引の適正化等に関する法律、い

わゆるフリーランス・事業者間取引適正化等法

につきましては、フリーランスと企業などの発

注事業者間の取引適正化及びフリーランスの就

業環境整備を図ることを目的に制定され、本

年11月１日から施行されております。

県におきましては、現在、ホームページなど

により、法律の内容や国の相談窓口、法制度に

関する説明会等について周知を図っているとこ
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ろであります。

フリーランスの方が安心して働ける環境整備

を促進することは大変重要でありますので、今

後とも、宮崎労働局をはじめとする関係機関等

と連携し、必要な周知・広報を行ってまいりま

す。

立場の弱いフリーランスの○重松幸次郎議員

人たちを守るため、情報発信をよろしくお願い

いたします。

次は、軟骨伝導イヤホンの普及についてであ

りますが、皆さんは軟骨伝導イヤホンという言

葉を聞いたことがあるでしょうか。

第３の聴覚経路と言われる耳たぶの上にある

軟骨伝導を、2004年に奈良県立医科大学の細井

裕司学長が世界で初めて発見されました。認知

症の要因の一つに難聴があるとし、軟骨伝導の

活用によって、「難聴で困らない社会の実現

を」との強い思いで、細井学長はその開発に協

力されたようです。

軟骨伝導イヤホンは、音を出す穴がなく、耳

あかがたまらず、清潔に保ちやすい。私も試聴

させていただきましたが、球形のイヤホンを両

方の耳たぶの上にかけるだけでいいので、耳穴

を塞がず、雑音も少ないのが特徴であります。

何よりも価格が約２万円から３万円と安価であ

ります。

昨年夏より、自治体の窓口や民間事業所を中

心に、来訪者への対応用に導入が進んでいるよ

うです。障がい者福祉や高齢者福祉等の窓口で

は、直接窓口に来られる方は特に御高齢の方が

多いことを考えると、老眼鏡のように、サービ

スの一環として、この活用・設置は必須だと思

います。

そこで、県の様々な相談窓口に軟骨伝導イヤ

ホンを設置してはどうかと考えますが、福祉保

健部長の見解をお伺いします。

日常生活で○福祉保健部長（渡久山武志君）

の聞こえに不安を感じている方や、加齢により

耳が聞こえにくい方などが、安心して相談や手

続ができる環境を整備する手段といたしまし

て、軟骨伝導イヤホンの設置は、利便性や衛生

面などからメリットがあるとお聞きいたしてお

ります。

県といたしましては、今後、他自治体の導入

事例の調査など、市町村や庁内の関係部局との

情報共有に取り組んでまいりたいと存じます。

軟骨伝導イヤホンの設置の○重松幸次郎議員

推進は、我が党の全国の地方議員が設置を呼び

かけておりまして、老眼鏡と同じように、この

イヤホンの導入を検討していただきたいと思い

ます。

次は、これまでも何度も質問してきました食

品ロス削減についてであります。

食べ残しや賞味期限切れなどによる食品ロス

は、2000年度に、事業系で547万トン、家庭系

で433万トン、計980万トンでした。それが2022

年度には、事業系、家庭系ともに236万トンの

計472万トンに減り、事業系は８年早く半減目標

をクリアしました。

事業系が大幅減になったのは、コロナ禍で外

食市場が縮小した影響もありますが、生産から

流通、小売に関わる事業者の意識が食品ロス削

減推進法の制定（2019年）で変化し、多様な取

組が積み重ねられた結果だと見られます。

例えば、製造日を基準に、賞味期限までの３

分の１が過ぎると納品ができず、さらに３分の

１を過ぎると店頭から撤去する、３分の１ルー

ルという商慣行の見直しが進み、売り切りへの

取組が広がっています。

消費・賞味期限が近づいた食品を全て廃棄し
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ていたコンビニでも値引き販売が行われていま

す。消費者の協力も得て、陳列商品を期限の近

いものから取る「てまえどり」の普及も後押し

となっています。経済損失や環境への負荷と

いった観点からも、さらなる推進が重要です。

その上で、さらなる食品ロス削減について、

県は現在どのような取組を行っているのか、環

境森林部長にお伺いします。

県では、テ○環境森林部長（長倉佐知子君）

レビＣＭや様々なイベントを通して、食品ロス

削減の重要性を訴えており、今年度から、県民

一人一人の行動を促す取組として、余った食材

を活用するオリジナルレシピの募集や、食べき

り協力店を回るスタンプラリーを実施しており

ます。

また、未利用食品を集めて子ども食堂等に寄

附するフードドライブに取り組む市町村や事業

者に対し、コンテナやのぼりなどの資材の貸出

しを行っております。

さらに、食品関連事業者に対し、食品ロスの

発生状況や課題などに関するアンケート調査を

実施し、今後の施策に生かしていくこととして

おります。

県としましては、引き続き、市町村や事業者

と連携し、食品ロス削減対策に取り組んでまい

ります。

これからも、行政や業界も○重松幸次郎議員

ですが、私たち消費者も推進していかなくては

なりません。さらなる周知と取組をお願いいた

します。

次は、主食用米、お米の需給についてであり

ます。

今年の夏場には米が品薄となり、心配の声が

広がって、一部のスーパーマーケットでは購入

制限がかけられたり、店内に並んでいないとい

うところもマスコミ報道で流れました。主食用

米は消費量が下がっているのに不思議な現象で

あり、その要因について気になりました。

令和６年度は米が不足しているとの報道があ

りましたが、その要因について、農政水産部長

にお伺いします。

農林水産省に○農政水産部長（殿所大明君）

よりますと、本年度上半期の米が品薄になった

状況について、生産や消費などにおいて、様々

な要因が挙げられております。

生産面では、民間在庫量が少ない中、令和５

年産米が高温による品質低下で、精米の供給量

が減少したことが指摘されています。

消費面では、物価が高騰する中、パンや麺類

などに比べて、米は値頃感があり、消費が進ん

だことや、インバウンド需要で米の消費が増加

したことに加え、８月の南海トラフ地震臨時情

報等による買い込み需要の増加も背景として示

されております。

ただいま答弁がありました○重松幸次郎議員

とおり、令和６年度上半期の米の品薄感につい

て、生産面、消費面での様々な要因について理

解いたしました。

秋には新米も流通して、店頭では米の品薄感

は解消されたように見受けられます。来年に同

様の事態が発生しないように、働きかけや情報

発信などのきめ細かな対策を講じていただき、

私たち消費者も必要な量の米を買い求める冷静

な購買行動が求められます。

一方で、稲作農家の高齢化が進んでおり、小

規模な稲作農家は減少し、それに伴って、主食

用米の作付面積も減少が続いていると伺ってお

ります。

そこで、米農家の高齢化や主食用米の生産減

少を踏まえ、今後の水田農業の維持に向けた県
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の考えを農政水産部長にお伺いします。

今後、高齢農○農政水産部長（殿所大明君）

家のリタイア等により、耕作されない水田の増

加が懸念される中、食料安全保障等の観点か

ら、水田を維持していくことは大変重要であり

ます。

このため県では、主食用米をはじめ、畜産業

や酒造メーカー等と連携し、家畜の餌となるＷ

ＣＳ用稲や、焼酎の原料となる加工用米の作付

を推進するなど、宮崎ならではのバランスの取

れた生産を推進しております。

県としましては、水田の集積・集約による作

業の効率化や、スマート農業による省力化、規

模に応じた経営改善の支援など、関係機関や団

体と連携しながら、持続可能な水田農業を目指

してまいります。

経営改善をよろしくお願い○重松幸次郎議員

したいと思います。中山間地域での対応を含め

て課題も多いと思いますが、できるところから

進めていただきたいと思います。

次は、教育行政について質問いたします。

我が党の機関紙に、学校の外部人材活用の記

事がありました。学校現場に外部専門人材を呼

び込む施策の一環として、文部科学省は現在、

教員免許を有していないアスリートに、特別免

許状制度を活用し、教師としてのアスリート採

用を促す取組を進めています。特別免許状につ

いては、2022年度末時点で、外国語や情報など

の教科を中心に、全国で約2,800件に授与してお

ります。同免許状を活用して、アスリートが教

壇に立つことが始まったとの記事でした。

では、本県では外部人材の採用はどうなって

いるのでしょうか。本県の教員採用試験におい

て、教員免許を有しないが、多様な専門性を有

する外部人材の採用について、教育長にお伺い

します。

本県の教員採用試○教育長（黒木淳一郎君）

験におきましては、平成27年度より、教員免許

を有していないものの、民間企業等の実務経験

と、受験科目に関する専門資格等を持つことを

条件に、特別選考試験を実施しております。

それによって、これまでに、高等学校の工業

・水産・福祉において、特別免許状を授与した

上で合計６名を採用しており、民間企業等で

培った経験や知識を生かした、専門性の高い授

業が展開できているところであります。

来年度は、高等学校の工業において、２名を

採用予定としております。

今後とも、社会の変化に対応した教育の充実

を図るとともに、人材確保が困難となっている

一部の教科において、外部人材の採用を積極的

に行っていきたいと考えております。

御答弁がありましたとお○重松幸次郎議員

り、教員資格を有していない教科の採用は、今

のところ、高等学校の工業・水産・福祉におい

て特別免許状を授与しているということであり

ます。

アスリートの採用については、文部科学省は

９月に、優れた知識・経験などを有する社会人

を教員として迎え入れる特別免許状制度を活用

し、外部専門人材の登用を促す新たな方策を発

表しました。10月には、教職に関心のあるアス

リートのリストを関係機関に提供したとのこと

であります。

具体的には、オリンピックやパラリンピッ

ク、聴覚障がい者の国際スポーツ大会「デフリ

ンピック」の出場経験を有するアスリートを公

立学校で任用する場合は、加配定数の対象とし

て、予算の範囲内で措置する予定となっている

ということでございます。
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教員免許を有していませんが、教職に関心の

あるアスリートのリストは、競技団体などの協

力を得て文部科学省が作成し、競技種別や指導

経験、希望勤務地などを記載しており、アス

リートを対象とした特別選考の実施検討などを

採用側に呼びかけているようです。

さらに、アスリートが安心して教職に参入で

きるように、教職に重要な基礎知識や技能を学

べる研修パッケージも提供し、採用側に対し、

採用予定者に受講を奨励するように求めている

ようです。加配措置の実施に当たっては、同研

修の受講を要件としたとあります。

今後、国スポ・障スポ後の競技力向上のため

にも、アスリートの採用について御検討をお願

いいたします。

先般、県教育委員会特別支援教育課の担当者

から、知的障がいのある生徒を対象とした、令

和８年、９年に開校予定の高等特別支援学校

（仮称）の概要説明をいただきました。

県北校（延岡商業高校）、県南校（日南高

校）、県西校（都城商業高校）の高校の中に併

設するもので、県央校は中央支援学校内に新設

され、共生社会へ向けて理解・啓発を図りなが

ら、個性を輝かせて職業的に自立できる人を育

成するものと伺いました。

我が党の機関紙にも、「我が国は特別支援教

育を受ける子供が増えており、そのうち、日常

生活に必要な知識、能力を身につける特別支援

学校の在籍者は10年間で約1.2倍、主に学力に遅

れがある子供たちを対象とした特別支援学級は

約2.1倍に増加している。こうした中、本人や保

護者が普通学級を希望しても、受け入れられな

い場合もある。背景には、障がい児教育の知識

を持つ教員を確保することが難しいといった実

情がある。しかし、2006年に国連で採択された

障害者権利条約では、締約国に対し、障がい者

に健常者と同等の権利を保障することを求めて

いる。インクルーシブ教育の推進は重要であ

る」とありました。

そこで、10月に県立高等特別支援学校説明会

が行われたようでありますが、その実施状況に

ついて、教育長に伺いたいと思います。

令和８年度、９年○教育長（黒木淳一郎君）

度に開校する高等特別支援学校の説明会につき

ましては、10月下旬から11月中旬にかけて、順

次、県内４地区、６会場で開催し、小中学校や

特別支援学校の保護者や教員、福祉関係者だけ

でなく、一般の方々も含めて、全体で230名の方

に御参加いただきました。

説明会では、高等特別支援学校には高等部の

みを設置することや、職業的自立を目指す学習

として農業や福祉などの専門教科を設定し、卒

業後、一般就労で就職率100％を目指しているこ

となどを説明させていただきました。

参加された方々からは、学習内容や学校生活

に関する質問や、開校を待ち望む声が寄せら

れ、県民の方々の関心の高さと期待の大きさを

感じる説明会となりました。

すばらしい取組だと思いま○重松幸次郎議員

す。しかしながら、県央校は一般高校の併設で

はなく、みやざき中央支援学校の敷地内に新設

されることになりました。そうなりますと、健

常者である生徒との交流や、高校生とともに通

学できるという希望がかなえられないのではな

いかと思います。

令和９年度に開校する県央地区の高等特別支

援学校における共生社会に向けた取組につい

て、教育長にお伺いします。

県央地区に設置す○教育長（黒木淳一郎君）

る高等特別支援学校におきましても、他の３地
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区に設置する学校と同様、近隣の高校と計画的

に行事や学習を行い、生徒同士が互いに学び合

う中で、互いの理解を深め、共生社会に向けた

自然な交流が実現できると考えております。

また、県央地区の教育資源を生かし、企業と

の連携はもとより、隣接する公共施設や交通機

関における体験的な学習や、新校舎に設置する

交流スペースでの販売実習など、多様な学習活

動の展開を検討しております。

今後、開校に向けて、準備委員会等で検討を

重ね、共生社会の実現に向けた取組を具体化し

てまいります。

それではよろしくお願いい○重松幸次郎議員

たします。

最後の質問になりました。

先日、みやざき被害者支援センターの設立20

周年記念フォーラムに行ってまいりました。基

調講演では、23年前の平成13年に大阪教育大学

附属池田小学校で殺人事件が発生し、８人が死

亡、多くの重軽傷者の被害が出た犯罪事件で、

当時小学校２年生だった我が子を亡くされた被

害者御遺族の方による講演を伺ってまいりまし

た。その内容につきまして詳しくは申しません

が、犯罪被害者支援につきましては、これまで

多くの議員が質問されております。

犯罪被害者、その家族に対する支援は重要だ

と考えますが、県として犯罪被害者等支援にど

のように取り組んでいるのか、知事にお伺いし

ます。

誰もがある日突然、犯○知事（河野俊嗣君）

罪に巻き込まれ、体や心に深い傷を負う可能性

がある中、犯罪被害から早期に回復し、生活を

再建するためには、社会全体で犯罪被害者等を

支えていくことが重要であります。

このため県では、令和３年に犯罪被害者等支

援条例を制定するとともに、令和４年に基本計

画を策定し、「犯罪被害者等支援のための体制

整備」や「犯罪被害者等を支える地域社会の形

成」などを重点課題に位置づけ、各種施策を推

進しております。

具体的には、県職員や市町村職員に対する研

修等を通じた体制整備を図るとともに、各種相

談窓口での対応や県営住宅への優先入居、さら

には、広報啓発等を通じた地域社会の理解増進

等に取り組んでおります。

今後とも、犯罪被害者等の声にしっかりと耳

を傾け、国や市町村、関係団体とも連携し、途

切れない支援を提供することで、犯罪被害者等

を共に支え合い、誰もが安心して暮らせる社会

の実現に取り組んでまいります。

準備しておりました質問は○重松幸次郎議員

全て終了いたしました。丁寧な御答弁をいただ

き、誠にありがとうございました。以上で終了

させていただきます。（拍手）

以上で午前の質問は終わり○野﨑幸士副議長

ます。

午後は１時再開、休憩いたします。

午前11時44分休憩

午後１時０分再開

休憩前に引き続き会議を開き○濵砂 守議長

ます。

次は、前屋敷恵美議員。

〔登壇〕（拍手） 日本共産○前屋敷恵美議員

党の前屋敷恵美でございます。本日は、多くの

皆さんの傍聴、ありがとうございます。

質問に入ります前に、一言、10月27日に投開

票が行われた総選挙の結果は、国会の状況を大

きく変え、少数与党が政権を担うという状況が

つくられました。大局的に見れば、国民が自民
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党政治に代わる新しい政治を模索し、探求す

る、新しい政治プロセスが始まったことを示す

ものと言えます。

政治の新たな激動の下で、今後、企業・団体

献金の禁止、紙の健康保険証の存続、選択的夫

婦別姓、学費値上げストップなど、国民の切実

な願いに応えるか否かが各党に鋭く問われるこ

とになり、政治を前向きに動かす可能性も大き

く開かれてくると確信いたします。

国の政治のありようが国民の暮らしを左右す

るだけに、我が党は、「国民が主人公」の政治

の実現に向けて、政治を前に動かすために奮闘

することを表明するものです。

それでは、通告に従い一般質問を行います。

まず最初に、知事の政治姿勢から伺います。

今年10月11日、ノルウェー・ノーベル委員会

は、2024年のノーベル平和賞を日本原水爆被害

者団体協議会（日本被団協）に贈ることを発表

しました。このことは、核兵器のない世界を願

う全ての人々に、限りない励ましと勇気を与え

ています。

アメリカの原爆投下による、この世の地獄を

辛うじて生き延びた被爆者は、その後、国の援

護もなく放置され、後遺症、差別や経済的苦難

を強いられました。日本被団協は、「自らを救

うとともに、自分たちの体験を通して再び被爆

者をつくらない。人類の危機を救おう」と1956

年に結成されました。

「核戦争起こすな、核兵器なくせ」「原爆被

害者への国家補償」を掲げて、被団協結成か

ら68年、連綿として核兵器廃絶に向けて国内外

で続けてきた長年の草の根運動、被爆の実相を

語る証言活動が、「核兵器が二度と使われては

ならないということを身をもって示してきた」

と高く評価されての平和賞受賞です。実に被爆

から79年です。

知事は、この日本被団協のノーベル平和賞受

賞をどのように受け止めておられますか、お聞

かせください。

あとの質問は質問者席から行います。（拍手）

〔降壇〕

〔登壇〕 お答えしま○知事（河野俊嗣君）

す。

日本原水爆被害者団体協議会のノーベル平和

賞受賞は、被爆者の思いや経験を通じて「核の

タブー」の確立に貢献するなど、被爆者の皆様

の長年にわたる地道な取組が世界に認められた

あかしであり、心からお祝いを申し上げます。

また、本県におきましても、被害者の会をは

じめ関係者の皆様が、若い世代への継承活動な

どに熱心に取り組んでこられたことに対し、深

く敬意を表します。

世界各地の紛争の激化により、核兵器の脅威

が高まる中、唯一の戦争被爆国である日本の団

体が平和賞に選ばれたことは、大変意義深いこ

とであると考えております。

私も広島県出身として、被爆者の記憶や「核

兵器は二度と使われてはならない」という思い

を次の世代へ確実に引き継いでいくことが、今

を生きる私たちの使命であり、何よりも大切な

ことであると強く感じております。以上であり

ます。〔降壇〕

今、世界には、約4,000発の○前屋敷恵美議員

核弾頭が配備されていると言われております。

ロシアが核使用の威嚇を繰り返し、他の核保有

国も核抑止力の強化を進める下で、核使用の危

険な状況にあると言えます。

こうした中、国連で採択された核兵器禁止条

約は、既に2021年１月、国際条約として発効さ

れ、現在、73か国が批准して、核戦争につなが
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る核兵器をなくす平和の運動は、世界の大きな

うねりになっています。今回の平和賞の受賞

で、それはさらに強まっていくというふうに思

います。このことからしても、日本は唯一の被

爆国として、核兵器廃絶の先頭に立つべきと思

います。

しかしながら、いまだに日本政府は、核兵器

禁止条約に背を向け続けて、署名も批准もして

おりません。締約国会議へのオブザーバー参加

すらしておりません。知事はこの日本政府の姿

勢をどのように見ておられますか。広島県御出

身の知事であればこその思いをお聞かせいただ

きたいと思います。

日本政府は、核保有国○知事（河野俊嗣君）

が参加していないこと等から、核兵器禁止条約

を批准しておりませんが、安全保障を確保した

上で、核保有国を関与させるよう努力しなが

ら、「核兵器のない世界」の実現に向けて取組

を進めていく方針であります。

我が国は、唯一の戦争被爆国として、核軍縮

の進展に向けて世界をリードしていく責任があ

ります。今回の受賞が大きな後押しとなり、核

軍縮に向けた現実的かつ実践的な取組が、これ

まで以上に力強く進められることが大切である

と考えております。

県としましても、平和で安心して暮らせる社

会の構築に向け、戦争や原爆の記憶、被爆者の

思いや平和の尊さを次の世代に引き継ぐ取組を

今後とも進めてまいります。

日本は今、非核国と核保有○前屋敷恵美議員

国の橋渡しを掲げております。しかし、核保有

国に対しては、究極的に廃絶する努力を求めて

いるだけにすぎません。日本政府のこうした姿

勢や道理のなさは、世界からも大きく批判され

ているところであります。

日本政府は、先ほど知事も申されましたが、

核兵器廃絶に向けて世界をリードする責任があ

ると思いますし、責務だというふうに私も思い

ます。人道上も許されない核兵器使用を現実の

ものにさせないためにも、核兵器禁止・廃絶の

国際世論と行動が求められております。日本政

府が臆することなくこの道を進むことを求め続

けていきたいと思います。

では、次に移ります。現行の保険証、紙の保

険証の存続についてです。

政府は、12月２日をもって現行（紙）の健康

保険証の廃止を行い、マイナンバーカードにひ

もづけをしたマイナ保険証へ一本化するとして

いますが、現行の健康保険証を残してほしいと

の要望や世論は今大きく高まっています。

全国の地方議会では、38都道府県の222議会が

既に保険証の存続を求める意見書を採択してお

り、さらに、さきの９月議会でも、25議会が意

見書採択と広がっています。

今年９月時点のマイナ保険証の利用率は、全

国で13.87％にとどまっております。宮崎県の状

況はどうでしょうか、福祉保健部長、お聞かせ

いただきたいと思います。

本県におけ○福祉保健部長（渡久山武志君）

るマイナ保険証の令和６年10月の利用率は17.78

％であり、全国平均15.67％を2.11ポイント上

回っております。

政府は、マイナ保険証の登○前屋敷恵美議員

録や利用率を上げることに相当エネルギーを使

い、税金を費やして取り組んでいるはずですけ

れども、思うようには進んでいないというのが

今の現状です。

宮崎県でも利用率は２割に届かない状況です

が、この利用率が伸びない原因をどのように考

えておられるでしょうか。福祉保健部長、お願
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いします。

利用率が伸○福祉保健部長（渡久山武志君）

びておりません原因につきましては、これが新

しい仕組みであり、県民の皆様の間にまだ十分

な理解が浸透していないことや、現行の保険証

も利用可能であることなどの理由によるのでは

ないかと推測いたしております。

マイナ保険証をめぐるトラ○前屋敷恵美議員

ブルは依然として多く、全国で５月以降だけで

も約７割の医療機関でトラブルが発生したとの

調査結果が出ています。

マイナ保険証を読み取るカードリーダーで顔

認証ができない、通信回線が途絶えてオンライ

ン資格確認ができない、氏名や住所の一部が黒

丸で表示されるなどなどです。医療機関では、

こうしたトラブルを持ち合わせていた現行保険

証で資格確認したという報告もあります。

政府は、このトラブル対策として、今新たに

９種類もの資格確認方法を追加いたしました。

このことで、医療現場の大混乱は必至だという

ふうに私は思います。こうしたトラブルとその

対応に、医療機関や利用者から不安の声が上が

るのは当然ではないでしょうか。

こうしたトラブルが私は県内でも起きている

と思いますが、どんなトラブルが県内で起きて

いるのか、なぜそういったトラブルが起きるの

か、把握しておられるものをお聞かせいただき

たいと思います。福祉保健部長、お願いしま

す。

県にトラブ○福祉保健部長（渡久山武志君）

ルを報告する仕組みがございませんので、県内

の国民健康保険直営診療施設の一部から聞き

取った範囲でございますが、通信が正常に実施

できなかった事象のほか、氏名の旧字体や自己

負担割合が適正に表示されない事例があったと

伺っております。

原因としましては、機器の不具合や通信障害

によるもののほか、資格情報のシステム反映に

係るタイムラグではないかと伺っております。

マイナンバーのひもづけの○前屋敷恵美議員

誤りをはじめ、マイナ保険証をめぐる様々なト

ラブルが多発する中で、保険証廃止の弊害が今

明らかになっていると思います。

マイナンバーカードと保険証の一体化による

マイナ保険証は、５年ごとの更新が必要とされ

ています。また、マイナ保険証を持たない人に

は、資格確認書が送付されるということのよう

ですが、継続するには毎年の更新手続が必要に

なると聞いています。

この更新や申請の手続を忘れたり怠ったりす

ると無保険証の状況となり、保険料を払ってい

ても医療が受けられなくなってしまうのではな

いか、こうした心配の声が寄せられています。

こうなりますと、国民皆保険制度そのものが損

なわれるということになると思います。

こうした事態は絶対に避けなければならない

と思いますが、どのように対応されるのでしょ

うか。まず、マイナ保険証の取扱いについての

方策をお聞かせください。福祉保健部長、お願

いします。

電子証明書○福祉保健部長（渡久山武志君）

の有効期限前後のそれぞれ３か月間は、保険医

療機関等のカードリーダーの画面に更新手続を

促すアラートが表示されますほか、電子証明書

の有効期限が切れても、３か月間は引き続きオ

ンライン資格確認が可能となっております。

また、有効期限が切れてから３か月経過する

前に、保険者から職権で資格確認書が交付され

ますので、切れ目なく保険医療機関で受診する

ことが可能となります。
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では次に、現行の保険証の○前屋敷恵美議員

廃止後、マイナ保険証を持たない人、資格確認

書の取扱いについてお伺いしたいと思います。

福祉保健部長、お願いします。

現行の保険○福祉保健部長（渡久山武志君）

証は、その保険証の有効期限までの間、最長１

年間使用できますが、マイナ保険証をお持ちで

ない方に対しては、その有効期限が来る前に、

申請することなく、各保険者から資格確認書が

交付されることになっております。

この資格確認書は、各保険者が５年以内の有

効期限を設定することになっておりまして、そ

の有効期限が切れる前に新しい資格確認書を交

付いたしますので、引き続き保険医療機関等で

受診することができます。

いずれにいたしましても、○前屋敷恵美議員

自治体の負担、手間というのは大いにかかって

くるということが想像されると思います。

政府は、不安払拭の措置を取ったので、予定

どおり健康保険証を廃止するとしていますが、

マイナ保険証のトラブルは今でも起きておりま

す。国民の多くが現行保険証の原則廃止に不安

を感じております。こうしたトラブルや不合理

は、単に利用者や医療機関だけでなく、自治体

や関係保険者の負担にも大きく関わってまいり

ます。こうした状況の中で、現行保険証を廃止

することに道理があると言えるでしょうか。私

は無謀だというふうに思っています。

多くの国民、県民が、保険証は残してほし

い、現行保険証とマイナ保険証の二本立てで

行ってほしいと言われています。ここは一旦立

ち止まって、現行保険証廃止は撤回すべきでは

ないかと思います。

現行保険証の廃止を見直すよう、知事は国に

進言すべきではないでしょうか。今からでも決

して遅くはありません。知事のお考えをお聞か

せください。

マイナ保険証につきま○知事（河野俊嗣君）

しては、より正確なデータに基づく、よりよい

医療の提供につながる、また利用者の利便性に

資するなど、多くのメリットがある一方で、マ

イナ保険証に関する情報が十分に浸透していな

いことなどから、利用が進んでいない現状、ま

た様々な課題等もあると認識しております。

マイナ保険証を持たない方も、資格確認書が

漏れなく交付されますことから、従来どおり必

要な医療を受けていただくことができますの

で、県としましても、今後とも、様々な媒体を

通して、県民の皆様への丁寧な広報活動を行っ

てまいります。

また、国に対しては、情報セキュリティー対

策を徹底し、安心してサービスを利用する環境

を整えるよう、引き続き全国知事会等を通じて

要望してまいります。

利便性も大いにあるという○前屋敷恵美議員

知事の御意見ですけれども、しかし、マイナン

バーカードをめぐる混乱は今深まるばかりで

す。本来、任意であるはずのマイナンバーカー

ドの取得が、このマイナ保険証一つを取っても

半ば強制的になろうとしています。

なぜ政府がこうも固執するのか。そもそもこ

のマイナンバー制度導入の背景には、政府が国

民の所得・資産、税・保険料負担、社会保障給

付を一体的に把握して、徴税強化と給付削減を

視野に入れたものであるからだと思います。ま

た、財界や特定企業も、この大量の個人情報を

ビジネスに利用しようと要求しています。今後

さらにデジタル化とマイナンバーカードへの一

元化が図られることは必至です。

しかし、マイナンバー制度で政府が国民一人
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一人に番号をつけ、他分野の個人情報をひもづ

けして利用できるようにすること自体、プライ

バシー権の侵害の危険を招く重大な問題です。

真のデジタル化やＩＴ利用を推進する上でも、

何より国民が安心して利用できるようにするこ

とが大前提だと思います。現行保険証の廃止、

マイナ保険証の強要をやめ、現行保険証の存続

を強く求めるものです。知事もぜひこの立場に

立って御努力いただくことを強く求めたいと思

います。

次に入ります。

次に、ケア現場の諸課題について、まず、医

療現場の現状と対策について伺います。

医療現場は、厳しいコロナ禍を乗り越え、新

型コロナウイルス感染症が５類に移行したもの

の、依然として感染症対策の強化は必要とされ

ており、そのための経費と人手は大きな負担と

なっています。

2024年度の診療報酬改定が行われましたが、

本体改定率0.88％と厳しい改定で、医療経営の

実態や現在の物価高騰にはとても見合わないも

のであり、特に中小の民間病院や診療所の経営

は厳しさを増しております。

厚生労働省の医療経済実態調査でも、赤字法

人は約25％を占めており、医療法人の施設数約

４万件のうち１万件が赤字経営で、実態は数字

以上に厳しいと見られています。倒産や休廃業

・解散も増えており、このままでは地域医療の

存続が危ぶまれています。

こうした実態は県内においても現れているの

ではないでしょうか。県はどのように把握し、

認識しておられますか。福祉保健部長、地域医

療の実態をお聞かせください。

診療報酬に○福祉保健部長（渡久山武志君）

つきましては、公定価格でありますため、電気

やガス等のエネルギー価格などの物価高騰や人

件費の増を直接価格転嫁できない性質を有して

おります。

医療関係団体との意見交換などでは、物価高

騰や医師・看護師の不足による人件費上昇の懸

念などを伺っておりまして、医療機関の経営状

況が厳しい局面にあると認識しております。

医療現場は、医師不足はも○前屋敷恵美議員

ちろんですが、今、部長も言われたように、看

護師不足も深刻で、待遇改善は喫緊の課題であ

ります。しかし、厳しい医療経営の中での処遇

改善は困難だと訴えられています。

看護師の厳しい労働条件の下での看護は、看

護師の方々の身体にも、また患者さんにも影響

が及ぶことになります。県は、こうした実態を

どのように受け止め、どう対応しようとしてお

られるのかを伺います。

また県は、地域医療を守るためにも、医療現

場・医療機関の実態を把握して、国に対して、

診療報酬の再改定、そして財政支援措置を図る

よう求めることが必要ではないかと思います。

しかし、国が実行に至らない間は、県民の医

療を受ける権利保障のためにも、医療機関の存

続・維持のために、県の一定の財政支援も必要

ではないかと思いますが、県の考え方を伺いた

いと思います。福祉保健部長、お願いします。

これまで県○福祉保健部長（渡久山武志君）

では、国の重点支援地方交付金などを活用いた

しまして、物価高騰などの負担を軽減するため

に、医療機関に対する支援を実施してまいりま

した。

国が先般、閣議決定いたしました総合経済対

策では、物価高に大きく影響を受ける医療機関

を含む事業者等を支援するため、再び重点支援

地方交付金の活用が打ち出されたところであ
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り、今後の補正予算審議の状況を注視してまい

りたいと考えております。

ぜひそういった予算も含め○前屋敷恵美議員

て、医療機関がしっかりと地域医療を担えるよ

うな、そういう方策を徹底していただきたいと

思います。

また、引き続く新型コロナウイルス感染症対

策を行う医療従事者に対して、抗原検査キット

の配布やワクチン接種についての財政支援が必

要かと思います。まずは、医療現場をしっかり

支えることが重要であると考えるからです。こ

うした支援について、どのようにお考えでしょ

うか。福祉保健部長、お願いします。

新型コロナ○福祉保健部長（渡久山武志君）

への対応は、５類感染症移行後も、医療機関へ

の支援を継続しながら、段階的に通常の医療提

供体制へと移行いたしまして、本年４月の完全

移行に伴い、医療機関への支援が終了したとこ

ろであります。

新型コロナは、今後も周期的に流行を繰り返

すことが予想され、新たな感染症危機にも備え

ていく必要があります。

このため県では、本年度の新規事業におきま

して、感染症対応を行う人材の育成や、医療機

関の設備整備への支援に取り組んでおります。

しっかりと地域医療を守る○前屋敷恵美議員

ために尽力いただきたいと思います。県民の命

と健康、暮らしを守ることは、地方自治体の責

務です。命を守るとりでを支えることは、何よ

り重要なことだというふうに思います。県の十

分な対応を求めていきたいと思います。

次に、訪問介護の報酬引下げに伴う介護事業

所の現状と対策について伺います。

介護事業者の今年１月から10月の倒産件数が

過去最多を記録し、そのうちの半数を訪問介護

が占めていると、これは東京商工リサーチが公

表いたしました。

東京商工リサーチは、ヘルパー不足や燃料代

などの運営コスト上昇に加え、2024年の介護報

酬マイナス改定の影響が出ている可能性がある

と分析しています。また、リサーチ社は、効率

化が進む大手と小規模・零細事業者との格差が

広がっているとして、国や自治体の本格的な指

導、また支援がなければ、小・零細事業者の淘

汰が加速する可能性が高いと指摘して、このま

までは介護事業者の倒産に歯止めがかからず、

全国で介護難民の発生が現実味を帯びていると

警鐘を鳴らしています。

私は、さきの９月議会の決算審査の質疑

で、2023年度の介護事業所の実態をお聞きいた

しましたが、４月の訪問介護の基本報酬引下げ

以降の県内の状況をお聞かせください。福祉保

健部長、お願いします。

県内の訪問○福祉保健部長（渡久山武志君）

介護従事者の平均賃金及び年齢等につきまして

は、厚生労働省が行いました令和５年賃金構造

基本統計調査によりますと、毎月の給与額の平

均は27万2,600円、平均年齢は51歳です。

また、訪問介護事業所の数は、令和６年４月

１日現在で461件、令和６年10月末現在で、２件

減少して459件となっております。

訪問介護は、ホームヘル○前屋敷恵美議員

パーの賃金が全産業平均より月６万円低いと言

われ、有効求人倍率10数倍の人手不足です。そ

こへ政府が４月から訪問介護の基本報酬を引き

下げたことが大打撃となっています。

この訪問介護報酬引下げの影響について、宮

崎県民主医療機関連合会による県内の訪問介護

事業所に向けたアンケートが集約されておりま

す。紹介したいと思います。
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事業所からは、「基本報酬の引下げに納得で

きない（96.3％）」「経営状況は悪化する

（57.4％）」「事業継続が困難になる（16.7

％）」「人材は充足していない（57.4％）」な

どなどです。

この人材不足については、「求人を出しても

応募がない。今回の報酬改定で拍車がかかりそ

う」「訪問介護は敬遠され、新たな人材確保が

困難。ヘルパーさんの半数が65歳以上で、いつ

退職されるか分からない」「人材不足のため、

利用者の新規受入れができない」などなどで

す。

今回の報酬改定についての意見や要望につい

ては、「今回の引下げは、在宅介護は不要なの

かと受け取れる改定であり、全く地方の実情が

分かっていない」「訪問介護の需要は増えてい

るのに、人が足りていない状況で報酬を下げる

意味が分からない」「売上げが上がっている大

企業と、当事業所のように極小規模企業を一緒

にしないで、分けて考えてほしい」「現場の声

を聴いてほしい」「現場のことを分かっている

人が協議してほしい」「報酬改定は、在宅介護

をベースにしたはずの国の方向性が大きく覆っ

た瞬間だった。訪問介護の人材不足解消は、国

民の命を守るために必要である。どれだけの犠

牲が出るかは明白だ」「介護報酬を上げてほし

い」などなど、アンケートの回答は切々と訴え

ておられます。全てを紹介したいほどです。

まさにヘルパー不足は深刻で、そこにきて訪

問介護報酬のマイナス改定は、低賃金と高齢化

に拍車をかけることになると危惧いたします。

先ほど部長がお答えになりました、宮崎県は

そこまで心配ないと言われているように聞こえ

ましたが、今紹介した当事者、現場の声が示す

ように、早晩、在宅介護が守れなくなる事態は

避けられなくなるのではないでしょうか。

訪問介護報酬のマイナス改定の及ぼす影響を

どのように見ておられるのか、県としてはどう

対応するおつもりなのか、今後を見据えて、福

祉保健部長、お願いいたします。

令和６年度○福祉保健部長（渡久山武志君）

の報酬改定では、処遇改善加算の引上げが行わ

れました一方で、訪問介護の基本報酬が引き下

げられました。

全国の事業所の平均的な経営状況に基づいた

改定ではありましたけれども、中山間地域など

条件不利地域を多く抱えます本県の訪問介護事

業所の皆様にとりましては、厳しい内容であっ

たと受け止めております。

今、部長がおっしゃいまし○前屋敷恵美議員

たけれども、アンケートの中にもそういったこ

とが書かれておりました。「介護報酬を引き下

げ、処遇改善加算を上げても何もならない。報

酬が下がれば、事業主をはじめ、従業員に還元

することも難しくなる」と、国の施策に真正面

からの批判の声もあったわけです。

また、「介護の仕事はとても好きだが、赤字

が続けば事業継続は困難」と、何とか事業は続

けたいとの思いがひしひしと伝わってくるアン

ケートでした。

こうした介護保険のサービス提供体制が崩壊

の危機に瀕しているのは、介護報酬が03年度か

ら21年度に本体部分が5.74％も削減された結果

です。その上、訪問介護事業所の４割が赤字と

分かっていながら、この４月から訪問介護の基

本報酬を引き下げました。

危機を打開するには、この引き下げた報酬を

元に戻すこと、削減されてきた介護報酬の底上

げをすることがどうしても必要だというふうに

思います。さらに、国庫負担を増やすことも必
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要です。こうした国への要望を、県も介護事業

者と一体に進めるべきだと私は思いますが、知

事のお考えをお聞かせください。

訪問介護は、介護を必○知事（河野俊嗣君）

要とする方が、自宅で生活し続けるために大切

なサービスであります。

今、部長も答弁しましたように、条件不利地

域を多く抱える本県におきまして、地域の在宅

介護を支えるために、日々尽力いただいており

ます訪問介護事業所の皆様にとりまして、今回

の基本報酬引下げは、厳しい内容であったと受

け止めております。

県としましては、国に対し、介護保険制度に

おける国と地方の負担の在り方を含め、必要な

制度の改善を図ることや、訪問介護の基本報酬

引下げ等の影響を適切に検証し、必要な措置を

講じるよう、全国知事会を通じて要望している

ところであります。

今後も、高齢者が安心して暮らすことができ

るよう、住み慣れた地域で必要なサービスを受

けられる環境整備に取り組んでまいります。

ぜひその立場を貫いていた○前屋敷恵美議員

だきたいと思います。

あわせて私は、国の要望と併せて、県独自の

対策も施策も必要かと思います。今、知事も

おっしゃいましたけれども、在宅介護を支える

ことは、高齢者が住み慣れたまち、家で暮らし

たい、この思いに応えることだと思います。

そして、2000年に創設された介護保険制度が

崩壊の危機にある今、高齢者が尊厳を持って生

きていけること、誇りを持って介護したいと頑

張っておられる介護従事者の方々が安心して働

けるようにすること、このことはまさに政治の

責任だというふうに思うわけです。ぜひこうし

た立場で行政を担っていただきたい。強く要望

しておきたいと思います。

次に、いじめや不登校など、子供たちを取り

巻く現状と対策・支援について伺います。

全国の小中学校で2023年度に不登校だった児

童生徒が前年度比約４万7,000人増の34万6,482

人で過去最多を更新したと、10月31日、文科省

の調査で発表されました。高校も６万8,770人と

過去最多で、小中高を合わせて41万5,252人に上

ります。

また、小中高と特別支援学校のいじめ認知件

数も、前年度から約５万件増え73万2,568件で、

３年連続で最多を更新しております。

宮崎県の状況も全国と同じように、不登校の

児童生徒は過去最多で、いじめの認知件数も増

加しています。改めて、県内の現状を、不登

校、いじめ、それぞれについてお聞かせくださ

い。教育長、お願いします。

本年10月公表の国○教育長（黒木淳一郎君）

の調査によりますと、令和５年度の本県公立小

・中・高等学校の不登校児童生徒数は、小学校

が943人、中学校が1,680人、高等学校が400人と

なっており、全国に比べると低い割合にあるも

のの、令和４年度と比較しますと、いずれの校

種におきましても増加しております。

不登校の増加の背景として、コロナ禍以前の

生活に戻る中、子供たちを取り巻く環境が大き

く変化したことで、学校生活に対してやる気が

出ないことや、生活リズムの不調などが見受け

られたことなどが、国の調査において報告され

ております。

本県においても、コロナ禍での生活が影響を

及ぼしたのではないかと考えております。

令和５年度の本県公立学校における、いじめ

の認知件数は8,876件となっております。

いじめの認知件数につきましては、令和２年
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度以降、全国的な増加傾向の中、本県では、ガ

イドラインを用いた教職員の研修や未然防止の

取組の成果により、減少傾向にありましたが、

令和５年度は全国と同様に増加しております。

私は、昨年の11月議会でも○前屋敷恵美議員

不登校問題を取り上げさせていただきました。

学校に行けなくなった子供たちの立場に立った

支援について、フリースクール等が果たしてい

る役割の重要性などは、県教育委員会とも共有

できたと思っています。そして、その役割、活

動が継続されるような支援が必要であることな

どを要望させていただきました。その後の取組

はどうなったのでしょうか。

しかし、それだけでは解決はできません。今

回示された数字は、前年を上回って過去最多で

す。連続して不登校もいじめの認知件数も増え

続けています。

全国の小中学校の不登校は11年連続の増加で

す。文科省は、2023年度の増加の背景には、

今、教育長もおっしゃいましたが、新型コロナ

ウイルスの感染拡大で、生活リズムが乱れたこ

とによる登校意欲低下や、休養の必要性につい

て保護者の意識が変化したことなどを挙げてお

られますが、そんな単純なものではないと私は

思います。県も同じ見解なのでしょうか。

県としては、どのように原因を把握・分析し

て、対応しようとしておられるのか、対応策を

伺いたいと思います。教育長、お願いします。

不登校やいじめが○教育長（黒木淳一郎君）

増加していることにつきましては、大きな課題

であると非常に重く受け止めております。

現在、県教育委員会では、様々な悩みや不安

を感じている児童生徒一人一人の気持ちに寄り

添えるよう、スクールカウンセラー等の全校配

置や、ＳＮＳを活用した相談窓口の開設など、

教育相談体制の強化を図るとともに、不登校対

策の拠点として、県教育支援センター「コネク

ト」を設置したところであります。

今後は、未然防止に一層力を入れ、全ての児

童生徒が楽しいと実感できる魅力ある学校づく

りを推進するとともに、宮崎県いじめ問題子供

サミットを市町村教育委員会と連携しながら地

域ごとに開催するなど、これまでの取組をさら

に進めてまいります。

今、教育長のほうからも、○前屋敷恵美議員

原因の分析、そして対応策をお話しいただきま

したけれども、しかし私は、もっと根本的な原

因を探り、つかまなくては、その解決にはなら

ないんじゃないかと思っています。

子供の不登校が増えている、より根底的な背

景には、全国学力テストなど、過度の競争と管

理の教育が学校現場に押しつけられてきた問題

などがあるのではないでしょうか。

教育を競争と管理でゆがめたままでは、不登

校は増えるばかりだというふうに思います。こ

のことは、国連の子どもの権利委員会から、幾

度となく日本政府に勧告が出されていることか

らも明らかです。

子供たちが学ぶことを喜び、通いたくなる学

校、教育長もおっしゃいましたが、そうするた

めには、まず競争と管理の教育を見直すことか

ら始めることが必要だと思います。同時に、不

登校の子供たちが安心して生活し、学べるため

の取組が重要です。

子供の安心して休む権利、自分らしく生きら

れる権利を大切にすること、子供と親が相談で

きる窓口の拡充を図ること、子供の居場所とし

ての公的な施設の拡充、今コネクトができてお

りますけれども、これをもっと拡充することが

必要だと思うわけです。
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フリースクール・フリースペースなどをきち

んと認めて、公的支援を行う等々、ほかにも教

職員が子供たちとしっかり向き合える手だてを

取ることなど、取り組むべきことは本当にたく

さんありますが、これからの大きな課題だとい

うふうに思っています。

全ての子供たちに豊かな子供時代が保障でき

るよう、真剣に取組を進めていただくことを求

めたいと思います。もちろん、私たちにも課せ

られた課題であることは言うまでもないことで

す。

次に、精神障がい者の医療費助成について伺

います。

障害者基本法では、身体障がい、知的障が

い、精神障がいの３障がいを一元化して、共通

した制度で医療費助成を提供することを規定い

たしております。

ところが、重度心身障がい者・児医療費助成

制度については、身体・知的障がいの両障がい

とも、全ての診療科を受診する際に助成されて

おりますけれども、精神障がい者は自立支援医

療制度で、精神科への通院・受診のみの助成と

なっています。

本来、国が障害者基本法にのっとり、３障が

いに差別なく医療費補助を実施することが当然

なのですが、これまで自治体独自の取組に委ね

られているのが現状です。

しかし、全国ではこの取組が進んでおり、昨

年４月時点で、精神障がい者への医療費助成が

ないのは全国で９府県、九州では宮崎と鹿児島

だけでしたけれども、鹿児島では近く実施する

ことが決まったというふうに聞いています。

精神疾患は、発達障がいやひきこもり、うつ

病、統合失調症など、近年その数は増加の傾向

であり、精神障がい者の多くは障害年金に頼る

生活です。身体に関わる病気は早めの手当てが

大事です。ぜひ、宮崎県でも自治体との協議を

進めていただき、実施してほしいと思います

が、県の考えをお聞きいたします。福祉保健部

長、お願いします。

重度障がい○福祉保健部長（渡久山武志君）

者・児医療費公費負担事業は、障がいのある方

の健康と福祉の向上を図る上で、重要な事業で

あります。

当該事業では、現在、精神障がいのある方へ

の助成は対象外としておりますが、実施主体で

ある市町村に対するアンケート調査や意見交換

などを行いながら、対象範囲の拡大について検

討を進めております。

ぜひ県も決断していただい○前屋敷恵美議員

て、安心して生活できる、そういう状況をつ

くっていただきたいと思います。ぜひ御努力を

お願いいたします。

最後になりますが、様々な要因で肺の機能が

低下して、酸素補給が欠かせない方々への支援

について伺います。

日常生活において、酸素の補給が欠かせない

というのは大変な御苦労です。経済的な問題と

ともに、特に災害のときの心配が大きいと言わ

れます。今利用している酸素ボンベの供給が保

障されるのだろうか、また、停電ともなれば酸

素補給の機材が使えなくなる、電源の確保はど

うなるのだろうかということです。酸素の補給

ができないということは、命に関わる問題で、

心配は尽きません。

こうした点で、日常生活及び災害時の対応に

ついて、県としての手だて、支援策を伺いたい

と思います。福祉保健部長、お願いします。

酸素吸入な○福祉保健部長（渡久山武志君）

ど医療的ケアが必要な障がい児・者にとりまし
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て、非常時における電源の確保が必要不可欠で

あり、近年、持ち出しが容易なポータブル蓄電

池の需要が高まっております。

このような蓄電池は、一定の費用がかかり、

定期的な買換えも必要でありますことから、個

人での購入は負担が重く、現在、県内18の市町

村において、障がい者の日常生活用具として、

一部自己負担による給付を行っております。

災害時の対応、ポータブル○前屋敷恵美議員

蓄電池など支援策はあるということですが、ぜ

ひその施策をこういった障がいを持たれている

方々に知らせてほしいと思うんです。最近の地

震や大型台風など気候変動の中で、様々な事態

を想定した対応が求められます。県民の安心と

安全を保障するためにも、日頃から、様々な施

策、対応策について広報・周知を図ることを求

めたいと思います。よろしくお願いいたしま

す。

以上で質問は終わりますが、今回は医療・福

祉・教育について質問させていただきました。

県民の安心できる暮らし、子供たちの現在と未

来をしっかりと守れる施策を進めていただくこ

とを再度お願いし、求めまして、質問を終わり

たいと思います。ありがとうございました。

（拍手）

次は、安田厚生議員。○濵砂 守議長

〔登壇〕（拍手） こんにち○安田厚生議員

は。宮崎のひなた、安田厚生です。どうぞよろ

しくお願い申し上げます。通告に従いまして質

問させていただきます。

先月、常任委員会で県外調査を行いました。

東京都港区にあるソフトバンク株式会社に伺

い、ペーパーレス化、ＤＸ化を活用した働き方

改革について学ばせていただきました。

その調査の中で、宮崎担当職員、日向の担当

職員だったんですが、その方が「宮崎は本当に

観光によいところですね」というお話をしてく

ださいました。「南国というイメージが大変似

合う、すてきなまちだ」ということでありまし

た。しかし、宮崎のＰＲを聞いてみますと、

「宮崎の観光ＰＲは東京では感じられない」と

いうお話をしてくださいました。

宮崎県は様々な観光ＰＲに取り組んでいると

ころでありますが、全国にはＰＲが浸透してい

ないと感じたところであります。

観光については、今週26日に、宮崎ブーゲン

ビリア空港発着の国際定期便「宮崎－台北線」

が約４年９か月ぶりに再開いたしました。おめ

でとうございます。

台湾には、歴史、文化、おいしい料理や多く

の人でにぎわう夜市など、すてきな観光地がた

くさんあり、楽しいところであります。私は日

台友好議員連盟の役員を６年間させていただい

ておりますが、まだ台湾には行ったことがあり

ません。ですから、今回は、韓国からの誘客に

ついてお伺いしたいと思います。

来月18日から、韓国のアシアナ航空が運航す

る宮崎－ソウル線が、週７往復でデイリー運航

へと増便されます。今回の増便には大きな経済

効果が見込まれています。

県はこれまでにも増して宮崎の観光ＰＲを強

く進める必要があると思いますが、そこで、韓

国からのインバウンド対策について、今後どの

ように取り組んでいくのか、知事にお伺いいた

します。

以上で壇上からの質問といたします。残りの

質問は質問者席から行います。（拍手）〔降壇〕

〔登壇〕 お答えしま○知事（河野俊嗣君）

す。

本県のインバウンド誘致にとりまして、直行
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便を有する韓国は、最も重要な市場の一つであ

ります。先月、濵砂議長や経済団体の関係者と

ともに、アシアナ航空本社を訪問し、ウォン社

長に対し直接、今回の増便に対する感謝の思い

を伝えたところであります。

昨年９月のソウル線再開以降、ゴルフを中心

に韓国からの観光客が増加し、本県のインバウ

ンドは徐々に回復傾向にありますが、まだコロ

ナ禍前の水準には届いておらず、増便を契機と

して、ゴルフ以外の一般観光も含めた韓国から

のさらなる誘客拡大が必要であります。

また、韓国で受けた説明によりますと、今、

長引く円安の状況もあります。さらには、今、

韓国国民の対日感情が過去最もよい状況にある

ということで、韓国からのインバウンド誘致は

今が大きなチャンスにございます。

このため県では、増便決定以降、現地旅行会

社向けの観光セミナーの開催に加え、テレビ

ショッピングによる旅行商品の販売ＰＲや旅行

博への出展等を通じて、本県の強みである自然

や食などの魅力について、幅広くプロモーショ

ンを展開してまいりました。

今後も、旅行会社向けの送客支援の実施によ

る旅行商品の販売促進や、インフルエンサーを

活用した情報発信の強化など、集中的に対策を

講じながら、韓国からの誘客を促進してまいり

ます。以上であります。〔降壇〕

今回の増便には、円安による○安田厚生議員

インバウンド需要に加え、好調なゴルフ需要が

見込まれています。部会で宮崎－ソウル線の調

査を行った際、韓国から帰り着いたブーゲンビ

リア空港には、100を超える数のゴルフのキャ

ディーバッグが並んでおりました。韓国のゴル

フブームに大変驚いたところでございます。

インバウンドの増加は、観光産業の本県経済

に大きな波及効果をもたらすもので、期待して

いるところであります。

また、アウトバウンド向けには、県民の皆様

に気軽にソウル旅行を楽しんでいただくため、

「おしえて！みやざき」でソウルの人気スポッ

トを紹介する特集番組を放送したり、パスポー

ト取得の際に、宮崎空港発着の国際線を利用す

る全ての宮崎県民を対象に、パスポート取得費

用を助成しております。

そこで、県民が韓国へ旅行に行くアウトバウ

ンドも増やしていく必要があると思いますが、

県民パスポート取得支援の実績と、ソウル線の

アウトバウンド促進の取組について、総合政策

部長にお伺いいたします。

県民パス○総合政策部長（重黒木 清君）

ポート取得支援は、アウトバウンドの促進を図

るため、宮崎空港の国際線を利用する県民に取

得費用を補助するもので、本年度の申請者数

は10月末で1,274人であり、年度初めから大きく

増加してきております。

国際線の安定した運航には双方向の利用が重

要であるため、パスポート取得支援のほか、グ

ループ交流支援などの補助制度や、メディア等

を活用した路線ＰＲ等により、県民等の利用促

進を図っております。

また、ソウル線では、冬季の韓国からのゴル

フ需要が高く、夏季の利用が落ち込む傾向にあ

ることから、今年は、個人旅行への支援の創設

やグループへの追加支援など、夏季のアウトバ

ウンド対策に取り組み、例年より多くのアウト

バウンド利用につながったところであります。

県としましては、引き続きこのような取組を

進め、ソウル線の維持・充実に努めてまいりま

す。

アウトバウンドも増えてきて○安田厚生議員
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いる状況であります。県民の皆様のさらなる利

用が鍵を握るものと考えております。

パスポート取得の支援を受けられている方々

は1,274名と聞きましたが、リピーターになって

いただきたいと思います。ソウルへの観光に加

え、ビジネスでも積極的に活用していただくこ

とを期待しています。

次に移ります。

経済産業省は新しいエネルギー基本計画

で、2030年度に36％から38％としています再生

可能エネルギーの割合を、2040年度の時点でさ

らに引き上げ、初めて化石燃料による火力を上

回る最大の電源とするシナリオを示す方向で検

討していることが分かりました。

こうした課題の解決策として期待されている

のが、ペロブスカイト太陽電池と浮体式による

洋上風力です。

風力は、火力に比べ二酸化炭素の排出量が少

なく、地球温暖化対策にも効果があり、特に洋

上風力は、再生可能エネルギーの中でも発電量

が比較的安定しているようです。大規模に開発

されれば、発電コストは火力並みになり、経済

性も確保できると見込まれています。

洋上風力発電の導入可能性の検討について、

環境森林部長にお伺いいたします。

2050年カー○環境森林部長（長倉佐知子君）

ボンニュートラルの実現に向けて、再生可能エ

ネルギーのより一層の導入が求められる中、洋

上風力発電については、国が浮体式の実証事業

を行うなど、導入拡大に向けた検討が進められ

ております。

現在、本県には導入事例がなく、国が実施し

たポテンシャル調査によると、本県の近海は、

国のガイドラインにおいて、事業性確保の目安

とされている年平均風速毎秒７メートルを下回

る区域が多く、ポテンシャルはあまり高くない

ものと考えております。

洋上風力発電は、安定的で発電効率がよいこ

となどのメリットがある一方で、高い建設コス

トに加え、生態系や景観への影響といった課題

があることから、今後とも、国の動きを注視し

つつ、情報収集を行ってまいります。

海に浮かべる浮体式は、水深○安田厚生議員

が深い沖合でも設置が可能であります。地震に

も強いとされています。太陽光や風力は、ラン

ニングコストはほぼかからないため、今こそ再

生可能エネルギーをフルに使う時代がやってき

たなと感じているところであります。

洋上風力発電のポテンシャルが低いとなれ

ば、今はやっている柔らかい電池、ペロブスカ

イト太陽電池を推進してほしいと思っていると

ころであります。

次に、中小企業において、深刻な問題として

挙げられているのが人手不足倒産であります。

様々な業界で人手不足問題が深刻化していると

ころであります。賃上げや価格転嫁、人手不足

など厳しい経営環境に置かれ、人手不足に苦慮

する中小企業が増えている状況であります。

そこで、本県の人手不足の現状と、その解消

に向けて今後どのように取り組んでいくのか、

商工観光労働部長にお聞きします。

宮崎労働○商工観光労働部長（川北正文君）

局によりますと、本年９月の県内の有効求人倍

率は1.32倍と、111か月連続で１倍台となってお

り、依然として人手不足の状況が続いておりま

す。

県では、みやざき産業振興戦略において、若

者の県内就職や移住・ＵＩＪターンの促進等に

ついて重点的に取り組んでおり、具体的には、

県内外での就職説明会の開催のほか、ヤングＪ
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ＯＢサポートみやざきや宮崎ひなた暮らしＵＩ

Ｊターンセンター等における相談窓口の設置、

また、ふるさと宮崎人材バンクを活用した、県

外在住の求職者と県内企業とのマッチングなど

を実施しております。

今後とも、国や関係機関と連携を図りなが

ら、宮崎の将来を担う産業人材を確保するた

め、これらの取組を推進し、県内企業を応援し

てまいります。

この人手不足の紹介所は、ア○安田厚生議員

プリとかサイトとか、いろいろございますけれ

ども、かなりの手数料が発生するなど、大変問

題となっているところであります。若者たちの

仕事や働き方に対する考え方、価値観の変化も

人手不足の大きな要因の一つであります。

厚生労働省の発表によると、就職後３年以内

の離職率は、高卒で38.4％、大学卒で34.9％と

なっております。県内に就職した新規高卒者、

大卒者のうち、３年以内に離職する者の割合

は、全国に比べて高くなっているところであり

ます。

高卒採用者の離職率が高くなる原因の一つ

に、教育や研修の不足が挙げられているようで

す。また、業務についていけず、ストレスや不

安を感じることが多くなり、結果的に早期に離

職することにつながるようです。

そこで、県立高校生が就職で早期離職しない

ために、県立学校で行われている取組につい

て、教育長にお伺いいたします。

県立高校では、○教育長（黒木淳一郎君）

１、２年次に、自己理解学習や職業講話、イン

ターンシップ等を行い、学年の進行とともに自

分の適性を知り、勤労観や職業観を高める取組

を行っております。

３年次では、志望する企業の勤務条件を研究

させたり、応募する前に職場を見学させるな

ど、実際に働くイメージを持たせることで、就

職前後でのミスマッチを防ぐ工夫をしておりま

す。

さらに、就職後は、教員とともに就職支援エ

リアコーディネーターが卒業生を訪ね、悩みを

聞いたりアドバイスをしたりするなど、職場へ

の定着支援を行いながら、学校と企業をつなぐ

取組を行っております。

今後とも、学年段階に応じ、体系的な進路指

導を行い、早期離職の防止に取り組んでまいり

ます。

説明会や職場見学会などを早○安田厚生議員

めに行うことや、具体的には、インターンを実

施し、実際の仕事を体験できるメリットは非常

に大きいと考えております。

高校３年生では、毎年７月１日に求人情報が

解禁されると、生徒は学校に届いた求人票の中

から、９月までに応募する会社を決めます。高

校採用に関するルールは各都道府県で決められ

ております。多くの自治体では、応募できるの

は１人１社、９月中に内定を得られなかった生

徒のみ、10月から複数の企業に応募ができるこ

とになっております。

こうした中、一部でルールの見直しも進んで

いるようです。茨城県では、１人２社まで応募

ができる制度を導入。生徒の主体性を尊重し、

応募機会を増やすのが狙いだということであり

ます。このように一部で見直しも進んでいま

す。県教育委員会の担当者は、生徒が進路を深

く考える機会になればと考えているようです。

人手不足の中で、高卒の就職状況はかつてな

い売手市場となっています。

本県では、10月１日から１人２社応募ができ

ると聞いていますが、就職試験解禁日の９月16
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日からの導入を検討しているのか、教育長にお

伺いいたします。

本県では、毎年○教育長（黒木淳一郎君）

度、就職に係る応募・推薦の在り方や応募書類

の内容等につきましては、企業や県立学校長協

会等、関係機関で構成される宮崎県高等学校就

職問題検討会議における協議を経て決定してお

ります。

１人１社応募制を申し合わせている理由とい

たしましては、生徒側は、丁寧な進路指導の下

で、受験への準備時間が十分に確保されるとと

もに、身体的・心理的負担も軽減されること、

企業側は、内定辞退の抑制につながり、計画的

・効率的な採用選考が可能となることなどが挙

げられます。

１人２社応募につきましては、今後とも、全

国の状況を注視しながら、関係機関と研究・協

議を行ってまいります。

大阪府では１人１社制が廃止○安田厚生議員

され、複数の応募が可能になりました。高校生

の選択肢が広がり、早期離職を防止する効果が

期待されます。ただし、複数応募はメリットが

ある一方で、学校や企業の負担が重くなるとい

う課題もあるようです。人手不足に悩んでいる

私からの質問でした。ありがとうございます。

次に、不登校対策についてお伺いいたしま

す。

2023年度に全国の小中学校で30日以上欠席し

た不登校の児童生徒数は11年連続で増加し、最

多を更新したことが不登校調査で分かりまし

た。県内の不登校児童生徒は、小学校943人、中

学校1,680人で、ともに過去最多だったと聞いて

おります。小学生は６年連続、中学生は８年連

続で増加しています。

不登校の要因としては、生活のリズムや学校

への不安等が挙げられているようです。児童一

人一人に向き合った指導のほか、誰一人取り残

されない学びの保障に向けた不登校対策が求め

られています。

国は来年度より、不登校の小中学生向けに校

内の学習環境を整備する考えを示しました。学

校の居場所確保に空き教室などを利用し、校内

教育支援センターを設置、学校に行けるもの

の、クラスに入りづらい児童の学習サポートを

する考えであります。

不登校傾向の児童生徒に対して、校内におい

て、どのような支援に取り組んでいるのか、教

育長にお伺いいたします。

不登校傾向の児童○教育長（黒木淳一郎君）

生徒に対しましては、校長のリーダーシップの

下、教職員や専門スタッフが実態を把握した上

で支援方法を協議し、連携して相談活動や学習

支援を行っております。

その中で、登校できても教室に入ることが難

しい児童生徒に対しましては、これまでも教育

相談室等の別室で相談活動や学習支援等を行っ

ておりましたが、今、議員からも御紹介のあり

ましたように、今後、校内教育支援センターと

して改めて整備し、一層の支援の充実に取り組

む予定としております。

校内での支援は、教職員や友人とのコミュニ

ケーションが取りやすく、状況が改善すれば一

部教室で授業を受けることもできるなどの利点

があります。

今後も、不登校傾向の児童生徒が校内におい

ても適切な環境で学習や生活ができるよう、効

果的な支援体制の整備に努めてまいります。

県で行われている校内教育支○安田厚生議員

援センターのメリット・デメリットを検証し、

児童に見合った対応をしていただきますようお
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願いいたします。

子供の貧困率は、ひとり親家庭に限ると、半

数近くが貧困に陥っているという厳しい現実が

あります。

また、困窮世帯の小中学生のうち、学校が楽

しくないと感じる子供が28％に上りました。こ

のうち、大半の子供が生活が苦しいと感じたり

過去に感じたりした経験があると回答、子供貧

困対策に取り組む公益財団法人あすのばの調査

で分かりました。

県では、子供の貧困の実態についてどのよう

に把握しているのか、福祉保健部長にお伺いい

たします。

貧困状態に○福祉保健部長（渡久山武志君）

ある子供のうち、生活保護世帯の子供につきま

しては、福祉事務所のケースワーカーが、就学

援助を受けております児童生徒については、学

校や教育委員会において現状把握に努めており

ます。

また、市町村で子育て家庭等の相談に当たっ

ておりますこども家庭センターや、近年、民間

団体で取組が広がっております子ども食堂や子

ども宅食等の活動から得られる情報も、関係者

間で共有を図っております。

子供の貧困問題は、当事者で○安田厚生議員

ある子供たちだけでなく、社会全体に影響を与

えております。県として様々な取組を進めてい

るところでありますが、現状の支援の中で、多

くの子供たちが貧困状態にあります。

子供の貧困の解消に向けて、どのような取組

をしているのか、福祉保健部長にお伺いいたし

ます。

子供の貧困○福祉保健部長（渡久山武志君）

の根底には、親が経済的な問題を抱えている場

合が多く、親を含めた貧困の連鎖を断ち切る取

組が必要となります。

そのため県では、子供の就学援助、無料の学

習機会の提供、子ども食堂や子ども宅食の支援

に取り組んでおります。

それらと併せ、収入の少ない世帯に対しまし

て、生活保護や児童扶養手当による経済的支援

や、自立促進のための就労支援などにより、親

の経済的自立を促進いたしまして、生活の安定

を図る取組も進めております。

ありがとうございます。県内○安田厚生議員

の子ども食堂については93か所、フードバン

ク37か所で活動していると聞いております。大

変ありがたい話だなと思っているところであり

ます。子供たちが安心して利用できる地域の居

場所を確保することや、物価高騰等の影響を受

けている生活困窮世帯を支援し、子ども食堂や

学習支援などの子供たちの居場所づくりを進め

ていただきたいと考えているところでありま

す。

次に、救急車について質問させていただきま

す。

けがや病気、野球大会で熱中症を発症したと

き、救急車を呼んだほうがいいのか、今すぐ病

院に行ったほうがいいのかなど、判断に迷うこ

とがあります。そんなときに専門家からアドバ

イスを受けることができる電話相談窓口が、救

急安心センター事業（＃7119）です。

「＃7119」は、原則24時間365日電話相談でき

る窓口であり、医師、看護師、相談員がお話を

伺い、病気やけがの症状を把握して、救急車を

呼んだほうがいいのか、急いで病院を受診した

ほうがいいのか、受診できる医療機関などを案

内します。救急車の出動件数の伸びが抑えら

れ、救急搬送者に占める軽傷の割合が低下し、

適正利用が促進されます。
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本県では、全国版救急受診アプリ「Ｑ助」の

活用や県北救急医療ダイヤルがありますが、平

日は24時間対応ではないようであります。

消防庁では「＃7119」の全国普及を進めてい

ますが、救急安心センター事業（＃7119）の導

入について、県の考えを危機管理統括監にお伺

いいたします。

医療機関を○危機管理統括監（児玉憲明君）

受診する緊急性や救急車を呼ぶ必要性などに医

師や看護師等が電話で相談に応じる、いわゆる

「＃7119」は、救急車の適正利用や相談者の不

安解消などにつながるものと認識しておりま

す。

「＃7119」の導入に当たっては、必要性や費

用負担の在り方等について、県や各市町村間で

の合意形成を図る必要があるため、県では、他

県の状況等を情報収集するとともに、今年度、

各消防本部との意見交換や、国及び導入済みの

県の担当者を招いた研修会を行ったところであ

ります。

本県の救急出動件数は増加傾向にあることか

ら、地域の限られた救急の機能を有効に活用で

きるよう、引き続き、関係機関の意見を踏まえ

ながら検討を進めてまいります。

「＃7119」は、不要不急の搬○安田厚生議員

送を減らす効果が期待され、今年度から時間外

労働の上限規制が適用される医師の働き方改革

にもつながると思います。入郷地域など常備消

防がない地域でも使用できますので、どうぞよ

ろしくお願いいたします。前向きに御検討いた

だきたいと思います。

昭和54年に開催されました第34回国民体育大

会は、テーマを「日本のふるさと宮崎国体」と

名づけ、「伸びる心、伸びる力、伸びる郷土」

をスローガンに、県民総参加による手作りの国

体でありました。

私は当時10歳で開会式に参加させていただき

ました。あまり覚えていませんけれども、迷子

になりまして、不安な気持ちで開会式を見守っ

た覚えがあります。その後はしっかりと叱られ

たことをよく覚えています。

大会での宮崎県勢の活躍はすばらしく、念願

の天皇杯を獲得いたしました。３年後には本県

での開催が決まり、天皇杯の獲得に向け、選手

の強化を進めることが必要であります。国スポ

の主力となるターゲットエイジの全国大会の参

加や、トップアスリートから本物を学ぶ取組な

どが必要と考えております。

そこで、宮崎国スポでの天皇杯獲得に向けた

競技力向上について、知事の思いをお伺いいた

します。

今年の佐賀国スポで○知事（河野俊嗣君）

は、男女総合得点で争う天皇杯順位の目標を20

位と定め、取り組んでまいりましたが、団体競

技の不振等もあり、結果は32位と昨年から順位

を５つ下げる結果となったところであります。

昨年の鹿児島国体では、鹿児島が東京に次い

で２位、今年の佐賀国スポも東京に次いで佐賀

が２位ということで、全国知事会で顔を合わせ

るたびに様々な知事と意見交換を行いますが、

東京に人・物・金の一極集中が話題となってお

りますけれども、スポーツの競技力という面で

も、東京への集中の度合いがとても強くなって

いるのではないかと言われております。

さらに、佐賀県の知事は「夏の大会までにか

なり差がつけられていて、秋で追い越そうとし

てもなかなか難しかった」と、そういう情報収

集もしているところであります。

今回の結果を受けまして、本県としても詳細

な分析を進めるとともに、競技団体と対策会議

- 109 -



令和６年11月28日(木)

を行い、強化計画の再検討に取り組んでいると

ころであります。今後は、宮崎国スポで少年種

別の主力となるターゲットエイジの強化や、ふ

るさと選手の活用などをより推進し、全ての正

式競技において、競技力の底上げを図る必要が

あると感じたところであります。

先日、レスリングのターゲットエイジ強化プ

ログラムの練習風景を視察し、激励してきたと

ころでありますが、レスリング協会がパリオリ

ンピックの金メダリストを招いて、中高生に指

導を行ってもらいましたが、関係者の話による

と、教え方がとてもうまいということでありま

して、各競技団体の努力により、いろいろでき

る余地、伸ばす余地というものがあると感じた

ところであります。

前回の宮崎国体での天皇杯獲得が県民に大き

な感動を与え、現在の「スポーツランドみやざ

き」の礎となったところであります。宮崎国ス

ポに向けた競技力向上を進めていくことは、

「スポーツランドみやざき」の次なるステージ

を目指していこうという本県にとりまして、大

変重要な課題であると考えております。

今後とも、２度目の天皇杯獲得という高い目

標に向けまして、官民一体となって全力で取り

組んでまいります。

本県選手には、より一層の活○安田厚生議員

躍を期待しているところであります。

今年の夏、門川中学校の３年生が男女とも400

メートルリレーで全国大会に出場されました。

結果はどうであれ、教育長には大変お世話にな

りました。ありがとうございました。

次に、農林水産業についてお伺いいたしま

す。

宮崎県で10月21日から23日にかけて、発達し

た低気圧に湿った空気が流れ込んだ影響で、線

状降水帯も発生し、大雨に見舞われました。こ

の大雨の影響で、農地の浸水やハウスが倒壊す

る被害が出ました。門川町では、大雨により近

くを流れる川が氾濫し、農業用ハウスに被害が

出ていました。

今年10月21日からの大雨による被害農家への

対応状況について、農政水産部長にお伺いいた

します。

気象災害が激○農政水産部長（殿所大明君）

甚化する中で、農業者が安心して営農するため

には、農業共済などのセーフティーネットを活

用するとともに、関係機関が連携し、営農再開

を支援していくことが重要であります。

今回の大雨により被災した農業者において

は、今年の作付を縮小するなど、営農に大きな

影響が生じていることから、県では、経営の早

期再建を支援するため、災害資金を速やかに適

用したところです。

また、農業改良普及センターは、ＪＡや市町

村等と連携し、農業者の意向に応じた技術指導

や資金相談など、栽培面や経営面できめ細かに

対応しております。

今後も、安心して営農できるよう、農業者に

寄り添って継続して支援してまいります。

今回の災害では、ミニトマト○安田厚生議員

が収穫時期を迎えていましたが、水に浸かって

出荷ができなくなったものも多く、農業用ハウ

スの暖房設備などを含めると、約8,000万円の損

失が出たと伺っております。経済的な生活の問

題や、雇用している方の生活の問題など、大変

な状況が続いています。離農者を出さないため

にも、引き続き被災した農家への希望と意欲を

引き出す対策をお願いいたします。

林業立村を掲げる諸塚村において、九州で初

めて、また、村全体の取組として日本で初め
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て、平成16年にＦＳＣ森林認証を取得していま

す。また、その認証林から切り出された木材を

加工流通させるため、耳川広域森林組合の諸塚

加工センターがＣｏＣ認証を取得し、ＦＳＣ認

証材として製品を出荷しております。

そうした中、大きな経営判断の中で、現在、

耳川広域森林組合の諸塚村を含む３つの加工セ

ンターが休止となっているところでございま

す。今後、閉鎖されることになれば、森林認証

は継続されるものの、せっかくの認証材が製材

品として流通することができなくなると聞いて

おります。

そこで、耳川広域森林組合の諸塚加工セン

ターの現状について、環境森林部長にお伺いい

たします。

耳川広域森○環境森林部長（長倉佐知子君）

林組合においては、近年の製材品の販売不振に

よる赤字の累積や、施設の老朽化等を踏ま

え、10月末をもって、諸塚加工センターを含む

３つの加工施設の稼働を休止している状況にあ

ります。

このような状況を受けて、諸塚村では役場が

中心となり、耳川広域森林組合と県で構成され

る「諸塚木材加工センターあり方検討会」が設

置されたところであります。

この検討会では、これまで３回にわたり、Ｆ

ＳＣ認証の製材品出荷の維持はもとより、地域

の雇用の場の確保など、あらゆる可能性につい

て多角的に検討されているところであり、県と

しましては、今後とも、このような機会を通し

て必要な助言を行ってまいります。

諸塚村は、林業立村の地とし○安田厚生議員

て、地球に優しい森林づくりの取組が国際的に

も認められ、森林認証の村となりました。この

森林認証は諸塚村民の誇りであります。ＦＳＣ

認証の製材品をぜひ残してほしいなという思い

があるところであります。

そのような中、おが粉を販売する業者より、

畜舎用に使うおが粉の価格が高騰しているので

困っていると相談を受けました。また、畜産農

家に話を聞きますと、敷料となるおが粉や飼料

が高騰している状況のようです。

近年、木質バイオマス発電所の燃料用として

の需要拡大や、製材工場における木材加工の減

少等により、地域によっては、おが粉不足や価

格の上昇が見られています。畜舎内の衛生条件

の改善に必要不可欠な、非常に重要な敷料であ

ります。

木材加工の副産物であるおが粉は、美郷町北

郷区の加工センターで、耳川森林組合管内の農

家に向けて販売することが決まりましたが、一

部の地域では、おが粉不足の影響により、おが

粉の価格が上昇していると聞いております。県

はどのように対応しているのか、農政水産部長

にお伺いいたします。

おが粉は、家○農政水産部長（殿所大明君）

畜の保温やふん尿の吸着のために敷料として活

用されるなど、畜産経営を行う上で重要な資材

であります。

県内では、平成27年におが粉不足により価格

が上昇したことから、各農林振興局、西臼杵支

庁において、定期的におが粉の需給状況等の実

態把握を行うとともに、畜産農家を対象とした

相談窓口を設置し、入手方法等に関する情報提

供などを行っております。

また、敷料の安定確保とコスト削減を図るた

め、おが粉に粉砕したもみ殻を混ぜた敷料の活

用について、民間企業や畜産農家の協力を得

て、実証試験を行うこととしております。

引き続き、現場の実情を的確に把握するとと
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もに、畜産及び木材産業の関係団体等と連携し

ながら、畜産農家の支援に取り組んでまいりま

す。

おが粉は畜産農家の敷料にな○安田厚生議員

くてはならないものであります。本県の基幹産

業でありますし、また、江藤農林水産大臣も気

にかけておられましたので、温かい御支援をお

願いいたします。

以前、県では、住宅等における県産材の利用

拡大を図るため、一般住宅の木材に係る経費の

一部補助を行っていたと聞いております。県産

材を積極的に利用した施設の木質化や製品の導

入を行う工務店や、木造建築物を建築する場合

に、その経費の一部支援を行い、木のよさの普

及と県産材の需要拡大を図ることが必要と、緒

嶋先生がおっしゃっておりました。

木材の出口対策として、県産材住宅の建設促

進に向けた取組について、環境森林部長にお伺

いいたします。

県では、県○環境森林部長（長倉佐知子君）

産材住宅の購入を後押しするため、今年度か

ら、民間主催の住宅フェアに県産材住宅のＰＲ

ブースを出展するとともに、木造マイスターに

よる相談窓口を設置し、本県の気候風土に合

い、炭素貯蔵に貢献できるなどの県産材住宅の

魅力を伝える取組を行っております。

また、県産材を積極的に活用する工務店に対

し、住宅の完成見学会やＰＲ活動の経費を支援

するとともに、使用する木材の７割以上が県産

材の住宅を供給するなど、一定の要件を満たす

工務店を県が認定し、ホームページで紹介する

取組などを進めております。

さらに、県の建築業協会及び建築士会と、県

産材住宅の建設促進に向けた協定を締結するな

ど、官民一体となった取組も進めているところ

であります。

緒嶋先生にもしっかり私のほ○安田厚生議員

うから伝えたいと思います。うまく伝わるかは

よく分かりませんが、伝えられると思います。

最近、物価高騰がいろいろなところで問題と

なっています。住宅業界も例外ではないようで

あります。新築の価格が以前より高くなり、建

てられないと伺いました。ぜひ木材利用促進を

要望いたします。

森林・林業活性化促進議員連盟で、森林との

つながりを親子で体験できる「ぎふ木育」の推

進拠点、ぎふ木遊館を調査いたしました。

「いつでも、だれでも、木育を」をキャッチ

フレーズに、多くの皆様が身近に「ぎふ木育」

を体験することができる拠点として、県内各地

の児童館や図書館、子育て支援センター等に、

岐阜の木のおもちゃを備えた「ぎふ木育ひろ

ば」の設置を進め、現在、105施設が認定され、

親子が気軽に木に触れ親しむことができる癒や

しの空間が演出されています。このような木育

を浸透させ、森林を守って生かす人づくりに取

り組むことが大事だと感じました。

そこで、木育の推進に向けた取組について、

環境森林部長にお伺いいたします。

県では、○環境森林部長（長倉佐知子君）

「みやざき木づかい県民会議」を中心に木育を

推進しており、先進県である岐阜県から講師を

招き、幼児向け木育プログラムの開発や、その

普及・推進を担う木育マイスター３名の養成な

どを行ってきたところです。

このうち、木育プログラムは、モデルとなる

幼稚園等に木育マイスターを派遣し、木材を磨

いたり削ったりする作業などを、園児の成長に

合わせ、段階的に行うことを通じて、「自然、

人、モノのつながり」を感じながら、木や森の
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大切さを学ぶ内容となっております。

また、継続的な取組となるよう、保育士を対

象とした木育リーダー研修や、木育リーダーの

活動を地域として支援するサポーターの養成も

行っており、今後とも、このような体制を生か

して木育を推進してまいります。

木育は、年齢を問わず、誰に○安田厚生議員

とっても必要な取組です。暮らしの中に木のぬ

くもりを増やしていくきっかけになってほしい

と思います。

台風第10号は、宮崎県内各地に大きな爪痕を

残しました。山からの流木が海岸を覆うように

広がる様子が県内各地で見られました。門川町

の向ヶ浜では、大量の流木が漂着し、残された

ままです。これまで地域の方がボランティア活

動で整備されてきましたが、高齢化が進み、整

備ができなくなり、そのままになっています。

そこで、漁港区域における流木の状況と対応

について、農政水産部長にお伺いいたします。

県内の漁港及○農政水産部長（殿所大明君）

び漁港に隣接する海岸を含む漁港区域において

は、台風や豪雨のたびに大量の流木が漂着して

おります。

これらの流木は、漁船の航行に支障を生じさ

せるとともに、養殖施設を損傷させ、養殖業に

多大な被害を与えるほか、海岸に漂着した流木

を放置すると、再流出による漁業へのさらなる

被害が懸念されます。

このため県では、漁業者や地域住民の協力を

得ながら、規模等に応じて、国の補助事業や県

単の災害復旧事業により、流木の回収・処分を

行っているところです。

この頃、山肌が崩れるなどし○安田厚生議員

て大量に発生した流木の被害が大変多くなって

きていると感じているところであります。山肌

が崩れる大きな原因は、森林の保水力を大幅に

上回る雨が降ったことであります。森林が放置

されて木々の成長が弱まると、土砂災害等のリ

スクが高まります。森林を整備することは、災

害対策の面でも大切なことです。

そこで、伐採事業者が行う主伐時における集

材路の開設について、どのような指導を行って

いるのか、環境森林部長にお伺いいたします。

集材路は、○環境森林部長（長倉佐知子君）

木材の伐採や搬出を効率的に行うため、林業機

械等が一時的に走行するためのものであり、開

設に当たっては、林地の保全や原状回復が早く

進むよう配慮することが大変重要であります。

このため県では、伐採事業者に対し、急傾斜

地を避けることや適切な排水処理、伐採終了後

の埋め戻しを行うことなどの注意事項をまとめ

たガイドラインを作成し、市町村と連携した伐

採パトロールなどを通じて、その遵守を指導し

ております。

特に、昨年度からは、県内３か所で研修会を

開催し、これまでに300名以上の伐採事業者に周

知・徹底しているところであり、引き続き、適

切な集材路の開設に向けた指導を行ってまいり

ます。

ありがとうございます。流木○安田厚生議員

が流出し、各地で流木による漁業被害をもたら

しているところもありますので、今後、流木被

害軽減に向けた森林づくりの推進をしていただ

きたいと思っております。

次に、水産業についてお伺いいたします。

全国で漁業従事者の減少が急激に進んでいま

す。県では、過去５年間で漁業経営体数は138、

漁業就業者数は206人減少しております。魚価の

低迷や燃油価格の高止まり、水産物の消費量の

減少や魚離れが進むなど、漁業経営は厳しい状
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況にあります。

本県では、漁業就業者が減少する中で、生産

力や漁村機能の低下が懸念されるが、今後、県

はどのような水産業を目指していくのか、知事

にお伺いいたします。

漁業就業者の減少が続○知事（河野俊嗣君）

く中で、国民に多様な水産物を提供し、漁村の

暮らしを支える水産業の成長産業化を図るた

め、第六次水産業・漁村振興長期計画に基づ

き、生産力の向上や漁村の基盤強化を図ること

が重要であると考えております。

このため県では、生産力の向上を図るため、

未利用漁場の開拓や、魚礁の整備による漁場づ

くりといった生産環境の充実に加え、操業支援

アプリによる漁海況情報の提供などのスマート

化の取組も進めております。

また、漁村の基盤強化を図るため、漁港施設

の強靱化や、漁業者や漁村を支える漁協の経営

基盤の強化、漁村地域の魅力を創出する海業の

取組を進めております。

この海業に関していいますと、安田議員に案

内をいただいて、私も訪れました庵川のフィッ

シャーマンズフェスは、とてもいいイベントだ

と思いました。幾つかバーベキューのブースが

あって、そこで取ってきた魚を目の前で焼い

て、訪問した方が漁業者の話を聞きながら食べ

ることができる。漁業者にとっても、いろんな

刺激であったり、やりがいにもつながります

し、訪れた方にとっても、魚介類であったり、

漁村のファンにもつながる、そういったイベン

トであったと考えております。

現在、令和８年度にスタートする後期計画の

策定を進める中で、これまでの取組の検証や、

漁業や漁村の実態を踏まえた対策の検討を行っ

ております。これらの取組を通じて、持続的に

成長する水産業と多様性にあふれた魅力ある漁

村の実現を目指してまいります。

知事も参加されておりまし○安田厚生議員

た。漁業者が自ら計画してイベントを開催する

ということで、私も同じように参加させていた

だきました。

門川の漁師がどのように漁をしているのか

知っていただき、そしてまた、イベントに来て

くれた人と向かい合わせになって、いろいろサ

ザエとか魚を焼いて食べさせる、そういう企画

でありました。なかなかいい企画だなと思って

いるところであります。ああいうイベントを通

じて漁師の仕事に興味を持っていただくと、う

れしいなと思っているところであります。若い

者が増えると、なおさらいいなと思っていると

ころであります。

県は、第六次宮崎県水産業・漁村振興長期計

画では、新規就業者60人を目標に掲げていま

す。漁船や漁具の更新などを支援し、生産性、

収益性を向上させる方策を打ち出し、漁業者を

離職させない環境を整えたいと考えています。

県は新規漁業就業者の確保・育成にどのよう

に取り組んでいるのか、農政水産部長にお伺い

いたします。

持続的に成長○農政水産部長（殿所大明君）

する水産業を実現していくためには、新規就業

者を確保・育成していくことが大変重要であり

ます。

このため県では、各地域における新規就業者

の受入れ体制づくりの支援や、経営開始時に必

要な資金の給付を行うとともに、宮崎県漁村活

性化推進機構が行う就業希望者の掘り起こしや

漁業体験研修の取組を支援しております。

また、県立高等水産研修所において、漁業技

術の習得や海技士の資格取得など、即戦力とな
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る漁業者の育成を行っております。

今後は、水産試験場との組織統合による教育

機能の強化を図るなど、水産業を取り巻く情勢

等の急速な変化に適応できる多様な人材を確保

・育成してまいります。

新規就業者の確保は喫緊の課○安田厚生議員

題だと感じておりますので、その対策をぜひよ

ろしくお願いいたします。

次に、災害対策についてお伺いいたします。

８月８日の午後４時43分頃、宮崎県日向灘を

震源とする地震により、宮崎県日南市におい

て、最大震度６弱の揺れが発生いたしました。

この地震に伴い、１メートル程度の津波注意

報が発表され、多くの県民が避難し、海に面し

た門川町では、多くの住民が高台に避難いたし

ました。高台にある門川町役場に避難する車で

渋滞も発生したところであります。

また、ＪＲが地震のため緊急停車し、踏切の

遮断機が下がり、避難したいのに避難できない

状態が続いたところもあったようです。このよ

うな際に、どのように対処していいか分からな

い、線路を横断して避難していいのか、また遮

断機をどうやって上げればいいのかという問合

せがございました。

北海道では、津波発生時に線路を横断して住

民が避難できる仕組みづくりに、ＪＲ北海道と

動き出しました。津波からの避難について、踏

切以外の場所での線路の横断を条件付で認める

方針を明らかにしました。

鉄道営業法では、鉄道地内にみだりに立ち入

る行為に罰則を設けているが、北海道の太平洋

側では、津波から避難する際、線路を越えて浸

水する地域があり、沿岸住民から横断の許可を

求める声が上がっていました。

本県も災害時に避難所までのルートが遮断さ

れる可能性があるが、避難経路を確認すること

の重要性について、危機管理統括監にお伺いい

たします。

災害時に安○危機管理統括監（児玉憲明君）

全で迅速な避難をするには、日頃からの備えと

して、ハザードマップ等を活用し、自宅等の災

害リスクや避難先の検討、避難経路の確認など

をしておくことが大変重要であります。

特に、避難経路については、なるべく線路を

またがないルートや、ブロック塀の倒壊や浸水

等により道路が遮断される可能性があることも

考慮し、複数ルートの検討が望ましいとされて

おります。

また、避難の実効性を確保するため、地域や

学校での防災活動で、想定した避難場所や避難

経路を使って、実践的な避難訓練を行うことも

重要であります。

安全で迅速な避難は、命を守る最も大切な行

動ですので、今後とも、市町村と連携しなが

ら、その啓発等に努めてまいります。

県民の命に関わる非常に大き○安田厚生議員

な問題であります。各自治体としっかりと話合

いを進めて、今回、ＪＲの踏切や線路の在り方

など、新たな問題点への対策をお願いいたしま

す。災害時の踏切について、周知を図っていた

だきたいと思っております。

先月、延岡・日向・門川の防災研修会が延岡

看護専門学校で開催されました。異業種間の連

携強化により、災害対応力の向上を図るのが目

的であります。各市町村議員や医師をはじめ、

消防本部、行政など、様々な業種の方が参加さ

れました。そこで、県北医療体制の問題点や災

害時の拠点病院の役割をテーマに講演していた

だきました。

災害や不測の事態が生じたときには、迅速か
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つ的確な対応が求められていますが、災害発生

時の混乱を最小限に抑えるためには、平時から

危機管理体制を構築し、万が一に備えることが

必要であるということでありました。そのため

にも、災害医療のことを考えると、県立延岡病

院に看護師60名の増員が必要なことや、病院内

に「危機管理科」の創設が必要であるというこ

とが分かりました。

災害時における県立延岡病院の体制及び今後

の取組について、病院局長にお伺いいたしま

す。

県立３病院は、災○

害発生時に被災地内の傷病者の受入れ等を行う

災害拠点病院であり、24時間緊急対応できる体

制を整えておく必要があります。

延岡病院では、災害時に迅速に対応できるよ

う、毎年、県の総合防災訓練への参加はもとよ

り、独自に様々な災害を想定した訓練を実施す

るとともに、実際の災害発生時には、県の体制

に応じて、院内に災害対策本部などの組織を立

ち上げ、ＤＭＡＴを中心に、県や圏域内の医療

機関などと連携し、災害医療を行っています。

今後とも、県、市町村、医師会、他の災害拠

点病院や医療機関、消防機関等との各種訓練等

を通じて、顔の見える関係を構築し、災害医療

体制のさらなる充実につなげてまいります。

この研修を通じて、事前にそ○安田厚生議員

れぞれの課題を知り、官民を問わず垣根を越え

たネットワークづくりが必要と感じました。

看護師60名はちょっと行き過ぎかもしれませ

んが、危機管理科の創設については、ぜひ議論

していただきたいと思います。県民の命を守っ

ているのは県立延岡病院だということをしっか

りと分かっていただくためにも、よろしくお願

い申し上げます。今後もこのような研修会を重

ねていくということでありますので、私も参加

したいと考えているところであります。

全国にある上下水道の緊急点検結果が公表さ

れました。特に、避難所や災害拠点病院などの

重要な施設のうち、接続する水道・下水道管路

の両方が耐震化されている施設の割合は約15％

と明らかになりました。

能登半島では、多くの管路が破損し、現在も

自宅のトイレやお風呂が使えない方も多いと

伺っております。水の重要性を痛感したところ

であります。

そこで、国の緊急点検における本県の重要施

設の耐震化率の状況と、それを踏まえた県の取

組について、福祉保健部長にお伺いいたしま

す。

本県におき○福祉保健部長（渡久山武志君）

まして、耐震化されております管路が接続して

いる避難所や病院などの重要施設の割合は約18

％となっております。

今回の緊急点検によりまして、重要施設等の

耐震化が十分でないことが確認され、国は、令

和７年１月までに、重要施設に接続する管路の

耐震化等を計画的・重点的に進める上下水道耐

震化計画を策定するよう水道事業者に要請して

おります。

避難所や病院などは、災害時でも水の使用が

不可欠でありまして、早急な整備が求められて

おりますので、県といたしましても、水道事業

者が行う計画策定に対し、必要な助言や指導を

行ってまいります。

避難所や災害拠点病院など、○安田厚生議員

重要な施設の水道管路の耐震化をお願いしたい

と思います。

近年、豪雨や地震など自然災害が相次いでい

ます。本県も昔から数多くの自然災害に見舞わ
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れてきました。被災地域では、先人が犠牲者の

慰霊や災害を繰り返さないことを願い、自然災

害伝承碑が造られてきました。過去の自然災害

の教訓を地域の方々に適切に伝えるとともに、

教訓を踏まえた的確な防災行動による被害の軽

減を目指しています。

自然災害伝承碑を把握し、活用すべきだと思

いますが、県の考えを危機管理統括監にお伺い

します。

自然災害伝○危機管理統括監（児玉憲明君）

承碑は、地域で起こり得る災害についての貴重

な情報を伝えており、学校での防災教育や地域

での防災活動等に活用できる有意義なものと考

えております。

全国の自然災害伝承碑につきましては、国土

地理院が登録制度を設け、ホームページで公開

していますが、県内では、えびの地震記念碑な

ど13基が登録されております。

県では、昨年度実施した「親子で学ぶ津波学

習バスツアー」で、宮崎市の外所地震供養碑を

訪れるなど、災害を学ぶための教材として活用

しております。

今後、県ホームページ等での紹介や、市町村

に対し登録制度の周知を行うなど、自然災害伝

承碑についての取組をさらに進め、防災意識の

向上を図ってまいります。

こうした災害伝承碑は、あま○安田厚生議員

り知られていないのが実情であります。ぜひ教

育分野でも学習していただきたいと思います。

教育長、よろしくお願い申し上げます。

以上で私からの質問を終わります。ありがと

うございました。（拍手）

以上で本日の質問は終わりま○濵砂 守議長

した。

明日の本会議は、午前10時から、本日に引き

続き一般質問であります。

本日はこれで散会いたします。

午後２時42分散会
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午前10時０分開議 

 

出 席 議 員（38名） 

２番 渡 辺 正 剛 (国富町・綾町の将来を考える会) 

３番 永 山 敏 郎 （県民連合立憲） 

４番 工 藤 隆 久 （公明党宮崎県議団） 

５番 荒 神   稔 （宮崎県議会自由民主党） 

６番 福 田 新 一 （  同  ） 

７番 本 田 利 弘 （  同  ） 

８番 山 内 いっとく （  同  ） 

９番 山 口 俊 樹 （  同  ） 

10番 下 沖 篤 史 （  同  ） 

11番 齊 藤 了 介 （  同  ） 

12番 黒 岩 保 雄 （  同  ） 

13番 濵 砂   守 （  同  ） 

14番 脇 谷 のりこ （親 和 会） 

15番 松 本 哲 也 （県民連合立憲） 

16番 山 内 佳菜子 （  同  ） 

17番 今 村 光 雄 （公明党宮崎県議団） 

18番 坂 本 康 郎 （  同  ） 

19番 二 見 康 之 （宮崎県議会自由民主党） 

20番 日 高 博 之 （  同  ） 

21番 後 藤 哲 朗 （  同  ） 

22番 佐 藤 雅 洋 （  同  ） 

23番 日 髙 陽 一 （  同  ） 

24番 安 田 厚 生 （  同  ） 

25番 内 田 理 佐 （  同  ） 

26番 川 添   博 （  同  ） 

27番 図 師 博 規 （無所属の会 チームひむか） 

28番 前屋敷 恵 美 （日本共産党宮崎県議会議員団） 

29番 井 本 英 雄 （自民党同志会） 

30番 岩 切 達 哉 （県民連合立憲） 

31番 重 松 幸次郎 （公明党宮崎県議団） 

32番 坂 口 博 美 （宮崎県議会自由民主党） 

33番 山 下   寿 （ 同 ） 

34番 外 山   衛 （  同  ） 

35番 武 田 浩 一 （  同  ） 

36番 丸 山 裕次郎 （  同  ） 

37番 中 野 一 則 （  同  ） 

38番 山 下 博 三 （  同  ） 

39番 野 﨑 幸 士 （  同  ） 

 

 

 

 

 

地方自治法第121条による出席者 

知 事  河 野 俊 嗣 

副 知 事  日 隈 俊 郎 

副 知 事  佐 藤 弘 之 

総 合 政 策 部 長  重黒木   清 

政 策 調 整 監  田 中 克 尚 

総 務 部 長  吉 村 達 也 

危 機 管 理 統 括 監  児 玉 憲 明 

福 祉 保 健 部 長  渡久山 武 志 

環 境 森 林 部 長  長 倉 佐知子 

商工観光労働部長  川 北 正 文 

農 政 水 産 部 長  殿 所 大 明 

県 土 整 備 部 長  桑 畑 正 仁 

宮崎国スポ・障スポ局長  山 下 栄 次 

会 計 管 理 者  米 良 勝 也 

企 業 局 長  松 浦 直 康 

病 院 局 長   村 久 人 

財 政 課 長  池 田 幸 優 

教 育 長  黒 木 淳一郎 

警 察 本 部 長  平 居 秀 一 

監 査 事 務 局 長  坂 元 修 一 

人事委員会事務局長  田 村 伸 夫 

 

事務局職員出席者 

事 務 局 長  小 牧 直 裕 

事 務 局 次 長  海 野 由 憲 

議 事 課 長  菊 池   博 

政 策 調 査 課 長  西久保 耕 史 

議 事 課 長 補 佐  松 本 英 治 

議 事 担 当 主 幹  弓 削 知 宏 

議 事 課 主 任 主 事  青 野 奈 月 
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一般質問◎

これより本日の会議を開きま○濵砂 守議長

す。

本日の日程は、昨日に引き続き一般質問であ

ります。

ただいまから一般質問に入ります。まず、脇

谷のりこ議員。

〔登壇〕（拍手） おはよう○脇谷のりこ議員

ございます。今日は寒い中、皆様、傍聴に来て

いただきまして本当にありがとうございます。

そして、ネットで御覧いただいている皆様方も

ありがとうございます。脇谷のりこでございま

す。どうぞよろしくお願いいたします。

今年は、南海トラフと思うような大地震に始

まり、台風、竜巻、突風、そして線状降水帯の

発生など、災害の多い年でした。10月21日か

ら23日にかけての豪雨による被害でお亡くなり

になった方には心からお悔やみ申し上げます。

さて今、ちまたでは103万円の壁が話題になっ

ています。基礎控除額が上がるので、もっと働

けると喜ばれる一方で、地方自治体は減収によ

る懸念が広がっています。

先日の坂口議員の質問で宮崎県の減収額が出

ましたが、過去にも国が地方の減収分を補塡し

た経緯から、今回も国債で補うだろうと言われ

る国会議員もおれば、国も減収になるから地方

への補塡などできないだろうと言われる国会議

員もおります。そうなったら地方は大変困りま

す。

国と地方の関係は、国が地方を支配監督する

という主従の関係ではなく、対等で協力する関

係です。しかしながら、国民の租税総額は国税

のほうが多く、税収割合は国が６割、地方が４

割、一方で歳出は地方のほうが多く、国が４

割、地方が６割に逆転してしまっています。地

方の財源不足を補うために、地方交付税など国

から地方への財源移転が行われるわけですが、

それがまるでお上からいただくような上下関係

になっているのはおかしなことです。

また、東京一極集中による地域間での税源の

偏在も懸念材料です。地方に住む私たちが子供

を産むからこそ、日本全体の昨年の合計特殊出

生率が何とか1.2になっているのです。東京

は0.99、宮崎県は沖縄に次いで同率２位の1.49。

私たち地方の母親は、子供を産んで働きなが

ら一生懸命育て、高校を卒業した後、都会の大

学に進学した子供たちのために、地方から仕送

りをしているのに、子供が都会で就職して納め

た税金が、国や都会のために使われるのは不公

平です。地方から生まれた子供たちが国に納め

る税金は、地方に還元されるべきです。それが

当然のことです。

国も都会も地方も対等であれば、国と地方間

の税財源の配分の在り方を見直し、また地方法

人課税の偏在是正をすることが必要だと思って

います。地方の住民サービスが削られることの

ないよう、今後も国からの交付金をしっかりと

獲得していただくよう強く要望いたします。

補正予算は拡充されるようですが、令和７年

度の当初予算も当然国から配分してもらって、

重点施策に予算をつけていただきたいと思いま

す。

宮崎県の令和７年度当初予算編成方針の重点

施策の推進方針の柱に、若者・女性を重視した

人口減少対策の強化を挙げられています。日本

一挑戦プロジェクトの一つに「子ども・若者」

がありますから、特に若者・女性を重視した施

策にされた知事の思いをお聞かせください。

続いて、2023年の他の都道府県から宮崎県へ

令和６年11月29日(金)
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の転入及び転出者数を見てみますと、転入が総

数１万8,843人、転出は１万9,954人で、1,111人

の転出超過になっています。東京は６万8,000人

余の転入超過、神奈川が２万8,000人余、埼玉が

２万4,000人余の転入超過です。エリア別に見る

と、東京圏だけが12万6,000人の転入超過で、名

古屋圏も大阪圏も若干の転出超過になっている

ということは、ほぼ東京圏に集まっているとい

うことです。宮崎の若者や女性が東京圏へと転

出していくことを考えると、人口減少対策に

は、やはりＵＩＪターンに力を入れるのが重要

だと考えます。

都会の大学に行った若者が、人間関係が希薄

で他者に無関心な都会の空気になじめず、心を

病んでしまうというケースが少なからずありま

す。宮崎は、人のよさ、おもてなしのよさが県

外の方から褒められる県民性ですから、特に都

会に出て行った男性は、宮崎の優しさがやっぱ

りいいという気持ちを持つのではないでしょう

か。女性は、古い習慣から逃げたい、自分に

合った仕事をしたいという気持ちからなのか、

Ｕターンされる方は少ないんですが、宮崎のよ

さを再発見してもらうと帰りたいという気持ち

になるかもしれません。また、都会から御夫婦

で移住されて、宮崎のよさを実感されている方

もおります。

地方といえば、自然豊かなところを思い浮か

べますが、自然は心の癒やしです。土に触れる

ことでリラックス効果が得られ、ストレスが軽

減されるという調査結果もあります。そして食

です。おいしいものを食べると、みんな幸せに

なります。自然と食、そこに農業という仕事が

あります。どの地方にも自然があることには変

わりはないのですが、何といっても宮崎県の農

業は違います。

政府統計データで地域の産業・雇用創造

チャートを見ると、宮崎県は農林水産業で稼ぐ

力が強いという結果が出ています。また、別の

データによると、宮崎県の農業の稼ぐ力は全国

ランキング１位になっています。農業は、自分

次第でスマートに、かっこよく、魅力的に稼ぐ

ことができる職業だと思いますから、若者や女

性に、宮崎で農業をすることを豊かな生活の選

択肢として選んでもらうことを期待していま

す。

宮崎県の基幹産業である農業に若者や女性を

呼び込むには、農業の稼ぐ力が必要だと考えま

すが、知事のお考えをお聞きします。

以上２点お伺いし、その後は質問者席で行い

ます。（拍手）〔降壇〕

〔登壇〕 おはようござ○知事（河野俊嗣君）

います。お答えします。

まず、若者・女性を重視した対策強化につい

てであります。

私は就任以来、少子化・人口減少を県政の最

重要課題として、様々な対策を講じてまいりま

したが、近年、出生数・出生率の低下が顕著と

なるなど、少子化に歯止めがかからない状況に

強い危機感を抱いております。

このため、来年度の重点施策の推進方針にお

いては、人口減少対策のさらなる強化を図るた

め、新たな方向性として、若者・女性を重視し

た社会減対策の充実・強化を掲げ、現在、取り

組んでおります出会い・結婚や子育て支援な

ど、自然減対策と一体となって、若者・女性の

県内定着を促進する環境づくりに、さらに力を

入れることとしたところであります。

現在、全庁を挙げて、来年度予算に向けた事

業の構築を進めているところであります。魅力

ある雇用の創出や快適な職場環境の整備、多様
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な働き方の推進、さらには男女共同参画に向け

た意識の醸成など、これまで以上に取組を強化

し、就職やＵターン等を通じて、若者・女性が

地元で学び、暮らし、働き、生き生きと活躍で

きる宮崎づくりを全力で進めてまいります。

次に、農業の稼ぐ力についてであります。

若者・女性を重視した取組を強化する中、本

県の基幹産業である農業に若者や女性を呼び込

むには、攻めの姿勢で農業のさらなる成長産業

化を推進し、農業の稼ぐ力を高めていくことが

重要であると考えております。

このため県では、ＡＩやデジタル、ロボット

等を駆使したスマート農業の実装による生産性

の向上をはじめ、産地での加工や農商工連携の

推進等による農畜産物の高付加価値化、輸出先

のニーズに対応した産地づくりや新規市場の開

拓等による輸出拡大など、稼げる農業への転換

に向け、果敢に挑戦しているところでありま

す。

私としましては、これら農業の稼ぐ力の強化

をこれまで以上に進め、職業としての農業の魅

力を高めることで、次の時代を担う若者や女性

を農業に呼び込み、将来にわたって「持続可能

な魅力あるみやざき農業」を実現してまいりま

す。

なお、議員から御指摘がありました、国と地

方における財源配分の課題、対等協力の中で財

政調整を行う必要性、さらには地域間における

税源偏在の課題は、今、地方が直面している極

めて重要な課題だと認識しておりまして、宮崎

県知事として、また、全国知事会の地方税財政

常任委員長として、しっかり取り組んでまいり

ます。以上であります。〔降壇〕

ぜひよろしくお願いいたし○脇谷のりこ議員

ます。

続いて、災害対策についてお伺いします。

８月末の竜巻と見られる突風では、宮崎市内

各地で被害が出て、佐土原町にある私の母の実

家も半壊状態となりました。大正時代からの商

家でありましたので、平家の古い建物は瓦が飛

んで、屋根には穴が空き、外の水道管も破裂し

て、住めない状態となりました。改修の場合は

宮崎市から補助が出るのですが、解体の場合は

全く出ません。周りの方も、年齢を考えると建

て替えることもできないと頭を抱えておられま

した。竜巻のルートに当たったところは壊滅的

で、竜巻の恐ろしさをじかに感じた次第です。

日本の竜巻発生地域は、気象庁によると、秋

田県、高知県、宮崎県、鹿児島県で多く、主に

平野部や海岸線近くの地域では、暖かい湿った

空気が海から流れ込むため、大気が不安定にな

り、特に梅雨前後や台風シーズンに発生するこ

とが多いそうです。

それでは、竜巻発生の予測など、情報発信や

県民への事前の啓発にどのように取り組んでお

られるのか、危機管理統括監にお伺いします。

竜巻に関す○危機管理統括監（児玉憲明君）

る情報につきましては、気象庁が、竜巻等の発

生する可能性が高まった場合や竜巻の目撃情報

が得られた場合に、竜巻注意情報を発表し、関

係機関や報道機関へ伝達されます。県では、こ

の竜巻注意情報を防災・防犯メールの登録者へ

直ちに配信し、注意を呼びかけています。

また、事前の啓発につきましては、県ホーム

ページや防災士出前講座において、竜巻の発生

確率を図示した「ナウキャスト」などの竜巻情

報の取得方法や窓ガラスの飛散防止対策、竜巻

接近時の屋内外での避難行動など、平時からの

竜巻への備えについて周知を図っております。

本県では竜巻の発生件数も多いことから、引
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き続きこれらの啓発に取り組んでまいります。

よろしくお願いします。○脇谷のりこ議員

宮崎市内の住宅街での竜巻被害は、新築住宅

でも悲惨な状況でした。近隣の瓦が飛んでき

て、窓や外壁を突き破り、ガラスと一緒になっ

て家具や内壁に突き刺さっていました。あの状

況でよく人的被害がなかったものだと驚いたも

のです。今の新築住宅の屋根はスレートのよう

な平らな屋根材になっていますが、私の実家の

ような古い家は昔の瓦のままですので、簡単に

飛ばされてしまうようです。

現在、屋根瓦の強風対策に関する基準はどの

ようになっているのでしょうか。また、補強工

事の補助を行っている市町村があれば教えてく

ださい。県土整備部長にお願いします。

屋根瓦の強風○県土整備部長（桑畑正仁君）

対策につきましては、令和元年の房総半島台風

による被害を受けて、瓦の固定方法に関する基

準が強化され、令和４年から原則、全ての瓦を

くぎやねじにより固定することが義務づけられ

ました。また、この基準に適合しない屋根瓦の

改修につきましては、日向市で令和４年度か

ら、宮崎市で令和５年度から、国の交付金を活

用した補助事業が行われております。

ぜひ補助のない市町村もよ○脇谷のりこ議員

ろしくお願いしたいと思います。

竜巻の威力は、家屋だけでなく、電柱さえも

なぎ倒し、電線には網などが引っかかって、さ

らに切れた電線が垂れ下がっていました。市内

の住宅街では電柱が突き刺さった家もあり、緊

急で復旧作業に当たっておられました。電気だ

けでなく、通信インフラは大丈夫かと不安にな

りましたので、お伺いします。

災害時における県の通信ネットワーク環境に

ついて、整備状況を危機管理統括監にお伺いし

ます。

災害時に、○危機管理統括監（児玉憲明君）

国や市町村、関係機関と円滑に連携が図れるよ

う、確実かつ迅速に通信できる環境を整備する

ことは大変重要であります。

このため県では、市町村や消防本部との通信

手段として、主回線となる光ケーブルに加え、

バックアップ回線となる防災行政無線を整備

し、通信ネットワークの二重化を図っておりま

す。

なお、光ケーブルや防災行政無線の回線は

ループ状になっており、通信経路が途切れた場

合でも、逆方向の経路で通信が継続できるよう

構築しております。

さらに、現在、これらの地上系の通信ネット

ワークが被災して使えなくなった場合に備え、

電話や映像伝送等による情報共有ができるよ

う、衛星通信回線の整備を進めているところで

あります。

今回の竜巻被害に遭われた○脇谷のりこ議員

方の当時の状況ですが、まず台風第10号の１次

避難で指定避難所へ行かれ、翌朝、竜巻被害が

分かり、被災家屋の状況把握に追われるうち

に、数日で１次避難所が閉鎖となり、その後は

ホテルに２次避難。１週間という期限付でした

ので、その間に被災した家の片づけをしなが

ら、住む家の確保に奔走。住めるようにするた

めの家の改修に長期間を要するため、市営住宅

に１年間の無料居住が認められました。

このときの被災者の方の要望が、我が家の近

くであること、高齢者なので１階が望ましいこ

となどでありましたので、なかなか要望に添え

る市営住宅がなかったのですが、佐土原町の方

には、すぐ近くの一ツ瀬川をまたいだ新富町の

県営住宅を用意してくださり、大変助かりまし
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た。これこそ市町村をまたいだ県の役割だと実

感いたしました。ありがとうございました。

そして、もう一つ要望が多かったのが、ペッ

トとの同伴避難でした。県内の市町村が設置す

る指定避難所には、ペット受入れ可能避難所が

設置されています。宮崎市内では、全231か所中

９か所で75頭分の受入れが可能です。今回は５

か所の指定避難所で、16世帯、ペット15頭の同

伴避難対応が行われました。ただ、１次避難と

しては受入れ可能でも、ホテルや公営住宅は

ペットを同伴させることができません。

災害に備えるため、飼い主は平常時からどの

ような対策を行ったらよいのか、福祉保健部長

にお伺いします。

災害時の○福祉保健部長（渡久山武志君）

ペット対策は、飼い主による自助が基本であり

まして、日頃から災害に備えることが求められ

ます。

具体的には、ペットと一緒に避難できる避難

所を事前に確認しておくとともに、避難所が閉

鎖された後を見据えて、ペットホテルや動物病

院、親戚や友人宅など、複数の一時預け先を検

討しておくことが必要です。また、日頃から、

ペットフードの備蓄、離れ離れになってしまっ

たときのためのマイクロチップや迷子札などに

よる所有者の明示にも心がける必要がございま

す。

ペットと一緒に避難することは、動物愛護は

もとより、飼い主である被災者の心のケアの観

点からも重要でありますことから、県では、こ

うした平常時からのペット対策について、広報

や研修等を通じて普及啓発を図っております。

みやざき動物愛護センター○脇谷のりこ議員

のホームページを見てみますと、「災害時に備

えたリーフレットの配布と動画について」とい

うお知らせが８月９日に出ていました。動画を

見ましたら、よくできているのに、再生回数

は500回ほどです。すぐ目につくようにしない

と、お知らせの項目で探すのは大変難しいと思

います。できましたら、ホームページの一番最

初のページに動画を貼り付けるとか、バナーを

つくるなどして、災害時のペット対応について

の周知をよろしくお願いいたします。

続いて、多死社会を迎えて質問いたします。

令和４年の本県の死亡数及び死亡率は、高齢

化等の影響により、死亡数１万6,000人余、死亡

率15.4％と、いずれも過去最高になりました。

多死社会を迎えて、医療・介護における様々な

課題がありますが、まずは、医師などの医療従

事者が不足している中山間地域における医療提

供体制を維持・確保するためのオンライン診療

について、その課題と県の取組を福祉保健部長

にお伺いします。

医療従事者○福祉保健部長（渡久山武志君）

不足などの課題を抱える中山間地域におきまし

て、オンライン診療は、医療提供体制を補完

し、維持するための有効な手段の一つであると

考えております。

県では昨年度、美郷町の西郷病院と近隣の診

療所や高齢者施設との間で、オンライン診療の

実証実験を行いました結果、対面診療の補完に

なり得るとの評価を得る一方で、患者情報の共

有やサービスの導入、維持コストなどに課題も

見えてきたところです。

今年度は、西臼杵地域におきまして、通信環

境の確認など導入に向けた検証を行いますとと

もに、公立医療機関への機器整備を支援するな

ど、引き続き、中山間地域でのオンライン診療

の導入促進に取り組んでまいります。

ぜひよろしくお願いいたし○脇谷のりこ議員
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ます。

令和７年には、団塊世代の人が全て75歳以上

となるため、慢性疾患や複数の疾病を抱える患

者が増え、手術だけでなく、その後のリハビ

リ、また在宅医療・介護が必要となることか

ら、将来の人口構造に対応した医療・介護サー

ビスの提供体制の改革が急務の課題となり、平

成26年に医療法が改正されました。その主な内

容が、病床機能報告制度と地域医療構想の策定

です。

病床機能報告制度とは、一般・療養病床を持

つ病院・診療所が、高度急性期、急性期、回復

期、慢性期の４つの機能から果たす機能を１つ

選んで、病棟単位で都道府県に報告する制度で

す。都道府県は、それを基に、地域の医療提供

体制の将来あるべき姿を提示した地域医療構想

を医療計画において策定します。

宮崎県では平成28年に策定し、令和７年を目

標として、医療需要と病床数の必要量を算出し

ています。それによると、医療需要における病

床数の必要量の見込みは、県全体として、急性

期が約30％、回復期が約36％、慢性期が約24％

となっているのですが、令和４年度の病床機能

報告によると、急性期が約50％、回復期が16

％、慢性期が約23％と、急性期が過剰で、回復

期が大きく不足している結果になっています。

二次医療圏と同じ７つの構想区域全てが急性期

の大幅過剰の状態です。

現在はどうなっているのでしょうか。地域医

療構想の進捗状況と今後の取組について、福祉

保健部長にお伺いします。

地域医療構○福祉保健部長（渡久山武志君）

想につきましては、平成28年10月に策定して以

降、各地域の調整会議において、地域の実情に

応じました病床機能の分化・連携に向けての議

論を進めてまいりました。

その結果、構想に掲げた2025年における病床

数の必要量に少しずつ近づいてきてはおります

ものの、依然として急性期病床が過剰で、回復

期病床が不足している状況にございます。

県といたしましては、それぞれの地域におき

まして、急性期から回復期への病床転換など、

将来の医療需要を見据えました病床機能の分化

・連携がさらに進みますように、引き続き、施

設整備費用の補助や、地域医療構想アドバイ

ザーを活用した議論の促進などに取り組んでま

いります。

65歳以上の高齢者人口は、○脇谷のりこ議員

令和７年頃にピークを迎え、その後、減少に転

じると推計されていますので、このままだと急

性期の医療資源が適切に活用されず、患者のケ

アの質や医療システムの効率性が低下します。

また、医療費の増加や医療従事者の負担増加な

ども考えられます。国からの財政支援がありま

すから、県としても、将来を見据えた医療提供

体制の構築を図っていただきますよう、よろし

くお願いします。

続いて、介護についてですが、まずは、介護

人材不足の状況と人材確保のための県の取組に

ついて、福祉保健部長にお伺いします。

本県の介護○福祉保健部長（渡久山武志君）

職員数は、令和４年度で２万2,101人でありまし

て、令和３年度から371人増え、増加傾向にあり

ます。

一方で、今年３月に策定しました高齢者保健

福祉計画における将来推計では、令和８年度に

約2,600人の人材不足が見込まれておりまして、

介護人材確保にさらに取り組む必要がございま

す。

このため県では、「参入促進」「労働環境・
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処遇の改善」及び「資質の向上」の３つの視点

から、福祉系高校と連携した小中学生に対する

介護の魅力発信交流事業の実施や介護ロボット

・ＩＣＴの導入支援、介護職員のキャリアに応

じたスキルアップ研修などに取り組んでいると

ころであります。

実はうちの娘は介護士なん○脇谷のりこ議員

ですが、いつも腰が痛いと言っており、先日は

寝込んでしまいました。150センチの小柄な体格

なので、大柄な高齢男性を抱えて入浴介助をす

ることがとてもつらいから、もう辞めたいと

言っています。人材不足の中、せっかくの介護

従事者が腰痛で体を壊しては元も子もありませ

ん。

大分県では、ノーリフティングケアを推奨さ

れているそうです。ノーリフティングケアと

は、利用者さんを人の力で持ち上げたり抱きか

かえたりせずに行うケアのことです。

宮崎県では、介護ロボットの導入支援を積極

的にやっているので、介護事業者さんからも喜

ばれているのですが、事業者さんが導入される

のは、ほとんどが見守りセンサーなどが中心だ

そうで、ノーリフティングケアのための介護ロ

ボットや福祉用具は、あまり導入されないそう

です。高価であることと、機器を使うと時間が

かかるからというのが理由だそうですが、大分

県のハローワークでは、介護職を検討されてい

る方には、ノーリフティングケアを進めている

事業者しか紹介しないのだそうです。つまり

ノーリフティングケアをしていない事業者は選

ばれないということです。

介護事業者の離職防止や人材確保のために

は、腰痛防止のためのノーリフティングケアな

ど、職員の負担軽減を含めた介護現場の生産性

向上を進めることが必要と考えますが、県の取

組について、福祉保健部長にお伺いします。

県では、介○福祉保健部長（渡久山武志君）

護現場における職員の身体的負担の軽減や業務

効率化を通じて生産性向上を図るため、介護ロ

ボットを導入する事業所に対しまして、費用の

一部を助成するなどの支援を行っております。

この事業は、利用者がベッドから車椅子への

移動を支援するリフトなども対象にしておりま

して、抱えない介護でありますノーリフティン

グケアの推進にも御活用いただけます。

さらに今週、「みやざき介護生産性向上総合

相談センター」を開設いたしまして、事業者か

らの相談対応、専門家による助言、介護ロボッ

ト等の展示・貸出しや研修会の開催など、職員

の負担軽減や業務効率化に効果的な介護テクノ

ロジーの導入に一層力を入れて取り組んでまい

ります。

今おっしゃった「みやざき○脇谷のりこ議員

介護生産性向上総合相談センター」に行ってき

ました。長い名前です。ノーリフティングケア

で体力を使わず、見守りセンサーで排せつ物の

量などが分かり、しゃべるだけで日誌が書ける

オンライン介護など、介護者の負担を軽減する

介護ロボット等が展示されていました。

何より特徴なのが、介護の専門家が個別の介

護事業者さんの相談に乗って、何が課題かを認

識し、その事業者さんに合ったアドバイスをさ

れることです。「介護の質を上げ、介護は楽な

仕事だと思ってもらえれば、離職者も減るし、

若者にも選んでもらえる職業になっていく」と

おっしゃっていました。介護事業の経営者の方

にこそ、この相談センターを活用いただきたい

と思います。

続いて、火葬場についてです。

現在、県内には、市町村や一部事務組合など
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が事業主体となり、11の火葬場があります。

ちょうど２年前に私の叔母が亡くなったのです

が、火葬場が空いていないという理由で、丸４

日間もドライアイスで遺体を安置することにな

り、亡くなって５日目でようやく葬儀ができま

した。ほかにも、葬儀が早朝の７時台や８時台

になるという苦情を聞き、これでは多死社会を

迎えるに当たって、火葬場は大丈夫かと心配に

なったところです。

しかも、居住地の火葬場が空いていなけれ

ば、近隣の市町村が管理運営している火葬場に

運ぶ選択肢もあるのですが、宮崎市民であれば

１万2,000円の手数料が、西都市の火葬場に運ぶ

と６万円にもなり、距離的に近い宮崎市佐土原

町民の方からの苦情もあります。

この手数料については、なるべく市町村間で

差が出ないようにしてもらいたいのですが、火

葬場の施設には多額の改修費用などもかかり、

事業主体ごとに様々な課題もあるようですの

で、その点は仕方ないとして、多死社会を迎え

るに当たって、人口の多いところは、早めに火

葬炉の増設などに取り組んでいただくことが必

要ではないかと思っています。

現在、県内に11ある火葬場は、例えば平時で

の１日最大火葬件数が、宮崎市葬祭センターで

は15件、都城市斎場が18件となっていますが、

多死社会を迎えるに当たり、県内の火葬場の能

力は足りているのでしょうか。また、大規模災

害時など、火葬場が被災したことも考え、火葬

場の能力を超える死者が出た場合、県はどのよ

うな対応を行うのか、福祉保健部長にお伺いし

ます。

県内の火葬○福祉保健部長（渡久山武志君）

場の１日当たりの火葬能力は合計約100人となっ

ておりまして、現在の状況を踏まえると、対応

できる能力を備えております。

火葬場設置者であります市町村や一部事務組

合では、将来的な高齢化人口の推移を見なが

ら、火葬能力の不足が生じないよう、炉の増設

や改修による火葬能力の向上、業務体制の見直

しなどを行っております。

また、大規模災害の発生時など、能力をはる

かに超えます死者が発生した場合には、県で

は、宮崎県広域火葬計画に基づきまして、死者

数の状況や被災市町村の求めに応じまして、市

町村や近隣県等と連携し、広域火葬の調整を行

うこととしております。

災害時には、市町村を越え○脇谷のりこ議員

て対応できるということで安心いたしました。

続いて、スポーツ全般についてです。

まずは、国スポ・障スポ関連です。国スポの

開催基準要項には、「大会の主催者は、公益財

団法人日本スポーツ協会、文部科学省及び開催

地都道府県とし、各競技会については、日本ス

ポーツ協会加盟競技団体等及び会場地市町村を

含めたものとする」とあります。「障スポの大

会の主催者は、「公益財団法人日本パラスポー

ツ協会、文部科学省、大会開催地の都道府県・

指定都市及び区市町村並びにその他の関係団体

とする」とあります。

それではまず、宮崎国スポ・障スポに向け

て、県が整備を進めている陸上競技場、体育

館、プールの３施設について、それぞれの施設

の整備費と国からの支援について、宮崎国スポ

・障スポ局長にお伺いします。

３○宮崎国スポ・障スポ局長（山下栄次君）

施設の整備費につきましては、現時点の契約額

に、今議会で提案しております陸上競技場の工

事請負契約の変更と体育館及びプールの債務負

担行為の追加を反映させますと、陸上競技場
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は、工事、設計、備品を含め約177億円、体育館

は約95億円となり、体育館につきましては、今

後、物価スライド等の変更を予定しておりま

す。プールは、運営維持管理費を含めたＰＦＩ

事業となっており、そのうち、整備費相当分は

約132億円となります。

また、国からの支援につきましては、３施設

とも学校施設環境改善交付金を活用しており、

これまでのところ、陸上競技場が約4,700万円、

体育館が約２億5, 1 0 0万円、プールが約２

億3,500万円の交付決定を受けております。

なお、国の交付金以外にも、企業版ふるさと

納税の寄附対象事業に加えているほか、有利な

起債制度も活用しながら負担軽減を図っており

ます。

３つの施設を合わせると約404○脇谷のりこ議員

億円超、国からは合計で約５億3,300万円。国ス

ポの施設に関しては、既存の建物で開催してい

る県もあるようですから、国スポ・障スポ用の

施設というわけではないことを考えたとして

も、もっと国からの交付金や補助金があってし

かるべきだと思います。

それでは、宮崎国スポ・障スポの大会運営の

ために、どの程度の費用が必要になり、国から

はどの程度支援があるのか、宮崎国スポ・障ス

ポ局長にお伺いします。

総○宮崎国スポ・障スポ局長（山下栄次君）

合開・閉会式の開催や競技会の運営支援など、

国スポ・障スポ両大会の運営のために、開催県

が負担する費用につきましては、直近、３つの

先催県の平均で約104億円となっております。

宮崎国スポ・障スポの運営費につきまして

は、今後、詳細な検討を行うこととしておりま

すが、現時点では、先催県と同程度の費用が必

要になると考えております。また、国からの支

援につきましては、３つの先催県、いずれも約

５億3,000万円と伺っております。

県としましては、先般創設した企業協賛制度

や寄附など、歳入の確保に努めながら負担軽減

を図ってまいります。

大会運営費が約104億円も必○脇谷のりこ議員

要であるのに対し、国からはたったの５億3,000

万円。今回は施設整備費と大会運営費を質問し

ましたが、ほかにも選手強化費なども入れる

と、国スポ関連は多額の費用がかかるのだとい

うことが分かりました。調べましたら、７年前

の2017年の愛媛大会では、施設整備費が123億

円、大会運営費が76億円、選手強化費が40億円

ということで、国からは４億5,000万円、日本ス

ポーツ協会からは１億円弱だったそうです。あ

まりにも開催県の負担が大き過ぎます。

国スポの開催基準要項では、「経費は、国庫

補助金及び日本スポーツ協会補助金並びに開催

県負担金又は準備金及び入場料等でまかなう」

としています。国と日本スポーツ協会と開催県

の３者が主催者で経費負担するということであ

れば、３分の１ずつ、あるいはせめて国が半分

でも負担するのが筋ではないでしょうか。

３巡目国スポの在り方が議論されています

が、開催都道府県の財政負担について、全国知

事会ではどのような議論がなされ、知事として

どのように考えておられるのかお伺いします。

国民スポーツ大会の開○知事（河野俊嗣君）

催に当たりましては、今、御質問がるるありま

したように、総合開・閉会式の開催や市町村に

よる競技会運営への支援、競技施設の整備等、

開催に要する経費の大部分を開催都道府県が負

担しております。さらには、競技を行う上での

審判、また施設等の基準をしっかりと見直す必

要があるのではないかと、昨年、夏の全国知事
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会で、知事が懇談する中で問題提起がなされ、

それを全国知事会長が問題提起し、今、国にお

いて見直しの議論が進められているところでご

ざいます。

今年８月、全国知事会が取りまとめた「３巡

目国スポの見直しに関する考え方」では、大会

の簡素化・効率化等を図った上で、少なくとも

式典や競技会開催費の２分の１以上は、国及び

日本スポーツ協会が負担すること、また、施設

の改修・整備について、より手厚い財政措置を

講ずることなどを求めており、私としても、３

年後の本県開催を控え、大変重要な課題、問題

提起であると考えております。

３巡目国スポの在り方については、現在、日

本スポーツ協会が設置した有識者会議におい

て、これは全国知事会からも参加しております

が、財政面を含む開催地の負担軽減等、様々な

議論がなされており、今年度中に提言が取りま

とめられる予定であります。宮崎国スポに向け

ても前倒しで実施できるものがないか、そのよ

うな問題意識を持って、県においても検討して

まいります。

日本スポーツ協会が３巡目○脇谷のりこ議員

に向けたアンケートを取っているようですが、

調査対象が、各都道府県のスポーツ協会や国体

担当部局、中央競技団体や都道府県競技団体の

関係者だけですから、競技関係者の立場の意見

ばかりでなく、開催地の県民の意見も聞いても

らいたいものです。しっかりとした議論をよろ

しくお願いいたします。

続いて、国スポ出場選手等をコンディション

面で支援するため、スポーツドクター等の活用

など、県としてどのような取組を行っているの

か、宮崎国スポ・障スポ局長にお伺いします。

選○宮崎国スポ・障スポ局長（山下栄次君）

手をコンディション面で支援するため、県ス

ポーツ協会のスポーツドクター等で構成する既

存の「スポーツ医・科学委員会」に加えまし

て、宮崎国スポに向けて、県競技力向上対策本

部に「コンディショニングサポート専門委員

会」を新たに設け、相互に連携しながら取組を

進めております。

具体的には、スポーツドクター等が、選手に

対するメディカルチェックや選手が答えるアン

ケートを基に作成する個人カルテに対し、アド

バイスを行うとともに、スポーツドクターやア

スレティックトレーナー等が強化練習会や大会

に帯同し、選手をサポートしております。こう

した取組が、選手のコンディションの維持や向

上に大きく貢献しているところです。

日本スポーツ協会公認のス○脇谷のりこ議員

ポーツドクターやアスレティックトレーナーだ

けでなく、宮崎県スポーツ協会認定のアスレ

ティックトレーナー、さらに宮崎県栄養士会が

独自で認定しているスポーツ栄養士は現在41

名。その方々が競技者の食事調査をし、一人一

人に対応した栄養指導などを行っておられま

す。そして、宮崎大学医学部の帖佐先生が、ス

ポーツメディカルサポートシステムの構築事業

の一環として養成・認定された健康スポーツ

ナースは県内25名、全国からも認定を希望する

ナースが宮崎に研修に来られています。スポー

ツ救護活動のための知識と技術を習得し、様々

な大会で活動されています。このような専門職

の方々にサポートしていただきながら、宮崎国

スポでの天皇杯を目指していただきたいと思い

ます。

それでは最後に、女性アスリートへの支援に

ついてお伺いします。

日本スポーツ協会公認のスポーツドクター
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は、県内に70名ほどおられますが、ほとんど男

性の整形外科医です。女性の産婦人科医でス

ポーツドクターをしておられるのが、県内にお

二人いらっしゃいます。

お一人の明野先生は、2018年６月から宮崎市

郡医師会病院で女性スポーツ外来を始められま

した。生理痛がひどくて練習や試合に参加でき

ない、生理前にいらいらしてつらい、生理の量

が多くて貧血などといった女性ならではの月経

トラブルの相談が多いそうです。特に中高生

は、練習のし過ぎで無月経になり、本人も気づ

かず骨粗鬆症になる危険性もあり、監督やコー

チ、保護者の理解が重要だということです。

月経トラブルを回避するためには、低用量ピ

ルの使用を勧められます。以前は、ピルという

と避妊のためという思い込みがありましたが、

今は、スポーツ大会本番に向けて、月経を止め

たり調整ができます。また、月経前のいらいら

や肌荒れ、月経痛も緩和するので、婦人科では

よく説明した上で処方されるそうです。まず

は、何といっても、月経トラブルがあっても婦

人科を受診しない女性アスリートに向けて、背

中を押すサポートをしてもらいたいとのことで

した。

国スポに出場する女性アスリートに対して、

県はどのような支援を行っているのか、宮崎国

スポ・障スポ局長にお伺いします。

県○宮崎国スポ・障スポ局長（山下栄次君）

では、過去の国体において、女子の総合成績が

低迷したことをきっかけに、競技力の高い選手

への支援に加え、女性アスリートに特化した事

業にも取り組んでまいりました。

現在は、女性アスリート強化戦略プロジェク

ト事業として、国スポで入賞間際の次世代を担

う選手の遠征費等への支援や、大会等への保育

士等の派遣による育児と競技の両立のための環

境整備に取り組んでおります。これらの継続し

た取組により、近年の女子の総合成績は徐々に

向上しております。

しかしながら、女性アスリートの競技力向上

におきましては、無月経などの女性特有の解決

すべき課題も多いことから、引き続き、選手に

寄り添った支援に努めてまいります。

女性アスリートのサポート○脇谷のりこ議員

には、相談しやすい女性の専門スタッフが必要

です。女性アスリートの声を反映させるために

も、女性の専門職を多く育成し、支援していた

だくよう、よろしくお願いします。

続いて、地域公共交通についてです。

今、インバウンドの旅行者が宮崎に来られた

ときに、空港や駅でタクシー配車アプリのウー

バーやＧＯが使えないというクレームがあると

お聞きしました。私も海外や東京などへ行った

ときは、どちらかを使っています。とても簡単

で、しかも安心なのですが、県内では使えない

のでしょうか。

県内におけるタクシー配車アプリの普及状況

と普及に向けた問題点について、総合政策部長

にお伺いします。

現在、県タ○総合政策部長（重黒木 清君）

クシー協会に加盟しているタクシー事業者33社

のうち、配車アプリを導入している事業者は５

社であり、サービス提供エリアは、宮崎市、東

諸県郡及び児湯郡のみとなっております。

また、事業者により導入している配車アプリ

の種類が異なっている中、利用可能な車両台数

が少ないものもあることから、利用する時間帯

や配車アプリによりましては、マッチングしづ

らい状況が発生しているものと考えられます。

事業者からは、サービスの導入や維持に係る
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費用負担が大きいなどといった声を伺ってお

り、導入に向けた課題となっているところであ

ります。

できましたら、配車アプリ○脇谷のりこ議員

の導入に向けて、何らかの支援をお願いできる

と、青島地区への旅行者からも喜ばれるのでは

ないかと思います。

タクシー運転士不足については、以前から言

われていることですが、タクシー運転士確保の

ために県が行っている普通二種免許取得支援に

ついて、その実績と事業者の反応を総合政策部

長にお伺いします。

県では、不○総合政策部長（重黒木 清君）

足するタクシー運転士を確保するため、昨年度

から、県タクシー協会を通じ、タクシー事業者

に対しまして、二種免許取得に要する教習費用

を支援しており、昨年度は、12事業者、36名に

補助したところであります。

また、補助の条件として、対象者に補助額以

上の一時金等を支給することとし、新規就業者

の待遇改善を図っていることから、事業者から

は、採用につながるものとして高い評価をいた

だいております。

県としましては、このような取組により、引

き続き、タクシー運転士の確保を後押ししてま

いります。

よろしくお願いします。○脇谷のりこ議員

先日、ＡＩデマンドバス「宮交のるーと」に

乗ってきました。「のるーと」は今、全国20か

所以上で展開されているオンデマンドバスサー

ビスで、宮崎市内の路線バスが大幅に減便に

なったので、宮交バスさんが導入してくださっ

てよかったです。

「のるーと」のアプリをスマートフォンにダ

ウンロードして登録しておくだけで、すぐに予

約ができますし、もちろん電話での予約もオー

ケーです。コミュニティーバスは、前日までに

予約しなければならないなどの制約があり、そ

の点がネックだったのですが、この「宮交の

るーと」は、１時間半間隔で走る小型バスに予

約すれば、ＡＩがルートを変更し、タイミング

よくすぐ乗車することができます。

このＡＩデマンドバス「宮交のるーと」の目

的と実績について、総合政策部長にお伺いしま

す。

従来の路線○総合政策部長（重黒木 清君）

バスが、決められたルートとダイヤで中型や大

型の車両により運行されるのに対しまして、

「宮交のるーと」は、予約状況に応じ、ＡＩが

判断した最適なルートを小型車両で運行する輸

送サービスであり、利用者の利便性向上や運行

の効率化を図るため、実証実験を行っているも

のであります。

利用実績につきましては、運行を開始した今

年３月は152名でしたが、その後、徐々に増加

し、直近の10月は830名と、当初の約5.5倍の利

用となっております。

また、小型車両の運転には大型二種免許が不

要でありますことから、「宮交のるーと」は、

全国的な課題である路線バスの運転士不足対策

にもつながる取組であり、県では実証エリアの

拡大を図ってまいります。

これからの時代は、地域公○脇谷のりこ議員

共交通を定期で走る電車や車ではなく、ニーズ

に合った時間と交通手段になっていくのではな

いかと思います。

地域公共交通の維持に向けた知事の思いと今

後の取組についてお伺いします。

バスやタクシーなどの○知事（河野俊嗣君）

地域公共交通は、通勤・通学・通院など県民生
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活に欠かせない移動手段として、大きな役割を

果たしているものと認識しております。

一方で、人口減少や少子化の進行による利用

者の減少、深刻化する運転士不足等により、地

域公共交通を取り巻く環境は大変厳しい状況で

あり、その維持は非常に大きな課題であると認

識しております。

私自身、比較的バスやタクシーに乗るほうだ

と考えておりますが、特にタクシーに乗ったと

き、コロナの真っ最中、運転士不足の問題、ま

た利用減の問題、いろいろ話を伺いましたし、

その後、なかなか運転士が戻ってこないという

ような状況、先ほどの免許取得支援の話など、

いろいろ実態を伺っているところであります。

厳しい状況を踏まえ、県では、バスの運行

ルートの見直しや車両の小型化などに取り組

み、地域の実情に応じた持続可能な路線網の構

築を図っているところであります。

また、ＡＩデマンドシステムやＭａａＳ等の

デジタル技術の積極的な活用による利便性向上

や運行の効率化、運行の基盤となる運転士の確

保、県バス利用促進協議会における利用促進等

にも引き続き取り組んでまいります。

地域公共交通は、地域の経済・社会活動を支

える重要な基盤でありますので、県民の皆様が

安心して地域で暮らしていけるよう、地域公共

交通の維持を図ってまいります。

今おっしゃった、デジタル○脇谷のりこ議員

の技術を活用した地方創生について、最後の質

問です。

現在、地方は、人口減少や少子高齢化、産業

空洞化など、様々な社会課題に直面していま

す。そのため、デジタルを活用し、地域の課題

解決や魅力向上の実現に向けて、意欲ある地域

による自主的な取組を応援するため、国が交付

金により支援するのがデジタル田園都市国家構

想交付金です。

この交付金には４つのタイプがあり、その中

のデジタル実装タイプは、デジタル技術を活用

した遠隔医療や教育、防災、地域アプリなど、

地方の活性化や行政・公的サービスの高度化・

効率化を推進するための必要な経費を支援する

ものです。

国が地方創生のために交付しているデジタル

田園都市国家構想交付金のうち、県におけるデ

ジタル実装タイプの活用状況と主な事業につい

て、総合政策部長にお伺いします。

デジタル田○総合政策部長（重黒木 清君）

園都市国家構想交付金のうち、県におけるデジ

タル実装タイプの活用状況につきましては、令

和４年度からの３年間で、10件、約４億9,000万

円の事業が採択され、農業や防災、教育などの

分野でデジタル化の取組を進めているところで

あります。

主な事業といたしましては、農家間での栽培

データの共有化による生産性の向上や、県の公

式ＬＩＮＥを活用した防災情報等の提供、県立

図書館での電子書籍の貸出しサービスの構築な

どに取り組んでいるところであります。

引き続き、国の交付金等を活用しながら、デ

ジタル技術の導入による産業の高度化や県民

サービスの向上に取り組んでまいります。

冒頭、農業分野での女性の○脇谷のりこ議員

活躍について質問しましたが、人口減少社会の

到来で、各分野での担い手不足が深刻となる

中、デジタル技術の進展によって、女性や高齢

者等の活躍の場が広がっているのも事実だと

思っています。

地域課題の解決や宮崎の魅力向上を図ってい

くためには、デジタルの力を活用することが大
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変重要だと考えますが、最後に知事の考えをお

伺いします。

人口減少や少子高齢化○知事（河野俊嗣君）

が急速に進む中、地域や産業の担い手不足は深

刻な状況であります。デジタル技術を活用し、

地域の課題解決や魅力の向上を図ることは、大

変重要であると認識しております。

そこで県では、令和３年度に宮崎県情報化推

進計画を策定し、行政や暮らし、地域産業な

ど、県民生活に関わる様々な分野で、官民一体

となってデジタル化に取り組んでまいりまし

た。

このような中、デジタル技術の急速な発展等

に対応するため、現在、計画の改定に向けた作

業を進めておりまして、さらなる行政サービス

の効率化や生産性の向上等に取り組むととも

に、新たにデジタル人材の育成・確保を重点的

に進めることとしております。

デジタル技術の進展により、農業分野をはじ

め、女性や高齢者等の活躍の場が広がってきて

いる、そのような面もあろうかと思います。宮

崎の特性を生かした新たなビジネスモデルの創

出にもつながるものと考えておりますので、今

後とも、県民誰もが輝き、安全・安心で豊かさ

を実感できるデジタル社会の実現に取り組んで

まいります。

私の今回の一般質問では、○脇谷のりこ議員

遠隔医療から介護ロボット、ＡＩデマンドバス

などの配車アプリなどを取り上げました。デジ

タルの力は、これからの地域の課題解決には必

要不可欠なものです。多くの地方自治体が、こ

の交付金を使って様々な事業を展開されていま

すので、宮崎県も負けずに魅力的な事業を申請

して、多く採択してもらいたいと思います。

デジタルの力を活用して、さらなる地方創生

へ期待して、私の一般質問を終わります。あり

がとうございました。（拍手）

次は、山口俊樹議員。○濵砂 守議長

〔登壇〕（拍手） 皆さん、こ○山口俊樹議員

んにちは。自民党の宮崎市選出、山口俊樹でご

ざいます。月末のお忙しい中、傍聴にお越しい

ただきました方々、そしてネットで御覧いただ

いている方々、お時間を割いていただいてあり

がとうございます。今日は、ちょっと小さいで

すけれども、宮崎市制100周年のキャラクターで

ある「みやねこ」のバッジもつけて登壇させて

いただきました。

今日は、公共施設等の活用、財政・業務効率

化、運転免許・交通、そして子育て環境につい

て質問させていただきます。分野が多岐にわた

りますので、少々分かりにくいところもあるか

もしれませんが、御容赦ください。

ちなみに、本日は11月29日、「いい肉の日」

でございます。県民の皆様には、こうした機会

にぜひ宮崎のおいしいお肉を食べていただきた

いなと思います。私もすがすがしい気持ちでお

肉を食べたいなと思っておりますので、気持ち

のよい、前向きな答弁をぜひ当局からいただけ

ることを期待して、早速質問に入らせていただ

きます。

最初に、公共施設等の活用について、様々な

施設のことを伺ってまいります。

まず、県総合運動公園やサンマリンスタジア

ムについてでございます。

９月上旬に、アイドルグループがひなたフェ

スを行いました。私もチケットを買って、公共

交通で伺って、熱量とか今後の可能性というも

のを肌で感じたところでございます。

宮崎大学の土屋有准教授によると、経済波及

効果は約29億円にもなるとのことのようですけ
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れども、宮崎県としては、ひなたフェスの経済

効果等をどのように捉えているのかを伺いま

す。

また、次年度以降の音楽や、それに類似する

イベントの予定があるのか、さらに、今回を踏

まえて、今後の利活用についてどのように考え

ているのかを、知事に伺います。

以上、壇上からの質問といたします。（拍手）

〔降壇〕

〔登壇〕 お答えしま○知事（河野俊嗣君）

す。

このひなたフェスは、９月７日、８日に開催

されたところでありますが、全国から多くの日

向坂46のファンの来県がございました。これ

は、この時期が、ちょうど８月の日向灘沖の地

震によりホテル宿泊等のキャンセルが続発し

た、さらにはその後、台風第10号で被害を受け

たという大変厳しい状況の中で、復旧・復興に

向けて、大いに元気もいただき、それから地域

経済への活性化効果も大きかったものと考えて

おります。

御指摘のとおり、ひなたフェスの経済効果に

つきましては、宮崎大学とひなたフェス主催者

が合同で調査した結果、29億900万円ということ

であります。県全域にわたっての宿泊、また周

遊等も行われたということで、その経済効果は

大変大きく、地域経済の再生を図っていく後押

しになったものと、大変ありがたく思っており

ます。

イベント会場となりました県総合運動公園に

おきましては、現時点でひなたフェスに続く音

楽イベント等の具体的な予定が立っているわけ

ではありませんが、これまで全国規模の大会や

プロスポーツキャンプの受入れ施設として実績

を積んできたことを踏まえ、スポーツの拠点施

設としての魅力をさらに高めながら、今回の経

験を生かして、施設の有効活用という観点か

ら、音楽ライブをはじめとする各種イベントな

ど、幅広いニーズに対応できるよう取り組んで

まいります。以上であります。〔降壇〕

ひなたフェスは地域経済の後○山口俊樹議員

押しになったと評価していて、今後の施設利用

については、スポーツに限らず、幅広くやって

いきたいと考えているということでございまし

た。

ただ、施設の活用については、来年度以降の

具体的な活用は未定ということでございます。

コンテンツは別にしても、うまくいったと地元

の意識があるうちに何かしらを継続していかな

ければいけないかなと思っておりますし、とは

いえ、まだ実績は１回でございますので、民間

の提案を待っているだけではなかなか難しいの

かなとも感じているところです。

県として、県有スポーツ施設を活用したひな

たフェスのようなイベント開催に向けて、働き

かけを行っていくべきだと思いますけれども、

知事の考えを伺います。

ひなたフェスを振り返○知事（河野俊嗣君）

りますと、「ひなた」のフレーズで接点がある

日向坂46が、５年前にサンマリンスタジアムで

テレビ番組のロケを行った。私もそこに参加い

たしましたが、それがきっかけとなりました。

その後、当グループとの絆を深めていく中で、

ぜひこの原点であるサンマリンスタジアムでラ

イブがしたいと、そういう熱い要望に応え、こ

れまで天然芝ということでイベントはできませ

んでしたが、専門業者の指導も入れながら、何

とか工夫を凝らし、関係者が力を合わせて開催

に至ったものであります。

その経験というものを今後に生かしていきた
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いと、そのように考えておりますし、初めて音

楽イベントとして開催されたひなたフェスは、

当グループとのタイアップ企画等によりまし

て、多くのファンが県内を周遊するなど、観光

振興にもつながりました。県有スポーツ施設の

有効活用として新たな可能性を感じたところで

あります。

県としましては、次回のひなたフェス開催に

つなげるため、例えば、東京でこのグループの

ライブが行われる来月には、ひなたフェスで制

作した市町村ＰＲのぼりを新宿ＫＯＮＮＥに展

示するなど、関係をさらに深めてまいりたい、

そのようにも考えております。

また、ひなたフェス以外のイベント開催につ

いても、これから検討してまいりたいと考えて

おります。例えば今回、国スポが行われました

佐賀では、ＳＡＧＡサンライズパークというこ

とで、スポーツ施設を集約し、そこで様々なイ

ベントを行っておりますし、同様な展開が長崎

スタジアムシティでも行われておるところであ

ります。こうした事例なども十分参考にしなが

ら、またイベント企画会社へのニーズ調査も行

いながら、しっかりと取り組んでまいります。

ひなたフェスについては、そ○山口俊樹議員

の御縁を大切に、当該グループのコンサート等

に合わせて、新宿などでもいろんな新たな取組

を行うと。その他のイベントについても、企画

会社などへの情報収集をしていきますよという

ことでした。

今回の件を通じて、県民の皆様は、様々なコ

ンテンツが宮崎で見られる、楽しめる、そして

県としても経済効果が得られる大きな可能性が

見えてきたというふうに思っております。ぜひ

県としても積極的な取組を期待しております。

続いて、宮崎港について触れます。

私は、これまで宮崎港の分譲地の問題などを

取り上げてまいりましたが、今回は宮崎港の整

備計画について質問いたします。

宮崎港の整備については、宮崎港港湾計画と

いうものが実はありまして、調べてみると、策

定からかなり時間が経過していたり、進捗管理

がうまくできていないのではないかという疑念

が出てきたところです。

そこで、宮崎港港湾計画の概要と現在の整備

状況について、県土整備部長に伺います。

宮崎港港湾計○県土整備部長（桑畑正仁君）

画は、南九州の物流拠点を目指し、開発や保全

等の方針と、施設の規模や配置などを定めたも

のです。

港湾計画は、時代のニーズに合わせて見直し

ており、昭和48年の策定時の計画では、農産物

の海上輸送や観光需要の増大を見据え、現在の

西地区にカーフェリー岸壁等を位置づけ、昭

和63年の改定では、輸送形態の変化や海洋性レ

クリエーション需要に対応するため、東地区の

岸壁やマリーナなどを追加し、整備を進めてま

いりました。

現在は、平成15年の計画に基づき、国内物流

機能の強化やアジアとの貿易に向け、航路を維

持するための防砂堤の整備や船舶の大型化に対

応するためのしゅんせつに加え、南防波堤の改

良に取り組んでおります。

スタートは昭和48年、そして○山口俊樹議員

改定が昭和63年と平成15年ということで、平

成15年に改定された計画を今も動かしています

よということでございます。20年ぐらい前かな

と思いますが、ちなみに、答弁では触れていま

せんけれども、計画上では、目標年次は平成20

年代後半という記載もございます。答弁にあっ

たように、県も動いていらっしゃるとは思いま
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すが、計画の進捗とか、どうやっていくのかを

県民とか議会にしっかり伝えていかないと、20

年近く動きがない、放置されているんじゃない

かというふうに見えてしまうかなと感じます。

この港湾計画は、幾つかのエリアに分けて整

備の考え方があるようなんですけれども、今回

は、特に宮崎港東地区、これまで取り上げてき

た分譲地などがあるエリアに注目して進捗確認

を行います。

計画策定、目標年度からかなり年月がたって

います。宮崎港東地区の整備に今後どのように

取り組んでいくのか、県土整備部長に伺いま

す。

宮崎港におい○県土整備部長（桑畑正仁君）

ては、近年、原木の取扱量が増加傾向で、令和

６年は過去最大となる見込みであり、そのほと

んどを東地区で取り扱っております。このた

め、原木取扱量の増加に伴い、現在、埠頭用地

約1.7ヘクタールの拡張工事を進めているところ

であり、さらなる増加が見込まれることから、

岸壁整備の必要性も高まっております。

今後は、新たな取組として、岸壁等の利用状

況とニーズを調査し、物流や企業の動きをデー

タ化し、分析した結果を用いて、施設利用の効

率化や効果的なポートセールス活動等に生かす

ことで貨物の増加につなげ、未整備の第14岸壁

をはじめ、東地区のさらなる整備に取り組んで

まいります。

現在進んでいる拡張工事も○山口俊樹議員

あって、さらに整備を進められるように、新た

な取組として、ニーズ調査とかデータ分析を

やっていきますということでございます。

国への働きかけが必要な事業だと思いますけ

れども、いつかやれたらいいなということでは

なくて、早期に必ず実現するんだという姿勢で

努力をお願いしたいなと思いますし、何年にも

わたって進捗が曖昧なままというのはちょっと

看過できないなと思っておりますので、今後の

進捗とか取組についても、しっかりと追わせて

いただきたいというふうに思います。

続いて、県の総合博物館についてでございま

す。

企画展などの御案内もいただきますので、伺

うこともあるんですけれども、博物館本体、さ

らには近隣にある文化財の民家が展示されてい

る民家園など、特に歳入とか施設経営という面

から、まだまだ施設として伸び代があるんじゃ

ないかなと感じているところです。

まず、前提を確認しますが、宮崎県には県総

合博物館単独の経営計画は存在するのでしょう

か、教育長に伺います。

県総合博物館は、○教育長（黒木淳一郎君）

資料の収集・保存、調査研究及び教育普及活動

等を展開し、本県の自然や歴史に関する様々な

体験や学習の機会を広く県民に提供することを

目的とした、公の社会教育施設であります。

このような公益性の高い施設であるため、収

益を目的とした経営計画はございませんが、５

年ごとに運営の指針である中期運営ビジョンを

策定し、展示計画や入館者数、外部運営資金の

獲得など、あらゆる観点から目標となる指標を

定めて運営しております。

中期運営ビジョンというもの○山口俊樹議員

があるということでございます。私もこちらを

確認させていただきましたが、今年度が更新年

度ですね。確かに入館者数とか目標などを定め

てあるんですけれども、それが施設運営のコス

トとかとどう関係しているのか、そもそも運営

にどれぐらいお金がかかっているのかというの

がなかなか見えづらいといいますか、計画には
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載っていない、経営に関する部分が薄いかなと

感じたところです。

私は、教育施設だから収入を得る必要はない

というふうには思っておりません。どんな施設

であっても、様々な手法や工夫で少しでも歳入

確保の努力をすることが求められていると感じ

ています。

そこで、民家園の利用状況及び民家園も含め

た県総合博物館の今後の歳入確保策について、

お考えを教育長に伺います。

民家園は、イベン○教育長（黒木淳一郎君）

トでの活用のほか、貸出しも行っておりまし

て、昨年度の有料利用は８件でございました。

歳入は、各種団体の助成金のほか、今年度新

たに国の交付金を活用してデジタルミュージア

ム構築事業に取り組むなど、その確保に努めて

おります。その他、夏の特別展は、民間企業等

と実行委員会を組織して開催し、観覧料の一部

が県の歳入となっております。

そのような中、令和４年度に博物館法が改正

され、新たな役割として、地域活力の向上への

寄与が明記されました。また、この夏の特別展

では、日向灘の生き物やデジタル展示が人気を

集めました。

これらを踏まえ、今後は、県内の観光や産

業、文化資源をより積極的に発信し、地域活性

化や観光振興への貢献に一層注力するととも

に、博物館の維持・運営の視点に立った歳入確

保策も研究してまいります。

今までも、有料利用であった○山口俊樹議員

り国の交付金などの活用もされていて、取組は

しっかりしていますと。そんな中、博物館法の

改正もあって、地域への貢献とともに、今後は

歳入確保についても研究していきますよという

御答弁でございました。

例えば、単純に入館料を見直すとか、駐車場

を時期によって有料化する、文化財管理のノウ

ハウとかを生かして、民間の皆さんの絵画とか

を有料で保管するとか、新しいサービスも考え

られるのかなと私自身は感じているところで

す。答弁を伺っていると、教育長も同じ方向を

向いていただいていると思いますが、将来的に

文化とか施設を充実させていくためにも、自ら

歳入を得る努力というのは大事だと思っており

ますので、しっかり取り組んでいただきたいと

いうふうに思っております。

中期運営ビジョンについては、更新作業がか

なり進んでいると思いますけれども、可能なら

ば、今回の質問を受け止めていただいて、運営

のコストに関する明確化とか、歳入アップへの

取組に触れるとか、目標の記載の見直しとか、

できるところをもう一度、更新作業をちょっと

見直していただけないかというところを取り組

んでいただきたいと思います。５年に一度の更

新でございます。博物館の運営が時代に取り残

されないように、新しい視点も踏まえた更新を

期待しております。

続いて、個別施設計画について触れます。

個別施設計画は、一つ一つの施設の維持管理

とか改修について定めたもので、施設の長寿命

化とか、今後の在り方を検討する上で大切なも

のだと私は思っています。宮崎県でも各施設で

個別施設計画が策定されているようですけれど

も、実はほとんど公表されておりません。計画

の進捗を確認したり、施設の今後を議論するた

めにも公表していただきたいと私は思っており

ます。

そこで、個別施設計画の公表についての検討

状況と計画の進捗管理はどのように行っている

のか、総務部長に伺います。
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個別施設計画のう○総務部長（吉村達也君）

ち、建物系施設につきましては、計画を所管す

る各課と、現在、公表の在り方等について協議

を行っているところであり、今後、他県の状況

も参考に鋭意検討してまいります。

次に、県計画の進捗管理についてでありま

す。総務部が所管する行政系施設及び職員宿舎

については、財産総合管理課において、施設の

保全工事や用途廃止等の状況を毎年調査し、確

認しております。また、総務部以外の建物系施

設の計画については、各所管課で進捗管理を

行っており、それらの状況は、庁内関係課で構

成する公有財産調整委員会等を通じて共有して

いるところであります。

公表については、在り方も含○山口俊樹議員

めて鋭意検討を進めているということで、前向

きな答弁をいただいたと思っております。ま

た、進捗自体は、建物系施設については各所管

課でそれぞれしていて、情報共有は庁内の会議

で行っていますよと。

建物系施設とインフラ系施設というのが実は

あって、インフラ系は県土整備部が担当になっ

ているんですかね。それはそれとして別途ある

ようですので、今回はあくまで総務部所管のと

ころについて触れていきたいと思います。

進捗管理については、各課で行っているよう

ですけれども、私、議員の立場でいろいろ話を

聞くと、各担当課で計画の取組とか責任の捉え

方にちょっと違いがあるなと感じることがあり

ます。この個別施設計画には、上位計画、個別

施設計画を全部まとめたものがあって、それが

公共施設等総合管理計画というものでありま

す。その計画が総務部の所管だと私は認識して

いるところです。

そこで、個別施設計画の進捗管理の責任の所

在をより明確化して着実に計画を進めるために

も、上位計画の公共施設等総合管理計画を所管

する総務部が、各個別施設計画の進捗管理も主

体となって行うべきではないかと考えますが、

総務部長の見解を伺います。

公共施設等総合管○総務部長（吉村達也君）

理計画は、公共施設等の保有・運営・維持の最

適化を図るための基本的な方針を定めた全体計

画であり、基本方針に基づき、各施設の所管課

が今後の施設の方向性を示す個別施設計画を策

定し、建物の修繕・改修等に計画的に取り組む

こととしております。

総合管理計画を所管し、予算を管理する総務

部と個別施設計画の所管課が連携して適切に進

捗管理を行うことにより、将来に向けた計画的

な施設整備につながるものと考えておりますの

で、総務部が中心となって、公有財産調整委員

会等の機能を強化しながら、各個別施設計画の

推進を図ってまいります。

既存の進捗管理の会議体であ○山口俊樹議員

る公有財産調整委員会などの機能を強化します

ということでございました。総務部が中心と

なってという言葉もいただきましたので、向い

ている方向は同じかなと思います。しっかりと

した計画の推進をお願いいたします。

続いて、財政、業務効率化について伺いま

す。

まず、今議会でも坂口議員をはじめ多くの方

が取り上げている、いわゆる103万円の壁に関し

て伺います。

河野知事は、知事会などを通して、国に様々

意見を伝えているようですけれども、その様子

を見ていると、103万円の壁の撤廃には反対なの

かなと、知事会は抵抗しているのかなと捉えら

れるように映ります。実際に先日、私もある懇
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親会で「知事は反対なのか」というふうに聞か

れました。「そんなことないと思いますよ」と

は言っておきましたけれども、このように、き

ちんとした立場とか思いが伝わらないと誤解が

生じてしまう気もしますので、お伺いします。

いわゆる103万円の壁に係る基礎控除の見直し

について、知事の立場、見解を伺います。

所得税等の基礎控除額○知事（河野俊嗣君）

の引上げにつきましては、先日の全国知事会で

も活発な意見交換がありました。御指摘があり

ましたように、私としては、決して反対の立場

ではなく、継続した物価高や賃上げの動き、ま

た多くの産業で人手不足が顕著となっている昨

今の社会情勢において、雇用や所得環境の改善

のため、将来のあるべき議論をすることは大変

意義があることと考えております。

長年にわたり、懸案として議論、課題として

提示されていましたが、それを改めて世論喚起

をする、大変意義があったものと考えておりま

す。また、このようなスタンスは、全国知事会

でも同様でございます。

一方、地方自治体の長としましては、福祉や

教育など欠かすことのできない行政サービスを

維持しつつ、人口減少対策や国土強靱化等の重

要施策に取り組んでいく責任がありますので、

大幅な減収の可能性のある減税という面、その

影響というものを見極める必要があるというこ

とと、さらには、所得税は約３割が交付税の原

資になっておりますので、所得減税が交付税の

減にもつながるというところも見極める必要が

ございますし、また、これがいつから見直しが

スタートするかということがありますが、地方

自治体においては、様々なシステム改修等の事

務負担という問題もございます。

さらには、非課税というものが様々な施策を

する上での基準となっておりますので、これが

動くことにより、例えば保育園に対する支援策

だとか、それに伴う自治体の負担増というもの

もありますので、様々な課題について、きめ細

かく見ていく必要があると。現在、行われてい

る議論の動向を注視し、地方行財政運営に影響

が生じないよう、政府・与党関係者に強く求め

ていく必要がある。また、税財政の委員長とし

て、その部分をしっかりと伝えているというと

ころが、先ほどのような受け止めにつながって

いるものと考えております。

この103万円の壁を含む年収の壁問題につきま

しては、基礎控除だけでなく、扶養控除など他

の控除制度の問題もありますし、社会保険

料、106万の壁、130万の壁、そういったものと

の調整ということもございます。国・地方の税

財政への影響など、整理すべき課題が多くあり

ます。多岐にわたる論点がございますので、将

来に向けて、しっかりと腰を据えた議論が必要

な社会的課題であると認識しております。

反対の立場ではないと。た○山口俊樹議員

だ、地方自治体を預かる立場として、国に言う

べきことをしっかり言っているんですよという

ことであろうと思います。県民に知事の考えが

誤解なく伝わるように、情報発信に努めていた

だければなと思うところです。

さて、ここ最近、手取りがかなり意識される

ようになりました。これまで平均収入とか時給

とか、そういった形で政策議論はあったかと思

いますが、手取り、可処分所得についてのデー

タは、あまり触れたことはありません。

そこで、宮崎のデータをちょっと確認したい

なと思っております。先にちょっとネタばらし

をしますと、実は可処分所得のデータはないと

いうふうに聞いておりまして、一定の仮定をし
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た上での試算という形になろうかと思います

が、それで構いませんので、県内在住、30代前

半、単身の男性サラリーマンの年間給与収入と

可処分所得について、平成15年、平成25年、令

和５年の額は幾らになるのか、総務部長に伺い

ます。

可処分所得とは、○総務部長（吉村達也君）

一般的に、年間給与収入から所得税、住民税及

び社会保険料を差し引いたものとされておりま

す。

議員御質問のモデルに相当する年間給与収入

のデータがありませんので、あくまでも、既婚

者のデータも含まれている厚生労働省の賃金構

造基本統計調査による給与及び賞与額等を年間

給与収入として可処分所得を試算しますと、平

成15年の年間給与収入が約381万円、可処分所得

が約315万円、平成25年の年間給与収入が約356

万円、可処分所得が約283万円、令和５年の年間

給与収入が約405万円、可処分所得が約319万円

となります。

かなり苦労して試算いただい○山口俊樹議員

たと聞いております。ありがとうございます。

あくまで試算という形なので、参考的な数字

として議論を進めていきますが、平均収入は伸

びているので、当然手取りも増えているのかな

と思ったところ、30歳の独身のサラリーマンの

方だと、20年前と昨年が一緒ぐらい、そして10

年前は、今より手元に残るお金が少なかったと

いうことです。10年前の30歳はまさに私の世代

になりますので、そうだったんだと、ちょっと

衝撃でございました。

一定の仮定条件を設定しての数字という前提

ですけれども、こうした可処分所得のデータは

今後大事にしていくべきだと思います。例え

ば、婚姻数が減っているのは収入が減っている

からじゃないかという想定がある際に、これま

では平均収入などをベースに見ていたけれど

も、可処分所得ではどうなのかという視点とか

ですね。平均収入よりも、より生活実態を捉え

やすい可能性が高いので、手取りが注目されて

いる今回を機に、政策議論においても可処分所

得を参照することもひとつ御検討いただきたい

なと思います。

続いて、歳入面から質問いたします。

次年度の予算編成方針が出されました。個人

的に「おっ」と思ったのが、６月に質問した施

設の使用料等についての記載でございます。前

年度は「原則として、前回改定から３年以上を

経過する使用料・手数料の見直し」となってい

ましたけれども、今回は「すべての使用料・手

数料の見直し」との記載になっておりまして、

聖域なく見直す姿勢が見てとれます。

令和７年度の当初予算編成に向けて、使用料

・手数料の見直しをどのように取り組んでいく

のか、総務部長に伺います。

県の施設の使用料○総務部長（吉村達也君）

や各種手続の手数料につきましては、受益者負

担の観点から、毎年度、全庁的に見直しに取り

組んでおります。

一方で、近年、賃上げや物価高を背景に、清

掃委託料、修繕費、光熱水費などの施設の管理

に要する経費が急激に増加するとともに、各種

許認可等を担う県職員の人件費も伸びてきてお

ります。

このため、令和７年度当初予算編成におい

て、特に賃上げ等が顕著なこの数年間、料金が

据え置かれているものを中心に、改めて重点的

な精査を行い、他自治体の同種の施設及び業務

における状況等も踏まえつつ、必要な見直しを

進めてまいります。
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施設運営に必要なコストを○山口俊樹議員

しっかり把握した上で、公共施設として受益者

などに負担をお願いするところは、しっかりと

定めていただければと思います。

続いて、歳入確保の一つである、ふるさと納

税について伺います。

宮崎の各自治体は非常に積極的に取り組んで

いて、宮崎市は今年度、100億の大台が見えてき

たようです。

現状を確認いたします。宮崎県のふるさと納

税の現状と、ふるさと納税に対する県の考え方

について、知事に伺います。

ふるさと納税制度は、○知事（河野俊嗣君）

ふるさとに対し貢献または応援したいという納

税者の思いを実現する観点から創設されたもの

であります。その積極的な活用により、地域に

対する関心や愛着を深め、交流人口の拡大等を

図ることで、地域活性化や人口減少対策に資す

ることを目的としております。

県としましても、その趣旨を踏まえ、運用し

ているところでありまして、その実績につきま

しては、令和５年度が対前年度比12％増の約１

億1,000万円となっており、マンゴーや牛肉、ウ

ナギなどの返礼品を中心に好評をいただいてお

ります。

ふるさと納税についても、本当に様々な論点

がございます。過度な返礼品競争に陥らないよ

う、節度を持って、今の制度の中で最大限税収

を上げる努力をすべきであるというのが基本的

な立場でありますが、一方で、制度に内在する

課題として、政令市においては、200億、300億

というオーダーでの減収につながっている。

このことをどう考えるかというところも問題

提起されているということはしっかり把握した

上で、私としましては、一人でも多くの皆様に

宮崎のファンになっていただき、県及び市町村

のふるさと納税の一層の活用を促進するため、

特産品や観光など、様々な魅力のさらなる磨き

上げやＰＲに取り組んでいるところでありま

す。

一応1.1億円ということでござ○山口俊樹議員

います。基礎自治体の邪魔をしないようにとい

う視点もあろうかと思いますが、ちょっと寂し

いかなと思っているところです。例えば、市町

村をまたがる旅行とかツアーなんかを返礼品に

できないかとか、基礎自治体単独ではできな

い、県だからできることがあるかなと思うんで

すね。財政が厳しいということであれば、少し

稼ぐ努力というのもしないといけないかなと

思っています。

これまでのふるさと納税の議論を振り返る

と、具体的な数値目標とか戦略とか、ちょっと

ないように見受けられるところです。これから

しっかりとやっていくために、ふるさと納税に

ついての数値目標とか戦略を定めて取り組んで

いく必要があるかと思いますが、知事の考えを

伺います。

本県のふるさと納税に○知事（河野俊嗣君）

つきましては、これまで、本県が強みを持つ食

を中心とする返礼品の開拓などに取り組んでき

たところであります。今年度は、より多くの方

に利用いただけるよう、本県への寄附を受け入

れるためのポータルサイトの追加や返礼品の拡

充に取り組んでいるところであります。

返礼品の選定に当たりましては、議員からも

御指摘ありましたように、県の取組というもの

は市町村を邪魔することになりかねない。同じ

ものが重なるわけでありますので、そこが奪い

合いになってはいけないというところで、これ

も非常に重要な観点でありまして、県において
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は、市町村の枠を超えた県独自の県産品詰め合

わせ商品の開発などにも戦略的に取り組んでい

るところであります。

県としましては、今後、本県への観光誘客に

向けた宿泊・旅行型商品の導入など、食以外に

も魅力ある返礼品の充実を図ることとしており

まして、返礼品の数を、現在266でありますが、

例えば令和８年度末までに400とするような目標

を掲げながら、しっかりと取り組んでまいりま

す。

令和８年度末までに返礼品の○山口俊樹議員

数を266から400に増やすと。ふるさと納税につ

いての具体的な目標に、恐らく初めて言及いた

だいたのではないかなと思っております。ま

た、宿泊・旅行の商品導入にも触れていただき

ました。ぜひ令和８年度と言わず積極的に取り

組んでいただいて、国が認めている制度ですか

ら、しっかり枠の中で、いろんな議論があって

も活用していただきたいというふうに思ってお

ります。

この項目の最後に、業務効率化について伺い

ます。

行政のＤＸ化が言われておりますけれども、

宮崎市では、ＤＸ化を進めるために、ペーパー

レスを積極的に進めているそうです。全ての紙

を廃止するということではなくて、必要性など

で区分分けして、コピー機の印刷記録を見える

化、数値化して、ペーパーレスを意識づけする

取組をしていて、この１年で約40％近い削減率

となったようです。

業務効率化につながるＤＸ化とかデジタル化

を進めるためにという前提でございますけれど

も、その前提でペーパーレスを進めるとしたと

きに、宮崎県におけるペーパーレスの目標があ

るのか、またペーパーレスへの取組について、

総務部長に伺います。

県においても、業○総務部長（吉村達也君）

務の効率化や行政サービスの利便性向上を図る

ため、デジタル化を進めており、ペーパーレス

は、効果的・効率的にデジタル化を推進する上

で欠かせない取組と位置づけております。

このため、公文書のデジタル化やウェブ会議

の積極的な活用、各種行政手続のオンライン化

のほか、来年４月からは電子決裁機能を有する

文書管理システムを導入するなど、ペーパーレ

スの取組を順次進めております。

具体的な数値目標は設定しておりませんが、

今後もデジタル化の取組と並行して、先進自治

体の事例も参考にしながら着実に取り組んでま

いります。

具体的な数値は定めていない○山口俊樹議員

けれども、取り組みますということでございま

す。来年度には、庁内の決裁についても電子決

裁が拡充されるということですから、強力に進

めるにはいいタイミングじゃないかなと思いま

す。紙をなくすことが目的ではありません。実

際、私も今、紙を使って議論しておりますの

で、全ての紙をなくしてほしいということでは

なくて、デジタル化の第一歩、業務効率化の第

一歩に、ペーパーレスは欠かせないことだと思

いますので、目標や数値の見える化をして取組

を進めていただければと思います。

続いて、運転免許及び交通についてでござい

ます。

まず、運転免許について、来年の春からマイ

ナンバーカードと免許証を一体化させたマイナ

免許証の運用が開始される方針のようです。

本県における免許証とマイナンバーカードの

一体化の具体的な手続について、警察本部長に

伺います。
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マイナンバー○警察本部長（平居秀一君）

カードと運転免許証の一体化の手続につきまし

ては、現行の運転免許証の更新等の手続と同様

に、宮崎、都城、延岡の各運転免許センター及

び県内全警察署で行えるよう準備を進めており

ます。

具体的な手続でございますが、運転免許セン

ター等において、専用の機器を使用して、マイ

ナンバーカードのＩＣチップ内に運転免許証の

情報を書き込むことで完了し、免許更新時をは

じめ、いつでも一体化の申請を行うことができ

ます。この手続は、令和７年３月24日から全国

一斉に開始することとなっています。

全国と一緒に３月24日から、○山口俊樹議員

各警察署とか免許センターでいつでも対応でき

ますよということでございます。

マイナ免許証は任意なわけですけれども、大

きなメリットの一つとして、優良とか一般の方

は、オンラインで更新講習を受けることができ

て、免許センターでの手続をスムーズに進める

ことができるようになるということがあるよう

です。

そこで伺います。本県におけるオンライン講

習の受講要領について、警察本部長に伺いま

す。

オンライン講習○警察本部長（平居秀一君）

は、令和７年３月24日から受講可能で、マイナ

ンバーカードと運転免許証の一体化をしたマイ

ナ免許証を保有している方のみが受講できま

す。

受講要領は、スマートフォン等からマイナ

ポータルにログインし、マイナ免許証をかざし

た上で受講することになります。

こちらも３月末から対応可能○山口俊樹議員

ですと。ただ、マイナ免許証がないと受けられ

ませんよということでございますので、免許更

新の際にマイナ免許証に変えますという形にし

ても、オンライン講習のメリットは受けられな

いということになりますので、免許更新の前に

マイナ免許証にすることをお勧めしたいという

ふうに思います。

さて、今年の夏、私も免許の更新を迎えまし

て、免許センターに行ってまいりました。一応

優良ドライバーですので、そんなに長時間かか

ることはなかったんですけれども、更新の流れ

の中で、例えば講習までの待ち時間がちょっと

分かりづらかったり、免許発行の際に大勢の前

でフルネームを大声で呼ばれたりなど、いいん

ですけれども、より配慮があるとうれしいなと

いう場面が幾つかありました。

今回、マイナ免許証の関係で、免許センター

の運営なども変えなくてはいけないというとこ

ろがあると思いますので、ぜひこれを機会に検

討いただきたいですし、マイナ免許証そのもの

の利便性もありますから、推進していただきた

いというふうに思います。

そこで伺います。今後のマイナ免許証推進に

おける取組と、マイナ免許証導入を契機とした

免許事務における県民の利便性向上に向けた取

組について、警察本部長に伺います。

県警では、ホー○警察本部長（平居秀一君）

ムページへの掲載、ポスターの掲示やリーフ

レットの配布を行うとともに、市町村のマイナ

ンバーカード事務担当者に対し、制度の説明や

県民に対する周知促進に向けた協力要請を実施

するなど、関係機関と連携して、マイナンバー

カードと運転免許証の一体化の周知に取り組ん

でまいります。

また、一体化の手続を案内する職員の増員

や、利用者が分かりやすくスムーズに手続がで
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きるような動線の変更等の見直しを行い、県民

の利便性向上に努めてまいります。

マイナ免許証の周知に努めて○山口俊樹議員

いきますし、免許センターの動線なども検討し

ていきますよということです。数年に一度の更

新だからこそ、気持ちよく更新できる環境を整

えていただきたいと思います。

個人的には、市役所などのマイナンバーカー

ド発行の手続の流れでマイナ免許証もできたら

便利だなというふうに思いますので、セキュリ

ティーの課題がかなりあるようですけれども、

県警側から出張して窓口をつくるとか、これま

での枠にとらわれない取組も御検討いただけれ

ばと思います。

続いて、交通政策について２つ伺います。

まず、国内線の拡充についてでございます。

国際線は台湾便の就航など非常に力を入れて

いただいておりますけれども、身近な国内線も

より充実してほしいなと考えております。日本

のあらゆるところから宮崎に来ていただける環

境を整えるためにも意義があることだと思いま

す。

そこで伺います。国内線の拡充について、県

の取組状況を総合政策部長に伺います。

宮崎空港発○総合政策部長（重黒木 清君）

着の国内線は、現在７路線が運航されておりま

すが、さらなる地域間交流を促進するため、県

では、宮崎県交通・物流ネットワーク戦略に基

づき、新たな路線として、本県と連携協定を締

結している神戸や、かつて路線のあった広島な

ど、地方間路線の誘致を目指しております。

このため、空港ビルや就航地の自治体等と連

携し、航空会社への要望活動を行うとともに、

定期路線を見据え、チャーター便への支援を

行っているところであります。このような取組

により、昨年11月には広島とのチャーター便が

実現したところであり、本年度は２月の実施に

向け、協議を進めているところであります。

国内航空ネットワークは、大都市から遠隔地

にあり、高速交通網が脆弱な本県にとりまし

て、大変重要な交通基盤でありますので、今後

とも路線の維持・充実を図ってまいります。

今年更新された交通物流ネッ○山口俊樹議員

トワーク戦略で、国内線については、神戸と広

島がターゲットだということが明記されていま

す。そして、今回、答弁で初めて言及いただい

たんですけれども、来年２月の広島のチャー

ター便の実現に向けて協議中ということです。

広島カープとかのキャンプの時期とも重なりま

すので、宮崎、広島双方で話題となるように、

ぜひ実現していただきたいと思います。私も、

国際線に限らず国内にも目を向けて、一緒に要

望活動をしていきたいなと思います。

この項目、最後の質問です。新幹線について

でございます。

先日、坂口議員の質問で、東九州新幹線に関

する調査結果の概要などが明らかになりました

けれども、結局いつ宮崎としてルートに関する

意思決定をしていくのかというのがちょっと曖

昧だったかなと感じているところです。実現ま

で時間がかかるという知事の答弁もありました

けれども、国の動きに一定程度合わせて、県と

しても具体的な要望をしていく必要もあろうか

と思います。

そこで、今回の調査結果を受けて、具体的な

ルートなどを決定する意思があるのか、知事に

伺います。

新幹線整備は、全国新○知事（河野俊嗣君）

幹線鉄道整備法に基づいて、国が主導するプロ

ジェクトでありまして、具体的なルート等につ
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いては、国が主体的に判断するものとされてお

ります。

今回の調査は、昨年、国において、基本計画

路線について、従来より少し踏み込んだ表現で

ありますが、「地域の実情に応じた今後の方向

性を調査・検討する」と、そういう方針が示さ

れたことなどを踏まえ、県内における新幹線整

備に向けた機運醸成を図ることを目的に実施し

たものであります。期限を設定して各ルートの

優劣や実現性を判断し、特定のルートを選定し

ようとするものではありません。

県としましては、東九州新幹線の実現を目指

す基本方針に変わりはなく、新八代ルートも含

めた今回の調査結果を広く県民に共有し、議論

の活性化を図りながら、引き続き、国への要望

など、新幹線整備の実現に向けた取組を進めて

まいります。

あくまでルート設定は国なの○山口俊樹議員

で、今回の調査も、期限を決めてルートを決め

ることを目的にはしていませんよということで

ございます。今回の調査の取扱いの整理が改め

てできたのかなと感じています。要望活動な

ど、やれることをしっかりと協力してまいりた

いと思います。

続いて、子育て環境について伺います。

幾つかの分野を端的に伺っていきたいと思い

ます。

まず、共通テスト、私の時代はセンター試験

と呼んでいましたけれども、これについてでご

ざいます。

来年の１月の共通テストから「情報Ⅰ」、プ

ログラミングなどが科目として入って、しかも

それが多くの国立大学での受験には必須になっ

てきているということを皆様、御存じでしょう

か。これは科目が１つ増えるので、かなり大き

な変更ですよね。

そこで、宮崎県における共通テストの「情報

Ⅰ」に対するこれまでの取組と、テスト後の対

応について、教育長に伺います。

県教育委員会で○教育長（黒木淳一郎君）

は、令和７年度大学入学共通テストより「情報

Ⅰ」が新科目となり、プログラミングやデータ

の活用など、専門性の高い分野が出題されるこ

とを見据えて、これまで準備を重ねてまいりま

した。

具体的には、教科「情報」の担当の全教員を

対象に、スーパーティーチャーの授業公開や県

内エンジニアによるプログラミング講習などを

行うとともに、大学入学共通テストを想定した

学習用動画を作成し、県の学習支援ポータルサ

イトにて公開するなど、教員の指導力や生徒の

学力の向上を図る取組を行ってまいりました。

大学入学共通テスト後は、出題内容の分析と

ともに課題を明らかにし、教員のより一層の専

門性の向上と生徒の学力向上に取り組んでまい

ります。

これまで準備はしてきました○山口俊樹議員

よと。ただ、その結果というのは、今回のテス

トの結果を見ないと分からないので、分析し

て、課題がないか検証しますよということでご

ざいます。これまでの対応を検証することは、

とても大事なことですし、それを明言いただき

ましたので、結果を共有いただいて、今後の議

論を進めさせていただきたいと思います。

次に移ります。

今年の６月、私の質問で、学校における保護

者負担の軽減のために、学校指定品の見直しと

か教材の共有化について提案して、今まさにい

ろいろ動いていただいているようです。

その議論の中で気になったことが、そもそも
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学校に行く際、通わせる際の保護者の経済的負

担額を教育委員会は把握しているのかなという

ことでございます。授業料以外で幾らかかっ

て、それが高くなってるのか、それとも安く

なっているのか、こういったことをデータとし

て把握しているのかなということでございま

す。

今回は県立の高等学校に限定してお聞きした

いと思いますが、県立高校に通う生徒の教材費

等について、保護者の経済的負担の状況を把握

しているのか、教育長に伺います。

県立高校の教材費○教育長（黒木淳一郎君）

等につきましては、これまで、教育活動におけ

る必要性や安全性、保護者の経済的負担の軽減

等を考慮し、選定や見直しを行うよう、各学校

に依頼してきております。

また、見直しを検討するに当たって、教材等

のリユースや指定バッグ等を廃止するなどの具

体例を示し、取組を進めるよう、改めて本年７

月にも通知しております。さらに今年度は、そ

の取組や負担の状況等の調査を行い、速やかに

取りまとめる予定としており、その旨を校長会

等で直接説明したところであります。

保護者の経済的負担の状況を把握し、その軽

減につなげることは大事でありますので、今後

も教材費等の負担が過剰とならないよう、各学

校に働きかけてまいります。

負担軽減のために、６月の質○山口俊樹議員

問以降、早速動いていただいていることが分か

りました。感謝を申し上げたいと思います。

一方で、経済的負担の状況については、今年

度中に取りまとめる予定としているということ

で、私のほうでシンプルに言ってしまうと、今

までその調査はしていませんでしたと、今まさ

にやり始めていますよということであろうかと

思います。これは恐らく各学校の校長先生の裁

量とか権限にも関わってくるところもあって、

触れづらいところもあったのかなと思いますけ

れども、議論するための基礎データだと思いま

すので、将来的には過去との比較も含めて行え

るよう、調査の取りまとめをいただき、情報提

供をお願いしたいと思います。

続いて、これまでずっと取り上げてきました

ひとり親家庭医療費助成事業についてでござい

ます。

これまで、現在、県の補助対象外となってい

る子供医療費の入院以外の費用の現物給付化に

ついて、一部の市町村が自らの財源でひとり親

家庭のニーズに合わせて現物給付をしていると

いう現状があるので、ひとり親家庭の負担軽減

という目的が一緒ならば、県も現物給付化すべ

きじゃないかと主張してまいりました。これま

でなかなか厳しい答弁が続いていますけれど

も、知事も含めて、じっくりと検討いただいた

と聞いております。

そこで、ひとり親家庭医療費助成制度におけ

る、入院外に係る現物給付の補助対象化につい

て、検討の結果を知事に伺います。

生活に困窮するひとり○知事（河野俊嗣君）

親家庭に対する医療費助成制度は、ひとり親家

庭の生活の安定と福祉の向上を図る上で、大変

重要な制度であります。

外来受診時に窓口で補助相当額を差し引いて

支払う現物給付に県が補助することにつきまし

ては、他県や県内市町村の状況を調査し、検討

いたしました。その結果、実施には多額の財源

が必要となり、他の福祉サービスへの影響が懸

念される一方で、既に多くの市町村が独自の判

断で、全ての小中学生を対象とした現物給付化

を行っている現状等を考慮し、県としては、現
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状の制度を変更しないこととしたところであり

ます。

子供の健やかな育ちを守るため、全国一律の

医療費助成制度の創設の必要性について、これ

までも国に対し、みやざきの提案・要望をはじ

め、あらゆる場で要望してきております。

また、全国知事会においても、このテーマに

ついては、大変切実な声として、先日の総理官

邸での知事会でも提言がなされたところであり

ます。その実現を通じて、この課題の解決を

図ってまいりたいと考えております。

ここまでいろいろと話をし○山口俊樹議員

て、知事に結果を伺うという流れだと、私の主

張が通るんじゃないかという雰囲気を感じた方

も多いかと思いますけれども、結果としては制

度変更しませんということでございました。残

念ではあるんですけれども、今回、新たに必要

な予算面も含めて、知事もしっかり議論、考え

ていただいて結論を出したことで、次の段階に

進めるのかなと思います。諦めたわけではない

ですし、市町村にもこの結果を見ていただい

て、より深い議論ができればというふうに思っ

ているところです。

また、今回、改めて調査していただいて、新

たな課題も私としては見えてきたところです。

例えば、県のひとり親家庭への補助事業は、か

なりの額、子供ではなくて親のほうの医療費の

補助になっているということも分かりました。

もちろんひとり親家庭という意味では間違いで

はないんですけれども、制度のスタート時の趣

旨とか想定とのずれは生じていないかなという

ことを検証する必要はあるかなと思っておりま

す。

そこで、現物給付化に限らず、ひとり親家庭

医療費の制度設計は引き続き検討する必要性が

あるんじゃないかなと考えるところですけれど

も、県の考えを福祉保健部長に伺います。

ひとり親家○福祉保健部長（渡久山武志君）

庭に対しては、医療費助成のほかにも、児童扶

養手当による経済的支援や生活安定のための就

労支援など、様々な支援に取り組んでおりま

す。

そのうちの一つであるひとり親家庭に対する

医療費助成制度がどうあるべきかにつきまして

は、支援制度全体を俯瞰しながら、引き続き研

究していく必要があると考えております。

１分前に知事が制度変更しま○山口俊樹議員

せんと答弁したのを、すぐ制度変更を検討しま

すとは言えませんよね。ただ、制度全体を俯瞰

して研究しますということは、とても大事だと

思います。福祉事業の変更というのは勇気が要

ることだと思いますけれども、時代とか現状に

合わせていかないと、無尽蔵に予算が増えて

いってしまうんじゃないかなと懸念していま

す。社会的に必要な事業だからこそ、その必要

性を多くの方が納得する、理解できる説明が求

められているというふうに思います。

ひとり親家庭についての最後でございます。

全体的な制度の見直しについて言及しました

けれども、具体例を一つ挙げて確認したいと

思っております。窓口となっている基礎自治体

から話を聞くと、ＤＶ避難者がこの制度の対象

になっているのか不明確で、ちょっと運用に困

る場合があるとの声を聞きました。

そこで伺いますが、このひとり親家庭医療費

助成制度において、ＤＶ避難者を対象に加える

ことができないか、福祉保健部長に伺います。

本県のひと○福祉保健部長（渡久山武志君）

り親家庭医療費助成制度の対象者は、母子及び

父子並びに寡婦福祉法の対象者に準じておりま
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す。ＤＶ被害により避難されている方につきま

しては、国の通知に基づきまして、避難された

時点から１年以上その状態が継続すると見込ま

れる場合には、同法の対象として差し支えない

こととされております。

本県の制度におきましても、ＤＶ被害により

避難している方が対象に含まれることを、実施

主体である市町村に周知してまいります。

諸条件はあるものの、実は対○山口俊樹議員

象に入っていますよということでございます。

１年以上その状態が継続すると見込まれるとい

うのが、また現場の皆さんは判断が難しいかな

と思うんですけれども、私としては、基本的に

は対象に入れていくという姿勢で運用していた

だきたいなと思っているところです。

聞くところによると、これまで宮崎県が明確

にＤＶ避難者も対象ですよと周知したことはな

くて、今回の答弁に当たって、ほかの県の状況

とかをかなり遡って調べていただいたみたいで

す。ＤＶ避難者の方は、数が物すごく多いわけ

ではないと聞いておりますので、なかなか顕在

化しづらいところがあって、現場の基礎自治体

では判断に迷う例が一つ今回で明確になったの

かなと、よかったなと思っているところです。

引き続き、県には密に基礎自治体と連絡を取っ

ていただいて、実際の運用において困り事がな

いかなど、事業の改善に努めていただきたいと

思います。

続いて、養育費についてでございます。

私の周りにも払っている人、受け取っている

人、受け取っていない人、様々いまして、実態

が捉え切れない課題だなというふうに思ってい

ます。

そこで伺いますが、宮崎県における養育費の

受給率の現状と県の認識について、福祉保健部

長に伺います。

令和４年度○福祉保健部長（渡久山武志君）

のひとり親生活実態調査におきまして、本県で

は、ひとり親で養育費を受領している割合は27

％であります。

また、令和３年度に国が実施した全国ひとり

親世帯等調査におきましては、全国での養育費

受領率は26.4％となっております。

県としましては、養育費は家庭の様々な事情

により決まるものでありまして、受領率そのも

のを評価することは難しいと存じますが、希望

する全てのひとり親世帯が養育費を受け取れる

ことが重要であると考えております。

約３割の受領率というデータ○山口俊樹議員

があるようです。この基となっている調査は、

アンケート調査をベースにしていたり、調査の

タイミングも５年置きとか数年置きに行われて

いるもののようなんですね。ほかにタイムリー

に実態把握ができるものがないかなと考えてい

たんですけれども、児童扶養手当の申請データ

を活用できないかなというところを思いつきま

した。毎年申請データがありますので、かなり

タイムリーに状況把握ができるんじゃないかな

というふうに思います。

そこでお伺いいたしますが、養育費の実態に

ついて、これまで県が実施してきたアンケート

とは別に、県とか市が保有する児童扶養手当の

データを活用した調査ができないか、福祉保健

部長に伺います。

ひとり親の○福祉保健部長（渡久山武志君）

児童扶養手当の受給者は、毎年の現況届の際

に、養育費の受領状況を申告いたします。ま

た、児童扶養手当事務は、町村在住者は県、市

の在住者は市が担っております。一定の作業は

必要になりますけれども、県におけるデータを
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用いて、町村在住者の養育費の受領状況を把握

することは可能でございます。

なお、現在、県で実施しておりますひとり親

世帯生活実態調査は、統計上、十分なサンプル

数であります約1,500世帯からの回答を基に取り

まとめておりまして、養育費の受領率や金額、

養育費に係る取決めの状況など、必要な情報は

得られております。

ありがとうございます。技術○山口俊樹議員

的には可能であるということでございます。県

としては、必要な情報を得られているというこ

とでございましたけれども、そこは、私として

は、もう少し詳細なデータであったり、タイム

リーなデータが欲しいなというふうに思ってお

りますので、ぜひやれる範囲で御協力をお願い

したいと思います。

ちなみに、宮崎市にもちょっと聞いてみたと

ころ、データの回収とかそういったものは、お

金がかかってくる可能性が高いということで、

やっぱり多少ハードルがあるんだなというふう

に思ったところです。このあたりについては、

今後しっかり議論していきたいなと思っており

ます。

養育費については、課題があるということは

何となくみんな分かっていても、具体的な解決

策まではなかなか行き着いていないという現状

があると思っています。議論とか政策立案のた

めにも、現状をしっかり把握することがまず大

事だと思いますので、よろしくお願いいたしま

す。

本日最後の質問でございます。

2026年度から実施される予定の「こども誰で

も通園制度」を御存じでしょうか。これは、親

の就労要件に限らず、一定時間の利用枠の範囲

で通園が可能という制度になっているんですけ

れども、現在、様々な自治体で導入に向けて試

験運用がなされています。ちょっと調べてみる

と、宮崎県は、数少ない試験運用をしていない

自治体となっているようです。

こども誰でも通園制度の本格施行に向けた県

内の状況と、それを踏まえた今後の県の取組に

ついて、福祉保健部長に伺います。

こども誰で○福祉保健部長（渡久山武志君）

も通園制度につきましては、今年８月30日現

在、全国の118の市区町村で試行的な事業が実施

されておりますが、本県を含む３県の市町村で

はまだ取り組まれておりません。

令和８年度から本制度を円滑に開始する上で

は、試行を通じて得られた様々なノウハウや課

題を県内で共有していくことが重要であると考

えております。

県といたしましては、これまでも市町村や保

育施設等を対象とした説明会の開催等を行って

きたところではありますが、今後は市町村とと

もに、保育施設等を個別に訪問し、さらに検討

を促してまいります。

47都道府県中44都道府県で○山口俊樹議員

は、何かしらの試験的事業が行われていますよ

ということでございます。今後、これまでの取

組に加えて、県も一緒に保育施設等に訪問して

いただくということでございました。ぜひノウ

ハウをためていただきたいと思いますし、2026

年度には導入が決まっていますから、スムーズ

に、混乱が起きずに開始できるように、基礎自

治体と一緒になって取組を進めていただきたい

というふうに思います。

本日も様々な分野を質問させていただきまし

た。新しい取組とか、これまでなかった視点で

の質問もしましたので、答弁がなかなか難しい

ものもあったかと思いますが、とても誠実に答
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えていただいたと思っております。

外部要因で財源が厳しくなるということもあ

ろうかと思いますけれども、県としても、歳入

を確保する努力をこれまで以上にしていただい

て、県民サービスの維持とともに、新たな取組

への原資としていただくことを期待いたしまし

て、私の質問を終わります。ありがとうござい

ました。（拍手）

以上で午前の質問は終わりま○濵砂 守議長

す。

午後は１時再開、休憩いたします。

午前11時52分休憩

午後１時０分再開

休憩前に引き続き会議を開○野﨑幸士副議長

きます。

次は、下沖篤史議員。

〔登壇〕（拍手） お疲れさま○下沖篤史議員

です。宮崎県議会自由民主党の下沖篤史です。

傍聴に来ていただいた皆様、ネットで御視聴の

皆様、ありがとうございます。

先日、プレナスなでしこリーグ１部で優勝い

たしましたヴィアマテラスと県議会サッカー同

好会で交流戦を行いました。知事にも参加いた

だき、ありがとうございました。ヴィアマテラ

ス８人に対して、県議会チーム16人というすご

いハンデの下、激闘で知事のスパイクの底が剝

がれるアクシデントや、今村議員のシジマール

なみのセーブ、無得点王メッシこと日高博之議

員の活躍もあり、ヴィアマテラスの気遣いの

下、辛うじて勝利いたしました。翌日からの筋

肉痛に皆様も苦しまれたと思います。来年も参

加のほど、よろしくお願いいたします。

それでは、一般質問に入らせていただきま

す。

2022年２月に始まったロシアによるウクライ

ナ侵攻、2023年10月に発生したガザ地区の武装

勢力とイスラエル軍との交戦等の国際情勢の変

化や、2022年３月以降の円安の進行により、輸

入関連商品やエネルギー等の価格が上昇し、国

内の物価上昇が続き、消費者の生活防衛意識が

高まっています。

そのような中、牛肉の購入数量指数は、季節

変動もあるものの、2021年半ば以降、低下傾向

が顕著になっており、2022年の指数平均は86.3

と前年から7.5ポイント低下し、2023年は81.5と

さらに4.8ポイント低下し、家庭の牛肉購入数量

は大きく減少しています。

しかし、世界的な物価高や為替の影響によ

り、国産牛の需要量は、輸入牛肉との価格差が

縮小したことから、牛肉需要が輸入から国産へ

シフトする動きもあり、増加しています。

このように国内外の影響を受けやすい牛肉で

すが、県産牛肉の消費拡大に向け、県としてど

のように取り組まれているのか、知事にお伺い

いたします。

ほかの項目につきましては、質問席より行い

ます。

以上、壇上からの質問を終わります。（拍手）

〔降壇〕

〔登壇〕 お答えしま○知事（河野俊嗣君）

す。

牛肉消費の伸び悩みは、枝肉や子牛の価格低

迷につながり、肉用牛農家の経営に大きく影響

しておりますことから、出口対策として、消費

や販路を拡大していくことが大変重要であると

考えております。

このため、私自身も侍ジャパン等の合宿の機

会やダンロップフェニックストーナメントなど

の機会を捉え、宮崎牛を贈呈することにより、

- 152 -



令和６年11月29日(金)

「おいしさ日本一宮崎牛」をＰＲするととも

に、アメリカにおけるトップセールスなども

行ったところであります。

今年のダンロップの表彰式では、アメリカの

マックス・マクグリービー選手が優勝しました

が、贈呈するときに宮崎牛について伺ってみた

ら、「この１週間、毎日食べていた。世界一の

牛肉だ」と、優勝者スピーチの中でも、宮崎牛

をはじめ、和食がとてもおいしかったとおっ

しゃっていただきました。今回、来日は２回目

という選手でありましたが、すごく高く評価い

ただいたなと手応えも感じたところでありま

す。

これらに加え、９月補正予算で措置しました

県内の宮崎牛指定店レストランで使用可能な割

引クーポンつきの「宮崎牛ガイドブック」の発

売を、今日11月29日、「いい肉の日」から開始

しましたほか、インバウンド需要を取り込むた

め、大都市圏におけるホテルコンシェルジュを

対象としたセミナーの開催も行っております。

さらには、ハラール対応工場が立地し、ハ

ラール認定も受けたところでありますので、８

月には、都内でハラール対応の和牛レストラン

を宮崎牛取扱指定店としたということもござい

ますし、新規市場であるイスラム圏域の輸出に

向けた現地でのプロモーションにも取り組むこ

ととしております。

引き続き、関係団体等と一体となって、国内

外における県産牛肉の消費拡大にしっかり取り

組んでまいります。以上であります。〔降壇〕

ありがとうございます。○下沖篤史議員

こういうＰＲはずっと続けていくことが大事

ですし、どんどん広げていくのも大事だと思っ

ております。あと、「宮崎牛ガイドブック」、

本日から販売ですが、結構売り切れているとこ

ろもあって、買い占めている方もいらっしゃる

と聞いております。何冊も買われてる方を

ちょっとお見受けしましたので、御報告してお

きます。

本日、江藤大臣がメディアの中でも言われて

いましたが、中国への輸出に向けて頑張ってい

くということで、これは肥育農家さんやいろん

な販売の現場からも再開を望む声がたくさんあ

りますので、江藤大臣とともに、知事も一緒に

なって、中国への輸出再開に向けて頑張ってい

ただきたいと思います。

続きまして、株式会社日本政策金融公庫の消

費者動向調査をちょっと調べましたら、食肉、

卵、牛乳を購入する際、どのようなことに気を

遣っていますかと尋ねたところ、いずれの品目

においても、価格、鮮度については関心が一番

高いんですけれども、飼料やどのような環境で

飼育したかなど、生産段階での飼養環境につい

ては関心が低い傾向にありました。

価格、鮮度については、いずれの品目におい

ても「気にする」と回答した割合が９割と高い

結果となっておりました。国産かどうかについ

ては、「気にする」と回答した割合が７割、国

産のどこの産地かについては、いずれの品目に

おいても「気にする」と回答した割合は４割台

となっておりました。そして、牛肉について、

赤身の肉と霜降りの肉、どちらを購入するかと

尋ねたところ、「主に赤身の肉を購入する」と

した回答の割合が69.8％となっておりました。

このように牛肉のニーズの多様化が始まって

いると思いますけれども、県としてどのように

考えているか、農政水産部長にお伺いします。

これまで、輸○農政水産部長（殿所大明君）

入牛肉との差別化を図るため、国や自治体、生

産者、関係団体が一体となって、肉質に重点を
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置いた改良に取り組み、その成果として、世界

に誇る和牛ブランドを確立しました。

一方、近年は、脂肪交雑の少ない牛肉等を求

める声もあり、消費者ニーズも多様化している

と認識しております。

このため県では、消費者の視点に立った牛肉

生産を進めるため、味、香り、食感といった新

たな指標を含めた改良にも取り組んでおりま

す。

現在、国は、今後10年間の肉用牛生産に係る

基本方針の改訂作業を進めているところであ

り、それらの動向も注視しながら、今後の牛肉

生産の取組について、生産者や関係団体としっ

かり議論してまいります。

これをお聞きしたのが、熊本○下沖篤史議員

のあか牛、赤身を大切にしているところなんで

すけれども、そこの子牛価格がこちらの平均価

格を超えるぐらいの値段で今取引されていると

いう話も聞いた中で、やはりいろんな食のニー

ズが牛肉に関しても広がってきているのかなと

感じ、この質問をさせていただいたところであ

ります。

続きまして、中山間地域における放牧推進の

現状と課題なんですけれども、Ｇ７宮崎農業大

臣会合で採択された宮崎アクション等を踏ま

え、粗飼料自給率100％に向けた取組を加速し、

国際情勢の影響を受けにくい持続可能な畜産経

営への転換を図る、その実践メニューの中で、

放牧の取組を支援する中山間地域放牧推進事業

の取組状況について、農政水産部長にお伺いい

たします。

県では、海外○農政水産部長（殿所大明君）

資源への過度な依存からの転換を図るため、グ

リーン成長プロジェクトにおいて、畜産分野で

は、粗飼料自給率100％を目標として取り組んで

おります。その中で、飼料基盤の脆弱な中山間

地域においては、牧草等の粗飼料を確保できる

放牧を積極的に推進しております。

具体的には、現在、南那珂地域と西臼杵地域

において、放牧に取り組む畜産農家で構成する

協議会が、中山間地域放牧推進事業を活用し

て、放牧の普及啓発を図る研修会の開催や、放

牧地に設置する電気牧柵などの施設整備等を進

めており、県は、地域の関係機関と連携し、そ

の取組を支援しているところです。

飼料価格高騰と子牛価格の下○下沖篤史議員

落により、畜産農家の離農が相次いでおりま

す。このままでは本県の基幹産業である畜産業

の縮小が危惧されます。現状、全国の相場や世

界情勢を鑑みますと、子牛価格の上昇、飼料価

格の降下は難しい状況です。

畜産業の課題解決のために、農林水産省で

は、低コスト・省力化、耕作放棄地等の再生利

用等を推進するため、肉用牛や酪農の放牧の取

組を推進しております。また、山間地では、鳥

獣害対策に有効との報告もあります。

そこで、県内における放牧の取組状況と課題

について、農政水産部長にお伺いいたします。

令和５年度○農政水産部長（殿所大明君）

に、県内で放牧に取り組んでいる農家数は93戸

で、放牧頭数は約1,300頭、面積は297ヘクター

ルとなっております。

放牧は、飼料費等のコスト削減や飼養管理の

省力化、繁殖成績の向上など、農家経営の観点

からメリットが多いと考えております。

一方で、放牧を行うためには、家畜の頭数に

応じた一定の面積の放牧地や飲用水を確保し、

牧草地を造成する必要があり、また、急峻な地

形では、電気牧柵の設置等の管理作業が容易で

ないといった課題もあります。
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県としましては、今後とも、農家に対し、放

牧に係る施設整備等の支援や技術的な助言を行

い、放牧を推進してまいります。

私も放牧農家さんを２軒ほど○下沖篤史議員

訪問させていただきまして、その中で、かなり

新しい取組をされている農家さんもおりまし

た。関係機関と一緒に、新しい放牧に適してい

る牧草とか、様々な実験を繰り返して、放牧の

新しいやり方を見いだしたりする中で、40万円

で売れれば、うちらは全然10万円残るというよ

うな試算もできるぐらい技術的に確立している

方たちもいらっしゃいました。

そういう中で、やはりマニュアルがないか

ら、やりたくても一から自分で実証実験してい

くようなことは難しいので、できればそういう

農家さんのデータを積み上げて、いろいろ情報

を取り入れて早めにマニュアル化できると、

今、コストを含めて労力で困っている生産農家

さんとかが放牧に参入しやすいのかなと思いま

すので、そこら辺の研究もぜひやっていただき

たいと思います。

続きまして、のこくず（おが粉）の安定確保

と価格高騰対策です。

今年に入って、農家さんの方々と意見交換を

行いますと、飼料高騰に加え、家畜の敷材に使

いますおが粉の価格上昇や供給量が不安定化し

てると聞いているのですが、その現状につい

て、環境森林部長にお伺いいたします。

おが粉に○環境森林部長（長倉佐知子君）

は、低質な購入丸太などを原料に専用の機械で

生産するものと、製材工場で製材する際に、副

次的に生産されるものがあります。

このうち、購入丸太から生産するおが粉は、

原料価格の影響を受けやすく、原木輸出の増加

や木質バイオマス発電施設の稼働に伴い、原料

が値上がりしている状況にあると聞いておりま

す。

また、製材工場で副次的に生産されるおが粉

は、製材量の影響を受けやすく、近年の住宅着

工戸数の減少などにより、製材品の需要が減っ

ているため、減産している工場が多いことか

ら、おが粉の生産量も少なくなっているものと

推測されます。

このような状況が、おが粉の価格上昇や供給

量不足を招いているものと考えております。

おが粉は、畜産業にとって欠○下沖篤史議員

かせない資材であります。価格と供給の不安定

化は、畜産業の振興に大きく影響を及ぼしかね

ません。

様々な業界の意見を伺いますと、現在の価格

上昇、供給の不安定化の原因は、おが粉の供給

事業所のみならず、運送業、そして、それを使

う畜産業界の全ての問題が連動して、価格上昇

と不安定化を招いていると考えられます。

おが粉の価格安定化や必要量の確保に向け

て、製材事業者、運搬事業者、畜産事業者を集

めて、意見交換の場を持っていただけないかと

いう業界からの意見もありました。そこで、農

政水産部長にお伺いいたします。

おが粉は畜産○農政水産部長（殿所大明君）

農家で広く利用されておりますが、一部の地域

では、供給量の減少により価格が上昇し、畜産

経営に影響が出ていると認識しております。

このため県では、製材業者に対し、おが粉の

供給や価格の状況等の実態調査を行い、各農林

振興局、西臼杵支庁の相談窓口を通じて、畜産

農家へ入手方法に関する情報提供などを行って

おります。

今後は、県に加え、木材産業や畜産関係団体

が情報共有や意見交換を行う場を設け、おが粉
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の確保に向けた具体的な取組や連携方法につい

て協議してまいります。

畜産業は分業化ができてい○下沖篤史議員

て、その間での情報交換が結構できていない。

あちらに任せて、こちらに任せて、ちゃんと分

業できています。

けれども、関連業界との連携とか意見交換と

いう場所がなかなかないと業界の方たちも言わ

れていたので、できれば、そういう中で情報を

共有して、どこの部分に負担がかかっていて、

それをどう改善していけばいいのか、のこくず

が足りないから、高いからと農家さんに補助金

を出したところで、絶対価格は収まらないし、

どんどん上がっていく方向になると思いますか

ら、そこら辺は、関係団体を含めて、どこに問

題がある、どこをお互い改善すればコストを下

げられると、みんなが協力しないと価格上昇は

止まらないと思いますので、ぜひともそういう

場所をつくっていただきたいと思います。

次に、田んぼダムの取組状況と課題について

です。

近年、地球温暖化に伴う気候変動の影響によ

り、洪水などの水害が頻発・激甚化するととも

に、水害のリスクが増大、懸念されている中

で、営農しながら取り組むことができる、地域

の防災・減災に貢献する田んぼダムの取組が注

目されています。

水田は、食料を生産する本来の機能に加え、

多面的機能の一つとして、大雨の際に雨水を一

時的に貯留し、時間をかけてゆっくり下流に流

すことができ、洪水被害を防止、軽減する役割

を果たしてまいります。

田んぼダムは、小さな穴の空いた調整板な

ど、簡単な器具を水田の排水口に取り付けて流

出量を抑えることで、水田の雨水貯留機能の強

化を図り、周辺の農地、集落や下流域の浸水被

害リスクの低減を図る取組です。

大規模な施設を造成する必要がなく、安価

で、すぐに効果が発揮できることが大きな特徴

で、各地で取組が広がっていますが、県内での

田んぼダムの取組状況と課題等について、農政

水産部長にお伺いいたします。

田んぼダム○農政水産部長（殿所大明君）

は、流域治水の一つとして、水田の貯留機能に

着目し、大雨時により多くの水をためることで

下流域の浸水被害の低減を図る取組であり、現

在、県内では、多面的機能支払交付金の活動の

一環として、35.7ヘクタールで実施されており

ます。

一方で、田んぼダムに取り組む上では、貯水

量の増加による畦畔の管理や水稲の生育などへ

の影響を十分考慮する必要があります。

このため、取り組む農家が、田んぼダムの意

義や効果に加え、想定される維持管理の労力や

営農への影響などを認識するとともに、地域住

民や関係機関が、田んぼダムに取り組む農家の

負担をはじめとする流域治水についての理解を

深めることが重要であると考えております。

ありがとうございます。○下沖篤史議員

水害につながるような豪雨はいつ発生するか

分かりません。そのため、地域が田んぼダムの

恩恵を得るためには、地域で農業が持続的に営

まれ、農地が健全に保全され、田んぼダムの取

組が継続して行われる必要があります。田んぼ

ダムを通じて、地域の農業や防災・減災の理解

が深まり、地域住民や様々な関係者のつながり

が強化され、地域の持続性と協働力が向上する

ことを期待するものであります。

このような田んぼダムの今後の取組につい

て、農政水産部長にお伺いいたします。
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田んぼダムに○農政水産部長（殿所大明君）

取り組むに当たっては、課題や影響について

しっかり分析し、対応することが重要でありま

す。

このため、現在、県内３か所において、実証

圃場での調査・検証を行っており、水田や排水

路における大雨時の水位観測や水稲の生育調査

を実施するとともに、協力農家に対して、排水

ますや畦畔の維持管理にかかる時間や労力、稲

の品質・収量等に関するアンケートを実施し、

実態の把握を行うこととしております。

今後は、これらの実証圃場での検証結果を分

析し、農家への情報提供や地域住民等の関係者

の理解を深める取組に生かしてまいります。

宮崎は上流部に広大な水田地○下沖篤史議員

帯が地形上なかったりするので、なかなか実証

が難しいかもしれないですけれども、いろいろ

アイデアを出して取り組んでいただきたいと思

います。

続きまして、消防・防災行政についてです。

2024年元日の地震で、能登半島北部の奥能登

地方では、道路網が寸断され、山あいに孤立集

落が続出しました。石川県が市町などを通じて

把握した分だけで、その数は最大24地区3,345人

に上ったそうです。平地が少なく、海沿いを走

る幹線道路のすぐそばに山が迫る。その道路や

集落につながる道路で崩落などが相次ぎ、山あ

いの集落は軒並み陸の孤島と化し、10日以上、

支援が届かなかった集落が多発しました。

本県においても、大規模災害による孤立集落

の発生が懸念されております。

そのような中、宮崎県備蓄基本方針では、自

治会等における備蓄について、発災時の初期消

火、救出・救護活動、炊き出し等の給食など、

地域の防災活動を効果的に行えるよう、自治会

等の組織単位で資機材の整備や食料、飲料水、

そのほか生活必需品等の備蓄に努めるとなって

おります。

自治会等の防災倉庫には、発電機や照明等の

資機材は準備されているが、食料、飲料水、生

活必需品の備蓄が進んでいないように見受けら

れますけれども、危機管理統括監にお伺いいた

します。

大規模災害○危機管理統括監（児玉憲明君）

時においては、自治会単位での備蓄も重要であ

り、宮崎県備蓄基本指針では、自助・共助の取

組として、家庭や事業所のほか、自治会におい

ても備蓄に努めるよう定めております。

このため県では、側面的な支援として、自治

会等が備蓄物資を保管する倉庫や炊き出し等に

必要な資機材を購入する際に、市町村を通じて

補助を行っております。

また、基本指針では、市町村が行う備蓄につ

いても、避難所等に分散して現物備蓄に努める

ものとしておりますが、備蓄に係る財政負担が

大きいことから、国に対し、財政支援を要望し

ております。

今後とも、市町村等と連携しながら、備蓄の

推進に取り組んでまいります。

備蓄に係る財政負担が大きい○下沖篤史議員

のは分かるんですけれども、今、自治会ごとに

防災倉庫とか持っていますので、そういうとこ

ろでの保管が一番必要かなと思っております。

これは市町村とも連携して、市町村も中心部

の大きな倉庫とか何とか跡地とかにまとめて置

いているんですけれども、実際、災害が起きれ

ば、台風のときもですが、毎回、水を運び出し

て、また戻してとするんですけれども、そうい

うのがあるんだったら、地区ごとにある防災倉

庫とかに備蓄するよう、県とも協力して、市町
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村のほうでも分散を呼びかけていただきたいな

と思います。

続きまして、令和６年10月12日、宮城県利府

町のグランディ・21特設会場で開催されました

第30回全国消防操法大会ポンプ車操法の部に、

宮崎県代表として小林市消防団第１分団第５部

が出場しました。小林市消防団としては初めて

の全国大会出場となりまして、審査総合得

点171.5点、タイム112.3秒で優良賞、これは順

位でいきますと６位入賞となりました。

出場に当たっては、大変な御苦労があったと

聞いております。選手への支援はあるんですけ

れども、選手以外の団員や幹部には支援がな

く、今回は宮城ということで、遠方での大会で

もあり、車両輸送や操法競技の補助を行う多数

の団員も必要になります。市町村の予算も限界

があり、団員が自分で寄附を集めたりして、何

とか出場できたというのを聞いております。

そこで、全国消防操法大会に出場する市町村

に対する支援について、県の考えを危機管理統

括監にお伺いいたします。

全国消防操○危機管理統括監（児玉憲明君）

法大会は、消防庁と日本消防協会が主催し、消

防用機械器具の取扱いや操作の基本的な技術に

ついて、都道府県を代表する消防団が競う大会

であります。

大会に出場する団員の交通費は、日本消防協

会が負担しており、大会の参加に要する経費が

多額になる場合には、市町村に対し、特別交付

税による財政措置がなされております。

なお、本県においては、大会に出場する市町

村に対し、県消防協会が経費の一部を助成して

おります。

全国消防操法大会への出場については、消防

団の消火技術の向上や士気高揚につながると考

えられることから、県としても、支援の在り方

などについて、他県の状況等も踏まえ、研究を

行ってまいります。

今回出場された小林市に聞き○下沖篤史議員

ますと、いろんなところの予備費をかき集めて

何とか数百万円準備できて、それでも足りない

部分は、団員や団員の家族、知り合い、あとほ

かの消防団の方も協力いただいて、寄附を集め

て、何とか出場できたという話です。それでも

大分いろいろ節約しながらやっておりました。

そこら辺を鑑みて、県の代表でもありますの

で、今後、研究していただいて、２年に１回で

すので、予算とか支援を検討していただきたい

と思います。

続きまして、教育行政に行かせていただきま

す。

2024年11月１日から、自転車走行中の「なが

らスマホ」や酒気帯び運転に罰則を科す改正道

路交通法が施行されました。また、これらの違

反を繰り返した人には、自転車運転者講習の受

講を命令できる道交法施行令の改正も決定し、

同日に施行されました。これにより、自転車の

交通違反に対する取締まりが大きく変わること

になり、携帯電話を使用しながらの「ながらス

マホ」や自転車の酒気帯び運転など、重大な事

故につながるおそれのある違反について、重点

的な取締まりが行われるようになります。

今後、こうした状況を受けて、自転車の悪質

な交通違反に対し、車やオートバイと同じよう

に反則金を科す、青切符による取締まりの導入

を盛り込んだ道路交通法が改正されました。

本年５月24日に公布された道路交通法におい

て、令和８年５月までに施行される自転車の交

通反則通告制度、いわゆる青切符が適用される

制度の概要について、県警本部長にお伺いいた
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します。

自転車に対する○警察本部長（平居秀一君）

交通反則通告制度は、自動車の場合と同様、交

通違反をした自転車の運転者に対し、警察本部

長が定額の反則金の納付を通告し、通告を受け

た違反者が反則金を任意に納付したときは、そ

の反則行為に係る事件について公訴が提起され

ないという制度です。

対象となる違反につきましては、信号無視や

指定場所一時不停止、通行区分違反等の違反が

対象となる予定と聞いております。

対象年齢につきましては、交通ルールに関す

る基本的な知識を有し、本制度の手続を理解す

ることのできる16歳以上の者が対象となりま

す。

反則金の額については、今後、政令、つまり

道路交通法施行令において定められる予定で

す。

16歳以上が対象ということは○下沖篤史議員

高校生も……。16歳以上の人が警察官の指示や

警告に従わずに反則を続ける、または歩行者の

通行を妨害する場合、青切符によって取り締ま

られることになり、高校生を含む学生や未成年

者も反則金の対象となる可能性があります。

確かに自転車の危険運転には注意を払う必要

がありますが、一方で、113種類近くの違反ルー

ルを全て自転車利用者が把握するのは容易では

ないです。

そこで、青切符が始まる前に、高校生等に早

期周知を図る必要があると考えますが、県警本

部長にお伺いいたします。

自転車に対する○警察本部長（平居秀一君）

交通反則通告制度は、令和８年５月までに施行

され、施行までに対象となる違反や反則金の額

等の詳細が定められます。

その内容が決まりましたら、自転車の利用が

多く、対象年齢でもある高校生に対しまして

は、早期に県教育委員会等と連携し、各高校で

開催する交通安全教室や街頭キャンペーン、警

察官による街頭指導等により、交通ルールの遵

守の呼びかけを行うとともに、交通反則通告制

度の周知を図ってまいります。

高校生は急いだほうがいいん○下沖篤史議員

ですけれども、いろんな学校での警察の交通

キャンペーンとかのときに、小中学生にも早め

に周知を図っていただきたいと思いますので、

よろしくお願いします。

続きまして、学びの多様化学校の取組です。

文部科学省によると、昨年度、全国で１か月

以上学校に通っていない不登校の小中学生が34

万6,482人で、前年度より４万7,000人余り増え

て、11年連続の増加になったと公表されまし

た。このうち、小学生が13万370人で10年前の約

５倍、中学生が21万6,112人で同約２倍になり、

不登校の理由では、学校生活に対してやる気が

出ないが32.2％、不安・抑うつが23.1％、生活

リズムの不調が23％と、多かったようです。

このような不登校児童生徒の実態に配慮した

特別の教育課程を編成して教育を実施する必要

があると認められる場合、文部科学大臣が、学

校教育法施行規則第56条に基づき学校を指定

し、特定の学校において教育課程の基準によら

ずに特別の教育課程を編成して教育を実施する

ことができます。このような教育が行える学校

のことを学びの多様化学校と呼んでおります

が、県内の学びの多様化学校の設置状況につい

て、教育長にお伺いいたします。

不登校児童生徒の○教育長（黒木淳一郎君）

実態に配慮した教育を行う学びの多様化学校で

は、総授業時数の削減により、児童生徒の負担
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を軽減したり、児童生徒の興味・関心がある内

容について探究的に学ぶことができるように特

色ある教科を新設するなど、特別の教育課程に

よる教育が行われております。

国は、この学びの多様化学校について、将来

的には全国に300校の設置を目指しており、本県

におきましては、令和６年４月に延岡市立南浦

中学校の一部の学級を指定し、いわゆる分教室

という形で、県内初の学びの多様化学校が設置

されました。

また、令和７年４月には、現在、夜間中学校

として設置されている宮崎市立ひなた中学校の

昼間部に設置されることが先日、発表されたと

ころであります。

分かりました。○下沖篤史議員

登校することはできるが、在籍学級に入るこ

とができず、保健室や相談室で特定の教員や友

達としか関わることができない児童生徒や、在

籍校に登校することができず、教育支援セン

ターやフリースクール等に通所している児童生

徒、あと、強い特性から不登校の傾向があり、

弾力的な教育課程の下で、個人の特性を最大限

生かした学習活動を希望する児童生徒など、

様々な理由から不登校や不登校傾向が見られる

児童生徒の学び場として期待されている学びの

多様化学校の設置に係る県の取組について、教

育長にお伺いします。

学びの多様化学校○教育長（黒木淳一郎君）

は、誰一人取り残されない学びの保障に向けた

役割が期待されておりまして、不登校支援を充

実させる一つの選択肢として重要であると考え

ております。

今後も、市町村の求めに応じて適切な情報を

提供するなど、設置に向けた必要な支援を行っ

てまいります。

なお、県におきましては、現時点で学びの多

様化学校の設置の予定はございませんが、今年

度、不登校支援の拠点として、県教育支援セン

ター「コネクト」を設置し、総合的な不登校支

援を行っているところであります。

県教育委員会といたしましては、今後も不登

校児童生徒へ確実に支援が届けられるよう、体

制の整備に取り組んでまいります。

先月、私たちも会派の部会○下沖篤史議員

で、東京の学びの多様化学校を見させていただ

きました。その中で、校長先生を含め、「生き

る力を子供さんたちに学んでもらうというのが

一番の目標です」と言われていました。行かな

いんじゃなくて、行けない子たちを含めて、そ

ういう通える学校をつくることで、生きる力を

学んでもらうというのを一番の目標としており

ました。ぜひとも県内でも複数できるといいな

と思っております。よろしくお願いいたしま

す。

続きまして、ひきこもりの就労支援について

です。

大人のひきこもりとは、「ひきこもりの評価

・支援に関するガイドライン」によると、様々

な要因の結果として、学校や仕事など社会的な

参加を回避し、家族以外との親密な対人関係が

ない状態が６か月以上続いている状態を指しま

す。内閣府の調査によれば、ひきこもり状態に

ある若者や成人の数は年々増加しており、その

影響は、本人だけでなく、家族や社会全体にも

及んでおります。

そこで、県内のひきこもりの状態にある方の

数を福祉保健部長にお伺いいたします。

内閣府が令○福祉保健部長（渡久山武志君）

和４年度に実施いたしました調査によります

と、15歳から64歳でひきこもりの状態に該当す
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る方は、全国で約146万人と推計されておりまし

て、これを本県の人口で推計いたしますと、約

１万2,000人となります。

また、調査の対象者や手法に違いがありまし

て、全数を把握できているわけではございませ

んけれども、令和４年度に本県で実施した実態

把握調査によりますと、民生委員・児童委員が

把握しておりますひきこもりの状態にある方の

数は600人でございました。

なかなか実態把握が難しいと○下沖篤史議員

思うんですけれども、600人以上は確実にいらっ

しゃるのかなと思っております。

ひきこもりの状態にある本人やその家族は、

苦しい思いをしながら、解決の糸口をつかめず

にいるかもしれません。

身近にいる人が様子を確認して、本人に合わ

せたタイミングや支援を見極めていくことが大

切ですが、ひきこもり地域支援センターの相談

件数と実施している支援の内容について、福祉

保健部長にお伺いします。

昨年度のひ○福祉保健部長（渡久山武志君）

きこもり地域支援センターの相談対応件数

は1,605件でありまして、相談者の状況や背景は

様々であり、求められる支援内容も多様であり

ます。

このためセンターでは、保健師や精神保健福

祉士から成りますひきこもりコーディネーター

を５名配置いたしまして、電話や面接、ＳＮＳ

による相談、自宅への訪問、就労支援窓口への

同行支援などを実施いたしております。

また、精神科医師や学識経験者などで構成さ

れます多職種連携チームとの定期的な会議を開

催いたしまして、専門的な観点からの助言を受

けますとともに、福祉や就労などの関係機関と

連携しながら、一人一人に合わせた支援に取り

組んでおります。

分かりました。○下沖篤史議員

ひきこもりの方にとって、就労支援は社会復

帰のための大きな一歩となります。働くことに

踏み出そうとしているひきこもり状態にある方

に対する就労支援について、商工観光労働部長

にお伺いします。

働くこと○商工観光労働部長（川北正文君）

に踏み出そうとしているひきこもりの状態にあ

る方に対する支援については、国が設置してい

る「みやざき若者サポートステーション」にお

いて、社会参加や就労のために必要な個別相談

や各種セミナーなど、様々なプログラムを実施

しております。

県といたしましても、本人の適性に応じた支

援を行う観点から、これらの国の支援プログラ

ムに追加して、心理カウンセリングや企業等で

の短期のジョブトレーニング等を行っており、

令和５年度の施設の利用実績は１万1,506件と

なっております。

引き続き、国や関係機関と連携しながら、ひ

きこもりの状態にある方へのさらなる就労支援

に取り組んでまいります。

本当に焦らず、スローステッ○下沖篤史議員

プで、本人に合わせた形で寄り添って就労支援

をしていただきたいと思います。

続きまして、精神障がい者支援ですけれど

も、前日、前屋敷議員からも質問がありました

が、少し続けさせていただきたいと思います。

６月の一般質問でも質問させていただきまし

た重度障がい者・児医療費公費負担事業につい

てなんですけれども、精神障がい者が対象と

なっておらず、精神障がい者が安心して精神科

以外の医療機関にかかることができるよう求め

るものです。
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前回、市町村と検討を進めていくとの答弁で

したが、重度障がい者・児医療費公費負担事業

について、精神障がい者への助成を対象に加え

るため、市町村とどのように検討を進めている

のか、福祉保健部長にお伺いいたします。

障がい者・○福祉保健部長（渡久山武志君）

児医療費公費負担事業における対象範囲の拡大

につきましては、実施主体であります市町村の

意向や実情を把握するため、アンケート調査や

個別ヒアリングを実施し、対象範囲やスケ

ジュールなどに関する意見交換を行ってまいり

ました。

その結果、市町村において、新たな財政負担

や条例改正、システム改修が必要になるなどの

課題が明らかになり、その対応について、市町

村との議論を深めているところであります。

分かりました。○下沖篤史議員

市町村といろいろ課題等が出てきているとこ

ろでありますけれども、九州では、重度障がい

者・児医療費公費負担事業について、精神障が

い者が対象となっていないのは本県のみであり

ます。重度障がい者・児医療費公費負担事業に

ついて、精神障がい者への助成を対象に加える

ことに対する知事の考えをお伺いいたします。

重度障がい者・児医療○知事（河野俊嗣君）

費公費負担事業は、障がいのある方の経済的負

担の軽減を図り、こうした方々が身近な地域に

おいて安心して暮らしていくために、大変重要

な事業であります。

先ほど部長からも答弁しましたとおり、市町

村との意見交換等を通じて、それぞれの実情や

課題等を把握しながら、当該事業における精神

障がい者への助成対象の拡大について、協議を

重ねているところであります。

本当に障がい者の中でも精神○下沖篤史議員

障がい者に日が当たっていないので、日本のひ

なた宮崎と言われるぐらいですから、日が当た

るようにしていただきたいと思います。

続きまして、独居老人の生活支援サービスの

適用についてお伺いします。

要介護認定を受けていない高齢者は、訪問介

護など介護サービスを利用できない等の制限が

あります。一方で、介護保険事業の中の地域支

援事業を活用し、訪問介護事業者だけではな

く、ボランティアなどが実施する高齢者の生活

支援サービスによって、独り暮らしの高齢者の

生活支援を行っている市町村もあると聞いてお

ります。

そこで、市町村が地域支援事業を活用し実施

する高齢者の日常生活支援の取組状況を福祉保

健部長にお伺いいたします。

市町村で○福祉保健部長（渡久山武志君）

は、介護保険の地域支援事業を活用し、要支援

認定を受けた方や、認定は受けていないもの

の、日常生活において何らかの支援が必要と判

断される方を対象にいたしまして、地域の実情

に応じて、ボランティアや地域住民による買物

支援や病院への付添いなどのサービスを提供す

ることが可能でございます。

この事業によって、高齢者の生活支援に取り

組む市町村は、令和５年３月末現在で16市町村

となっております。

この地域支援事業を活用した○下沖篤史議員

高齢者の日常生活支援に関して、サービスを提

供していない市町村があり、地域間で格差が生

まれており、このような市町村では、ボラン

ティアとして買物支援や病院への付添い等を

行っていることもあると聞いています。

そこで、県として、地域支援事業を活用し、

生活支援を行っていない市町村に対して、どの
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ような支援を行っていくのか、福祉保健部長に

お伺いします。

介護保険の○福祉保健部長（渡久山武志君）

地域支援事業を活用して高齢者の生活支援を行

うかどうかは、市町村が地域のニーズや介護保

険事業の全体を見ながら判断することになりま

す。

県では、市町村の判断に資するために、県内

外の自治体による先進的な取組を随時、市町村

に情報提供しております。

また、県内全ての市町村で配置されている高

齢者の生活支援を行うコーディネーターを対象

に、ノウハウ習得と相互のネットワークづくり

を目的とした研修会も開催しております。

分かりました。ぜひとも進め○下沖篤史議員

ていただきたいと思います。

続きまして、再生可能エネルギーについてで

す。

経済産業省は、再生可能エネルギーの開発を

地方創生につなげようと、新たな経済対策の中

に、中小規模の水力発電や地熱発電の開発支援

策を盛り込むことで調整を進めており、石破総

理大臣は、地方創生を内閣の重点課題として、

今月にも決定する新たな経済対策にも、地方創

生に向けた施策を盛り込むと示しております。

こうした中、経済産業省は、再生可能エネル

ギーのうち、中小規模の水力発電や地熱発電の

開発が地域経済の活性化につながるとして、新

たな経済対策の一つとして、その支援策を検討

しています。今回の支援策を安定した電源の確

保にもつなげたいと考えているようです。

企業局においては、小水力発電の導入推進を

図っているところですが、このように国も支援

を拡大している中、小水力発電や地熱発電の開

発に係る取組について、企業局長の考えを伺い

ます。

企業局では、小水○企業局長（松浦直康君）

力発電につきましては、市町村から要望のあり

ました71の地点において無償で調査を行い、こ

れまで９地点が運転開始に至っております。

また、令和５年度からは、企業局独自の取組

として、既存ダム小水力発電ポテンシャル調査

事業を実施しておりまして、砂防堰堤や治山ダ

ムを活用した可能性の調査・検討を行っており

ます。

次に、地熱発電につきましては、企業局にノ

ウハウがないことや、開発に相当な費用や時間

を要することなどから、これまで特段の取組は

行っておりません。

一方で、今回の経済対策におきまして、国の

開発支援策が検討されるようでありますので、

その動向も含め、情報の収集に努めてまいりま

す。

分かりました。○下沖篤史議員

日本の地熱資源の８割が国立・国定公園内に

あり、これまでは各公園での地熱開発が認めら

れてこなかった現状があり、地熱発電が遅れて

いましたが、今回の国の方針はチャンスと思い

ますので、研究のほど、よろしくお願いいたし

ます。

そして、企業局が行っている既存ダム小水力

発電ポテンシャル調査事業について、取組状況

を企業局長にお伺いいたします。

既存ダム小水力発○企業局長（松浦直康君）

電ポテンシャル調査事業につきましては、令和

５年度から３か年事業として、県内の砂防堰堤

や治山ダム等を対象に有望地点を選定するもの

であります。

昨年度は砂防堰堤1,238地点を調査し、ポテン

シャルの高い11の地点を抽出しております。こ
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のうち、５つの地点の事業可能性評価を行った

ところ、２つの地点について、事業化の可能性

があると考えております。

残りの６つの地点に加え、治山ダムや農業用

ダム等についても、今年度から２か年で同様の

取組を行うこととしております。その結果、選

定した有望地点につきましては、小水力発電開

発に向け、市町村と連携していく予定でありま

す。

数か所あるということで、ぜ○下沖篤史議員

ひ頑張っていただきたいと思います。あと、地

熱発電のノウハウもいろいろ勉強していただき

たいと思います。

続きまして、本県は、日照条件や積雪が少な

く、土地も安価なことから、平地を問わず、山

間地にも太陽光発電が活発に設置されている

が、県内における太陽光発電設備の設置状況に

ついて、環境森林部長にお伺いいたします。

国の令和５○環境森林部長（長倉佐知子君）

年住宅・土地統計調査によりますと、本県にお

いて、「太陽光を利用した発電機器がある」と

答えた世帯の割合は9.4％で、全国平均の５％を

大きく上回っており、太陽光発電設備の設置率

は全国第４位となっております。

また、住宅に事業所等も含めた県内における

太陽光発電の導入量は、令和５年度末時点で166

万キロワットと年々増加しており、再生可能エ

ネルギー導入量全体の半数以上を占めておりま

す。

大分設置されていると思うん○下沖篤史議員

ですけれども、太陽光発電事業は、ほかの発電

事業と同じように長期的に行われる事業です

が、その一方で、ほかの発電事業と異なる幾つ

かの特色があります。

一つは、参入への障壁が少ないため、従来の

発電事業者だけでなく、様々な事業者が取り組

みやすくなっております。

ここで一番問題になってくるのが、太陽光パ

ネルを適切に廃棄できるのか、そういう懸念が

あります。このままでは、事業所がそのまま放

置していったり、計画倒産とかして、太陽光パ

ネルをそのまま放置して撤収するような可能性

がいろいろ危惧されている中で、こうした放置

や不法投棄を防ぐためには、電気を売った収益

の一部を、廃棄などの費用として、あらかじめ

積み立てておくことが重要です。しかし、実際

に積立てを行っている事業者は少ないのが実態

です。

使用済み太陽光パネルの処理について、県は

どのように考えているのか、環境森林部長にお

伺いします。

使用済み太○環境森林部長（長倉佐知子君）

陽光パネルは、再利用や処分が適切に行われな

ければ、有害物質の流出や不法投棄といった問

題が懸念されるため、所有者がパネルを放置せ

ずに、循環利用、または適正廃棄する仕組みの

確立が必要であります。

現在、国では、パネルのリサイクルを義務づ

ける制度の創設など、関連法の整備も視野に入

れた議論が行われており、また、県内では、民

間事業者主導により、産学官が連携したリサイ

クル推進のネットワークづくりも進められてい

るところであります。

県としましては、2030年代に想定されるパネ

ルの大量廃棄に備え、国や民間事業者の動向を

注視するとともに、循環利用や適正廃棄が図ら

れるよう努めてまいります。

県全体の太陽光パネルの設置○下沖篤史議員

状況を全て把握していないということなので、

まずは正確な実態を把握するために、コストを
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含めた基礎的・包括的な実態調査を、市町村、

県、環境省、経産省と共同で進めていくことが

求められますので、よろしくお願いいたしま

す。

続きまして、土木行政についてです。

家庭排水は国県道の側溝へ基準を満たせば接

続できるが、店舗・会社等の排水は接続でき

ず、浸透式にするしかない現状であります。市

道や下水がなく、国県道にしか接していない土

地は、近くに農地や井戸があると、浸透式も困

難な状況が発生しており、企業進出や店舗進出

の弊害となっております。

そこで、店舗等の排水は国県道の側溝へ接続

できないと聞いておりますが、排水の取扱い状

況について、県土整備部長にお伺いします。

道路側溝につ○県土整備部長（桑畑正仁君）

きましては、雨水などによる路肩の崩壊や路面

の冠水等の防止といった道路機能の保全と、道

路利用者の安全確保を目的に設置しておりま

す。

このため、側溝の設計では、近隣の土地・建

物からの排水は考慮しておらず、接続すること

によって側溝があふれ、道路が冠水するなどの

おそれがあります。

国県道側溝への排水の接続については、公共

下水道の未整備地区であること、家庭から放流

される浄化槽排水であること、道路側溝以外に

適当な放流先がないことなどの全ての要件に該

当し、真にやむを得ないと認められる場合に限

り承認することとしております。

この話題は、10月に小林で開○下沖篤史議員

催された「知事との本音トーク」で話題に上

がったもので、知事も国県道側溝への排水接続

ができない状況を御存じなかったとのことでし

たが、企業誘致、店舗出店と地域活性化のため

にも、事業所からの排水の接続ができることが

望まれますが、知事の見解をお伺いします。

御指摘のとおり、この○知事（河野俊嗣君）

問題につきましては、10月に小林市役所で開催

しました地域住民の皆さんとの対話集会、「知

事との本音トーク」におきまして、新規店舗の

進出等に際し、事業所からの排水をどのように

処理するかについて御苦労があるということを

具体的に伺ったところであります。

この事業所からの排水の接続の可否は、店舗

の新規出店や事業の移転拡大など、まちづくり

や地域活性化を進める上での支障となりかねな

い、そういうようなおそれがあるということを

認識したところであります。

一方で、道路側溝は事業所からの排水の流入

を考慮していないため、側溝があふれた場合や

排水による臭気問題が生じた場合には、近隣住

民の生活環境に影響を及ぼすなど、多くの課題

もあると考えております。

このようなことから、国県道側溝への排水の

接続につきましては、本来の道路としての機能

を維持しつつ、本県での台風等の災害リスクや

他県の実例、地域の特性を踏まえ、現在の接続

要件の見直しなど、その在り方について研究し

てまいります。

以上で一般質問を終わりま○下沖篤史議員

す。ありがとうございました。（拍手）

次は、二見康之議員。○野﨑幸士副議長

〔登壇〕（拍手） それでは、○二見康之議員

通告に従いまして一般質問を始める前に、サッ

カーシューズもソールが抜けるんですね。びっ

くりしました。私も久しぶりにゴルフをしたと

きに、ソールが両足とも抜けたことがあるんで

すけれども、あのときには、それまでスコアが

悪かったんですが、余計な力が入らなくなった
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がゆえに、球が真っすぐ飛ぶようになったこと

を覚えております。やっぱり練習をしっかりし

ないといけないなというのと、伝家の宝刀も抜

くことはなくとも、手入れだけはしっかりして

おかないといけないなというふうに改めて感じ

たところでありました。

では、質問に入りますが、今年は本当に台風

の多い年でありました。私どもの地元の県議会

議員と県の出先機関である北諸県地方連絡協議

会との意見交換会が今月開催されました。我々

議員からの質問項目に対する説明資料を頂いた

り、また各所管課から、重点事項等についての

説明をいただきました。地元に関する現状につ

いて知ることができる、年に一度の貴重な情報

交換の場であります。

そのときに、本年３月末時点における北諸県

農林振興局管内の荒廃農地面積が865ヘクタール

にも上るという説明がありました。鳥獣被害や

高齢化の進行等により山間部を中心に増加して

いるとのこと、不整形な農地や幅員の狭い農道

の隣接地に偏在しているとのことです。

現在、遊休農地の解消に向け、農業委員会

は、現地確認を行うとともに、地権者に対し戸

別訪問や文書により適正管理を指導され、農地

中間管理機構は、農業委員会と連携して、機構

が遊休農地を借り受け、簡易な整備を行った上

で、担い手に農地を集積・集約化する取組をし

ているとのことです。

また、都城市、三股町は、地域計画策定と連

動して、農業上の利用が行われる区域とそれ以

外の区域を設定し、農業上の利用が行われる区

域では、機構と連携し、農地の受け手確保や権

利移動を進めるとともに、鳥獣被害対策や圃場

の大区画化、スマート技術の導入等により、収

益性の高い営農体系を推進しているとのことで

すが、農業上の利用が行われない区域では、非

農地化等を検討されるとのことです。

私も、これまで市内各地を見て回ってきまし

たけれども、確かに山間部における荒廃農地が

たくさん目に留まり、また、それとともに、人

口減少が非常に進んでいるという現状を見てま

いりました。景観豊かな農業が営まれること

は、その地域の経済がしっかり回っているとい

うことでもあり、農村が次世代へつながれてい

くことでもあるんだろうと思います。

さきにも申しましたが、担い手の減少や高齢

化が進み、また、農業機械や施設の更新等の負

担が重くのしかかる今、第八次宮崎県農業・農

村振興長期計画に掲げる「持続可能な魅力ある

みやざき農業の実現」に向けて、どう取り組ん

でいかれるのか、知事に伺います。

残余につきましては、質問者席より行いま

す。（拍手）〔降壇〕

〔登壇〕 お答えしま○知事（河野俊嗣君）

す。

本格的な人口減少・高齢化社会の中、農業の

担い手も大きく減少してきており、産地の弱体

化や農村集落の衰退を危惧しております。

このため、第八次宮崎県農業・農村振興長期

計画では、「持続可能な魅力あるみやざき農業

の実現」を掲げ、経営規模の大小や個人・法人

の別を問わず、家族を中心とした産地を支える

経営体を「みやざき型家族農業」と位置づけ、

しっかりと支援することで、食料の安定供給に

寄与するとともに、本県の農業・農村を次の世

代につなげることとしております。

その実現に向けては、経営の発展段階に応じ

た伴走支援等による経営感覚の優れた農業者の

育成や農地の集約化、スマート技術の推進な

ど、経営発展を支える環境整備を一体的に進め
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るとともに、新規就農者など次の世代を担う若

い力の確保にも取り組んでおります。

引き続き、関係団体とも連携して、農業者が

夢や希望を持てる魅力ある農業を実現してまい

ります。

なお、先ほど来、御指摘があります交流試合

において、私が着用したサッカーのスパイク

は、2002年日韓大会のときにはやったモデルだ

ということをヴィアマテラスの選手の皆さんか

らも指摘され、懐かしいと言われてしまいまし

た。物持ちがいいということもいいわけであり

ますが、農業と同様、新しい時代に対応した新

しいモデルということも重要であろうかと考え

ております。来年に向けてしっかりと準備を進

めてまいります。以上であります。〔降壇〕

新しい物もいいですけれど○二見康之議員

も、物を大事にすることもいいのかなというふ

うに思います。

農家・農地を守り、地域を維持し、農村集落

の衰退から守る。そのためには、今の答弁にも

ありましたように、経営規模の大小、個人や法

人など様々な農家・農業の担い手がおられるわ

けですが、その経営の発展段階に応じた支援、

集約化、スマート技術推進などの環境整備を進

め、農業・農村を次の世代につなげるとのこと

ですけれども、一方で、進んでいる荒廃農地の

拡大、担い手不足の現状等を考えますと、都城

市、三股町の地域計画策定方針にもありました

ように、全部解消することは困難なことかとも

思われますが、できる限りの努力をしていくこ

とが重要だと思います。

この農地の荒廃化・遊休化をできるだけ防

ぎ、今後の利活用を促進するため、県はどのよ

うな取組を考えているのかお伺いします。

担い手が減少○農政水産部長（殿所大明君）

する中、農地を遊休化させず、維持・活用して

いくことは、大変重要であると認識しておりま

す。

このような中、市町村が主体となり、将来の

地域農業をどのように維持・発展させ、農地を

誰が守るのかということを明確にする地域計画

の策定作業が進められており、県も助言等を

行っているところです。

各地域における話合いの中で、農地の集積や

集約、基盤整備、多様な経営体の確保といった

課題が明らかになってきております。

県では、各地域にモデル地区を設定し、これ

らの課題解決に向けて、市町村や関係機関と連

携しながら重点的に支援することとしており、

モデル地区の成果を他の地域にも波及させなが

ら、地域計画の実現を後押しし、農地の利活用

が進むよう、しっかり取り組んでまいります。

地域計画策定の過程で、農地○二見康之議員

の集積や集約、基盤整備、そして多様な経営体

の確保という課題があるとのことですが、例え

ば就農初期においては、耕作面積が比較的狭く

ても、営農経験を積んで、農機具等の設備の充

実を図りながら、段階的に耕作面積を拡大して

いく農家、法人があると思います。

人や機械を効率的に運用することにより、生

産の効率化、労働の省力化などが図られ、安定

的な経営が見込まれる土地利用型農業は、今後

の地域営農を維持していく形の一つではないか

と思いますが、この土地利用型農業の振興に向

け、県はどのように取り組んでいくのかお伺い

します。

土地利用型農○農政水産部長（殿所大明君）

業の振興につきましては、大規模経営体から小

規模農家までの多様な農家と加工業者が参画

し、生産から加工・販売までを一体的に行う、
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いわゆる「耕種版インテグレーション」の取組

が有効であると考えております。

このため県では、この取組の中心となる大規

模経営体への農地集約や収穫機械の導入等によ

る生産の効率化を後押しするとともに、取組に

参加する農家の大規模法人への作業委託経費を

支援しているほか、新たな取引を創出するため

の生産者と加工業者をつなげるマッチング会を

開催しております。

今後とも、関係機関と連携して、耕種版イン

テグレーションの先進的な取組を県内各地に広

げ、土地利用型農業の振興に取り組んでまいり

ます。

農地集約や収穫機械の導入等○二見康之議員

により生産効率を上げる大規模経営体と農地を

持っている方々との連携、理解が、まずは土台

になると思いますので、計画策定時において、

まずはそこのところをしっかりと取り組んでい

ただきたいと思いますし、また、あわせて、有

機農業の振興も取り組んでいただきたいと思い

ます。農地環境を選ぶものでありますので、地

域資源の最大限の活用をするため、荒廃農地を

減らすためにも、適地の選定を忘れないようお

願いしておきます。

さて、農地集約、機械導入により作業効率を

上げるに当たり、そのオペレーターの育成が必

要だという要望があります。人口減少や人材の

県外流出などの影響もあるかと思いますが、こ

れに対し、本県の農業大学校においても、要望

に応える取組をしていると思います。

今後、地域の農業を支えていくことになるで

あろう農作業受託体制を維持していくため、オ

ペレーターの人材育成が重要だと考えますが、

県の認識並びに取組についてお伺いします。

農業分野にお○農政水産部長（殿所大明君）

ける労働力不足を補完する農作業受託体制を維

持していく上で、大型機械を操作するオペレー

ターの人材育成は、大変重要であると考えてお

ります。

このため県では、農業大学校において、学生

に加え、地域の農業者も対象として、オペレー

ター業務に必要な農耕用大型特殊自動車免許や

牽引免許等の取得のための実技研修を実施して

おります。

また、将来の地域の担い手として活躍が期待

される学生に対しては、農業用ドローンの資格

取得研修や県内農業法人等での農作業実習を実

施するなど、高い実践力を持った人材の育成に

取り組んでおります。

今後とも、関係機関と連携し、オペレーター

を育成すること等により、地域農業を支える農

作業受託体制の維持にしっかりと取り組んでま

いります。

農地荒廃の一要因となってい○二見康之議員

る鳥獣被害について、県では、環境森林部のほ

うで狩猟免許取得補助等に取り組んでいると、

先日の質問でもお聞きしましたし、また、農政

水産部のほうでは、県産ジビエの普及拡大に向

けたジビエ調理セミナー（学校給食編）の開催

とか、今現在、開催されております県内21店舗

が参加している「みやざきジビエフェア」の実

施等に取り組んでいるということです。

ただ一方で、調理する側、飲食店側のほうの

懸念として、やはり牛や豚などの家畜とは違

い、野生のイノシシや鹿などは、ジビエとして

食用になるまでの取扱いが異なるということ

で、利用については不安だという声もお聞きし

ております。

県内の飲食店において、安心・安全なジビエ

料理が提供されるところが増えることは、先ほ
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ど紹介しました「みやざきジビエフェア」の参

加店舗21店舗中４店舗が西米良村のお店であ

り、地域の大切な観光資源にもなっていると思

いますし、鳥獣被害から農地を守るという効果

もあると思います。

県は、飲食店が安心・安全なジビエを提供す

るために、どのような取組を行っているのかお

伺いします。

野生の鳥獣○福祉保健部長（渡久山武志君）

は、狩猟者により屋外で捕獲されるなど、ジビ

エとして食用にするまでの取扱いが、牛・豚な

どの家畜と異なりますことから、独自の衛生管

理が必要となります。

このため県では、国の指針を基にしまして、

狩猟から運搬、処理加工、調理・販売、消費に

係る全ての段階で徹底した衛生管理が行われる

よう、ガイドラインを策定いたしております。

具体的には、狩猟者や食肉処理業者に対しま

しては、著しく痩せているなどの異常が見られ

る個体を食用にしないこと、飲食店に対して

は、中心部まで火が通るよう十分な加熱を行う

ことなどを求めておりまして、講習会の開催や

施設の立入調査を通じまして、ガイドラインに

沿った衛生管理を行うよう指導いたしておりま

す。

それぞれ担当される方といい○二見康之議員

ますか、食肉処理業者の方、また調理する側の

ほうも、やるべきことをしっかりやればいいと

いうふうにも思うんですが、県民の安全を保つ

ためには、やっぱり信頼関係が大事なんだろう

なと思います。見た目では分からない部分も

あったりするとお聞きしますので、そういった

ところは、現場の方々の声も聞きながら、不安

解消に努めていっていただければと思います

し、私もそういうふうにお話ししていきたいと

思います。

では次に、事業承継についてお伺いします。

新型コロナ禍の影響を受けた企業に対し、金

融支援が行われたものの、返済が始まった今、

多くの企業が厳しい経営状況にあるようです。

売上げが回復せず、返済負担が経営を圧迫して

いますし、資金繰り、人手不足、原材料の高騰

等が影響しており、今後の見通しも大変厳しい

との声をよく聞きます。

このような中、倒産や廃業などが起こると、

地域経済や雇用、そして人口流出にも多大な影

響が出てくると思われます。企業は、いろんな

支援策を活用して、経営改善に向けた取組をさ

れることを求められますが、地域に技術や雇用

をしっかり残し、地域の経済を維持していく取

組、大きな意味での事業承継の取組も求められ

ていると思います。

まずは、事業承継の推進について、知事の所

感をお伺いしたいと思います。

企業経営者の高齢化が○知事（河野俊嗣君）

進行し、また企業を取り巻く環境の厳しさが増

す中で、適切に事業を引き継ぐことは、地域経

済の活力の維持や雇用の確保を図る上で、非常

に重要であると認識しておりまして、これは全

国的な課題でもあると考えております。

このような中、国では、全都道府県に「事業

承継・引継ぎ支援センター」を設置し、総合的

な支援を行うとともに、後継者が経営者から株

式等を引き継いだ際の税制面での優遇措置もな

されております。

県におきましても、支援センター、市町村、

商工団体、金融機関等から成る事業承継ネット

ワークを構築し、支援方針等の共有を図るとと

もに、事業承継を進めるための調査費用への補

助などの支援を行っております。
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これらの取組の結果、支援センターを通じた

年度当たりの事業承継の成約件数は、例えば直

近３年間でおよそ５割増となるなど、右肩上が

りで増えておりまして、引き続き、関係機関と

連携しながら、円滑な事業承継を推進してまい

ります。

今後も必要とされる技術とか○二見康之議員

人材が外に流れていく、なくなっていくという

ことは、非常に残念なことであります。事業承

継においては、必要とされる技術や人材を守る

ためにも、経営状況においては再生が可能なの

か、また中には、Ｍ＆Ａによって、地域にそれ

を残すことが望ましい場合もあるかとは思いま

す。

金融庁も、事業者向け、金融機関向けの事例

集などを作成して支援策の広報を行うなど、地

域経済の維持に取り組んでおられます。

そこで伺いますが、本県の事業承継・引継ぎ

支援センターの取組実績と金融機関 経営状―

況等の情報を持っているところは、やっぱり金

融機関になると思います。大きな鍵を握ってい

ると思います との連携について、どのよう―

に取り組んでいるのかお伺いします。

事業承継○商工観光労働部長（川北正文君）

・引継ぎ支援センターでは、経営者に事業承継

の必要性に早期に気づいてもらうための事業承

継診断に積極的に取り組むとともに、企業等の

実情に応じたマッチング支援の強化を図ってお

ります。

事業承継の成約件数は、令和５年度が85件、

令和６年度が10月末時点で47件で、そのうち、

およそ半数は、Ｍ＆Ａ等により親族以外へ事業

が引き継がれております。

また、金融機関におきましても、事業承継診

断を通じたニーズの掘り起こしや支援センター

への取次ぎ等を行っております。令和５年度

は、２割以上が金融機関を経由した成約となっ

ており、事業承継ネットワークの一員として、

重要な役割を担っていただいております。

担当者の方から、ある意味い○二見康之議員

ろんなスキル的なものも必要になるんだという

ふうにお聞きしておりますので、ぜひそういっ

たところの取組も推進していただくようにお願

いします。

次に、再生可能エネルギーに関して伺いま

す。

報道等によりますと、経産省では、来年度の

事業として、再生可能エネルギー開発を地方創

生につなげようという考えの下、新たな経済対

策として、中小規模の水力発電、地熱発電の開

発支援を盛り込むことで調整に入られているよ

うです。先ほど下沖議員が言われたことと丸か

ぶりだったので、びっくりしたんですけれど

も、ここからはちょっと変わってまいります。

本県では、これまで小水力発電について様々

な調査を行ってきており、既に適地における開

発は大体終わっているのかなという認識であり

ました。また、地熱発電についても同様と思い

ます。この国の動き、取組の効果を本県に生か

していくことができるのか、ちょっと疑問に思

うところです。

再生可能エネルギー開発を進めるということ

は、資源の乏しい日本にとっては大変重要なこ

とでありますし、県はこれまで、県内における

再生可能エネルギーの導入について、計画的に

進めてきていると思いますが、現在の状況はど

のようになっているのかお伺いします。

県内におけ○環境森林部長（長倉佐知子君）

る再生可能エネルギーの導入量は、令和５年度

末時点で288万キロワットとなっており、内訳と
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しましては、太陽光発電が166万キロワットと半

数以上を占め、次いで、水力発電が72か所で101

万キロワット、バイオマス発電が25か所で11万

キロワット、風力発電が３か所で９万キロワッ

トとなっております。

なお、令和５年度に、これらの再エネ設備が

発電した電力量は44億キロワットアワーと、県

内の電力需要量の67％に相当する規模となって

おります。

県内需要量の67％という数字○二見康之議員

は、非常に優秀だなとも思うんですが、宮崎で

すから、ほかの地域に比べて、消費電力そのも

のが低いんだろうというのもあります。この数

字に決して甘んじることなく、さらなる資源開

発に取り組んでいただきたいと思います。

県のほうでは、2030年度の再生可能エネル

ギー導入目標を立てておりますが、今後、再生

可能エネルギーの導入拡大に向けて、どのよう

に取り組んでいこうと考えておられるのか、知

事にお伺いいたします。

再生可能エネルギーに○知事（河野俊嗣君）

つきましては、国の「ＧＸ実現に向けた基本方

針」において、主力電源化が掲げられておりま

して、その導入拡大は、カーボンニュートラル

の実現に向けた重要な柱の一つであります。

先日、ＥＵ各国の大使と意見交換をした際

に、「宮崎における再生可能エネルギーの取組

は？」と何人かから聞かれました。再生可能エ

ネルギーへの取組から、その土地の特徴を知ろ

うとする、そういう姿勢が感じられたところで

ありまして、改めて本県の恵まれた環境を生か

して、もっともっと進めていく必要があるとい

うことを改めて感じたところであります。

県では、2030年度の再エネ導入目標を360万キ

ロワットとしておりまして、その達成に向けて

は、本県の恵まれた自然環境を生かし、特に太

陽光発電の導入を拡大していきたいと考えてお

ります。

このため、個人や事業者を対象とした太陽光

発電設備や蓄電池の導入支援に取り組むととも

に、県としても率先して、昨年度は県庁７号館

や延岡総合庁舎に、今年度は県プールや都城総

合庁舎等に、太陽光発電設備の導入を行ってい

るところであります。

温室効果ガスを排出せず、地域資源を活用で

きる再エネは、地球温暖化対策やエネルギー自

給率の向上につながることから、導入拡大に向

けて、引き続きしっかりと取り組んでまいりま

す。

計画目標と県の導入支援の内○二見康之議員

容を考えますと、2030年度の目標達成は、大変

厳しいものがあるんだなと思います。

先日、担当の方に、今360万キロワット中

の288万キロワットが導入できている、72万キロ

ワットが足りないという状況だと思うんです

が、例えば、太陽光発電で仮に50万キロワット

を導入する場合、どれくらいの面積が必要なん

だろうかということをお聞きしました。

環境省の平成21年度の調査において、太陽光

発電の単位面積当たりの出力が0.0667㎾／㎡で

あるんですが、15平方メートル当たり１キロ

ワットと設定されているということは、50万キ

ロワット導入するために必要な面積は幾らで

しょうか。750万平米、750ヘクタールというこ

とらしいです。

これは参考までにということで、今、整備し

ている山之口運動公園が約24ヘクタールなの

で31個分、住宅用太陽光発電であれば、主流と

なる５キロワットの場合は10万戸分、あくまで

概算的な話なんですけれども、相当な面積が必
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要だということです。先ほど申し上げた都城の

荒廃農地面積が850ヘクタールぐらいということ

なので、こういった使われなくなったところと

か、接続の問題だったり、いろいろあると思う

んですけれども、県の土地を有効活用していく

ためには、そういう視点からの検討も必要なの

かなと思います。

できることなら、国が取り組んでいく方向性

に、本県が持っているポテンシャルを引き出せ

るような支援策を求めていく必要があると思い

ますので、まず、宮崎県として、我々として

は、地域のあらゆる形をよく理解することが大

事なのかなと。

先日の洋上風力については、0.7を下回ってい

たということかもしれませんが、それはあくま

で宮崎の気候的なもの、地形的なものであっ

て、であれば、何が強みなのかをしっかり訴え

ていく必要があるんだろうと思います。

では次に、県の収入事務について伺います。

県へ手数料や申請料、登録料等を支払う場

合、県収入証紙を購入して納付することが多々

あります。山口議員が６月定例会において、こ

の収入証紙の廃止について質問されており、現

在、検討中との答弁でありましたが、その後、

作業は進んでいるのでしょうか。

ほかの都府県や政令市においては、既に廃止

しているところもあるようですし、本県では、

公金収納の多様化を進めるということだったと

思いますが、キャッシュレス決済などが進む現

代社会において、かえって事務作業が複雑・多

忙にならなければいいなというのも少し心配し

ます。

ただ一方で、証紙の販売場所が限定的である

ことや、高額な収入証紙の場合は、在庫がない

ケースもあるとお聞きしております。現状とし

て、選択肢が増えることは、利便性の向上につ

ながるものであると思います。

証紙収納を含めた公金収納方法の多様化への

取組について、現在の状況を教えてください。

本県の公金収納○会計管理者（米良勝也君）

は、金融機関窓口での現金収納をはじめ、収入

証紙や口座振替によるもののほか、一部の手数

料等においては、納付書によるコンビニ収納や

スマートフォン決済なども行っております。

また、現在、県民のさらなる利便性向上を図

るため、電子申請と連動した収納やＱＲコード

による収納の拡大、行政窓口でのキャッシュレ

ス決済など、様々な収納方法の導入について、

全庁的に検討を進めております。

今後も引き続き、収入証紙の在り方も含め、

さらなる公金収納方法の多様化に向けて、関係

部局と連携を図りながら取り組んでまいりま

す。

お聞きしますと、証紙は、県○二見康之議員

警本部が担っているところで多く扱われている

というふうに伺いましたが、会計管理者がおっ

しゃったように、いろんなところの情報を集め

ながら、その効率化に向けて取り組んでいくと

いうことですので、どんどん要望していただけ

ればなと思います。

次に、教育長に伺ってまいります。

学校における熱中症対策です。

６月議会でも伺いましたが、あのときは、い

わゆる暑熱訓練 暑さに対する体の生命維持―

装置を機能させるという視点からの質問でした

けれども、今回は、外部的環境から熱中症を防

ぐ取組について伺いたいと思います。

今年の夏は異常なほどの暑さでした。体温を

上回る気温の日が続くなど、これまでに経験し

たことのない夏となりました。
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そのような中、部活動などに関わる方々から

の話の中で、運動中における飲物や体を冷やす

氷が必要だということで、製氷機の整備や、体

育館などでは、夏は風が吹かない、熱が籠もっ

てしまうということで、空気を循環させる大型

扇風機を整備してほしいという声を幾つか伺っ

ております。

これは小中学校の話も含んでいるんですけれ

ども、今回は、熱中症対策における県立学校の

設備機器の整備状況並びに今後の対応につい

て、どのように考えているのかお伺いします。

県立学校における○教育長（黒木淳一郎君）

熱中症対策につきましては、予防策や発生時の

対応等をまとめた「学校における熱中症対策ガ

イドライン」に沿って取り組んでいるところで

あります。

議員から御指摘いただきましたとおり、体を

冷やしたり空気を循環させたりすることは、熱

中症対策の一つとして効果的な対応であり、現

在、県立学校50校のうち、製氷機は46校、大型

扇風機は49校に整備されております。また、指

定避難所となっている33校には、スポットクー

ラーも整備されております。

気候変動による高温リスクが高まる中、子供

たちが安全で安心な学校生活を送るために、熱

中症対策の設備機器を整備することは重要であ

りますので、今後とも、各学校の実態と要望を

踏まえながら整備を進めてまいります。

お聞きしますと、製氷機は、○二見康之議員

家庭科室とか保健室にあるものを活用したり、

大型扇風機は、コロナ対策で整備されたという

ふうにお聞きしました。また、スポットクー

ラーは、指定避難所ということで、危機管理課

のほうで整備していただいたものも多いようで

す。ただ、今後は、その使用実態、学校の規模

にもよるでしょうし、部活動の種目も関わって

くるでしょうし、もっと学校現場のほうから、

十分なのか、不足しているのか、よくよく情報

を聞いてあげる必要があると思いますので、よ

ろしくお願いいたします。

次に、ＰＴＡについて伺います。

先日、岡山県のＰＴＡ連合会が解散するとの

報道がありました。単位ＰＴＡの脱会が続き、

運営が成り立たない事態になったそうです。12

月で事業を終了し、日本ＰＴＡ全国協議会から

脱会、文部科学省によりますと、県レベルのＰ

ＴＡ組織が解散するのは、全国で初めてだそう

です。

2008年度には、県内21団体全てが加盟してい

たそうですが、2023年度末に５団体が離脱

し、2024年度、今年度には５団体だけになって

いたようです。加盟団体の減少に伴い、県ＰＴ

Ａ連合会の収入も減少し、１人当たり30円だっ

た年会費を2016年度には130円に値上げし、その

後も事務局の人件費を抑えるなど経費節減に努

めておられたそうですが、来年度、2025年度は

赤字が見込まれるということで解散を決めたよ

うです。

ＰＴＡ広報紙の作り方研修会や事例共有の大

会の開催、県教育委員会への要望活動が、県Ｐ

ＴＡ連合会の主な活動のようですが、解散後

は、岡山県の教育委員会が県ＰＴＡ連合会の役

割を補完していこうという方向のようです。

各学校単位で児童生徒の保護者と教職員でつ

くる任意団体のＰＴＡですが、学校行事の運営

サポートとか研修会への参加など、その存在意

義、活動の意味が問われているのではないかと

感じます。

私も子供の小学校や中学校で役員をしたりし

て活動していますが、それは就学している子供
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のよりよい学習環境につながればという思いか

らであります。

それぞれの学校において、また、市や県など

全国の連合会、協議会においても、会員から信

頼されるＰＴＡが組織されることを願うところ

でありますが、まずＰＴＡという組織がどのよ

うに設立されてきたのか、今後を考えるに当

たっても大事なことかなと思います。どういっ

た意味で、どういった必要性があってＰＴＡが

できたのか、この経緯と役割についてお伺いし

たいと思います。

ＰＴＡは、昭和22○教育長（黒木淳一郎君）

年、戦後の教育民主化の流れを推進するため、

当時の文部省が全国に対し、その設置を奨励し

たことが始まりであります。その３年後には、

全国のほとんどの小・中・高等学校にＰＴＡが

結成されました。

ＰＴＡに関して、私の経験を振り返ります

と、子育て中は、保護者としてＰＴＡの様々な

活動や研修に参加し、子供と共に成長する機会

をいただきました。また、校長であった際に

は、活動を通して信頼関係をいただき、よりよ

い学校運営のために御意見や御協力をいただ

き、心強いものがありました。

このようにＰＴＡには、保護者と教職員が共

に学び合いながら、子供たちの健全育成を図る

という重要な役割があると考えております。

給食についても、今、行政の○二見康之議員

ほうが負担したりするところも増えていますけ

れども、もともとは給食そのものがなかったわ

けですよね。貧しかった頃の日本で、学校に弁

当を持っていくことができない子もたくさんい

たという話も聞きますし、だからこそ子供たち

が健全に成長できる栄養環境を整えるために

も、国と保護者といいますか、国民との間での

合意ができたというか、そのかけ橋となったの

がＰＴＡなんだろうなと思ったところでした。

今現在、公立学校の組織だけじゃなくて私立

学校もあるし、特別支援学校のＰＴＡもあると

いうふうに伺っております。それぞれの組織で

課題は異なると思いますが、共通する課題、そ

して必要な取組もあると思います。

先日、雑誌を読んでいたら、中村学園大学の

客員教授である占部賢志先生のＰＴＡについて

書かれた記事がありましたので、御紹介しま

す。

岡山県のＰＴＡ連合会が解散するとの報

道。単位ＰＴＡの脱会が続き、運営がままな

らぬ事態になったそうだ。今後も同様の動き

が予想される。

かつてＧＨＱなどの影響下に、保護者と教

師をつなぎ、学校施設の充実や教科書無償

化、給食実施、学校保健の確立などに貢献し

てきたＰＴＡ活動。日教組がストライキを

打って学校現場を放棄すれば、子供の学ぶ権

利を犠牲にするなと果敢に声を上げ、バイク

の「３ない運動」（免許を取らせない、買わ

せない、乗らせない）にも精力的に取り組ん

だものだ。

昭和のＰＴＡには勢いがあったが、平成以

降は次第に形骸化の一途に見える。深刻な児

童虐待死が起きた直後の当該地ＰＴＡのホー

ムページをのぞいて愕然としたことがある。

全国のニュースで連日報じられているのに、

ＰＴＡとしての声明もなければ事件の概況も

伝えない。アップされていたのは、小中学校

の会員によるバレーボール親睦大会の報告記

事。ＰＴＡ不要論があちこちから出てくるは

ずだ。

しかし、今の世の中で、大人同士が利害を
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抜きにして結集できるのはＰＴＡぐらい。何

しろ800万の会員を擁する巨大組織。応分の予

算もある。これを根本から刷新して一から出

直す。旧来のしがらみは全て排除。学校改

善、ひいては地方創生の牽引力としたい。そ

のために従来の学校種別ごとのフラットなＰ

ＴＡは解体して、幼小中高の縦軸連携の組織

とする。

現実の地域社会を見よ。我が家は中学生、

隣は保育園児、お向かいは小学生に、その隣

は高校生。我々はそうした向こう三軒両隣の

環境で暮らしているのだ。これを生かさない

手はない。町内会ごとのＰＴＡを組織化す

る。園児や児童生徒ももちろん連動して、異

年齢グループを編成。小学生の間にいじめが

起きれば、中高生が解決に介入することもあ

ろう。年長が年少をしつけるシステムだ。

という内容でありました。いきなりその組織を

がらっと変えることは難しいんだろうなと思い

ますが、年長者が年少者をしつけるシステムと

いうのは、まさしく薩摩藩の郷中教育だと思い

ます。

また、先月、私の地元の妻ケ丘地区で、まち

づくり協議会の方々が中心になって「ふれあい

まつり」というものが開催されました。コロナ

後の昨年から復活したイベントなんですけれど

も、地元の中学生が自主的にボランティアを申

し出て、イベントを手伝ってくれていました。

司会や受付、また小さな子供たちを遊ばせる

ブースの作成・運営など、園児や小学生の相手

も見事にこなしておりました。もちろん実行部

隊のおじいちゃん世代の方々との交流もできて

おり、子供たちの成長の可能性を広げていくた

めには、実際に体験・経験する場を私たち大人

が提供していくことではないかなと思ったとこ

ろです。

ＰＴＡの在り方も同じではないかと思いま

す。活動の内容や会費の使われ方など、これか

らの時代に即したＰＴＡの在り方について、ど

のようにお考えなのかお伺いします。

全国的にＰＴＡの○教育長（黒木淳一郎君）

会員数は、少子化の影響により、年々減少して

おります。また、任意団体であることや活動に

対する負担感から、ＰＴＡの未加入や役員の成

り手不足などの問題が見られるようになってき

ました。

このような中、本県の小中学校の保護者の加

入率は99.6％と高い割合を維持しており、現

在、新入生保護者や教職員への加入に関する丁

寧な説明や各種会議のオンライン化、活動希望

者が立候補するエントリー制の導入など、時代

に即したＰＴＡ活動も行われてきております。

県教育委員会といたしましては、活動の内容

や会費の使われ方など、ＰＴＡの在り方が問わ

れるようになったことを好機と捉え、よりよい

組織や活動となるよう協議する場を設けるな

ど、宮崎に合った魅力あるＰＴＡ活動づくりを

支援してまいります。

今度、県のＰＴＡ大会に行っ○二見康之議員

てこようかなと思っているんですが、そこでい

ろんな研修とか講演とかあって、行った我々は

いい勉強になったなとか思うことが多いんです

よね。だけど、それを地元の単位ＰＴＡの保護

者の方々にどう伝えていくのかというところが

大きな課題なんじゃないかなと思います。

そこら辺の理解が進めば、全国だろうが地区

だろうが県だろうが、そこに所属している意義

について理解があれば、会費についてもちゃん

と使われているんだなと、信頼関係を構築でき

るように、それぞれのステージにおいて会員を
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大事にするようにしていく必要性があるなと、

私もそれをしないといけないなと思ったところ

であります。

次に、教育におけるウェルビーイングについ

て伺います。

国の教育振興基本計画にうたわれています

ウェルビーイングという考え方ですが、世界各

国の子供たちの傾向として、ほかの国に比べま

して、日本の子供は、今の自分の現状に満足し

ているというような自己肯定感や、自分にしか

できないことを見つけて成し遂げるという自己

実現の数値が極めて低いという結果が出ており

ます。

これまでの教育の在り方も一つの要因になっ

ていると思われますが、今後の教育の在り方を

考えていく上で、県教委はウェルビーイングに

ついて、どのように考え、取り組んでいくのか

お伺いします。

ウェルビーイング○教育長（黒木淳一郎君）

とは、身体的・精神的・社会的に良好で満たさ

れた状態を示す概念として、国の教育振興基本

計画のコンセプトの一つに位置づけられており

ます。

県教育委員会では、このコンセプトを踏ま

え、自己肯定感や自己実現に加え、殊に利他性

や他者との協働など、日本社会に根差したウェ

ルビーイングの向上を目指し、本県ならではの

ウェルビーイングを、子供、教師、そして学校

・地域・社会に向けて定義し、教育活動全体を

通じて各施策の取組を進めているところであり

ます。

今後とも、一人一人の状況やニーズに応じた

よりよい教育環境を提供しながら、ウェルビー

イングの向上に取り組んでまいります。

子供たちの心身の健全性や充○二見康之議員

実につながることを意識して、その方法とかを

考えていただければと思います。

先日、私の地元の地区のＰＴＡ研修会とし

て、「学校の「当たり前」をやめた。」という

本でも有名な元麹町中学校校長の工藤勇一先生

の講演会をリモートで開催いたしました。

講演の中で、これからの教育において、子供

たちの主体性、当事者性を失わせないことが大

事であると。これは、自己決定を促し、自律を

促すことが重要である。そのためには、大人や

教師が様々なことを決めつけてはいけない。例

えば、子供がけんかをしていた場合、「けんか

は駄目だ。やめなさい」と言って止めるのでは

なく、「なぜけんかになったの？」「何が嫌

だったの？」「また同じことをやりたい？」

「どうしたい？」「何か手伝ってほしいことは

ある？」というような質問形式で対話し、答え

は子供に出させるということでした。

今、学校現場では、このような取組が始まっ

ていると思います。また、子育て中の親として

は、子供との接し方について、大きな気づきを

いただきました。このような教育方法の変化に

より、子供たちのウェルビーイングが育ってく

れることを願うところです。

次に、タブレットの活用について伺います。

新型コロナ禍により、急速に整備が進んだ学

校現場におけるタブレット端末ですが、同時

に、この活用方法など、先生方におかれまして

は、大変な御苦労があると思います。しかし、

子供たちの学び方の変化にしっかり対応してい

ただきますようお願いします。

このタブレット端末によって、情報の検索・

収集が簡易になり、その情報の分析・まとめを

する、そして、それを発表・表現することが容

易になりました。つまり、学習過程において、
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インプットからアウトプットまでを一連の流れ

として、効率よく取り組むことができるように

なり、授業参観に伺ったときも、小中学校にお

いて、このような授業が行われておりました。

先日、宮崎東高校の通信制の生徒発表をお聞

きしたんですけれども、テーマが「日本国民は

なぜ戦争に賛成したのか」で、日露戦争や第一

次世界大戦時における当時の社会情勢や福沢諭

吉や徳富蘇峰、夏目漱石などの論調や考え方の

違いを調査して、国民がどのような考えを持っ

たのか、まとめておりました。

すごいことですよね。自分の過去を振り返っ

たとき、歴史を学ぶときは、ただ暗記するだけ

だったんですけれども、学ぶに当たって、一番

大事なことを今の子供たちはやってのけている

んだということを伺いまして、この生徒はすば

らしいなというのと、それを指導される先生方

にも深く敬意を表したいと思います。これもタ

ブレット端末の活用の一例だと思います。

ほかにも、例えば宿題の効率化、既に分かっ

ている生徒にとっては無駄であり、分からない

生徒には重荷であるということで、宿題を廃止

したのがその工藤先生でした。理解できていな

いところを重点的に学ぶことができるシステム

を利用すれば、効率的に学習することも可能に

なるでしょうし、また学習の理解の進み具合に

よって、それぞれの学力に応じて学ぶことがで

きるようになります。

今後、このタブレット端末について、県教育

委員会では、授業などにおいて、どのように活

用して取り組んでいくのかお伺いします。

現在、県内全ての○教育長（黒木淳一郎君）

公立学校で、学習用タブレット端末を、課題解

決のための情報収集や、自分の考えを友達と共

有すること、学習したことをまとめ、表現する

ことなどに活用しております。

また、小中学校におきましては、教科書の二

次元コードから読み取った動画やデジタル教科

書による学習内容の確認、理解度に応じたデジ

タルドリルなどの活用をしております。

さらに、高校におきましては、小中学校で学

んだスキルを発展的に活用し、探究活動など

で、実験データの分析や遠隔地との共同研究な

どに取り組んでおります。

このように、公立学校においては、個に応じ

た学習や協働的な学びの実現に向けた効果的な

活用を進めております。

今まで日本人というのは、自○二見康之議員

分の意思を表現すること、相手を推しはかって

黙っておくことが美徳みたいなのがあったわけ

なんですが、そうじゃなくて、違いをしっかり

理解して意見を言うことができる、そういった

ことにつながってくるのかなというふうに思い

ます。外国とのディスカッションとか、そう

いったものにもつながりますよね。

学び方の多様化、効率化、そして思索の深

化、学習の効率の向上など、本当に活用の可能

性はたくさんあると思います。その一つとし

て、ディスレクシアなどの学習障がいのある児

童生徒への対応があるかと思います。失読症、

いわゆる読むのが苦手なタイプ、書字障がい、

いわゆる書くのが苦手なタイプ、ほかにもＡＤ

ＨＤや発達障がいなど、現在増えている様々な

障がい でも、これを障がいと言っていいの―

か、その子の個性と言ったほうがいいかもしれ

ません のある子供たちの学び方において、―

最適な方法により学ぶことができるようになっ

たわけです。

これら学習障がいのある児童生徒への対応を

県教育委員会ではどのように考えているのかお
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伺いします。

読み書きに困難を○教育長（黒木淳一郎君）

伴うディスレクシアなど、学習障がいのある児

童生徒は、主に小中学校の通常の学級に在籍し

ておりまして、これまでは、支援員が児童生徒

の横につくなどして、障がいの状態に応じた支

援を行ってまいりました。

タブレットが導入された現在は、例えば、文

字を読むことが困難な児童生徒が、読み上げ機

能を利用して文章を音声で聞いたり、文字を書

くことが困難な児童生徒が、ノートを取る代わ

りに黒板の文字をカメラ機能で撮影したりする

など、より自立した学習ができております。

県教育委員会といたしましては、タブレット

を有効に活用するため、教職員に対する研修と

児童生徒の学習環境の充実に努めてまいりま

す。

この間、子供を病院に連れて○二見康之議員

行ったときに、ＮＨＫの番組を見ていたら、タ

ブレットを使っている生徒が１人だけいて、周

りの子供たちに、何であの子だけ特別なんだと

言われるんだけれども、その子は読むのが苦手

だと、文字が大きく見えたり小さく見えたりす

る障がいを持っていたというようなことで、そ

れはクラスの中でいじめにつながらないような

番組だったわけなんですが、やっぱり周りの理

解というのも必要になってくるんだろうと思い

ます。これは子供たちだけじゃなくて、我々大

人、保護者、先生方、一体となって取り組む必

要があると思います。

最後に、次年度の事業の中に、収入事務につ

いて新たな取組がばっと出てくるのを期待し

て、私の質問の全てを終わります。ありがとう

ございました。（拍手）

以上で本日の質問は終わり○野﨑幸士副議長

ました。

次の本会議は、12月２日午前10時から、本日

に引き続き一般質問であります。

本日はこれで散会いたします。

午後２時44分散会
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午前10時０分開議 

 

出 席 議 員（37名） 

２番 渡 辺 正 剛 (国富町・綾町の将来を考える会) 

３番 永 山 敏 郎 （県民連合立憲） 

４番 工 藤 隆 久 （公明党宮崎県議団） 

５番 荒 神   稔 （宮崎県議会自由民主党） 

６番 福 田 新 一 （  同  ） 

７番 本 田 利 弘 （  同  ） 

８番 山 内 いっとく （  同  ） 

９番 山 口 俊 樹 （  同  ） 

10番 下 沖 篤 史 （  同  ） 

12番 黒 岩 保 雄 （  同  ） 

13番 濵 砂   守 （  同  ） 

14番 脇 谷 のりこ （親 和 会） 

15番 松 本 哲 也 （県民連合立憲） 

16番 山 内 佳菜子 （  同  ） 

17番 今 村 光 雄 （公明党宮崎県議団） 

18番 坂 本 康 郎 （  同  ） 

19番 二 見 康 之 （宮崎県議会自由民主党） 

20番 日 高 博 之 （  同  ） 

21番 後 藤 哲 朗 （  同  ） 

22番 佐 藤 雅 洋 （  同  ） 

23番 日 髙 陽 一 （  同  ） 

24番 安 田 厚 生 （  同  ） 

25番 内 田 理 佐 （  同  ） 

26番 川 添   博 （  同  ） 

27番 図 師 博 規 （無所属の会 チームひむか） 

28番 前屋敷 恵 美 （日本共産党宮崎県議会議員団） 

29番 井 本 英 雄 （自民党同志会） 

30番 岩 切 達 哉 （県民連合立憲） 

31番 重 松 幸次郎 （公明党宮崎県議団） 

32番 坂 口 博 美 （宮崎県議会自由民主党） 

33番 山 下   寿 （ 同 ） 

34番 外 山   衛 （  同  ） 

35番 武 田 浩 一 （  同  ） 

36番 丸 山 裕次郎 （  同  ） 

37番 中 野 一 則 （  同  ） 

38番 山 下 博 三 （  同  ） 

39番 野 﨑 幸 士 （  同  ） 

欠 席 議 員（１名） 

11番 齊 藤 了 介 （宮崎県議会自由民主党） 

 

 

 

 

地方自治法第121条による出席者 

知 事  河 野 俊 嗣 

副 知 事  日 隈 俊 郎 

副 知 事  佐 藤 弘 之 

総 合 政 策 部 長  重黒木   清 

政 策 調 整 監  田 中 克 尚 

総 務 部 長  吉 村 達 也 

危 機 管 理 統 括 監  児 玉 憲 明 

福 祉 保 健 部 長  渡久山 武 志 

環 境 森 林 部 長  長 倉 佐知子 

商工観光労働部長  川 北 正 文 

農 政 水 産 部 長  殿 所 大 明 

県 土 整 備 部 長  桑 畑 正 仁 

宮崎国スポ・障スポ局長  山 下 栄 次 

会 計 管 理 者  米 良 勝 也 

企 業 局 長  松 浦 直 康 

病 院 局 長   村 久 人 

財 政 課 長  池 田 幸 優 

教 育 長  黒 木 淳一郎 

警 察 本 部 長  平 居 秀 一 

監 査 事 務 局 長  坂 元 修 一 

人 事 委 員 長  佐 藤 健 司 

 

事務局職員出席者 

事 務 局 長  小 牧 直 裕 

事 務 局 次 長  海 野 由 憲 

議 事 課 長  菊 池   博 

政 策 調 査 課 長  西久保 耕 史 

議 事 課 長 補 佐  松 本 英 治 

議 事 担 当 主 幹  弓 削 知 宏 

議 事 課 主 任 主 事  上 園 祐 也 
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一般質問◎

これより本日の会議を開き○野﨑幸士副議長

ます。

本日の日程は一般質問であります。

ただいまから一般質問に入ります。まず、荒

神稔議員。

〔登壇〕（拍手） おはようご○荒神 稔議員

ざいます。県政へつなぐ自由民主党、都城市選

出の荒神稔でございます。本日は、現行の健康

保険証の新規発行が終了となる12月２日でもあ

ります。

それでは、短歌の一つも歌えませんが、魂を

入れて、通告に従い質問いたします。

世界気象機関（ＷＭＯ）によりますと、温室

効果ガスの平均濃度が17年連続で過去最高を更

新していると言われています。このままのペー

スで地球温暖化が進み、永久凍土が融解する

と、蓄積された有機物が分解され、二酸化炭素

やメタンなどの温室効果ガスが放出されること

により、気候変動をさらに加速化させることが

懸念されております。国連は、今世紀末までに

世界の平均気温は最大で3.1度Ｃ上昇するとの見

通しを発表し、さらなる対策の必要性を訴えま

した。

我がふるさと都城市の平均気温も、40年前

の15.8度Ｃから昨年は17.17度Ｃと上昇傾向で、

異常気象や健康被害などのリスクが年々高まっ

ていることを市民へ周知されています。

一方、時代の移り変わりの中で、私たちの魂

が抜け殻にならないことを念じ、地方こそ成長

の主役とし、農林水産業の持続的発展のために

も、変わらなくてはいけない中山間地域におけ

る問題等の一端をお尋ねいたします。

まず、日本一挑戦プロジェクトの取組状況と

今後の進め方について、壇上より知事にお伺い

して、以後の質問は、順次、質問席からお尋ね

いたします。（拍手）〔降壇〕

〔登壇〕 おはようござ○知事（河野俊嗣君）

います。お答えします。

日本一挑戦プロジェクトは、県勢を次なる成

長・飛躍へつなげるため、子育て環境や農林

業、スポーツ環境という本県の強みが生かせる

３つの分野で日本一を目指す取組であり、この

３年間で関連施策を重点的・集中的に展開する

こととしております。

子ども・若者プロジェクトでは、結婚支援コ

ンシェルジュの配置、男性育休の取得促進や不

妊治療費の補助など、出会い・結婚や子育て支

援等の充実・強化を図っております。

また、グリーン成長プロジェクトでは、全国

初の再造林推進ネットワーク設立や、それと一

体となった再造林補助の大幅なかさ上げなど、

循環型林業等の強化に取り組んでおります。

さらに、スポーツ観光プロジェクトでは、ス

ポーツ施設の高質化とともに、総合相談窓口の

開設など世界水準の合宿大会の誘致に向け、新

たな取組を進めております。

これらの事業展開に当たっては、プロジェク

トチームと意見交換を重ね、全庁的に進捗を把

握するとともに、来年度に向けては、さらに実

効性を高める施策の構築を指示しており、引き

続き力強くプロジェクトを推進してまいりま

す。以上であります。〔降壇〕

御答弁ありがとうございま○荒神 稔議員

す。

日本一挑戦プロジェクトの着実な推進のため

に、若者・女性を重視した人口減少対策の強化

と持続可能な未来に向けた基盤づくりでは、こ

れまでにない取組を含むものと明記してあるこ

令和６年12月２日(月)
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とからお尋ねいたします。

みやざき結婚サポートセンターについて伺い

ます。

2023年度の全国の婚姻数は48万9,000余の組数

で、90年ぶりに50万組を割ったとあります。

みやざき結婚サポートセンターにおける会員

数や成婚数などの状況と会員数増に向けた取組

について、福祉保健部長にお伺いいたします。

みやざき結○福祉保健部長（渡久山武志君）

婚サポートセンターにおける令和６年10月末時

点の会員数は、男性が464名、女性が402名の合

計866名となっております。

結婚支援の実績としましては、平成27年８月

の開設からこれまでの９年間で、約5,300組のお

引き合わせを行いまして、交際につながりまし

たのは約2,000組、そして成婚まで至りましたの

は156組となっております。

また、会員数の増加を図りますため、今年度

は、20代と30代限定での入会登録料半額キャン

ペーンや、民間の結婚相談所などと連携した個

別の相談会、会員が相談しやすくなるよう本セ

ンター内に個室をつくる改修などに取り組んで

おります。

海外のインドでは、今でもお○荒神 稔議員

見合い結婚がほとんどで、そのお見合いも、双

方の両親が、家庭環境、価値観等も含め、お互

い子供たちの将来が幸せであることを願い、決

めるそうです。また、離婚もほとんどないと語

られています。

次に、不妊治療費支援事業の取組についてお

尋ねいたします。

国は、こども未来戦略として、児童手当の拡

充、高等教育費の負担軽減や保育の充実などに

取り組まれていますが、2023年の合計特殊出生

率は全国平均1.20であり、人口を長期的に維持

するには2.07が必要とされ、将来の地方が「静

かなる有事」として消滅可能性自治体を指摘さ

れ、今後の社会保障制度維持の困難さと担い手

不足等が懸念されています。

それでは、不妊治療費支援事業の取組状況に

ついて、福祉保健部長にお伺いいたします。

不妊治療費○福祉保健部長（渡久山武志君）

支援事業は、体外受精などの特定不妊治療を受

けた方に対しまして、保険適用後の自己負担額

について上限９万円、また保険診療と組み合わ

せて実施されました先進医療に対しまして、上

限10万円を助成するものであります。

県では、市町村や医療機関などに対する事業

の周知と利用促進への協力依頼を行っておりま

して、昨年度の助成件数は、11月からの５か月

間で605件、今年度は10月末の時点で940件と

なっております。

今後とも、事業の効果を検証しながら、関係

機関と連携して、不妊治療を受けられる方々へ

の支援を行ってまいります。

次に、ゼロカーボン社会実現○荒神 稔議員

についてお尋ねいたします。

国は、2013年度を基準に、温室効果ガス

を2030年度までに46％削減することを目指し、

本県は50％を目指す計画ですが、ゼロカーボン

社会実現に向けた2030年度の削減目標達成に対

する知事の思いと取組についてお伺いいたしま

す。

気象庁によりますと、○知事（河野俊嗣君）

日本では年平均気温が長期的に上昇し、特

に1990年代以降、高温となる年が増えており、

中でも昨年は、年平均気温が統計開始以来、最

も高い値となり、これには地球温暖化が影響し

ているとされております。

地球温暖化による様々なリスクは、先ほど議
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員からも御紹介いただいたとおりであります

し、今後さらに気象災害のリスクが高まり、私

たちの暮らしにも大きな影響を及ぼすおそれが

ありますことから、温室効果ガスの削減は、将

来世代に対する我々の責務であると考えており

ます。

このため県では、削減目標の達成に向けた

ロードマップを作成し、太陽光発電設備や蓄電

池等の県有施設への率先導入をはじめ、個人や

事業者を対象とした太陽光発電や省エネ設備の

導入支援など、脱炭素の推進に取り組んでいる

ところであります。

ゼロカーボン社会の実現に向けては、家庭や

事業所において、一人一人が自分事として取り

組むことが重要でありますので、さらなる意識

の醸成を図り、必ず実現させるという強い思い

を持って取り組んでまいります。

温室効果ガス削減には、太陽○荒神 稔議員

光発電や省エネ設備の導入支援等に取り組み、

また、一人一人が自分のこととして取り組むこ

とが重要であるという内容の答弁でした。

次に、ＥＶ（電気自動車）等の導入促進に向

けた県の方針、取組について伺います。

脱炭素社会の実現に向けて、ＥＶ等の導入促

進を図ることが必要と考えますが、県としてど

のように取り組んでいかれるのか、環境森林部

長にお尋ねいたします。

本県は、人○環境森林部長（長倉佐知子君）

口1,000人当たりの自動車保有台数が全国７位と

多いことから、脱炭素社会の実現に向けては、

家庭や事業所において、環境性能に優れたＥＶ

等の電動車への転換を図ることも有効な取組の

一つであります。

このため県では、県内事業者を対象とした充

電設備等の設置補助や、運送事業者に対するＥ

Ｖの購入補助を行うとともに、県の公用車にお

いても、電動化が可能な車両について、率先し

て電動車の導入を進めております。

また、国においても、グリーン成長戦略によ

り、自動車の電動化や充電インフラ等の整備を

進めておりますので、国の取組状況を踏まえ、

引き続き、ＥＶ等の導入に向けた機運醸成や普

及促進を図ってまいります。

先ほども申し述べました、一○荒神 稔議員

人一人のこととして、今からは一般用の充電ス

タンド設置の促進を図ることも必要だと思いま

す。

県の担当課の話によりますと、県公共施設等

への一般用の充電スタンド設置については、現

在のところ計画がないという説明でございまし

た。知人にもＥＶ購入を勧めますが、まだ充電

スタンドの設置箇所が少ないため不安があり、

購入に進まない理由の一つでもありました。

政府は、2035年までにガソリン車の新車販売

を禁止することを目指しています。都城市の環

境政策課では、業者との連携協定に基づき、中

山間地域も含め、今年度15施設32基を設置され

たことから、今後、大変役に立つんじゃないか

なと思います。県の充電設備設置計画に期待し

て、次の質問に行きます。

脱炭素に向けた取組についてです。

産学官と県民が一丸となって再造林に取り組

む「宮崎モデル」についてお尋ねいたします。

昨年の杉丸太生産量は、本県が33年連続日本

一であり、再造林日本一を目指すには、木材の

需要拡大が必要不可欠です。

木材の需要拡大を図るためには、まず、県が

率先して取り組むべきと考えますが、県有施設

など建築物の木造化・木質化の取組について、

環境森林部長にお伺いいたします。
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県では、宮○環境森林部長（長倉佐知子君）

崎県木材利用促進条例及び基本方針において、

県有施設への県産材の活用をうたっており、副

知事をトップとする庁内の委員会において、全

庁的に木造化・木質化の取組を推進しておりま

す。

近年では、県総合運動公園の屋内走路や新県

体育館において、県外企業が特許を持つ特殊な

工法ではなく、県内で生産可能な一般流通材を

使用した木造トラスを採用するなど、県内企業

が施工できる工法での木造化に取り組んでおり

ます。

また、木造マイスターや林業・木材産業の関

係者が連携する「みやざき木の建築推進協議

会」においては、こうした県の事例も参考に、

保育園や商業施設など民間建築物の木造化・木

質化に取り組んでいくこととしております。

保育園や商業施設など民間建○荒神 稔議員

築物の木造化・木質化に取り組む内容でありま

した。

提言として、宝くじの社会貢献広報事業があ

りますことから、コミュニティー活動の集会施

設整備等にも木造化・木質化が推進される取組

も必要と私は思っています。

一方、2025年、来春は花粉が大量に飛散する

おそれがあると、気象会社が発表されていま

す。森林・林業白書では、杉人工林の伐採や花

粉の少ない苗木への植え替えの加速化により、

花粉の発生源となる杉人工林を10年後に２割減

らすという目標が語られています。

二酸化炭素の吸収量を増やすには、30年、40

年後の将来を見据えた森林の育成の取組が必要

だと思っております。

それでは次に、森林の集積・集約化につい

て、どのように取り組んでいるのか、環境森林

部長にお尋ねします。

森林を適切○環境森林部長（長倉佐知子君）

に管理していくためには、経営意欲のある林業

事業体への所有権移転を進めるなど、森林の集

積・集約化を図っていくことが重要でありま

す。

このため県では、これまで市町村が行う森林

経営管理制度の取組を支援するとともに、今年

度からは、林業事業体が森林を取得する際の不

動産登記費用の一部を、市町村と連携して支援

する取組を進めております。

また、えびの市では、森林を手放したい所有

者の情報を、承諾を得た上で林業事業体に提供

し、所有権移転につなげる取組も行われていま

す。

県としましては、こうした事例の共有や森林

経営管理制度の推進など、市町村と連携を図り

ながら、今後とも森林の集積・集約化に取り組

んでまいります。

市町村と連携して、森林経営○荒神 稔議員

管理制度の推進等に取り組む内容でございまし

た。

それでは次に、地籍調査の取組についてお尋

ねいたします。

所有者不明土地の解消狙いで、今年４月から

土地など不動産の相続登記が義務化されまし

た。

このことを踏まえ、地籍調査事業は、土地を

動かす上で一番重要な基礎となるものでありま

す。一日も早い調査の完了が必要なことから、

本県における地籍調査の現状と取組について、

農政水産部長にお伺いいたします。

地籍調査の県○農政水産部長（殿所大明君）

全体の進捗率は、令和５年度末で74％であり、

市町村別では、三股町をはじめ、11町村で完了
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しております。現在、宮崎市をはじめ、15市町

村で実施しておりますが、完了していない調査

区域の約７割が、山間部などの林地に集中して

いる状況であります。

このため、効率的に林地の調査を進める新た

な取組として、航空機やドローンなどを用いて

測量し、図面上で境界確認を行うことができる

リモートセンシング調査を推進しており、これ

までに５つの市町村で実施したところです。

県としましては、必要な予算を国に要望する

とともに、新たな技術や手法を取り入れなが

ら、市町村や関係機関と連携し、地籍調査を進

めてまいります。

地籍調査は、災害発生時の早○荒神 稔議員

期復旧・復興や公共事業の効率化にも欠かせな

い事業ですので、関係市町村と連携して、早急

に進めることを期待しておきます。

次に、畑地かんがい用水ダムの小水力発電推

進について伺います。

都城盆地土地改良区について少し紹介しま

す。国営・県営事業で造成された畑地かんがい

施設を長期にわたり適正に維持管理し、安定的

な水供給の確保に努めるために、受益農家の皆

さんで組織される都城盆地土地改良区が、平

成20年２月８日に設立されました。組合員数は

約8,500人、受益面積約3,900ヘクタール、県内

最大規模の土地改良区であります。

また、木之川内ダムの小水力発電開発につい

て紹介しますと、九州農政局都城盆地農業水利

事業所において、過去に小水力発電の採算性検

討から始まり、県はもとより、九州電力等との

度重なる協議から、宮崎県企業局が今年度、都

城市と都城盆地土地改良区に木之川内ダムにお

ける小水力発電開発の可能性について意向確認

を行うとともに、過去に実施されましたポテン

シャル調査の再評価を行っておりますが、今後

の計画に向けた考えを企業局長にお伺いいたし

ます。

御質問の木之川内○企業局長（松浦直康君）

ダムは、過去に地元の土地改良区におきまし

て、小水力発電の開発を検討されましたが、送

配電線につなぐ系統連系の費用負担が大きいこ

とから、開発を断念した経緯があると伺ってお

ります。

しかし、昨年度、系統連系に関する規制緩和

が行われ、コスト縮減の可能性が出てきたこと

から、今年度、企業局においてポテンシャルの

再評価を行っているところです。

その結果、事業性があると判断された場合、

まずは地元による開発の意向を再度確認するこ

ととしておりますが、その意向がない場合に

は、企業局の経営状況やカーボンニュートラル

に向けた政策等を踏まえながら、当局として対

応できるか具体的に検討してまいります。

具体的に検討されることに感○荒神 稔議員

謝いたします。

それでは次に、中山間地域の少子高齢化によ

る課題についてお伺いいたします。

食料・農業・農村基本法が制定された1999年

以降、農業者は減少し、耕作放棄地は増え、食

料自給率は下がり、中山間地域では、少子高齢

化により、担い手不足や将来の農地等の管理を

懸念する相談が年々増えている現状でありま

す。

中山間地域では担い手が減少し、遊休農地面

積が県全体で令和４年は約1,500ヘクタールある

と聞いております。都城市の令和５年の遊休農

地面積は、農地面積１万3,058ヘクタールに対し

て、555ヘクタールと伺いました。

中山間地域において、農地の遊休化を防止す
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るために、企業参入により担い手を確保するこ

とが重要と考えますが、県の考えを農政水産部

長にお伺いいたします。

中山間地域で○農政水産部長（殿所大明君）

は、担い手の減少に加え、農地が分散し、条件

が不利な場合も多いことから、農地の遊休化が

懸念されております。

このため、中山間地域をはじめとする担い手

が不足する地域においては、企業等の地域外の

担い手を呼び込むことと、担い手が参入しやす

い農地を準備することが大変重要であると考え

ております。

県では現在、市町村が主体となった企業参入

の受入れ体制の検討や、農業会議等と連携した

企業参入フェアへの出展など、誘致活動に積極

的に取り組んでいるところです。

また、農地バンクが農地を一定期間、保全管

理した上で、法人等に貸し出すスタンバイ農地

事業にも取り組んでおり、担い手と農地の取組

を一体的に進めながら、農地の利活用を推進し

てまいります。

国営・県営事業で畑地かんが○荒神 稔議員

い整備されている優良農地を、遊休化させない

ことが最も重要ではないかと私は思っておりま

す。県では、県下の畑地かんがい整備農地の遊

休農地等の面積を把握されていませんでしたの

で、今後、把握されるよう要望しておきます。

昨年４月に始まった農地や宅地などの相続土

地国庫帰属制度では、申請件数の中で、農地の

申請が４割を占めて最多であったと報じられて

います。相続放棄が年々増え、2022年は、全国

の家庭裁判所で過去最多の26万余の件数が受理

されております。農地価格は、田畑とも29年連

続の下落続きであるようです。

それでは、土地改良区施設設備等の老朽化に

より、電気料金の高い賦課金で耕作されている

巣立土地改良区の問題解決として、土地改良区

の今後の施設管理について、県の考えを農政水

産部長にお伺いいたします。

土地改良区の○農政水産部長（殿所大明君）

施設については、老朽化が進む中、組合員の減

少・高齢化などにより、維持管理が難しくなっ

てきております。

お話のありました巣立土地改良区について

も、担当者が10月に現地に赴き、施設の調査を

行うとともに、改良区の皆様から直接意見をい

ただいたところです。

県としましては、土地改良区を支援するた

め、関係機関が行う施設点検などに対して技術

的助言を行うほか、施設の更新に係る事業を提

案するとともに、多面的機能支払交付金による

施設の長寿命化などを推進しております。

今後も市町村などと連携し、土地改良区や農

家の意向に寄り添いながら、施設管理の負担軽

減を進めてまいります。

土地改良区の農家の意向に寄○荒神 稔議員

り添い、施設管理の負担軽減を進める内容だっ

たと思います。

一方、農水省は、食料・農業・農村基本計画

の策定に向け、環境保全や農村振興の課題で

は、高齢化に伴い、草刈りや水路管理等の共同

活動が難しいことを踏まえ、農業インフラを維

持するために新たな仕組みが必要と語られてい

ます。

このことから、全ての土地改良区に新たな取

組を検討していただいて、次に、本県の工業・

農業・福祉等の職業系専門高校等における県内

就職についてお伺いいたします。

子ども・若者プロジェクトを強化するために

柱に据えたのが、若者・女性を重視した人口減
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少対策の強化であります。

工業・農業・福祉等の職業系専門高校等にお

ける県内就職率及び就職した高校生の第１次産

業への就職率について、商工観光労働部長にお

伺いいたします。

宮崎労働○商工観光労働部長（川北正文君）

局が公表している、令和５年３月末時点の県内

の高校別の就職者数に係るデータを基に算出し

ますと、工業・農業・福祉等の職業系専門高校

等における県内就職率は、令和５年３月卒の生

徒で62.5％となっております。

また、文部科学省が公表している、令和５年

５月１日時点の学校基本調査によりますと、令

和５年３月卒の県内高校生で就職した者のう

ち、第１次産業である農業、林業、漁業に就職

している割合は1.8％となっております。

第１次産業である農業、林○荒神 稔議員

業、漁業に就職している県内の割合は僅か1.8％

であり、第１次産業の今後の担い手不足等を再

確認いたしました。

それでは、地元で即戦力が期待できる県立の

職業系専門高校における自動車学校への入校時

期について、教育長にお尋ねいたします。

多くの県立高校に○教育長（黒木淳一郎君）

おきましては、就職や進学などの進路実現のた

め、学業を優先し、また、進路指導の時期を確

保するため、校則等において自動車学校への入

校時期を定めております。

今年度の調査によりますと、県立の職業系専

門高校での入校時期は、10月が２校、11月が10

校、12月が３校となっており、ここ数年来、自

動車学校への入校時期を早めてきております。

自動車学校への入校条件や入校時期は、校長

の判断により、各学校の状況に応じて定めてお

りますが、生徒の実情を踏まえて、不利益を被

ることがないよう柔軟に対応しております。

柔軟に対応するという内容○荒神 稔議員

だったと思いますが、やはり本県は交通体制の

乏しい県でございますので、第１次産業等で即

戦力となる人材の確保が求められることや、ま

た、教習所より、教習所の受入れ体制や働き方

改革についての要望等が提出されると聞いてお

ります。そのような中で、柔軟な対応をよろし

くお願いいたします。

次に、本県の孤独死の現状と独り暮らしの高

齢者への取組についてお伺いいたします。

孤独死、孤立死について、今年１月から６月

に自宅で死亡した一人暮らしの人は、全国で３

万7,000人余であります。そのうち、65歳以上が

２万8,000人余の76.1％だったと報じられていま

す。

県警の令和５年における65歳以上の独り暮ら

しの方の検視件数は531件で、令和元年の380件

に比べて約４割増加し、10年前の1.7倍と言われ

ています。また、県内の65歳以上の独居世帯

は、2005年の４万7,000人余りから2020年では７

万人余りで、1.5倍であるようです。

今後の社会づくりとして、独居高齢者を支え

る仕組みが必要不可欠なことから、人口減少と

同時に、高齢者の独居世帯が増加の一途である

現状を踏まえ、中山間地域の独り暮らしの高齢

者に対して、どのような支援が行われているの

か、福祉保健部長にお伺いいたします。

独り暮らし○福祉保健部長（渡久山武志君）

の高齢者は、全県的に増えておりますけれど

も、特に中山間地域では、高齢化の進展も早

く、独り暮らしの高齢者に対する生活に係る

様々な支援が、今後ますます重要になると考え

ております。

このような中、市町村では、生活支援コー
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ディネーター等によりまして、買物や通院な

ど、高齢者の日々の困り事を地域で解決する共

助の仕組みづくりが行われておりますほか、県

社会福祉協議会では、市町村社会福祉協議会と

連携して、高齢者の日常生活支援や身元保証等

を行うための検討を進めております。

近年、高齢者の生活支援等のサービスを行う

民間事業者が増加していることなども踏まえま

して、今後、県としても、県社会福祉協議会で

の検討状況などを参考に、必要な支援の在り方

を研究してまいります。

部長答弁の内容は、やはり理○荒神 稔議員

想であり、現状では大変厳しいものがあろうか

と思っております。

日本は、これまで家族依存型福祉国家と呼ば

れ、介護・育児などで家族の役割が大きいとさ

れてきましたが、家族の形の変化で、人口問題

研究所によりますと、約40数年前の1980年で

は、夫婦と子供の家庭が42.1％、一人暮らし

が19.8％、2020年では、夫婦と子供の家庭

が25.2％、一人暮らしが38％、2050年の推計で

は、夫婦と子供の家庭が21.5％、一人暮らし

が44.3％と推計されています。１世帯の家族人

数が９年後には初めて２人を下回るとの推計も

お聞きします。

中山間地域では、高齢者が高齢者を支援して

いる現在において、独り暮らし高齢者の日常生

活での不安について意見が一番多かった内容

は、「健康や病気のこと」が約６割、次に「寝

たきりや体が不自由になり、介護が必要な状態

になること」が約４割でした。高齢者は、それ

ぞれ不安を抱きながら生活されております。

そのような状況の中で、中山間地域の県管理

道路についてお伺いしますが、県管理道路にお

いて、地域住民が草刈り等のボランティア活動

を行うに当たり、この活動を支援する制度につ

いて、県土整備部長にお伺いいたします。

県管理道路に○県土整備部長（桑畑正仁君）

おきましては、地元住民の皆様が行うボラン

ティア活動への支援として、平成22年度より道

路愛護活動支援事業を実施しております。

具体的には、協定を締結した団体による草刈

りや植栽帯の管理、花植え、道路のごみ拾い等

の活動に対して、活動奨励金や清掃用具の支給

などを行っており、現在225団体に登録いただい

ております。

今後とも、県庁ホームページや広報紙への掲

載等、さらなる周知に努め、道路愛護の機運醸

成を図るなど、県民との協働による「美しい宮

崎づくり」に向けた沿道景観の保全に取り組ん

でまいります。

先ほど申しましたように、中○荒神 稔議員

山間地域は高齢化が進み、かつてはいろいろと

ボランティア制度もあったわけですけれども、

今回の質問は、高齢者の対応を重視していただ

きたい、そして、道路管理ができない状況も

迫っているという内容でございました。

それでは、高齢者の独り暮らし解決や後継者

育成のために、中山間地域の農振除外について

お伺いいたします。

家族が県内にいても、そのつながりが機能し

ていなくて、中山間地域では、若者の流出によ

り、高齢者の見守りや地域の伝統行事や農地管

理等の活動が困難な現状です。

若い世代が地域に居住することで解決でき、

高齢の親元に寄り添うため新築計画をしても、

農振法が厳しくあり、農地を守るために農振法

が必要であるということは十分理解しておりま

すが、遊休農地が増え続ける現在において、条

件付でも、時代とともに状況に合った法律の一
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部改正をしてほしいという地域の声がありま

す。また、農地が違法転用され、原状回復がほ

とんどなく、追認許可された事例が多くあると

聞いております。

年老いた親の面倒や地元に住みたい若い世代

の方々、あるいは独り暮らしで寂しい思いをし

ている高齢者の「家族が近くにいたら安心でき

る」という地域の声を、２年前、都城市議会

で、中山間地域に居住する高齢者のささやかな

願いから、意見書を賛成多数で提出した経緯も

あり、今回こうしてお尋ねするものです。現在

の農振法、昭和44年制定の農業振興地域の整備

に関する法律の一部改正を望む声であります。

農用地区域からの除外に関する要件緩和が必

要と考えますが、県が要件を緩和することはで

きないのか、農政水産部長にお伺いいたしま

す。

農用地区域内○農政水産部長（殿所大明君）

の農地を転用目的で除外するには、農業振興地

域の整備に関する法律に定める要件を全て満た

す必要があります。

これらの要件は、農業の最も基礎的な生産基

盤である優良農地の確保を図る等の観点から、

全国一律で定められたものであり、県の裁量で

緩和することは難しいと考えております。

一方で、希望する農地の除外ができない場合

でも、近隣の農地では可能な場合もあるため、

まずは、除外の判断を行う市町村に対して、十

分に相談していただくことが重要と考えており

ます。

県としましても、市町村からの農振除外の協

議に当たりましては、引き続き、関係法令に

のっとり、案件ごとに計画の内容や立地の状況

等を丁寧に確認し、適切に対応してまいりま

す。

このことは、過去に県議会で○荒神 稔議員

も多くの議員が質問されています。法律改正の

問題ですので、県の裁量で緩和することは難し

いという答弁内容であります。このことは理解

しておるわけですけれども、農地を守る決まり

よりも、農地を遊休化させず、農地を耕作して

農地活用を守ることが大切だと私は思います。

地域からの農振法一部改正の必要性の声を、今

後も機会があるたびに要望してまいります。

それでは次に、華やかな質問をしてまいりま

す。宮崎国スポ・障スポについてです。

まず、宮崎国スポ・障スポのイメージソング

についてお伺いいたします。

県民が様々な場面で耳にし、親しんでいただ

けるよう、教育委員会や市町村等との連携を図

り、計画的に普及を進めるとのことを確認して

おりますが、イメージソングを普及させるため

に、今後どのように取り組んでいくのか、知事

にお伺いいたします。

大会イメージソング○知事（河野俊嗣君）

「ひなたのチカラ」は、宮崎国スポ・障スポに

向けて徐々に機運を盛り上げていくために、段

階的・計画的に制作・普及を進めております。

具体的には、昨年６月に歌詞、10月に曲と

いったように順次公募を実施し、今年７月の正

式な開催決定を受けた９月の実行委員会の設立

のタイミングに合わせて、市町村長や各団体の

代表者等約300名の前でお披露目を行いました。

私は、この曲は、まさに「ひなた」のような

明るさ、元気が伝わる華やかな曲でありまし

て、キャッチーなメロディーも含めて、とても

親しみやすい曲に仕上がっているのではないか

という印象を受けております。

先月は、宮崎、延岡、都城の商業施設におい

て、大会の開催決定イベントの実施に合わせ、
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多くの皆様に生演奏をお聞きいただくととも

に、新たに制作したイメージソングのダンスと

体操等を公開したところであります。現在、学

校の体育などの授業や運動会、イベント等、

様々な場面で活用されるよう取り組んでいると

ころであります。

さらに、カラオケでの配信準備も進めており

まして、３年後に向け、市町村や関係団体と一

層連携しながら、県民の皆さんが様々な場面で

耳にする機会を計画的につくり、親しんでいた

だくことで、大会の本番に向けて機運醸成につ

なげてまいります。

知事がおっしゃったとおり、○荒神 稔議員

私もすばらしい歌だなと、全ては歌えません

が、ワンフレーズぐらいはというふうに考えて

いるんですが、ただ、県民がそのようになるに

は、耳にすることが大事なことでありまして、

県では電話の取次ぎのときに流れるが、県の出

先機関のほうでは、まだ浸透していないような

感じです。やはり３年後ですから、早い、遅い

じゃなくて、早いほど、今、知事のおっしゃっ

たように、機運は高まるのかなと思っておりま

す。３年後に向けて、県民の機運醸成につなが

るような計画的な取組を期待しております。

それでは次に、山之口運動公園内に整備中の

新陸上競技場のネーミングライツについて、教

育長にお伺いします。

前回２月の答弁では、命名権の効果が最大限

に発揮できるよう、令和６年度に速やかに準備

を進めるということでありました。

今月完成し、来年４月に供用開始予定の新陸

上競技場については、今年６月から、県のホー

ムページなどでスポンサー企業の募集が行われ

たかと思います。

今回の募集に当たっては、県所管の新陸上競

技場に加え、都城市が所管する補助競技場や運

動公園全体にもネーミングライツが導入される

とお聞きしております。公園全体や各施設それ

ぞれの愛称を、県と市が協働して募集を行った

と聞いておりますが、いよいよ県陸上競技場の

完成も間近に迫ってきたところでございます。

ネーミングライツの選定の状況について、教

育長にお尋ねいたします。

県有スポーツ施設○教育長（黒木淳一郎君）

におけるネーミングライツ制度は、施設の安定

的な運営の確立、県民の皆様への良好なスポー

ツ環境の提供や「スポーツランドみやざき」の

推進に大きく寄与しております。

県山之口陸上競技場のスポンサー企業につき

ましては、都城市が所管する補助競技場等とと

もに、今年６月から募集を開始し、県ホーム

ページや新聞、テレビ、ラジオでの告知、企業

への訪問等を行ってまいりました。現在、候補

企業と調整を継続しているところであり、今

後、有識者による選定委員会等を経まして、年

明けには決定することとしております。

県の陸上競技場と都城市の補○荒神 稔議員

助競技場等に名称が取り入れられるという説明

でありました。年明けに決定されるという答弁

でしたので、すばらしい年明けが来るのかなと

いうふうに期待しております。

次に、陸上競技場完成に伴う式典・イベント

開催計画についてお伺いします。

県陸上競技場の供用開始に伴い、どのような

イベントが開催されるのか、宮崎国スポ・障ス

ポ局長にお伺いいたします。

来○宮崎国スポ・障スポ局長（山下栄次君）

年４月の陸上競技場の供用開始に当たりまして

は、地元都城市や施設の利用団体等の関係者を

招いて、テープカットやネーミングライツ企業

- 191 -



令和６年12月２日(月)

の命名権証授与などを行うオープニングセレモ

ニーを開催する予定です。また、セレモニー終

了後には、県民向けの見学会を開催し、地域の

方々にも、競技場への理解を深め、親しみを

持っていただきたいと考えております。

本施設は、日本陸上競技選手権大会が開催可

能な第一種陸上競技場の検定を来年２月に受け

る予定であり、収容人員は約１万5,000人で、ナ

イター設備も備えた本県を代表する新たな施設

になることから、全国にＰＲできるよう、宮崎

国スポ・障スポの開催だけでなく、ラグビーの

国際試合等、大規模大会の誘致に向け、関係部

局や都城市、競技団体等と連携してまいりま

す。

次に、宮崎国スポ・障スポ開○荒神 稔議員

・閉会式の交通対策についてお伺いします。

民間推計によりますと、トラック運転手

が2030年度に全国で36％不足すると発表されて

おります。本県は41％の不足が見込まれていま

す。県内の個人タクシーも10年前から約50人減

少し、人材不足が課題と言われています。

地域の声として、国スポ・障スポの参加者が

安心して開・閉会式に参加できるよう、今後ど

のように輸送・交通対策に取り組まれるのか、

宮崎国スポ・障スポ局長にお尋ねいたします。

国○宮崎国スポ・障スポ局長（山下栄次君）

スポの総合開・閉会式は、一般的に定員が設け

られた事前申込制となっており、宮崎国スポに

おける参加者の輸送交通対策については、これ

まで輸送手段ごとの輸送量推計をはじめ、様々

な調査を行ってまいりました。

今年度は、それらの調査結果に基づき、選手

等を宿舎から輸送する計画バスや観覧者等を臨

時駐車場から輸送するシャトルバス、ＪＲの活

用等を組み合わせた輸送計画の策定に取り組ん

でおります。

また、臨時駐車場の必要台数を確保するた

め、近隣の土地所有者への協力依頼を進めてお

りますほか、議員御指摘の2024年問題によるド

ライバー不足やバス確保の課題に対応するた

め、九州各県のバス協会を訪問し、協力要請を

行ったところです。

今後も、安心して開・閉会式に参加してもら

えるよう、円滑な輸送・交通対策を計画的に進

めてまいります。

申込みが必要ということで、○荒神 稔議員

混雑もある程度緩和されるのかなと思っており

ます。万全に万全な「宮崎のおもてなしの心」

での開催を願っています。

それでは次に、志に勇気を持ってお尋ねいた

します。天皇陛下の都城島津邸御訪問について

お尋ねいたします。

都城島津家を少し紹介しますと、約670年

前、1352年12月12日に、鹿児島から私のふるさ

と都城市山田町中霧島にある薩摩迫の地に移ら

れ、ここからが都城島津の始まりです。

昭和天皇皇后両陛下は、昭和48年４月８日に

小林市で行われた全国植樹祭の祭典終了後、山

之口県老人特別養護ホームから16時15分に島津

邸に到着され、翌９日に西都城駅から御用列車

で帰京されております。「民間人の家庭にお泊

まりになるのは珍しい」と言われた島津邸への

御宿泊でありました。

皇后陛下は、島津宗家とも親戚関係にあるこ

と、島津久厚氏の夫人と両陛下の第１皇女、照

宮成子様が学習院の同級生ということもあり、

決まったらしいと書き記されてあります。

御来県が期待される天皇皇后両陛下の御視察

において、都城島津邸を御訪問していただきた

いのですが、知事のお考えをお聞かせくださ
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い。

国民スポーツ大会は、○知事（河野俊嗣君）

天皇皇后両陛下が地方にお出ましになる地方行

幸啓の一つでありまして、総合開会式への御臨

席のほか、競技の御覧や地方事情の御視察が恒

例となっております。

御紹介いただきましたように、同じく地方行

幸啓の一つである全国植樹祭が昭和48年に小林

市で開催された際、昭和天皇皇后両陛下は都城

市にある現在の都城島津邸に宿泊されており、

両陛下がお泊まりになった部屋や浴室、休憩

室、御使用になった道具類が保存されておりま

す。

県としましては、天皇皇后両陛下が御来県い

ただける場合には、大会に伴う日程等も踏まえ

ながら、御覧になられる競技や御視察先につい

て宮内庁に提案するとともに、万全の体制でお

迎えできるよう準備を進めてまいります。

県議会でも、県北の高千穂、○荒神 稔議員

県西の高原、小林、いろいろと要望が上がって

おります。やはり都城からも一声出そうと思っ

て、今回お尋ねいたしました。

今回は、中山間地域の高齢者の日常生活にお

いて、農地等の管理や福祉行政に対して血税を

用いなくても、過去の家族制度らしきものが存

在していたら、土地の所有者不明や独り暮らし

の高齢者の支援、孤独死等の事案もないのでは

ないかと思って、私は質問しました。また、地

域の声も私の考えと同じでございます。地域の

声を県政につなぐ役割として、今回の全ての質

問を終わります。ありがとうございました。(拍手)

次は、山内いっとく議員。○野﨑幸士副議長

〔登壇〕（拍手） おはよ○山内いっとく議員

うございます。自由民主党、都城選出の山内

いっとくです。宮崎の未来をつくるため、地域

・福祉・教育の視点で、県民から届く声を県政

へと届けていきたいと思います。

本日の目的は、テーマを「人口減少時代を生

き抜く」として、人口減少対策、子ども・若者

プロジェクト、安全・安心の宮崎に関する質問

を通して、日本一生み育てやすい県を推進して

まいりたいと思います。

まず、人口減少対策についてですが、宮崎県

はいよいよ103万人を切る人口となってきまし

た。宮崎県内の自治体の人口減少政策を見てみ

ると、地域活性化、若者の移住支援や結婚・子

育て支援などを行っているところが多く見られ

ます。さらに、地域の魅力を発信するための観

光振興や農業・特産品のＰＲ活動も行われ、地

方創生に取り組んでおられます。

宮崎県は、自然環境や温暖な気候を生かしな

がら、住みやすい地域づくりに取り組んでお

り、これらの政策が効果を上げることが期待さ

れております。

今回は、自然増、自然減、社会増、社会減の

視点から質問してまいります。

まず、自然増についてです。

出生率が上がらない要因としては、教育など

に多額の費用がかかる中、若い世代の所得が少

なく、子供を産んで育てる展望が持てないこと

などが指摘されております。一般的に、子供１

人を大学卒業まで育てるための費用は、約2,000

万円から3,000万円かかると言われております。

青森県は、全ての小中学校で10月１日から給

食費が無償化されると発表しました。青森と宮

崎では、人口、面積、人口密度、年間予算など

同じような状況であり、青森県ができて宮崎県

ができないことはないと考えます。

子育て世代の当事者としては、無償化は大変

ありがたいものと考えます。物価も上がり、可
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処分所得が増えない中、子育て費用の負担軽減

の声は大きくなっております。日本一生み育て

やすい県を目指す上で、子育てに関する負担軽

減に取り組むべきだと考えます。

そこで質問いたします。子育て費用の負担軽

減の認識を知事に伺います。

以降の質問は質問者席から行います。（拍手）

〔降壇〕

〔登壇〕 お答えしま○知事（河野俊嗣君）

す。

日本一生み育てやすい県を目指すためには、

子育てに関する経済的負担を軽減することが大

変重要であると認識しております。

県がこれまで実施してきた「結婚・子育て意

識調査」でも、半数以上の方が子育てに関して

不安や負担を感じており、その理由としては、

子育てにお金がかかることが最も多く挙げられ

ております。

そのため、県としては、病児保育の無償化や

おむつの定額利用の支援など、地域の多様な

ニーズに対応するとともに、医療費や給食費な

ど、子供がひとしく受けるべき行政サービスに

ついては、国による全国一律の実施を要望して

いるところであります。

また、こうした幼少期の負担にとどまらず、

高等教育における負担も大変大きいものがあろ

うかと考えております。

今後とも、国や市町村との連携の下、子育て

世帯をはじめとした県民の皆様に寄り添いなが

ら、子育ての負担を軽減する取組の充実に努め

てまいります。以上であります。〔降壇〕

負担軽減の取組充実に期○山内いっとく議員

待しております。

東京や大阪では、習い事に対して助成してお

ります。私の長女になりますが、塾に行かずに

国立大学へ進学してくれたし、また長男は、当

時月謝500円のレスリング教室で運動させてもら

いました。また、放課後児童クラブなどには行

かず、近所で遊んだり、公民館行事に参加する

など、学校外の子育て費用はあまりかからず

育ってくれました。「子供が多くて大変でしょ

う」と言われることもありますが、１人でもや

はり子育ては大変だと思うところです。

逆に、子供が多いからこそ助かった部分もあ

ります。例えば、うちの幼児のお風呂は小学生

が入れてくれたり、子供だけで遊んでくれた

り、子供が多いからこそ楽な面もありました。

格安の習い事や無料で遊べる場等をまとめた情

報提供なども行うよう提言したいと思います。

次に、自然減対策としては、医療の充実を行

い、健康寿命の増進が主だと思いますが、健康

的に暮らしていくためにも、重層的に支援して

いくことが重要です。

重層的な支援は、令和元年度以降、全国200か

所以上で展開されたモデル事業を踏まえ、令和

３年度から重層的支援体制整備事業として、一

つの支援機関だけでは解決に導くことが難しい

ような複雑な、複合的な課題を持つ方をサポー

トするための体制をつくる事業が展開されてお

ります。

本県の重層的支援体制整備は、令和７年度

に13自治体を目標とし、令和５年度で４自治体

が整備されております。

そこで質問いたします。重層的支援体制整備

の現状と目標達成に向けた取組を福祉保健部長

に伺います。

重層的支援○福祉保健部長（渡久山武志君）

体制整備事業につきましては、地域福祉支援計

画において、令和７年度の目標実施数を13市町

村と掲げる中、今年度において、移行準備段階
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も含め、計13の市町村が取り組んでおりまし

て、おおむね順調に進んでおります。

実施市町村との意見交換におきましては、支

援機関同士のネットワークが拡大したことで、

生活困窮やひきこもりなど複合的な事案に対し

まして、ワンストップでの対応や効果的なアウ

トリーチが行えるようになり、一定の成果が出

ているとお聞きしております。

県では、来年度、地域福祉支援計画の改定を

予定しておりますので、地域の実情を踏まえな

がら、事業を実施する市町村の拡充や効果的な

取組について検討してまいります。

26市町村のうち、13自治○山内いっとく議員

体が取り組んでおり、また、一定の成果が出て

いるということで安心しました。そして、新た

に拡充していくということですので、残り13自

治体に関しても、必要なところにはしっかりと

支援をお願いしたいと思います。

また、自然減の一つに自殺があるかと思いま

す。自殺対策は本県でも取り組んでおられます

が、昨年度の本県の自殺率はワースト２位と、

全国と比較して厳しい状況です。

そこで、各県の自殺対策計画などを比較して

みました。自殺総合対策大綱では、ゲートキー

パーの養成が示されています。しかしながら、

本県の計画には、ゲートキーパーという言葉

が、「相談機関へ繋ぐ「ゲートキーパー」の役

割を周知する」というところと、あともう１か

所の２か所しか出てきません。

自殺率の低い鳥取県や徳島県では、ゲート

キーパーの養成に関して、言葉が10か所以上出

てきます。また、神奈川県の計画の中には、

ゲートキーパーという言葉が85か所出てきま

す。ゲートキーパーの育成不足が、全国よりも

自殺率が高い結果となっている可能性があるの

ではないかと考えます。

そこで質問します。本県のゲートキーパーの

養成人数と今後の取組を福祉保健部長に伺いま

す。

悩みを抱え○福祉保健部長（渡久山武志君）

た人に気づき、声をかけ、相談機関へとつなぎ

ますゲートキーパーは、自殺予防において重要

な役割を担っております。

県では、平成24年度以降、自殺対策行動計画

に基づき、ゲートキーパーの養成を市町村と連

携しながら進めておりまして、昨年度は、医療

介護や理容・美容に従事する方など、約4,300人

に研修を受講いただいております。

また、「ひなたのキズナ声かけ運動」を通し

まして、県民一人一人がゲートキーパーの役割

を理解し、悩んでいる人に寄り添う気持ちを

持ってもらえるよう周知を図っているところで

あります。

今後とも、市町村や関係団体と連携して、現

在の取組を継続的に実施することにより、ゲー

トキーパー研修の拡充や普及啓発に取り組んで

まいります。

約4,300人が研修を受講と○山内いっとく議員

いうことで、想像より多いなと思ったところで

した。ぜひ今後も進めていただきたいと思って

おります。

次に移りますが、社会減を少なくし、地域の

持続可能な発展のためには、地元愛を育むこと

は不可欠です。

富山県では、「14歳の挑戦」「17歳の挑戦」

という取組が行われており、中学生、また高校

生が、地域の様々な仕事や活動を体験するプロ

グラムです。主に中学２年生が対象で、地域の

企業や団体で実際に働くことで、仕事の価値や

地域の特性を学びます。１週間のうち５日間

- 195 -



令和６年12月２日(月)

丸々、職場体験しているということです。

このプログラムの目的は、若者が自分の進路

や将来の仕事について考えるきっかけを提供す

ることで、富山県の県内就職率は94.1％となっ

ているようです。

そこで質問します。将来、地元で働きたいと

思う子供の育成につながるキャリア教育の取組

を教育長に伺います。

県教育委員会で○教育長（黒木淳一郎君）

は、令和４年に宮崎県キャリア教育ガイドライ

ンを改定し、「ふるさとを想い、主体的に社会

参画する人材の育成」を掲げ、各学校では、子

供たちが地域に貢献する喜びや働く意義を実感

し、自分の生き方を考えることができるキャリ

ア教育に取り組んでおります。

中学校においては、地域で受け継がれている

行事に参画する活動や、地元の企業で実際に働

く活動、また地域の大人からふるさとで暮らす

魅力を聞く活動などの学習に取り組み、地元で

働きたいという思いにつながっております。

そのため、今後も県のキャリア教育支援セン

ターを中心に、市町村とも連携し、地元企業の

魅力や、そこで働く人の願いを感じられる取組

を推進してまいります。

ぜひ進めていただきたい○山内いっとく議員

と思います。

宮崎県内の企業の魅力を多くの方に知ってい

ただくことを目的に、県内企業の情報を掲載し

た「ワクワクＷＯＲＫ！宮崎2022」が刊行され

ています。

本冊子では、県内企業200社の事業概要やア

ピールポイント、社員からのメッセージを掲載

しています。また、社会人１年生へのインタ

ビューなど、リアルな職場を知ることができる

企画のほか、就職活動に役立つ情報が満載で

す。

そこで質問します。「ワクワクＷＯＲＫ！宮

崎」を県内の若者に広く見ていただくための取

組状況を商工観光労働部長に伺います。

企業ガイ○商工観光労働部長（川北正文君）

ドブック「ワクワクＷＯＲＫ！宮崎」は、高校

生や大学生、一般求職者等に対し、県内企業の

概要や魅力を発信することを通して、企業理解

や県内就職促進を図ることを目的として、毎年

約6,500部を作成しております。

本ガイドブックは、県内の高校・大学や商工

団体等に広く配布しており、様々な場面で参考

資料として有効に活用されております。

また、大学生や一般求職者等を対象とした県

の就職説明会等での配布に加え、電子版を県

ホームページにも掲載しており、広く県民の

方々が閲覧できる環境を整備しています。

今後も教育委員会等と連携しながら、「ワク

ワクＷＯＲＫ！宮崎」を通した県内企業の魅力

発信に取り組んでまいります。

令和７年度の重点施策の○山内いっとく議員

一つとして、若者・女性が生き生きと活躍でき

る環境づくりがあります。

人口減少問題の課題の一つは人手不足であ

り、労働人口が少なくなる中、宮崎県の産業構

造は、農業をはじめとする第１次産業に依存す

る部分が大きく、若者、特に女性の県外流出が

大きな課題となっております。

10年ほど前には、農業ギャルやスーツで農業

を行う姿などが話題になったこともあり、農業

がきらきらしておりました。

そこで質問します。若者や女性にとって魅力

ある産業づくりの今後の取組を知事に伺いま

す。

人口減少が進む中、若○知事（河野俊嗣君）
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者や女性はもとより、１人でも多くの方々に県

内企業を選んでいただくためには、安心して働

き、将来にわたって発展する力強い産業づくり

に取り組むことが大変重要であります。

このため県では、本県の強みであります農林

水産業の振興をはじめ、地域経済を支える中小

企業・小規模事業者への支援の充実や、産業の

高付加価値化・成長産業化に向けたフードビジ

ネスやスタートアップ企業の育成、産業のデジ

タル化の推進等を図るとともに、今後の成長が

期待されます半導体関連産業の積極的な誘致な

どにも取り組んでおります。

また、これらの基盤となる人材を育成するた

め、若手社員から経営者層まで、各階層に応じ

た講座を実施するほか、若者や女性が働きやす

い労働環境や柔軟な働き方に対する支援、また

働きやすい職場「ひなたの極」の認証など、

様々な取組を展開しております。

今後とも、経済団体や支援機関、大学等と連

携しながら、魅力的な産業づくりを進め、若者

や女性に選ばれる宮崎を目指してまいります。

県債収支を見ましても、○山内いっとく議員

農畜産業が本県の強みでありますが、加工業が

弱く、赤字となっておりますので、新たなフー

ドビジネスの展開に期待しております。

また昨年、台湾政府の招聘事業において、全

国若手政治関係者が25人招待され、その中の１

人として、私も台湾に行かせてもらい、台湾政

府の外交部や経済部などの方々と意見交換をさ

せてもらったところです。そのときにも、ＴＳ

ＭＣには約1,000社の関連企業があり、そこに着

目してくださいと言われましたので、今後、半

導体関連産業の積極的な誘致にも期待していき

たいと思っております。

そして、社会増のためには、ＵＩＪターンの

移住政策がありますが、特に若者のＵターンを

増やすべきではと考えます。

宮崎県出身の大学生が地元にＵターン就職す

るかどうかは、地元への愛着や家族とのつなが

り、生活安定といった要因と、都市部でのキャ

リアチャンスや高収入を求める気持ちとのバラ

ンスによって決まります。宮崎県では、Ｕター

ン就職を支援する施策が充実しているものの、

産業構造の違いや都市部の魅力も影響し、多く

の学生がＵターンと都市部での就職のどちらを

選ぶか悩むのが現状です。

高校生の約半数が普通科で進学する状況があ

る中、高校生の県内進学率だけではなく、本県

出身の大学生のＵターン率も重要かと考えま

す。

そこで質問します。本県の県外大学進学者の

Ｕターンに関する現状を商工観光労働部長に伺

います。

国の学校○商工観光労働部長（川北正文君）

基本調査によりますと、令和５年３月卒の県内

高校生で、県外の大学に進学した生徒数は

約3,200人となるなど、毎年多くの高校生が卒業

を機に転出しております。

県では、こうした大学生のＵターン就職を促

進するため、県外大学に進学する生徒の保護者

のうち、希望する方に対し、県内企業等の情報

提供を行うなど、様々な取組を行っておりま

す。

一方で、県外に転出した高校卒業者について

は、その後の状況把握が困難であるという実情

もあります。

議員御指摘のＵターン者の割合等の把握につ

いては、重要な視点であると認識しております

ので、今後、他県における調査事例の情報収集

等を行いながら、課題として研究してまいりま
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す。

課題として研究していく○山内いっとく議員

ということですので、一歩前進かなと思いま

す。Ｕターン政策の成果を見る上でも、大学卒

業後のＵターン状況というのは必要ですので、

ぜひ調査を進めていただくよう提言したいと思

います。

Ｕターンしたくなるための学校教育に重要な

要素として、地域理解の深化、地元企業との連

携、地域課題への取組、コミュニティー活動へ

の参加、進路指導の充実などがあります。この

中の進路指導において、宮崎に全国や世界で活

躍している企業や個人の方がいますが、その情

報をすぐに引き出せる手段がなかなかないなと

考えているところです。

地元の進学先や職業の選択肢を明確にし、地

元でのキャリア形成の可能性を考えるサポート

を行うことのできる教員、地元の企業を知って

いる教員が少ないと考えます。

就職支援として、県内を７エリアに分けて、

エリアコーディネーターがおられるようです。

宮崎で働くことの魅力を、エリアコーディネー

ターからも伝えていただきたいと考えます。

そこで質問します。就職支援エリアコーディ

ネーターのこれまでの取組と普通科高校に対す

る就職支援について、教育長に伺います。

就職支援エリア○教育長（黒木淳一郎君）

コーディネーターにつきましては、平成28年度

に６名配置し、令和４年度より１名増員して、

現在、県内７地区に７名配置しております。

具体的な取組として、各地区における就職促

進や早期離職防止を目的に、進路指導担当者と

地域の産業関係団体代表者による会議を開催し

ております。また、小まめに地元企業を訪問

し、企業情報や卒業生の就業状況等を学校に提

供しております。

普通科高校への就職支援につきましては、県

内企業の魅力を知ることは、大学等卒業後の本

県での就職につながることから、地元企業によ

る企業説明会や職業講座等の企画を実施してお

ります。

今後とも、コーディネーターを活用した県内

就職促進の取組を積極的に推進してまいりま

す。

ぜひコーディネーターに○山内いっとく議員

は、県内企業の魅力を全ての高校生に伝えてい

ただきたいと思います。

また、過去の知事の答弁では、県は、経済的

な豊かさとお金には代えられない価値が調和し

た、新しい豊かさへの挑戦に取り組んでおられ

るとのことでありますが、それがなかなか目に

見えないところでしたけれども、例えば「宮崎

暮らしの魅力を語ろう！」という宮崎の豊かさ

をＰＲするよい資料がつくられておりました。

この資料の中には、宮崎の日本一のものや意

識調査の結果などがあり、結婚・子育て・生活

に関して、子育てのしやすさ（全国３位）や将

来の夢や目標を持っている小学生（全国２位）

のことなどが載っておりました。

東京都との給料の差や生活費の差などのこと

は「みやざき移住ガイドブック」に掲載されて

おります。ひなたの出逢い・子育て応援運動の

一つだと思われますが、ライフデザイン事業に

は、仕事や結婚・家庭、ワーク・ライフ・バラ

ンスなどを学生に考えさせる資料もあります。

さらに、先ほどの「ワクワクＷＯＲＫ！宮

崎」も含め、いい資料等が多くありますが、つ

くって終わりではなく、今、宮崎で暮らしてい

る子供・若者にしっかりと伝わるように活用し

ていただくことを提言したいと思います。
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次に、子ども・若者プロジェクトについて

伺ってまいります。

このプロジェクトは、日本一生み育てやすい

宮崎を目指しております。先ほどとかぶります

が、少子化の要因の一つに、社会的価値観の変

化があります。現代の若者は、結婚や出産に対

する価値観が変化しており、必ずしも結婚や子

供を持つことを人生のゴールと考えていない人

が増えています。自分のライフスタイルや趣

味、キャリアを優先する人が増え、結婚や出産

を後回しにする傾向があります。

本県では、ひなたの出逢い・子育て応援運動

を始めましたが、まず、子育てが楽しいことが

伝わっていないと感じます。

そこで質問します。ひなたの出逢い・子育て

応援運動推進会議の子育て応援部会の各委員か

ら出た意見を踏まえ、「子育てが楽しいと感じ

られるみやざき」づくりに向けた今後の取組を

知事に伺います。

子育てについては、楽○知事（河野俊嗣君）

しさや喜びを感じると同時に、様々な苦労や悩

みもあるものであります。家族などの協力を得

たり、働きやすい環境が整うことで、本来の楽

しさをより実感できるようになるものと考えて

おります。

これまで、子育て支援の意見交換等を行う子

育て応援部会では、職場での子育て世帯への理

解や、男性の育児休業取得の促進が必要などの

御意見をいただいたところであります。

これらを踏まえて、働きやすい職場「ひなた

の極」の認証などに加えて、新たに、企業向け

ライフデザインセミナーの開催や、男性の育児

休業を推進する企業等への奨励金支給などに取

り組み、共働き・共育てしやすい環境づくりを

進めてきたところであります。

「子育てが楽しいと感じられるみやざき」の

実現のためには、子育ての不安や負担の軽減に

より、その楽しさを実感していただくことが重

要でありますので、引き続き、県民の皆様の声

にしっかり耳を傾けて、子育て支援の充実に取

り組んでまいります。

子育ての苦労は、共働き○山内いっとく議員

による家事・育児の時間や経済の負担がありま

す。私事になりますが、自分で朝５時に起きて

御飯を作り、子供が起きる前に出て、寝た後に

帰ってくる生活を行っておりましたら、ある

日、子供から「パパ、今度いつ来るの」と言わ

れました。そのときには、毎日帰ってきている

のになと思ったところでした。

また逆に、子育ての楽しさの実感としまして

は、子供の寝顔で癒やされ、元気な挨拶に勇気

をもらい、想像しない言動で笑い、子供の成長

で感動する。自分が人生で一番輝いているとき

が、子育て中の今なのかなと感じているところ

です。ぜひ子育ての楽しさを県と共に届けてい

きたいと思いますので、よろしくお願いしたい

と思います。

また、ひなたの出逢い・子育て応援運動は、

子ども・若者プロジェクトの取組の一つとして

実施されております。この運動の出逢い応援部

会委員として、高校生及び大学生の４名が参画

し、若者の意見を今後の出会い・結婚支援の施

策等に生かすこととしております。

また、応援部会委員としては、企業等が参加

していると伺っております。昨年度の一般質問

でも聞きましたが、子供や若者の政策への意見

反映を期待しているところです。

そこで質問します。ひなたの出逢い・子育て

応援運動推進会議の出逢い応援部会における学

生委員からの意見内容と、その後の県の取組
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を、福祉保健部長に伺います。

16名の委員○福祉保健部長（渡久山武志君）

から成ります出逢い応援部会では、高校生３

名、大学生１名、計４名の学生に委員として御

参加いただき、情報共有や意見交換、取組提案

などを行っております。

これまで学生委員からは、「若い世代への情

報発信はＳＮＳの活用が有効」あるいは「婚活

イベントは、同じ趣味の人が集まる内容だと安

心して参加できる」などの御意見をいただいて

おります。

このような意見も踏まえて、今年度から新た

に、出会い・結婚支援に係る県公式のインスタ

グラムやＬＩＮＥを開設して情報発信を強化い

たしますとともに、キャンプやスイーツ作り、

ゲームといった趣味をテーマにした参加しやす

い大規模な出会いイベントの開催などに取り組

んでおります。

今後、参加しやすい大規○山内いっとく議員

模な出会いイベントがあるのかなと思うところ

です。相当期待しています。また、マッチング

アプリでの出会いのほうが成立しやすいという

データもあるようですので、うまく連携しなが

ら進めていただきたいと思うところです。

今年度、県は「少子化要因見える化ツール」

を発表されました。今後期待しているところで

す。調べてみると、「子育て環境日本一」を目

指している京都府が、全国初でツールを作成し

ているようです。

子供の出生や転入出の状況、結婚・子育てを

取り巻く環境は、地域によって異なることか

ら、それぞれの実情に応じた実効性のある少子

化対策を推進することが重要です。そのため、

このツールの目的は、市町村における少子化対

策の検討を支援することとなっております。

そこで質問します。「少子化要因見える化

ツール」を活用した市町村支援の取組状況を福

祉保健部長に伺います。

「少子化要○福祉保健部長（渡久山武志君）

因見える化ツール」は、昨年度、県内市町村ご

との合計特殊出生率の特徴や、結婚・子育て環

境について、比較可能で客観的なデータを用い

まして、統計学の手法により分析し、その状況

を分かりやすく示したものであります。

今年度、まず、全ての市町村を対象とした説

明会を開催いたしまして、本ツールの内容や活

用方法などを共有した上で、個別支援を希望す

る市町村を募集いたしました。

現在は、応募のありました宮崎市など４市町

について、本ツールの作成に携わった少子化対

策の専門家が複数回直接訪問し、各市町に設置

されたプロジェクトチームとともに、地域の実

情に応じた対策の構築に向けて検討を重ねてい

るところであります。

各市町に設置された庁内○山内いっとく議員

横断的なプロジェクトチームと共に検討を重ね

ているところで、今後の活用が進んでいるとい

うことで、期待していきたいと思っておりま

す。

次に、こども計画について伺ってまいりたい

と思います。

現在作成中であるこども計画は、子供施策に

関する事項を定める計画であり、地方公共団体

が子供施策に関する事項を定める計画を一体と

して策定することで、区域内の子供施策に全体

として統一的に横串を刺すこと、住民にとって

一層分かりやすいものとすることなどが期待さ

れております。

成果指標には、合計特殊出生率だけでなく、

「将来の夢や目標に向かって頑張っていると思
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うこどもの割合」、「安心してこどもを生むこ

とができ、子育てを楽しいと感じられる県だと

思う人の割合」が入ることになりました。

そこで質問します。今回策定するこども計画

において、３つの総合成果指標を定めた意図を

知事に伺います。

こども計画につきまし○知事（河野俊嗣君）

ては、子供・若者の幸せの実現を主眼に置きつ

つ、子育て当事者においても、子育てを楽しい

と感じられる宮崎の実現を目指して、「すべて

のこども・若者の夢や希望が叶い、幸せの輪が

広がる宮崎づくり」を基本理念に策定を進めて

おります。

この基本理念を踏まえ、まずは子供・若者の

視点を重視し、置かれた状況にかかわらず、全

ての子供・若者が夢や希望を持ち、その実現に

向けて取り組める環境にあるかを測る指標を第

一に掲げております。

また、子育て当事者の安心感や楽しさなど、

子育ての満足度を測る指標を２番目に置いてお

ります。

さらに、県政の最重要課題である少子化対策

に取り組んでいく観点から、合計特殊出生率も

引き続き指標としております。

私は常々、子供は地域の宝であり、未来を築

いていくのは子供たちであると考えておりま

す。

おととい、「学校発明くふう展」の表彰式が

ありまして、学校単位では、都城市の志和池小

学校が最優秀賞の表彰を受けて、最高賞である

知事賞を受けたのも志和池小学校の５年生であ

りましたが、応募された作品を見ていて、本当

に豊かなアイデア、また思いやりにあふれた子

供たちが育っている、その姿を実感することが

できて、すばらしいことだなと手応えを感じた

ところであります。

これからも子供たちが幸せに暮らせる宮崎の

実現に向けて、全力で取り組んでまいります。

今知事に答弁いただきま○山内いっとく議員

した「学校発明くふう展」、うちの息子も賞を

もらったことがありまして、日弁連の賞でした

が、大変子供たちにとってもよかったなと思っ

ているところです。ぜひ子供たちが幸せに暮ら

せる宮崎の実現をお願いしたいと思っておりま

す。

こども計画の素案の概要を見てみますと、知

事の答弁でもありましたが、基本理念が「すべ

てのこども・若者の夢や希望が叶い、幸せの輪

が広がる宮崎づくり」とあり、そのためには、

子供を真ん中に置いて考えることが重要だと考

えます。

また、子供の多くは６歳から18歳まで学校に

通っており、「すべてのこども・若者の夢や希

望が叶い、幸せの輪が広がる」ためには、児童

生徒や教育委員会などの意見が大切だと考えま

す。

しかしながら、県のこども計画策定に当た

り、意見を聞くことになっている子ども・子育

て支援会議の委員に、ＰＴＡや先生、児童生徒

等の学校関係者は入っていない現状がありま

す。

そこで質問します。小中高の学校関係者の意

見反映の状況を福祉保健部長に伺います。

こども計画○福祉保健部長（渡久山武志君）

は、誕生前から乳幼児期、学童期、思春期を経

て青年期に至るまでの長い期間を対象としてお

りまして、それぞれのライフステージにおける

関係者の視点を取り入れていくことが必要であ

ります。

議員御指摘のとおり、子ども・子育て支援会
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議の委員には学校関係者は含まれておりません

けれども、策定に当たりましては、教育委員会

も含め、全庁一丸となって検討を進めていると

ころであります。

また、今年度公募いたしました「こどもわけ

もん政策モニター」である約700人の子供たちか

らも直接意見を伺い、計画に反映してまいりま

す。

こどもわけもん政策モニ○山内いっとく議員

ターの意見をぜひ我々にも見せていただきたい

と思うところです。

公立・私立、様々な学校がありますが、それ

ぞれ特色ある教育を行っております。公立学校

は教育委員会が所管し、私立学校は総合政策部

が所管しており、教育機関同士でも十分な議論

がされているでしょうか。

高校に通う子供の３割から４割は私立学校に

通学しており、私立学校に通う生徒も同じ宮崎

の子供です。今後、少子化が進む中、宮崎の子

供や若者の夢や希望をかなえる教育を行う上

で、公立・私立関係なく、協議の場を充実させ

る必要があると考えます。

そこで質問します。本県教育の充実に向け、

公立学校と私立学校がより活発な議論を行うた

めの今後の取組を総合政策部長に伺います。

近年、少子○総合政策部長（重黒木 清君）

化のさらなる進行や人々の価値観の多様化な

ど、社会情勢の変化に伴いまして、ＩＣＴ教育

の充実、いじめや不登校への対応など、教育に

求められるニーズも、より多様化、複雑化して

きております。

このような中、公立学校と私立学校が連携し

ながら課題解決を図り、子供や若者の夢や希望

をかなえるための教育に取り組んでいくこと

は、大変重要であると考えております。

これまで、公立と私立の連絡協議会におきま

して、定員調整をはじめ、様々な協議が行われ

てきておりますが、これに加えまして、現在、

より幅広い議論や情報共有を行うための意見交

換の実施に向けて、必要な検討を進めていると

ころであります。

今後とも、このような取組を通じて、公私間

でより積極的な議論が行われるよう取り組んで

まいります。

県として新たな意見交換○山内いっとく議員

の場をつくる、そのように理解しました。

少子化問題を解決するためには、長期的に

は、合計特殊出生率を向上させるための政策を

策定し、将来の人口構造に対応して、持続可能

な社会構造をつくるための政策を打ち出す必要

があります。また、短期的には、出生数の動向

をモニタリングし、地方の支援策や教育サービ

スを柔軟に調整することが重要です。

本県では、合計特殊出生率を重視し、日本一

生み育てやすい県への挑戦として、合計特殊出

生率、令和４年度の1.63から1.8台を目指し、

様々な施策や教育環境の整備を行っているとこ

ろです。

しかしながら、今年発表された合計特殊出生

率は1.49と減少しており、目標達成は大変厳し

いものとなっております。

そこで質問します。少子化の厳しい現状を踏

まえ、合計特殊出生率1.8台という子ども・若者

プロジェクトの目標達成に向けた今後の取組を

知事に伺います。

本県における令和５年○知事（河野俊嗣君）

の合計特殊出生率は1.49で、全国２位といいな

がらも、これは過去２番目の低さとなっており

まして、深刻化する少子化の現状に改めて強い

危機感を抱いているところであります。
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また、これは全国的な傾向ではありますが、

さらに日本以上に少子化が進んでいる近隣アジ

ア諸国の状況を考えますと、また、親になる世

代が急速に減少する2030年代がラストチャンス

ということが言われておりますと、今、何とし

ても歯止めをかけていかなくてはならないと強

い思いを抱いております。

このような中、子ども・若者プロジェクトで

は、婚姻数の回復を図るため、出会い・結婚支

援を充実・強化するとともに、第２子以降の希

望を後押しするための子育て支援策に取り組ん

でおります。

今後は、これまでの取組に加えて、子育てに

関する不安や負担の軽減や、次の親世代となる

若者や女性の県内定着について、これまで以上

に踏み込んだ対策を実施していく必要があると

考えております。

令和８年までに合計特殊出生率1.8台というの

は、相当高い目標であるということは認識して

おりますが、結婚し、子供を持ちたいと思う若

者の希望をかなえ、ひいては少子化に歯止めを

かける、これは、今の世代、我々の責務である

という強い使命感の下に、市町村等とも連携し

ながら、全庁一丸となって全力で取り組んでま

いります。

取組に期待していきたい○山内いっとく議員

と思います。

続いて、「仲間と助け合う安心・安全の宮

崎」と題して質問してまいります。

まず、防災協定についてです。

内閣府は、能登半島地震における避難所運営

の状況について検証されております。その中

で、避難所の環境整備として、トイレ、食事、

ベッド・パーティション、入浴・洗濯について

言及されており、トイレカーやキッチンカー、

ランドリーカーなどのことが書かれておりまし

た。

能登半島視察では、話を伺いますと、災害時

に避難所で温かい食事の要望が大きかったこと

や、お風呂に入れたことがありがたかったとあ

りました。

台湾では、自治体や地域が、トイレトレー

ラーやランドリーカー、キッチンカーを備蓄し

ており、災害発生から３時間後には、テントや

ベッドなどが設置され、避難所が開設されるよ

うです。また、避難所で温かい食事が提供され

るようです。

避難所の環境整備に必要なものは準備した

り、民間団体等と防災協定を結んだりしていく

ことが重要だと思います。

そこで質問します。民間企業等との災害時応

援協定のこれまでの締結状況を危機管理統括監

に伺います。

大規模災害○危機管理統括監（児玉憲明君）

時においては、被災者支援やインフラ復旧など

の応急対策を迅速に行うため、民間企業等との

連携が重要であります。

県では、例えば食料や生活必需品の提供につ

いて、大手コンビニチェーンや飲料水メーカー

等と、人や物資の輸送について、県バス協会や

トラック協会等と、道路やライフラインの復旧

について、県建設業協会や電気・ガス事業者等

と協定を結ぶなど、今年１月現在で151件の協定

締結を行っております。

また今年度は、被災車両の撤去に関し九州

レッカー事業協力会と、被害情報の収集に関し

日本アマチュア無線連盟宮崎県支部と協定を締

結しました。引き続き、民間企業等との連携を

図り、災害への備えを進めてまいります。

アマチュア無線について○山内いっとく議員
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は、総務省が非常災害時等のボランティア活動

などを明確化し、非常災害時から災害復旧時ま

での継ぎ目のない支援が期待されているとあり

ます。

アマチュア無線の活用について、県は、昨年

度、私の一般質問において、県内の日本アマ

チュア無線連盟宮崎県支部との連携の在り方に

ついて、引き続き研究していくとのことで、今

年10月、情報連絡等の活用を目指して、団体と

防災協定を結ばれました。

そこで質問します。日本アマチュア無線連盟

宮崎県支部との今後の連携について、危機管理

統括監に伺います。

大規模災害○危機管理統括監（児玉憲明君）

発生時の備えとして、多様な情報通信手段を確

保することは、大変有益であると考えており、

東日本大震災などこれまでの災害でも、アマ

チュア無線からの通報が救援活動に役立った事

例があると承知しています。

同支部との連携については既に、相互の連絡

体制を確認するとともに、先月の県総合防災訓

練では、綾町での住民避難の状況を役場や県の

本部に伝達する訓練に参加していただきまし

た。

今後は、災害時の活用を具体的に想定し、市

町村とも連携しながら訓練を実施するなど、協

定の実効性を高めてまいります。

続きまして、強風対策に○山内いっとく議員

ついて伺います。

今年度も台風による被害が出ております。安

全ストック事業は、房総半島の台風被害を踏ま

え、令和３年度から、国の住宅・建築物安全ス

トック形成事業の対象に、市町村が行う住宅の

屋根瓦改修の補助事業が追加され、現在、宮崎

市及び日向市が取り組んでおります。

県は、木造住宅の耐震化に重点的に取り組ん

でいますが、屋根の強風対策につきましても重

要であると認識しており、国の交付金事業の活

用について市町村に周知するとともに、新たな

基準の徹底に努めているということです。その

ような中、今年、宮崎市などでは、竜巻被害な

ど大きな被害が出ました。

そこで質問します。住宅の屋根瓦の強風対策

に関する取組を県土整備部長に伺います。

屋根瓦の強風○県土整備部長（桑畑正仁君）

対策につきましては、令和２年に強風に対する

飛散防止に関する基準が強化されたことから、

施工者に対して説明を行うとともに、宮崎市や

日向市で活用されている屋根瓦の改修に対する

交付金事業を、他の市町村にも周知していると

ころです。

また、今年７月に、宮崎県屋根工事組合連合

会と災害時の応急修理に関する協定を締結して

おり、８月の台風災害で災害救助法が適用され

た宮崎市では、この協定に基づき、復旧に向け

た取組が行われております。

今年は台風第10号の竜巻や日向灘における地

震などが相次いだことから、引き続き、耐震対

策に加え、強風対策についても、交付金事業の

活用の周知に努めてまいります。

竜巻被害に対して、協定○山内いっとく議員

に基づき対応されたとのことですが、修理は年

明けになるところもあるそうです。災害前に強

風対策を行う必要性があると考えるところで

す。

続いて、地域の安全といえば警察であり、現

在、高岡署や都城署の整備計画が進められ、県

民の関心が高いところです。

都城においては、都城志布志道路の完成も近

づき、利便性のよいところへの移転整備の声が
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多くあります。

整備計画の状況としては、令和４年２月に、

令和９年度に都城警察署、令和11年度に高岡警

察署の供用開始と説明がありました。しかしな

がら、昨年度末に高岡警察署の国富町への移転

が発表され、都城署の状況を市民・県民から聞

かれることが多くあります。

そこで質問します。都城警察署建て替え計画

の遅延理由を警察本部長に伺います。

警察署につきま○警察本部長（平居秀一君）

しては、治安基盤及び防災活動拠点としての機

能を十分に発揮できる施設であることが必要だ

と考えております。

都城警察署の建て替えにつきましては、警察

署建替調査事業の結果や人口動態、あるいは犯

罪や交通事故の発生件数などの治安情勢、さら

に過去の災害状況などを総合的に判断し、複数

の候補地を選定の上、慎重に検討を行っており

ますけれども、候補地の選定が難航し、高岡警

察署よりも決定が遅れている状況です。

現在、来年度予算措置に向けて調整中であ

り、建て替え計画を引き続き進めているところ

であります。

土地選定に関して難航し○山内いっとく議員

たとのことですが、粘り強く交渉したのか、価

格を検討したのか、安易に結論を出していない

か、気になるところですが、明言されなかった

ことは非常に残念に思います。議論を深めるた

めにも、しっかりと情報を県民に対して出して

いただきたいと思うところです。

続きまして、特殊詐欺についてです。

県内で確認された特殊詐欺による被害額は、

令和３年は約6,3 4 0万円、令和４年は約１

億3,600万円と年々増加しており、危機感を持ち

ました。また、意外と現役世代もチェーンメー

ルなどのフェイク情報に惑わされる現状もあ

り、高齢者以外の方への対応も必要と感じ、昨

年６月に質問したところです。

しかし、令和５年は約３億5,808万円と、さら

に被害は大きくなっております。今年９月末の

被害者の年齢を見ますと、65歳以上は28％に対

して、40歳代から65歳未満の方は51％と大きな

割合になっております。

県警としても、ホームページに手口などがま

とめられておりますが、もっと見やすく、また

情報にたどり着けるよう周知を図っていただき

たいと思います。

そこで質問します。本県の特殊詐欺被害防止

対策を県警本部長に伺います。

特殊詐欺の主な○警察本部長（平居秀一君）

被害防止対策でございますが、まず、コンビニ

エンスストアに高齢者等が電子マネーの購入目

的で来店した際には、全て110番通報をするよう

お願いしておりまして、その際、警察官が駆け

つけて、購入をやめるよう直接説得して、被害

防止を図っております。

次に、金融機関では、高額払戻者等に対し、

詐欺被害の有無を確認するチェックシートを活

用した声かけをお願いし、被害が疑われる場合

には警察官が臨場しております。

今後も防犯メール等を活用したタイムリーな

情報を発信するとともに、県警ホームページに

つきましても、最新の手口を分かりやすく掲載

するなど、より被害防止に活用できる内容と

し、あわせて、ホームページの周知も図ってま

いります。

闇バイトも大きな問題と○山内いっとく議員

なり、ネットから情報を得ることの多い若者に

とって、信頼ある情報を得ることが難しくなっ

てきております。怪しいと思ったら県警のホー
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ムページを見て分かる、相談できる、そのよう

なホームページになってほしいと思っていると

ころです。

最後に、「食の環」プロジェクトについて伺

います。

25年ぶりの食料・農業・農村基本法の見直し

において、食品アクセスの確保の考え方が明記

されました。

具体的には、経済的、物理的に食品にアクセ

ス困難な方々に健康な食生活を享受できるよう

にする取組を政府として推進していく必要があ

るとされ、食品ロス削減や食品寄附促進に加

え、食品アクセスの確保に向けた取組を、関係

府省庁や地方公共団体が縦割りに陥ることな

く、一体的に取り組めるようにしていくことに

なります。本県は、食料自給率や農業産出額は

全国トップクラスです。

そこで質問します。「食の環」プロジェクト

に対する県の考えを知事に伺います。

食は、農林水産業や商○知事（河野俊嗣君）

工業のほか、健康、福祉、環境、教育など様々

な分野に関連し、私たちの暮らしの基本となる

ものであります。

一方で、経済的な理由や高齢化、過疎化など

により、十分な食料を確保できない食品アクセ

スの問題が顕在化しているほか、食品ロスの削

減は、ＳＤＧｓに掲げる世界共通の課題となっ

ております。

御紹介いただきました「食の環」プロジェク

トは、こうした課題への対策を共通のロゴマー

クを使用して一体的に発信する取組であり、行

政はもとより、民間への広がりも期待されてい

るものであります。

私がつらつら考えますに、このプロジェクト

というのは、霞が関や地方自治体における役所

の縦割りを打破しようというところに力点が置

かれていて、一般国民は少しぴんとこない部分

もあるのかなというふうには思いますが、いず

れにせよ、県では、食育・地産地消の推進や子

ども食堂への支援、食品ロス削減対策等に取り

組んでおりまして、これらを共通のロゴマーク

で効果的に発信することにより、改めて県民の

機運醸成や取組の拡大が期待できるものと考え

ております。

今後、本県の強みである食に関する取組の一

つとして、民間や他県の動向も注視しながら、

「食の環」プロジェクトへの参画について検討

してまいります。

全国に先駆けて「食の○山内いっとく議員

環」プロジェクトを推進して、ファーストワン

を目指してはどうかと考えます。ぜひ宮崎のモ

デルをつくってほしいなと思います。

以上で質問を終わります。（拍手）

以上で午前の質問は終わり○野﨑幸士副議長

ます。

午後は１時再開、休憩いたします。

午前11時46分休憩

午後１時０分再開

休憩前に引き続き会議を開き○濵砂 守議長

ます。

次は、井本英雄議員。

〔登壇〕（拍手） 皆さん、こ○井本英雄議員

んにちは。

この前、県の職員たちと一緒に昼飯を食べに

行ったんですね。蔦屋というところがあるで

しょう。あの下のレストランに３人ばかり連れ

て食事をしようと行ったんです。そのとき、

テーブルが空いていなくて、たまたま大きなカ

ウンターのところに座っていたら、そこに知事
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さんが一人かばんを抱えて入ってきて、我々の

横にちょこんと座って、私もびっくりしました

けれども、県の職員もびっくりです。「先生が

呼んだんですか」と言うから「私は呼んでない

よ」と話し、「お一人ですか」と聞いたら「は

い」と言って、誰も知事さんと気づいていない

んですね。私は、この人は自我がないんじゃな

いのかなと思ったぐらい、あのときは本当に感

心した。

また、もう一つあるんです。実は２年前の知

事選挙のときに、最終日に帰陣式をやるでしょ

う。その帰陣式に私も参加したわけです。選挙

カーで帰ってきますよね。それで、江藤代議士

と２人で降りてきたんです。最初に、その江藤

代議士の話が始まったんです。何を言うかとい

うと、どうもつまらないというか、そんな言い

方を江藤代議士がするわけです。どういうこと

かというと、最終日は、御存じのように、我々

は「最後のお願いです」とかなんとか言って、

金切り声を上げて叫ぶんですけれども、知事は

相変わらず淡々として冷静だと言うんです。そ

れがやっぱり江藤代議士から見ると、何となく

物足りないということだったんです。

しかし、逆に私はこの男はちょっとすごいな

と。人がそれこそ熱狂しているときに一人冷静

でおられるというのは、なかなかあり得ないこ

とだなと。みんなが熱狂しているときに冷静で

あるというのは、指導者の要件だと私は思うん

です。冷静であれば指導者になれるというわけ

じゃないんだけれども、その要件の大きな一つ

ではないかなと思うわけであります。

知事は、指導者の要件として、どんなことを

考えておられるか、お聞かせ願えたらと思いま

す。

それと、ついでにもう一つ、今、組織が発展

していくためには、心理的安全性が必要だとい

うことがよく言われておりますが、部下たちの

心理的安全性について、知事はどのように考え

ておられるのか、捉えておられるのか、ひとつ

お聞かせ願えたらと思います。

壇上での質問を終わりたいと思います。あり

がとうございました。（拍手）〔降壇〕

〔登壇〕 お答えしま○知事（河野俊嗣君）

す。

まず、指導者の要件、すなわちリーダー像に

ついてであります。

リーダーに求められる在り方というのは、そ

の時代により、組織により、様々であろうかと

考えておりますが、現在の知事に求められる

リーダー像とは、将来に向けたビジョンや戦略

を明確に示し、ぶれることなく着実に実施して

いくこと、実現していくこと、そして、その結

果に対してしっかりと責任を持つことであると

考えております。

私はこれまで、徹底した現場主義と県民の皆

様との対話と協働を基本姿勢として県政運営に

当たっておりますが、知事就任以来、新燃岳の

約300年ぶりの噴火や地震、台風、大雨などの相

次ぐ自然災害への対応、状況に応じた難しい判

断の連続であった新型コロナ対策とそこからの

再生など、様々な困難や課題に真正面から取り

組んできたところであります。

現在、急速に進む人口減少をはじめ、激変す

る国際情勢や温暖化による地球環境への影響な

ど、先行きが不透明で予測困難な時代を迎えて

おりますが、県民の皆様が安心と希望を持って

暮らすことができる社会づくりに向け、強い

リーダーシップの下、先を見据えた施策を展開

し、宮崎の発展のために全力で取り組んでまい

りたいと考えております。
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また、私の立ち居振る舞い等も含めて、様々

な御指摘をいただきました。しっかり受け止め

て、いかに思いを伝えるかということに、これ

からも意を用いてまいりたいと考えておりま

す。

次に、心理的安全性についてであります。

社会環境が大きく変化し、将来の予測は困難

な中において、多様化・複雑化する行政ニーズ

に的確に応えていくためには、職員一人一人が

自分の意見を持って前向きにチャレンジし、持

てる力を最大限発揮できる職場環境を築くこと

が重要と考えております。

そのため、県庁におきましても、職員が自由

闊達に議論を交わし、お互いに尊重し合える風

通しのよい組織風土の構築に努めております。

また、これもリーダーの在り方というものが

極めて大きな影響を与えるものと考えておりま

すので、私自身も、レクチャーや協議など職員

と接する場面においては、意見にしっかりと耳

を傾け、対話することを心がけております。

また、私の考えや思いを職員間のグループ

ウェアで共有したり、時には勤務時間外に様々

な職員と飲食を共にしながら意見を交わすな

ど、オープンなコミュニケーションも図ってい

るところであります。

日頃より、県職員の頑張りには大変感謝して

いるところでありまして、今後とも、職員が挑

戦意欲を持って積極的に発言や行動ができる、

心理的安全性の高い職場づくりを目指してまい

ります。以上であります。〔降壇〕

ありがとうございます。○井本英雄議員

次は、失われた30年と財政均衡論についてお

伺いします。

財務省によりますと、「日本政府の財政赤字

はＧＤＰの250％にも達している。１人当た

り1,000万円以上の借金をしている。これは子孫

に借金として残すことになるので大変だ。プラ

イマリーバランス（基礎的財政収支）を黒字化

しなきゃならない」というのが財務省の主張で

あります。例えてみると、500万円の年収のある

人が退職間際に２億円の借金をした、そうする

と、もしかすると子供たちに借金を残すことに

なるんじゃないかと、それと同じようなことで

あります。

しかし、その人がほかに預金あるいは建物・

土地とか、２億円以上の資産を持っていたらど

うなるのか。結局、その２億円の借金は何も問

題はないということになる。これと同じことが

国についても言えるんじゃないかと。

国の資産がどのくらいあるのか調べてみる

と、ほとんど問題ない。それどころか、これは

高橋洋一さんという人が言っていることですけ

れども、日銀というのは日本政府の子会社のよ

うなものだから、連結決算してもいいんだと、

連結決算すれば、ほとんどとんとんだというふ

うに言っているんです。結局、財政は危機的状

況でも何でもない。こんな単純なことをどうし

て財務省は分からないのか。分かっていて恐ら

く文句を言っているんじゃないかと私は思うの

であります。

この失われた30年というのはデフレでありま

す。デフレというのは、需要と供給からする

と、需要が足りない、供給が多過ぎるという状

況であります。もっと言うなら、物よりもお金

のほうが価値があるということであります。で

すから、結局、民間の企業はお金を出したがら

ない。つまり内部留保が増えているわけです。

内部留保が500兆円ですよ。それを出したがらな

い。じゃ需要を喚起するためにどうすればいい

のか。これは国がやるしかない。
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1930年代の大恐慌は、やっぱりデフレだった

んです。そのときにやったのが、有名なルーズ

ベルトのニューディールであります。それこそ

大規模な財政出動をやったわけであります。そ

れでこの恐慌から立ち上がった。これは有名な

話であります。今、日本に必要なのは、この

ニューディールなんです。

ところが、日本の場合は、バブルがはじけた

ときも、その後のリーマンショックのときも、

ちょぼちょぼしか出さないのです。東日本大震

災のときも、この前の侵攻のときもちょぼちょ

ぼしか出さないものだから、デフレから脱却で

きない。それどころか、ちょぼちょぼのその部

分だけ借金がたまる。こういう現状でありま

す。なぜ出し渋るのかというと、その根底には

常に財政均衡論があるからであります。

世界は、日本のようになってはいけないとい

うことで、リーマンショックのときも、今度の

新型コロナ禍のときも、大規模な財政出動を行

いました。そのためにデフレから免れたのであ

ります。

私は、ある飲み会で、国土交通省の幹部とこ

れについて話し合ったことがあります。副知事

は国土交通省出身ですが。その幹部の方お二人

に聞くと、「今どき世界でプライマリーバラン

スを言っている国は日本だけですよ」と言うん

です。しかし、なぜそれを財務省に言えないの

か。財務省の権限が強いんですね。もしそんな

ことを言ったら予算を絞られる。だから言えな

いんです。しかし、これを誰も言わなかった

ら、失われた30年が40年になる、50年になって

しまうかもしれない。

一県会議員ですけれども、私もどうしてもこ

れは言わないとしようがないだろうということ

でやっておりますし、もし知事にこれを聞いて

も、知事も「そうです。財政均衡論は間違って

います」とは絶対言わないことは分かっている

んです。しかし、ここは聞かせてください。知

事、どう思いますか。

バブル経済の崩壊後、○知事（河野俊嗣君）

リーマンショックをはじめ、東日本大震災やコ

ロナ禍など、度重なる苦難・困難を経て、我が

国経済は、政府によりますと、33年ぶりの高水

準の賃上げが実現するなど、成長と分配の好循

環が動き始めているとされております。

財政規律の在り方については様々な議論があ

ると承知しております。デフレ下や大規模災害

時など、国内需要が不足している局面では、思

い切った財政出動も重要でありまして、いわゆ

るアベノミクスも、このような認識の下、大胆

な金融政策、機動的な財政政策を伴う経済政策

として進められたものと認識しております。

国におきましては、デフレに後戻りせず、今

後も「賃上げと投資が牽引する成長型経済」の

実現を目指すとしておりますので、私としまし

ても、こうした政府の経済政策を注視しますと

ともに、その在り方についても認識を深めてま

いりたいと考えております。

ありがとうございます。○井本英雄議員

ＭＭＴというのに一つ触れたいと思います。

ニクソンショックという、アメリカが金本位

制から離脱したときは1971年だったんです。そ

のとき私は、ちょうどスイスのチューリッヒで

皿洗いのバイトをしておりました。そうした

ら、スイスは金融国ですから大騒ぎなんです。

何だろう、どうなるんだろうと思って、私も文

藝春秋を取り寄せて中身をいろいろ読んでみた

ら、ともかく今後、金本位制から脱却したアメ

リカは、輪転機をがらがらがらがら回して幾ら

でもドルをつくり出す、世界はどうなるか分か
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らないというようなことが書いてありました。

なるほど、金本位制から離れたらお金を幾ら

でもつくっていいのか、じゃお金というのはど

ういうものなんだろうか、私はずっと不思議

だったんです。

それで、４～５年前に、ＭＭＴ（モダン・マ

ネタリー・セオリー）、日本語では現代貨幣理

論ともいうんですが、これを読んで、なるほど

なと私は感心したわけであります。皆さん方

も、民間にあるお金を税金で集めて、その税金

で行政をやっていると思っているでしょう。こ

れでは違うと言うんです。お金が先にあると

思っているでしょう。間違いだと言うんです。

政府が予算を立てる、それを執行するときに民

間に支払わないといけない、それがお金だと言

うんです。要するに、借用書みたいなものだと

いうのがＭＭＴの考えです。

西郷札というのがあるでしょう。西郷軍は、

物資を買わないといけない、集めないといけな

いというので、西郷札を出してやっていた。あ

れは結局、中身は借用書です。それと同じだと

言うんです。お金というのは借用書、ですか

ら、日本政府が借用書を出せば出すほど、結

局、国民の資産はたまるということになるとＭ

ＭＴでは言うわけです。だから、そういう考え

方からすれば、プライマリーバランスだろう

と、単式簿記だろうと、そんなのは何も関係な

いというわけです。

でも、ＭＭＴが本当に正しいかどうか、はっ

きり言って私の頭ではよく分かりません。実

際、主要経済学の中では、これはまだ受け入れ

られておりません。だけど、どうもこの世界は

ＭＭＴで動き始めている気配がする。というの

は、日本がこんな250％の債務を抱えておりなが

ら、日本の国債はびくともしない。どうもこれ

はＭＭＴが正しいんじゃないかと、みんな思い

始めている。

そして、大切なことがある。基軸通貨です。

御存じのように、今、世界の基軸通貨はドル、

その次はユーロなんです。その次はどこだと思

いますか。実は日本の円なんです。基軸通貨が

あるということは、簡単に言うと、自分のお金

でいろいろ貿易ができるということ、それがＭ

ＭＴ理論に非常にマッチするんです。それを

狙っているのが実は中国だということでありま

す。中国はもともと中国版のＩＭＦをつくろう

としているということであります。

そういうことで、ＭＭＴを一度くらい知事に

勉強してほしいなというお願いであります。知

事、どう思われますか。

ＭＭＴ理論につきまし○知事（河野俊嗣君）

ては、これまでも国内外で様々な議論がなされ

ておりますが、通貨発行権を有する政府が自国

通貨建てで債券を発行する限りは、財政赤字の

多寡にかかわらず、税収等の原資の制約を受け

ずに、すなわち財政均衡を意識することなく財

政支出を可能とするものと、そのように認識し

ております。

これについては、国内外において肯定・否定

の両面から様々な声が寄せられているところで

ありまして、理論への肯定的評価がある一方

で、財政支出の規模をインフレ率のみで決定す

ることへの疑念や、過剰な支出によって資源の

浪費につながるのではないか、大規模な財政支

出が民間投資の縮小を招くのではないかと。ま

た、インフレ時には増税等により柔軟に財政を

緊縮することとされておりますが、迅速かつ機

動的にこのような民主的統制を働かせることが

いかに難しいかというのは、歴史が証明してい

るところでもございます。
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私もＭＭＴ理論について深く理解しているわ

けではない、現時点で不勉強な中での感想で御

容赦いただければと思いますが、現時点では、

財政規律を守るべきという基本的な考えに立っ

ておりまして、この理論は、都合のいいところ

を組み合わせて、見栄えのいいパッチワークを

つくったかのような、そういう印象も受けてお

りますし、強く批判する学者からは、恐らくフ

ランケンシュタインのような存在にも映ってい

るのではないかというふうに考えております。

いずれにせよ、様々な議論を闘わせて、より

よい方向を目指していくことが極めて重要であ

ろうと考えておりますので、私も今後の専門家

の議論を注視しながら、自分なりに勉強を重ね

てまいりたいと考えております。

ありがとうございます。執行○井本英雄議員

部の皆さんも一つＭＭＴぐらい勉強してもらえ

たらなと思います。

次に、「きのくに子どもの村学園」について

お伺いします。

昨年、常任委員会の県外視察で、和歌山の

「きのくに子どもの村学園」を視察してまいり

ました。私もいろんなところを今まで視察して

まいりましたけれども、本当にこれに感心した

んです。

この学校は、堀真一郎さんという人がデュー

イとニイルの思想を基に開設した体験学習中心

の学校でありまして、文部科学省の認可を受け

た、れっきとした学校であります。ここでは、

「楽しくなければ、学校じゃない」という標語

の下に、工務店、ファーム、劇団きのくに、お

もしろ料理店、じっけん工房とか、そういうプ

ロジェクトごとにクラス分けしてあって、クラ

スも１年生から６年生まで縦に全部分けて、１

クラスが15人ぐらいおるんでしょう、体験学習

をやっている。

私たちが行ったときも、小屋を造っておりま

した。高学年の者たちが上で、金づちで、とん

てんかん、とんてんかんやっておりました。低

学年の子は、金づちや材料を渡したりしてやっ

ておりました。聞いてみたら、何を造るかとい

うことから、材料はどうするか、設計図はどう

するかとか、全部自分たちでやると言うんで

す。あと、ここでは先生と言わないで大人と言

うんですが、じゃその大人は何をするかという

と、ただ見ているだけなんです。

体験学習の合間には基礎学習というものがあ

りまして、小屋を建てるためには計算ができな

きゃならない、字も書けなきゃならない、また

いろいろ本も読まなきゃならないということ

で、いろんな知識が必要でありますから、みん

なともかく勉強するのにやる気満々なんです。

そして、今言ったとおり、１年生から６年生

まで縦割りになっており、同じことを教えるわ

けにいかないから、大人は一人一人に違った教

材を与えないといけない。何度も言うように、

ここでは先生とは言わず、大人と言います。大

人はそこで、その子に何が必要なのかと、じっ

と見ておかないといけないわけです。それは昔

の寺子屋教育と同じですね。一人一人みんなに

与える。

そうやって体験学習をやっていくわけです

が、生徒たちはとにかく学校に来るのが楽しく

てしようがない。コロナのときも休まないとい

けないときがあったんですが、「その分だけ夏

休みを少なくしますよ」と言ったら、子供たち

がわーっと、それほど学校に行きたくて楽しく

てしようがないという話です。

それで、ここは中学校までなんです。小学校

と中学校、今、全国に10ぐらいあるんです。と
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ころが、高校はないんです。今度は普通の高校

に中学校から行かないといけない。「普通の高

校に行ったら大変じゃないんですか」と子供た

ちに聞くと、「今までは全部自分でやらないと

いけなかった。高校に行ったら先生が全部教え

てくれる。こんな楽なことはない」と言ってい

ました。大体みんな成績は上位のほうだという

ふうに言っておりました。

また、「いじめなどはないんですか」と聞い

たら、「当然いじめはあります」と。そんなと

きは徹底してミーティングを開くと言うんで

す。どんな困ったことも、子供が夜、寝れない

とか、そんなこともミーティングをやると言う

んです。徹底してミーティングを開くことで、

みんなの考え方、意見を取り入れていくという

ことであります。週１回、必ず全校ミーティン

グをやるそうであります。

このためか、家に帰ってきた子供が、家で何

か問題があると「ミーティングをやろう」と言

うそうであります。

このように、主体性を学ぶ、それから多様性

を学ぶ、また答えのない問いに挑戦する、アク

ティブラーニングによく似ているんですけれど

も、こういうものを公教育にも取り入れられな

いものかなという質問であります。教育長、よ

ろしくお願いします。

子供が自ら考え、○教育長（黒木淳一郎君）

話し合い、実際に行動することは、自立や社会

参加に必要な力を育む上で、大変重要であると

認識しております。

そのため、県教育委員会といたしましても、

他県の先進的な取組について学ぶとともに、子

供が学習の主体となる「ひなたの学び」を推進

し、研究校を指定しております。

研究校におきましては、子供が学習内容や進

め方を自ら選択し、多様な他者と協働して解決

する学習が行われております。研究校をはじ

め、各学校が取り組んでいる「ひなたの学び」

と、御紹介いただきました「きのくに子どもの

村学園」の実践は、重なる部分が大きいと考え

ております。

今後も、一人一人のよさや可能性を最大限に

引き出しながら、持続可能な社会の創り手とな

る子供たちの育成に取り組んでまいります。

ありがとうございます。○井本英雄議員

次に、オープンダイアローグについてお伺い

します。

オープンダイアローグというのは、フィンラ

ンドで開発されたもので、統合失調症、うつ

病、ひきこもり、不登校等に効果があると言わ

れております。

オープンダイアローグを実践する場合、一つ

のチームをつくります。クライアント、患者を

中心に、家族、友人のほか、医者や看護師、セ

ラピストといった専門家で構成され、輪になっ

てクライアントについて話し合うわけでありま

す。参加者たちの立場は、あくまでも対等とい

うのがオープンダイアローグの原則でありま

す。ですから、医者は白衣を着てはいけませ

ん。また、先生という呼び名もしてはいけませ

ん。また、クライアントの意見も他者の意見も

否定し合うことがあってはいけません。あくま

でも対等ということであります。これをまず

ミーティングというんですね。

ミーティングを15分ぐらいしたら、今度は専

門家たちの話合いに戻す。これをリフレクショ

ンというそうです。反省ということなんでしょ

う。医者とか看護師とか、専門家たちが３人お

れば、その人たちに話を持っていくんです。そ

の３人だけで、今、話し合ったことについて、
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またいろいろ話し合う。こちらのクライアント

や友達とか家族の人たちは、それをじっと見て

いるだけなんです。

そのリフレクションという会議が10分か15分

ぐらいで終わったら、またこっちのミーティン

グに戻す。そして、今の専門家たちの話合いを

基礎にして、また話し合う。ミーティングとリ

フレクションというのを交代交代にやるんで

す。それを１時間ぐらいやる。これを４～５回

やると、大体みんな治っていくというんで

す。80％の人に効果があって、70％の人は薬が

要らなくなるというんです。

なぜ治るのかというと、私もいろいろ本を読

んだけれども、よく分からない。とにかく自分

を客観視できるようになるからじゃないのかと

言われております。というのも、これに参加し

たクライアント以外の人たちにも、実はどうも

効果があるみたいで、今までと考え方が随分変

わると言っているんです。有名な精神科医の斎

藤環さんという人も、「私もオープンダイア

ローグに参加して、やっと精神科医になれた」

と言っております。

このオープンダイアローグについて、福祉保

健部長のお考えをお聞かせください。

また、不登校の支援にも有用だと思われます

ので、教育長のお考えをお聞かせください。

私も２年前○福祉保健部長（渡久山武志君）

に議員からお話を伺って、興味を持って本を読

ませていただいたことがございます。

２名以上の治療チームと本人、家族、それか

ら関係者が同席した状態で、対話を中心に治療

を進めていく心理療法の一つであると理解いた

しました。

この対話実践に必要とされている様々な要素

というのは、介護あるいは福祉、そういった現

場で行われる対人援助に必要とされるケース

ワークの原則と共通する部分もかなりあるなと

感じたところであります。

また、ひきこもり支援では、家族や本人の話

を聞いて、背景にあります思いを理解しようと

努めて、その上で少しずつ信頼関係を構築し

て、支援のゴールというのは、支援者が決める

のではなくて、本人の意向に沿って決めていく

ということになります。そういったプロセス

に、私、専門的なことまで詳しくは分かりませ

んが、この支援過程にオープンダイアローグが

有効であると言われるようですけれども、何と

なく理解できるような気がするところでありま

す。

議員から御紹介い○教育長（黒木淳一郎君）

ただきましたオープンダイアローグにつきまし

ては、私は今回、初めて学ばせていただきまし

た。

現在、学校では、生徒の自立を促す方法の一

つとして、複数の生徒が対等な立場で自由に発

言し、どの発言も否定しないといった、お互い

を認め合う取組を行っております。この取組

は、不登校を経験した児童生徒に対しまして

も、共感的な人間関係を築く力の育成につな

がっているとの報告を受けております。

したがいまして、複数の人との対話を重視し

たオープンダイアローグの手法につきまして

は、将来、児童生徒に社会とのつながりを持た

せるという意味におきまして、不登校支援の参

考になるものと考えております。

この答えをもらって私もびっ○井本英雄議員

くりしました。オープンダイアローグそのもの

も既に実践しておられるということでありまし

て、本当にそのとおりであります。ありがとう

ございます。
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このオープンダイアローグは有効であるとい

うことは分かってきたのでありますが、何しろ

みんなが一斉にそろわないといけない、そして

また時間もかかる、おまけに保険も利かないと

いうことで、なかなかこれを実践できないとい

う障害があります。何とかこれを形あるものに

していただけないかと思うのでありますが、福

祉保健部長、お願いいたします。

オープンダ○福祉保健部長（渡久山武志君）

イアローグを日本に紹介しました、先ほど出ま

した斎藤環氏によりますと、フィンランドで４

年間トレーニングを受けられた医師でも、オー

プンダイアローグの国内での実践においては、

慎重に事例を選んで、試験的になされていると

いうことでございました。

また、支援を必要とする方々の心身の状態に

よりましては、慎重なアプローチを必要とする

ケースもあるとお聞きしておりまして、オープ

ンダイアローグの実践に当たっては、一定の知

識や技術の必要性があるように理解しておりま

す。

まずは、関係者の方々に、オープンダイア

ローグを活用した対話的支援方法について関心

を持っていただき、知見を深めていただくこと

が必要であろうかと思っております。

どうもありがとうございまし○井本英雄議員

た。

それでは次に、鹿児島県警のメディア捜査に

ついてお聞きいたします。

この事件のてんまつは皆さん御存じだと思い

ますが、簡単に説明しますと、鹿児島県警の元

部長が内部告発をしようとして、ネットメディ

アに情報を送ったことが情報漏えいに当たると

して、メディアの家宅捜索に入って、そして、

その証拠を基に、部長が逮捕されたという事件

であります。

情報漏えいに当たるかどうかについては、既

に刑事事件として公判中でありますので、こち

らについて、私は何も申し上げることはありま

せんが、私が問題としたいのは、鹿児島県警が

メディアに家宅捜索に入って情報源を差し押さ

えたことが、憲法21条、報道の自由、表現の自

由に抵触するのではないかということでありま

す。

今回のように、取材源が明らかになれば、今

後、情報を提供する者がいなくなるおそれがあ

ります。自身の立場を危うくしてまで、社会公

正のために内部情報を公にしようとする人がい

なくなるからであります。

最高裁も2006年の判決で、「取材源の秘密

は、取材の自由を確保するために必要なものと

して、重要な社会的価値を有する」として、Ｎ

ＨＫ記者の取材源秘匿の権利を認めておりま

す。そんなことで、公権力も強制力をもって取

材源を開示させるようなことは控えてきた経緯

があります。今回の行為は、そうした慣例を毀

損するものであると私は思います。今回のよう

に、報道機関を捜索し、押収した資料を基に公

務員を逮捕した事例はないのではないかなと思

います。

また、今回の事件について、大手の報道機関

があまり取り上げないことに私は疑問を感じて

おります。今回の対象は、ネットメディアとい

う本当に弱小のメディアでありますが、これが

アリの一穴となって、表現の自由、報道の自由

が侵害される可能性があります。

私は学生時代、２年間、世界を放浪したこと

がありますが、南アメリカのボリビアと中東の

アフガニスタンで、何も悪いことをしたわけ

じゃないんですが、警察に捕まったことがあり
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ます。そのとき感じたことは、ともかく後進国

は人権無視、人権保護なんていうのはないとい

うことでありました。日本は先進国であり、人

権は守られていると言われますが、これも先人

たちの御苦労の上にあることであります。これ

を私たちはこれからも守っていかなければなら

ないと思っております。

鹿児島県警のメディア捜索差押えは憲法の表

現の自由及び報道の自由を侵害しているのでは

ないかと思いますが、本部長の御意見をお聞か

せください。また、宮崎県警は、このような場

合、人権にどのように配慮しているのかお聞か

せください。部長、お願いいたします。

１つ目のお尋ね○警察本部長（平居秀一君）

につきましては、他県警察の捜査の内容につい

てコメントする立場にありませんので、回答を

控えさせていただき、２つ目のお尋ねについて

お答えいたします。

本県警察におきましては、逮捕や捜索差押え

等の強制処分は、個々の事案の具体的な事実関

係に即して、法と証拠に基づき、その要否や可

否を適正に判断し、実施しております。

さらに、捜査の心構えなどを定めた国家公安

委員会規則である犯罪捜査規範の第２条第２項

及び第３条に規定のとおり、捜査を行うに当

たっては、個人の基本的人権を尊重し、かつ公

正誠実に捜査の権限を行使するとともに、警察

法、刑事訴訟法などの法令や規則を厳守し、個

人の自由及び権利を不当に侵害することのない

よう、最大限の配慮をいたしております。

ありがとうございます。よろ○井本英雄議員

しくお願いいたします。

次に、用水路上の道路崩壊についてお聞きい

たします。

延岡市に下三輪町というところがあります。

ここは、実は私が今、住んでいるところなんで

すが、そこに県道が走っておりまして、その県

道に穴が空いたんです。そうしたら、下に、川

から田んぼに水を引く用水路が走っていた。そ

こに穴が空いたものですから、県のほうは、水

利組合にそれ相応の負担をしろと言ってきたわ

けです。それで、私と工藤議員の２人で土木事

務所に行ったけれども、どうもらちが明かな

い。結局は部長のところまで行ったんですけれ

ども、やっぱり同じことを言うんです。

どういうことかというと、彼らの言い分はこ

うなんです。水利組合は、国有地の中に水利権

として用水路を占有しているんだと、占有して

いるあなたたちも、占有物に対しては管理義務

があるんですよと、だから、壊れた分だけ負担

してくださいと、こういう理論なんです。

私はえーっと驚いたんです。一体何のために

水路の上に蓋をしたのか。車を通すためじゃな

いのか。用水路として水を通すためだけだった

ら、何も上に蓋をすることはない。開口したま

までもいいわけです。蓋が壊れたのは車が通っ

たせいじゃないのか。もし維持管理しろと言う

なら車を通さないのが一番いい。私は絶対水利

組合が負担すべきじゃないと主張したんです。

というのは、延岡市には、岩熊井堰というの

が五ヶ瀬川の上のほうにありまして、そこから

用水路が市内を、それこそ西から東にずっと10

本ぐらい通っているんです。今、蓋が全部かぶ

せてあるんです。その上に国道も走っている

し、県道も走っているし、市道も走っている。

いずれまたこれと同じような問題が起きるん

じゃないか。そのときに、これを先例としても

らっては困る。だから、絶対認めてはいけない

と私は主張したわけであります。そうしたら、

何か月間かほったらかしにされましたけれど
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も、県土整備部のほうも、予算を早く執行しな

いといけないのか、結局こちらの負担なしで

やっていただきました。

めでたし、めでたしでありますけれども、決

着はついていないんです。それで、今日このよ

うな質問をするわけであります。このような事

例においては、道路管理者が費用を負担すべき

ではないかと思うのでありますが、県土整備部

長のお考えをお聞かせください。

道路敷内に埋○県土整備部長（桑畑正仁君）

設されました用水路の復旧につきましては、事

前に協議を行い、復旧方法を定めております。

その際に、水路の構造や埋設位置等の個別の

事情から水路管理者による復旧が困難であると

認められる場合は、道路構造物として、道路管

理者が復旧を行うこととしております。

しかしながら、過去に設置された用水路の中

には、時間の経過とともに、復旧について事前

の取決め等が不明なものがあり、対応に苦慮す

る事例も見られます。このような場合につきま

しては、水路管理者をはじめ、関係者の意見を

伺った上で、埋設された経緯、用水路の形状、

状況などを個別の案件ごとに総合的に判断し、

どちらが復旧を行うかを決定することとしてお

ります。

よろしくお願いいたします。○井本英雄議員

最後に、地元の課題について、るる質問した

いと思います。

経営体育成基盤整備事業というらしいです

が、その沖田地区の進捗状況について、農政水

産部長にお伺いします。

経営体育成基○農政水産部長（殿所大明君）

盤整備事業の沖田地区につきましては、受益面

積131ヘクタールにおいて、高収益作物への転換

やスマート農業の推進を図るため、圃場の区画

拡大や、農道、用排水路の整備を行う計画とし

ております。令和２年度の事業採択以降、基本

計画や換地計画の策定を進め、このうち、換地

計画の同意取得を終えた地域においては、順

次、実施設計に着手しています。

現在、実施設計が完了した一部地域について

は、工事に伴う地元との作付に関する調整が整

い、今年度中の工事発注に向けた準備を進めて

いるところです。

今後とも、市や土地改良区など関係機関と連

携しながら、早期完成に向けてしっかり取り組

んでまいります。

よろしくお願いします。○井本英雄議員

次に、安賀多通線構口工区と平原工区の進捗

状況及び構口工区の完成時期について、県土整

備部長にお伺いします。

安賀多通線は○県土整備部長（桑畑正仁君）

渋滞対策や通学路の安全確保のため、南延岡駅

前交差点付近から北側の970メートル区間を構口

工区として、南側の840メートル区間を平原工区

として整備を進めております。

構口工区は、用地取得が完了しており、下水

道を管理する延岡市や電線管理者などと調整を

行いながら、拡幅工事を実施しております。

また、平原工区は、現在、測量や設計などを

実施しており、今後、取得する用地の調査を予

定しております。

構口工区の完成時期は、予算の確保や管理者

間の工事調整の影響が大きく、見通すことは困

難ですが、引き続き早期整備に向け取り組んで

まいります。

よろしくお願いいたします。○井本英雄議員

次に、国道10号延岡南部地区 土々呂地区―

の渋滞対策について、県土整備部長にお願いい

たします。
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南部地区は、延岡市－日向市間で唯一の２車線

区間となっており、これまでに渋滞対策とし

て、交差点での右折レーンの設置や信号機の表

示時間の調整などが実施されてきましたが、依

然として、朝夕を中心に渋滞が発生している状

況にあります。

このため、先月も、市長会や町村会と共に、

国土交通省、財務省に対し、将来の２車線化を
※

見据えて、部分的な道路改良などを行うよう要

望したところです。

県としましては、引き続き、国や地元自治体

と連携し、様々な機会を通じて、対策の実現に

向けた協議を進めてまいります。

ありがとうございます。議会○井本英雄議員

のほうも本当にやらないといけないと思いま

す。よろしくお願いします。

それから次に、長浜・方財海岸の保全におけ

る取組状況について、県土整備部長にお伺いし

ます。

長浜・方財海○県土整備部長（桑畑正仁君）

岸につきましては、これまで五ヶ瀬川河口の導

流堤において、袋詰め玉石によるかさ上げ工を

実施し、延岡新港では、海岸から港へ流れ込む

砂を抑制するために、防砂堤の整備を進めてお

ります。

また、延岡新港のしゅんせつ土砂を用いた大

瀬川河口周辺の養浜を引き続き行っており、昨

年度は、国が掘削した五ヶ瀬川の堆積土砂を長

浜海岸の浜崖箇所に活用したところです。

さらに、今年度は、定期的に行っている測量

の結果を用いて、海岸一帯の砂の移動状況を解

析する予定です。

今後とも、専門家の意見を伺うとともに、地

元の皆様との意見交換会を行いながら、関係機

関と連携して、砂浜の保全に取り組んでまいり

ます。

よろしくお願いします。○井本英雄議員

それで、地元の人たちは、ぜひとも知事に来

ていただいて意見交換会をしたいと言っておる

んですが、知事のお考えをお聞かせください。

長浜・方財海岸につき○知事（河野俊嗣君）

ましては、令和元年12月に直接、私も地元の代

表者から御意見を伺ったところでありまして、

地元の皆様にとりましては、切実な課題である

と受け止めたところであります。これを踏まえ

て、担当者から取組状況を確認し、今、部長が

説明しましたような内容について、丁寧に地元

の皆様に説明するよう指示をしたところであり

ます。

また、令和４年５月には現地に赴き、海岸の

状況も確認しております。砂浜の保全には、長

期的に砂の移動状況を把握することが重要であ

りますので、海岸の専門家に意見を伺いなが

ら、測量や調査などの取組を続けているところ

であります。

これまでも意見交換会を定期的に開催してお

りますので、今後、機会を見て、地元の皆様の

御意見を伺いたいと考えております。

よろしくお願いいたします。○井本英雄議員

最後に、延岡市が救急医療への活用を検討し

ている「空飛ぶクルマ」について、県の受止め

を福祉保健部長にお伺いいたします。

「空飛ぶク○福祉保健部長（渡久山武志君）

ルマ」は、都市部での送迎サービスや、離島・

山間部での移動手段などへの利活用を期待され

ておりまして、国内外で機体の開発が行われて

おります。

2025大阪・関西万博では、来場者を乗せて運

ぶ商用運航が計画されておりましたけれども、

※ 218ページに訂正発言あり
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機体の安全性の証明に係る手続に時間を要し、

デモ飛行のみを行う予定と伺っております。

県としましては、救急医療への活用を考えま

した場合、機体の性能、導入や運航に要する費

用などについて不明な部分も多いことから、国

全体での実用化の動向も踏まえつつ、延岡市の

今後の取組を注視したいと考えております。

先ほどの国○県土整備部長（桑畑正仁君）

道10号の答弁の中で、誤って「将来の２車線

化」と申し上げましたけれども、正しくは「将

来の４車線化」でございます。ここで訂正いた

します。

本当にありがとうございまし○井本英雄議員

た。私も時間が足りないんじゃないかと随分急

いでしゃべったせいか、ちょっと時間が余った

ぐらいでありました。これで終わりたいと思い

ます。ありがとうございました。（拍手）

次は、岩切達哉議員。○濵砂 守議長

〔登壇〕（拍手） 県民連合立○岩切達哉議員

憲、立憲民主党の岩切達哉でございます。本議

会16人目となります。これまでの各議員の数多

くの質問の中で、広範な県民の課題、願いに対

して、しっかり取り上げて、それに対して、執

行部が十分な答弁をされているところに接しま

して、改めて敬服しておるところであります。

何より先ほどベテランの見識に触れることがで

きました。任期中にあと２～３回聞きたいとい

うふうにも思ったところでありますけれども、

執行部はそう思っていないかもしれません。私

もしっかり務めさせていただきたいと思います

ので、御理解いただきたいと思います。

それでは、通告に基づき質問に入ります。

知事は来年度予算編成方針において、社会減

を抑える取組を重点施策とする方針とされまし

た。私は、人口減少対策、社会減対策のため

に、魅力ある就労、働きやすい職場環境を用意

することが大変重要であると訴えてきた一人と

して、その方面の取組強化を強く願うところで

あります。

知事自身、脇谷議員の質問に、社会減対策に

は魅力ある雇用が大事と答弁されました。まさ

に、宮崎県で働き、生活していく何人にとって

も大事な課題でもあります。

県内企業のほとんどは中小企業であって、４

万9,000社余り、被雇用者44万人ということで、

魅力ある雇用実現は、大きな視点での取組が必

要になると思います。

まずは、この「若者・女性を重視した人口減

少対策の強化」を予算編成方針に特に取り上げ

られた知事の社会減対策に対する問題意識につ

いて、最初に伺いたいと思います。

さらに、商工観光労働部長に伺います。

県内企業の賃金水準向上に、公的な支援、取

組が欠かせないところであります。そこで、直

接に賃金水準の向上を支えるために、国が準備

する業務改善助成金を活用する以外に、賃金引

上げを支援するものはないのかを調べますが、

係る具体的な施策を発見することはできません

でした。国の制度に加え、県での上乗せ、横出

しの支援事業はないのか、部長に伺います。

壇上から最後に、2023年３月に、県内の高校

卒業生9,129人のうち、1,489人が県内就職した

と学校基本調査にありました。高校卒業時に就

職を選択する比率は、卒業生の25％ということ

で、全国７位の高い比率にあります。このう

ち、県内に就職するのは63.8％ということで、

これが1,489人でありまして、この地元就職率は

全国44位であります。

就職希望率が高いということが、進学を諦め

るような家計が背景にあるとすれば、それはそ
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れで課題になるところですが、それは今回取り

上げておりません。

後日議論することといたしまして、いずれに

いたしましても、就職希望者のうち、県内就職

率は低いという中で、全国平均の地元就職率で

ある82％という数字を目標にしていくとした

ら、あと何人分の就職先が必要なのでしょう

か。そして、その人数分の就職先は県内に確保

できるものなのか、県内就職率を引き上げるた

めに、どんな努力が私たちに求められると考え

るのか、教育長に伺いたいと思います。

以下の質問は質問者席より行います。（拍手）

〔降壇〕

〔登壇〕 お答えしま○知事（河野俊嗣君）

す。若者・女性を重視した社会減対策の強化に

ついてであります。

私は就任以来、人口減少問題を県政の最重要

課題と捉え、地方創生の取組をはじめ、様々な

対策を講じてまいりましたが、出生数や合計特

殊出生率は過去最低水準に落ち込むなど、少子

化・人口減少の進行は一層加速しております。

一方で、全国的にも高い出生率や第２子以降

の出生割合等は本県の強みであり、これらをさ

らに伸ばすため、現在、子ども・若者プロジェ

クトを本格展開し、結婚・子育て支援や男性の

育児参加の促進等に努めております。人口戦略

会議や将来世代応援知事同盟サミットでも重要

な視点という指摘がありましたように、本県に

おいても改めて、流出の著しい若者や女性の県

内定着を図ることが不可欠であるとの思いを強

くしたところであります。

このため、来年度の重点施策においては、若

者・女性の視点に立った社会減対策を柱の一つ

に掲げ、若者や女性が生き生きと活躍できる環

境づくりを強化することとしたものでありま

す。以上であります。〔降壇〕

〔登壇〕○商工観光労働部長（川北正文君）

お答えします。中小企業の賃金引上げ支援につ

いてであります。

若者や女性の都市部への流出が進み、県内中

小企業の人材不足が続く中、企業の魅力を高

め、その活性化を図るためには、働きやすい職

場環境の整備はもとより、賃上げの実現が大変

重要であると認識しております。

このため県では、国の業務改善助成金制度の

活用について広く周知しているほか、生産性向

上のための設備投資や新事業展開などによる稼

ぐ力の強化、また、適正な価格転嫁の実現に向

けた機運の醸成など、賃上げに向けた支援施策

を積極的に行っております。

本県の賃金水準は、全国と比較すると、いま

だ厳しい状況にありますが、今後とも、国や関

係団体等と連携して、持続的な賃上げにつなが

るよう、しっかりと支援してまいります。以上

であります。〔降壇〕

〔登壇〕 お答えし○教育長（黒木淳一郎君）

ます。県内就職率引上げの取組についてであり

ます。

令和５年３月末の高校生の県内就職者数は、

議員からも御紹介がありましたように1,489名で

あり、御指摘の約２割増えた場合は1,914名とな

り、425名分が必要となります。その時点で、県

内企業からは4,405名分の求人がありましたの

で、就職先の受入れの数としては十分と受け止

めております。

また、平成27年３月に県内就職率が54.0％と

過去最低を記録し、県議会でもその改善を取り

上げていただきました。その改善に向けて、就

職支援エリアコーディネーターによる学校と企

業の結びつきの強化や、宮崎労働局や関係機関
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等と連携した企業見学会、インターンシップ、

企業説明会等の取組を進めた結果、県内就職率

は年々上昇してまいりました。

今後とも、児童生徒の発達段階に応じたキャ

リア教育の充実を図りながら、宮崎を支える人

材の育成に取り組んでまいります。以上であり

ます。〔降壇〕

御答弁それぞれありがとうご○岩切達哉議員

ざいました。特に教育長におかれましては、県

内企業からの求人、その半分ほどであるという

状況が分かりました。そのこと自体も大きな問

題というふうにも認識するところであります。

この県内就職率の問題は、例えば県内の9,000

人余の高校生が全てにおいて豊かで、そして十

分な学力を持っていて、いずれもが大学等に進

学されるとすれば、県内、また県外を含めて就

職される方の数が減る。そういう理屈の中での

率でありますので、トータル的に宮崎県の若者

たちという視点でこの問題を捉えて議論してい

かなきゃならないと思うところであります。

さて、総合政策部長に伺いたいと思います。

宮崎大学にある産業人財育成プラットフォー

ムが今年３月に提出された報告書、「若者の県

外流出要因等調査の結果について」を拝見いた

しました。若者は、大学卒業者も高校卒の若者

も、まず就職先の選択理由に、給与水準を第１

の理由としていましたけれども、この内容を読

まれて、取り組むべき課題をどう捉えている

か、担当部長としての所見を伺いたいと思いま

す。

この調査○総合政策部長（重黒木 清君）

は、若者の就職に対する価値観や就職活動の状

況等を把握することを目的に、県内外の学生や

社会人、企業を対象に実施されたものでありま

す。調査結果によりますと、若者が就職先を選

ぶ際に重視するのは、給与水準に加え、働きや

すい職場環境の整備であり、人材確保のために

は、各企業において、これらを充実させること

が大変重要であると考えております。

また、大学生等は、主にインターンシップを

就職活動に活用していることから、県内企業の

取組を強化していくことが大きな課題であると

認識しております。

このため、産学金労官で構成する産業人財育

成プラットフォームにおきまして、これらの課

題を共有し、若者の県内定着に向け、県内企業

の処遇改善を促すとともに、インターンシップ

のさらなる強化など、連携した取組を進めてま

いります。

最初の質問は、社会減対策を○岩切達哉議員

来年度、大きな方針とされる予算編成方針の問

題でございます。その方針に従って施策を検討

するに当たっては、一度県外の大学や専修学校

等に進学した若者が、宮崎県に戻って就職する

ことを促進するということだと思います。

宮崎県に戻ってきて就職する実態を把握する

という点については、大事なポイントと考えま

すが、今日午前中の山内いっとく議員の質問と

重なりますけれども、実情の把握について、取

組に対する商工観光労働部長のお考えを伺いた

いと思います。

本県にお○商工観光労働部長（川北正文君）

いては、毎年多くの若者が県外の大学・企業等

へ進学・就職しており、社会減の大きな要因と

なっております。

県では、こうした若者のＵターン促進を図る

ため、ＳＮＳ等を活用した県内企業の情報発信

や県内外での就職説明会の開催、総合相談窓口

の設置、また、県内でのインターンシップ等へ

の参加に要する交通費等の一部補助など、様々
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な取組を行っております。

一方で、県外に転出した若者については、そ

の後の状況把握が困難であるという実情もあり

ます。

議員御指摘のＵターンに関する実態を把握す

ることは、社会減対策につながる重要な視点で

あると認識しておりますので、今後、他県の調

査事例の情報収集等を行いながら、課題として

研究してまいります。

教育長、そしてまた、各部長○岩切達哉議員

から御答弁いただきました。

宮崎県では、20歳代の結婚が多く、第３子、

第４子を産んでいただいていることが出生率を

高くしている一方で、第１子出生率は全国より

も低く、マイナスになっているという特徴を

持っているとのことであります。要は、若年女

性が県外に出ていっているので、数が少ないこ

とが課題という指摘でございます。

女性に宮崎県に残っていただく、またＵター

ンしていただくために、地域に働きたいと思う

職場をつくること、若者の男女を問わず、正規

雇用の場をつくることが大事だと私は思うとこ

ろです。若者の処遇改善、これ以上、都市部と

の格差を拡大させない、また少しでも格差が縮

むように施策を打たなければなりません。

石破内閣も、春闘での賃上げを要請すると

か、地方創生事業については、その視点を大事

にというふうに求めておられます。そのよう

に、大事なのは、直接に県内における賃上げ、

給与水準向上の努力と考えます。

徳島県は、最低賃金を大幅に引き上げること

で有名になりましたけれども、知事の活躍が

あったと伺いますし、その徳島県では、中小企

業に賃上げ原資を補助しているということであ

ります。

知事に伺いますけれども、来年度予算編成に

おいて、魅力ある就労、働きやすい職場環境を

用意する目標で、どのような事業に取り組むの

か、御答弁いただければと思います。

出会い・結婚、子育て○知事（河野俊嗣君）

支援の充実に加え、若者・女性の社会動態を改

善することが、少子化・人口減少対策において

極めて重要でありまして、改めて、自然減・社

会減の両面から、重層的に対策を講じる必要性

を強く認識しております。

若者や女性が本県を離れる背景には、個人の

価値観はもとより、地方においては生きづらさ

も感じるというようなところ、さらには進学や

就職の選択など、様々な要因が絡んだ問題であ

りまして、複雑に絡み合っているそれらの課題

を解決するためには、多様なアプローチによる

息の長い取組が必要となります。

現在、来年度当初予算に向けて、子育て中の

職員等の意見も取り入れながら、安定的な収入

の確保や多様な働き方の実現につながる産業の

振興、魅力ある雇用の創出をはじめ、移住・定

住の促進、若者や女性の活躍に向けた機運醸成

など、あらゆる観点から部局横断的に事業構築

を進めているところであります。引き続き、市

町村や企業、関係団体等と一体となって、若者

や女性に選ばれる宮崎づくりに全力で取り組ん

でまいります。

知事が展開されております子○岩切達哉議員

育て支援、結婚支援、そういった側面では十分

に取り組んでいただいているという意味で伺っ

ておりますし、尊重させていただいております

けれども、先ほど申し上げましたように、県内

と県外との給与水準を見て、若者が県外を選ん

でいる。そのことが人口流出につながってい

る。彼らが言うには、第１の理由は給与水準だ
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とアンケートで答えていらっしゃいます。

過去からその議論はあったんですけれども、

それに対して具体的な施策が取られてきたかと

いうと、この間、不十分であったと言わざるを

得ません。企業に対し、賃金の課題で直接関与

することの困難さがあるというふうには思いま

す。でも、人口減少対策上、ほっておけないと

いう状況になりました。

先ほど徳島の例を取り上げました。若者・女

性に県内に残っていただければ、活力も生まれ

ますし、経済も動く。若者が物を買う、次世代

を育む、地域を支えるなど、公が一定の支援を

することで得られる効果、地域創生に貢献する

投資効果があると強く思うところでありますの

で、ぜひ来年度の施策について、しっかりと取

り組んでいただきますようお願いすると同時

に、期待を申し上げたいと思います。

次の質問に移りたいと思います。高等特別支

援学校のことを伺います。

平成31年に当時の四本教育長に高等特別支援

学校の質問をして、はや６年が経過いたしまし

た。高等特別支援学校とは何かをしっかり御理

解いただいた上で、保護者の皆さんや子供たち

には選択いただきたいと思いますが、周知につ

いて、どのように行われていますでしょうか。

また、令和８年度の開設に向けて、今の段階

で募集要領や選考方法など、どう定めているの

か、教育長に伺いたいと思います。

高等特別支援学校○教育長（黒木淳一郎君）

は、知的障がいの生徒を対象とし、高等部のみ

を設置する特別支援学校であります。

周知につきましては、県のホームページに動

画や学校説明資料を掲載するとともに、県内４

地区６会場で学校説明会を開催したところであ

ります。

募集定員や選考方法等につきましては、令和

７年度７月に入学者募集要綱において告示する

予定であります。

募集要綱の告示後は、入学を希望する生徒に

適切な進路指導が実施されるよう、各学校及び

関係機関等へ丁寧な説明を行ってまいります。

この高等特別支援学校は、令○岩切達哉議員

和８年度、そして令和９年度と順次スタートし

ますけれども、開校前から期待は高いところで

あります。

知的障がいの程度が軽度である生徒が企業就

労を目指して学ぶ高等特別支援学校において、

宮崎県では、どのような教育、運営を予定する

のか、お聞かせいただきたいと思います。

高等特別支援学校○教育長（黒木淳一郎君）

では、各教科に加え、農業や福祉などの専門教

科を学ばせることとしております。

また、学校での学習と企業での実習を繰り返

す、デュアル教育システムの導入を検討してお

ります。

さらに、交流や共同学習を推進し、近隣の高

校と計画的に行事や学習を行い、互いの理解を

深めていく共生社会を目指してまいります。

実は、特別支援学校の高等部○岩切達哉議員

を卒業する子供さんの保護者から、高校卒業資

格が得られないんですよということで、高等特

別支援学校を宮崎にもという希望があったとい

うのが６～７年前の話なんですけれども、今、

設立が準備されている高等特別支援学校におい

ても、高校卒業資格というものは、カリキュラ

ムの関係上、ないということを伺いました。

そういうものだということを十分に理解いた

だいて、その上で選択していただくということ

を重ねてお願いしたいと思いますし、高等特別

支援学校を卒業するお子さん方、就職されてい
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く子供たちが身につけた力を、企業にしっかり

と受け止めていただけるように、これから準備

いただくということをお願いしたいと思いま

す。

ところで、現在、知的障がいのある者への技

能や職業習慣等の習得が目的とされている、県

立産業技術専門校高鍋校販売実務科がございま

す。高等特別支援学校との役割分担について、

教育長に伺いたいと思います。

高等特別支援学校○教育長（黒木淳一郎君）

は、卒業後の一般就労につながる専門教科等を

学び、職業的自立を目指してまいります。

また、県立産業技術専門校高鍋校販売実務科

は、知的障がい特別支援学校の卒業生等が、職

業訓練を希望する場合や離職した場合の学び直

しの機会として入校している状況にあります。

それぞれがそこに存在してお○岩切達哉議員

りますので、役割分担をしっかりとお願いした

いと思います。

話題を替えまして、次に、県立高校の配置の

問題でありますけれども、宮崎県立高等学校教

育整備基本方針（中間見直し）の素案報告が今

議会でなされることになっておりますが、その

検討されてきたものについて報告いただきたい

と思います。

県教育委員会で○教育長（黒木淳一郎君）

は、今年度、外部有識者等から構成される学校

教育計画懇話会や産業教育審議会等で御意見を

伺いながら、方針改定の素案を作成しておりま

す。

主な検討状況といたしましては、少子化が進

む中、中学校卒業者数の見込みを踏まえた各地

区の募集定員の見通しが今後４年間も適切であ

るか、また、学科等の方向性においては、今、

学校で研究しているその在り方や特色ある教育

活動が反映されているか等を検討しておりま

す。

今後はパブリックコメントを実施し、その御

意見を踏まえながら改定を進めてまいります。

高校は高等学校というぐらい○岩切達哉議員

でありますので、十分な子供の数、生徒の数が

必要な場所だと思うところであります。長い時

間の議論が必要になる課題もありますので、ぜ

ひそういった点については、早めに問題提起い

ただければというふうにも思うところでござい

ます。

続いて、青少年の教育施設ですが、県北にあ

ります、むかばき青少年自然の家は、現在、予

算をかけて大改修が行われていると伺いますけ

れども、その目的と、改修を経てどのような活

用を予定しているのか、福祉保健部長に伺いま

す。

むかばき青○福祉保健部長（渡久山武志君）

少年自然の家は、開所から41年が経過しまし

て、老朽化によります外壁のひび割れや塗装の

劣化、屋内の雨漏りなどが見受けられますこと

から、施設の長寿命化を図り、利用者の安全を

確保するため、現在、外壁の改修等を行ってお

ります。

改修後もこれまでと同様に、行縢山の登山で

すとか天体観測ドームの活用などで、施設周辺

の豊かな自然環境を生かした特色あるプログラ

ムを用意いたしまして、青少年を中心とした多

くの県民に利用していただきたいと考えており

ます。

県内に３か所あります青少年○岩切達哉議員

自然の家については、その在り方について、９

月議会の決算特別委員会の厚生分科会で熱心な

議論があったと伺っております。

青少年自然の家は、全国的には減少しつつあ
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るという状況と承知しておりますが、その在り

方をどう検討していく予定なのか、お聞かせい

ただきたいと思います。

加えて、過去の私からの質問で、支援学校児

童生徒の利用も可能となるよう、バリアフリー

の対策も求めたところでありますけれども、ど

こまで進捗しているか、福祉保健部長に伺いま

す。

青少年自然○福祉保健部長（渡久山武志君）

の家につきましては、９月の決算特別委員会の

分科会におきまして、教育や施設の管理など幅

広い観点から、施設の在り方について検討する

よう御意見をいただいたところです。

県としては、現在の指定管理期間であります

令和10年度までの間に方向性をまとめる必要が

あると考えており、今後、具体的なスケジュー

ルを立て検討してまいります。

また、施設のバリアフリー化につきまして

は、青島では階段昇降機の設置、むかばきでは

身体障がい者用風呂の脱衣室改修、御池では段

差解消のためのスロープ改修などを行っており

まして、施設ごとに可能な範囲で順次進めてい

るところであります。

引き続き御議論いただきたい○岩切達哉議員

し、議会への丁寧な報告もお願いしたいという

ふうに思っております。

次の課題でございます。労働者支援、関連す

る子育て支援について質問させていただきま

す。

最初に、建設業界において、働き方改革、総

労働時間の抑制の視点から、週休２日制の導入

が進行しています。建設業に従事する労働者の

賃金について、日当制で計算されることがある

と存じております。週休２日制の進捗によって

収入減少にならないようにすることが求められ

ているところでありますが、現在の取組実態を

県土整備部長に伺います。

建設産業が持○県土整備部長（桑畑正仁君）

続的に発展していく上で、現場労働者の処遇改

善や週休２日などの働き方改革の取組が大変重

要であります。

日給制労働者の収入維持については、現場労

働者の処遇改善等を目的として、年間を通した

工事量の安定を図る施工時期の平準化に取り組

んでいるところです。また、公共事業従事者の

賃金の実態を調査し、12年連続で設計労務単価

を引き上げており、受注者に対しては、現場労

働者の適切な賃金水準の確保や引上げを文書で

要請しております。

今後とも、関係団体と連携して、日給労働者

を含む建設産業従事者の処遇改善に取り組んで

まいります。

建設業界では、現場が遠方で○岩切達哉議員

あれば、家を出る時間も早い傾向にあります。

同様に、早朝出勤が求められたり、交代勤務職

場など、あらゆる職業において、労働者の就労

時間は定型的ではなくなっています。

このような状況下で、労働者への子育て支援

の課題でありますけれども、保育所の利用に際

し、保育時間の開始・終了時間に関しての実情

はどうなっているか、福祉保健部長に伺いたい

と思います。

県内の保育○福祉保健部長（渡久山武志君）

施設では、おおむね朝７時から夕方６時まで

の11時間を標準的な開所時間としておりまし

て、その後さらに保護者の就労状況等に応じた

延長保育を実施しております。

現在、保育士の確保に各施設とも非常に苦労

しておりまして、特に朝夕の時間帯は厳しい状

況にあると伺っております。

- 224 -



令和６年12月２日(月)

このような中で、朝７時以前の保育について

は、現在、ニーズも不透明であり、保育士等を

配置し、子供を受け入れることは、非常にいろ

いろな課題が多いと認識しております。

課題が多いんですね。でも、○岩切達哉議員

現場はそういうふうに労働者の勤務時間が変化

している。

私の実体験として、父子家庭のお父さんが、

建設現場に８時までに行かないといけないとい

うことで、６時半に保育所にお連れする。私の

連れ合いがそこの職員だったものですから、聞

きますと、保育園長が特にその方だけというこ

とでお預かりしていたというような話を聞きま

した。いろんな境遇の方がいらっしゃると思い

ますけれども、どうしても労働者の勤務時間と

いうのは今多様になっておりますので研究いた

だきたいのと、もちろんお話にあったように、

保育労働者の問題も当然一緒に検討しなければ

ならない、このように思うところであります。

実は、その保育所と同じように、小学生低学

年において、出勤時間が早い保護者の都合で朝

の登校時間が早い児童にどう対応しているかと

いう課題であります。集団登校の待ち合わせ場

所で過ごしている児童がいたり、学校の門の前

で待っている児童がいるなどの状況を聞いたと

ころです。

「朝の居場所」という言葉が出始めました。

朝の居場所を確保すべき時代ではないかという

問題提起もいただきました。また逆に、帰宅が

遅い労働者の存在もありまして、日本一生み育

てやすい県への挑戦に当たって、この養育者の

悩みをどう支えるか、福祉保健部長に認識を伺

いたいと思います。

小学生の居○福祉保健部長（渡久山武志君）

場所の確保につきましては、現在、授業の終了

後から親が帰宅するまでの夕方のニーズが非常

に大きいことから、市町村が中心となって、放

課後児童クラブの拡充を進めております。

一方で、朝の時間帯に特化した取組は、現在

実施しておりませんけれども、地域において子

育て支援を行いたい方と支援を受けたい方を結

びつけるファミリーサポートセンター事業を活

用することで、朝、子供を預けている事例もあ

ると伺っております。

それぞれの家庭に応じて子育て支援を充実し

ていくためには、企業や地域も含めた社会全体

で応援する観点から、対応を考えていくことが

大切だと感じております。

ありがとうございます。○岩切達哉議員

次に、昨年度に児童相談所が受理した虐待相

談件数は1,791件で、高止まりの状況という答弁

を９月議会でいただいたところです。高止まり

で、なかなか減少しない、なくならない虐待で

すけれども、今日もどこかで子供が泣いてい

る、そんな数字であります。本当に心が痛みま

す。

虐待対応と同時に、虐待の防止の強化が絶対

に必要ということで、12月に入りましたが、11

月は児童虐待防止推進月間でございました。ど

のような取組が実施されたか伺った上で、昨今

の虐待に関する部長自身の現状認識と、虐待件

数削減の取組を福祉保健部長に伺いたいと思い

ます。

児童虐待防○福祉保健部長（渡久山武志君）

止月間におきましては、児童相談所と警察が合

同で立入調査等の訓練を実施いたしまして、迅

速な虐待対応について確認するとともに、メ

ディアやイベントを通じた広報啓発を行いまし

た。

また、児童相談所の児童虐待相談対応件数
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は、近年、高止まりの状況にありますため、虐

待の未然防止や早期発見・早期対応が重要であ

ると認識いたしております。

このため県では、広く県民を対象とした体罰

によらない子育ての推進に向けた研修や、児童

相談所虐待対応ダイヤル「189」の周知徹底を行

いますとともに、市町村が実施する乳児全戸訪

問事業等への支援や市町村こども家庭支援セン

ターの設置促進などに取り組んでおります。

子供が亡くなることもあるの○岩切達哉議員

が虐待でありまして、2022年度、虐待で亡く

なった子供の数は、こども家庭庁の集計では、

全国で72人ということであります。

宮崎県内では、2018年に発生した虐待死が最

後と伺いますけれども、これは、予期せぬ妊娠

の結果から、生まれたばかりの子供が犠牲と

なった事件であります。

実は、今年度施行の改正児童福祉法で、妊産

婦等生活援助事業が都道府県の事業に位置づけ

られました。この2018年の事件の経験を踏まえ

て、妊娠を誰にも言えず悩んでいるなど、そう

いう方がいれば、しっかり支えることが大事と

いう内容になりますが、宮崎県における妊産婦

等生活援助事業の取組について、福祉保健部長

に伺います。

当時の検証○福祉保健部長（渡久山武志君）

報告書では、若者への相談窓口の周知ですと

か、周囲の大人が気づき、必要な支援につなげ

られる地域づくり、教育機関と連携した性教育

が重要といった提言がございました。

県では、予期せぬ妊娠等に限定したものでは

ございませんけれども、性教育シンポジウムの

実施、相談窓口カード等によります広報啓発や

相談対応のほか、学校の性に関する指導の充実

などに取り組んでおります。

また、困難を抱える妊産婦等に一時的な住居

や食事の提供、その後の養育等に係る情報提供

を行います妊産婦等生活援助事業は、本県で

は、今年開設されました母子生活支援施設での

実施が想定されますけれども、まだ開設して間

もないため、まずは今後の運営状況を確認する

とともに、既に実施しております他県の取組等

についても把握に努めてまいります。

１件でも起きたらいけない、○岩切達哉議員

そういう考え方で虐待の防止・削減に御努力い

ただきたいと思います。

子育て支援に関連して最後の質問ですが、病

児保育・病後児保育の体制について伺いたいと

思います。

県の資料では、市町村事業が35施設、施設側

の自主事業が24施設とあります。これで病児保

育・病後児保育の体制は十分なのかということ

を伺いたいと思います。

そして、市町村の事業として行う施設と、施

設自ら行う自主事業というのがありますけれど

も、その違いは何なのかを知りたいという点

と、もしかして、実施主体は市町村なものです

から、財政状況次第で市町村事業と各施設の自

主事業というふうに分かれているのか、そう

いった点について、福祉保健部長から御説明い

ただきたいと思います。

病児保育事○福祉保健部長（渡久山武志君）

業は、子供が病気になった際や回復期に、家庭

での保育が困難な保護者に代わりまして、保育

士や看護師などが配置された保育所や病院の専

用スペース等で、一時的に子供を預かる事業で

ございます。

本県では、市町村からの委託により実施する

ものを市町村実施施設、それ以外のものを自主

事業施設といたしております。
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なお、市町村実施施設において、どの程度の

量のサービスを提供するかにつきましては、当

該市町村が利用見込量を勘案し、決定している

ものと認識いたしております。

県としての認識は、各市町村○岩切達哉議員

が利用見込量を勘案して提供量を決めていると

いう理解だというのは致し方ないとは思うんで

すけれども、現実に、市町村事業、そして自主

事業という存在がある。35と24ですから、それ

もほぼ数的には遜色ない。つまりは、市町村が

これで十分と言ってしまうと、自主事業がどん

どん量が増える可能性もあるし、市町村に予算

をつけていただければ、自主事業というケース

は減っていく。そういう構図なら、そこに何か

課題があるんじゃないかなとも思うんですね。

現場の保育士さんたちは、幼稚園、保育園、

病院は必要だからこそ、頑張って今準備いただ

いているというふうにも理解できる課題であり

ますので、一度しっかりと見ていただいて、市

町村の御努力もあると思いますけれども、予算

が足りないからということであれば、そこに何

がしかの工夫をお願いしたいと思っています。

次に、職員の採用、労働条件について伺いた

いと思います。

職員採用に努力いただいているところです

が、人事委員会のほうでは、秋試験とか特別枠

という告知を出していらっしゃいます。

人事委員会委員長に、秋試験とか特別枠など

の意味、これまでとの違いなど、また、そのよ

うな試験の結果、採用状況の変化について伺い

たいと思います。

秋の時期に行う○人事委員長（佐藤健司君）

試験を秋試験と言っておりますが、この試験は

今年から実施しております。この試験では、春

試験で確保できなかった採用困難な技術系職種

や一般行政社会人を対象に実施しておりまし

て、採用予定数27人に対して、58人が受験して

おります。

また、民間企業等で広く採用されている試験

方式を導入した特別枠試験は、令和２年度から

実施しており、今年度は新たに、畜産、林業の

職種を加えたところです。

近年、職員採用試験全体の受験者数は減少傾

向にあり、特に技術系職種は、合格者が採用予

定数に達していない職種もあるなど、厳しい状

況が続いておりますが、人事委員会としまして

は、今後とも一層、試験制度の見直しや効果的

な情報発信を行うなど、一人でも多くの受験者

の確保に取り組んでまいります。

人事委員会委員長に続けて伺○岩切達哉議員

いたいと思います。

県職員の定年延長が始まりまして、退職した

上での賃金労働条件については、この間の制度

の変化で、賃金の差や労働条件の差があること

について、２月議会で委員長に問題意識を伺い

ました。答弁では、国の給与制度のアップデー

トを見守るということだったところでありま

す。

今年の2024人事院勧告では、指摘しました課

題について改善があったのか、御答弁をいただ

きたいと思います。

今年の国の人事○人事委員長（佐藤健司君）

院勧告では、給与制度のアップデート、いわゆ

る制度の見直しの中で、再任用職員の給与等の

勤務条件につきまして、これまで支給されてい

なかった住居手当や特地勤務手当などの、人事

異動の円滑化に資する手当を新たに支給するこ

ととされました。

県職員の60歳以降の働き方につきましては、

再任用職員、または会計年度任用職員として勤
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務するなど、様々な選択肢がございますが、任

用形態の違いにより、給与等の勤務条件に差が

生じていることを認識しております。

人事委員会としましては、今後とも、国や他

の都道府県の動向を注視し、給与制度の在り方

について研究してまいります。

60歳以降も働いていただくと○岩切達哉議員

いうことを前提に制度が変わってきた状況の中

で、いろいろ御苦労もおありだと理解はするん

ですけれども、人事委員会として、また任命権

者とも御議論いただきながら、特に働く者の間

で差を感じさせるようなことにならないように

御尽力いただきたいと思います。

さて、人事委員会勧告につきましては、知事

と職員団体との話合いもあって、条例改正案が

出されるというふうに承知しておりまして、内

容についても尊重する立場でございます。

国の人事院勧告に関連して、知事の認識をお

尋ねしたいと思います。

今年、人事院勧告で、市町村ごとの区分で定

めていた地域手当について、その支給率を都道

府県単位に定めることとしました。

この制度は、都市と地方の給与水準の違いを

反映するという理屈で、2006年から始まったも

ので、全国一律の賃金表を大幅に引き下げた上

で、それによって得た原資を地域手当とするも

のでありました。この手当の創設の結果、東

京23区は宮崎よりも２割高くなるなど、都市と

の格差を明確にし、地方の人材確保に影響が出

る結果となったと私は思うところであります。

多くの大学が都市に集中しており、卒業して

公務員となるにも、東京なら20％も賃金が高い

ことが約束され、都市に人材が集中するのは当

然の結果でありました。

導入される前年まではなかった制度でありま

した。当時、公務員人件費抑制の声を受けて、

しゃにむに導入されたと認識しています。

人材確保に努力する幾つもの自治体では、国

の制度以上にパーセンテージを上げて支給し、

人材確保競争に負けないようにしてきたという

状況もあって、今回、都道府県単位になったと

伺っているところであります。

このたび、若者の県内就職を促進する、たと

え県外で学んだとしても、宮崎に戻って就労し

てもらいたいという知事には、地域手当という

都市と地方の格差を固定化させる制度はなくし

ていくように、国に求める必要があると考える

ところであります。

国への働きかけを求めたいと思いますが、知

事の所見を伺いたいと思います。

この地域手当につきま○知事（河野俊嗣君）

しては、平成18年４月から、東京都などの民間

賃金水準が高い地域に勤務する職員に対して支

給されている手当であります。

その創設の背景としましては、公務員の給与

に地域の民間賃金をより反映させるため、平

成17年の人事院勧告において、年功的な給与上

昇の抑制等が必要とされ、その具体的な方策の

一つとして、従来の俸給水準の引下げを行った

上で、民間賃金に応じて地域間調整を図る当該

手当の創設が必要とされたものであります。

本県におきましても、人事委員会から、民間

の給与状況等を調査の上、国と同様に給料表の

引下げや地域手当の導入などが勧告され、当

時、その勧告に準じた見直しを行ったところで

あります。

地方公務員の給与は、地方公務員法の情勢適

応等の原則により定めることが求められており

ますので、勧告を尊重した本県の給与制度は、

県民の理解を得られる適正な制度になっている
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ものと考えております。

東京でお勤めの方が、２割高○岩切達哉議員

いもの、２割の手当をもらっていて、もし地方

に、宮崎に異動されたら、３年間保障するとい

う流れになっています。３年もすれば、また東

京に戻られるので、要は、東京の官僚の皆さん

は、ずっとその高いものをいただけるという制

度だと私どもは思っております。

基本的に宮崎は地域手当はないわけですの

で、ベースとなる賃金のみ。それを見て、東京

の若者たちが、宮崎がいいか、東京がいいかと

いう選択をするとすれば、それなりの結論が出

てくる実態があるということを申し上げたい。

ぜひ、そのことについては、知事も問題意識を

持っていただきたい、そのように思うところで

あります。

次の問題です。

獣医師確保については、丸山議員から御指摘

がありました。獣医師は毎年、必要数を満たさ

ず、平成28年度がピークで、176人いた獣医師は

現在153人、23人の減であります。畜産を支える

体制がつくられていないばかりか、崩壊寸前と

いう状況で、畜産の生産力が向上しても出荷で

きなくなる状況は避けなければならないと思い

ます。

獣医師確保、畜産を支える体制づくりについ

て、農政水産部長に伺います。

獣医師につき○農政水産部長（殿所大明君）

ましては、学生の小動物分野への就職志向が強

く、全国的に公務員獣医師の確保が厳しい状況

にあります。

このため県では、インターンシップの受入

れ、ＰＲ動画の配信等による県職員獣医師の魅

力発信に加え、業務の効率化など職員が働きや

すい職場環境づくりを進めております。

また、今年度は、初任給調整手当の全国最高

額への引上げや、修学資金制度における高校生

等を対象とした地域枠の創設に加え、小中学生

などへのキャリア教育にも力を入れておりま

す。

また、国に対して、公務員獣医師の安定確保

に向けた取組の強化と支援を繰り返し要望して

いるところであり、今後とも、獣医系大学や学

生への働きかけを強化するなど、県職員獣医師

の確保に積極的に取り組んでまいります。

獣医師以外にも、各種産業を○岩切達哉議員

支える技術者の採用については、先ほど人事委

員会委員長の御答弁にもありましたけれども、

大変厳しい。知事には責任を持って対応いただ

きたい状況というふうに認識しております。

土木技師、畜産技師、農業土木技師、林業技

師など、獣医師同様に技術系職員が職員採用の

募集予定人員を満たしていない状況が続いてお

りますが、今後どのように確保していくのか、

対応について、知事の所見を伺いたいと思いま

す。

技術系職員につきまし○知事（河野俊嗣君）

ては、それぞれの専門性を生かし、危機事象等

発生時の対応や、主要産業である農林水産業を

はじめ、様々な産業の振興を図るため、重要な

役割を担っており、その人材の確保は、県政推

進の根幹に関わるものと考えております。

しかしながら、近年の職員採用試験におい

て、競争倍率が低下するとともに、一部の職種

では採用予定数が確保できないなど、大変厳し

い状況にあります。

このため、受験者確保に向け、人事委員会等

と連携し、試験制度の見直しや高校・大学での

説明会への参加、インターンシップの受入れな

ど、積極的な採用活動を展開しているところで
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あります。

また、職務に関連する公的資格の取得支援な

ど、職員の意欲と資質の向上につながる取組

や、テレワークや時差出勤など柔軟な働き方を

推進し、魅力ある職場をつくり、積極的に発信

していくことで、将来の県政を担う人材の確保

に努めてまいります。

悩ましい問題について御答弁○岩切達哉議員

いただいて、ありがとうございました。

言いにくい話ですけれども、例えば林業職や

農業職の皆さんがそこにいらっしゃってもいい

んじゃないかという思いを、県庁の中でも伺う

ことはございます。そういったトータル的な技

術系職員へのアプローチを、知事としても常々

お考えいただけたらありがたい、そのように思

うところであります。

先日、熊本県に行きまして、たまたまであり

ますが、えびの市に接するあさぎり町にある県

立高校の先生にお会いし、そこには農業土木科

があることから、宮崎県の公務員試験を検討い

ただくようにお願いしたところであります。そ

の高校からは、宮崎県庁に林業技師として何人

か就職しているというようなお話でありまし

た。県外にも目を向けて対策をお願いしたいと

思います。

次に、警察本部長に伺います。

闇バイトによる強盗事件多発の世情がありま

す。世間には不安が広がっていると認識してお

ります。闇バイトに応募する若者たちに、社会

の貧困という問題がのしかかっているとの報告

も見たところであります。

いずれにいたしましても、非正規雇用、多額

の学資という借金、孤独・孤立、順風でない生

きざま、その隙間に入り込む一度に稼げるよと

いう誘惑、本当に社会の分断、貧困の課題に取

り組む必要は大きくなっていますが、それはそ

れとして、まずは、このような闇バイトという

表現は変えてほしいということを本部長に伺い

たいのです。不法バイト、犯罪バイト、こうい

うふうに呼称を変えることが必要じゃないかと

思います。闇バイトという表現は、その有害性

を的確には表現していないと私は思うんです。

本部長には、警察庁などと協議して、より問題

の本質理解が進むよう、呼称の変更を求めてほ

しいと思います。

また、隣県熊本では実施するということです

が、直ちに県内大学・高校を訪問していただい

て、生徒に対する啓発に力を入れてもらいたい

と思いますが、取組についてお聞かせいただき

たいと思います。

警察では、いわ○警察本部長（平居秀一君）

ゆる闇バイトに応募すると、重大な犯罪に加担

させられ、取り返しのつかない結果を招くこと

を、防犯メールや地域安全情報等により広報啓

発しております。

特に、高校生や大学生に対しては、情報モラ

ル教室やサイバーセキュリティカレッジなど

で、闇バイトはアルバイトではなく犯罪行為で

あり、闇バイトへの応募をきっかけに、犯罪組

織から自身や家族への脅迫を受け、犯罪の実行

役として都合よく利用されている実態など、よ

り具体的な情報を発信しております。

また、私が県内の大学で講義を行う機会があ

りますので、その際、闇バイトに安易に応募す

ることのないように、強く注意喚起を行うこと

にしております。

いま一度、申し上げますが、○岩切達哉議員

隣の熊本県は、全高校に警察官が行って啓発を

行うということでありますし、今、本部長から

もありました、犯罪行為なんだと。ぜひ取組を
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いただきたいと思います。

次は、信号機に地名表記を求める質問でござ

います。

宮崎市内の交差点には交差点名の表示が少な

いという御意見を、バス運転を専門とされる方

からいただいたところであります。

宮崎市内の国道10号は、有名なのか分かりま

せんが、大工町交差点とか、また国道269号の起

点となっている宮崎病院西の交差点にも地名表

記はございません。また、事故多発で有名にな

りましたが、江平交差点にも地名表記はござい

ません。国道220号は、中村五差路と私どもは呼

んでいますけれども、そこにもございません。

県外に比べて少ないという意見は確かなように

思います。

観光宮崎という立場からも対策が必要ではな

いかと思いますが、県土整備部長に伺いたいと

思います。

交差点名標識○県土整備部長（桑畑正仁君）

などの案内標識は、安全で円滑な交通の確保は

もとより、道路利用者の利便性を向上させる上

で大変重要であります。

県管理道路の交差点名標識は、観光関係者な

どの意見を聞きながら、国が定めた設置基準に

基づいて、主要な交差点に設置しております。

さらに近年は、より分かりやすい案内となるよ

う、交差点の表示を観光地名称に変更すること

や、外国人旅行者向けに英語表記を追加するこ

とにも取り組んでおります。

県としましては、国スポ・障スポを見据え、

さらなる利便性向上を図るため、関係機関との

連携をより一層深め、全ての利用者に分かりや

すい案内標識の整備に努めてまいります。

最後の質問になります。○岩切達哉議員

時差式信号機について、十字路であるのに時

差式となっている場所では、信号青表示時間が

短い側で右折待ちの車両が、目の前の信号が赤

になって、交差点から脱出しようと慌てて発車

することがあります。対向車線も赤だと車の運

転手は思うものですが、時差式であることで対

向車は止まってはくれない。そういう危険なと

ころがございます。

このような状況もありますので、十字路での

時差式信号はやめて、右折信号を追加すること

が適当ではないかと思いますが、警察本部長の

所見を伺いたいと思います。

時差式信号につ○警察本部長（平居秀一君）

きましては、右折車線が確保できない交差点な

どにおいて、信号機に時差式信号と記載した表

示板を掲げる運用を行っております。

時差式信号の交差点につきましては、随時見

直しを行っており、右折車両が減少した交差点

においては、時差式の運用をやめておりますほ

か、新たに右折車線が確保できた交差点におい

ては、時差式の運用に変えて、右折矢印信号を

設置する事業を計画的に行っております。

信号に従って事故に遭うのは○岩切達哉議員

ばからしいと思いますので、ぜひ御検討いただ

きたいと思います。

以上で私の質問を全て終わります。ありがと

うございました。（拍手）

以上で本日の質問は終わりま○濵砂 守議長

した。

明日の本会議は、午前10時から、一般質問、

人事案件の採決及び議案・請願の委員会付託で

あります。

本日はこれで散会いたします。

午後２時44分散会
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午前10時０分開議 

 

出 席 議 員（36名） 

２番 渡 辺 正 剛 (国富町・綾町の将来を考える会) 

３番 永 山 敏 郎 （県民連合立憲） 

４番 工 藤 隆 久 （公明党宮崎県議団） 

５番 荒 神   稔 （宮崎県議会自由民主党） 

６番 福 田 新 一 （  同  ） 

７番 本 田 利 弘 （  同  ） 

８番 山 内 いっとく （  同  ） 

９番 山 口 俊 樹 （  同  ） 

10番 下 沖 篤 史 （  同  ） 

12番 黒 岩 保 雄 （  同  ） 

13番 濵 砂   守 （  同  ） 

14番 脇 谷 のりこ （親 和 会） 

15番 松 本 哲 也 （県民連合立憲） 

17番 今 村 光 雄 （公明党宮崎県議団） 

18番 坂 本 康 郎 （  同  ） 

19番 二 見 康 之 （宮崎県議会自由民主党） 

20番 日 高 博 之 （  同  ） 

21番 後 藤 哲 朗 （  同  ） 

22番 佐 藤 雅 洋 （  同  ） 

23番 日 髙 陽 一 （  同  ） 

24番 安 田 厚 生 （  同  ） 

25番 内 田 理 佐 （  同  ） 

26番 川 添   博 （  同  ） 

27番 図 師 博 規 （無所属の会 チームひむか） 

28番 前屋敷 恵 美 （日本共産党宮崎県議会議員団） 

29番 井 本 英 雄 （自民党同志会） 

30番 岩 切 達 哉 （県民連合立憲） 

31番 重 松 幸次郎 （公明党宮崎県議団） 

32番 坂 口 博 美 （宮崎県議会自由民主党） 

33番 山 下   寿 （ 同 ） 

34番 外 山   衛 （  同  ） 

35番 武 田 浩 一 （  同  ） 

36番 丸 山 裕次郎 （  同  ） 

37番 中 野 一 則 （  同  ） 

38番 山 下 博 三 （  同  ） 

39番 野 﨑 幸 士 （  同  ） 

欠 席 議 員（２名） 

11番 齊 藤 了 介 （宮崎県議会自由民主党） 

16番 山 内 佳菜子 （県民連合立憲） 

 

 

 

 

地方自治法第121条による出席者 

知 事  河 野 俊 嗣 

副 知 事  日 隈 俊 郎 

副 知 事  佐 藤 弘 之 

総 合 政 策 部 長  重黒木   清 

政 策 調 整 監  田 中 克 尚 

総 務 部 長  吉 村 達 也 

危 機 管 理 統 括 監  児 玉 憲 明 

福 祉 保 健 部 長  渡久山 武 志 

環 境 森 林 部 長  長 倉 佐知子 

商工観光労働部長  川 北 正 文 

農 政 水 産 部 長  殿 所 大 明 

県 土 整 備 部 長  桑 畑 正 仁 

宮崎国スポ・障スポ局長  山 下 栄 次 

会 計 管 理 者  米 良 勝 也 

企 業 局 長  松 浦 直 康 

病 院 局 長   村 久 人 

財 政 課 長  池 田 幸 優 

教 育 長  黒 木 淳一郎 

警 察 本 部 長  平 居 秀 一 

代 表 監 査 委 員  川 野 美奈子 

人事委員会事務局長  田 村 伸 夫 

 

事務局職員出席者 

事 務 局 長  小 牧 直 裕 

事 務 局 次 長  海 野 由 憲 

議 事 課 長  菊 池   博 

政 策 調 査 課 長  西久保 耕 史 

議 事 課 長 補 佐  松 本 英 治 

議 事 担 当 主 幹  弓 削 知 宏 

議 事 課 主 任 主 事  青 野 奈 月 

 

 

 令 和 ６ 年 1 2 月 ３ 日 （ 火 曜 日 ） 

- 235 -



議案第23号から第33号まで追加上程◎

これより本日の会議を開きま○濵砂 守議長

す。

本日の日程は、一般質問、人事案件の採決及

び議案・請願の委員会付託でありますが、お手

元に配付のとおり、知事から議案第23号から

第33号までの各号議案の送付を受けましたの

で、これらを日程に追加し、議題とすることに

御異議ありませんか。〔巻末参照〕

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議ありませんので、その○濵砂 守議長

ように決定いたしました。

議案第23号から第33号までの各号議案を一括

上程いたします。

知事提案理由説明◎

ここで、知事に提案理由の説○濵砂 守議長

明を求めます。

〔登壇〕 おはようござ○知事（河野俊嗣君）

います。ただいま提案いたしました議案の御説

明に先立ち、２点御報告を申し上げます。

１点目は、高病原性鳥インフルエンザの発生

についてであります。

本日、川南町で約３万4,500羽を飼養する肉用

鶏農場において、高病原性鳥インフルエンザの

疑似患畜が確認されました。

国の特定家畜伝染病防疫指針では、判定後24

時間以内を目安に殺処分を、72時間以内を目安

に埋却を完了することとされており、昨日19

時、まだ疑い事例が確認された段階でありまし

たが、県対策本部会議を開催し、あらかじめ初

動防疫の対応等について確認し、全庁挙げて迅

速な対応を図るよう指示したところでありま

す。今朝７時、疑似患畜であると確認されたこ

とを受け、現在、国に加え、ＪＡグループ、県

建設業協会、川南町をはじめとする多くの団体

・企業等の御協力をいただき、約120名態勢で発

生農場の防疫措置を行っております。

また、今朝８時25分より、江藤農林水産大臣

をはじめ、農林水産省の関係者とオンラインで

会談を実施し、これまでの対応状況を報告し、

情報共有を図ったところであります。江藤大臣

からは、児湯郡という一大畜産地帯での発生で

あり、緊張感を持って迅速な封じ込めを徹底し

てほしいとの指示がありました。

県におきましては、本日11時より、畜産関係

団体等を招集して緊急防疫会議を開催し、改め

て発生防止対策の徹底を図ってまいります。

今シーズンは、全国で過去最も発生が多かっ

た令和４年度に匹敵するペースで発生してお

り、これまでに今回を含め、10道県12事例の発

生が確認されております。

まずは徹底した防疫措置を迅速に進めるとと

もに、引き続き、関係団体等と緊密に連携し、

農場へのウイルス侵入防止対策のさらなる強化

を図るなど、危機感を持って発生を防止するた

めの取組を進めてまいります。

２点目は、都城志布志道路の全線開通につい

てであります。

先月、都城インターチェンジ－乙房インター

チェンジ間が来年２月15日に、また、志布志イ

ンターチェンジ－志布志港間が同じく３月23日

に開通するとの発表が、国土交通省と鹿児島県

からそれぞれなされ、いよいよ都城志布志道路

約44キロメートルの全線が開通することとなり

ました。

宮崎自動車道都城インターチェンジと志布志

港が一本の高規格道路で結ばれ、鹿児島県との

広域的な道路ネットワークが充実することによ

令和６年12月３日（火）
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り、農畜産業の振興や、南海トラフ地震などの

大規模災害時における救急救命活動等に大いに

寄与するものと大変うれしく思っております。

また、都城市街地を通過する交通が分散さ

れ、交通渋滞の緩和による定時性や速達性の向

上、交通事故の減少につながることも期待され

ます。

これまで御尽力いただきました県議会の皆様

をはじめ、国土交通省や関係者の皆様に心から

感謝申し上げます。

今後とも引き続き、人流や物流を支え、強靱

で信頼性の高い道路ネットワークの整備に取り

組んでまいります。

それでは、ただいま提案いたしました議案の

概要について御説明申し上げます。

今回、追加提案しました議案は、国の令和６

年度補正予算に対応するもの、並びに、県職

員、市町村立学校職員及び特別職の給与改定を

行うものです。

初めに、補正予算案についてであります。

補正額は、一般会計395億5,161万2,000円、特

別会計375万7,000円、公営企業会計が12億7,055

万2,000円であります。この結果、一般会計の予

算規模は7,193億6,208万7,000円となります。

今回の補正予算案による一般会計の歳入財源

は、分担金及び負担金６億7,078万5,000円、国

庫支出金185億6,763万1,000円、繰入金54

億9,907万7,000円、諸収入７億3,331万9,000

円、県債140億8,080万円であります。

続きまして、一般会計補正予算案に計上した

主な事業の概要について御説明いたします。

今回、国の補正予算に係る国土強靱化対策等

の費用を措置しており、道路や河川、砂防、港

湾等の整備、土地改良や農地防災、造林や治山

などの公共事業を行うこととしております。

なお、国の経済対策に伴う公共事業以外の事

業につきましては、国の補正予算の詳細が明ら

かになった段階で、その内容を精査し、改めて

補正予算を編成してまいります。

次に、予算以外の議案について御説明いたし

ます。

議案第31号及び第32号は、県職員及び市町村

立学校職員の給与を改定するため、関係条例の

改正を行うものです。

議案第33号は、特別職の期末手当の支給月数

を改定するため、関係条例の改正を行うもので

す。

以上、追加提案いたしました議案の概要につ

いて御説明しました。

議員の皆様におかれましては、よろしく御審

議のほどお願いいたします。〔降壇〕

知事の説明は終わりました。○濵砂 守議長

一般質問◎

ただいまから一般質問に入り○濵砂 守議長

ます。まず、工藤隆久議員。

〔登壇〕（拍手） おはようご○工藤隆久議員

ざいます。公明党、延岡選出の工藤隆久です。

今回も県民の皆様からの意見、また自身の政治

課題について質問させていただきます。通告に

従い質問いたしますので、知事をはじめ、関係

部長には明快な答弁をお願いいたします。

私は、議員になる前より、できるだけ美術館

には通うように心がけておりました。多様な感

性に触れることで、自身の感性を磨き、また、

何よりも美術館での時を忘れるほどの作品に出

会えることの感動は、何事にも比較できない、

すばらしい体験だと思っております。

昨年は山下清展、今年は平山郁夫展を鑑賞し

てきました。また、テオ・ヤンセン展に行った
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めいっ子は、ダイナミックに動く展示に大変感

動しておりました。

常々、美術館は多様性を育み、自己肯定感を

培う場としては非常に有効であると考えており

ます。自己の感性で芸術に触れ、そこにイエス

もノーもない、また他者の感性に触れることが

できる、すばらしい教育の場です。他県におい

ては、不登校児童等に美術館を鑑賞してもらう

取組などがあるようです。

そこで、美術館を活用した教育に関する知事

の思いをお伺いいたします。

以上を壇上からの質問とし、以下は質問者席

から行います。（拍手）〔降壇〕

〔登壇〕 お答えしま○知事（河野俊嗣君）

す。

優れた美術作品は、時を越え、国や地域を越

え、また言葉をも越え、いつの時代であっても

人々に感動をもたらすことができるものであり

ます。子供たちがじかに優れた美術作品に触れ

ることは、より豊かな感性と創造性を育む上で

大変重要であると考えております。

私もよく美術館を訪れますが、この夏も、県

立美術館で開催されましたテオ・ヤンセン展に

行ってまいりました。テオ・ヤンセンは、現代

のレオナルド・ダ・ヴィンチと呼ばれる造形作

家でありまして、彼の作品はプラスチック

チューブやペットボトルなど、身近な素材で作

られたビーストと呼ばれる巨大な造形作品であ

り、風の力を受けて、まるで生き物のように歩

行する実演が美術館内でも実際に行われたとこ

ろであります。

子供たちが、オランダから海を越えてやって

きた巨大な作品を見て驚いたり、そして実際に

動かして、その仕組みに感動している姿を目の

当たりにして、美術作品の持つ力、そしてその

価値や普遍性を改めて実感したところでありま

す。美しい絵や彫刻などを見てしみじみ芸術や

美術の美の力に浸る、これも魅力的であります

が、生き物やロボットのように工作物が動く、

また、自分の力で動かすことができることに、

きっと子供たちもわくわくしたに違いないと考

えております。

また、美術館の出口には、その小さな模型が

置いてあって、うちわで風を起こしてそれを実

際に動かすことができる、私も夢中になって、

これをやったりしておりましたし、そこで競争

などが行われていたところであります。

美術に関して申しますと、私は、高校時代の

美術の先生が繰り返し「センスを磨け」という

ことを言われたことを非常に覚えております。

適切な栄養を取ることによって体をつくるのと

同じように、一流の美術作品を見ること、触れ

ること、体験すること、そのことによって心の

栄養にもなり、また自分自身を磨くことができ

る。今になってみれば、その言葉の意味も分か

るわけでありますが、幼い子供たちも含め、そ

ういったことを意識する前から、自然に優れた

美術作品と出会う機会を提供し、様々なものを

吸収して伸びていく、その環境を我々大人の責

任でつくっていく必要があると考えておりまし

て、美術館を活用した教育を一層進めてまいり

ます。以上であります。〔降壇〕

ありがとうございます。○工藤隆久議員

美術館こそ、自己肯定感を見失いがちな児童

生徒に有意義な場であると感じております。も

ちろん不登校生徒に限らず、違う世界、感性を

知る、すばらしい教材です。

そこで、県立美術館を活用した教育における

県の取組を教育長にお伺いいたします。

美術作品を自分の○教育長（黒木淳一郎君）
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目や体で直接捉え、よさや美しさなどを主体的

に感じ取ることは、子供の感性を豊かにし、豊

かな情操を培うことにつながると考えておりま

す。

県内の各学校では、県立美術館の収蔵作品が

印刷されたアートカードを用いたり、郷土の画

家・瑛九や国内外の名画の映像を視聴して、作

品の印象を伝え合い、認め合うなどの鑑賞を楽

しむ学習を行っております。

また、「旅する美術館」として、県内の市町

村に美術館の収蔵作品を届け、親子で本物と触

れる機会をつくるなど、子供から大人まで美術

に親しむ機会を設けております。

今後、このような美術館と学校が連携した取

組を各学校にも広く発信し、県立美術館を活用

した教育活動に積極的に取り組んでまいりま

す。

ありがとうございます。○工藤隆久議員

今後とも、宮崎県の子供たちに芸術に触れて

いただき、様々な感性を知り、また磨いてもら

いたいと思います。

愛媛の県立美術館では、鑑賞教育の一環で教

育支援センターを訪問したところ、人前で発表

したことがない生徒が自分の感想、物語を語っ

たりと、ふだんの生活とは違う体験をすること

で心を開いたと感じた、自分を表現させる手助

けができたと研究発表しておりました。ぜひ訪

問先に教育支援センターもどんどん取り入れて

いただきたいと思います。

ここで、文部科学省が出している不登校の定

義を確認したいと思います。不登校児童生徒

は、何らかの心理的、情緒的、身体的あるいは

社会的要因・背景により、登校しないあるいは

したくともできない状況にあるため、年間30日

以上欠席した者のうち、病気や経済的な理由に

よる者を除いたものであります。

また、子供には、教育を受ける義務はありま

せん。教育を受けさせる義務は一次的に親ない

し親権者が負うものであります。これは憲法上

の規定であります。そして、教育を受ける権利

は子供に対して保障されております。その社会

的側面として、国、地方自治体は教育制度を維

持し、教育条件を整備すべき義務を負っており

ます。不登校児童生徒は、行きたくても行けな

い児童なんです。それに対してどう教育環境を

整えるか、その責務は国、自治体にあります。

次の世界をつくるのは子供たちであります。

全ての子に教育の機会をつくることを目的に、

不登校問題をはじめ、教育について質問してい

きたいと思います。

先日の質問への回答の中で、「個に応じた具

体的な支援を行うこととされた国の生徒指導提

要を共有し、全ての教職員に共通の理解を図る

ように指導した」とありました。他県の事例に

おいても、担任をはじめとする教師への研修を

通じての取組が基本でありました。

そこで、不登校に関する教員研修はどのよう

な内容なのか、また、今年度新たに行っている

内容を教育長にお伺いいたします。

各学校では、校内○教育長（黒木淳一郎君）

研修において、不登校傾向の児童生徒の理解や

支援の在り方等について、全教職員で共通理解

を図っております。

また、県教育研修センターでは、不登校支援

の基本的な考え方から、スクールカウンセラー

等の活用方法や各種関係機関との連携の在り方

まで、職能に応じた研修を実施しております。

さらに、今年度より全ての県立高校で、新た

に配置したスクールソーシャルワーカー等を活

用した研修を実施するとともに、小中学校で
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は、37校の研究指定校において、不登校をテー

マとした研究に取り組んでおり、今後、その成

果等を広めていくこととしております。

今後も、校内外の研修の充実を通して、教職

員の不登校への対応力向上に取り組んでまいり

ます。

ありがとうございます。○工藤隆久議員

世間では担任ガチャなどという言葉がありま

すが、どの先生でも、個に応じたきめ細やかな

対応ができ、共通認識の下、組織的に不登校児

童に対応できるようにお願いいたします。

今回は外しましたが、カウンセラーの確保に

ついても、臨床心理士が少ないワースト３に入

る宮崎県にあって、工夫していただければと思

います。

小中学校で不登校でも、高校には進学したい

という生徒、また親も多いと考えます。福岡県

では、不登校だった生徒を対象とした高校が来

年度開校予定です。宮崎県としては、多様化学

校が延岡市、宮崎市に設置予定ではあります

が、高校はありません。今年度から、不登校で

あった子供たちに自己申告制度を設けて、進学

時への配慮をしているとのことであります。す

ばらしい取組であると思います。

不登校であった子たちが全日制の高校に通え

るのか。進学指導は、その子の希望など個別対

応ではあると思いますが、単位制である通信高

校への進学もしっかりと入れていただく必要が

あると思います。

そこで、県立高校の通信制課程が、不登校経

験のある生徒の進学先として役割を果たしてい

るのか、教育長にお伺いいたします。

通信制課程は、単○教育長（黒木淳一郎君）

位制の利点を生かした学び直しや分割履修がで

き、学習者が自分のペース、生活スタイルに合

わせて学べることから、様々な入学動機、進路

希望、背景を持つ生徒が在籍しておりまして、

不登校経験のある生徒も共に学んでおります。

そのような中、生徒一人一人の多様なニーズ

に応えた丁寧なレポート添削や個別の進路指導

など、きめ細かな教育に取り組んでおります。

また、県教育委員会といたしましては、通信

制課程には、スクールカウンセラー等のほか、

生徒相談支援員も加えて配置するなど、より生

徒に寄り添う支援を行っております。

今後とも、通信制課程の役割を大切にし、多

様な教育ニーズに対応してまいります。

ありがとうございます。○工藤隆久議員

通信制に対する世の中の認識が、まだまだ悪

いと感じております。偏見なく通えるような風

潮をつくっていけたらと思います。

他県では、不登校児童生徒を出さないため

に、不登校予備軍の予防に力を入れているとこ

ろがありました。大学の教育学部と連携して、

４月から６月までの出席日数をデータ化し、夏

休み明けの不登校につながる生徒の洗い出しを

行い、早めに対応する。また、ＩＣＴ化で１人

１台タブレット端末がある中、朝登校した際に

今の気持ちを絵文字で選ぶようにし、泣き顔

マークとか不満顔マークを押した子には、それ

となく担任や仲のよい先生が触れ合っていくな

どの取組がありました。また、４月、９月に個

別相談を実施する高校など、早め早めの対応で

不登校にならない取組の重要性を改めて感じた

ところであります。

そこで、新たに不登校を生まないために、小

学校段階からの未然防止の取組について、教育

長にお伺いいたします。

国の調査では、不○教育長（黒木淳一郎君）

登校児童生徒数は、年々増加傾向にあり、特に
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小学校の増加率が高く、本県も同様であること

から、学齢の低い段階からの未然防止の取組を

進めることが重要であると考えております。

本県では、小学校段階から「ひなたの学び」

に基づいた分かる授業づくりに取り組むととも

に、児童生徒の望ましい行動を認めて伸ばすス

クールワイドＰＢＳや、児童生徒が互いに支え

合うピアサポート活動等を通して、学校が安心

して学べる場所となるよう取り組んでいるとこ

ろであります。

県教育委員会といたしましては、今後、外部

の専門家を交えて、様々な取組の効果を検証す

るとともに、好事例の提供や研修等を行い、不

登校の未然防止の取組が充実するよう学校を支

援してまいります。

ありがとうございます。私も○工藤隆久議員

今後研究し、ソフト面など、お金がかからず、

すぐに実行できるものについては情報共有して

いきたいと思います。

次に、障がい者問題について触れたいと思い

ます。今日12月３日は国際障害者デーというこ

とでございますので、大変意義深く感じている

ところでございます。

重症心身障がい者の親の会に「守る会」とい

う全国組織があります。私たち家族も所属して

おります。

最近、亡くなった方の葬式に行った際に、悲

しいことをお聞きしました。それは、父親が亡

くなった際に、障がい者ではない長女から、

「私の遺産相続分はしっかり頂く。これであな

たたちと縁は切る。障がい者の妹の介護は一切

しない」と言われたとのことでございます。

これからは、家族に頼ることなく地域で障が

い者を見ていく必要性はあると思いますが、一

番身近な家族が、逆に障がい者に対して嫌悪す

ることになっております。障がい者がきょうだ

いにいると、やはりその子の介護が中心となっ

た生活になります。私は愛されていないと感じ

るきょうだいがおります。

そこで、障がい者本人に対するケアはもとよ

り、親、きょうだいに対してのケアも必要であ

ります。県の親、きょうだいへの支援は、どの

ように行っていくのか、福祉保健部長にお伺い

いたします。

在宅の重症○福祉保健部長（渡久山武志君）

心身障がい児等の生活は、身近な存在である家

族の支えによるものが大きくて、きょうだいを

含む家族の暮らしにも目を向けた支援が重要と

考えております。

このため県では、障がい児の保護者やきょう

だいが少しでもふだんと異なる時間を過ごすこ

とができますよう、短期入所等の一時預かりの

サービス拡充に取り組んでおります。

また、障がい児の家族会が行う療育キャンプ

への助成等により、きょうだいを含めた家族間

交流を促進しておりますが、近年は様々な支援

団体の間でもきょうだいへの支援の視点が少し

ずつ浸透しており、県としても、活動例の紹介

を行うなどによりまして、その輪を広げてまい

りたいと考えております。

ありがとうございました。○工藤隆久議員

医療的ケア児支援法第５条には、「地方公共

団体は、基本理念にのっとり、国と連携を図り

つつ、自主的かつ主体的に、医療的ケア児及び

その家族に対する支援に係る施策を実施する責

務を有する」となっております。この理念は、

全ての障がい者の家族に共通した課題だと思い

ます。

ある女性の育った家庭は、脳性小児麻痺の兄

の生活が中心だった。子供の頃から兄のおむつ
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を替えたり、車椅子の介助をしてきた。自分が

我慢するのは当たり前だと思っていた。でも、

本当は寂しかった。大人になってから気がつい

た。今でも自分のことを後回しにする癖が抜け

ないと振り返っております。

また、障がい者の兄弟姉妹でつくる当事者の

会「きょうだいの会 わたぼうし」、これは豊

見城市というところにあるんですけれども、代

表によれば、きょうだい児には、成人後も自己

肯定感が育めず、アルコール依存に陥るなど、

苦しむ人が多いと語っております。県には、今

後の課題として、ヤングケアラーもそうです

が、きょうだいに対しての支援を考えていただ

きたいと思います。

次に、さきの議会の一般質問で、日中一時支

援の宮崎県においての地域格差を例示し、質問

したところ、コーディネーターの全市町村への

配置、地域の関係機関との情報共有、個別の

ケースに応じた支援計画の調整をしていくとの

答弁がありました。

他県では、医療的ケア児支援センターを中心

に、コーディネーターの配置にとどまらず、

コーディネーターを通じて、現状の把握、助

言、コーディネーターの養成研修を定期的に行

う等の取組があります。

そこで、コーディネーターの配置状況、地域

格差をなくす取組、またどのような運営をして

いるのか、福祉保健部長にお伺いいたします。

在宅の重症○福祉保健部長（渡久山武志君）

心身障がい者等への支援につきましては、現

在、21の市町村で、医療・保健・福祉・教育な

ど各分野の担当者が集います協議の場を設けて

おりまして、支援に関する情報共有や連携によ

る地域支援体制づくりが進められております。

また、18の市町村でコーディネーターを配置

しまして、重症心身障がい者等の日中の居場所

に関する調整や保護者への訪問、さらに避難計

画策定のための聞き取りなど、個別のニーズに

寄り添った支援を行っております。

こうした取組は、まだ始まって時間もたって

おらず、地域によって取組やスキルに差があり

ますことから、県では、市町村と連携しなが

ら、コーディネーターの養成やスキルアップ研

修等による支援体制のエリア拡大と底上げを

図ってまいります。

ありがとうございます。○工藤隆久議員

ぜひ、県内の事例を市町村と共有して、障が

い者に寄り添った支援をしていただければと思

います。まだまだ個別対応ができていないと感

じております。個別避難計画も作成されていな

いような状況です。いつ来るか分からない災

害、また、自分が亡くなった後のことを日々悩

みながら苦しんでおられる親御さんのために

も、早急な支援体制の確保、エリア拡大をお願

いいたします。

次に、ひきこもり問題についてお伺いいたし

ます。

ひきこもりサポーターの打合せに参加しまし

たところ、本年度でサポーターの育成などのひ

きこもり支援事業の一部が打切りになるとお聞

きしました。

これまでのひきこもりサポーター養成研修な

ど、宮崎県独自の取組は、大変にすばらしいも

のであると感じております。

そこで、これまでのひきこもり支援事業での

成果、ひきこもりサポーターの育成数、活動内

容を、福祉保健部長にお伺いいたします。

ひきこもり○福祉保健部長（渡久山武志君）

サポーターにつきましては、昨年度までに養成

研修を受講された309名のうち、172名の方に登
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録いただいております。

県では、市町村支援アドバイザーを全市町村

に派遣しまして、サポーターの方々が市町村で

活躍していただくための助言や好事例の共有を

行っております。

また、昨年度は、活動内容についての研修や

意見交換を行いますサポーターミーティングを

保健所圏域ごとに開催いたしまして、延べ85名

の方に御参加いただきました。

今年度は、地域イベントでの啓発活動や家族

会の運営スタッフとして参加いただくなど、市

町村において、サポーターの活躍の場が広がっ

ております。

ありがとうございます。○工藤隆久議員

自分もサポーターミーティングには参加させ

ていただきまして、そこでこの話をお伺いしま

した。ある就労支援施設の方の話なんですけれ

ども、デイケアを受けていたお母さんが、いよ

いよ歩けなくなったので、入所しなければいけ

ない状態になり、家を訪問し、荷物整理をして

いたところ、一人暮らしであると思っていた

ら、ひきこもりの息子さんがいたと。いわゆ

る8050問題の現場であったと思います。市の協

力もあり、就労支援施設での自立支援を受ける

ことができるようになったとお聞きしています

が、やはりひきこもりの方は、身近にいると感

じております。

人口比でいくと、潜在的には１万2,000人近く

いるとされるひきこもりの方に対して、今後、

県内全域に支援が届くよう、県はどのように取

り組んでいくのか、福祉保健部長にお伺いいた

します。

市町村ひき○福祉保健部長（渡久山武志君）

こもり支援体制整備サポート事業によりまし

て、市町村内での連携支援体制がつくられ、ま

た、全ての保健所圏域においてサポーターが登

録されるなど、市町村におけるひきこもり支援

の基盤づくりが進んでおります。

この事業は、今年度で終了いたしますけれど

も、今後は、市町村職員や御登録いただいたひ

きこもりサポーターに対する実践研修を実施い

たしまして、スキルアップや支援者間の連携推

進に取り組みますとともに、県のひきこもり地

域支援センターによる市町村への助言などの支

援を行っていくこととしております。

県から、ひきこもりサポー○工藤隆久議員

ターの管理などが市町村に移行されるとお聞き

しております。ひきこもり問題の管轄は基礎自

治体であり、また解決も地元のあらゆる既存の

サービスを使って解決していくことになります

から、基礎自治体内での連携が非常に重要に

なってくると思います。ここで県との関係が終

わりではなく、自治体同士の横の連携、また事

例、施策の共有など、今後とも、県の指導をよ

ろしくお願いいたします。

次に、林業についてお伺いいたします。

林業関係者に会いますと、話題は決まって出

口戦略です。いつまで木材の価格が今のままで

維持できるのか。少子高齢化の中、住宅戸数の

減少、資材が高騰し、住宅建造の坪単価も上昇

しております。さらに金利が上昇、さらに建て

にくい状況が続くと思われます。その中、材木

の値段だけ値切って安く済まそうとする流れが

あるそうです。

このような状況の中、県としてはどのような

出口戦略を考えているのか。近年の新設住宅着

工数や床面積が減少しているとお聞きします

が、県産材の出口対策について、環境森林部長

にお伺いいたします。

本県の平○環境森林部長（長倉佐知子君）
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成30年の新設住宅着工戸数は6,708戸、１戸当た

りの床面積は88平方メートルでしたが、令和５

年には着工戸数が5,929戸、床面積は83平方メー

トルまで減少しており、住宅分野における木材

需要は縮小傾向にあります。

このため県では、民間の住宅フェアにおける

県産材住宅のＰＲや県産材利用に積極的な工務

店を認定する取組など、住宅分野の出口対策を

進めつつ、木造建築の高度なスキルを持つ建築

士を育成し、店舗など木材利用の進んでいない

非住宅分野における需要拡大に努めておりま

す。

また、県外消費地における商談会の開催や海

外での構造材、内装材のプロモーションなど、

高付加価値製品の新たな販路の開拓にも取り組

んでおります。

ありがとうございます。○工藤隆久議員

材木の値段が安定してこその林業だと考えて

おります。もうかる林業、先が見える林業とな

るよう、よろしくお願いいたします。

先日、カーボンニュートラル推進対策特別委

員会で、経産省の九州経済産業局からＪ－クレ

ジットの説明を受けました。その中で、認証活

用の熊本県小国町の事例で、熊本県の県有林を

使ったＪ－クレジットの取組が紹介されてお

り、Ｊ－クレジットで稼いだ資金でさらに森林

整備を推進しているとお聞きし、視察してきま

した。

熊本県では、Ｊ－クレジットを使って、企

業、首都圏の自治体とつながりをつくっており

ました。小国町においては、規模が少ないなが

らも、様々な企業とつながり、まちおこしにつ

なげておりました。また、つながった企業と林

業の機械化などの取組をしており、成果を発揮

しておりました。

宮崎県では、カーボン・オフセットのイベン

ト、キャンプなどに企業アピールとして使い方

は様々できますし、県内企業のカーボン・オフ

セットへとまだまだ需要があり、林業県として

宮崎県のアピールにつながると感じておりま

す。

宮崎県においては、門川町で行っているとこ

ろ、2010年以来行っておりません。県有林にお

けるＪ－クレジットの取組状況と今後の方向性

について、環境森林部長にお伺いいたします。

県では、門○環境森林部長（長倉佐知子君）

川県有林において、1,175トンのクレジットの認

証を受け、これまでに276トンの販売及び譲渡を

行っており、その収益の243万円を間伐などの財

源として活用しております。

そのうち、昨年、ダンロップフェニックス

トーナメントの大会事務局が協賛金でクレジッ

トを購入し、大会運営で排出されるＣＯ をオフ２

セットするとともに、森林整備へとつなげるス

キームがユニークな取組と評価され、林野庁主

催のコンテストで優秀賞に選ばれております。

今後ますます脱炭素の取組に対する社会的な

関心が高まり、取引の拡大が期待できることか

ら、関係部局とも連携し、企業の情報収集等に

努め、引き続き、販売促進に取り組んでまいり

ます。

ありがとうございます。○工藤隆久議員

Ｊ－クレジットは、多くの造林地を抱える我

が県としては、非常に有意義な活動であり、

カーボンニュートラルの鍵となる活動であると

思います。また、述べましたが、ストーリーを

つくって販売することにより、企業とつなが

り、まちおこしに、また地元の自治体の盛り上

げにつながる活動であると思います。

アメリカの最大手の企業は、データセンター

- 244 -



令和６年12月３日（火）

をカーボンニュートラル化できる地域に、また

水資源がある地域につくりたいと言っておりま

した。カーボンニュートラルが企業誘致につな

がる時代になってきております。ぜひ、今後も

進めていただき、市町村が有する市有林、町有

林、村有林でも行えるように、事例の共有をお

願いしたいところでございます。

次に、防災関連についてお伺いしたいと思い

ます。

災害はいつ起こるか分かりません。自宅での

避難は頭に入っていても、勤務先、営業現場で

の避難、また県として進めているキャンプ誘致

に来られた方、インバウンドで来られた方、観

光客などにもしっかりと避難していただく必要

があると思います。

そこで、県民をはじめ、観光客など誰もがど

この場所にいても迅速に避難できる取組が必要

だが、避難意識を向上させる県の考えを知事に

お伺いいたします。

自然災害はいつ、どこ○知事（河野俊嗣君）

で発生するか分からず、置かれた状況の中で、

それぞれが自ら判断し、安全な場所に迅速に避

難することが重要であります。

このため県では、県民への防災講座や、県外

からの旅行者も含め、ホームページ、ＳＮＳ等

で災害に関する情報提供を行っておりますが、

その中で、現在地から避難場所までのルートを

案内するスマートフォンのアプリを紹介してお

ります。

また、今年度、南九州ファミリーマート及び

ＪＴと連携し、周辺の避難所情報や啓発動画に

誘導するＱＲコードを、県内約120か所のコンビ

ニ設置の灰皿に掲載する取組を行ったところで

あります。

外国人向けには、県内在住者に対し防災セミ

ナーや防災パンフレットで情報提供を行い、旅

行者等に対しては、県の多言語ホームページで

情報提供を行うとともに、災害発生時には、外

国人サポートセンターにおいて相談対応等を

行っております。

今後とも、市町村や関係機関とも連携し、誰

もが災害時に迅速に避難できるよう取り組んで

まいります。

ありがとうございます。○工藤隆久議員

県民、県に来られた方に安心して過ごしてい

ただくためにも、必要な取組であると思いま

す。宮崎空港に降り立った際、先ほど説明が

あったＱＲコードが読み込めるように貼り出す

など、さすが宮崎県、防災意識も高いなと観光

客に言われるような取組をお願いしたいと思い

ます。関西圏では、電柱にＱＲコードが貼って

あって、いつでも読み込めるようになっている

そうです。ぜひ進めていただきたいと思いま

す。

次に、避難をする際に、どの道を通っていく

のかをシミュレーションし、日頃から備える必

要があります。どの道が通れるのか、どの道が

壊れやすいのか、渋滞になるのか、情報を知る

必要があります。それは、水害、地震、津波等

によって違ってくるのは当たり前です。避難路

の確保を県民に実行していただくためにも必要

なことであります。

そこで、県管理道路において、大雨など災害

に備え、事前に通行を規制する箇所の考え方及

びその周知方法について、県土整備部長にお伺

いいたします。

県管理道路に○県土整備部長（桑畑正仁君）

つきましては、大雨や台風などの異常気象によ

り土砂崩れや落石等の危険があるため、災害が

発生する前に、あらかじめ通行を規制する区間
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を指定しております。

現在、山間部を中心に、県内全域で49路線65

区間を指定しており、規制を行う基準につきま

しては、台風の襲来が予想される場合や、事前

に定めた降雨量を超えた場合としております。

このような危険箇所を地域住民や道路利用者

に広く周知する方法につきましては、今後、県

庁ホームページや案内看板などの活用を検討し

てまいります。

ありがとうございます。○工藤隆久議員

県道だけではなく、市道、国道と連動して考

える必要があると思います。

同様に、災害時の信号の取扱いについても質

問しようと思いましたが、県、市ともに規制区

域が決まっていない中では、県警として避難の

妨げとなるから動きようがないとの話でござい

ました。この質問は県土整備部の管轄なのか、

危機管理課ではないかとは思いますが、国、市

町村と連携していただき、県民に予見可能な情

報が提供できるようお願いいたします。

日向灘沖地震のとき、私も県庁にいました。

津波注意報が解除になりまして、帰宅の途に就

きました。大変な渋滞に巻き込まれ、５時間近

くかけて延岡に帰り着きました。津波、地震の

際は、近くの避難所への徒歩避難が原則であり

ますが、要支援者は車を使って避難することも

あります。ですが、実際に車を使っての避難が

できるのか。皆が車を使ってしまっては、避難

もままならないのではないかと思います。

ある医療的ケア児の家族は、家族会議で、息

子と父親は避難する、母と障がい児童は避難せ

ずに死のうと決めているとの話をお伺いしまし

た。まだ自治体との個別避難計画が作成されて

いない段階での話ではあると思いますが、この

ような悲惨な話が出てきている。本当に車での

避難が必要な方に、渋滞などのハードルが少な

く、安心して避難していただくためにも、自動

車の避難はしない、例外的に高齢者、障がい者

等が使用するとの徹底が必要であると考えま

す。

そこで、津波発生時の徒歩避難の原則、例外

をどのように周知しているのか、県の取組を危

機管理統括監にお伺いいたします。

津波からの○危機管理統括監（児玉憲明君）

避難方法は、地域防災計画等において、地震に

よる道路の損傷や渋滞、交通事故等が発生する

おそれがあるため、自動車ではなく、徒歩を原

則としておりますが、要支援者が避難する場合

などは、徒歩避難の例外としております。

県や市町村では、ホームページやパンフレッ

ト、ハザードマップ等で徒歩避難の原則の周知

を図っているほか、要配慮者の避難方法の確認

を行うため、津波被害の想定地域において、市

町村や関係機関と連携して、個別避難計画の作

成を進めるとともに、県総合防災訓練等で実際

に避難訓練を行う等の取組に努めております。

県としましては、引き続き、市町村等と連携

しながら、災害時の避難対策に取り組んでまい

ります。

ありがとうございます。○工藤隆久議員

周知は、大変に難しい問題ではあると承知し

ております。先ほどの話などをお聞きします

と、質問せずにはいられない問題だなと感じて

おります。

私自身も、今回、知事と同じく防災士養成講

座を受講し、無事合格できました。今後、防災

士としても、しっかりこの問題については県民

の方に訴えてまいりたいと思います。

勤務先での避難はもとより、実際に災害が起

きた際に、自社をどのように復興していくの
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か、会社を立て直していくのか、日頃より検討

する必要があります。南海トラフ地震を想定し

ますと、沿岸沿いに企業、工場が多い我が県に

おいては、喫緊の課題であると思います。

そこで、県内企業のＢＣＰ策定状況と、策定

率向上に向けた県の取組を、商工観光労働部長

にお伺いいたします。

令和６年○商工観光労働部長（川北正文君）

の県内企業のＢＣＰ策定率は、民間会社の調査

によりますと、18.1％であり、全国平均の19.8

％を下回っております。

県ではこれまで、商工団体等と締結しました

「宮崎県ＢＣＰ策定支援に関する協定」に基づ

き、啓発セミナーの開催等に取り組んできまし

たが、本年８月の大規模地震の発生を受け、９

月補正予算で、本県独自のＢＣＰひな形の作成

や災害対策設備の導入支援にも取り組むことと

いたしました。

ＢＣＰの策定は、災害時における従業員等の

安全確保をはじめ、中核となる事業の継続や早

期復旧を図る上で大変重要でありますことか

ら、県としましては、引き続き、関係団体等と

も連携し、ＢＣＰ策定率の向上に取り組んでま

いります。

ありがとうございます。○工藤隆久議員

ＢＣＰ策定を通じて避難意識が向上するとと

もに、また関連会社との日頃よりのネットワー

クづくりの意識向上にもつながると思います。

船舶での輸送も多い我が県にあっては、港に

製品が集約され、丸太などが海岸沿いに並べら

れております。これが津波などで内陸に流され

ないようにする対策は企業努力であると、昨

年、委員会で答弁を受けましたが、企業が地域

への被害拡大を少なくする観点も入れていただ

ければと思います。ぜひ、策定率100％を目指し

て進めていただければと思います。

雨が降るたびに山から土砂が流れてくる、伐

採をしたからじゃないか、林地開発、太陽光パ

ネルを設置したからではないか等の意見を近隣

住民からいただくことが多いです。林地開発が

進むと、今までの山林貯水と違って、下流に流

れてくるのは明らかであります。

そこで、太陽光発電など林地開発許可におい

て、水害防止を図るために、県はどのように審

査を行っているのか、環境森林部長にお伺いい

たします。

林地開発の○環境森林部長（長倉佐知子君）

許可に際しては、森林の持つ「災害の防止」

「水害の防止」「水源の涵養」「環境の保全」

の４つの機能が損なわれないことを基準として

審査を行っております。

このうち、水害の防止については、台風等の

豪雨に伴う開発地からの排水により、下流の地

域で洪水が発生しないよう、十分な能力を持つ

調整池や水路等の防災施設が適正に計画されて

いることなどを審査しております。

また、開発期間中は、規模に応じて定期的に

現地確認を行うとともに、工事の完了後も確認

のための調査を実施しており、今後とも、水害

の防止をはじめとする森林の持つ公益的機能が

損なわれることのないよう、林地開発許可制度

を適切に運用してまいります。

ありがとうございます。○工藤隆久議員

開発後に下流域で洪水が発生しないように指

導されているのがよく分かりました。完了後の

管理も重要になってくると思います。ぜひ市町

村と連携して、治水対策を継続して行っていた

だければと思います。

さきの延岡市をはじめ、県北での大雨の際

に、山から多くの土砂が流れてきました。やは
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り想定外をなくす、さらなる細かい検査も必要

になってくると感じております。引き続き、想

定外をなくす厳密な審査をお願いいたします。

次に、子育て支援についてお伺いいたしま

す。

私の姉、妹は関東地域に住んでおり、年に１

～２度、子供を連れて帰郷します。そのときに

子供が発熱したりして病院にかかることがあり

ます。いつもは財布を持って小児科に行く習慣

がありませんが、宮崎に帰ってきたときは財布

を持っていくことになります。

ある地元の女性から、正月に小学生の娘が発

熱し、夜間救急にかかり、様々な検査をし、ま

た精算ができなかったため、２万円近く預けて

きたとの話を伺いました。

医療費助成は市町村がやるものであり、ま

た、子供に対する医療費の助成は、国が一律に

行うべきとの県の立場も分かりますが、ＵＩＪ

ターンを進め、また日本一生み育てやすい県を

目指す宮崎県として、これでＵＩＪターンが進

むのか。帰郷した親が、やはり宮崎県で育てた

いと思うのでしょうか。

そこで、自治体間で子供の医療費の地域格差

が生じていることについて、知事の認識をお伺

いいたします。

医療費に対する助成な○知事（河野俊嗣君）

ど、子供たちがひとしく受けるべき行政サービ

スについては、居住する自治体の財政力によっ

て差が生じることは好ましくないと考えており

ます。

このため、財政負担の大きい包括的な仕組み

づくりについては、国において全国一律での実

施を図るよう、全国知事会等を通じて要望を

行っているほか、本県単独でも、「みやざきの

提案・要望」の中で、強く要望し続けていると

ころであります。

国においては、「こども未来戦略」に基づく

子供・子育て施策の抜本的強化に取り組まれて

いるところでありますが、全国一律の医療費助

成制度の創設についても、引き続き、あらゆる

機会を通じて働きかけを行ってまいります。

ありがとうございます。大変○工藤隆久議員

に答えにくい答弁であったと思います。県民の

地元の声として言わせていただきました。

自治体によっては、コンビニ受診が増えるか

ら助成金をやらないとかいうふうな地域もある

と思いますが、そのようなモラルの問題と子育

て支援とは別次元のものであると考えていま

す。市町村自治体で今後、医療費助成が進むよ

うに、我が公明党としてもしっかりと進めてま

いりたいと思っております。

次に、中小企業が多い中、子育て、介護等で

の急な欠勤、早退に対しての理解がなかなか進

んでいないと感じております。

確かに様々な制度があり、育児休業制度、介

護休業制度が整えられていますが、どれだけ宮

崎で働く人に利用されているのか。シフト制で

仕事をしている人に話を聞くと、自分で交代要

員を探さないといけないだとか、所長に相談し

たら注意をされたという現状をお聞きします。

ましてや、専門業種、重機オペレーターなどは

どうでしょうか。その人がいなかったら現場が

止まってしまいます。

県の取組として「仕事と生活の両立応援宣

言」を進めていますが、雇用者とともに従業員

に共同で宣言してもらうなどの取組をしてはど

うか。

そこで、「仕事と生活の両立応援宣言」の内

容については、経営者と従業員が共に進めてい

けるような工夫が必要であると考えますが、県
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は、どのように取り組んでいるのか、商工観光

労働部長にお伺いいたします。

県では、○商工観光労働部長（川北正文君）

企業の経営者の方に働きやすい職場づくりへの

具体的な取組を宣言していただく「仕事と生活

の両立応援宣言」の登録を行っており、今年11

月１日現在、登録企業は1,576社となっておりま

す。

登録企業においては、県が交付した宣言書を

社内へ掲示するとともに、経営者にあらゆる機

会を通じて従業員へ周知していただくことで、

職場全体の機運醸成や制度利用への理解促進が

図られるなど、経営者と従業員が一体となった

取組につながっているものと考えております。

また、企業名や宣言内容については、県ホー

ムページや広報紙への掲載も行っており、引き

続き、これらの取組を通して、県内企業への制

度の周知を図り、働きやすい職場環境づくりを

促進してまいります。

ありがとうございます。○工藤隆久議員

さきの議会でも、看護師の方の事例を説明し

ましたが、看護師の方が、子育てができないか

ら看護師を辞め、今はコンビニでバイトしてい

るとの事例を紹介させていただきました。経営

者だけがやる気があっても、労働管理者、また

従業員の方が権利として使えるという認識が非

常に重要だと思います。意識改革を県としても

しっかり進めていただければと思います。今後

とも、両立できる仕事場の広がりに対しての取

組をよろしくお願いいたします。

次に、入郷、日向市では、産婦人科の病院が

１つしかありません。また、経営が厳しいとお

聞きしております。市町村で補助を得てどうに

か運営している状況であるとお伺いしておりま

す。

確かに地域周産期保健医療体制をつくり、安

心して出産できる体制をつくることが、まず第

一の県の役割ではあると思いますが、地域の産

婦人科への支援は市町村で行うべきです。しか

し、地域の病院があってこその体制でもありま

す。このままでは、県北においては、出産は全

て県立延岡病院で行うことになりかねません。

それで日頃の県立病院としての経営ができるの

か、不安が残ります。

そこで、分娩取扱医療機関が減少する中、支

援が必要であると考えるが、県の取組を福祉保

健部長にお伺いいたします。

産科開業医○福祉保健部長（渡久山武志君）

の高齢化や後継者の不足によりまして、分娩取

扱医療機関が減少していく中、地域で安心して

子供を産むことができる環境を整備すること

は、大変重要であると認識いたしております。

そのため本県では、周産期の医療圏を４つの

ブロックに分けまして、各圏域の中核的な医療

機関であります周産期母子医療センターを中心

に、周産期医療に対応できる体制を整備いたし

ております。

また、分娩取扱施設への支援といたしまし

て、医師及び助産師へ分娩手当を支給しており

ます分娩施設に対しまして、手当支給額の一部

を補助いたしております。

ありがとうございます。○工藤隆久議員

分娩取扱医療機関、産婦人科が地元でなくな

らないような取組を市町村と連携して、今後と

もよろしくお願いしたいと思います。どう病院

を残していくか、検討もお願いします。

次に、児童福祉施設等についてお伺いいたし

ます。

児童養護施設で育った子について、日頃より

親元を様々な事情で離れ、施設で暮らすことに
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より、本来家庭で学ぶ料理、洗濯、清掃といっ

た家事や、また家計のやりくりをしている親の

姿に触れることがないまま卒園することにな

り、家計の仕方を知らないままになり、生活困

難に直面することがあります。

施設においては、様々な工夫がされ、また、

卒園後もフォローする取組があるとお伺いして

おりますが、まだまだ人材不足でなかなか進め

られていない状況にあるとお伺いしているとこ

ろでございます。

そこで、児童養護施設などへの入所児童に対

して、施設退所後の金銭管理等の教育が必要で

あると思いますが、自立支援についてどのよう

に取り組んでいるのか、福祉保健部長にお伺い

いたします。

施設に入所○福祉保健部長（渡久山武志君）

しています児童が、施設を退所しました後に、

自立して生活するためには、お金の使い方や食

事の作り方など生活スキルを身につけさせるこ

とが大変重要であります。

このため施設におきましては、児童の自立を

見据え、お小遣いの管理などの日常的な生活指

導に加えまして、施設内で一人暮らしを体験さ

せたり、調理員と一緒に弁当を作ったりするな

どの支援を行っていると伺っております。

また、県では、施設退所者等を対象といたし

ました社会的養護自立支援拠点におきまして、

自立した者の相互交流の場の提供や相談援助等

を行っております。

ありがとうございます。○工藤隆久議員

施設で育つと、親の姿を見られなくて、お金

がないとか、今日の食べ物をどうするとか、家

計のやりくりを見ていないので、大変厳しい

と。また、施設に帰れば、食事が３食提供され

て、やってもらうのが当たり前だという環境に

慣れている。その中でなかなか自立につながっ

ていないと。

そうしますと、いろいろな支援もしていただ

いていますが、施設としては、人が足りないの

で、なかなかそこまで進まないという現状もお

聞きしております。次の時代を担う児童がしっ

かりと巣立ち、自立できるように、よろしくお

願いいたします。

次に、施設で育てることが悪いことでは決し

てないと思いますが、やはり家庭で育てるとい

うのが一番いいと思います。全国には４万2,000

人の、親元で暮らせず、公的な責任の下、社会

的養育を受けている子がいます。

施設では、多数の共同生活のため、家庭での

暮らしを知らず、また、私だけを見てくれる大

人の存在を知りません。自己肯定感が低くな

り、基本的信頼関係の獲得が難しくなります。

そうすると、自分が家庭を持つと、どう子育て

していいのか分からないという、子育てが難し

い状況になってしまいます。

私の知人に、施設で暮らし、今年の春卒園し

た子がいましたが、いつでも相談に来ていいよ

と言っておりましたが、全く相談することがな

く、有り金も使い切り、10日間水だけで暮らし

ておりました。共通の知人が訪問し、助かりま

したが、真っ先に相談する親がいない人にとっ

て、社会的なつながりだけではなく、家庭的な

つながりの必要性を強く感じたところでござい

ます。

そこで、里親委託について、本県の現状と取

組を福祉保健部長にお伺いいたします。

本県の令和○福祉保健部長（渡久山武志君）

５年度末の登録里親数は148世帯で、そのうち31

世帯に35人の児童を委託しております。また、

里親等委託率は11.5％で、全国と比較しまして
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低い状況にございます。

里親委託の同意を得る際に、「他人の子供に

なってしまうのではないか」といった不安や誤

解を訴える実親も多いことから、県では、資料

等を用いて丁寧な説明に心がけているところで

ございます。

また、県民に向けた里親制度の普及啓発のた

め、県が設置しております里親普及促進セン

ターを中心に、市町村との共同によるイベント

の実施やテレビ等のメディアを活用した広報も

行っております。

ありがとうございます。○工藤隆久議員

今後も里親制度が広まるよう、私自身ももっ

と勉強して、しっかり広報してまいりたいと思

います。

以上で質問の全てを終わります。ありがとう

ございました。（拍手）

次は、黒岩保雄議員。○濵砂 守議長

〔登壇〕（拍手） 日南市選○黒岩保雄議員

出、自由民主党の黒岩保雄です。傍聴席の皆

様、インターネットを御覧の皆様、今日は私の

質問に関心を寄せていただき、心からお礼を申

し上げます。

今日は会場に、いきいきロード日南女性の会

の役員の皆様、そして日南市議会の方もいらっ

しゃるようでございます。

今日は、これまで私に寄せられました御意

見、御要望などを中心に、災害対策、漁業及び

農業の振興、学校給食の充実などの６項目を取

り上げます。私に要望や意見を寄せていただい

た方々に、県議会の一般質問でテーマにするの

で傍聴に来てほしいとお願いしたところ、年末

で忙しいので無理と言われました。恐らくイン

ターネットの中継で見ていただいているものと

信じ、質問を行います。

今年は、元旦に能登半島地震が発生し、国民

の正月気分は一変、突然発生する地震の怖さと

すさまじさを改めて知ることになりました。こ

うして幕を開けた今年は、本県においても、８

月８日の地震、８月下旬の台風第10号及び10月

下旬の大雨など大きな被害をもたらす災害が発

生し、２名の貴い命が失われました。

師走を迎えた今も、屋根にブルーシートを張

り修理を待つ人、裏山が土砂崩れを起こし雨が

降るたびに不安で眠れない人、ビニールハウス

が浸水し今シーズンの収穫ができない人など、

いろいろな苦難を抱えておられる方々が多くい

ます。そして、今なお宮崎市で29世帯の方々が

避難生活を送りながら不便な日々を送られてい

る。こうした方々に、この場をお借りし、心か

らお悔やみとお見舞いを申し上げます。

さて、本年10月１日に石破政権が誕生し、先

般、第２次石破内閣も誕生しました。農林水産

大臣には、本県２区選出の江藤拓衆議院議員が

就任し、宮崎県の農林水産業の振興はもとよ

り、日本の力強い農林水産業の確立に大いに期

待いたしております。

石破総理は国会の所信表明演説などで、「地

方こそ成長の主役」と述べ、地方創生の取組を

再起動させると表明しております。地方にとっ

ては大いに期待するところでありますが、一方

では、年収の壁の引上げの議論が行われてお

り、地方自治体の税収及び地方交付税の減など

が懸念されています。

また、海外に目を向けますと、米国では、来

年１月にトランプ大統領が就任することにな

り、関税の引上げや地球温暖化対策の影響が懸

念されるなど、本県をはじめとする地方自治体

においても様々な影響があると考えています。

このように期待と懸念が交錯し、先行き不透
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明な状況の中、知事は宮崎県の発展を担うトッ

プリーダーであることは言うまでもありません

が、全国知事会の中でも強い発言力を持ってお

り、先見性と行動力が求められる時期が到来い

たしました。

そこで、知事として、こうした石破政権の誕

生や米国大統領の交代といった政治の変化をど

のように受け止め、対応されていくのかお伺い

いたします。

また、本県における新年度の予算編成方針が

示され、現在、その作業が行われております

が、政治の先行きが不透明な中、令和７年度当

初予算編成にどのように取り組んでいかれるの

か、知事にお尋ねいたします。

以降は質問者席から行います。（拍手）〔降壇〕

〔登壇〕 お答えしま○知事（河野俊嗣君）

す。

まず、石破政権誕生や米国大統領交代への受

け止めと対応についてであります。

今年10月に誕生した石破政権には、不透明感

を増す世界情勢の中で、的確に国のかじ取りを

担っていただくとともに、これまで農林水産大

臣や初代の地方創生担当大臣を経験された総理

のリーダーシップの下、急速に進む人口減少問

題をはじめとする様々な内政面の課題について

も、地方の実情を踏まえた施策に取り組んでい

ただくことを期待しております。

一方で、現政権は、政策ごとに与野党間での

調整が必要となる部分連合の状況下にあり、法

律や予算の成立に時間を要するなど、不安定な

政権運営になることも予想されますことから、

本県におきましても、これまでと同様の見通し

を持って県政運営を行うことが難しくなるもの

と認識しております。どのようなプロセスを経

て政策決定や合意形成がなされていくのか、

しっかりと注視しつつ、適時適切に地方の声を

届ける必要があると考えております。

また、米国大統領選挙では、自国主義を主張

するトランプ氏の再任が決定し、各国への関税

引上げを明言するなど、安全保障や経済対策、

地球温暖化対策をはじめ、国際情勢が大きくさ

ま変わりすることが見込まれ、我が国や地方に

対しても多方面で影響が及んでくるものと危機

感を持っております。

また、これに加えて、ＥＵの中核的存在であ

るドイツやフランスにおいても政治情勢が不透

明感を増してきておるところでありまして、日

本の果たす役割というものもこれまで以上に大

きくなるものと考えております。

私としましては、今後の国際情勢や国政の動

きを常に注視しつつ、全国知事会の地方税財政

常任委員長としての立場も最大限活用し、本県

をはじめ、地方において必要な財源の確保や施

策の実現に全力で取り組むとともに、将来世代

への責任を念頭に、人口減少対策や回復基調に

ある本県経済のさらなる発展、県土強靱化など

の重要課題に的確に対応してまいります。

次に、令和７年度当初予算編成に向けた取組

についてであります。

政府は、６月に策定した「骨太の方針2024」

において、地方の一般財源総額を今後３年間、

実質的に今年度と同水準に維持するとの考えを

示すとともに、10月には「新しい地方経済・生

活環境創生本部」を創設し、地方創生の交付金

倍増を打ち出すなどしており、地方を重視した

取組に期待しているところであります。

一方、現在、国において、年収の壁の引上げ

やトリガー条項の凍結解除など、国・地方の税

収減が懸念される議論がなされているところで

あり、交付税や国庫支出金等の依存財源が歳入
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の約６割を占める本県に大きな影響を及ぼす可

能性もあります。

このため、本県の来年度予算編成に当たりま

しては、国の当初予算や税制改正大綱、地方財

政計画が示される年末に向け、あらゆる機会を

通じて、地方財源の確保を国へ強く求めるとと

もに、日本一挑戦プロジェクトや人口減少対

策、持続可能な未来に向けた基盤づくりなど、

県政の重要課題に的確に対応していくための予

算を編成してまいります。以上であります。

〔降壇〕

知事が言われますとおり、年○黒岩保雄議員

末に向けて、国は税制改正、予算編成、そして

地方財政計画の策定などの作業を行いますの

で、時期を逃さず、財源確保などの地方の声を

しっかりと強く届けてほしいと思います。ま

た、地方創生の再起動に当たりましても、全国

の地方自治体の先頭を走る気概を持って取り組

んでほしいと思います。

次に、災害対策に関する一連の質問です。

本年は、地震、台風、大雨など大きな被害を

もたらす災害が発生しました。こうした災害で

は、これまでの災害対策等により成果があった

もの、例えば木造住宅の耐震化による倒壊防

止、河川の改修による河川の氾濫の減少など、

これまでの取組が一定の効果をもたらしている

のではないかと考えられるものもございます。

一方で、住民の方々からは、避難情報の伝達

や避難行動支援などについて様々な意見が寄せ

られたほか、南海トラフ地震臨時情報の受け取

り方にも差があったように思います。こうした

ものを検証しながら、さらなる防災対策に資し

ていかなければならないと考えております。

そこで、今年発生した地震や台風災害等によ

り明らかになった課題と今後の対応について、

知事にお伺いいたします。

今年は、特に日南市に○知事（河野俊嗣君）

おかれては、地震、台風等で大きな災害に度重

なる被害を受けられたところでありまして、改

めてお見舞いを申し上げます。

まず、初めての発表となりました南海トラフ

地震臨時情報に関して、臨時情報の仕組みや住

民等が取るべき行動が十分に理解されておら

ず、周知・広報に課題があったものと考えてお

ります。

今後、国が進めている検証の状況も踏まえな

がら、自治会や学校等への出前講座、市町村、

防災士への啓発セミナーの実施など、県民や事

業者への啓発に向けた取組を進めてまいりま

す。

また、台風第10号では、宮崎市に災害救助法

の本適用を行いましたが、突風・竜巻による住

家被害の認定については、基準上、浸水被害の

場合と比較して、被害の程度が低く算定される

と考えられることから、今後、被害認定基準の

見直しについて、国に要望してまいります。

近年、自然災害が激甚化・頻発化している状

況がございます。私自身も先日、防災士の合格

認定をいただいたところでありまして、しっか

り関係者と連携しながら、自分自身も改めて防

災への思いというものを強く、また活動してい

く必要があると考えておるところであります

し、今回の災害を教訓として、ハード・ソフト

両面において、さらなる対策に万全を尽くして

まいります。

私も昨年、防災士に合格しま○黒岩保雄議員

して、満点ではございませんでしたが、知事が

満点だったのかどうか、また後日教えていただ

きたい。どうぞそういった教訓を次に生かして

いただきたいと思います。

- 253 -



令和６年12月３日（火）

地震の際に、避難場所の位置は分かるものの

経路が分からない、車で逃げようとしたら、避

難場所の駐車スペースが十分でなかったなどの

事例がありました。先ほど工藤議員も取り上げ

ましたが、避難は徒歩が原則でありますけれど

も、円滑な避難を促すためにも、自主防災組織

単位の避難訓練は重要であります。市町村と連

携して、この訓練もさらに充実させてほしいと

思います。

また、地震がお盆に差しかかる時期と重な

り、宿泊などのキャンセルが相次ぎ、観光事業

者には大打撃となりました。本年９月の補正で

取り組む観光みやざき緊急誘客事業の効果を検

証してまいりたいというふうに考えておりま

す。

次に、山林の伐採が活発に行われている中、

その跡地の残材や集材路の処理などは、その後

の災害発生を防止する上で重要でありますが、

今回の台風で、土砂や残材が、道路、人家、そ

して農地に流入いたしました。このように、山

林崩壊などで農地に土砂や流木が流入した場合

の対応について、農政水産部長にお伺いいたし

ます。

山林崩壊など○農政水産部長（殿所大明君）

により農地に流入した土砂や流木につきまして

は、それが最大24時間雨量が80ミリ以上といっ

た一定の規模を超える異常な天然現象により生

じたもので、国から示された要件を満たす場合

は、国庫補助の農地農業用施設災害復旧事業の

対象となります。

この事業は、農地所有者の申出により、市町

村が実施主体となって対応することになりま

す。

なお、国の要件を満たさない場合は、各市町

村の単独事業などを検討することとなります。

結局は農地の所有者が、市町○黒岩保雄議員

村からの補助、もしくは全額手出しで除去しな

ければならないということでございますので、

流出が起こる前に実効性のある指導が必要だと

いうふうに考えます。

また、山肌がむき出しになった伐採跡地の周

辺に住む住民の方々は、大雨が降るたびに大き

な不安を抱いておられる。こうした林地残材の

流出に対する住民の不安をなくすため、県では

どのような対応を行っているのか、環境森林部

長にお伺いいたします。

林地残材○環境森林部長（長倉佐知子君）

は、大雨の際に流出して災害の要因となるおそ

れがあるため、適切に処理することが大変重要

であります。

このため県では、伐採事業者に対し、枝条や

残材をできる限り搬出することや、やむを得ず

現場に残す場合は、分散して、流出防止のくい

を設置することなどの注意事項を整理したガイ

ドラインを作成し、研修会や伐採パトロール等

を通じて、その遵守を指導しております。

今後も、住民が不安を抱えることのないよ

う、市町村等と連携しながら、適切な林地残材

の処理について指導を徹底するとともに、早期

の森林化を促すため、グリーン成長プロジェク

トの取組を通じて、再造林を推進してまいりま

す。

指導を徹底していただけると○黒岩保雄議員

いうことで、ありがとうございます。

特にこれまでは、誤伐や盗伐防止も兼ねて、

伐採前及び伐採中にパトロールをされていたよ

うでございますが、今後は伐採作業の終盤や伐

採後のパトロールも検討するなど、さらなる指

導の徹底をよろしくお願いしたいと思います。

続いて、近年は気候変動による水災害の激甚
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化・頻発化が見られ、この対策として、集水域

から氾濫域にわたる流域に関わるあらゆる関係

者が協働して水災害対策を行う流域治水の取組

が国で始まっております。県が管理する河川の

流域治水の取組状況について、県土整備部長に

お伺いいたします。

流域治水につ○県土整備部長（桑畑正仁君）

いては、県内58水系の全てで、あらゆる関係者

が行う対策を取りまとめた「流域治水プロジェ

クト」を令和４年度までに策定し、取組を進め

ております。

現在、流域全体で水害を軽減させるための

ハード対策として、広渡川水系などにおいて、

河川の掘削や堤防補強などをより一層加速化す

るとともに、ダムの事前放流や農業用ため池の

活用、森林整備などを実施しております。

また、住民の避難を促すためのソフト対策と

して、県が管理する478河川の全てで浸水想定区

域図を作成することとし、昨年度までに約４割

が完成しております。

今後とも、国や市町村、地域住民等と連携を

図りながら、流域治水対策のさらなる強化に取

り組んでまいります。

全ての水系でプロジェクトが○黒岩保雄議員

策定されているということをお聞きしまして、

安心いたしました。

また、各水系で設置されております流域治水

協議会は、関係する官公庁で構成されているよ

うでございます。このプロジェクトの特徴は、

住民も参加する協働型であるということでござ

います。これまで被害者や要望者であった住民

等も役割を担い、地域ぐるみで災害の被害を抑

えようとする取組で、県内では田んぼダムの実

証なども始まっております。さらに機運が高ま

るよう、プロジェクトの充実をお願いいたしま

す。

あわせて、国はこの流域治水の取組の中で、

住民や企業などが自らの水災害リスクを認識

し、自分事として捉え、主体的に行動する、水

害の自分事化を推進しております。

さらには、その自分事化につなげるため、全

国にある災害の状況を伝える施設や教訓を伝承

する活動を「ＮＩＰＰＯＮ防災資産」として認

定する制度を本年５月に創設し、９月には第１

回の認定として22件が決定されました。九州で

は、熊本県の「熊本地震 記憶の廻廊」や「雲

仙岳災害記念館」など４件が認定されていま

す。県内には、川添博議員がいつも紹介される

外所地震を伝承する供養碑などもあります。認

定を受ける取組を行ってはいかがでしょうか。

今年の水害の際には、土砂崩れ、道路冠水な

ど多くの被害が各所で発生しました。このため

日南市でも、日南土木事務所、南那珂農林振興

局、日南警察署をはじめ、関係者の皆様が懸命

に対応や対策に当たっていただいている姿を目

にいたしました。尽力されている関係各位に心

からお礼を申し上げます。

急傾斜地の崩壊などが発生した場合に、関係

住民の方や自治会長などから、行政による復旧

ができないかとの相談を受けます。自己の財産

は自己で守るというのが原則でありますが、当

事者からすれば、当然、行政が復旧してくれる

ものと思っているのが大半でございます。

このため、市町村や県の担当者は、現場確認

を行い、各種事業の採択基準に照らし合わせて

事業採択の判断を行いますが、不採択となった

場合に納得される住民は少ないところでありま

す。こうしたことから、地域住民のうち、例え

ば自治会長、自主防災組織、防災士の方々など

に、事前に採択基準を周知し、理解を深めてい
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くのはどうでしょうか。

そこで、県土整備部が実施しております土砂

災害の防止等に向けた啓発の中で、急傾斜地の

崩壊による災害復旧事業等の採択基準の周知を

行うことはできないか、県土整備部長にお伺い

いたします。

近年、豪雨等○県土整備部長（桑畑正仁君）

による自然災害が激甚化・頻発化しており、毎

年のように県内各地で急傾斜地の崩壊が発生し

ております。

急傾斜地の崩壊により被害を受けた場合は、

原則、土地の所有者が対応することとなります

が、被害の規模や施設の有無などの条件によっ

ては、県や市町村が復旧を行うこともありま

す。

土砂災害については、これまで自治会や地元

住民を対象に、その危険性や避難行動などの啓

発を行ってきたところですが、今後は、災害復

旧事業の内容や採択基準等についても、チラシ

やホームページなどを活用して、分かりやすく

周知してまいります。

今後は、災害復旧事業の内容○黒岩保雄議員

や採択基準について分かりやすく周知いただけ

るということで、よろしくお願いしたいと思い

ます。

あわせて、住民の皆さんは、災害対応が治山

事業なのか、急傾斜地崩壊対策事業なのか、農

地農業用施設災害復旧事業なのか、さらに、相

談先は県なのか、市町村なのか分かりません。

要は、林地対策、農地対策、人家対策など様々

な視点での対策が考えられるため、そうした事

業の採択基準を一つにまとめたものがあると、

さらに住民の皆さんの理解は深まると思いま

す。

このためには、県の部をまたぐ作業とか市町

村との連携が必要となりますが、ぜひ検討して

いただきたいと思います。関係部長の皆さん

は、頭の中でどこの部署がやるんだろうという

ふうにお考えかもしれませんが、ぜひ検討をお

願いしたいと思います。

ところで、県が想定する南海トラフ巨大地震

における県内の被害は、死者１万5,000人、建物

の全壊が８万棟で、その倒壊による死者は3,000

人としています。全国の中でも木造住宅の割合

が高い本県では、その耐震化が急がれます。

こうした中、県においては、昭和56年以前に

建築された県内の木造住宅の耐震化率を令和７

年度には90％にするという目標を定め、市町村

が行う木造住宅の耐震診断や耐震工事の補助事

業を実施しています。この耐震化率の目標を達

成するために耐震改修が必要となる住宅の戸数

を県土整備部長にお伺いいたします。

本県の住宅の○県土整備部長（桑畑正仁君）

耐震化につきましては、宮崎県建築物耐震改修

促進計画におきまして、令和７年度末の耐震化

率90％を目標としております。

この目標を達成するためには、推計で約１

万2,500戸の耐震改修が必要となります。

この１万2,500戸は、令和３年○黒岩保雄議員

度から令和７年度までの計画期間中の目標戸数

だというふうに思っております。

それでは、耐震化への取組状況と目標達成の

見込みについて、県土整備部長にお伺いいたし

ます。

県では、国や○県土整備部長（桑畑正仁君）

市町村と連携して、平成17年度から木造住宅の

耐震化への支援を行っており、令和５年度末ま

での実績は、耐震診断が3,071戸、耐震改修工事

が649戸となっております。

この取組のほか、耐震性が不足する住宅の建
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て替え等により、耐震化率は、平成15年の69％

から令和２年度には84％と着実に向上してきま

したが、令和７年度末の耐震化率90％の達成は

非常に高い目標であると考えております。

県としましては、能登半島地震や日向灘にお

ける地震による県民の防災意識の高まりを捉

え、市町村との連携をさらに強め、啓発活動や

補助制度の周知、必要な予算の確保など、耐震

化の目標達成に向けて積極的に取り組んでまい

ります。

令和７年度までに、今後、１○黒岩保雄議員

万2,500戸の耐震改修を行うことを目標としてお

りましたが、これまでに649戸を耐震改修できた

ということでございます。そういう中でも、令

和７年度末の耐震化率90％達成は難しいという

ようなニュアンスでございました。

これは、住宅の所有者が高齢であること、補

助の実施主体が県ではなく市町村であること、

さらには役場に建築技師がいない場合があるな

ど、様々な理由で事業が進まないというふうに

伺っております。

いずれにいたしましても、3,000人の死者が想

定される建物倒壊は、死者の発生に加え、住宅

をなくし、災害関連死につながることも考えら

れますので、部長が言われるとおり、積極的な

取組をお願いいたします。

次に、漁業の振興でございます。

本年の近海カツオ一本釣り漁業の漁獲高で、

南郷漁協所属の漁船である竜喜丸が２年連続の

日本一となりました。本年のカツオ漁の漁獲

量、取引価格はともに好調で、県内のほかの多

くの漁船も昨年を上回り、関係者の表情も明る

くなっています。様々な面においてカツオ一本

釣り漁業を支援していただいている県をはじめ

とする関係各位に感謝申し上げますとともに、

今後もこうした状況が継続するための取組は

行っていかなければならないと考えています。

カツオの漁獲量を高めることについての対策

はなかなか難しいところでありますが、取引価

格の点については、魚食普及などの取組を充実

させれば、まだまだ伸びる要素はあるというふ

うに思います。

こうした中、鹿児島県では、鹿児島どれカツ

オのＰＲに力を入れ、福岡市などで認知が広が

りつつあると伺っています。日本一の漁獲高を

誇る本県におけるカツオの消費拡大についての

取組を農政水産部長にお伺いいたします。

本県の近海カ○農政水産部長（殿所大明君）

ツオ一本釣り漁業は、30年連続で漁獲量日本一

を誇り、日本農業遺産に認定されるなど、本県

の代表的な漁業であることから、カツオの消費

拡大を図ることは大変重要であります。

このため県では、関係団体が取り組む「宮崎

初かつおフェア」を支援しており、メディアで

のＰＲ活動や飲食店が連携した「かつお炙り

重」の提供、スーパーにおける販売促進キャン

ペーンが行われております。

また、課題である県外への販路拡大のため、

今年度は、宮崎県漁業協同組合連合会が取り組

む冷凍カツオたたきの関東方面への販売を支援

してまいります。

県としましては、今後とも関係団体と連携

し、引き続きカツオの県内外における消費拡大

を進めてまいります。

県外への消費・販路拡大が課○黒岩保雄議員

題であるという認識を持っていただいているよ

うでございます。冷凍カツオのたたきの普及を

よろしくお願いし、カツオを食べることが少な

い日本海側の地域においても、機会を見つけて

フェアなどのＰＲ活動の検討もよろしくお願い
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します。

続いて、こうした漁業の継続のためには、漁

港の周辺に漁船の修理、メンテナンスなどを行

う造船所や鉄工所などの存在が欠かせないとこ

ろであります。後継者不足などの理由でこうし

た事業者が減少傾向にあり、漁業者の多くが将

来に不安を感じておられます。

そこで、漁業の経営継続のためにも、漁業を

支える造船所などの関連事業者の経営継続が重

要と考えますが、県の認識を農政水産部長にお

伺いいたします。

漁業者の減少○農政水産部長（殿所大明君）

や経営力低下等に伴い、本県の造船関連事業者

は減少傾向にあると考えております。

このような中、建造から数十年が経過した漁

船が増えており、漁船の更新の必要性が高まっ

ていることから、本県におきましては、国が創

設した漁船リース事業を活用した漁船建造が増

加しており、これに伴い、県内の造船関連事業

者の受注も一定程度増えているものと考えてお

ります。

県といたしましては、今後とも円滑に漁船が

建造されるよう、関係団体と連携し、漁船リー

ス事業や漁業近代化資金の活用の推進に取り組

むこととしており、このことが本県漁業を支え

る造船関連事業者の経営にも資するものと考え

ております。

仕事の受注増加が見込まれる○黒岩保雄議員

リース事業に期待するということでございま

す。

このリース事業は、カツオ漁業をはじめとす

る漁業者が自ら新たな漁船を造ることについ

て、材料費や人件費などのコスト高や最新鋭機

器の価格上昇などにより困難な状況になってい

るため、漁船をリースする事業が普及している

と認識しておりますが、本県における漁船リー

スの活用状況と課題について、農政水産部長に

お伺いいたします。

漁船リース事○農政水産部長（殿所大明君）

業は、国が認めた漁業団体等の事業者が漁船を

取得し、漁業者にリースする取組で、国が事業

費の２分の１を支援しております。

本県では、宮崎県漁村活性化推進機構が事業

者として取り組んでおり、事業が創設された平

成27年度から昨年度までの実績は92件でありま

す。

一方で、この事業は補助の上限額が３億円と

されており、また、事業の活用が１経営体で１

回限りとされているため、例えば新船建造の費

用が10億円を超える大型のカツオ一本釣り漁船

や、複数の漁船で操業するまき網経営体では、

自己負担が大きくなることが課題であります。

このため県では、これらの制度の見直しにつ

いて国に要望しているところです。

この補助の引上げにつきまし○黒岩保雄議員

ては、漁協の組合長からも強く上げてくれとい

う話がありまして、ただ、県としては今、真剣

に取り組んでいただいているということでござ

いますので、今後も知事を先頭に、国に強く働

きかけをよろしくお願いしたいと思います。

ところで、県内の漁港の土地は、一部は市町

村や漁協の所有もありますが、多くは県の管理

地であります。こうした漁港には、放置艇やテ

レビ、冷蔵庫のほか、自動車などの不法投棄さ

れた廃棄物が散見されます。

そこで、漁港における放置艇や不法投棄され

た廃棄物への対応について、農政水産部長にお

伺いいたします。

漁港内に放置○農政水産部長（殿所大明君）

されている船舶については、所有者の調査を
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行った上で、漁協に所属している漁船の場合は

漁協を通じて、それ以外の場合は直接連絡を

取って、撤去するよう指導しているところで

す。また、不法投棄された船舶以外の廃棄物に

ついては、地元漁協の協力を得ながら速やかに

回収し、廃棄物として処分しております。

しかしながら、所有者が不明である放置艇や

大型家電などの廃棄物については、処分費用が

かかるなど課題もあることから、実情に応じ

て、売却も含めて様々な処分方法を検討するな

ど、今後とも、市町や地元漁協と連携しながら

適切に対応してまいります。

船の所有者探しも大変だとい○黒岩保雄議員

うふうにお伺いしております。廃棄物は年末に

多くなると伺っておりますので、しっかりと対

策をお願いしたいと思います。

次に、農業の振興です。

第１次産業の特徴として、農林水産物の出荷

や水揚げなどの際に、その価格は売手側ではな

く、買手側が決めるという点があります。せっ

かく苦労されて出荷や水揚げしたものがいいも

のであっても、その時々の相場によって安い値

段になったりします。生産や操業にかかるコス

トが高騰している昨今において、その経費を価

格に転嫁できない第１次産業の多くが厳しい経

営を迫られています。

こうした中、本年６月の食料・農業・農村基

本法の改正により、合理的な価格形成について

規定され、農産物の価格転嫁に向けた動きが始

まっておりますが、国及び本県での取組状況に

ついて、知事にお伺いいたします。

改正食料・農業・農村○知事（河野俊嗣君）

基本法に規定された食料の合理的な価格形成の

実現には、農産物の生産コストを見える化し、

流通業者や消費者等にコストを考慮した取引の

理解を得ることが重要であると考えておりま

す。

このため国では、野菜や米などのコスト指標

づくりに着手するとともに、持続的な食料供給

に必要な合理的なコストを考慮する仕組みの法

制化を検討していると承知しております。

県におきましては、価格形成などに関し、私

が主催しまして、農業分野の生産・流通・販売

の関係者と意見交換会を実施しているほか、県

内の商工・農林業団体等と「価格転嫁の円滑化

に関する協定」を締結し、県内事業者を対象

に、研修会や価格転嫁の実態調査等を実施して

おります。

県としましては、農業者が未来に希望を持て

る農業となるよう、実効性のある価格形成の仕

組みづくりを国に強く要望するとともに、生産

性と持続性の両立した本県農業の実現にしっか

り取り組んでまいります。

県内の商工や農林業団体等と○黒岩保雄議員

協定を結び、取組を行っておられるということ

については、大変すばらしいなというふうに思

います。

また、国が法制化を検討する中で、合理的な

コストを考慮する仕組みがどのような形で出来

上がるのか、私としても非常に関心がありま

す。知事におかれましては、まさに実効性のあ

る取組となりますよう、国への要望をお願いし

ておきます。

あわせて、この仕組みが農業にとどまらず、

漁業など他の第１次産業にも反映できるよう、

様々な視点での取組もお願いいたします。

さて、私は宮崎牛が大好きで、ミヤチクオン

ラインショップの会員です。しょっちゅうは買

えませんが、家族の祝いがあるときなどは大体

焼き肉になります。そして、ミヤチクとハロー
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キティがコラボしたレアな丼も持っています。

県産牛の枝肉相場が低迷しており、この影響

で子牛価格も下落しています。県産牛に関する

質問は多くの議員が取り上げておられるところ

でありますが、和牛の生産から肥育の最終出口

である枝肉価格の低迷について、県はどのよう

に分析しているのか、農政水産部長にお伺いい

たします。

枝肉価格は、○農政水産部長（殿所大明君）

令和４年１月以降、長期にわたって低迷してお

り、主な要因としては、物価上昇を背景とした

消費者の生活防衛意識の高まり等により、価格

帯の高い和牛の肉を中心に、牛肉消費の減少が

続いていることと考えております。

今後につきましては、枝肉価格は市場の取引

において様々な要因により形成されるため、先

行きを見通すことは困難でありますが、現在の

社会情勢等から、予断を許さないと考えており

ます。

枝肉価格の低迷は、肥育経営の悪化、ひいて

は子牛価格の下落により繁殖経営にも大きく影

響することから、引き続き、枝肉価格の動向に

ついて注視してまいります。

物価上昇等の影響による消費○黒岩保雄議員

者の生活防衛意識の高まりから、牛肉全体の消

費が豚肉、鶏肉にシフトしているということで

ございますが、これが一時的なものなのかどう

かという点でありますとか、また、輸入肉よ

り、サシはありつつも、ほどよい赤身のあか牛

の需要が高まっているというふうにも聞いてお

ります。本県も肉質の改良には取り組んでおら

れるところでありますが、価格低迷の詳細な分

析などについて引き続き取り組んでいただき、

より効果的な対策につながることを期待してお

ります。

続いて、県は昨年度及び本年度の補正予算に

おきまして、宮崎牛の消費拡大の予算を計上

し、取組を行っておられるところであります

が、和牛肥育農家からは、県内の各地で開催さ

れる各種祭り、イベントに合わせて、もっと宮

崎牛を食べていただく機会や販売する機会を増

やし、広く県民に宮崎牛のＰＲや消費拡大を

図ってほしいという声がございます。

そこで、現在、県内における宮崎牛の消費拡

大にどのように取り組んでおられるのか、農政

水産部長にお伺いします。

県ではこれま○農政水産部長（殿所大明君）

で、「おいしさ日本一」の称号を冠に、関係団

体と連携し、焼肉フェスタの実施やテレビ、Ｓ

ＮＳ等での情報発信、小学校での食育活動な

ど、様々な取組を通じて、県内における宮崎牛

の消費拡大を図ってまいりました。

このような中、昨今の枝肉や子牛の価格低迷

を受け、県内での消費をさらに促進するため、

令和６年２月補正予算では、各地域での宮崎牛

のふるまいなどのイベントを、本年９月補正予

算では、先日販売がスタートした割引券つきの

宮崎牛ガイドブックの作成など、ＪＡ等が行う

取組を支援しております。

県としましては、ＪＡグループや市町村等で

構成する「より良き宮崎牛づくり対策協議会」

などとしっかり連携しながら、今後の消費拡大

の取組を検討してまいります。

祭りでの宮崎牛の販売につき○黒岩保雄議員

ましては、とても人気があるというふうに聞い

ております。県民がもっと宮崎牛のよさを知

り、全国に広げていただく機会になるほか、肥

育農家の方々は、その場で消費者の方と意見交

換しながら、顔を突き合わせながら話ができる

ことについても、非常に励みに思っておられま
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すので、こういった機会をさらに増やすための

検討もよろしくお願いしたいと思います。

それでは、学校給食の充実に移ります。

県の教育委員会がまとめました「令和５年度

学校給食の現況」によりますと、令和５年５月

１日現在で、県内の361の市町村立及び県立学校

で実施され、８万6,117人の児童生徒に給食が提

供されています。毎日食べる給食は、児童及び

生徒の心身の健全な発達や食育の推進に資する

大事なものであります。

こうした中、給食を提供する関係者にとって

は、給食の食材が高騰している昨今、大変な御

苦労があると思います。

そこで、市町村における児童生徒１人当たり

の学校給食費の現状と、摂取エネルギーにおけ

る国の基準量及び県の摂取量について、教育長

にお尋ねします。

令和５年度の県内○教育長（黒木淳一郎君）

の市町村における学校給食費の平均月額は、小

学校で4,000円から5,040円、中学校で4,500円か

ら5,700円と市町村によって違いが見られます。

また、児童生徒１人当たりの摂取エネルギー

については、県が実施した調査において、小学

校では、国の平均基準量650キロカロリーに対し

て、県の平均摂取量は587キロカロリー、中学校

では、国の平均基準量830キロカロリーに対し

て、県の平均摂取量は734キロカロリーとなって

おります。

県の平均が国の平均を下回っているのは、食

べ残しや欠席者による残食量を減じてエネル

ギーを算出することとなっているためでありま

す。もとより、質や量についても十分保たれて

いるものと考えております。

提供している給食のカロリー○黒岩保雄議員

につきましては、基準は満たしておりますが、

食べ残しなどで摂取量が足りていないという現

状が分かりました。

また、給食費も市町村間で２割程度の金額差

があるということが分かりました。給食費に差

がありますのは、食材の調達コストなどの違い

でありまして、質や量に差があるということで

はないというふうに思っています。

また、摂取カロリーには大きく影響しないと

いうことでありますが、子供の楽しみの一つで

あるデザートについても、物価高騰等により提

供回数が減っているというふうに聞いていま

す。この摂取カロリーのデータは、令和５年６

月と11月のそれぞれ５日間の調査結果の数字で

ございますので、今年の物価高による影響が現

れていないか、本年度の調査結果も注視してま

いりたいと思います。

こうした給食は、学校の設置者である国、県

及び市町村、または学校法人が実施するもので

ありますが、市町村の学校給食に対して県はど

のような役割を担っておられるのか、教育長に

お尋ねします。

県教育委員会とい○教育長（黒木淳一郎君）

たしましては、県の規則にのっとり、国や関係

部局からの情報や県が実施する学校給食等に関

する調査結果の提供、学校給食行政担当者対象

の会議の開催等、学校給食が適切に実施される

よう様々な取組を行い、指導・助言も行ってお

ります。

また、安全・安心な学校給食の提供のため

に、市町村の調理場への衛生管理に関する立入

調査も実施しているところであります。

さらに、学校給食の献立づくりや食材選定な

どの業務を担う栄養教諭等は県が市町村に配置

していますことから、県において研修会等を実

施し、その資質向上に努めております。

- 261 -



令和６年12月３日（火）

給食の献立づくりや予算の範○黒岩保雄議員

囲内に収まる食材の選定などを行う栄養教諭等

への研修のほかに、実施状況の調査や取りまと

め、指導・助言を行っておられるということで

ございます。

物価高騰が続くものの、年度途中で給食費の

引上げは困難である中、年度当初に定められた

給食費の範囲内で食材を選定することは、大変

な御苦労があるというふうに聞いております。

また、全国的に学校給食費無償化の動きが見

られ、本県でも10の市町村で無償化がされてい

ます。これにより保護者の負担軽減などが図ら

れている一方で、保護者が給食費を負担しなく

なったことで、学校給食に対する関心が薄れる

ことを危惧する声があります。

給食費の無償化により、その経費の全額を市

町村が負担するとなりますと、予算の関係上、

今後、食材、人件費、設備などの経費の抑制が

図られる可能性も考えられます。また、市町村

ごとに食材の確保に要するコストに違いがあ

り、給食の内容によっては摂取カロリーに差が

生じることを危惧しています。

こうしたことを踏まえ、県内市町村における

学校給食の質や量について、県としてどういう

ふうに考えているのか、教育長にお尋ねしま

す。

学校給食の質や量○教育長（黒木淳一郎君）

につきましては、法に示された学校給食実施基

準に基づき、児童生徒の実態や地域の実情等も

踏まえ、各市町村において適切に運用されてい

るものと認識しております。

県教育委員会といたしましては、行政担当者

対象の会議や栄養教諭等の研修において、献立

の作成や給食の提供について指導や助言を行っ

ております。

今後とも、日常的な相談対応も含め、市町村

や栄養教諭等と連携しながら、学校給食が充実

したものとなるよう努めてまいります。

県が踏み込んだ指導はできま○黒岩保雄議員

せんが、例えば学校給食の内容を保護者が知る

機会の創出を促進するということでありますと

か、調理現場の状況をよく把握しておられる栄

養教諭等の御意見や声が市町村に届いているか

どうかということを注視し、必要に応じて指導

するようにお願いしたいと思います。

次に、安心な地域づくりについてでございま

す。

みやざきシニアパスは、65歳以上の県民を対

象に、宮崎交通の路線バスが１乗車200円で乗れ

るＩＣカード型の乗車券で、昨年10月から宮崎

交通が県の補助を受けて実施されています。い

つも「年は取りたくないものだ」と言う私の知

り合いは、このシニアパスの話をするときだけ

「早く65歳になりたい」と言います。

高齢者の間で好評を博しているこのシニアパ

スについて、利用状況と県としてどのように評

価しているのかを総合政策部長にお尋ねしま

す。

みやざきシ○総合政策部長（重黒木 清君）

ニアパスは、昨年10月のサービス開始後、本

年10月末時点でのカード申込み件数が約２

万5,000件となり、宮崎交通の路線バスにおける

利用回数は約38万回と、多くの高齢者に御利用

いただいております。

また、昨年から運転士不足等の影響により、

運行本数の減少等がある中ではありますが、宮

崎交通からは、路線バスの今年度上半期の利用

者数は昨年度と同程度であったと伺っておりま

す。

利用者の約５％がシニアパスの利用であるこ
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とから、シニアパスにより高齢者の利用促進が

図られたものと考えております。

日南や都城、西都市など、比○黒岩保雄議員

較的距離の長い運行区間での利用が多いという

ふうに聞いております。利用者の５％がパスを

利用しているようだということでございます

が、まだまだ周知が行き届いていないのではな

いかというような気がいたしております。

続いて、多くの高齢者から事業を継続してほ

しいとの声があり、来年度もみやざきシニアパ

スを継続すべきと考えておりますが、県の考え

を総合政策部長にお尋ねします。

シニアパス○総合政策部長（重黒木 清君）

につきましては、高齢者の利用促進により、バ

スの利用が回復基調となってきたことから、県

としましては、コロナで疲弊した地域交通の再

生・活性化を図るという事業の所期の目的を一

定程度達成したものと考えております。

一方、御利用の高齢者から好評をいただいて

いるため、バス事業者におきまして、事業継続

や同様の企画乗車券の提供について検討されて

いるとお伺いしております。

県では、現在、バス利用促進協議会におきま

して、市町村やバス事業者等と連携し、「バス

を一度でも使ってもらうためのきっかけづく

り」等を基本的な方向性に定め、新たな利用促

進策を検討しているところであり、地域公共交

通を将来にわたり持続可能なものとするため、

引き続き利用促進に取り組んでまいります。

そもそもシニアパス支援の目○黒岩保雄議員

的は、物価高における高齢者の交通機関の利用

を促進し、新型コロナで疲弊した地域交通の再

生・活性化を図るというものでありました。

国は今の臨時国会で補正予算を提出する予定

で、その中で、物価高の克服として、低所得世

帯向け給付金や電気・ガス料金負担軽減などの

予算を盛り込んでいます。

こうした中、シニアパスが所期の目的を一定

程度達成したという見解には疑問が残ります。

また、１年半の実施期間でバス事業者が効果の

検証が十分にできているのか、今後、同様の企

画乗車券をバス事業者が独自に継続できるの

か、不透明であります。

補助事業には終期があるのは当然でございま

すが、バス事業者と十分な意見交換を行い、今

回の事業がしっかりと次の事業へと移行できる

タイミングであるかなどを再度精査していただ

くように強く要望しておきます。

さて、日南市では、吐血や下血の専門的な治

療ができる医療施設がないため、本年度上半期

の吐血・下血傷病者の救急搬送では、搬送件数

の約７割を宮崎市内の医療施設に管轄外搬送し

ておりますが、その搬送先の確保に苦慮してお

ります。このため、日南市と串間市の消防本部

が合同で、宮崎市の医療関係団体に対し、円滑

な受入れについて要望しておりますが、解決に

至っておりません。

このように圏域内で受入れが困難な救急搬送

の場合に、広域での救急搬送を円滑に行うた

め、県ではどのように取り組んでいくのか、危

機管理統括監にお伺いいたします。

県では、傷○危機管理統括監（児玉憲明君）

病者の救急搬送や医療機関による受入れを適切

かつ円滑に行うため、消防機関や医療機関など

で構成するメディカルコントロール協議会にお

いて協議を行い、傷病者の状況に応じた消防本

部ごとの搬送先医療機関を定めております。

具体的には、二次医療圏内を中心とした搬送

先のほか、傷病者の搬送時に受入れ医療機関が

速やかに決まらない場合に備え、広域的な搬送
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先もあらかじめ整理しております。

救急体制の確保は大変重要でありますので、

引き続き、メディカルコントロール協議会にお

いて救急搬送状況等の情報共有を行うととも

に、適宜、搬送先医療機関の見直しを行うな

ど、救急関係機関の連携強化を図ってまいりま

す。

日南市では、圏域内の専門医○黒岩保雄議員

師が不在となったことで、急激に搬送が困難に

なりました。絶えず搬送先医療機関を見直し、

協議会の機能が果たせるように、よろしくお願

いしたいと思います。

次に、こうした救急搬送に限らず、二次医療

圏内において対応が困難な疾病についてどのよ

うに対応していくのか、福祉保健部長にお伺い

いたします。

本県の入院○福祉保健部長（渡久山武志君）

医療におきましては、７つの二次医療圏を基本

としながら、がんや脳卒中、周産期医療など、

５疾病６事業及び在宅医療の分野ごとに医療資

源の配置状況等を考慮した医療圏を設定いたし

ております。

しかしながら、専門の医師がいないなど、疾

病によりましては、圏域内での対応が困難な

ケースもありますので、圏域の枠を超えた連携

体制を構築いたしまして、柔軟に対応していく

必要があると考えております。

県といたしましては、引き続き、医師の養成

・確保に取り組みつつ、地域医療構想調整会議

等において、医療機関の役割分担や圏域同士の

連携の在り方等について議論を重ねながら、医

療提供体制の確保に努めてまいります。

最終的には、医師不足や偏○黒岩保雄議員

在、こういったものが大きなポイントであると

いうことは認識しております。広域で連携し、

柔軟に対応していただきたいと思います。

最後の項目の県職員の働き方改革でございま

す。

ＳＮＳなどの広がりにより、個人に関する

様々な情報が入手できる昨今、プライバシーの

保護が問題となってきています。県では、職員

の保護の観点から、名札を名字だけにするなど

の対策が取られてきていますが、こうした中、

現在の県の職員名簿の作成状況について、総務

部長及び教育長にお尋ねいたします。

県職員の名簿とし○総務部長（吉村達也君）

まして、宮崎県職員録があります。職員録に

は、知事部局、企業局、病院局、教育委員会な

ど各種委員会等の職員の所属、職名、氏名など

が記載されております。

また、発行部数は7,100部で、誰でも購入でき

ますが、購入者の約７割が県職員、約３割が市

町村や企業・団体となっております。

県教育委員会作成○教育長（黒木淳一郎君）

の職員名簿である宮崎県教育職員録は、教育委

員会事務局職員及び公立学校職員の所属、職

名、氏名などが記載されております。

配付先は、教育委員会関係各課等と各県立学

校、知事部局の関係課や県議会事務局などに電

子データで送付しております。なお、県民の皆

様への販売等は行っておりません。

警察本部につきましては、非○黒岩保雄議員

公開というふうに聞いております。教育職員録

は関係者のみの配付で販売はなし、県職員録は

販売と、取扱いがまちまちになっているという

ことでございます。

開かれた県庁の推進と職員のプライバシーの

保護は悩ましいところでありますが、職員名簿

は一定の範囲内では必要と考えます。ただ、利

用目的も問わず広く販売することについては、
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考慮が必要ではないかと考えます。職員録がカ

スハラや犯罪等に利用されることも懸念されま

すが、現在の活用状況と併せて、県の考えを総

務部長にお伺いいたします。

宮崎県職員録は、○総務部長（吉村達也君）

職員間だけでなく、市町村や企業・団体からの

県への連絡、問合せ、各種申請窓口の確認な

ど、業務に関係する様々な場面で活用され、定

着しております。

これまでのところ、職員録が職員を名指しし

て攻撃するカスタマーハラスメントや職員名を

かたった犯罪に利用されたとの報告は受けてお

りません。

一方で、議員御指摘のとおり、職員の安全面

や想定外の使用がなされないよう注意は必要で

あることから、職員録によって職員や県民が不

利益を生じていないか、注視してまいります。

職員録に限らず、県庁から発○黒岩保雄議員

せられる様々な情報を得て、職員のプライバ

シーの侵害のほか、犯罪に巻き込まれる、また

は実名が犯罪に利用されるおそれがないかな

ど、実態を注視し、適切な対応をお願いいたし

ます。

今回は、様々な県民の皆さんの御意見を反映

した質問をさせていただきました。河野知事

は、今期の任期の折り返しを迎える時期に参り

ました。新年度予算は、財源確保など厳しい環

境にある中ではありますが、河野カラーを色濃

く出し、県民にさらに希望の光を与えるものと

なりますように期待して、質問を終わります。

ありがとうございました。（拍手）

以上で午前の質問は終わりま○濵砂 守議長

す。

午後は１時再開、休憩いたします。

午前11時58分休憩

午後１時０分再開

休憩前に引き続き会議を開き○濵砂 守議長

ます。

次は、佐藤雅洋議員。

〔登壇〕（拍手） 皆さん、こ○佐藤雅洋議員

んにちは。中山間地のひなた、佐藤雅洋です。

私が最終の19人目であります。疲れの出る時間

でありますけれども、もう少し御辛抱くださ

い。

本日は、県庁から一番遠い西臼杵をはじめと

する多くの皆さんに傍聴においでいただいてお

ります。さらに、古事記、日本書紀の中に記さ

れておりますアマテラスオオミカミのお隠れに

なった天岩戸を御神体としてお祭りしている天

岩戸神社の佐藤永周宮司をはじめ、責任役員５

名の皆さんにもおいでいただいております。誠

にありがとうございます。

天岩戸神社は、古事記、日本書紀には、アマ

テラスオオミカミが弟のスサノオノミコトの乱

暴に怒り、天岩戸に籠もられたことが記してあ

り、その天岩戸を祭る神社と伝えられていま

す。御神体である天岩戸は西本宮から拝観する

ことができます。そして、岩戸川を挟み、対岸

に東本宮があり、東本宮はアマテラスオオミカ

ミをお祭りしています。皆さんもどうぞ御参拝

ください。必ずや御利益がございます。私もア

マテラスオオミカミの御加護の下、質問させて

いただきます。

皆さん、フォレストピア宮崎構想（森林理想

郷）を懐かしく思いますか。「伝統とは、燃え

盛る炎を守ることであり、燃え尽きた灰を崇拝

することではない」。私は11名の県議の皆さん

とともに、10月19日、五ヶ瀬中等教育学校の30

周年記念式典に出席しました。これは、その式
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典の際の生徒代表、金丸直拓生徒会長の挨拶の

冒頭であります。すばらしい挨拶でしたので、

一部紹介させていただきます。

伝統とは、燃え盛る炎を守ることであり、

燃え尽きた灰を崇拝することではない。オー

ストリアの作曲家グスタフ・マーラーはこの

ように述べています。この学びの森で30年間

守られてきた炎とは何か。そして、次の10年

に向け、残していくべき炎とは何か。この問

いが今、私たちに与えられています。どこま

でも続くかのような五ヶ瀬の森の緑の美し

さ、急峻な谷川の流れが轟く、うのこの滝の

力強さ、農作業で日焼けした地域の人々の笑

顔、いつも私たちを見守ってくださっている

ことへの安心感、世界農業遺産に認定された

ランドスケープが生み出す豊かな農作物、見

上げる星の輝き、そのような学びの一つ一つ

が世界をつくり出す調和の重要性を私たちに

気づかせてくれるのです。私たちを見守り、

育んでくれる自然、そして地域の人々に支え

られたこの地、第二のふるさとと言える場所

で、私たちの人生は真の豊かさに満たされて

います。

そのような学びの森の在り方とは裏腹に、

世界は他者への寛容さを失い、殺伐とした場

に変化しつつあるように思います。双方が独

自の正義を掲げて衝突し、自分たちの利益を

最大化しようとして分断を余儀なくされる世

界。自由な言論の場であったはずのインター

ネット上の空間は誹謗中傷にあふれ、勝ち

組、負け組という言葉は珍しいものではなく

なりました。世界がこのような危機的状況に

ある今、現状を打破する新たな価値の創造が

求められています。学びの森の豊かさに育ま

れ、他者への敬意を基盤とする私たちの野性

味と冒険心こそが新たな価値を創造する鍵に

なるのではないかと思うのです。

私たちはまだまだ弱く、未熟な存在です。

私一人の理想は恐らく理想で終わってしまう

でしょう。しかし、私たち学びの森で学ぶ全

ての人間が願う理想は、よりよい世界を構築

する原動力となると信じています。濃厚な人

間関係と地域とのつながりの中、他者への理

解と敬意、そして真の豊かさを学び、新たな

価値を創造するために、多角的かつ俯瞰的な

視野を開くこの学びの森の伝統を、次の10年

に向け、発展的に継承していくことをここに

誓います。五ヶ瀬中等教育学校生徒代表、金

丸直拓。

見事の一言に尽きます。この教育こそがフォ

レストピア宮崎構想（森林理想郷）の成果では

ないでしょうか。

西臼杵は天孫降臨の地、そして民俗学発祥の

地として、多くの神話・伝説の史跡とともに、

野山の至るところに神祠や野仏が祭られていま

す。八百万の神への人々の信仰は厚く、刈干切

唄、ひえつき節といった日本を代表する農業労

働歌など、独特の農林文化が息づくとともに、

農林業を通じて育まれた地域連帯の中で、長い

伝統を持つ様々な神楽が今の時期は大切に伝え

られております。これらの農林業と伝統文化

は、日本の原風景として重要であるだけでな

く、その環境下で育まれる人づくりを含め、世

界的に見ても極めて貴重なものです。

いまだ地元では、多くの皆さんから支持され

ているフォレストピア宮崎構想（森林理想郷）

は、西臼杵地域などの中山間地域の振興に寄与

したと考えます。

そこで、その後の世界農業遺産や祖母・傾・

大崩ユネスコエコパークの認定が地域の活性化
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にどうつながっているのか、松形県政でフォレ

ストピア構想を支えた日隈副知事に伺います。

次に、危機管理について伺います。

国道218号は、九州中央部を東西に横断する道

路であり、宮崎県北地域と熊本方面を結ぶ唯一

の緊急輸送道路であります。災害発生時に被災

者の避難や、救急活動人員や物資等の緊急輸送

を円滑に行うための路線として、南海トラフ地

震発生時における宮崎県北部、大分県南部地域

の想定被災者数約14万人を支援する重要な役割

を担っています。また、大雨等による災害発生

時に、国道218号の代替道路として機能する自動

車専用道路であります。

しかし、いまだ脆弱な道路であり、耐震対策

も終わっていない区間があり、平成28年以降、

３件の死亡事故が起きており、また災害による

通行止めも、３時間以上が15件、12時間以上が

７件、１日以上が４件といった具合でありま

す。一日も早い九州中央道全線開通が望まれま

す。

国土交通省延岡河川国道事務所をはじめ、関

係者の御努力で整備は進んでおりますが、平底

－蔵田間は計画段階評価に入ったばかりであ

り、早期の事業化が強く求められております。

先日、県議会防衛議員連盟で熊本の第８師団

に新たに着任された徳永勝彦師団長を表敬訪問

しました。豪雨災害、南海トラフ時の災害対応

について意見交換をさせていただきました。そ

の中で、多数の人員及び資機材をどのようにし

て短時間に求められる災害場所へと輸送するの

か、移動させるのかが大きな課題であるとのこ

とでした。

そこで、自衛隊、国土交通省、建設業協会等

の関係機関との連携について、危機管理統括監

に伺います。

石破政権が発足しましたが、その船出は波乱

の幕開けとなりました。石破首相は日本の独

立、平和の維持を保てるのか。地方創生関連交

付金を当初予算ベースで倍増するということに

よる地方創生をどうするのか。多くの期待が失

望となりかねない状況になってきました。

地方税財政常任委員長の河野知事の見解は先

日までの質問答弁で聞かせていただきました

が、今回、江藤拓代議士が農林水産大臣に再就

任しました。大変うれしいことでありますが、

知事として今回の大臣再就任をどう捉えている

のか伺います。

あわせて、江藤農林水産大臣の再就任は、本

県農業及び林業の課題解決の大きな後押しとな

ると思いますが、県の考えを、環境森林部長、

そして農政水産部長に伺います。

ここまでを壇上の質問とし、以下は質問者席

で行います。（拍手）〔降壇〕

〔登壇〕 お答えしま○知事（河野俊嗣君）

す。江藤農林水産大臣就任への受け止めについ

てであります。

第２次石破内閣の江藤農林水産大臣におかれ

ましては、第４次安倍内閣での農林水産大臣を

はじめ、政府や党において数多くの農林水産関

係の要職を歴任され、これまでも農水産物の輸

出拡大や生産者の所得向上などに御尽力いただ

いてまいりました。

国内外で将来への不透明感が増す中、食料安

全保障や持続可能な農林水産業の確立が国の最

重要課題となるこの時期に、農業政策のエキス

パートとして、満を持して農林水産大臣に再登

板されますことを、とても心強く思います。

今朝も、大変お忙しい中ではありますが、８

時25分と早い時間から、川南町での高病原性鳥

インフルエンザの発生を大変心配してくださ
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り、オンラインで意見交換の機会を設けていた

だき、国としっかり連携して対応していくこと

の確認をすることができ、大変ありがたく思っ

ているところであります。

農林水産業に携わる皆様が夢と希望を持てる

よう、畜産業をはじめとする本県の農林水産業

のさらなる振興に力強い御支援をお願いすると

ともに、今後も豊かな経験と卓越した手腕を存

分に発揮していただき、我が国、そして郷土宮

崎の発展のため、一層活躍いただくことを心か

ら期待しております。以上であります。〔降壇〕

〔登壇〕 お答えいた○副知事（日隈俊郎君）

します。フォレストピア宮崎構想の取組を踏ま

えた高千穂郷・椎葉山地域世界農業遺産、また

祖母・傾・大崩ユネスコエコパークの認定を活

用した地域の活性化についてであります。

お話にありましたフォレストピア宮崎構想

は、高千穂、日之影、五ヶ瀬、椎葉、諸塚の３

町２村をモデル圏域とし、森林の恵みの下、人

間性回復の森林の理想郷を整備していこうとい

う壮大なプロジェクトでありました。その構想

の中で、学びの森の中核施設として、五ヶ瀬中

等教育学校が建設されました。平成６年に開

学、今年で30年目を迎えたというところであり

ます。お話にありました生徒会長の金丸直拓君

の挨拶、大変すばらしい決意表明であったと思

います。

御質問の２つの世界ブランドは、地域の伝統

的な農林業、人々の営みや伝統文化、そして地

域固有の自然環境が世界的に認められた貴重な

地域資源であります。

これらの世界ブランドにおいては、認定を契

機に、地域活性化の取組を進めており、エコ

ツーリズム等の地域資源を活用した魅力発信、

特産品ブランドの創出や農泊を通じた関係人口

の拡大などが図られてきております。このよう

な取組を地元関係者と一丸となって行うこと

で、いずれの地域においても観光客が訪れるよ

うになり、地域経済活動の活性化の動きも見ら

れるようになってきました。

これらの世界ブランドは県民の宝であり、今

後、認定10周年の節目を迎えることから、地域

住民や市町村、企業・団体等と連携しながら、

国内外への情報発信を強化し、交流人口の拡大

につなげていくことで、この地域の活性化に取

り組んでまいります。以上であります。〔降壇〕

〔登壇〕 お○危機管理統括監（児玉憲明君）

答えします。南海トラフ地震に備えた関係機関

との連携についてであります。

南海トラフ地震が発生した場合、道路などの

インフラが寸断され、甚大な被害が予想される

ため、関係機関と連携した迅速な応急対応が必

要となります。

このため県では、総合防災訓練において、南

海トラフ巨大地震を想定した実動型の訓練とし

て、自衛隊による救助活動やヘリを活用した情

報収集、国土交通省による移動型の衛星通信設

備、いわゆるＣａｒ－ＳＡＴによる映像伝送、

県建設業協会による道路啓開訓練等を行うとと

もに、訓練の実施に至るまでの協議を通して、

顔の見える関係づくりを構築しております。

また、県が行う図上訓練や関係機関が行う独

自の訓練にも双方が参加し、連携を深めており

ます。

今後とも、大規模災害に備えた関係機関との

連携強化を図ってまいります。以上でありま

す。〔降壇〕

〔登壇〕 お○環境森林部長（長倉佐知子君）

答えします。江藤農林水産大臣の再任と本県林

業についてであります。
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江藤大臣の就任会見では、森林・林業分野に

ついて、2050年カーボンニュートラル等の実現

に向けて、森林の循環利用や再造林対策など、

川上から川下までの取組を総合的に進めていく

と表明されました。

県では、グリーン成長プロジェクトが目指す

再造林率日本一に向け、県民の皆様と産学官が

一丸となって取り組む宮崎モデルの構築を進め

ておりますが、「伐って、使って、植えて、育

てる」という好循環の実現にはまだ課題も多

く、より一層の取組が必要であります。

このような中、本県の実情を熟知されている

大臣の再任は大変心強く、持続可能な森林・林

業・木材産業の確立を図る上で、大きな後押し

になるものと考えております。以上でありま

す。〔降壇〕

〔登壇〕 お答○農政水産部長（殿所大明君）

えします。江藤農林水産大臣の再任と本県農業

についてであります。

江藤大臣は就任会見において、食料安全保障

の確保などを掲げた改正食料・農業・農村基本

法の理念を実現するため、法に基づく基本計画

をしっかりと策定すること、また、農業構造転

換のために必要な予算を確保し、強い生産基盤

の確立や人材確保を図ることを表明されまし

た。

さらに、持続的な食料供給を可能とするた

め、合理的な価格形成の仕組みの法制化などを

進めると発言されております。

本県農業が、担い手の減少に加え、長引く物

価高騰、子牛価格の低迷などに直面する中、本

県の実情を熟知されている大臣の再任は大変心

強く、「持続可能な魅力あるみやざき農業」の

実現に向けて、大きな後押しになるものと考え

ております。以上であります。〔降壇〕

御答弁それぞれありがとうご○佐藤雅洋議員

ざいました。

それでは、本県の基幹産業であります農業、

その中でも大変重要な畜産振興について伺いま

す。

西臼杵地域の農業を支える和牛繁殖農家は、

長引く子牛価格の低迷で大変弱っています。早

期の対策を打ってくれとの悲痛な声がかなり聞

こえてきますが、長引く子牛価格の低迷につい

て、どのように認識し、肉用牛対策にどのよう

に取り組んでいるのかを、農政水産部長に伺い

ます。

飼料価格等の○農政水産部長（殿所大明君）

高止まりが続く中、令和６年度の子牛価格は、

近年で最も下落した昨年度を下回る水準で推移

しており、肉用牛経営はこれまでにない危機的

な状況にあると認識しております。

このため県では、各地域で農家や関係機関と

の意見交換を行い、９月補正予算において、現

場の厳しい実情や意見を反映した母牛更新等へ

の支援や県産牛肉の消費拡大策を緊急的に講じ

るなど、従来のセーフティーネット対策等を含

め、総合的な支援に取り組んでおります。

あわせて、国に対しても、全国の肉用牛主要

産地と連携して、支援強化に向けた要望を行っ

たところであります。

今後とも、現場の声をしっかり受け止め、農

家に寄り添いながら、肉用牛経営の安定に向け

た支援に取り組んでまいります。

現場の声をしっかりと受け止○佐藤雅洋議員

め、農家に寄り添うとの部長の答弁、ありがと

うございます。

次のような声が私のところには届いていま

す。競り市での子牛の値段は県外種雄牛の種の

子牛のほうが高い傾向にある。また、２世代前
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や３世代前に県外の種が入ると高い価格になる

のは分かっているが、県が県内種雄牛を推奨す

るので、一般農家は逆らわず交配し、安値で販

売してしまっている。逆に力のある農家、余裕

のある農家は県外種雄牛を自力で交配して、高

い価格で売っている。宮崎牛の系統を目指すの

はよいが、今のやり方では子牛価格の安値が続

き、農家は潰れてしまう。

農学栄えて農業滅ぶ。宮崎牛栄えて農家が滅

びます。理想よりも、農家に金を取らせること

を目指すべきです。言い換えれば、宮崎牛より

農家経営ファーストに転換しないと、角を矯め

て牛を殺すことになる。県はブランド第一では

なく、農家に金を取らせることを第一にすべき

だ。ブランドの確立は農家が潤ってゆとりある

ときに目指してほしい。経営が行き詰まり、農

家は追い詰められている。ＪＡなど金融サイド

での破綻処理もうわさされている。早急に軌道

修正と対策支援をお願いします。これが現場の

声であり、畜産農家の悲痛な訴えです。

数年前の子牛価格上昇の折、若手経営者たち

に、畜産クラスター事業の名の下、多くの資金

で牛舎を増設する事業がありましたが、高千穂

家畜市場の子牛価格が、高値時期の約90万円か

ら、間近では約半分の50万円の値段になった

今、支払いが困難で、餌代さえ払えない状況に

あると私は聞いております。事業を進める若手

経営者の責任だけではないと考えますので、関

係団体がしっかりと支援し、子牛価格が安定す

るまでは支払いをしばらく猶予するといったよ

うな支援が必要ではないかと考えます。

そこで、肉用牛での畜産クラスター事業の実

施状況と、経営環境が厳しい中で事業を活用し

た農家に対し、県はどのような支援をしている

のか、農政水産部長に伺います。

肉用牛農家が○農政水産部長（殿所大明君）

規模拡大等を図るため実施する畜産クラスター

事業は、平成26年以降、県内では218件、うち西

臼杵地域では、その約３割に当たる63件が実施

されております。

しかしながら、子牛価格の低迷や資材高騰等

により、当初計画に比べ収支が悪化するなど、

事業実施農家の経営は大変厳しい状況にありま

す。

このため県では、ＪＡ等と連携し、経営状況

を細かく分析するとともに、飼養管理の見直し

など、生産性向上やコスト削減への助言を行っ

ております。

また、国は金融機関に、畜産農家に対する貸

付金の返済条件変更など柔軟な対応を求めてお

り、県も同様の依頼を行ったところでありま

す。今後も現場の実情にしっかり寄り添いなが

ら、農家経営の安定に向けて取り組んでまいり

ます。

ありがとうございます。今こ○佐藤雅洋議員

そ農家が生き残るための柔軟な対応を要望いた

します。

今年も稲刈りの時期が終わりました。10月は

雨が多く、稲刈りは大変でありました。また、

後のわらの片づけも終わらず、畜産農家は干し

わらの保管・備蓄に影響を来しているようであ

ります。

稲作農家にとっては、水田は大変大事なもの

であり、宝箱であります。しかし、残念なこと

に、全国の水田利用量は減っているようであり

ます。

そこで、県及び西臼杵地域における水田利用

の状況について、農政水産部長に伺います。

農林水産省の○農政水産部長（殿所大明君）

統計によりますと、令和５年の本県の田の面積
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は、畦畔を除いて、３万1,700ヘクタールであり

ます。

このうち、約72％の２万2,800ヘクタールが水

田として利用され、主食用米や加工用米、ＷＣ

Ｓ用稲などが作付されています。

残りの8,900ヘクタールは、飼料作物や露地野

菜、施設野菜等の作付のほか、遊休化している

田もあると考えております。

また、西臼杵地域の田の面積は、同じく1,463

ヘクタールで、このうち約64％の935ヘクタール

に主食用米やＷＣＳ用稲が作付されており、残

りの528ヘクタールは、露地野菜や飼料作物等の

作付や、遊休化している田もあると考えており

ます。

今後は、遊休化している田を○佐藤雅洋議員

生かす取組を要望いたします。

食料安全保障の観点から、全国における米の

在庫や本県における生産の状況、今後の安定生

産に向けた取組について、農政水産部長に伺い

ます。

農林水産省に○農政水産部長（殿所大明君）

よりますと、令和６年６月末の主食用米の民間

在庫量は153万トンで、調査を始めた平成11年以

降、最も低い水準となっています。

また、本県の主食用米の生産量は年々減少し

ており、11月に公表された今年の見込みは５

万9,600トンと、前年に比べ2,100トン少なく

なっております。

このような中、今年度は全国的に米が品薄と

なったことから、県としましては、主食用米を

安定的に生産し、県民に供給することが重要で

あると考えております。

このため、今後も農家への技術指導や作業効

率化を支援するとともに、高温下でも品質が優

れ、かつ食味がよい品種の導入を進めるなど、

主食用米の安定生産に取り組んでまいります。

中山間地域振興について伺い○佐藤雅洋議員

ます。

中山間地域にとって、とても有効であり、大

変重要な中山間地域等直接支払制度は、令和７

年度から次期対策が始まるとのことですが、次

期対策における主な変更点について、農政水産

部長に伺います。

10月に開催さ○農政水産部長（殿所大明君）

れた次期対策の説明会において、国から示され

た案の主な変更点は３つであります。

１点目は、交付金の基本部分の満額交付の要

件が、将来の農地活用の戦略策定から、草刈り

等を複数の集落で連携して行う活動計画の作成

に変わることであります。

２点目は、営農以外の集落活動を支援するた

めの加算などが廃止される一方、新たに集落の

ネットワーク化に向けた取組やスマート農業の

取組に係る加算が設けられることであります。

３点目は、交付対象となる農用地について、

これまでは農振農用地区域内にあるものとされ

ておりましたが、これに地域計画区域内である

ことが要件に加えられることになっておりま

す。

この制度は大変ありがたい制○佐藤雅洋議員

度なのですが、中には、高齢化により担当責任

者が決まらず取組が続けられない、交付金の支

払い時期が遅いため対応できないなど、中山間

地域等直接支払制度に対しての様々な悩みを聞

きますが、次期対策における県の推進の考え方

について、農政水産部長に伺います。

中山間地域の○農政水産部長（殿所大明君）

人口減少や高齢化が進む中で、集落の農用地の

維持管理を支える本制度は、大変重要となって

おります。
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しかしながら、地域においては、のり面の草

刈りなどの共同作業や会計事務処理等が困難と

なるケースが見られるほか、市町村の交付金の

支払い時期が集落のニーズと一致しないケース

があることも認識しております。

このため県では、次期対策において、複数の

集落で労働力等を補完し合う仕組みづくりに加

え、会計事務処理の共同化や受託体制の構築を

進めるなど、集落協定の広域化の取組を強化す

るとともに、支払い時期も含め、制度が適切か

つ効果的に運用されるよう、市町村へ助言を

行ってまいります。

交付金の８割を７月と10月に○佐藤雅洋議員

分けて支払い、残り２割を２月に支払うと大変

効果的な活動ができるとの要望を受けておりま

す。市町村への適切な支払い時期等の助言をよ

ろしくお願いします。

次に、農業用電力について伺います。

先日、地元高千穂町岩戸の畑中小水力発電所

の完成式典に参列しました。６年の月日を経て

完成の運び。地元の皆様の熱意、またそれを支

えていただいた高千穂町及び町議会の御支援、

さらには設計・施工に携わった技術者の皆様の

御尽力のたまものであり、厚く敬意を表しま

す。

売電収入は町内の農家負担の軽減や地域活性

化に活用されると聞いておりますが、同様の取

組が西臼杵地域、さらには県内各地に広がって

いくことを期待します。

農家の減少、高齢化により、のり面の草刈り

や水路の泥上げ、田の水回りなどに大変苦労し

ており、今後ますます難しくなることが危惧さ

れます。今回の小水力発電は、不利と思われる

地形を生かしたアイデアであり、西臼杵管内で

は揚水ポンプなどの遠隔操作の事例も増えてお

りますし、例えば隣り合う２枚、３枚の田んぼ

を１枚にするなどの小規模な基盤整備や自動給

水栓の実証などにも取り組んでいます。

今回の小水力発電整備などの地域の実情に

合ったきめ細かな農業農村整備事業をはじめ、

多面的機能支払交付金や中山間地域等直接支払

交付金などの様々な事業・制度を利用して、山

間地域の農業・農村の維持・発展を支援するこ

とが必要であります。

そこで、農業水利施設を利用した小水力発電

に関する取組状況と今後の展開について、農政

水産部長に伺います。

用水路や農業○農政水産部長（殿所大明君）

用ダムなどの農業水利施設を利用した小水力発

電は、地域資源を生かした有意義な取組であ

り、現在、県内で14か所が稼働しています。

本年５月から運転を開始した高千穂町の畑中

小水力発電所では、売電収入を用水路などの維

持管理に充てることで農家負担の軽減を図ると

聞いております。

一方、小水力発電の整備には、水を落とす高

低差や安定した水量などが必要であることに加

え、建設に係る費用負担が大きいことなどが課

題となっております。

このため、これらの課題に対応した事例も参

考にしながら、整備を行う事業主体への支援を

行うなど、今後とも、市町村をはじめとする関

係機関と連携し、小水力発電の推進に取り組ん

でまいります。

近年、日本における豪雨災害○佐藤雅洋議員

は頻度や規模が拡大しており、甚大な被害をも

たらしています。日本のどこかで激甚な豪雨災

害が毎年のように発生しています。

そこで、防災・減災に寄与する可能性の高い

田んぼダムに水をためると、私の計算では、宮
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ダムを上回る水量であります。

中山間地域の急傾斜地の棚田における田んぼ

ダムは大変有効かと考えますが、県の認識と取

組について、農政水産部長にお伺いいたしま

す。

中山間地域に○農政水産部長（殿所大明君）

おいて、大小の水田が階段状に広がり、美しい

農村風景を形成している棚田は、急傾斜地が多

いことから、田んぼダムに取り組むに当たって

は、雨水をためることによる農作業や作物等へ

の影響に加え、畦畔の補強などの検討が必要で

あります。

このため、農作業や作物等への影響について

は、現在、県内３か所で行っている実証圃場の

調査結果を踏まえ、また、畦畔の補強などにつ

いては、多面的機能支払交付金等の活用を念頭

に、棚田における田んぼダムの取組について検

討を行い、中山間地域の貴重な財産である棚田

を維持・保全する取組を支援してまいります。

ありがとうございました。○佐藤雅洋議員

次に、県道緒方高千穂線及び県道日之影宇目

線について伺います。

両路線は、災害時の復旧や復興を支える命の

道として大変重要な役割を担うとともに、沿線

の豊富な森林資源を生かした木材産業や、大分

県と宮崎県の両県をつなぐ観光産業などの地域

振興を支える大変重要な道路であります。

しかし、急峻な地形を縫うように通ってお

り、未改良区間も多いことから、車の離合が困

難な状況となっております。また、近年の激甚

化・頻発化する豪雨災害により大きな被害を受

け、各所で交通が途絶するおそれがあります。

特に中山間地域の道路は住民にとっては生命

線であり、災害が発生した道路は速やかに復旧

いただくことは大変重要でありますが、地域の

方々からは、近年の豪雨を受け、自分たちも孤

立するかもしれないといった心配の声をいただ

いております。このような切実な声を聞きます

と、速やかな災害復旧に加え、災害に強い道路

を整備することが極めて重要であり、ひいて

は、これらの整備が地域振興にもつながるもの

と考えます。

そこで、県道緒方高千穂線及び県道日之影宇

目線の整備状況について、県土整備部長に伺い

ます。

熊本県との県○県土整備部長（桑畑正仁君）
※

境をまたぐ２つの路線は、沿線住民の安全で安

心な生活はもとより、産業活動等を支える大変

重要な路線であります。

まず、県道緒方高千穂線では、上岩戸工区と

して、上岩戸大橋付近の約20メートル区間の測
※

量や設計を進めております。

次に、県道日之影宇目線では、赤石２工区と

して、日之影キャンプ場付近の約900メートル区

間で、幅員が狭く、見通しが悪い箇所の改良工

事を進めているほか、石垣の村付近の約700メー

トル区間においても、赤石３工区として、本年

度から調査設計に着手したところです。

県としましては、地元の皆様の協力をいただ

きながら、今後とも必要な予算の確保に努め、

早期整備に向け、取り組んでまいります。

熊本県ではなく大分県です○佐藤雅洋議員

ね。

次に、商工業振興について伺います。

商工会は、会員がお互いの事業の発展や地域

の発展のために活動を行う団体です。小規模事

業者にとってはなくてはならない存在です。

しかし、商工会の事務局体制の強化による質

の高い支援体制の構築及び市町村をはじめとす

※ 278ページに訂正発言あり

令和６年12月３日(火)
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る関係機関との連携強化による地域経済の維持

・活性化を図るとの目的の商工会事務局体制強

化事業も来年で終了するようでありますが、県

は商工会に期待される役割をどのように捉え、

どう支援していくのか、知事に伺います。

商工会は、地域経済を○知事（河野俊嗣君）

支える中小企業・小規模事業者の身近な支援機

関としての役割をはじめ、様々なイベントの開

催や運営など、地域振興事業の重要な担い手と

して多大な貢献をいただいており、特にコロナ

禍のような厳しい状況にあって、しっかりと地

域を支えていただき、地域にとって欠くことの

できない団体だと認識しております。

このため県では、商工会に対しまして、事務

局長や経営指導員の設置に要する経費等につい

て支援を行うとともに、事務局長の設置基準を

満たさない商工会におきましては、市町村と連

携してコーディネーターを配置することによ

り、事務局体制の維持・充実を図っておりま

す。

これらの支援により、事業者に対するきめ細

かな経営指導が可能となっているほか、事業承

継やＩＣＴ活用の推進など、多様化する経営課

題への対応も進んでまいりました。

県といたしましては、今後とも、市町村等と

連携を図りながら、商工会がその機能を十分発

揮いただけるよう、必要な支援を見極め、取り

組んでまいります。

ありがとうございます。商工○佐藤雅洋議員

会の重要性を十分認識され、引き続き必要な支

援を行うとの力強い知事の答弁をいただきまし

た。会員の皆様にとっても、県がしっかりと商

工会のことを考えているとの安心感が伝わると

考えます。コーディネーター配置の支援事業を

引き続きよろしくお願いいたします。

人手不足が顕著な地域においては、今後、外

国人労働者が必要になると考えられます。本県

における外国人労働者の国籍別及び産業別の推

移を商工観光労働部長に伺います。

県内の外○商工観光労働部長（川北正文君）

国人労働者は、宮崎労働局によりますと、10年

前の平成26年で1,885人だったものが、令和５年

では7,021人と過去最高となっております。

国籍別では、平成26年は中国が最も多く、全

体の57.4％を占めており、次いでインドネシ

ア、フィリピン、ベトナムの順でしたが、令和

５年はベトナムが最も多く全体の36.2％、次い

でインドネシア、フィリピン、ミャンマー、中

国、ネパールの順となっております。

また、産業別では、データの残っている平

成28年は製造業が最も多く、農林業、教育等支

援業の順となっていますが、令和５年は製造

業、農林業、次いで建設業の順となっており、

特に割合が増加した建設業の労働者数は、平

成28年と比べて約11倍の760人となっておりま

す。

先日の福田議員の質問では、○佐藤雅洋議員

渡久山部長より、「近年は県内に外国人受入れ

事業所が増加しているが、外国人受入れ制度の

複雑さにより受入れをちゅうちょする事業所が

ある。その解消のため、県では、今年度より外

国人介護人材マッチング支援事業を実施してい

るところです」との答弁がありました。

ほかの業種でも、その受入れ制度の複雑さの

ため、受入れを諦める傾向にあります。町村も

窓口を開き、相談体制の充実を図りたいとの声

ですが、外国人材の受入れについて、小規模企

業を含む県内企業の支援にどのように取り組ん

でいくのか、知事に伺います。

人口減少が進み、国内○知事（河野俊嗣君）
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外において外国人材獲得競争が激化する中で、

外国人材の受入れ・定着を図るためには、本県

の魅力を広く発信するとともに、これからます

ます人数の増加が見られるということも想定し

ながら、仕事や暮らしのサポートや相談支援体

制の充実など、受入れ環境の整備を進めること

が重要であると考えております。

このため県では、農業や介護などの分野にお

いて、海外の大学等と連携した人材確保や事業

者とのマッチング支援などの取組を進めるとと

もに、外国人サポートセンターによる多言語で

の相談対応や情報提供に取り組んでおります。

このような中、今後ますます外国人材の確保

が重要になるため、受皿となる企業等の増加に

向け、小規模な企業を含む県内企業に対する相

談体制の充実や受入れ手続に係る支援の強化な

ど、市町村や関係団体とも連携して進める必要

があると考えております。

今後は、本県産業を担う人材として多くの外

国人材を受け入れ、定着につなげるため、他県

の取組を参考にしながら、県内企業に対する新

たな支援体制の構築など、必要な取組を検討し

てまいります。

県内どの市町村に行っても外○佐藤雅洋議員

国人や企業が相談できる体制づくりを要望いた

します。

林業振興についてです。

ＦＩＴ制度開始後、多くの木質バイオマス発

電所が稼働しており、燃料となる原木の安定的

な調達に懸念の声も聞かれる中、細島港に日向

バイオマス発電所が操業を開始したとのことで

すが、全く情報を確認できません。現在の状況

について、環境森林部長に伺います。

日向バイオ○環境森林部長（長倉佐知子君）

マス発電所は、輸入したヤシ殻と木質ペレット

を主な燃料とし、国産木質チップを補助的に使

用する５万キロワット級の大規模発電施設であ

ります。

木質バイオマス発電所については、近年、相

次いで新設されており、既存の木材需要者との

間で原木調達の競合が懸念されることから、県

では、県内全ての発電所に対し、ＦＩＴ認定に

係る燃料調達計画の遵守を呼びかけておりま

す。

中でも、日向バイオマス発電所は規模が大き

く、適正な燃料調達がなされるか心配する声も

多いため、県では、先月、同発電所の調査を行

い、現時点で計画どおりの燃料調達が行われて

いることを確認したところです。

今後とも、計画に即した適正な燃料調達が行

われるよう、その動向を注視してまいります。

県内全てのバイオマス発電所○佐藤雅洋議員

が順調に発電できることを願います。

先日の丸山議員の質問では、みやざき林業大

学校では104名が学び、99名が県内林業事業体に

就業し、山村地域の活性化に貢献している、さ

らに木育の推進が重要であり、知事も会長を務

めるみやざき木づかい県民会議を中心に、幼少

期からの木育の強化や将来の職業選択を見据え

た高校生向けの木育の充実を進めるとの答弁を

確認しました。

しかし、いきなり林業大学校で１年学び、そ

して林業職に就くのではなく、その前の高校で

も林業に対する学びを深めるべきと考えます

が、全国と本県の高等学校における林業に関す

る学科の設置状況について、教育長にお伺いし

ます。

全国の高等学校に○教育長（黒木淳一郎君）

おきましては、林業科、森林科学科などの名称

の学科が、９つの道県、14の学校において設置
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されております。また、35の府県、58の学校で

林業に関する科目が開設されております。

本県におきましては、昭和34年に高千穂高校

の林業科、平成２年に宮崎農業高校の林業科、

平成21年に日南農林高校の森林科学科、平成26

年に高鍋農業高校の農業科林業専攻を、入学希

望者の大幅な減少や学科改編等に伴い、それぞ

れ募集停止にしております。現在は、門川高校

で林業に関する科目を開設しております。

私は、森林・林業を取り巻く○佐藤雅洋議員

状況の変化は今新たなステージに入ったと考え

ます。本県の農業系高校において、林業に関す

る学科を再度設置することはできないか、教育

長に伺います。

今後も、本県の農○教育長（黒木淳一郎君）

業系高校において、林業に関する学科を単独で

設置することは、これまでの経緯を踏まえます

と、難しいと考えております。

しかしながら、「農業と環境」という科目の

中で、森林に関する学びは全ての生徒が履修し

ており、学科はないものの、例えば、高千穂高

校や高鍋農業高校では、シイタケの原木栽培に

取り組むなどの学びを継続しております。

県教育委員会といたしましては、本県のすば

らしい森林資源の魅力を伝え、林業後継者の育

成につながるよう、関係機関や林業大学校とよ

り一層の連携を図ってまいります。

時代に合わせ、林業学科設置○佐藤雅洋議員

のための良策を要望いたします。先人が残した

森林資源を生かした職業の魅力を、将来を担う

子供たちに伝えましょう。

教育振興について伺います。

県立高等学校教育整備基本方針を本年度見直

すとのことでありますが、高千穂高校の今後の

方向性について、教育長はどのようにお考えな

のか、お聞かせください。

高千穂高校につき○教育長（黒木淳一郎君）

ましては、世界農業遺産に認定された地域と連

携・協働した学びを魅力として、令和７年度か

ら全国を対象とした生徒募集を行い、県外から

の生徒と県内の生徒が切磋琢磨する環境を充実

させることで、さらなる魅力づくりを目指して

いるところであります。

西臼杵地区でも、今後、中学校卒業者数の減

少が見込まれていますが、県教育委員会といた

しましては、高千穂高校の専門学科を含めた現

在の学びを維持しつつ、多様な学びを展開しな

がら、時代のニーズに応じたよりよい教育環境

を提供していきたいと考えております。

ありがとうございます。現在○佐藤雅洋議員

の学びの維持を明言いただきました。引き続き

変わらぬ高千穂高校への御支援を要望いたしま

す。

県の市町村対抗駅伝について見てみますと、

「子供から大人まで幅広い年齢層が参加する宮

崎県市町村対抗駅伝競走大会が、県庁前楠並木

を発着点とする12区間39.2キロメートルの宮崎

市内周回コースで、競技力向上や競技人口拡大

とともに、市町村間の交流を通した地域活性化

につながることを目的として開催されます」と

ありました。

しかし、今回はコースの変更があるとのこと

ですが、宮崎県市町村対抗駅伝競走大会の歴史

と意義について、教育長に伺います。

市町村対抗駅伝競○教育長（黒木淳一郎君）

走大会につきましては、昭和34年から行われて

きた県駅伝競走大会を「口蹄疫からの復興と再

生」を合い言葉として、平成23年に現在の形に

リニューアルした大会であり、来年１月の開催

で15回目を迎えます。
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この大会は、宮崎日日新聞社、宮崎陸上競技

協会の主催の下、県庁前楠並木通りを発着と

し、小学生から50歳以上の男女が幅広い世代

で、市町村の代表としての誇りや、ふるさとを

愛する気持ちを１本のたすきでつなぐ、宮崎な

らではの大会であると認識しております。

また、宮崎の新春を彩る風物詩としても定着

しており、世代間の交流や地域の活性化にも貢

献する、子供たちへの教育効果も大きい、大変

意義深い大会であると考えております。

ありがとうございました。○佐藤雅洋議員

私も、子供たちへの教育効果も大きい、大変

意義深い大会であると考えます。

そこで、警察本部長に伺います。宮崎県市町

村対抗駅伝競走大会の開催場所が木花運動公園

に変更となった背景と経緯についてお聞かせく

ださい。

道路交通法上、○警察本部長（平居秀一君）

道路を使用するマラソンや駅伝大会などについ

ては、管轄する警察署長の道路使用許可が必要

となります。

そのため、マラソンや駅伝大会などの主催者

等から道路使用許可申請についての事前相談が

あった場合、警察としては、計画の内容を吟味

し、交通の安全と円滑が確保できる計画である

かどうかを確認いたします。具体的には、交通

事故や著しい交通渋滞などのトラブルが発生す

るおそれのある計画となっていないかを確認い

たします。

この点、市町村対抗駅伝競走大会について

は、毎回、住民からの苦情や運営上のトラブル

があるほか、警備員等の不足によるコース内へ

の一般車両の流入など、交通の安全と円滑が十

分確保されない危険な状況が発生しておりま

す。

そのため、来年の市町村対抗駅伝競走大会に

係る道路使用許可申請についての事前相談が

あった際に、主催者側に対し、交通の安全と円

滑を確保するため、万全な警備体制の確保や、

沿道住民や沿道の商業施設等への説明を行うよ

う指導しました。今回のコース変更は、そうし

た警察からの指導を踏まえ、主催者側が判断し

たものと認識しております。

ありがとうございました。○佐藤雅洋議員

県内各町村長の声であります。

選手にとって区間賞を目指すなど、モチベー

ションとなる大会であるので、同じコースで実

施し、歴史・伝統を積み重ねることで、青島太

平洋マラソンのような重みのある大会に成長、

そして定着してほしい。

楠並木通りをスタート・ゴールとして市街地

を走れることは選手の喜びや誇り、思い出とな

り、目標になるのではないか。

選手からすると、規制されたまちなかの一般

道を走ることができる唯一無二の大会であり、

一般道を規制してまで実施することこそ県を挙

げて実施している感覚があり、大会の重みを実

感でき、選手として特別感を体感できるのでは

ないか。

子供たちにとって大きな一つの目標であり、

楽しみにしている。小学生は県庁前楠並木ス

タートでの競い合いを、高校生などは楠並木の

直線での最後の勝負でのゴールをイメージし、

懸命に練習している。

青島太平洋マラソンも基幹道路を使用する

が、駅伝大会だけ使用できない明確な理由が

はっきりしない。周回コースだと周回遅れも出

る可能性があるので、トップと下位の順位の区

別が困難になることで、応援する側も順位が混

乱する。各市町村もそれぞれの町村で駅伝大会
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を一般道で実施しているので、影響が波及し、

駅伝ができなくなることを懸念する。

３年後の国スポ・障スポの本県開催に向け、

機運醸成、競技力向上を図る必要がある。当然

守るべきルールは守った上で、これまでどおり

一般道での開催が望ましい。

大事なのは、何のための、誰のための大会な

のか。地域のまとまり、ふるさとを思う心を育

む大会、県庁前で県民の自覚を高める大会。

これが町村長の声であります。

どうぞ警察本部長のリーダーシップで、主催

者側とよく協議、そして指導され、次回は子供

たちのためにも、県庁前楠並木で発着、スター

ト・ゴールで行われるよう、御尽力をお願いい

たします。伝統とは、燃え盛る炎を守ることで

す。県民の心が灰にならぬようお願いいたしま

す。

最後に、懸案の国スポ・障スポ大会の天皇行

幸についてであります。

令和９年（2027年）、第81回国民スポーツ大

会・第26回全国障害者スポーツ大会が「紡ぐ感

動 神話となれ」のスローガンの下、開催され

ます。私は11月25日、日本のひなた宮崎国スポ

高千穂町実行委員会設立総会、第１回総会に出

席しました。神話と伝統の町・高千穂であり、

剣道の町・高千穂、そして県内有数の観光地高

千穂町では、国スポに向け、そしてまた本日お

いでの天岩戸神社の佐藤宮司、責任役員の皆様

も、天皇来訪に向け、着々と準備を進めておら

れます。

そこで、国民スポーツ大会で御来県が期待さ

れる天皇皇后両陛下の御視察において、県北地

域、中でも、皇室ゆかりの地である天岩戸など

の天孫降臨の地、高千穂町を訪問していただき

たいと考えますが、知事の考えを、天岩戸の中

まで届くような御答弁をお聞かせください。

天皇皇后両陛下は、今○知事（河野俊嗣君）

年開催された佐賀国スポにおいて、１泊２日の

日程で総合開会式へ御臨席されたほか、バレー

ボール競技を御覧になられた後、地域住民が観

光客等に地酒を提供する交流施設を視察されて

おります。

また、昨年の鹿児島大会では、同様の日程

で、総合開会式の後はフェンシング競技を御覧

になられ、そして農産物の生産加工会社を視察

されております。

昭和54年に本県で開催された前回国体では、

昭和天皇が３泊４日の日程で、宮崎市で実施さ

れた馬術、体操、ホッケーや、新富町で実施さ

れたウエイトリフティングの各競技を御覧にな

られたほか、天岩戸と同じくゆかりのある宮﨑

神宮や西都原古墳群などを視察されておりま

す。また、高千穂町で実施された剣道競技につ

いては、寛仁親王殿下が御覧になられておりま

す。

県としましては、天皇皇后両陛下が御来県い

ただける場合には、大会に伴う日程等も踏まえ

ながら、御覧になられる競技や御視察先につい

て宮内庁に提案するとともに、万全の体制でお

迎えできるよう準備を進めてまいります。

先ほどの県道○県土整備部長（桑畑正仁君）

の整備の御質問に対する答弁の中で、誤って

「熊本県との県境をまたぐ」と申しましたが、

正しくは大分県でございます。

同じく、上岩戸工区につきまして、20メート

ル区間と申しましたが、正しくは40メートル区

間です。おわびして訂正いたします。

県土整備部長、大丈夫であり○佐藤雅洋議員

ます。

高千穂町には、初代天皇である神武天皇の祖
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母、トヨタマヒメを祭った山で日本百名山の一

つ、祖母山があります。熊本、大分、本県高千

穂町岩戸から五ヶ所高原にかけての県内最高峰

の山であります。荘厳な天皇家由来の山、まさ

に日本の聖域とも言われています。

天皇陛下には、開会行事後、都城や西諸を

回っていただき、延岡を経由し、日之影町でな

ぎなた競技、高千穂町で剣道競技、五ヶ瀬町で

相撲競技を観戦後、天岩戸神社などの高千穂の

神社を参拝していただく。そして、神武天皇も

手を合わせた祖母山を拝みながら、阿蘇くまも

と空港に向かうルートもなかなかよいのではな

いかと思われます。

天皇皇后両陛下が車で移動される際には、沿

道沿いを多くの西臼杵郡民が日の丸の小旗を

振って歓迎する様子が目に浮かびます。私は高

千穂だけに来てと言っているわけではありませ

ん。各地を回った後で結構ですので、初めての

高千穂に必ず来てほしいと考えております。

この案を含め、宮内庁へ行幸案を強く提案し

ていただきますようお願いして、質問を終わり

ます。ありがとうございました。（拍手）

以上で一般質問は終わりまし○濵砂 守議長

た。

次に、今回提案されました議○濵砂 守議長

案第１号から第33号までの各号議案を一括議題

といたします。

質疑の通告はありません。

議案第22号採決◎

ここで、収用委員会委員の任○濵砂 守議長

命の同意についての議案第22号についてお諮り

いたします。

本案については、会議規則第39条第３項の規

定により、委員会の付託を省略して直ちに審議

することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議ありませんので、その○濵砂 守議長

ように決定いたしました。

討論の通告はありません。

これより採決に入ります。

議案第22号についてお諮りいたします。

本案については、同意することに御異議あり

ませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議なしと認めます。よっ○濵砂 守議長

て、本案は同意することに決定いたしました。

議案第１号から第21号まで及び第23号◎

から第33号まで並びに請願委員会付託

次に、議案第１号から第21号○濵砂 守議長

まで及び第23号から第33号までの各号議案並び

に新規請願は、お手元に配付の付託表のとお

り、それぞれ関係の委員会に付託いたします。

明日からの日程をお知らせいたします。

明日４日から９日までは、常任委員会、特別

委員会等のため、本会議を休会いたします。

次の本会議は、10日午前10時から、常任委員

長の審査結果報告から採決までであります。

本日はこれで散会いたします。

午後２時３分散会
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午前10時０分開議 

 

出 席 議 員（37名） 

２番 永 山 敏 郎 （県民連合立憲） 

３番 今 村 光 雄 （公明党宮崎県議団） 

４番 工 藤 隆 久 （  同  ） 

５番 福 田 新 一 （宮崎県議会自由民主党） 

６番 本 田 利 弘 （  同  ） 

７番 山 内 いっとく （  同  ） 

８番 山 口 俊 樹 （  同  ） 

９番 下 沖 篤 史 （  同  ） 

11番 黒 岩 保 雄 （  同  ） 

12番 渡 辺 正 剛 （  同  ） 

13番 濵 砂   守 （  同  ） 

14番 脇 谷 のりこ （親 和 会） 

15番 松 本 哲 也 （県民連合立憲） 

16番 山 内 佳菜子 （  同  ） 

17番 坂 本 康 郎 （公明党宮崎県議団） 

18番 二 見 康 之 （宮崎県議会自由民主党） 

19番 日 高 博 之 （  同  ） 

20番 後 藤 哲 朗 （  同  ） 

21番 佐 藤 雅 洋 （  同  ） 

22番 安 田 厚 生 （  同  ） 

23番 日 髙 陽 一 （  同  ） 

24番 内 田 理 佐 （  同  ） 

25番 川 添   博 （  同  ） 

26番 荒 神   稔 （  同  ） 

27番 図 師 博 規 （無所属の会 チームひむか） 

28番 前屋敷 恵 美 （日本共産党宮崎県議会議員団） 

29番 井 本 英 雄 （自民党同志会） 

30番 岩 切 達 哉 （県民連合立憲） 

31番 重 松 幸次郎 （公明党宮崎県議団） 

32番 坂 口 博 美 （宮崎県議会自由民主党） 

33番 山 下   寿 （ 同 ） 

34番 外 山   衛 （  同  ） 

35番 武 田 浩 一 （  同  ） 

36番 丸 山 裕次郎 （  同  ） 

37番 中 野 一 則 （  同  ） 

38番 山 下 博 三 （  同  ） 

39番 野 﨑 幸 士 （  同  ） 

欠 席 議 員（１名） 

10番 齊 藤 了 介 （宮崎県議会自由民主党） 

 

 

 

 

地方自治法第121条による出席者 

知 事  河 野 俊 嗣 

副 知 事  日 隈 俊 郎 

副 知 事  佐 藤 弘 之 

総 合 政 策 部 長  重黒木   清 

政 策 調 整 監  田 中 克 尚 

総 務 部 長  吉 村 達 也 

危 機 管 理 統 括 監  児 玉 憲 明 

福 祉 保 健 部 長  渡久山 武 志 

環 境 森 林 部 長  長 倉 佐知子 

商工観光労働部長  川 北 正 文 

農 政 水 産 部 長  殿 所 大 明 

県 土 整 備 部 長  桑 畑 正 仁 

宮崎国スポ・障スポ局長  山 下 栄 次 

会 計 管 理 者  米 良 勝 也 

企 業 局 長  松 浦 直 康 

病 院 局 長   村 久 人 

財 政 課 長  池 田 幸 優 

教 育 長  黒 木 淳一郎 

公 安 委 員 長  島 津 久 友 

警 察 本 部 長  平 居 秀 一 

代 表 監 査 委 員  川 野 美奈子 

人 事 委 員 長  佐 藤 健 司 

 

事務局職員出席者 

事 務 局 長  小 牧 直 裕 

事 務 局 次 長  海 野 由 憲 

議 事 課 長  菊 池   博 

政 策 調 査 課 長  西久保 耕 史 

議 事 課 長 補 佐  松 本 英 治 

議 事 担 当 主 幹  弓 削 知 宏 

議 事 課 主 任 主 事  上 園 祐 也 

議 事 課 主 任 主 事  青 野 奈 月 
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議席の一部変更◎

これより本日の会議を開きま○濵砂 守議長

す。

ここで、議席の一部を変更いたします。

各議員の議席は、会議規則第５条第１項の規

定により、ただいま御着席のとおり指定いたし

ます。

常任委員長審査結果報告◎

本日の日程は、常任委員長の○濵砂 守議長

審査結果報告から採決まで、並びに選挙管理委

員及び同補充員の選挙であります。

まず、議案第１号から第21号まで及び第23号

から第33号までの各号議案、並びに請願第８号

から第12号までの各号請願を一括議題といたし

ます。

ここで、常任委員長の審査結果報告を求めま

す。まず、総務政策常任委員会、川添博委員

長。

〔登壇〕 御報告いたします。○川添 博議員

今回、当委員会に付託を受けました案件は、

議案第１号外10件であります。慎重に審査いた

しました結果、お手元に配付の議案・請願委員

会審査結果表のとおり、いずれも全会一致で決

定いたしました。

以下、審査の主な概要について申し上げま

す。

初めに、令和６年度宮崎県一般会計補正予算

についてであります。

このうち、議案第１号は、令和６年台風第10

号災害対策及びその他必要な経費について措置

するもので、18億4,900万円余の増額となってお

ります。

次に、議案第23号は、国の令和６年度補正予

算（第１号）のうち、国土強靱化等の公共事業

に係るもの及び職員等の給与改定に係るものに

要する経費について措置するもので、39 5

億5,100万円余の増額となっております。

両議案を合わせた歳入財源の主なものは、国

庫支出金192億900万円余、県債146億9,900万円

余であります。この結果、補正後の一般会計の

予算規模は7,193億6,200万円余となります。

このうち、総合政策部の補正予算は、一般会

計で１億1,300万円余の増額であり、特別会計を

合わせた補正後の予算額は213億3,900万円余と

なります。

総務部の補正予算は、一般会計で３億6,100万

円余の増額であり、特別会計を合わせた補正後

の予算額は2,426億9,200万円余となります。

また、宮崎国スポ・障スポ局の補正予算は、

一般会計で1,300万円余の増額であり、補正後の

予算額は208億5,800万円余となります。

次に、東九州新幹線等調査結果についてであ

ります。

これは、本県の新幹線整備に向けた基礎資料

として、東九州新幹線の「日豊本線ルート」及

び「鹿児島中央先行ルート」並びに「新八代

ルート」の３ルートの調査を実施したものであ

ります。

このことに関連して委員より、「新幹線整備

は、整備計画路線に格上げされたとしても、部

分開業まで約40年という長期的な事業となる。

今回調査した３つのルートのうち、県としてど

の方向を向いて進んでいくのか、いずれは知事

が判断すべきものと考えているが、今後予定し

ている動きはあるのか」との質疑があり、当局

より、「今回の調査は県民の機運醸成が目的で

あり、国がどう動くか不透明な中で、期限を設

定してルートを選定する予定はない。東九州新

令和６年12月10日(火)
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幹線の実現を求めていく姿勢に変わりはなく、

今回行った調査などを通して、早期整備に向

け、引き続き国に要望してまいりたい」との答

弁がございました。

当委員会といたしましては、新幹線整備に関

する県民の機運を盛り上げていくためにも、新

幹線が開通することによる経済効果の調査やシ

ンポジウムの開催など、今後も議会や県民への

積極的な情報提供に努めていただくよう要望い

たします。

次に、災害支援物資拠点施設整備事業につい

てであります。

これは、県の物資の備蓄機能と国からの支援

物資を効率的に配送できる機能を兼ね備えた災

害支援物資拠点施設を整備するものであり、令

和６年６月に完了した施設全体基本設計等を踏

まえ、地盤対策や雨水排水対策等が必要になる

ことに伴い、追加の設計を行うため、必要額を

増額するものであります。

このことについて委員より、「災害支援物資

拠点施設は、いつ起こるか分からない災害に備

えるための、本県の物資備蓄や輸送拠点となる

非常に重要な施設である。今回、追加の設計が

発生したことにより、施設の整備に遅れが生じ

ているが、その要因の分析をしっかり行ってい

ただきたい」との要望がありました。

次に、宮崎国スポ・障スポに要する経費につ

いてであります。

このことについて委員より、「国スポ・障ス

ポ施設の整備費用が物価高騰等により増加して

いるが、人口減少が進む中、国スポ・障スポ後

の施設の活用が大きな課題であると考えてい

る。これらの施設を本県のレガシーとして残す

ために、どのような協議を行っているのか」と

の質疑があり、当局より、「国スポ・障スポ後

の活用を見据え、プロチーム等の視察に丁寧に

対応するとともに、国スポ・障スポ施設が本県

のレガシーとなるよう、商工観光労働部や教育

委員会と施設の活用についての協議を継続して

行っている」との答弁がございました。

また、想定されている大会運営経費には、今

後の物価高騰や人件費上昇などが考慮されてお

らず、精査はこれからとなる旨の説明がありま

した。

当委員会といたしましては、将来にわたり有

効活用される施設とするためにも、各部局や市

町村との連携はもちろん、経費についてもしっ

かりと精査していただき、議会にも引き続き丁

寧な説明をしていただくよう要望いたします。

最後に、「総合政策及び行財政対策に関する

調査」につきましては、地方自治法第109条第８

項の規定により、閉会中の継続審査といたした

いので、議長においてその取扱いをよろしくお

願いいたします。

以上をもって、当委員会の報告を終わりま

す。（拍手）〔降壇〕

次は、厚生常任委員会、山内○濵砂 守議長

佳菜子委員長。

〔登壇〕 御報告いたしま○山内佳菜子議員

す。

今回、当委員会に付託を受けました案件は、

議案第１号外４件及び新規請願４件の計９件で

あります。慎重に審査いたしました結果、お手

元に配付の議案・請願委員会審査結果表のとお

り、いずれも全会一致により決定いたしまし

た。

以下、審査の主な概要について申し上げま

す。

初めに、福祉保健部の補正予算についてであ

ります。
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今回の補正は、議案第１号が台風第10号によ

り被災した社会福祉施設等の復旧に要する経費

として2,600万円余を、議案第23号が職員の給与

改定に伴うもので２億6,500万円余を、それぞれ

増額するものであり、この結果、一般会計と特

別会計を合わせた補正後の予算額は2,3 6 0

億7,900万円余となります。

次に、一時保護施設の設備及び運営の基準に

関する条例（仮称）の素案についてでありま

す。

このことについて委員より、「この条例で

は、こどもの意見表明権について、どのような

措置を講じているのか」との質疑があり、当局

より、「一時保護施設の入所児童に対し、その

意見または意向を尊重した支援に取り組まなけ

ればならないと規定している」との答弁があり

ました。

当委員会といたしましては、こどもの意見表

明権は、子供たちが権利の主体であることを社

会全体で認識するとともに、その権利を保障

し、健やかな成長を後押しするものであると考

えていることから、法制度の整備を含め、子供

たちが自らの意見を表明できる体制づくりに努

めていただきますよう要望します。

次に、宮崎県社会的養育推進計画の素案につ

いてであります。

このことについて委員より、「この計画は、

今までとどのように違うのか」との質疑があ

り、当局より、「子供の利益実現のため、施設

への措置が可能であっても、里親に預けること

を優先する理念に基づき、計画を策定してい

る」との答弁がありました。

また、複数の委員より、「里親への委託が低

迷しているのは、どのような理由か」との質疑

があり、当局より、「里親を引き受ける人が少

ないこともあるが、実親の里親への委託に対す

る抵抗も大きな要因となっている。そのため、

実親に対し丁寧な説明を行い、同意を取るよう

に進めている」との答弁がありました。

当委員会としましては、家庭養育を推進し、

計画を実効性のあるものとするため、里親制度

の周知と理解促進の取組をより一層進めていた

だくよう要望します。

次に、病院局の補正予算についてでありま

す。

今回の補正は、職員の給与改定に伴うもの

で、病院事業費用について８億3,500万円余の増

額補正を行うものであります。

次に、県立病院事業の令和６年度上半期の業

務状況についてであります。

このことについて委員より、「今年度決算に

おける純損益は、33億8,900万円余の赤字の見通

しだが、経営計画としては想定内になるのか」

との質疑があり、当局より、「宮崎県病院事業

経営計画2021の収支計画と単純比較した場合、

純損益は８億1,200万円余、計画を下回ってい

る。その要因としては、給与改定が最も大き

く、加えて物価高騰が想定を超すスピードで進

んでいることである。今年度の診療報酬改定

は、薬価を除く本体部分が0.88％の増額改定に

とどまり、物価高騰等の影響にさらされてい

る」との答弁がありました。

当委員会といたしましては、高齢化の進展に

伴い、医療需要が増大、多様化する中、県立病

院には地域のニーズに応え、適切な医療を提供

することが求められていると考えておりますの

で、計画を適時適切に見直すなど、たゆまぬ改

善により、持続可能な経営を進めていただくよ

う要望します。

次に、「宮崎県に対し、精神障がい者を県の
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重度障がい者医療費助成制度の対象とすること

を求める請願書」についてであります。

当委員会といたしましては、財政負担が見込

まれるものではありますが、精神障がい者は身

体障がい者や知的障がい者と同等に扱っていた

だきたく、当請願を採択したものであります。

当局におかれては、市町村等と連携し、実現

に向けて検討していただくよう要望します。

最後に、当委員会において継続審査と決定い

たしました案件のほか、「福祉保健行政の推進

及び県立病院事業に関する調査」につきまして

は、地方自治法第109条第８項の規定により、閉

会中の継続審査といたしたいので、議長におい

てその取扱いをよろしくお願いいたします。

以上をもって、当委員会の報告を終わりま

す。（拍手）〔降壇〕

次は、商工建設常任委員会、○濵砂 守議長

山下寿委員長。

〔登壇〕 おはようございま○山下 寿議員

す。御報告申し上げます。

今回、当委員会に付託を受けました案件は、

議案第１号外８件であります。慎重に審査いた

しました結果、お手元に配付の議案・請願委員

会審査結果表のとおり、いずれも全会一致で決

定いたしました。

以下、審査の主な概要について申し上げま

す。

まず、商工観光労働部の補正予算についてで

あります。

今回の補正は、議案第１号が企業立地の促進

やツール・ド・九州2025大会の開催準備に要す

る経費として8,000万円余を、議案第23号が職員

の給与改定に伴う人件費として7,300万円余を、

それぞれ増額するものであり、この結果、一般

会計と特別会計を合わせた補正後の予算額は500

億900万円余となります。

このうち、新規事業「ツール・ド・九州開催

事業」についてであります。

「ツール・ド・九州」は、九州地方知事会と

九州経済連合会などが一体となり、九州全体で

のサイクルツーリズムの推進を図るために開催

する国際自転車ロードレースであり、来年10月

に本県での開催が決まった「ツール・ド・九

州2025」大会に向け、コース設計や広報活動な

ど大会開催の準備を行うものであります。

このことについて委員より、「大会に向けた

準備や情報発信についてどのように行っていく

のか」との質疑があり、当局より、「開催に当

たり、自転車の競技別の誘致部会をつくり、関

係団体との協議を深めるなどして、サイクル

ツーリズムの推進を行っていく。また、当日の

大会状況については、解説つきでライブ放送さ

れ、その中で観光地各所の紹介も行われるた

め、観光の推進にも寄与すると考えている」と

の答弁がありました。

これに対して委員より、「国スポ・障スポを

間近にして、自転車競技も競技力を強化してい

く必要があるので、関係団体を巻き込んで競技

力向上を図っていただきたい。また、サイクル

ツーリズムによる観光の推進にも努めていただ

きたい」との要望がありました。

次に、使用料及び手数料徴収条例の一部を改

正する条例についてであります。

これは、旅券発給手数料について、これまで

書面申請とオンライン申請で同額の2,000円で

あったものを改定し、書面申請を2,300円、窓口

での受付事務が不要となるオンライン申請

を1,900円とするものであります。

このことについて委員より、「県内のパス

ポートの所持率はどのくらいか」との質疑があ
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り、当局より、「県内のパスポート所持率は8.2

％となっている。国際化の推進のためにもパス

ポートの取得率を上げることは大変重要だと認

識している」との答弁がありました。

これに対して委員より、「今年の11月以降、

国際定期便が再開・増便となったことに加え、

オンライン申請が安くなることを機にパスポー

トの取得率を上げ、国際化を推進してほしい」

との要望がありました。

次に、県土整備部の補正予算についてであり

ます。

今回の補正は、議案第１号が台風第10号災害

関連の経費として７億5,700万円余を、議案第23

号及び第25号が防災・減災、国土強靱化及び職

員の給与改定に係るものに要する経費として260

億9,600万円余を、それぞれ増額するものであ

り、この結果、一般会計と特別会計を合わせた

補正後の予算額は1,121億5,500万円余となりま

す。

次に、民事訴訟事件の和解についてでありま

す。

これは、串間市の福島港岸壁を損傷させた船

主等を相手に、原状回復工事費等の損害賠償を

求めた訴訟について、裁判所からの和解勧告が

あり、和解を受け入れるものであります。

このことについて委員より、「係留施設の使

用許可条件には原状回復義務が明記されていた

のか」との質疑があり、当局より、「使用許可

条件に原状回復義務は明記されており、原状復

旧するように戒告処分を行うなど、再三要求は

行ったが、数年経過しても原状回復されなかっ

たため、県が代執行を行い、原状回復に要した

経費を請求するために訴訟を起こしたものであ

る」との答弁がありました。

当委員会といたしましては、今後、同様の事

態が発生した場合は、迅速に復旧に向けて話合

いを進め、使用許可条件を遵守させ、早急に原

状回復させるよう徹底していただくことを要望

します。

最後に、「商工観光振興対策及び土木行政の

推進に関する調査」につきましては、地方自治

法第109条第８項の規定により、閉会中の継続審

査といたしたいので、議長においてその取扱い

をよろしくお願いいたします。

以上をもって、当委員会の報告を終わりま

す。（拍手）〔降壇〕

次は、環境農林水産常任委員○濵砂 守議長

会、内田理佐委員長。

〔登壇〕 御報告いたします。○内田理佐議員

今回、当委員会に付託を受けました案件は、

議案第１号外４件であります。慎重に審査いた

しました結果、お手元に配付の議案・請願委員

会審査結果表のとおり、いずれも全会一致で決

定いたしました。

以下、審査の主な概要について申し上げま

す。

まず、環境森林部の補正予算についてであり

ます。

今回の補正は、議案第１号が一般会計で５

億4,500万円余を、議案第23号が一般会計で44

億8,400万円余を、議案第24号が特別会計で70万

円余を、それぞれ増額するものであり、この結

果、一般会計と特別会計を合わせた補正後の予

算額は276億2,500万円余となります。

このうち、松くい虫伐倒駆除事業についてで

あります。

これは、松くい虫被害が急増しているため、

被害木の伐倒駆除を早急に実施し、被害拡大を

防止するものであります。

このことについて委員より、「松くい虫の被
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害により松林が枯れ、防風林としての機能が果

たせなくなっている。毎年予算を計上して駆除

事業を行っているが、抜本的な対策は検討して

いるのか」との質疑があり、当局より、「現

在、松くい虫の駆除だけでなく、被害木の伐倒

後に、抵抗性松を植栽しているが、今後は、他

の樹種も検討しながら対策を行っていく」との

答弁がありました。

当委員会といたしましては、松くい虫被害が

広がる前に早期駆除対策を講じるとともに、松

くい虫被害の抜本的対策のため、専門的な知見

も取り入れながら、抵抗性松の植栽なども含

め、優先的に実施していただくよう要望しま

す。

次に、宮崎県産業廃棄物税条例についてであ

ります。

このことについて委員より、「数年後に太陽

光パネルの大量廃棄が懸念されるが、宮崎県は

他県と比べてリサイクル率が低く、リサイクル

業者の育成が必要であると思うが、どのように

考えているのか」との質疑があり、当局より、

「リサイクル業者の育成は大変重要であると考

えている。当条例は、産業廃棄物の排出抑制や

リサイクルの促進等に要する費用に充てること

を目的としており、引き続き、リサイクル業者

の育成や県民への普及啓発に係る取組を進めて

いきたいと考えている」との答弁がありまし

た。

次に、使用料及び手数料徴収条例の一部を改

正する条例についてであります。

このことについて委員より、既設盛土の調査

状況について質疑があり、当局より、「県内に

は約6,000か所の盛土があると把握しており、災

害危険区域や住宅地といった重要なところから

先行して調査を実施しているところである」と

の答弁がありました。

また、同じ委員より、「調査により危険な盛

土が発覚した場合、埋め戻し等を指導した上

で、許可申請に係る手数料を徴収することはで

きるのか」との質疑があり、当局より、「今回

の手数料は新たな許可申請に伴うものが対象と

なる。既設盛土については、危険な箇所があっ

た場合に指導を行い、是正していく」との答弁

がありました。

当委員会といたしましては、違法性や危険性

のある盛土等に対し、法的な部分をしっかりと

固めた上で、関係機関とも連携しながら、その

是正に向けて取り組んでいただくよう要望しま

す。

次に、農政水産部の補正予算についてであり

ます。

今回の補正は、議案第１号が一般会計で３

億700万円余を、議案第23号が一般会計で46

億5,400万円余を、それぞれ増額するものであ

り、この結果、一般会計と特別会計を合わせた

補正後の予算額は484億9,200万円余となりま

す。

次に、高病原性鳥インフルエンザの防疫措置

についてであります。

このことについて委員より、「養鶏農場と家

畜保健衛生所の２か所で簡易検査を実施した後

に防疫対策本部会議を開催しているが、農場で

の簡易検査後に防疫対策本部会議を開催するこ

とで、より早く防疫措置を実施することはでき

ないのか」との質疑があり、当局より、「検査

機関である宮崎家畜保健衛生所で改めて同一検

体を検査する必要がある。防疫対策について

は、農場での簡易検査での陽性確認後、速やか

に動員や資材の準備、消毒ポイントの設置場所

の検討などに着手している」との答弁がありま
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した。

最後に、「環境対策及び農林水産業振興対策

に関する調査」につきましては、地方自治法

第109条第８項の規定により、閉会中の継続審査

といたしたいので、議長においてその取扱いを

よろしくお願いいたします。

以上をもって、当委員会の報告を終わりま

す。（拍手）〔降壇〕

次は、文教警察企業常任委員○濵砂 守議長

会、重松幸次郎委員長。

〔登壇〕 御報告いたしま○重松幸次郎議員

す。

今回、当委員会に付託を受けました案件は、

議案第１号外10件及び新規請願１件の計12件で

あります。慎重に審査いたしました結果、お手

元に配付の議案・請願委員会審査結果表のとお

り、決定いたしました。

なお、議案第20号については賛成多数によ

り、その他の議案については全会一致、請願

第12号については賛成少数により決定いたしま

した。

以下、審査の主な概要について申し上げま

す。

まず、企業局の公営企業会計補正予算につい

てであります。

今回の補正は、職員の給与改定に伴うもの、

及び国の補正予算を受け、県土整備部が多目的

ダム改良工事の増額補正を行うことに伴い、共

同施設負担金を増額するものであります。

このうち、議案第27号は電気事業会計につい

て、収益的支出の事業費及び資本的支出で４

億3,300万円余の増額を行うもので、補正後の事

業費及び資本的支出の合計額は116億円余となり

ます。

また、議案第28号は工業用水道事業会計につ

いて、議案第29号は地域振興事業会計につい

て、それぞれ収益的支出の事業費を増額するも

ので、補正後の合計額は、工業用水道事業会計

が４億5,600万円余、地域振興事業会計が3,100

万円余となります。

次に、教育委員会の補正予算についてであり

ます。

今回の補正は、職員の給与改定等に伴い、28

億5,400万円余を増額するものであり、一般会計

と特別会計を合わせた補正後の予算額は1,225

億2,400万円余となります。

次に、公の施設の指定管理者の指定について

であります。

これは、これまで指定管理を行ってきた宮崎

県総合運動公園有料公園施設、宮崎県体育館及

び宮崎県ライフル射撃競技場に加え、宮崎県山

之口陸上競技場及び宮崎県山之口投てき練習場

並びに宮崎県プールについて、指定管理者制度

を導入し、令和７年度以降の指定管理者を指定

するものであります。

このことについて委員より、「今回、申請者

がそれぞれ１者しかいなかったことについて、

どのように考えているのか」との質疑があり、

当局より、「募集期間を２か月間設定していた

が、応募がなかったため、次回の公募の在り方

や周知方法について検証していきたい」との答

弁がありました。

さらに委員より、指定管理者候補の審査方法

について質疑があり、当局より、「候補者から

提出があった事業計画について、実績に基づい

た内容であるのかどうかなど、選定会議におい

て確認を行っている」との答弁がありました。

当委員会といたしましては、競争性が働いて

いないことに強い懸念を抱いていることから、

今後、施設の利活用を広げていくための企画に
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配点を増やすなど、選定基準・審査項目・配点

等を再考するとともに、経営的な視点を持ちな

がら、各種関係団体と連携して運営していただ

くよう要望します。

次に、公安委員会の補正予算についてであり

ます。

今回の補正は、職員の給与改定に伴い７

億3,300万円余を増額するものであり、一般会計

の補正後の予算額は306億6,500万円余となりま

す。

次に、警察関係使用料及び手数料徴収条例の

一部を改正する条例についてであります。

これは、マイナンバーカードと運転免許証の

一体化の運用開始に伴い、免許の新規取得や更

新時等のマイナ免許証に係る手数料等を新設す

るものであります。運用開始後は、従来の免許

証とマイナ免許証の２種類となり、本人の希望

により、どちらか一方、または両方を所持する

ことも可能となります。

このことについて委員より、「新規免許取得

時に、従来の免許証のみの場合が、マイナ免許

証のみの場合と比べて手数料が高いのはなぜ

か」との質疑があり、当局より、「従来の免許

証のみの場合は、新たに印刷する費用、台紙

代、人件費がかかることから、マイナ免許証と

比較すると高くなっている」との答弁がありま

した。

当委員会といたしましては、新たな手数料の

新設が令和７年３月に差し迫っていることか

ら、県民が混乱しないように、広くかつ丁寧に

広報していただくことを要望します。

最後に、「教育及び警察行政の推進並びに公

営企業の経営に関する調査」につきましては、

地方自治法第109条第８項の規定により、閉会中

の継続審査といたしたいので、議長においてそ

の取扱いをよろしくお願いいたします。

以上をもって、当委員会の報告を終わりま

す。（拍手）〔降壇〕

以上で、常任委員長の審査結○濵砂 守議長

果報告は終わりました。

委員長の審査結果報告に対する質疑の通告は

ありません。

討 論◎

これより討論に入りますが、○濵砂 守議長

討論についての発言時間は１人10分以内といた

します。

討論の通告がありますので、発言を許しま

す。前屋敷恵美議員。

〔登壇〕 おはようございま○前屋敷恵美議員

す。日本共産党の前屋敷恵美でございます。

今議会に提案されました議案について、議案

第１号、第６号、第20号及び第33号について、

反対の立場から討論いたします。

まず、議案第１号「令和６年度宮崎県一般会

計補正予算（第７号）」については、議案第20

号「公の施設の指定管理者の指定について」と

関連がありますので、併せて討論いたします。

今回の補正予算（第７号）については、一般

会計予算に18億4,954万円余を追加し、総額

を6,798億1,047万円余とするものです。内容

は、主に台風被害に対する災害復旧事業など

で、県民にとって必要かつ重要な予算であるこ

とは論をまちません。

問題としているのは、債務負担行為に、県有

スポーツ施設整備事業として、プール整備運営

事業が追加補正されていることです。期間は令

和６年度から令和21年度まで、限度額11億4,888

万6,000円です。

このプール整備事業には、民間の資金を活用
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するとしたＰＦＩ手法が導入され、民間事業者

「ひなたメドレー株式会社」が設計、建設、運

営、維持、管理を行うとされており、今議会

で、このひなたメドレー株式会社を指定管理者

として指定する旨の提案がなされております。

指定期間は、令和７年１月から令和22年３月ま

でと、15年３か月もの長期にわたります。

このＰＦＩについては、これまでも問題点を

指摘してまいりましたが、国が法制化したＰＦ

Ｉ法の下、地方公共団体が行う公共事業にＰＦ

Ｉを導入して、民間に新たな事業と運営権を委

ね、公共サービスを産業化していくやり方が位

置づけられ、まさに大企業やゼネコンのための

新事業づくりと言わなければなりません。

このＰＦＩ事業は、国内でも、様々な事故に

おける責任の所在の曖昧さなども指摘されてい

ます。料金の設定をはじめ公共施設としての政

策目的が損なわれ、その在り方が問われること

にもなるのではないでしょうか。

暗にコスト削減をもって、また民間は事業運

営のノウハウを持っているからと、ＰＦＩ事業

導入で利益を目的とする事業者の意向が優先さ

れ、施設としての公共性が形骸化することが懸

念されます。公が行うべき仕事を民間任せにす

べきではなく、公が責任を持って行うべきであ

り、この指定管理者の指定についても反対する

ものです。

次に、議案第６号「職員の退職手当に関する

条例の一部を改正する条例」についてです。

雇用保険法の改正に伴い、県条例の一部を改

正するものです。

これまで、離職した人が、就職活動において

就業手当や、離職前の賃金より、再就職後の賃

金が低下していた場合に、低下していた賃金の

６か月分を支給する手当として就業促進定着手

当が設けられていましたが、今回の改定で、こ

の就業手当の廃止とともに、就業促進定着手当

も上限を支給残日数の20％に引き下げるなどの

改定となっており、認められないものです。

次に、議案第33号「知事等の給与及び旅費に

関する条例の一部を改正する条例」についてで

す。

本条例案は、国の特別職等の給与改定に準じ

て、知事や議員など、特別職の期末手当の引上

げを行うとするものです。

人事院・人事委員会勧告による職員給与や手

当を引き上げることは当然のことです。しかし

今、異常な物価高騰が長期化する中、県民所得

は伸び悩み、消費税の負担、国保税や介護保険

料の引上げなど県民負担が増大する中で、個人

消費の落ち込みは地域経済にも影響を及ぼして

います。

こうした状況の中で、知事をはじめ特別職の

期末手当を引き上げるなどは、県民の生活実

態、県民感情からしても、決して好ましいとは

言えません。県民の納得は得られないのではな

いでしょうか。今回の特別職に係る期末手当引

上げの提案には賛成できません。

続いて、請願についてです。

常任委員長報告で不採択とされました、新規

請願第８号、第10号及び第12号について、ま

た、継続審査とされた請願第11号について、い

ずれも採択を求めるものです。

請願第８号は、現行保険証とマイナ保険証の

両立を求めるものであり、第10号は、現行保険

証の存続を求めるものです。

12月２日をもって、「現行（紙）の健康保険

証は廃止する」とする政府ですが、現在におい

てもマイナ保険証をめぐるトラブルが多数発生

する中で、利用率は全国でも県内でも２割にも
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届いていないのが実情です。県民にも、このま

ま行って診療が受けられるのだろうかと、心配

の声が寄せられています。

請願者は、マイナ保険証をなくせと言ってい

るのではありません。安心して医療を受けるた

めにも、現行保険証とマイナ保険証の両立を願

い、現行の健康保険証を残してほしいとの請願

者、県民の思いは至極当然であり、しっかりと

受け止め、国に届けることが県議会の役割では

ないでしょうか。

第12号については、公立小中学校の教育条件

の改善を求めるものです。

教職員が安心して働ける環境の整備を求め、

教員定数を増やすこと、そのためにも国庫負担

率を元に戻すこと、少人数学級の実現などな

ど、全ては子供たちの学ぶ権利を保障するため

のものであり、請願者の意をしっかり受け止め

るべきだと思います。

また、医療機関への財政支援や診療報酬の再

改定を求めた請願第11号は、地域医療を担う医

療機関が総じて厳しい経営状況に置かれる下

で、県民の命と健康を守るとりでとして、地域

医療や医療従事者を守るための支援を求めてい

るものです。県民にとっても喫緊の課題と言え

ます。県行政にも国にもしっかり届けることが

重要です。

これらの請願は、いずれも県民の安心・安全

な暮らしと子供たちの学びにとって切実なもの

です。不採択と切り捨てず、また、継続審査と

先延ばしにせず、請願者の意思を十分に尊重し

て、採択を強く求めるものです。

議員各位の賢明な御判断を切に求めて討論と

いたします。以上です。（拍手）〔降壇〕

ほかに討論の通告はありませ○濵砂 守議長

ん。

以上で討論は終わりました。

議案第１号、第６号、第20号及び第33号◎

採決

これより採決に入ります。○濵砂 守議長

まず、議案第１号、第６号、第20号及び第33

号について、一括お諮りいたします。

これらの議案に対する委員長の審査結果報告

は可決であります。委員長の報告のとおり決す

ることに賛成の議員の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

起立多数。よって、議案第１○濵砂 守議長

号、第６号、第20号及び第33号は、委員長の報

告のとおり可決されました。

議案第２号から第５号まで、第７号から◎

第19号まで、第21号及び第23号から第32

号まで採決

次に、議案第２号から第５号○濵砂 守議長

まで、第７号から第19号まで、第21号及び第23

号から第32号までの各号議案について、一括お

諮りいたします。

各号議案に対する委員長の審査結果報告は可

決であります。委員長の報告のとおり決するこ

とに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議なしと認めます。よっ○濵砂 守議長

て、各号議案は、委員長の報告のとおり可決さ

れました。

請願第12号採決◎

次に、請願第12号についてお○濵砂 守議長

諮りいたします。

〔渡辺正剛議員退席・退場〕

本請願に対する委員長の審査○濵砂 守議長
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結果報告は不採択であります。委員長の報告の

とおり決することに賛成の議員の起立を求めま

す。

〔賛成者起立〕

起立多数。よって、本請願○濵砂 守議長

は、委員長の報告のとおり不採択とすることに

決定いたしました。

〔渡辺正剛議員入場・着席〕

請願第８号及び第10号採決◎

次に、請願第８号及び第10号○濵砂 守議長

について、一括お諮りいたします。

両請願に対する委員長の審査結果報告は不採

択であります。委員長の報告のとおり決するこ

とに賛成の議員の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

起立多数。よって、両請願○濵砂 守議長

は、委員長の報告のとおり不採択とすることに

決定いたしました。

請願第９号採決◎

次に、請願第９号についてお○濵砂 守議長

諮りいたします。

本請願に対する委員長の審査結果報告は採択

であります。委員長の報告のとおり決すること

に御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議なしと認めます。よっ○濵砂 守議長

て、本請願は、委員長の報告のとおり採択とす

ることに決定いたしました。

閉会中の継続審査及び継続調査案件採決◎

次に、お手元に配付のとお○濵砂 守議長

り、各常任委員長及び議会運営委員長から、閉

会中の継続審査及び調査の申出がありますの

で、これを議題といたします。〔巻末参照〕

まず、請願第11号についてお諮りいたしま

す。

本請願を委員長の申出のとおり閉会中の継続

審査とすることに賛成の議員の起立を求めま

す。

〔賛成者起立〕

起立多数。よって、本請願○濵砂 守議長

は、委員長の申出のとおり閉会中の継続審査と

することに決定いたしました。

次に、ただいまお諮りしました請願を除く閉

会中の継続審査及び調査については、各委員長

の申出のとおり決することに御異議ありません

か。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議なしと認めます。よっ○濵砂 守議長

て、各委員長の申出のとおり、閉会中の継続審

査及び調査とすることに決定いたしました。

議員発議案送付の通知◎

次に、お手元に配付のとお○濵砂 守議長

り、委員会から議案の送付を受けましたので、

事務局長に朗読させます。

〔事務局長朗読〕

令和６年12月10日

宮崎県議会議長 濵砂 守 殿

提出者 議会運営委員長 日髙 陽一

議員発議案の送付について

下記の議案を会議規則第16条第２項の規定に

より提出します。

記

議員発議案第１号

避難所生活改善等に対する意見書

議員発議案第２号
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民生委員・児童委員の処遇改善を求める意

見書

議員発議案第１号及び第２号追加上程、◎

採決

ただいま朗読いたしました議○濵砂 守議長

員発議案第１号及び第２号の両案を日程に追加

し、議題とすることに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議ありませんので、その○濵砂 守議長

ように決定いたしました。

議員発議案第１号及び第２号の両案を一括議

題といたします。

お諮りいたします。

両案については、会議規則第39条第３項の規

定により、説明を省略して直ちに審議すること

に御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議ありませんので、その○濵砂 守議長

ように決定いたしました。

質疑及び討論の通告はありません。

これより採決に入ります。

議員発議案第１号及び第２号の両案につい

て、一括お諮りいたします。

両案を原案のとおり可決することに御異議あ

りませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議なしと認めます。よっ○濵砂 守議長

て、両案は原案のとおり可決されました。

議員派遣の件◎

次に、議員派遣の件を議題と○濵砂 守議長

いたします。

お諮りいたします。

会議規則第127条の規定により、お手元に配付

のとおり、議員を派遣することに御異議ありま

せんか。〔巻末参照〕

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議なしと認めます。よっ○濵砂 守議長

て、お手元に配付のとおり、議員を派遣するこ

とに決定いたしました。

選挙管理委員及び同補充員の選挙◎

次に、選挙管理委員及び同補○濵砂 守議長

充員の任期が本年12月27日をもって満了となり

ますので、地方自治法第182条の規定により、選

挙管理委員及び同補充員の選挙を行います。

選挙の方法については、議会運営委員会の決

定どおり、地方自治法第118条第２項の規定によ

り、指名推選とすることに御異議ありません

か。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議なしと認めます。よっ○濵砂 守議長

て、選挙の方法は指名推選とすることに決定い

たしました。

なお、指名の方法については、議長において

指名することにいたしたいと思いますが、御異

議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議ありませんので、議長○濵砂 守議長

において指名いたします。

まず、選挙管理委員を指名いたします。

横田照夫氏、河野哲也氏、町元真也氏、成合

修氏、以上の４名を指名いたします。

お諮りいたします。

ただいま議長において指名いたしました４名

を、選挙管理委員の当選人とすることに御異議

ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議なしと認めます。よっ○濵砂 守議長
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て、以上の４名が選挙管理委員に当選されまし

た。

次に、選挙管理委員の補充員を指名いたしま

す。

亀田博昭氏、谷口真理子氏、小川真弓氏、福

嶋幸徳氏、以上の４名を指名いたします。

お諮りいたします。

ただいま議長において指名いたしました４名

を、選挙管理委員の補充員の当選人とし、補充

員の順位は、指名の順位とすることに御異議あ

りませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議なしと認めます。よっ○濵砂 守議長

て、以上の４名が選挙管理委員の補充員に当選

されました。

閉 会◎

以上で、本定例会の議事は全○濵砂 守議長

て終了いたしました。

本年も、あと21日を残すのみとなりました。

執行部及び議員各位におかれましては、一層御

自愛の上、新たな年を御健勝で迎えられますよ

う心から御祈念申し上げます。

これをもちまして、令和６年11月定例会を閉

会いたします。

午前10時53分閉会
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１９日間

月　日 曜 区　分 議　　　　事 備　　考

１１．２２ 金 本会議

開会
会議録署名議員指名
議会運営委員長審査結果報告
会期決定
議案上程
知事提案理由説明

議会運営委員会　   9:30

２３ 土 （ 閉 庁日 ） 勤労感謝の日

２４ 日 （ 閉 庁 日 ）

２５ 月 一般質問通告締切　12:00

２６ 火

２７ 水

２８ 木

２９ 金 請願締切　　　　　16:00

３０ 土

１２．　１ 日

２ 月 一 般 質 問
議員発議案締切　　17:00
（会派提出）

３ 火

一 般 質 問
議 案 に 対 す る 質 疑
討 論 、 採 決 ( 人 事 案 件 )
議 案 ・ 請 願 委 員 会 付 託

議会運営委員会　   9:30

４ 水

５ 木
議員発議案締切　　17:00
（会派提出を除く）

６ 金 特 別 委 員 会
議会運営委員会
（特別委員会終了後）

７ 土

８ 日

９ 月 （ 議 事 整 理 ）

１０ 火 本会議

常任委員長審査結果報告
質疑、討論、採決
選挙管理委員及び同補充員
の選挙
閉会

議会運営委員会　   9:30

（ 閉 庁 日 ）

休　会

休　会

本会議

常 任 委 員 会

（ 閉 庁 日 ）

休　会

令和６年１１月定例会日程

（ 議 案 調 査 ）

本会議 一 般 質 問
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 ２ １ ５ － １ ２ ０ ８　

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  令和６年１１月２２日　

                                                         

 

 　宮崎県議会議長　濵砂　守　殿

 

 

                      　　　      　　 宮崎県知事　河　野　俊　嗣

 

 

議 案 の 送 付 に つ い て 

 

 　令和６年１１月定例会に付議する議案を下記のとおり送付します。
 

 記

 

議案第 1 号  令和６年度宮崎県一般会計補正予算（第７号） 

議案第 2 号  令和６年度宮崎県えびの高原スポーツレクリエーション施設特別会計補正 

　　　　　　予算（第２号） 

議案第 3 号  宮崎県税条例の一部を改正する条例 

議案第 4 号  使用料及び手数料徴収条例の一部を改正する条例 

議案第 5 号  警察関係使用料及び手数料徴収条例の一部を改正する条例 

議案第 6 号  職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例 

議案第 7 号  公の施設に関する条例の一部を改正する条例 

議案第 8 号  宮崎県における事務処理の特例に関する条例の一部を改正する条例 

議案第 9 号  宮崎県救護施設、更生施設、医療保護施設、授産施設及び宿所提供施設の 

            設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例 

議案第10号  工事請負契約の締結について 

議案第11号  工事請負契約の変更について 

議案第12号  工事請負契約の変更について 

議案第13号  工事請負契約の変更について 

議案第14号  工事請負契約の変更について 

議案第15号  民事訴訟事件の和解について 

議案第16号  訴えの提起について 

議案第17号  公の施設の指定管理者の指定について 

議案第18号  公の施設の指定管理者の指定について 

議案第19号  公の施設の指定管理者の指定について 

議案第20号  公の施設の指定管理者の指定について 

議案第21号  当せん金付証票の発売について 

議案第22号  収用委員会委員の任命の同意について 

 

（文書取扱　財政課）　
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 ２ １ ５ － １ ２ ４ ２　

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  令和６年１２月３日　

                                                         

 

 　宮崎県議会議長　濵砂　守　殿

 

 

                      　　　      　　 宮崎県知事　河　野　俊　嗣

 

 

議 案 の 送 付 に つ い て 

 

 　令和６年１１月定例会に付議する議案を下記のとおり送付します。
 

 記

 

議案第23号  令和６年度宮崎県一般会計補正予算（第８号） 

議案第24号  令和６年度宮崎県拡大造林事業特別会計補正予算（第１号） 

議案第25号  令和６年度宮崎県公共用地取得事業特別会計補正予算（第１号） 

議案第26号  令和６年度宮崎県育英資金特別会計補正予算（第１号） 

議案第27号  令和６年度宮崎県公営企業会計（電気事業）補正予算（第２号） 

議案第28号  令和６年度宮崎県公営企業会計（工業用水道事業）補正予算（第１号） 

議案第29号　令和６年度宮崎県公営企業会計（地域振興事業）補正予算（第１号） 

議案第30号　令和６年度宮崎県立病院事業会計補正予算（第１号） 

議案第31号　職員の給与に関する条例及び一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を 

            改正する条例 

議案第32号  市町村立学校職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例 

議案第33号  知事等の給与及び旅費に関する条例等の一部を改正する条例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（文書取扱　財政課）　
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 令和６年１１月定例会 
 

一 般 質 問 時 間 割 
 
  １１月２７日（水） 

順序 会 派 質 問 者 時 間 備考 

１ 自 由 民 主 党 坂口  博美 １０：００～１１：００  

２ 自 由 民 主 党 丸山裕次郎 １１：００～１２：００ 休憩 

３ 自 由 民 主 党 川添    博 １３：００～１４：００  

４ 県 民 連 合 立 憲 永山 敏郎 １４：００～１５：００  

 

  １１月２８日（木） 

順序 会 派 質 問 者 時 間 備考 

５ 自 由 民 主 党 福田  新一 １０：００～１１：００  

６ 公 明 党 重松幸次郎 １１：００～１２：００ 休憩 

７ 日 本 共 産 党 前屋敷恵美 １３：００～１４：００  

８ 自 由 民 主 党 安田  厚生 １４：００～１５：００  

 

  １１月２９日（金） 

順序 会 派 質 問 者 時 間 備考 

９ 親 和 会 脇谷のりこ １０：００～１１：００  

１０ 自 由 民 主 党 山口 俊樹 １１：００～１２：００ 休憩 

１１ 自 由 民 主 党 下沖 篤史 １３：００～１４：００  

１２ 自 由 民 主 党 二見 康之 １４：００～１５：００  

 

  １２月２日（月） 

順序 会 派 質 問 者 時 間 備考 

１３ 自 由 民 主 党 荒神  稔 １０：００～１１：００  

１４ 自 由 民 主 党 山内いっとく １１：００～１２：００ 休憩 

１５ 自 民 党 同 志 会 井本 英雄 １３：００～１４：００  

１６ 県 民 連 合 立 憲 岩切 達哉 １４：００～１５：００  

 

  １２月３日（火） 

順序 会 派 質 問 者 時 間 備考 

１７ 公 明 党 工藤 隆久 １０：００～１１：００  

１８ 自 由 民 主 党 黒岩 保雄 １１：００～１２：００ 休憩 

１９ 自 由 民 主 党 佐藤 雅洋 １３：００～１４：００  
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令和６年１１月定例会

［議　案］

総務
政策

厚生
商工
建設

環境
農林
水産

文教
警察
企業

第１号 令和６年度宮崎県一般会計補正予算（第７号） 可決 可決 可決 可決 可決

第２号
令和６年度宮崎県えびの高原スポーツレクリエー
ション施設特別会計補正予算（第２号）

可決

第３号 宮崎県税条例の一部を改正する条例 可決

第４号 使用料及び手数料徴収条例の一部を改正する条例 可決

第５号
警察関係使用料及び手数料徴収条例の一部を改正
する条例

可決

第６号 職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例 可決

第７号 公の施設に関する条例の一部を改正する条例 可決

第８号
宮崎県における事務処理の特例に関する条例の一
部を改正する条例

可決 可決

第９号
宮崎県救護施設、更生施設、医療保護施設、授産
施設及び宿所提供施設の設備及び運営の基準に関
する条例の一部を改正する条例

可決

第１０号 工事請負契約の締結について 可決

第１１号 工事請負契約の変更について 可決

第１２号 工事請負契約の変更について 可決

第１３号 工事請負契約の変更について 可決

第１４号 工事請負契約の変更について 可決

第１５号 民事訴訟事件の和解について 可決

第１６号 訴えの提起について 可決

第１７号 公の施設の指定管理者の指定について 可決

第１８号 公の施設の指定管理者の指定について 可決

第１９号 公の施設の指定管理者の指定について 可決

第２０号 公の施設の指定管理者の指定について 可決

議案・請願　委員会審査結果表

番　号 件　名

常 任 委 員 会
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総務
政策

厚生
商工
建設

環境
農林
水産

文教
警察
企業

第２１号 当せん金付証票の発売について 可決

第２３号 令和６年度宮崎県一般会計補正予算（第８号） 可決 可決 可決 可決 可決

第２４号
令和６年度宮崎県拡大造林事業特別会計補正予算
（第１号）

可決

第２５号
令和６年度宮崎県公共用地取得事業特別会計補正
予算（第１号）

可決

第２６号
令和６年度宮崎県育英資金特別会計補正予算
（第１号）

可決

第２７号
令和６年度宮崎県公営企業会計（電気事業）補正
予算（第２号）

可決

第２８号
令和６年度宮崎県公営企業会計(工業用水道事業)
補正予算（第１号）

可決

第２９号
令和６年度宮崎県公営企業会計（地域振興事業）
補正予算（第１号）

可決

第３０号 令和６年度宮崎県立病院事業会計補正予算(第１号) 可決

第３１号
職員の給与に関する条例及び一般職の任期付職員
の採用等に関する条例の一部を改正する条例

可決

第３２号
市町村立学校職員の給与等に関する条例の一部を
改正する条例

可決

第３３号
知事等の給与及び旅費に関する条例等の一部を改
正する条例

可決

［請　願］

総務
政策

厚生
商工
建設

環境
農林
水産

文教
警察
企業

第８号
国に「現行保険証とマイナ保険証の両立を求める
意見書を提出すること」についての請願

不採択

第９号
宮崎県に対し、精神障がい者を県の重度障がい者
医療費助成制度の対象とすることを求める請願書

採択

第１０号
「現行保険証の存続を求める」意見書を国に提出
することを求める請願書

不採択

第１１号
医療機関の事業と経営維持のための診療報酬の再
改定、補助金等の財政支援措置についての請願

継続

第１２号
宮崎県下の公立小中学校の教育条件改善を求める
請願

不採択

番　号 件　名

常 任 委 員 会

番　号 件　名

常 任 委 員 会
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閉会中の継続審査・調査申出一覧 

                                                          令和６年１１月定例会 

委 員 会 名 事          件 理  由 

総務政策常任委員会 総合政策及び行財政対策に関する調査 
調査を要

するため 

厚 生 常 任 委 員 会 

 

請願第11号 医療機関の事業と経営維持のため

の診療報酬の再改定、補助金等の  

財政支援措置についての請願 

 

福祉保健行政の推進及び県立病院事業に関する

調査 

 

慎重な審

査・調査を

要するた

め 

商工建設常任委員会 
商工観光振興対策及び土木行政の推進に関する

調査 

調査を要

するため 

環 境 農 林 水 産 

常 任 委 員 会  
環境対策及び農林水産業振興対策に関する調査 

調査を要

するため 

文 教 警 察 企 業 

常 任 委 員 会  

教育及び警察行政の推進並びに公営企業の経営

に関する調査 

調査を要

するため 

議 会 運 営 委 員 会 
次期県議会の会期日程に関する審査及び議会運

営に関する調査 

円滑な議

会運営を

図るため 
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議 案 議 決 件 名 一 覧 表 
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議 案 番 号  件                  名 議 決 月 日  

知事提出議案第１号 

  〃   第２号 

 

  〃   第３号 

  〃   第４号 

  〃   第５号 

 

  〃   第６号 

  〃   第７号 

  〃   第８号 

 

  〃   第９号 

 

 

  〃   第10号 

  〃   第11号 

  〃   第12号 

  〃   第13号 

  〃   第14号 

  〃   第15号 

  〃   第16号 

  〃   第17号 

  〃   第18号 

  〃   第19号 

  〃   第20号 

  〃   第21号 

  〃   第22号 

  〃   第23号 

  〃   第24号 

 

  〃   第25号 

 

令和６年度宮崎県一般会計補正予算（第７号） 

令和６年度宮崎県えびの高原スポーツレクリエー

ション施設特別会計補正予算（第２号） 

宮崎県税条例の一部を改正する条例 

使用料及び手数料徴収条例の一部を改正する条例 

警察関係使用料及び手数料徴収条例の一部を改正す

る条例 

職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例 

公の施設に関する条例の一部を改正する条例 

宮崎県における事務処理の特例に関する条例の一部

を改正する条例 

宮崎県救護施設、更生施設、医療保護施設、授産施設

及び宿所提供施設の設備及び運営の基準に関する条

例の一部を改正する条例 

工事請負契約の締結について 

工事請負契約の変更について 

工事請負契約の変更について 

工事請負契約の変更について 

工事請負契約の変更について 

民事訴訟事件の和解について 

訴えの提起について 

公の施設の指定管理者の指定について 

公の施設の指定管理者の指定について 

公の施設の指定管理者の指定について 

公の施設の指定管理者の指定について 

当せん金付証票の発売について 

収用委員会委員の任命の同意について 

令和６年度宮崎県一般会計補正予算（第８号） 

令和６年度宮崎県拡大造林事業特別会計補正予算（第

１号） 

令和６年度宮崎県公共用地取得事業特別会計補正予

算（第１号） 

12月10日・ 可  決 

    〃 

 

    〃 

    〃 

    〃 

 

    〃 

    〃 

    〃 

 

    〃 

 

 

    〃 

    〃 

    〃 

    〃 

    〃 

    〃 

    〃 

    〃 

    〃 

    〃 

    〃 

    〃 

12月３日・ 同  意 

12月10日・ 可  決 

    〃 

 

    〃 
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議 案 番 号 件                  名 議 決 月 日 

知事提出議案第26号 

 

  〃   第27号 

 

  〃   第28号 

 

  〃   第29号 

 

  〃   第30号 

  〃   第31号 

 

  〃   第32号 

 

  〃   第33号 

 

議員発議案 第１号 

  〃   第２号 

令和６年度宮崎県育英資金特別会計補正予算（第１

号） 

令和６年度宮崎県公営企業会計（電気事業）補正予算

（第２号） 

令和６年度宮崎県公営企業会計(工業用水道事業)補

正予算（第１号） 

令和６年度宮崎県公営企業会計（地域振興事業）補正

予算（第１号） 

令和６年度宮崎県立病院事業会計補正予算(第１号) 

職員の給与に関する条例及び一般職の任期付職員の

採用等に関する条例の一部を改正する条例 

市町村立学校職員の給与等に関する条例の一部を改

正する条例 

知事等の給与及び旅費に関する条例等の一部を改正

する条例 

避難所生活改善等に対する意見書 

民生委員・児童委員の処遇改善を求める意見書 

12月10日・ 可  決 

 

    〃 

 

    〃 

 

    〃 

 

    〃 

    〃 

 

    〃 

 

    〃 

 

    〃 

    〃 
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議 員 発 議 案 等 
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議員発議案第１号 
避難所生活改善等に対する意見書 

 
                                
 
昨今の自然災害が激甚化・頻発化する中、南海トラフ巨大地震や首都直下型地震への危

機意識が高まっている。そのような状況の下、災害が発生するたびに、多くの被災者が避
難所で厳しい生活を余儀なくされている。被災後の心身への負担が原因となる「災害関連
死」を防ぐためには、避難所の環境改善が喫緊の課題となっている。 
国には、災害時の避難所環境において、被災者が尊厳ある生活を維持できるよう、国際

レベルの衛生・生活環境基準の策定と自治体向けの避難所運営指針の改定が求められてい
る。 
また、避難所運営の主体が被災自治体であることから、人員や財源の確保に地域格差が

生じる懸念がある。 
よって、国においては、各自治体が新基準を満たす避難所を開設できるかどうかを総点

検し、必要な支援を行えるよう、下記の事項を強く要望する。 
 

記 
 
１   避難所の環境改善および質の向上のため、トイレ、キッチン、ベッドの設置等に加え、
水循環式のシャワー等の導入に対する支援を行うこと。 

 
２ 断熱性に優れた段ボールベッドについて、使用後の求償方式ではなく、平時から整備
を可能とする自治体への継続的な支援を行うこと。 

 
３ 過去の大規模災害におけるトイレ事情を踏まえ、マンホールトイレやトイレカー等の
整備に対する自治体への継続的な支援を行うこと。 

 
４ 福祉避難所の指定促進に向けて、資機材の充実や福祉人材の確保など、早期開設およ
び機能強化に向けた自治体の取り組みを支援すること。 

 
５ 「災害関連死」に関して迅速な審査が可能となるよう、条例制定の推進に向けた自治
体への助言を行うこと。 

 
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 
 
令和６年12月10日 

 
宮 崎 県 議 会  

 
衆 議 院 議 長   額 賀 福志郎 殿 
参 議 院 議 長   関 口 昌 一 殿 
内 閣 総 理 大 臣   石 破   茂 殿 
総 務 大 臣   村 上 誠一郎 殿 
財 務 大 臣   加 藤 勝 信 殿 

厚 生 労 働 大 臣 福 岡 資 麿 殿 

国 土 交 通 大 臣 中 野 洋 昌 殿 

内 閣 府 特 命 担 当 大 臣 
坂 井   学 殿 

（ 防 災 ・ 海 洋 政 策 ） 
内 閣 官 房 長 官   林   芳 正 殿 
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議員発議案第２号 

民生委員・児童委員の処遇改善を求める意見書 

 

 

民生委員・児童委員は民生委員法に基づき厚生労働大臣が委嘱する特別職の地

方公務員である。住民の生活や福祉に関する相談に応じ、行政への繋ぎ役として、

また高齢者や障がい者世帯、児童等の見守り役として、地域における重要な役割

を担っている。昨今は防災や災害対応時にも活躍が期待されており、民生委員・

児童委員は地域に欠かせない存在となっている。 

令和４年度末における全国の充足率は94.5％であり、担い手の確保が課題とな

っている。しかし、行政機関からの様々な協力要請により活動範囲が拡大し負担

感も増大しており、さらには、60歳以上の民生委員が８割を占め、高齢化による

活動への影響も懸念される。令和７年12月の一斉改選に向けて、民生委員・児童

委員の負担軽減が急務である。 

また、民生委員・児童委員の活動費は自治体ごとに支給されているが、昨今の

燃料費高騰や物価高を踏まえると、活動の継続、担い手確保の観点からも増額が

求められる。 

よって、国においては、下記の事項について措置されるよう強く要望する。  

 

記 

 

１ 民生委員・児童委員の役割、求められる活動内容を明確化すること。 

２ 民生委員・児童委員の活動費の増額に向けて、地方交付税の算定基礎額を

引き上げること。 

 

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 

 

 

令和６年12月10日 

                           宮 崎 県 議 会 

衆 議 院 議 長 額 賀 福志郎 殿 

参 議 院 議 長 関 口 昌 一 殿 

内 閣 総 理 大 臣 石 破   茂 殿 

総 務 大 臣 村 上 誠一郎 殿 

財 務 大 臣 加 藤 勝 信 殿 

厚 生 労 働 大 臣 福 岡 資 麿 殿 

内 閣 官 房 長 官 林   芳 正 殿 
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議 員 派 遣 

 

令和６年１２月１０日  

 

次のとおり、議員を派遣する。 

 

 

１ 令和６年度九州各県議会議員交流セミナー 

 

(1) 目  的   九州各県議会の議員が一堂に会し、共通する政策課題等につ

いて情報や意見の交換を行うことにより、政策提案力その他議

会機能の充実を図るとともに、議員間の親睦を深め、ともに九

州の一体的な発展と地方主権の確立を目指す。 

 

(2) 派遣場所   宮崎市 

 

(3) 期  間  令和７年１月３０日（木） 

 

(4) 派遣議員  議会運営委員会において決定する３８名以内 
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請 願 一 覧 表 

 

 

  

- 317 -



- 318 -



 

 

 総  括  表  

 

 

委 員 会 

請   願 

計 備 考 

新 規 継 続 

総 務 政 策 － － －  

厚 生 ４ － ４  

商 工 建 設 － － －  

環 境 農 林 水 産 － － －  

文 教 警 察 企 業 １ － １  

計 ５ － ５  
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 新 規 請 願                                                           

厚生常任委員会 

請願番号 請願第８号 受理年月日 令和６年１１月２８日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

請願の件名 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国に「現行保険証とマイナ保険証の両立を求める意見書を提出する

こと」についての請願 

 

（要旨） 

 国に対し、本年１２月２日実施予定の健康保険証廃止を中止し、

現行の健康保険証とマイナ保険証の両立を求める意見書を提出す

ること。 

 

（理由） 

 政府は１２月２日から現行の健康保険証の発行を停止するとし

ていますが、医療現場の実態や保険証存続を求める国民の声を無視

した健康保険証の廃止はやめるべきです。 

 厚労省の９月時点での調査ではマイナ保険証登録者のうち、病院

や薬局で実際に利用している人は１３．８７％にとどまっていま

す。また、８月３０日付けの宮崎日日新聞は「厚労省が行った現行

の健康保険証廃止に関する意見公募には５万３０２８件が集まり、

マイナ保険証への懸念を訴える意見が多かった」「別人情報のひも

付けの誤りなどによる個人情報流出を心配する声が目立った」と伝

えています。 

 全国保険医団体連合会（保団連）の調査では今年５月以降も全国

７０％の医療機関でマイナ保険証、オンライン資格確認に関するト

ラブルが「あった」と回答しており、保団連では「トラブルを解決

するためには現行の保険証を残すことが絶対に必要」と訴えていま

す。 

 マイナ保険証は５年ごとの更新が必要です。更新には３ヶ月以内

に役所に出向く必要があり、更新を忘れて医療機関にかかった時に

資格情報が無効となり、窓口で１０割負担を求められることも起き

かねません。 

 そもそもマイナンバーカードをつくるか、マイナ保険証として使

うかは任意であると、政府は国民に説明・約束してきました。ここ

にきて、マイナカードの取得を事実上、強制して保険証を廃止する

ことは拙速すぎる対応ではないでしょうか。 

 政府はマイナ保険証の利点を「本人の同意があれば他院で処方さ
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れた薬など情報共有できる」と宣伝していますが、情報共有は「お

くすり手帳」や「問診」で済むことです。 

 こうしたことから、国民の不安に応え、医療保険制度を将来にわ

たって維持存続させるために、本年１２月２日実施予定の健康保険

証廃止を中止し、マイナ保険証と現行の保険証を両立させることを

求め、国に対して意見書を提出することを請願します。 

紹介議員 永山 敏郎  岩切 達哉  前屋敷 恵美 
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 新 規 請 願                                                           

厚生常任委員会 

請願番号 請願第９号 受理年月日 令和６年１１月２９日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

請願の件名 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

宮崎県に対し、精神障がい者を県の重度障がい者医療費助成制度の

対象とすることを求める請願書 

 

（請願の趣旨） 

 精神障がい者が安心して、精神科以外の医療機関にかかることが

できるよう、県の重度障がい者医療費助成制度の対象を、精神障害

者保健福祉手帳１級はもちろん、２級、３級を所持する精神障がい

者まで、早急に拡充していただくようお願いします。 

 

（請願の理由） 

 近年、「精神的」な病気は、特別な人がかかるものではなく、誰

でもかかる可能性のある病気です。精神疾患の患者数は約４２０万

人で、国民の重要５大疾病中１位となっています。 

 精神疾患の程度や症状は様々で、回復にとても時間がかかりま

す。その中には、「未就労」の方が多く、他の身体障がい者等と比

べて雇用数、定着率ともに、とても低く、低い収入にもかかわらず、

精神障がい者に対する自立支援医療の助成は精神科への通院のみ

であり、精神科以外への通院は３割負担となっています。生活原資

は、わずかな障がい年金のみの場合が大半であり、医療費の３割負

担が重くのしかかり、受診もままらないのが現状です。 

 障がい者に対する医療費助成については、市町村が実施主体であ

りますが、県は市町村に対し、県の定める対象者と助成金額の基準

に基づき補助を行っていることから、都道府県の基準により障がい

者への医療費助成を行っています。 

現在、宮崎県では、県の基準によれば、身体・知的障がい者は重

度障がい者医療費助成制度の対象であり、全診療科目において、１

月あたりの自己負担額は、外来の場合１医療機関につき５００円、

入院の場合は１，０００円となっております。 

 また、全国では、多くの都道府県で精神障がい者手帳２級所持者

まで自己負担はなく、無料としている市町村も増えています。 

 精神障がい者（特に精神障がい者手帳２級、３級保持者）が重度

障がい者医療費助成制度の対象となり、医療費助成を受けられるよ

うになれば、日常の病状が改善され、就労が可能になると考えられ
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ることから、現在の人手不足が少しでも解消されるとともに、雇用

する側も税制を含め、メリットも多く、プラスになると思われます。 

 障害者基本法によれば、身体障がい、知的障がい、精神障がいの

３つの障がいは、すべて同等として扱われるべきものですが、精神

障がい者の置かれている現状を踏まえ、精神障がい者の命や健康を

守るため、一刻も早く、精神障がい者が県の重度障がい者医療費助

成制度の対象となるよう、制度を拡充していただきますよう要望い

たします。 

 

紹介議員 重松 幸次郎  下沖 篤史 
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 新 規 請 願                                                           

厚生常任委員会 

請願番号 請願第１０号 受理年月日 令和６年１１月２９日 

 

 

 

 

 

請願の件名 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「現行保険証の存続を求める」意見書を国に提出することを求める

請願書 

 

（請願趣旨） 

 政府は2023年６月に現行の健康保険証を2024年12月に廃止し、マ

イナンバーカードに健康保険証を一本化する法案を可決成立させ

ました。 

 しかし、誤登録や情報漏えい、「資格無効」と表示される等、マ

イナンバーカード（マイナ保険証）での受診によるトラブルが続出

し多くの患者・国民が不安を抱えています。 

 健康保険証がこのまま廃止されれば、マイナンバーカードを持た

ない人は公的保険診療を受ける権利を失う結果となりかねず、国民

皆保険制度の下で守られている国民のいのちと健康が脅かされて

しまいます。 

 国民・患者も医療機関も望んでいないマイナンバーカードとの強

制的な一本化はただちにやめて、現行の健康保険証を残すべきで

す。 

紹介議員 永山 敏郎  前屋敷 恵美 
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 新 規 請 願                                                           

厚生常任委員会 

請願番号 請願第１１号 受理年月日 令和６年１１月２９日 

 

 

 

 

 

請願の件名 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

医療機関の事業と経営維持のための診療報酬の再改定、補助金等の

財政支援措置についての請願 

 

（要旨） 

医療機関の事業と経営維持のための診療報酬の再改定、補助金等の

財政支援措置についての請願 

 

（理由） 

 厚生労働省による医療経済実態調査では赤字法人は約 25％を占

めます。医療法人の施設数約４万件のうち１万件が赤字経営です

が、実態は数字以上に厳しく、資金不足のため、借入金返済に追わ

れ、病院建て替えなどの設備投資は計画にすら手がついていない厳

しい状態です。 

 帝国データバンク 2023 年度動向調査によると、医療機関（病院

・診療所・歯科医院）の倒産は 55 件で過去最多となり、休廃業・

解散が急増しています。休廃業・解散は、倒産件数の 12.9 倍とな

る 709 件が確認され過去最多を更新し 10 年前と比較して 2.3 倍に

増えています。 

 このままでは、日本の地域医療の存続が危ぶまれます。医療機関

の事業と経営の危機は、必要に応じて医療を受ける国民の権利の危

機でもあります。厚生労働大臣、財務大臣の折衝で、本体改定率

0.88％と決定された 2024 年度診療報酬改定が施行されました。こ

の厳しい改定は、医療経営の実態、昨今の物価高騰に見合わないも

のです。特に中小の民間病院、診療所にとって非常に厳しい内容に

なっています。 

 本来、診療報酬は、地域の医療ニーズに応え適切な医療を提供し、

職員にも世間並みの賃金を払い、健全な経営維持が可能なものであ

るべきです。しかし 2024 年度診療報酬改定は、医療機関の願いに

応えるものとは遠くかけ離れたものとなりました。多くの医療機関

から「今の状況が続けば、日本の医療と福祉は早晩持たなくなる」

との悲痛な声があがっています。このままでは、次期改定までの間

に病院がなくなってしまう地域がでてくるかもしれません。地域医

療の崩壊を防ぎ、医療機関の事業と経営維持のために、以下要請し、
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実施を強く求めるものです。 

 また、新型コロナウイルス感染症が５類に移行しましたが、依然

として感染対策の強化は必要な状況であり、経営負担となっていま

す。地域医療または医療従事者を守るために、県に対して財政支援

を求めるものです。 

 

（要請事項） 

１．医療機関の事業と経営維持のための診療報酬の再改定、補助金

等の財政支援措置を行うように、国に対して意見書を提出するこ

と。 

２．国による診療報酬の再改定、補助金等の財政支援措置がない場

合は、地方自治体として、医療機関の事業と経営維持のための補

助金等の財政支援措置を行うこと。 

３．医療従事者に対して、新型コロナウイルス抗原検査キットの配

布を行い、新型コロナウイルスワクチン接種について、補助金等

の財政支援措置を行うこと。 

紹介議員 渡辺 正剛  前屋敷 恵美  永山 敏郎  図師 博規 
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 新 規 請 願                                                           

文教警察企業常任委員会 

請願番号 請願第１２号 受理年月日 令和６年１１月２９日 

 

 

 

 

 

請願の件名 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

宮崎県下の公立小中学校の教育条件改善を求める請願 

 

（請願の趣旨） 

 宮崎県下の公立小中学校の教育条件改善を求めます。 

 

（請願の理由） 

 コロナ禍によって、様々な困難が学校現場に生まれました。その

後、収束しつつあるとはいえ、引き続き継続している問題もありま

す。 

 また、最近特に頻繁に見られるようになった、教員未配置の改善

について、必要な手立てを講じる必要もあります。特に、若者が教

職を敬遠する傾向になっている事は、日本社会の未来に係わる由々

しき事態です。 

 問題の、根本的な解決のために請願するものです。 

 

（請願項目） 

Ⅰ 宮崎県教育委員会として、以下の事を行うこと。 

（１） 教職員の任用は、正規採用を基本とする。 

① 将来の不安なく、職務に専念できるようにする。 

② 不公平感なく、職員同士が協力・助け合えるようにする。 

③ 短時間勤務、変則勤務では、児童理解・共通理解が困難であ

るので、フルタイムを基本とする。 

（２） 学校間の教職員配置の恣意的な格差を作らない。 

① 産休・育休等の代替の見込み数を考慮して、欠員での教員配

当は調整する。 

② 任意の配置となっている「加配定数」の配当は、公平を旨と

する。 

 

Ⅱ 以下の事について、国に対して意見書を提出すること。 

（１） 教職員定数を増やすこと。 

① 教師の負担を適正なものとするため、一教師の受け持つ授業

時間数を、相当なものとし、義務標準法第７条第１項第１号

の「乗ずる数」を改善し、基本となる教員定数を増やすこと。 
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② 「乗ずる数」から「各学校への配置数」として計算できるよ

う、法律を改正すること。 

③ 不安定で不公平な「加配」による、教員の「受持ち授業時間」

削減ではなく、公平・公正な教員配置を実現できる①、②の

方法による、基礎的定数の増を図ること。 

④ 産休や、育休の代替職員は、必ずしも臨時的任用によらず、

正規任用者を充てることができるように法律を改正するこ

と。 

（２） 教職員給与費国庫負担制度をもとに戻すこと。 

① 国庫負担率を、もとの２分の１に戻すこと。 

② 非正規化を考え方として推進する国庫負担限度額政令の「総

額裁量制」を、元の「定員制」に戻すこと。 

学級編制基準を改善すること。 

③ 「３５人学級」を、すみやかに中学校にも実施すること。 

④ 教師の負担を適正なものにするため、一教師の受け持つ児童

生徒数（同時に授業を受ける）の上限を、３０人以下とする

こと。 

⑤ 特別支援学級においては、６人以下とし、複数学年での編成

の場合は３人以下とすること。 

⑥ 複式学級は、１４人以下とすること。 

（３） 小規模学校の良さを守ること。 

① むやみな学校統廃合を進めないこと。 

② 子どもが歩いて通える学校を基本として、学区を守ること。 

（４） 教育内容・教育方法の強制を行わないこと。 

① ＩＣＴ教育は、子どもの心身の発達を保障し、健康を害さな

いことを考えて、学校での使用時間を１時間以下とするこ

と。 

② 非常勤対応を前提とするような、教育内容や、指導方法を採

用しないこと。 

③ 教育内容や、指導方法については、学校で実際に授業を行う

教員、学ぶ子ども、見守る保護者・市民の意思や希望を尊重

すること。 

④ 授業時数は、子どもの発達段階に応じたものとすること。 

（５） 高圧的な管理政策をやめること。 

① 学力・学習状況調査は廃止すること。 

② 教員評価と、それの賃金への反映を廃止すること。 

③ 管理的な立場となる教員の数をやたらに増やさないこと。 
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＜おことわり＞この請願の趣旨は、教育条件の改善を求めるもので

あり、現在、学校で、臨時的任用や短時間勤務で奮闘しておられる

先生方を否定するものではありません。任用制度の本来の在り方に

ついて、要望するものです。 

以上。 

紹介議員 永山 敏郎  前屋敷 恵美  渡辺 正剛 
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議 事 経 過 
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月  日 曜 区   分 議 事 内 容 

11月22日 金 本 会 議 

開  会 

会議録署名議員指名（佐藤雅洋議員、今村光雄議員） 

議会運営委員長審査結果報告 

会期決定 

議案第１号～第22号上程 

知事提案理由説明 

11月23日 土 

休   会 

（閉庁日）勤労感謝の日 

11月24日 日 （閉庁日） 

11月25日 月 
（議案調査） 

11月26日 火 

11月27日 水 

本 会 議 

一般質問（坂口博美議員、丸山裕次郎議員、川添 博議員、

永山敏郎議員） 

11月28日 木 
一般質問（福田新一議員、重松幸次郎議員、前屋敷恵美議員、

安田厚生議員） 

11月29日 金 
一般質問（脇谷のりこ議員、山口俊樹議員、下沖篤史議員、 

     二見康之議員） 

11月30日 土 
休   会 （閉庁日） 

12月１日 日 

12月２日 月 

本 会 議 

一般質問（荒神 稔議員、山内いっとく議員、井本英雄議員、

岩切達哉議員） 

12月３日 火 

議案第23号～第33号追加上程 

知事提案理由説明 

一般質問（工藤隆久議員、黒岩保雄議員、佐藤雅洋議員） 

採決（議案第22号）（同意） 

議案・請願委員会付託 

12月４日 水 

休   会 

常任委員会 
12月５日 木 

12月６日 金 特別委員会 

12月７日 土 
（閉庁日） 

12月８日 日 

12月９日 月 （議事整理） 
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月   日 曜 区   分 議 事 内 容 

12月10日 火 本 会 議 

議席の一部変更 

常任委員長審査結果報告 

討論（議案第１号、第６号、第20号、第33号に反対）（前屋敷

恵美議員） 

採決（議案第１号、第６号、第20号、第33号）（可決） 

採決（議案第２号～第５号、第７号～第19号、第21号、第23

号～第32号）（可決） 

採決（請願第12号）（不採択） 

採決（請願第８号、第10号）（不採択） 

採決（請願第９号）（採択） 

採決（継続審査・調査案件）（委員長の申出のとおり決定） 

議員発議案送付の通知 

議員発議案第１号、第２号追加上程、採決（可決） 

議員派遣の件 

選挙管理委員及び同補充員の選挙 

閉  会 
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  署 名 

  宮 崎 県 議 会 議 長  濵 砂   守 

  宮 崎 県 議 会 副 議 長  野 﨑 幸 士 

  宮 崎 県 議 会 議 員  佐 藤 雅 洋 

  宮 崎 県 議 会 議 員  今 村 光 雄 

 

  


